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吉川美穂　俊恭院福君の婚礼と菊折枝蒔絵調度
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一

「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
雑
感

四
　
辻
　
秀
　
紀

　

は　

じ　

め　

に

一　

書
誌
的
事
項

二　

詞
書
の
伝
称
筆
者
と
そ
の
享
受

三　

詞
書
の
書
風

四　

絵
画
表
現
の
特
質

五　

詞
書
の
筆
者
に
つ
い
て
の
仮
説

　

お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

尾
張
徳
川
家
に
伝
来
し
、
現
在
徳
川
美
術
館
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」

（
以
下
、「
本
絵
巻
」
と
記
す
）と
名
付
け
ら
れ
た
二
巻
か
ら
な
る
物
語
絵
巻
が
あ
る
。
物

語
は
、
あ
る
僧
が
若
い
娘
の
所
に
通
っ
て
く
る
が
、
突
然
の
僧
の
来
訪
に
、
娘
は
白
粉

と
眉
墨
と
を
取
り
違
え
て
化
粧
し
、
僧
と
対
面
し
て
し
ま
う
。
娘
の
顔
を
見
た
僧
は
驚

い
て
逃
げ
去
り
、
こ
れ
を
悲
し
ん
で
仏
心
を
起
こ
し
た
娘
は
剃
髪
し
、
北
山
小
野
の
里

の
静
か
な
庵
室
で
隠
棲
し
た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

本
絵
巻
の
原
題
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
が
、『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
は
い
ず
み
」

を
は
じ
め
、『
古
本
説
話
集
』
第
十
九
「
平
中
の
事
」
に
扱
わ
れ
、
さ
ら
に
狂
言
「
墨

塗
女
」
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
く
白
粉
と
墨
と
の
取
り
違
え
譚
に
ち
な
み
、
昭
和

三
十
三
年（
一
九
五
八
）に
梅
津
次
郎
氏
に
よ
り
、「
掃
墨
物
語
絵
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。

そ
の
内
容
は
、『
提
中
納
言
物
語
』
や
『
古
本
説
話
集
』
で
語
ら
れ
て
い
る
笑
い
を
含

ん
だ
結
末
と
は
異
な
り
、
取
り
違
え
の
事
件
が
発
端
と
な
り
、
前
も
っ
て
僧
の
来
訪
が

わ
か
っ
て
い
た
な
ら
、
装
い
も
美
し
く
し
、
そ
の
時
に
な
っ
て
あ
わ
て
る
よ
う
な
手
落

ち
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
、
わ
が
身
の
応
報
の
ほ
ど
を
悔
い
悲
し
ん
だ
娘
が
、
こ

の
世
に
あ
る
人
は
、
生
け
る
者
の
定
め
と
し
て
常
に
臨
終
を
期
し
、
用
心
た
が
う
事
な

く
念
仏
を
も
唱
え
、
観
念
を
も
忘
れ
ず
い
そ
し
め
ば
、
往
生
を
遂
げ
悟
り
も
開
く
こ
と

が
で
き
よ
う
と
、
解
脱
上
人（
貞
慶
）の
言
葉
を
は
じ
め
、
禅
師
や
天
台
大
師（
智ち

顗ぎ

）の

言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
語
ら
れ
て
お
り
、
仏
教
帰
依
を
勧
め
る
点
に
主
眼
が
置
か
れ
て

い
る
。

本
絵
巻
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
梅
津
氏
に
よ
り
南
北
朝
時
代
と
す
る
説
が
出
さ

（
1
）
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二

れ
た
が
、
近
年
で
は
、
室
町
時
代
十
五
世
紀
と
す
る
考
え
方
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
尊
円
親
王
・
頓
阿
と
極
め
ら
れ
る
詞
書
筆
者
の
考
察
が
充
分

に
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
応
永
二
十
四
年（
一
四
一
七
）に
成
立
し
た
「
融
通
念
仏
縁

起
絵
巻
」（
重
要
文
化
財　

京
都
・
清
凉
寺
蔵
）と
の
画
風
と
の
類
似
性
が
看
取
さ
れ
、
こ
れ

と
相
前
後
し
て
製
作
さ
れ
た
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
も
の
の
、
本
絵
巻
に
描
か
れ
た
殿

舎
の
表
現
・
着
彩
法
、
四
季
の
推
移
を
背
景
に
展
開
す
る
物
語
絵
と
し
て
の
構
成
手
法

な
ど
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、詞
書
の
書
風
を
中
心
に
、

絵
画
的
な
表
現
に
も
触
れ
つ
つ
本
絵
巻
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。

一　

書
誌
的
事
項

本
絵
巻
の
書
誌
な
ら
び
に
伝
来
の
記
録
に
つ
い
て
詳
述
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

本
絵
巻
は
、
上
巻
が
詞
一
段
・
絵
二
段（
縦
三
三
・
三
糎
、
全
長
五
○
三
・
九
糎
）、
下

段
が
詞
一
段
・
絵
一
段（
縦
三
三
・
三
糎
、
全
長
五
○
八
・
一
糎
）か
ら
な
っ
て
い
る（
法
量

は
修
理
後
）（
カ
ラ
ー
口
絵
④
参
照
）。
下
巻
巻
末
に
「
字
繪
合
廿
一
枚
一
乗
教（
花
押
）　

隆

恵（
花
押
）」
の
墨
書
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
花
押
は

中
世
の
公
家
・
僧
侶
な
ど
の
様
式
を
示
し
て
い
る
。
詞
書
は
上
巻
第
一
段
が
欠
落
し
、

下
巻
第
一
段
の
後
半
十
一
行
分
は
、
上
巻
第
二
段
の
絵
の
次
に
続
い
て
い
た
と
み
ら

れ
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
き
絵
も
失
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
絵
は
全
巻
を

通
し
て
、
本
来
の
料
紙
の
継
目
と
は
異
な
る
部
分
で
の
不
自
然
な
切
継
ぎ
が
認
め
ら
れ

る
。
そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
伝
来
の
途
中
で
屏
風
装
あ
る
い
は
折
帖
仕
立
て

に
改
装
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
た
め
と
も
み
な
さ
れ
る
。

江
戸
時
代
後
期
の
尾
張
徳
川
家
の
道
具
帳
「
御
側
御
道
具
帳
」（
什
器
旧
原
簿
第
三
号
）

（
2
）

（
挿
図
1
）に
は
、
次
の
通
り
の
記
載
が
あ
る
。

一 

彩
色
繪
御
巻
物　
　
　
　
　
　
　
箱
入
壱
巻

　
　
　
　
　
絵
土
佐
筆　
　
「（
朱
書
貼
紙
）

詞
書
尊
円
親
王
筆
之
旨
了
廬
鍳
定
書
付
入
」

　
　
　

右
御
巻
物
弐
巻
讀
ニ
テ
上
之
巻
不
足
被

　
　
　

相
見
候
昔
下
ガ
絵
之
旨
探
常
申
聞
之

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
上
巻
は
二
巻
の
絵
巻
の
下
巻
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
、
も
う
一
巻
の
所
在
が
不
明
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
探
常
が
鍛
冶
橋
狩
野
家
第
四
世

に
あ
た
る
狩
野
探
常（
一
七
○
五
〜
五
六
）だ
と
す
れ
ば
、
探
常
の
歿
年
で
あ
る
宝
暦
六

年（
一
七
五
六
）以
前
に
は
、
本
絵
巻
が
尾
張
徳
川
家
の
所
蔵
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
下
巻
は
江
戸
時
代
後
期
頃
の
道
具
帳
で
あ
る
「
御
数
寄
屋
方
御
道
具
目
録 

六 

御
茶
器
御
道
具
」（
什
器
旧
原
簿
第
十
一
号
）（
挿
図
2
）に
「
元
鳥
印
様
御
道
具
」
と
し 挿図1　「御側御道具帳」
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三

挿図2　「御数寄屋方御道具目録」

（
六
百
番
歌
合
恋
部　

徳
川
美
術
館
に
現
存
）、
後
小
松
天
皇
宸
筆
「
賦
何
舟
連
歌
」（
現
存
せ

ず
）な
ど
と
と
も
に
藤
皮
籠
に
収
め
ら
れ
た
十
二
巻
の
巻
物
の
一
つ
と
し
て
記
載
さ
れ
、

江
戸
時
代
後
期
に
は
江
戸
の
屋
敷
に
置
か
れ
た
御
側
道
具
で
あ
っ
た
と
判
明
す
る
。

「
鳥
印
」
は
誰
の
印
名
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
時
代
的
に
見
て
十
一
代
将
軍
家い

え

斉な
り

の
十
一
男
で
天
保
十
年（
一
八
三
九
）に
尾
張
徳
川
家
十
二
代
と
な
っ
た
斉な
り

荘た
か（

一
八
一
○

〜
四
五
）と
み
な
さ
れ
る
。

明
治
二
十
六
年（
一
八
九
三
）に
全
国
宝
物
取
調
調
査
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
「
御
世

襲
附
属
物
目
録
」（
第
一
部
〈
天
・
地
・
人
三
冊
〉）に
付
随
す
る
「
什
器
目
録
」（
第
二
部
・

第
三
部
併
せ
て
六
十
一
冊
）の
う
ち
「
第
二
部 

什
器
目
録 

二
十
五　
手
鑑 

歌
書 

額 

古
筆
書

籍 

書
画
帖 

墓
誌
石
摺 

巻
物
」
の
巻
物
の
項
・
第
四
号
に
「
古
土
佐
彩
色
画　

下
ノ
巻　

壱

巻
」、
第
六
号
に
「
頓
阿
法
師
筆　

壱
巻
」
と
し
て
本
絵
巻
の
記
載
が
あ
る
。
四
号
の

形
状
に
つ
い
て
は
、「
紙
本
全
幅
を
前
中
後
ノ
三
段
ニ
分
チ
前
後
両
断
ハ
彩
色
画
中
ニ
詞

書
一
段
ヲ
挿
ム
」
と
し
た
記
載
と
共
に
、
桐
箱
の
蓋
表
に
「
古
土
佐
彩
色
画
御
巻
物　

詞
書　

尊
円
親
王
御
筆
」
と
墨
書
さ
れ
、
表
紙
は
「
金
入
繻
珍
茶
地 

菱
繋
キ
ノ
内
卍

字
ニ
丸
龍
ヲ
疏
ラ
ニ
出
ス
」、
見
返
は
「
金
銀
切
箔
砂
子
」、
恒つ
ね

川か
わ

了り
ょ
う

廬ろ
（
一
七
七
五
〜

一
八
六
〇
）に
よ
る
極
札
が
添
っ
て
い
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
六
号
の
方
は
桐
の
桟
箱

で
、「
灰
汁
打
紙
画
ハ
極
彩
色
詞
書
頓
阿
法
師
筆
絵
筆
者
不
明　

詞
一
段
画
一
段
」
お

よ
び
詞
書
の
初
句
お
よ
び
奥
書
を
記
述
し
、
表
紙
は
「
茶
地
金
入
錦
菱
繋 

菱
ノ
中
卍

字
ニ
丸
龍
模
様
」、
見
返
は
「
紙
質
不
明
金
銀
青
金
ノ
砂
子
切
箔
振
潰
シ
所
々
禾
ア
リ
」

と
し
、
四
号
で
は
記
載
が
な
か
っ
た
が
、「
象
牙
渦
」「
薄
萌
黄
時
代
真
田
」
と
軸
首
お

よ
び
紐
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
別
に
保
存
さ
れ
て
き
た
こ
の
二
巻
の
絵
巻
は
、
大
正
か
ら
昭
和
初
年
に
か

け
て
実
施
さ
れ
た
什
宝
整
理
の
際
に
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
保
存
す
べ
き
旨
の
田
中
親

美
・
森
川
勘
一
郎
両
氏
の
助
言
に
よ
り
、
新
調
さ
れ
た
桐
印
籠
蓋
造
り
の
箱
に
収
納
さ

（
3
）

て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
．
藤
皮
籠 

黒
塗
金
物
二
葉
葵
模
様
紫
真
田
紐
付
金
物

煮
黒
メ
梅
座
裏
張
紙
振
金
蓋
虫
喰
有　
　
　
　
　

壱

　
　
　
「（
朱
書
）

右
藤
皮
篭 

天
保
十
四
卯
十
月 

御
側
江
差
上
候
付
桐
二
重
箱
ニ
入

　
　
　
右
皮
篭
於
江
戸
御
戻
之
上 

嘉
永
元
申
三
月
尾
州
江
為
差
置
」

　
　
　
　
　

  

内 

御
軸
物

　
　
（
中
略
）

　
　
東
天
九　
「（
朱
書
）
天
」
壱　
「
頓（朱
書
）
阿
法
師
筆
」
繪
入
御
巻
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
は
れ
人

　
　
　
　

表
紙
「（
朱
書
）

唐
物
」
茶
地
「（
朱
書
）

繻
珍
」
軸
象
牙
奥
書
筆
者
不
知

下
巻
は
東
福
門
院
筆
「
源
氏
物
語
抄
」（
徳
川
美
術
館
に
現
存
）、
伝
正
徹
筆
「
歌
合
」

桐
箱
ニ
入
鬱
金
木
綿
単
和
巾
包

御
軸
物
銘
々
浅
黄
絹
単

和
巾
包

「（
朱
字
長
角
印
）

辛
未
秋
御
拂
」
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四

で
詞
書
や
絵
の
一
部
を
割
愛
し
て
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
十
七
世
紀
の
あ
る
段
階

で
は
現
状
と
異
な
る
形
態
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

二　

詞
書
の
伝
称
筆
者
と
そ
の
享
受

先
述
の
通
り
、
上
巻
に
は
、
筆
者
を
尊
円
親
王（
一
二
九
八
〜
一
三
五
六
）と
す
る
恒
川

了
廬
の
極
札
が
添
っ
て
お
り
尊
円
親
王
筆
、
下
巻
は
極
札
・
折
紙
な
ど
は
附
属
し
て
い

な
い
が
、
道
具
帳
の
記
載
に
あ
る
通
り
頓と

ん

阿あ
（
一
二
八
九
〜
一
三
七
二
）筆
と
し
て
伝
え
ら

れ
て
き
た
。

尊
円
親
王
は
、
伏
見
天
皇（
一
二
六
五
〜
一
三
一
七
）の
第
六
皇
子
で
、
諱い
み
な
は
守も
り

彦ひ
こ

、

十
一
歳
で
青
蓮
院
に
入
室
、
延
慶
三
年（
一
三
一
〇
）六
月
に
親
王
宣
下
、
尊た
か

彦ひ
こ

と
称
し

た
。
応
長
元
年（
一
三
一
一
）に
薙ち

髪は
つ

、
尊
円
と
名
を
改
め
、
そ
の
翌
年
に
第
十
七
世
青

蓮
院
門
主
、
元
弘
元
年（
一
三
三
一
）十
月
に
天
台
座
主
に
補
せ
ら
れ
て
以
降
、
都
合
四

度
歴
任
し
て
い
る
。
正
平
十
一
年（
一
三
五
六
）正
月
に
四
天
王
寺
別
当
と
な
っ
た
が
、

こ
の
年
の
九
月
に
歿
し
て
い
る
。
尊
円
は
、
和
歌
・
諸
芸
に
秀
で
、
特
に
書
は
、
世
尊

寺
行ゆ

き

房ふ
さ（

生
年
未
詳
〜
一
三
三
五
）・
行ゆ
き

尹た
だ（

一
二
八
一
〜
一
三
五
〇
）兄
弟
か
ら
世
尊
寺
流
を

伝
授
さ
れ
、
さ
ら
に
小
野
道
風
、
藤
原
行
成
ら
の
上

じ
ょ
う

代だ
い

様よ
う

の
書
跡
に
規
範
を
求
め
て

研
鑽
を
積
み
、
独
自
の
書
風
を
確
立
し
た
。
著
作
に
後
光
厳
天
皇（
一
三
三
八
〜
七
四
）

の
た
め
に
撰
述
し
た
書
道
の
入
門
書
『
入じ
ゅ

木ぼ
く

抄し
ょ
う』
や
行
房
・
行
尹
か
ら
教
え
を
受
け
た

秘
説
を
聞
き
書
き
風
に
ま
と
め
た
『
入
木
口
伝
抄
』
が
あ
る
。
そ
の
書
風
は
、
青
蓮
院

流
あ
る
い
は
粟あ

わ

田た

流
と
称
さ
れ
、
後
世
の
書
道
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
、
尊
円
親

王
自
身
は
わ
が
国
書
道
の
中
興
の
祖
と
し
て
仰
が
れ
た
。

近
日
者
、
和
字
、
漢
字
、
共
ニ
以
青
蓮
院
尊
円
親
王
ノ
御
筆
為
規
範
。
而
都
鄙

挿図3　『探幽縮図』

れ
た
。
蓋
表
に
は
「
古
土
佐
物
語
絵
巻　

二
巻
」
の
墨
書
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
旧
箱

は
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
伝
存
し
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
昭
和
九
年（
一
九
三
四
）に

重
要
美
術
品
の
認
定
を
受
け
、
昭
和
三
十
七
年（
一
九
六
二
）に
国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
。

本
絵
巻
は
、
横
折
れ
・
絵
具
の
浮
き
・
ヤ
ケ
な
ど
に
よ
る
傷
み
が
著
し
か
っ
た
た
め
、

昭
和
五
十
五
年
度
に
国
庫
補
助
金
に
よ
る
文
化
財
修
理
が
行
わ
れ
、
こ
の
際
に
濃
縹
地

菱
紋
紗
の
表
紙
・
金
砂
子
地
宝
相
華
唐
草
文
空
摺
り
の
見
返
・
紫
檀
花
菱
文
木
地
螺
鈿

の
軸
首
に
改
装
さ
れ
、
旧
装
丁
は
別
途
保
存
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
「
探
幽
縮
図
」（
個
人
蔵
）の
中
に
本
絵
巻
の
一
部
が
記
録
さ
れ
て
い
る（
挿

（
4
）

（
5
）

図
3
）。
そ
こ
に
は
、
上
巻
の
第
一
段
絵
や

第
一
段
詞
書
・
第
二
段
絵
の
前
半
は
無
く
、

顔
に
墨
を
塗
っ
た
娘
を
見
て
驚
き
、
鏡
を
見

せ
る
母
尼
の
場
面
か
ら
、
娘
が
洗
顔
し
て
悟

り
を
得
る
上
巻
巻
末
ま
で
と
こ
れ
に
続
け
て

第
三
段
絵
の
後
半
に
描
か
れ
る
炉
を
切
っ
た

座
敷
か
ら
最
後
の
庵
室
の
場
面
ま
で
が
画
中

詞
を
含
め
写
さ
れ
、
下
巻
詞
書
お
よ
び
第
三

段
絵
の
冒
頭
か
ら
仏
堂
で
の
娘
の
剃
髪
場

面
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
画
中
詞
の
ほ
か

「
ひ
さ
し
」「
花
」「
雪
」「
い
づ
れ
も
雪
の
て

い
」
な
ど
の
画
面
に
関
す
る
書
き
入
れ
が
あ

る
。
こ
の
縮
図
が
、
何
時
何
処
で
行
わ
れ
た

か
は
不
明
な
が
ら
、
狩
野
探
幽（
一
六
〇
二
〜

七
四
）が
本
絵
巻
の
縮
図
を
作
成
し
た
時
点

（
6
）



「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
雑
感

五

翫
之
。

一い
ち

条じ
ょ
う

兼か
ね

良よ
し（

一
四
〇
二
〜
八
一
）の
『
尺せ
き

素そ

往お
う

来ら
い

』
に
は
、
仮
名
・
漢
字
と
も
に
尊
円

親
王
の
筆
跡
を
も
っ
て
そ
の
規
範
と
し
、
都
や
地
方
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
賞
翫
し
た

と
す
る
右
の
一
文
が
あ
り
、
室
町
時
代
以
降
、
そ
の
書
風
は
普
及
し
最
も
親
し
ま
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
徳
川
家
康（
一
五
四
三
〜
一
六
一
六
）の
右ゆ
う

筆ひ
つ

と
し
て

著
名
な
建た

け

部べ

伝で
ん

内な
い（

一
五
二
二
〜
九
〇
）が
青
蓮
院
尊そ
ん

鎮ち
ん

親
王（
一
五
〇
四
〜
五
〇
）の
門
下

で
あ
り
、
そ
の
子
昌
興
も
家
康
に
近
侍
し
、
家
康
の
子
弟
に
も
書
道
を
伝
え
て
い
た
た

め
、
尊
円
親
王
に
は
じ
ま
る
青
蓮
院
流
の
書
は
「
御お

家い
え

流り
ゅ
う」
と
称
さ
れ
、
徳
川
幕
府
の

公
用
の
書
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
尊
円
親
王
の
遺
墨
は

中
世
の
宸
翰
や
藤
原
定
家
の
筆
跡
と
と
も
に
、
江
戸
時
代
を
通
じ
将
軍
や
大
名
間
の
贈

答
品
、
公
的
な
場
で
の
飾
り
道
具
と
し
て
も
大
切
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。

ま
た
、
頓
阿
は
、
俗
名
を
二
階
堂
貞さ

だ

宗む
ね

と
い
い
、
正
和
元
年（
一
三
一
二
）二
十
四

歳
で
出
家
、
西
行
に
私
淑
し
て
諸
国
を
行
脚
し
、
そ
の
旧
跡
で
あ
る
京
都
東
山
の
双

林
寺
に
草
庵
を
構
え
る
な
ど
隠
遁
者
と
し
て
の
日
々
を
送
っ
た
。
和
歌
を
二
条
為た

め

世よ

（
一
二
五
〇
〜
一
三
三
八
）に
学
び
、
慶け
い
う
ん運
・
浄
じ
ょ
う

弁べ
ん

・
兼け
ん

好こ
う

と
と
も
に
為
世
門
下
の
和
歌
四

天
王
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
光
明
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
北
朝
四
代
の

天
皇
の
摂
政
・
関
白
を
務
め
た
実
力
者
・
二
条
良よ

し

基も
と（

一
三
二
〇
〜
八
八
）と
の
交
遊
が

あ
り
、
さ
ら
に
足
利
高
氏（
尊
氏
）の
庇
護
を
受
け
、
二
条
流
の
歌
人
と
し
て
の
地
位
を

強
固
に
し
た
。
尾
張
徳
川
家
に
伝
来
し
た
頓
阿
と
伝
え
ら
れ
る
遺
墨
に
は
、「
古
今
和

歌
集
仮
名
序
」
一
巻（
徳
川
美
術
館
に
現
存
）、「
源
氏
供
養
・
九
十
賀
」
一
巻（
大
正
十
年

〈
一
九
二
一
〉
に
売
立
ら
れ
、
現
在
は
個
人
蔵
）な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。

三　

詞
書
の
書
風

尊
円
親
王
・
頓
阿
の
書
風
と
本
絵
巻
詞
書
の
書
風
と
を
比
較
す
る
前
に
、
染
筆
さ
れ

て
い
る
文
字
の
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

上
巻
第
二
段
絵
の
前
に
置
か
れ
た
詞
書
と
下
巻
詞
書
の
後
半
十
一
行
分（
第
三
紙
）の

書
は
、
字
粒
も
大
き
く
行
間
を
取
っ
て
染
筆
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
下
巻
冒
頭
二

紙
分
は
字
粒
は
や
や
小
さ
め
で
行
間
も
詰
ま
っ
て
い
る（
カ
ラ
ー
口
絵
①
・
②
参
照
）。
こ

の
筆
跡
か
ら
、
江
戸
時
代
の
古
筆
見
は
、
前
者
を
尊
円
親
王
、
後
者
を
頓
阿
の
手
に
な

る
と
鑑
定
し
た
の
だ
が
、
詞
書
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
を
比
較
す
る
と
別
表
①（「
掃
墨

物
語
絵
巻
」
文
字
比
較
）と
な
る
。
特
徴
的
な
文
字
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、「
あ
」
は
上

方
か
ら
穂
先
を
入
れ
て
短
く
留
め
、
第
二
画
目
の
縦
線
を
ま
っ
す
ぐ
下
ろ
し
た
の
ち
、

第
三
画
目
で
左
下
へ
向
け
た
線
の
筆
を
返
し
て
上
方
か
ら
右
上
に
弧
を
描
き
、
下
方
内

側
に
運
筆
し
、
右
側
の
弧
内
を
大
き
く
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
の
」
は
、
や

や
左
か
ら
起
筆
し
て
右
か
ら
左
下
に
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
き
、
次
の
転
折
で
「
あ
」

と
同
じ
よ
う
に
筆
を
運
ぶ
が
、
右
に
対
し
て
左
の
弧
内
が
大
き
め
に
な
っ
て
い
る
。

「
き
」
は
第
三
画
目
の
縦
線
を
左
上
か
ら
右
下
に
下
ろ
し
た
縦
線
か
ら
第
四
画
目
に
続

け
た
運
筆
の
具
合
、「
て
」「
徒
」
は
、
終
筆
を
弓
な
り
に
反
ら
せ
て
筆
を
留
め
、「
乃
」

は
、
第
二
画
の
横
線
お
よ
び
第
二
転
折
を
約
め
、
第
三
画
転
折
を
大
き
く
膨
ら
ま
せ

る
。
ま
た
「
む
」
は
、
第
二
筆
の
縦
線
か
ら
右
に
折
れ
て
跳
ね
上
げ
第
三
画
目
の
点
を

打
つ
が
、
そ
の
転
折
か
ら
跳
ね
上
げ
る
部
分
を
懐
深
く
取
る
な
ど
の
字
形
の
特
徴
が
両

者
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
上
巻
と
下
巻
詞
書
第
三
紙
、
下
巻
第
一
・
二
紙
の
染
筆
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ

尊
円
親
王
・
頓
阿
と
さ
れ
、
別
筆
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
字
姿
を
丹
念
に
比
較
し
て

（
7
）



「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
雑
感

六

い
く
と
、
筆
跡
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
下
巻
第
一
・
二
紙
は
後
述
の
よ
う
に
仏
典
か
ら
引

用
さ
れ
た
文
言
、
と
り
わ
け
漢
字
が
多
く
、
ま
た
行
間
を
詰
め
気
味
に
書
写
し
、
尊
円

と
伝
え
ら
れ
た
大
ら
か
な
書
き
ぶ
り
と
多
少
異
な
る
た
め
に
、
別
々
の
伝
称
が
生
じ
た

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
画
中
詞
の
筆
跡
も
字
癖
や
筆
致
の
比
較
に
よ
り
同
筆
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る（
カ
ラ
ー
口
絵
③
参
照
）。

と
こ
ろ
で
、
詞
書
本
文
は
、
上
巻
お
よ
び
下
巻
第
三
紙
で
は
物
語
の
展
開
が
語
ら
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
下
巻
第
一
・
二
紙
で
は
解げ

だ
つ脱
上
人
貞じ
ょ
う

慶け
い（

一
一
五
五
〜
一
二
一
三
）

の
「
頓
死
世
に
お
ほ
け
れ
ど
も
、
聞
き
て
お
ど
ろ
く
こ
と
な
し
。
か
ね
て
し
ら
ざ
る
は

死
期
な
り
。
今
日
な
ん
ぞ
か
な
ら
ず
し
も
其
日
に
あ
た
ら
ざ
る
」
と
い
う
言
葉
を
は
じ

め
、
天
台
大
師
や
禅
師
の
語
を
引
用
し
つ
つ
、
無
常
観
を
説
き
仏
教
帰
依
を
勧
め
る
内

容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
念
々
の
無
常
を
も
し
ら
ず
、
生
死
一
大
事
を
も
こ
ゝ

ろ
に
か
け
ざ
ら
ん
は
、
い
と
本
意
な
き
事
な
り
」
の
語
は
、
曹
洞
宗
開
祖
道
元
の
弟
子

孤こ

雲う
ん

懐え

奘じ
ょ
う（

一
一
九
八
〜
一
二
八
〇
）が
記
し
た
禅
語
録
『
正
し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

随ず
い

聞も
ん

記き

』
や
無む

住
じ
ゅ
う

道ど
う

暁ぎ
ょ
う（

一
二
二
七
〜
一
三
一
二
）が
編
纂
し
た
仏
教
説
話
集
『
沙し
ゃ

石せ
き

集し
ゅ
う』
に
、「
出
る
い
き

入
い
き
を
待
ず
。
一
息
不
返
、
す
な
は
ち
後
世
に
つ
く
」
は
天
台
大
師
智
顗（
五
三
八
〜

九
七
）の
『
摩ま

訶か

止し

観か
ん

』
や
恵え

心し
ん

僧そ
う

都ず

源げ
ん

信し
ん（

九
四
二
〜
一
〇
一
七
）の
『
往
生
要
集
』、「
食

は
晡
を
あ
ま
く
せ
ざ
れ
。
眠
は
床
を
や
す
く
す
べ
か
ら
す
、
頭
燃
を
は
ら
ふ
が
こ
と
く

し
て
、
出
要
を
も
と
め
よ
」
は
『
摩
訶
止
観
』
や
『
往
生
要
集
』、「
そ
れ
可
緩
為
急
、

可
急
為
緩
」
は
『
沙
石
集
』
や
吉
田
兼
好（
一
二
八
三
頃
〜
一
三
五
二
─
歿
年
未
詳
）の
『
徒

然
草
』
に
同
類
の
文
言
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
臘
月
三
十
日
手
足

の
置
所
を
不
知
」「
一
息
不
返
、
す
な
は
ち
後
世
に
つ
く
」
の
語
の
禅
師
と
は
、
中
国
・

唐
時
代
の
禅
僧
、
黄お

う

檗ば
く

希き

運う
ん（

生
歿
年
未
詳
）で
、
断だ
ん

際さ
い

禅
師
と
呼
ば
れ
、
臨
済
宗
の
開

祖
で
あ
る
臨
済
義ぎ

玄げ
ん

の
師
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、『
緇
門
警
訓
』
や
『
黄お
う

檗ば
く

断だ
ん

際さ
い

禅ぜ
ん

師じ

宛え
ん

陵り
ょ
う

録ろ
く

』
に
収
録
さ
れ
る
「
黄
檗
禅
師
示
衆
」
の
「
手
足
の
置
く
を
不
知
」

（
8
）

「
一
息
不
返
、
す
な
は
ち
後
世
に
つ
く
」
の
語
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
ま
た
同

書
に
記
さ
れ
る
「
万
盤
事
須
是
閑
時
辨
得
下
。
忙
時
得
用
」
と
す
る
教
え
は
、
本
絵
巻

の
娘
が
出
家
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
こ
と
は
り
」
に
矛
盾
し
な
い
と
報
告
さ
れ
て

お
り
、
詞
書
本
文
は
こ
の
よ
う
な
仏
典
を
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
た
学
識
の
高
い
僧
侶

あ
る
い
は
公
家
に
よ
っ
て
執
筆
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

宗
教
史
・
思
想
史
の
観
点
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
今
後
待
た
れ
る
。

そ
の
一
方
、
本
絵
巻
の
詞
書
染
筆
者
は
誰
か
、
あ
る
い
は
執
筆
時
期
は
い
つ
頃
な
の

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

伝
称
筆
者
の
一
人
と
さ
れ
る
尊
円
親
王
の
遺
墨
は
少
な
か
ら
ず
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

建
武
二
年（
一
三
三
五
）嵯
峨

野
の
大
覚
寺
に
お
い
て
行
わ

れ
た
夏げ

安あ
ん

居ご

に
参
加
し
た
僧

侶
・
沙し

ゃ

弥み

の
名
を
列
記
し
た

「
大だ

い

覚か
く

寺じ

結け
つ

夏げ

衆し
ゅ
う

僧そ
う

名み
ょ
う

単た
ん

」

（
東
京
・
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館

蔵
）や
康
永
二
年（
一
三
四
三
）

に
千
代
菊
と
い
う
者
に
書
き

与
え
た
「
大
手
本（
拾
要
抄
）」

（
京
都
・
青
蓮
院
蔵
）、
貞
和
五

年（
一
三
四
九
）に
染
筆
し
た

「
鷹
手
本
」（
京
都
・
西
本
願
寺

蔵
）、
同
年
に
比
叡
山
・
西

塔
に
お
け
る
勧
学
講
の
儀
式

次
第
書
を
染
筆
し
た
「
西さ

い

塔と
う

（
9
）

挿図4　「西塔院勧学講法則」尊円親王筆
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七

こ
れ
ら
と
本
絵
巻
の
詞
書
と
比
較
検
討
す
る
と
、
明
ら
か
に
字
癖
や
筆
法
は
異
な
っ
て

い
る
。

本
絵
巻
の
成
立
が
十
五
世
紀
と
し
て
、
そ
の
頃
の
書
風
を
通
覧
し
て
も
、
例
え
ば
応

永
二
十
一
〜
二
十
四
年（
一
四
一
四
〜
一
七
）に
製
作
さ
れ
た
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」（
重

要
文
化
財　

京
都
・
清
凉
寺
蔵　

以
下
、「
清
凉
寺
本
」
と
記
す
）を
は
じ
め
と
す
る
作
品
を

管
見
し
た
限
り
に
お
い
て
は
、
同
筆
作
品
は
も
と
よ
り
、
同
傾
向
の
書
風
・
筆
致
を
示

す
作
品
は
見
出
せ
な
い
。

尊
円
親
王
や
頓
阿
は
、
あ
く
ま
で
も
伝
称
筆
者
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
江
戸
時

代
の
古
筆
見
が
そ
の
よ
う
に
鑑
定
し
て
い
る
の
は
─
も
と
も
と
奥
書
に
署
名
が
あ
っ
た

院い
ん

勧か
ん

学が
く

講こ
う

法ほ
っ

則そ
く

」（
重
要
文
化
財　

徳
川
美
術
館
蔵
）（
挿
図
4
）な
ど
、
ま
た
京
都
・
陽
明
文

庫
蔵
を
は
じ
め
と
す
る
書
状
類
や
手
本
類
が
知
ら
れ
て
い
る
。
か
な
の
代
表
的
な
遺
墨

と
し
て
は
、
文
和
三
年（
一
三
五
四
）花
園
院
の
七
回
忌
に
あ
た
り
、
光
厳
院
を
は
じ
め

花
園
院
近
親
の
皇
族
や
女
房
、
廷
臣
ら
に
よ
っ
て
詠
進
さ
れ
た
和
歌
懐
紙
で
、
京
都
・

妙
満
寺
蔵（
重
要
文
化
財
）一
巻
所
収
、
京
都
・
立
命
館
大
学
蔵（
重
要
文
化
財　

藤
井
永
観

文
庫
旧
蔵
）一
巻
所
収
お
よ
び
金
沢
市
立
中
村
記
念
美
術
館
蔵
『
古
筆
手
鑑
』（
重
要
文
化

財
）所
収
の
懐
紙（
挿
図
5
）が
知
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
豊
潤
で
量
感
あ
る
筆
致
を
示

し
て
お
り
、
尊
円
親
王
の
遺
墨
と
本
巻
詞
書
の
漢
字
・
仮
名
そ
れ
ぞ
れ
の
字
形
と
照
ら

し
合
わ
せ
て
も
、
同
筆
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

挿図5　「花園院七回忌和歌懐紙」尊円筆

挿図6　「古今和歌集仮名序」頓阿筆

一
方
、
頓
阿
の
遺
墨
で
は
「
宝ほ
う

積じ
ゃ
く

経き
ょ
う

要よ
う

品ほ
ん

」（
国
宝　

東
京
・
前
田
育

徳
会
蔵
）紙
背
に
貼
り
込
ま
れ
た
和

歌
短
冊
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

康
永
三
年（
興
国
五　

一
三
四
四
）に
、

足
利
尊
氏
・
足
利
直
義
・
夢む

窓そ
う

疎そ

石せ
き

が
写
経
し
、
紙
背
に
光
明
院
以
下
、

公
家
や
武
人
、
僧
侶
、
和
歌
四
天
王

と
し
て
知
ら
れ
る
浄
弁
・
兼
好
・
慶

運
、
そ
し
て
頓
阿
な
ど
二
十
六
人
が

詠
じ
た
百
二
十
の
和
歌
短
冊
に
含
ま

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
貼
り
込
ま
れ
た

頓
阿
の
短
冊
の
筆
跡
と
「
古
今
和
歌

集
仮
名
序
」
一
巻（
徳
川
美
術
館
蔵
）

（
挿
図
6
）と
短
冊
と
は
同
筆
で
あ
り
、
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八

り
由
来
が
書
か
れ
て
い
た
本
や
巻
物
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
断
簡
は
別
に
し
て
─
、
字
形

や
筆
致
、
書
風
に
表
れ
た
品
格
な
ど
に
よ
り
、
相
前
後
す
る
と
思
わ
れ
る
作
品
と
比
較

の
上
、
時
代
性
を
見
極
め
て
判
断
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
平
安
時
代
の
古
筆
は

別
と
し
て
、
単
な
る
推
定
や
思
惑
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
書
が
生
み
出
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
時
代
を
代
表
す
る
人
物
に
あ
て
る
場
合
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

本
絵
巻
を
初
め
て
紹
介
し
た
梅
津
氏
が
、「
こ
の
詞
書
の
書
風
は
世
尊
寺
様
の
端
正

に
し
て
且
つ
古
様
を
帯
び
た
躰
を
も
っ
て
い
る
。
未
だ
尊
円
流
の
洗
礼
を
受
け
な
い
時

代
の
も
の
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
こ
の
絵
巻
が
保
守

的
な
生
活
環
境
に
於
い
て
作
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
解
釈
し
て
お
き
た
い
」
と
述
べ

て
い
る
点
は
傾
聴
に
値
す
る
。
世
尊
寺
流
は
、
三
蹟
の
一
人
・
藤
原
行
成
に
始
ま
り
、

そ
れ
以
降
行
成
の
子
孫
が
宮
廷
書
壇
の
中
心
と
な
っ
て
相
伝
さ
れ
て
い
っ
た
和
様
書
道

の
書
流
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
尊
円
親
王
は
世
尊
寺
行
房
・
行
尹
兄
弟
か
ら
世
尊
寺

流
を
伝
授
さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
無
く
、
そ
の
書
風
は
世
尊
寺
流
が

ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。

本
絵
巻
の
書
風
を
考
え
て
い
く
上
で
、
梅
津
氏
の
言
わ
れ
る
尊
円
流
の
洗
礼
を
受
け

て
い
な
い
世
尊
寺
様
の
端
正
か
つ
古
様
な
筆
跡
様
式
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
検
討
を
加

え
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

絵
画
表
現
の
特
質

本
絵
巻（
以
下
、
絵
に
関
し
て
は
、
上
巻
の
二
段
分
の
絵
を
第
一
段
絵
・
第
二
段
絵
、
長
く
続

く
下
巻
の
絵
を
第
三
段
絵
と
表
記
す
る
）に
展
開
す
る
絵
は
伝
統
的
な
や
ま
と
絵
で
、
空
間

を
ゆ
っ
た
り
と
取
っ
た
画
面
構
成
、
柔
和
な
人
物
表
現
、
細
や
か
な
景
物
描
写
と
入
念

で
濃
密
な
彩
色
な
ど
、
画
家
の
確
か
な
技
倆
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
三
段
絵
の

仏
堂
に
続
く
座
敷
の
画
中
画
に
描
か
れ
た
夏
珪
様
の
水
墨
画
や
巻
末
の
冬
枯
れ
の
木
々

の
表
現
に
は
、
中
国
画
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
絵
巻
が
室
町
時
代
十
五
世
紀

に
か
け
て
成
立
し
た
作
品
と
す
る
詳
し
い
論
考
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
も
し
そ
う
だ

と
す
る
な
ら
ば
、
同
時
代
の
他
の
絵
巻
作
品
と
絵
画
表
現
に
お
い
て
共
通
す
る
部
分
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
本
絵
巻
の
絵
に
描
か
れ
た
古
様
と
新
様
は
何
な
の

か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
回
答
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

基
準
作
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
応
永
二
十
一
〜
二
十
四
年

に
成
立
し
た
清
凉
寺
本
は
、
詞
書
を
後
小
松
院
・
崇す

う

賢け
ん

門も
ん

院い
ん（

藤
原
仲
子
・
後
光
厳
天
皇

典
侍
）・
堯
ぎ
ょ
う

仁に
ん

法
親
王（
後
光
厳
天
皇
皇
子
）・
足
利
四
代
将
軍
義よ
し

持も
ち

・
義ぎ

円え
ん（

の
ち
足
利
六

代
将
軍
義
教
）・
二
条
持も
ち

基も
と

・
清し

水み
ず

谷だ
に

実さ
ね

秋あ
き

・
桓こ
う

教き
ょ
う（

関
白
太
政
大
臣
二
条
良
基
の
子
）・
細

川
満み

つ

元も
と

・
山
名
常つ
ね

煕ひ
ろ

・
赤
松
性
空
・
六
角
満み
つ

高た
か

・
斯し

波ば

義よ
し

重し
げ

・
道ど
う

意い
（
関
白
太
政
大
臣
二

条
良
基
の
子
）・
鄂が
く

隠い
ん

恵え

奯か
つ（

臨
済
宗
僧
侶
）な
ど
院
・
女
院
・
親
王
・
公
卿
・
将
軍
・
武

将
・
僧
侶
な
ど
が
詞
書
の
染
筆
に
あ
た
り
、
六ろ

っ

角か
く

寂じ
ゃ
く

済さ
い（

生
年
未
詳
〜
一
四
二
四
）、
春

日
行
秀（
生
年
未
詳
─
一
四
一
三
〜
三
〇
─
歿
年
未
詳
）・
土
佐
行
広（
生
年
未
詳
─
一
四
一
三

〜
一
四
三
〇
─
歿
年
未
詳
）、
藤
原
光
国（
生
年
未
詳
─
一
四
一
四
〜
一
四
二
三
─
歿
年
未

詳
）・
永
春（
生
歿
年
未
詳
）・
藤
原
行
広（
生
年
未
詳
─
一
四
〇
六
〜
一
四
四
三
─
歿
年
未
詳
）・

粟あ
わ

田た

口ぐ
ち

隆た
か

光み
つ（

生
年
未
詳
─
一
四
一
四
〜
一
四
三
八
─
歿
年
未
詳
）ら
が
作
画
に
携
わ
り
、
崇

賢
門
院
が
そ
の
子
の
後
円
融
院（
一
三
五
九
〜
九
三
）の
追
善
、
ま
た
は
足
利
義
持
が
父

足
利
義
満（
一
三
五
八
〜
一
四
〇
八
）の
遠
忌
追
善
の
た
め
製
作
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。本

絵
巻
第
一
段
絵
の
網
代
の
透
垣
の
傍
ら
や
下
巻
池
の
汀
の
松
な
ど
に
描
か
れ
た
屈

曲
し
た
枝
振
り
の
松
は
、
清
凉
寺
本
上
巻
第
一
段
の
寂
済
の
画
風
に
、
ま
た
本
絵
巻
第

一
・
二
段
絵
の
緑
青
と
白
緑
で
塗
り
分
け
る
楓
の
葉
の
表
現
は
、
清
凉
寺
本
の
寂
済
や

光
国
の
画
風
と
も
相
通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
本
巻
下
巻
の
出
家
す
る
娘
の
場

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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面
、
池
の
汀
の
鴨
や
鴛
鴦
の
い
る
情
景
は
、
清
凉
寺
本
下
巻
第
二
段
、
鳥
羽
院
の
御
所

に
祗
候
し
た
良
忍
の
場
面（
藤
原
行
秀
筆
）（
挿
図
7
）と
図
様
的
に
相
関
関
係
に
あ
る
。
し

か
し
、
池
の
汀
の
鴛
鴦
は
徳
治
二
年（
一
三
〇
七
）か
ら
十
余
年
を
か
け
て
製
作
さ
れ
た

と
伝
え
ら
れ
る
「
法
然
上
人
絵
伝
」（
国
宝　

京
都
・
知
恩
院
蔵
）の
巻
十
第
二
段
に
も
類

似
す
る
図
様
が
登
場
し
、
長
く
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
池
泉
の
情
景
の
図
様
で
あ
っ
た
と

み
ら
れ
る
。

人
物
の
面
貌
の
う
ち
目
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
清
凉
寺
本
下
巻
第
二
・
三
・
五
段
な

ど
藤
原
行
秀
が
描
い
た
僧
侶
や
老
女
で
は
筆
の
穂
先
で
点
じ
、
第
十
段
の
粟
田
口
隆
光

の
描
写
で
は
人
物
の
一
部
に
や
や
目
尻
を
下
げ
た
描
線
で
表
さ
れ
る
以
外
は
、
上
瞼
と

下
瞼
の
線
を
引
き
瞳
を
入
れ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
本
絵
巻
で
は
、
出

挿図7　清凉寺本「融通念仏縁起絵巻」下巻　第二段絵　部分

挿図8　清凉寺本「融通念仏縁起絵巻」下巻　第九段絵　部分

家
す
る
ま
で
の
娘
は
引
目
、
母
尼
や
下
巻
剃
髪
の
場
面
で
水
瓶
を
持
ち
涙
す
る
僧
や
謦け
い

の
傍
ら
に
坐
す
僧
は
、
翁
面
の
目
の
よ
う
に
「
へ
」
の
字
形
、
そ
れ
以
外
の
多
く
は
筆

の
穂
先
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
付
け
つ
つ
点
じ
ら
れ
て
い
る（
別
表
②
「
掃
墨
物
語
絵

巻
」
の
面
貌
表
現
）。「
慕ぼ

き

え
帰
絵
」
や
「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
な
ど
先
行
す
る
絵
巻
作
例

の
中
で
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
清
凉
寺
本
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
表
現
と
な
っ

て
い
る
。

ま
た
本
絵
巻
に
描
か
れ
た
建
物
の
板
間
や
簀す

の
こ子
な
ど
に
は
、
板
の
一
方
に
暈
か
し
を

入
れ
て
濃
淡
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
付
け
る
陰
影
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
描
法

は
、
清
凉
寺
本
で
は
下
巻
第
九
段
の
行
秀
の
手
に
な
る
別
時
念
仏
の
場
面
の
板
塀
に

用
い
ら
れ
て
い
る（
挿
図
8
）が
、
そ
の
一
方
で
、
画
趣
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
の
、

知
恩
院
本
「
法
然
上
人
絵
伝
」
の
巻
五
第
三
段
・
巻
六
第
四
段
・
巻
十
五
第
三
段
・

巻
十
九
第
五
段
・
巻
二
十
一
第
一
段
・
巻
二
十
六
第
三
段
・
巻
三
十
五
第
三
段
・
巻

四
十
三
第
一
段
・
巻
四
十
五
第
二
段
・
巻
四
十
七
第
二
段
な
ど
を
は
じ
め
、
元
応
元
年

（
一
三
一
九
）に
製
作
さ
れ
右
近
将
監
藤
原
行
長
奉
納
の
奥
書
が
あ
る
「
荏え

柄が
ら

天
神
縁
起

絵
巻
」（
重
要
文
化
財　

東
京
・
前
田
育
徳
会
蔵
）、
南
北
朝
時
代
の
遺
品
で
人
物
を
大
き
く

丁
寧
に
描
い
た
「
長
谷
雄
草
紙
絵
巻
」（
重
要
文
化
財　

東
京
・
永
青
文
庫
蔵
）や
「
破は

来ら
い

頓と
ん

等と
う

絵
巻
」（
重
要
文
化
財　

徳
川
美
術
館
蔵
）（
挿
図
9
）な
ど
、
十
四
世
紀
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作

品
に
散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
観
応
二
年（
正
平
六　

一
三
五
一
）に
成
立
し

た
本
願
寺
の
創
設
者
覚か

く

如に
ょ

上
人
の
行
状
を
描
く
「
慕
帰
絵
」
の
う
ち
、
文
明
十
四
年

（
一
四
八
二
）に
補
写
さ
れ
た
第
一
巻
第
一
〜
三
段
絵
の
簀
子
は
、
黄
土
色
に
塗
ら
れ
た

板
一
枚
ご
と
に
代た

い

赭し
ゃ

色
の
暈
か
し
を
入
れ
た
例
が
あ
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
建
物
の
彩
色
表
現
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た

い
。
本
絵
巻
第
一
段
絵
に
は
訪
れ
た
僧
と
眉
墨
を
顔
に
塗
っ
た
娘
が
対
面
し
て
い
る
檜

皮
葺
き
の
建
物
と
、
こ
れ
に
連
な
る
板
葺
き
の
部
屋
で
事
の
成
り
行
き
を
気
遣
う
母
尼
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掃
墨
物
語
絵
巻
」
雑
感

一
〇

が
坐
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
柱
や
簀
子
が
少
し
墨
を
混
じ
え
た
よ
う
な
黄

土
色
で
、
遣
戸
の
枠
や
横
桟
の
表
面
は
白
く
塗
ら
れ
て
い
る
。
第
二
段
絵
で
は
崩
れ
か

け
た
築
地
塀
の
奥
に
観
音
開
き
の
扉
が
あ
る
檜
皮
葺
き
の
殿
舎
と
、
異
時
同
図
に
よ
っ

て
娘
と
母
尼
と
の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
る
室
内
の
様
子
、
そ
こ
か
ら
延
び
た
板
葺
き
の

小
さ
な
建
物
の
室
内
で
顔
に
塗
っ
た
眉
墨
を
洗
い
落
と
し
つ
つ
、
わ
が
身
の
応
報
の
ほ

ど
を
悔
い
悲
し
む
娘
の
場
面
で
は
、
観
音
開
き
の
扉
や
妻
戸
が
黄
土
色
な
の
に
対
し

て
、
柱
や
簀
子
の
小
口
、
簀
子
下
の
柱
な
ど
は
灰
色
、
簀
子
の
板
は
第
一
段
絵
の
簀
子

よ
り
も
墨
色
が
勝
っ
た
よ
う
な
黄
土
色
で
、
板
一
枚
ご
と
に
陰
影
を
付
け
て
表
現
し
て

い
る
。
ま
た
観
音
開
き
の
扉
脇
の
蔀

し
と
み

戸ど

の
格
子
や
遣
戸
の
桟
は
表
面
が
白
、
側
面
が
灰

色
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る（
挿
図
10
）。
第
三
段
絵
で
は
娘
が
剃
髪
し
て
い
る
釣
殿
を

設
け
た
池
に
臨
む
仏
堂
内
の
面
取
り
の
あ
る
柱
・
框か

ま
ちは
墨
色
の
強
い
黄
土
色
、
簀
子
の

小
口
や
下
柱
は
濃
い
灰
色
、
ま
た
簀
子
に
付
け
ら
れ
た
竹
の
高
欄
の
柱
材
や
簀
子
板
は

薄
墨
を
か
け
た
よ
う
な
黄
土
色
で
あ
る
。
し
か
も
簀
子
板
は
第
二
段
絵
と
同
様
に
板
一

枚
ご
と
に
暈
か
し
を
付
け
る
が
、
こ
の
場
面
で
は
霜
を
表
現
し
た
の
か
、
雲
母
を
薄
く

施
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
釣
殿
へ
繋
が
る
透
渡
廊
は
薄
墨
の
暈
か
し
と
な
っ
て
い

る（
挿
図
11
）。
仏
堂
に
続
く
座
敷
で
も
、
柱
や
簀
子
は
仏
堂
と
同
様
の
表
現
が
取
ら
れ

て
い
る
。
最
後
の
段
の
火
櫃
と
香
時
計
を
前
に
し
た
尼
姿
と
な
っ
た
娘
と
母
尼
が
後
世

の
勤
め
に
い
そ
し
む
小
野
の
里
の
庵
室
で
は
、
柱
・
框
・
明
障
子
の
枠
・
簀
子
・
床
下

柱
が
灰
色
、
遣
戸
や
簀
子
が
黄
土
色
で
、
簀
子
に
は
薄
墨
を
混
え
た
雲
母
を
掃
い
て
描

写
さ
れ
て
い
る
。
第
一
・
二
段
お
よ
び
第
三
段
の
仏
堂
内
に
燈
台
が
据
え
ら
れ
て
お
り

（
第
二
段
で
は
燈
台
の
上
部
が
剥
落
し
て
い
る
）、
第
三
段
の
雪
の
庵
室
の
場
面
を
除
き
、
い

ず
れ
の
場
面
も
夜
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
建
物
の
色
調
も
こ
れ
に

依
っ
て
い
る
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
第
二
段
の
観
音
開
き
の
扉
や
妻
戸
の
彩
色

に
つ
い
て
は
説
明
が
難
し
い
。
但
し
、
知
恩
院
本
「
法
然
上
人
絵
伝
」
巻
十
四
第
一

挿図9　破来頓等絵巻　第一段絵　部分

挿図10　第二段絵　部分　観音開きの扉がある殿舎

挿図11　第三段絵　部分　仏堂の簀子と透渡廊
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一
一

挿図12　第二段絵　部分　金泥線で
括られた小萩

段
、
夜
の
帳と
ば
りに
包
ま
れ
た
比
叡
山
法ほ
っ

華け

三さ
ん

昧ま
い

堂ど
う

で
天
台
座
主
顕
真
が
半は
ん

行ぎ
ょ
う

半は
ん

坐ざ

の
行
ぎ
ょ
う

法ほ
う

を
勤
め
る
場
面
で
は
、
堂
内
の
板
間
や
簀
子
・
明
障
子
・
妻
戸
の
一
部
は
黄
土
色
に

薄
墨
を
掃
い
て
い
る
も
の
の
、
柱
や
妻
戸
は
黄
土
色
の
ま
ま
で
表
現
し
た
例
が
あ
る
。

建
物
の
柱
や
床
・
簀
子
な
ど
の
彩
色
に
、
薄
墨
を
用
い
た
り
灰
色
系
の
色
調
で
描
い

た
遺
例
で
は
、
右
に
挙
げ
た
「
法
然
上
人
絵
伝
」
巻
十
四
第
一
段
の
ほ
か
巻
四
十
二
第

三
・
五
段
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
伊
勢
物
語
絵
巻
」（
重

要
文
化
財　

大
阪
・
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
）の
第
一
・
二
・
三
・
六
段
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
二
段
絵
の
最
後
、
娘
が
洗
顔
し
悟
り
を
得
る
場
面
で
、
簀
子
の
脇
に
描
か

れ
た
小
萩
の
葉
が
、
金
泥
線
に
よ
っ
て
括
ら
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る（
挿
図
12
）。

何
故
な
ら
植
物
を
金
泥
線
に
よ
っ
て
縁
取
る
手
法
は
、
管
見
の
限
り
で
は
久
保
惣
美

術
館
本
「
伊
勢
物
語
絵
巻
」
の
第
一
段
に
描
か
れ
た
萩（
挿
図
13
）や
菊
・
蔦
の
葉
、
第

三
段
の
菜
園
に
植
え
ら
れ
た
三
種
類
の
野
菜
の
葉
、
そ
し
て
知
恩
院
本
「
法
然
上
人

絵
伝
」
巻
八
第
五
段
九
条
兼
実
の
月
輪
邸
の
寝
殿
の
傍
ら
に
植
え
ら
れ
た
小
萩
の
葉

（
挿
図
14
）な
ど
に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
13
）

挿図14　「法然上人絵伝」巻八 第五段絵
挿図14　部分　萩

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
本
絵
巻
の
特
質
と

し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
四
季
の
景
物
を
背

景
と
し
て
物
語
が
展
開
す
る
構
成
に
つ
い

て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
第
一
段

絵
の
菖
蒲
・
赤
い
芽
を
つ
け
た
若
紅
葉
・

桜さ
く
ら
ん
ぼ
桃
・
長ち
ょ
う
し
ゅ
ん
か

春
花（
庚こ
う

申し
ん

薔ば

薇ら

）・
筍
が
生
え

る
竹
林
、
第
二
段
絵
の
石ざ

く
ろ榴
・
橘（
？
）・

萱か
ん
ぞ
う草
・
桔
梗
・
苅
萓
・
白
菊
・
小
萩
、
第

三
段
絵
の
奥
山
の
鹿
・
苅
田
や
稲
束
を
運

ぶ
牛
・
紅
葉
・
萩
・
龍り

ん
ど
う胆
・
薄
・
菊
・
朝
顔
・
紅
葉
し
た
蔦
、
さ
ら
に
葉
を
落
し
た

山さ
ん
き
ら
い

帰
来
の
赤
い
実
や
薮や
ぶ
こ
う
じ

柑
子
、
雪
の
降
り
積
っ
た
冬
枯
れ
の
木
々
、
寒
中
に
綻
び
は
じ

め
た
紅
梅
な
ど
、
画
面
に
時
の
経
過
と
と
も
に
見
る
者
に
詩
情
を
与
え
る
役
割
を
果
た

す
情
景
が
描
か
れ
て
い
る（
別
表
③
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
に
描
か
れ
た
四
季
の
景
物
）。
こ
の

よ
う
な
季
節
の
推
移
を
背
景
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
展
開
さ
せ
て
い
く
手
法
は
、『
六
道
絵
』

（
国
宝　

滋
賀
・
聖
衆
来
迎
寺
蔵
）の
う
ち
の
「
人
道
不
浄
相
図
」、「
男
衾
三
郎
絵
巻
」（
重

要
文
化
財　

東
京
国
立
博
物
館
蔵
）な
ど
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
に
か
け
て
の
作
品
に
し

ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
「
枕
草
子
絵
巻
」（
重
要
文
化
財　

個
人
蔵
）も
、『
枕
草
子
』

の
日
記
的
章
段
か
ら
月
次
に
場
面
を
選
択
し
、
季
節
の
推
移
の
順
に
各
場
面
を
配
列
・

構
成
し
た
絵
巻
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
画
面
構
成
法
は
、
藤
原
定
家
の
日
記
『
明
月
記
』
貞
永
二
年（
天
福
元

　

一
二
三
三
）三
月
二
十
日
条
の
定
家
の
娘
・
民
部
卿
典
侍
が
幼
い
頃
故
斎
院（
式
子
内
親

王
）か
ら
賜
っ
た
「
月
次
絵
二
巻
」
や
後
堀
河
院
と
藻
壁
門
院
を
中
心
に
催
さ
れ
た
「
絵

づ
く
の
貝
お
ほ
い
」
で
、『
夜
寝
覚（
寝
覚
物
語
）』『
御
津
浜
松（
浜
松
中
納
言
物
語
）』
を

は
じ
め
と
す
る
十
種
の
物
語
か
ら
月
次
に
各
月
五
場
面
ず
つ
を
選
び
出
し
、
一
年
十
二

（
14
）

挿図13　「伊勢物語絵巻」第一段絵
部分　萩
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感

一
二

ケ
月
、
計
六
十
場
面
か
ら
な
る
月
次
絵
巻
の
製
作
に
つ
い
て
の
記
載
か
ら
も
確
認
で
き

る
。
こ
こ
で
定
家
は
「
以
取
交
為
興
」
と
記
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
本
来
の

ス
ト
ー
リ
ー
を
断
ち
切
り
、
そ
の
物
語
が
語
ら
れ
る
季
節
を
中
心
に
相
交
え
る
こ
と

に
「
興
」
を
認
め
て
お
り
、
吉
田
友
之
氏
が
「
文
学
的
発
想
と
し
て
よ
り
も
、
よ
り
絵

画
的
配
慮
に
よ
っ
て
景
物
が
月
次
や
四
季
に
配
さ
れ
、
人
事
と
か
さ
ね
あ
わ
さ
れ
て
い

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
の
伝
統
的
な
月
次
絵
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い

る
。
ま
た
『
明
月
記
』
に
は
、
こ
の
一
文
に
続
け
て
「
近
日
此
画
図
又
世
間
経
営
歟
」

と
あ
り
、「
此
画
図
」
＝
物
語
か
ら
月
ご
と
の
場
面
を
抜
き
出
し
て
構
成
し
た
月
次
絵

が
、
当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。「
枕
草
子
絵
巻
」
は
、
そ
の
よ
う
な

享
受
背
景
の
流
れ
の
な
か
で
製
作
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
同
時
に
「
枕
草
子
絵
巻
」

の
詞
書
の
料
紙
に
下
絵
と
し
て
描
か
れ
た
金
銀
泥
下
絵
に
よ
る
景
物
画
は
、
物
語
の
文

中
に
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
を
描
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
段
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
場
面
の

季
節
─
九
月
の
場
面
な
ら
萩
や
薄
な
ど
の
秋
草
、
十
二
月
な
ら
ば
雪
持
ち
松
─
に
響
き

合
う
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
十
四
世
紀
中
頃
の
伝
伏
見
天
皇
筆
「
源
氏
物
語
抜

書
」（
重
要
文
化
財　

千
葉
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）も
ま
た
、
金
銀
泥
絵
に
よ
る
四
季

景
物
が
一
巻
の
巻
物
の
中
に
展
開
す
る
遺
例
で
、
染
筆
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
一
文

は
若
菜
下
─
若
菜
上（
二
ケ
所
）─
若
紫
─
宿
木
─
薄
雲
か
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
順
序
で

は
な
く
季
節
ご
と
の
場
面
を
抜
き
書
き
し
て
い
る
。
十
三
世
紀
前
半
頃
に
流
行
し
た
物

語
を
季
節
ご
と
、
あ
る
い
は
月
次
に
再
構
成
す
る
手
法
に
加
え
、
平
安
時
代
か
ら
の
屏

風
絵
や
障
子
絵
の
主
題
と
な
っ
て
き
た
四
季
絵
や
月
次
絵
の
伝
統
を
ベ
ー
ス
に
し
つ

つ
、
春
か
ら
夏
、
秋
、
そ
し
て
冬
と
、
四
季
の
移
ろ
い
を
背
景
に
物
語
を
展
開
す
る
と

い
う
新
た
な
手
法
が
、
十
三
世
紀
後
半
に
は
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
六

道
絵
』
の
う
ち
の
「
人
道
不
浄
相
図
」
や
「
男
衾
三
郎
絵
巻
」（
重
要
文
化
財　

東
京
国
立

博
物
館
蔵
）の
遺
例
が
、
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

一
方
、
画
面
構
成
の
手
法
の
一
つ
と
し
て
、
第
一
段
絵
と
第
二
段
絵
の
冒
頭
に
、
あ

わ
て
て
逃
げ
去
る
僧
の
姿
を
反
復
し
て
描
い
て
い
る
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
第

一
段
絵
の
逃
げ
る
僧
の
後
に
展
開
さ
れ
て
い
く
場
面
は
、
時
間
的
に
そ
れ
以
前
に
生
じ

た
出
来
事
で
あ
っ
て
、
一
見
矛
盾
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
、
第
二
段
絵
冒
頭
で
ふ

た
た
び
僧
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
物
語
の
発
端
と
な
っ
た
第
一
段
絵
後
半
部
の

出
来
事
を
回
想
的
に
扱
お
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
段
絵
に
若
楓

や
桜
桃
が
点
景
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
段
絵
の
前
半
に
も
繰
り
返
し
描
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
第
二
段
絵
の
最
後
、
娘
が
顔
を
洗
い
つ
つ
、

我
が
身
の
応
報
の
ほ
ど
を
悔
い
る
場
面
で
は
、
背
景
と
し
て
描
か
れ
た
季
節
が
夏
か
ら

初
秋
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
室
内
の
腰
障
子
に
は
雪
汀
鴛
鴦
図
が
描
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
本
絵
巻
の
最
後
、
尼
と
な
っ
た
娘
が
仏
道
に
い
そ
し
む
庵
室
が
雪
景
の
な

か
に
配
さ
れ
て
い
る
の
に
対
応
し
、
悟
り
を
得
た
娘
の
到
達
す
べ
き
姿
を
暗
示
的
に
表

わ
す
心
に
く
い
演
出
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
本
絵
巻
の
絵
の
特
質
に
つ
い
て
検
証
を
試
み
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
清
凉
寺

本
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
十
五
世
紀
以
降
の
粟
田
口
派
と
も
称
さ
れ
る
絵
師
の
画

風
よ
り
は
、
十
四
世
紀
前
半
頃
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
絵
画
表
現
の
特
徴
が
色
濃
く
見
ら

れ
る
。
か
と
い
っ
て
本
絵
巻
を
最
初
に
紹
介
し
た
梅
津
氏
が
「
ま
ず
漠
然
と
鎌
倉
末
、

南
北
朝
の
間
に
あ
る
こ
と
を
推
定
せ
し
め
る
。
し
か
し
右
に
あ
げ
た
ほ
ぼ
年
代
の
規
準

と
な
る
作
品（「
春
日
権
現
霊
験
記
絵
」
─
延
慶
二
年
〈
一
三
〇
九
〉、「
石
山
寺
縁
起
絵
」
─
応

安
・
永
和
〈
一
三
六
八
〜
七
八
〉
頃
な
ど
）と
掃
墨
絵
と
の
間
に
は
夫
々
矢
張
り
画
趣
に
於

い
て
若
干
の
開
き
が
あ
る
。
掃
墨
絵
に
は
ま
た
一
方
に
応
永
の
清
凉
寺
本
融
通
念
仏
縁

起
絵
巻
に
呼
応
す
る
性
格
を
も
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点

も
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
春
日
権
現
霊
験
記
絵
巻（
春
日
験
記
絵
）」（
東

京
・
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）製
作
に
携
わ
っ
た
高た
か

階し
な

隆た
か

兼か
ね

や
「
慕
帰
絵
」
を
描
い
た

（
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「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
雑
感

一
三

藤
原
隆
章
・
隆
昌
の
画
趣
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
本
絵
巻
と
清
凉
寺
本
と
を
比
較
し
て

見
た
時
、
藤
原
行
秀
の
画
風
に
近
し
い
部
分
も
あ
る
も
の
の
、
そ
の
周
辺
も
し
く
は
こ

れ
に
先
行
す
る
絵
師
た
ち
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
、
か
つ
て
堂
本
家
本
と
称
さ
れ
て
い
た
「
十
二
類

合
戦
絵
巻
」（
重
要
文
化
財　

個
人
蔵
）で
あ
る
。
こ
の
「
十
二
類
合
戦
絵
巻
」
は
、
上
巻

が
後
崇
光
院（
一
三
七
二
〜
一
四
五
六
）、
中
・
下
巻
が
尊
道
親
王（
一
三
三
二
〜
一
四
〇
三
）

と
す
る
江
戸
時
代
の
極
め
が
あ
り
、
ま
た
広
橋
綱
光（
一
四
三
一
〜
七
七
）の
日
記
『
接

綱
御
記
』
宝
徳
元
年（
一
四
四
九
）九
月
六
日
条
に
記
載
さ
れ
る
足
利
将
軍
家
所
持
の

「
十
二
類
絵
三
巻
」
や
宝
徳
三
年（
一
四
五
一
）八
月
に
六
角
益ま
す

継つ
ぐ

が
描
い
た
と
す
る
『
本

朝
画
史
』
所
載
の
絵
巻
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
上
巻
は
極
め
の
通
り

貞
成
親
王
の
手
で
、
宝
徳
三
年
頃
の
染
筆
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
中
・
下
巻
は
上
巻
に
対
し
て
画
風
も
異
な
っ
て
い
て
古
様
を
示
し
、
画
面
に
は

ス
レ
や
傷
み
が
多
く
、
紙
質
や
紙
幅
も
異
な
っ
て
お
り
、
上
巻
に
先
行
し
て
製
作
さ
れ

た
と
さ
れ
る
。

ま
た
詞
書
の
筆
者
に
つ
い
て
は
、
尊
道
親
王
の
他
の
遺
墨
か
ら
み
て
、
そ
の
伝
称
を

信
じ
て
よ
い
と
宮
次
男
氏
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
中
・
下
巻
は
上
巻
に
先
行
し
、
そ
の

成
立
年
代
は
尊
道
親
王
が
歿
し
た
応
永
十
年（
一
四
〇
三
）以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
十
二
類
合
戦
絵
巻
」
下
巻
の
最
後
の
場
面
、
合
戦
に
敗
れ
た
狸
が
仏
道
に
入
る

こ
と
を
決
心
し
、
都
を
避
け
て
京
・
西
山
の
麓
に
草
庵
を
結
び
、
後
世
を
願
い
勤
行
に

励
む
雪
の
情
景
は
、
本
絵
巻
下
巻
の
最
後
、
出
家
し
た
娘
と
母
尼
が
仏
道
に
い
そ
し
む

山
中
の
庵
で
の
情
趣
あ
ふ
れ
る
雪
の
場
面
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
画
風
お
よ
び
製

作
期
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
近
し
い
環
境
の
も
と
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
で

き
よ
う
。

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
本
絵
巻
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
は
十
五
世
紀
に
位

置
づ
け
る
よ
り
も
、
十
四
世
紀
後
半
頃
の
南
北
朝
時
代
と
仮
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
相
澤
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
粟
田
口
派
の
絵
師
た
ち
は
、
そ
の
名
か
ら

も
う
か
が
え
る
よ
う
に
青
蓮
院
門
跡
と
関
わ
り
の
深
い
絵
師
集
団
で
あ
っ
た
。
本
絵
巻

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
典
か
ら
の
引
用
が
多
い
詞
書
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
製
作
・
享
受

背
景
に
は
寺
院
の
関
与
、
強
い
て
言
う
な
ら
、
青
蓮
院
周
辺
で
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。
粟
田
口
派
や
他
の
や
ま
と
絵
系
絵
師
た
ち
の
前
段
階
に
あ
た
る
絵
巻
と

し
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

五　

詞
書
の
筆
者
に
つ
い
て
の
仮
説

本
絵
巻
の
成
立
年
代
を
十
四
世
紀
後
半
と
し
た
場
合
、
詞
書
の
染
筆
者
に
つ
い
て
誰

を
想
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

世
尊
寺
家
は
、
藤
原
行
成
に
始
ま
り
、
鎌
倉
時
代
後
期
以
降
は
十
代
の
経つ

ね

尹た
だ

（
一
二
四
七
〜
一
三
一
〇
〜
歿
年
未
詳
）と
そ
の
弟
の
定さ
だ

成な
り（

生
歿
年
未
詳
）、
尊
円
親
王
に

世
尊
寺
流
の
伝
授
を
お
こ
な
っ
た
十
一
代
の
行
房
・
十
二
代
行
尹
・
十
三
代
行
忠

（
一
三
二
一
〜
八
一
）・
十
四
代
行
俊（
生
年
未
詳
〜
一
四
〇
七
）・
十
五
代
行
豊（
生
年
未
詳

〜
一
四
五
三
）と
続
く
能
書
の
家
系
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
経
尹
と
定
成
は

伏
見
天
皇
の
書
の
指
南
役
を
務
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
行
忠
は
貞
治
二
年（
正
平
十
八

　

一
三
六
四
）に
成
立
し
た
十
九
番
目
の
勅
撰
集
『
新
拾
遺
和
歌
集
』
の
奏
覧
本
清
書

や
「
地
蔵
験
記
絵
」
の
外
題
、「
討
伐
絵
」
の
詞
書
の
染
筆（『
看
聞
日
記
』
貞
治
六
年
六

月
二
十
六
日
条
）、
行
俊
は
足
利
義
満
が
明
に
遣
わ
す
書
簡
の
清
書
役
に（『
康
富
記
』
応
永

八
年〈
一
四
〇
一
〉五
月
十
三
日
条
）、
行
豊
は
起
草
文
や
願
文
の
清
書
な
ど
の
書
家
と
し
て

名
誉
あ
る
任
務
に
携
わ
っ
て
い
る
。
経
尹
・
定
成
・
行
尹
た
ち
の
遺
墨
は
わ
ず
か
な
が

ら
知
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
願
文
や
書
状
で
あ
る
。
ま
た
行
尹
筆
と
さ
れ
る
「
七

（
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「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
雑
感

一
四

首
和
歌
懐
紙
切
」（
諸
家
分
蔵
）と
は
、
本
絵
巻
の
詞
書
と
書
風
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

十
四
世
紀
に
お
い
て
、
尊
円
親
王
に
始
ま
る
青
蓮
院
流
の
書
風
の
洗
礼
を
受
け
て
い

な
い
世
尊
寺
流
の
書
と
い
う
観
点
で
考
え
る
と
き
、
尊
円
親
王
の
父
に
あ
た
る
伏
見
院

（
一
二
六
五
〜
一
三
一
七
）に
始
ま
る
伏
見
院
流
の
書
風
に
つ
い
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

う
。
伏
見
天
皇
は
歴
代
天
皇
の
中
で
も
屈
指
の
能
書
と
知
ら
れ
、
世
尊
寺
経
尹
・
定
成

か
ら
指
南
を
受
け
、
さ
ら
に
小
野
道
風
や
藤
原
行
成
を
は
じ
め
と
す
る
上
代
様
の
書
に

範
を
求
め
た
書
風
を
展
開
し
た
。「
御
手
も
い
と
め
で
た
く
、
昔
の
行
成
の
大
納
言
に

も
ま
さ
り
給
へ
る
な
ど
、
時
の
人
申
け
り
。
や
さ
し
う
も
強
う
も
書
か
せ
お
は
し
け
る

と
か
や
」
と
『
増
鏡
』（「
浦
千
鳥
」）の
中
で
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
緩
急
自
在
い
か
よ

う
に
も
書
き
分
け
ら
れ
、
優
美
繊
細
・
豊
麗
雄
渾
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
な
幅
の
広
い
表

現
が
、
そ
の
遺
墨
と
し
て
知
ら
れ
る
「
筑
後
切
」
や
「
広
沢
切
」
か
ら
も
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
伏
見
天
皇
の
書
風
は
、「
近
年
さ
か
り
に
こ
れ
を
賞
翫
し
奉
る
。

な
か
ん
づ
く
仮
名
は
一
向
に
そ
の
様
な
り
」
と
尊
円
親
王
が
『
入
木
抄
』
に
記
し
て
い

る
ご
と
く
、
当
時
一
世
を
風
靡
し
た
さ
ま
が
知
ら
れ
て
い
る
。

『
看
聞
日
記
』
永
享
十
年（
一
四
三
八
）十
二
月
三
日
条
に
、
現
存
す
る
「
枕
草
子
絵
巻
」

に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
絵
巻
に
つ
い
て
の
次
の
有
名
な
一
文
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。自

室
町
殿
御
絵
二
巻
給
、
此
詞
伏
見
院
宸
筆
云
々
、
実
否
御
不
審
定
可
存
知
歟
、

見
て
可
申
之
由
、
女
中
よ
り
内
々
承
、
清
少
納
言
枕
双
子
絵
也
、
墨
絵
也
、
殊
勝

也
、
宸
筆
雖
相
似
不
分
明
、
慥
御
筆
と
ハ
不
存
、
源
中
納
言
同
前
申
、
若
萩
原
殿

進
子
内
親
王
御
筆
歟
、
其
も
不
分
明
之
間
、
宸
筆
と
ハ
慥
不
拝
見
之
由
御
返
事
申
、

御
絵
軈
返
進
了

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
室
町
殿（
室
町
三
代
将
軍
足
利
義
満
）か
ら
墨
絵
の
「
清
少
納
言
枕
双

子
絵
」
二
巻
の
詞
書
の
筆
者
に
つ
い
て
伏
見
天
皇
の
宸
筆
か
ど
う
か
鑑
定
を
依
頼
さ
れ

挿図15　「花園院七回忌和歌懐紙」徽安門院筆

た
貞
成
親
王
が
、
伏
見
天
皇
の
筆
跡
で

は
な
い
こ
と
、
も
し
か
す
る
と
萩
原
殿

進
子
内
親
王
の
筆
と
も
考
え
ら
れ
る
が

定
か
で
な
い
旨
を
伝
え
た
と
い
う
。
進

子
内
親
王（
生
歿
年
未
詳
）は
、
伏
見
天

皇
の
皇
女
で
、
康
永
四
年（
興
国
六　

一
三
四
五
）に
内
親
王
の
宣
下
を
受
け
、

京
極
派
歌
壇
の
歌
人
で
あ
っ
た
。
こ
の

詞
書
の
書
き
手
の
一
人
が
進
子
内
親
王

で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
貞
成
親

王
が
絵
巻
の
詞
書
の
染
筆
者
に
女
性
の

名
を
挙
げ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
花

園
院
の
七
回
忌
に
あ
た
り
詠
進
さ
れ
た

和
歌
懐
紙
に
は
、
進
子
内
親
王
の
ほ

（
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か
、
花
園
天
皇
の
皇
女
で
あ
る
徽き

安あ
ん

門も
ん

院い
ん（

寿
子
内
親
王　

一
三
一
八
〜
五
八
）（
挿
図
15
）や

儀
子
内
親
王（
生
歿
年
未
詳
）の
懐
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
内
親
王
も
京
極
派
歌

人
と
し
て
優
れ
た
作
者
で
、
こ
の
う
ち
徽
安
門
院
は
祖
父
に
あ
た
る
伏
見
天
皇
の
影
響

を
受
け
、
伏
見
院
流
の
書
を
よ
く
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
時
期
の
女
性
が
染
筆
し
た
遺
墨
の
う
ち
正お

お
ぎ
ま
ち

親
町
実さ
ね
あ
き
ら
の
む
す
め

明
女
に
よ
る
「
延

文
百
首
切
」
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。『
延
文
百
首
』
は
、
延
文
元
年（
正
平
十
一　

一
三
五
六
）八
月
に
、
第
十
八
番
目
の
勅
撰
集
『
新
千
載
和
歌
集
』
の
撰
集
に
あ
た
っ
て

後
光
厳
天
皇
が
下
命
し
詠
進
さ
れ
た
応
制
百
首
で
、
後
光
厳
天
皇
・
二
条
為た

め

定さ
だ

・
二
条

良
基
、
女
性
は
実
明
女
の
ほ
か
、
進
子
内
親
王
・
正お

お
ぎ
ま
ち

親
町
公き
ん
か
げ
の
む
す
め

蔭
女
・
土つ
ち
み
か
ど

御
門
顕あ
き
ざ
ね
の
は
は

実
母

を
は
じ
め
と
す
る
三
十
三
名
が
詠
進（
こ
の
う
ち
冷
泉
為た

め

秀ひ
で

は
詠
者
と
し
て
名
前
が
あ
げ
ら
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れ
て
い
る
が
出
詠
し
て
い
な
い
）し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
実
明
女
の
清
書
本
の
断
簡（
徳

川
美
術
館
蔵　

古
筆
手
鑑
『
蓬
左
』
所
収
）が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
金
銀
箔
散
ら
し
と
型
紙

に
よ
る
桐
唐
草
文
の
箔
絵
が
施
さ
れ
た
料
紙
に
雑
部
二
首
分
が
穏
や
か
で
流
麗
な
伏
見

院
流
の
書
風
で
書
写
さ
れ
て
い
る（
挿
図
16
）。

こ
れ
ら
の
十
四
世
紀
中
頃
に
染
筆
し
た
と
さ
れ
る
女
性
の
筆
跡
に
は
、
比
較
で
き
る

文
字
は
わ
ず
か
な
が
ら
、「
乃
」「
む
」「
や
」「
人
」「
気
」
な
ど
、
同
筆
と
み
る
こ
と

は
疑
念
が
残
る
も
の
の
、
主
観
的
で
は
あ
る
が
本
絵
巻
の
書
風
に
近
し
い
筆
致
が
看
取

さ
れ
る
。
実
明
女
に
つ
い
て
は
、
伏
見
院
東
御
方
と
呼
ば
れ
た
従
三
位
守し

ゅ
う
し子
、
後
伏
見

院
対
御
方
、
宣
光
門
院
藤
原
実
子（
徽
安
門
院
儀
子
内
親
王
の
母
）、
伏
見
院
一
条
、
花
園

院
対
御
方
、
宣
光
門
院
廊
御
方
な
ど
複
数
人
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

う
ち
『
延
文
百
首
』
に
出
詠
し
た
の
は
、
花
園
院
対
御
方
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

貞
和
二
年（
興
国
七　

一
三
四
六
）に
十
七
番
目
に
あ
た
る
勅
撰
集
『
風
雅
和
歌
集
』
を

撰
進
す
る
に
あ
た
り
進
子
内
親
王
が
詠
進
し
た
と
さ
れ
る
「
あ
が
た
切
」（
諸
家
分
蔵
）が

伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
筆
跡
と
先
述
の
花
園
院
七
回
忌
に
詠
進
さ
れ
た
進
子
内
親
王

の
和
歌
懐
紙
と
比
較
し
て
、
ほ
ぼ
同
手
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
但
し
清
書
し
た
の
は
進

子
内
親
王
自
身
の
可
能
性
と
と
も
に
、
こ
の
時
の
詠
進
に
あ
た
り
九
条
道
教
や
飛
鳥
井

雅
孝
の
詠
草
は
他
筆
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
園
太
暦
』
貞
和
元
年
七
月
十
日
条
に
見
え
、

進
子
内
親
王
の
家
女
房
で
あ
っ
た
春
日
と
呼
ば
れ
る
女
性
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
以
上
の
よ
う
に
代
筆
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
本
絵
巻
の
詞
書
の
筆
者
に
つ
い

て
は
、
公
家
や
高
僧
の
存
在
が
想
定
で
き
よ
う
が
、
そ
の
一
方
で
十
四
世
紀
半
ば
頃
の

伏
見
院
流
の
書
を
よ
く
し
た
女
性
に
よ
っ
て
染
筆
さ
れ
た
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
て
考

え
て
も
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
24
）

（
25
）

（
26
）

お　

わ　

り　

に

本
稿
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
九
日
に
、
第
六
十
八
回
徳
川
美
術
館
定
期
研
究
発

表
会
で
「
詞
書
の
書
風
か
ら
み
た
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」」
と
題
し
発
表
し
た
内
容
を
も

と
に
、
本
絵
巻
の
画
風
に
関
す
る
若
干
の
考
察
を
加
え
ま
と
め
た
論
考
で
あ
る
。
近
年

中
世
の
や
ま
と
絵
系
絵
画
作
品
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
研
究
も
進
み
つ
つ
あ
る
中
で
、
本

絵
巻
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
室
町
時
代
十
五
世
紀
と
す
る
考
え
方
が
大
勢
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
徳
川
美
術
館
の
展
覧
会
や
蔵
品
図
録
で
は
簡
単
な
解
題

を
記
す
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
所
蔵
館
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
現
時
点
で
の
見
解
を
示

す
こ
と
と
し
た
。

尊
円
親
王
・
頓
阿
筆
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
本
絵
巻
の
詞
書
の
筆
跡
は
、
検
討
の
結
果

二
人
の
合
筆
に
な
る
の
で
は
な
く
一
筆
で
、
画
中
詞
も
ま
た
詞
書
本
文
と
同
筆
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
世
尊
寺
流
の
面
影
を
留
め
た
詞
書
の
筆
跡
は
、
世
尊
寺

流
を
ベ
ー
ス
に
上
代
様
を
学
ん
だ
伏
見
天
皇
の
書
様
に
始
ま
る
伏
見
院
流
の
書
き
手
で

あ
っ
た
公
家
や
高
僧
人
物
と
も
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
伏
見
天
皇
の
子
や
孫
の
世
代
の

女
性
で
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
い
た
。

絵
画
的
表
現
に
つ
い
て
は
清
凉
寺
本
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」
に
連
な
る
画
趣
が
見

受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
登
場
人
物
の
面
貌
表
現
も
異
な
り
、
丹
念
に
表
現
さ
れ
た
建
物

の
陰
影
表
現
や
彩
色
法
、
移
り
ゆ
く
四
季
に
物
語
の
展
開
を
重
ね
合
わ
せ
る
構
成
法
な

ど
、
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
絵
画
表
現
が
温
存
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
絵
巻
が
製
作
さ
れ
た
の
は
南
北
朝
時
代
十
四
世
紀
後
半
頃

と
み
る
の
が
適
切
で
は
な
い
か
と
す
る
見
解
を
示
し
た
。
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（
6
）　

文
人
画
研
究
所
編
『
探
幽
縮
図
』（
藪
本
荘
五
郎　

一
九
八
六
年
七
月
）所
収
の
作
品
で
、

「
二
月
堂
縁
起
絵
巻
」（
詞
十
段
・
絵
九
段
）に
続
き
、
一
巻
の
巻
物（
縦
一
四
・
三　

全
長

四
六
五
・
五
）に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
加
藤
祥
平
氏
の
教
示
に
よ
る
。

（
7
）　

名
古
屋
開
府
四
〇
〇
年　

徳
川
美
術
館
・
蓬
左
文
庫
開
館
七
十
五
周
年
記
念　

秋
季
特
別

展
「
尾
張
徳
川
家
の
名
宝
─
里
帰
り
の
名
品
を
含
め
て
─
」（
二
〇
一
〇
年
十
月
）に
出
品
さ

れ
た
。

（
8
）　

寺
本
直
彦
「
徳
川
美
術
館
蔵
『
は
い
ず
み
物
語
』
の
詞
書
に
つ
い
て
」（『
青
山
学
院
大
学

論
集
』
第
八
号
所
収　

一
九
六
七
年
）、
註（
2
）亀
井
氏
前
掲
論
文
参
照
。

（
9
）　

佐
藤
奈
穂
美
「
徳
川
美
術
館
蔵
『
掃
墨
物
語
絵
巻
』
に
つ
い
て
─
「
黄
檗
禅
師
示
衆
」
と

の
比
較
」（『
国
語
国
文
学
会
報
』
第
九
号　

奈
良
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会　

二
〇
〇
五
年

十
一
月
）。
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、「
黄
檗
禅
師
衆
」
は
一
四
七
四
年
に
成
立
し
た
『
緇
門
警
訓
』

や
『
黄
檗
断
際
禅
師
宛
陵
録
』
に
収
録
さ
れ
る
が
、
教
養
の
書
と
し
て
広
く
読
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、『
黄
檗
断
際
禅
師
宛
陵
録
』
が
一
六
〇
一
年
に
『
明
版
大
蔵
経
』
に
入
蔵

し
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
引
用
が
「
解
脱
上
人
の
こ
と
葉
」「
天
台
大
師
の
た
ま

は
く
」
と
、
誰
の
言
葉
で
あ
る
か
を
明
確
に
し
て
引
用
し
て
い
る
の
に
対
し
、
禅
師
に
つ
い

て
は
名
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
た
め
、
本
絵
巻
成
立
段
階
で
は
断
際
禅
師
の
言
葉
と
し
て

は
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
別
に
断
際
禅
師
の
弟
子

で
あ
る
裴
休
が
師
の
説
法
を
記
録
し
た
「
伝
心
法
要
」
は
、
北
条（
金
沢
）顕
時（
一
二
四
八

〜
一
三
〇
一
）が
修
養
の
書
と
し
て
愛
読
し
た
と
さ
れ
る
。

（
10
）　

註（
1
）梅
津
論
文
参
照
。

（
11
）　

註（
1
）梅
津
論
文
参
照
。

（
12
）　

松
原
茂
『
日
本
の
美
術　

第
三
〇
二
号　

絵
巻
＝
融
通
念
仏
縁
起
』（
至
文
堂　

一
九
九
一

年
七
月
。
伊
藤
唯
真
監
修
『
融
通
念
仏
信
仰
の
歴
史
と
美
術
』
東
京
美
術　

二
〇
〇
〇
年 

九
月
）。
高
岸
輝
「
清
凉
寺
本
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
と
足
利
義
満
七
回
忌
追
善
」」（『
仏
教

美
術
』
二
六
四
号　

二
〇
〇
二
年
九
月
。
の
ち
に
同
氏
『
室
町
王
権
と
絵
画
─
初
期
土
佐
派

研
究
─
』〈
京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
〇
〇
四
年
〉
に
再
録
）。

（
13
）　

秋
山
光
和
「
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
「
伊
勢
物
語
絵
巻
」」（
日
本
古
典
文
学
会
複
製　

一
九
八
九
年
、
同
氏
「
久
保
惣
記
念
美
術
館
本
「
伊
勢
物
語
絵
巻
」
の
構
成
と
各
段
の
絵
画
」

〈『
日
本
絵
巻
物
の
研
究
』
下　

中
央
公
論
美
術
出
版　

平
成
十
二
年
十
二
月
〉）に
加
筆
・
補

註（
1
）　

梅
津
次
郎
「
徳
川
美
術
館
の
掃
墨
物
語
絵
に
つ
い
て
」（『
大
和
文
華
』
二
五　

一
九
五
三

年
三
月　

同
氏
『
絵
巻
物
叢
考
』〈
中
央
公
論
美
術
出
版　

昭
和
四
三
年
六
月
〉
に
再
録
）。

（
2
）　

吉
田
精
一
・
白
畑
よ
し
監
修
『
シ
リ
ー
ズ
太
陽
⑱
太
陽　

古
典
と
絵
巻
シ
リ
ー
ズ
Ⅱ　

説

話
絵
巻
』（
平
凡
社　

一
九
七
四
年
四
月
）所
収
の
年
表（
岩
橋
春
樹
編
）で
は
、
本
絵
巻
を
明

徳
元
年（
一
三
九
〇
）成
立
の
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻（
版
本
）」
の
前
に
置
き
、「
こ
の
頃
」

と
製
作
年
代
を
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
若
杉
準
治
「
十
二
類
合
戦
絵
」
解
説（
京
都
国

立
博
物
館
編
『
限
定
版　

絵
巻
』
角
川
書
店　

一
九
八
八
年
三
月
）、　

池
田
忍
「
掃
墨
物

語
絵
巻
」
解
説（『
日
本
美
術
全
集
12　

水
墨
画
と
中
世
絵
巻　

南
北
朝
・
室
町
の
絵
画
Ⅰ
』

講
談
社　

一
九
九
二
年
十
二
月
）、
土
谷
真
紀
「
掃
墨
物
語
」
解
説（『
日
本
美
術
全
集　

第

9
巻　

室
町
時
代　

水
墨
画
と
や
ま
と
絵
』
小
学
館　

二
〇
一
四
年
一
〇
月
）、
亀
井
若
菜

『
語
り
だ
す
絵
巻
─
「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
論
』（
ブ

リ
ュ
ッ
ケ　

二
〇
一
五
年
六
月
）な
ど
で
は
十
五
世
紀
の
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
こ

の
う
ち
土
谷
氏
は
「
主
人
公
の
娘
は
引
目
鉤
鼻
で
描
か
れ
、『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』（
滋
賀
・

石
山
寺
蔵
）第
三
巻
第
三
段
の
菅
原
孝
標
女
が
石
山
に
参
詣
す
る
場
面
で
同
行
す
る
騎
馬
の

女
性
の
そ
れ
に
通
じ
る
。
本
絵
巻
は
、
古
様
な
志
向
を
有
す
る
一
方
で
、
応
永
年
間
に
制
作

さ
れ
た
『
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
』
に
も
連
な
る
画
風
を
有
し
て
お
り
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町

時
代
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
正
系
や
ま
と
絵
師
に
よ
る
絵
巻
作
例
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　

恒
川
了
廬（
原
得
真
）は
、
徳
川
将
軍
家
の
古
筆
見
で
あ
っ
た
古
筆
了
意（
一
七
五
一
〜

一
八
三
四
）の
弟
子
で
、
文
政
六
年（
一
八
二
三
）に
古
筆
の
鑑
識
力
を
買
わ
れ
て
尾
張
徳
川

家
の
御
小
納
戸
御
用
達
と
な
っ
た
古こ

筆ひ
つ

目め

利き
き

で
あ
っ
た
。
松
本
文
子
「
略
年
譜 

古
筆
目
利 

恒
川
了
廬（
1
）　

尾
張
徳
川
家
『
御
小
納
戸
日
記
』
よ
り
」（『
鶴
見
日
本
文
学
』 

十
四
号　

二
〇
一
〇
年
三
月
）、
同
「
略
年
譜 

古
筆
目
利 　

恒
川
了
廬（
2
）尾
張
徳
川
家
『
御
小
納

戸
日
記
』
よ
り
［
含翻

刻付
『
文
恭
院
様
市
谷
御
成
之
記
』（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）］」（『
鶴
見

日
本
文
学
』
十
五
号　

二
〇
一
一
年
三
月
）。

（
4
）　

徳
川
美
術
館
で
現
在
使
用
し
て
い
る
台
帳
に
記
載
。

（
5
）　

岡
墨
光
堂
に
よ
っ
て
施
工
さ
れ
た
。
表
紙
は
西
陣
・
広
信
織
物
、
見
返
・
軸
巻
紙
は
近
江

鳥
の
子（
成
子
ち
か
）、
軸
首
は
奈
良
・
坂
本
曲
齋
、
紐
は
東
京
・（
株
）道
明
に
よ
る
中
尊
寺

経
写
し
の
平
打
紐
、
箱
・
太
巻
は
京
都
・
前
田
友
齋
製
で
あ
っ
た
。



「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
雑
感

一
七

注
の
う
え
再
録
）。
相
原
充
子
『
伊
勢
物
語
絵
巻
の
探
究
─
和
泉
市
久
保
惣
美
術
館
本
の
分

析
─
』
山
川
出
版　

二
〇
〇
二
年
三
月
。

（
14
）　

拙
稿「『
枕
草
子
絵
巻
』の
構
成
に
つ
い
て
」（『
秋
山
光
和
博
士
古
稀
記
念 

美
術
史
論
文
集
』

　

便
利
堂　

一
九
九
一
年
七
月
）。

（
15
）　

吉
田
友
之
「
月
次
景
物
画
の
系
譜
」（『
日
本
屏
風
絵
集
成　

第
九
巻　

景
物
画
─
四
季
景

物
』
講
談
社　

一
九
七
七
年
十
一
月
）。

（
16
）　

岩
佐
美
代
子
「
京
極
派
和
歌
と
源
氏
物
語
」（『
国
語
国
文
』
四
九
三
号　

一
九
七
五
年
九

月
）。
こ
の
作
品
の
料
紙
装
飾
に
つ
い
て
は
、
佐
野
み
ど
り
「
十
四
世
紀
前
半
の
料
紙
装
飾

に
つ
い
て
─
伏
見
院
宸
翰
源
氏
物
語
抜
書
の
紹
介
を
か
ね
て
─
」（『
美
術
史
』
一
一
五
号　

一
九
八
三
年
十
一
月
、
同
氏
『
風
流　

造
形　

物
語　

日
本
美
術
の
構
造
と
様
態
』〈
ス
カ
イ

ド
ア　

一
九
九
七
年
二
月
に
〉
再
録
）の
論
考
が
あ
る
。

（
17
）　

相
澤
正
彦
「
粟
田
口
絵
師
考
」（
上
）（
下
）（『
古
美
術
』
83
・
84
号　

三
彩
社　

一
九
八
七

年
七
・
十
月
）、
註（
12
）高
岸
輝
氏
の
前
掲
書
お
よ
び
同
「
や
ま
と
絵
の
再
生
と
革
新
─
室

町
時
代
土
佐
派
の
成
立
と
展
開
」（『
日
本
美
術
全
集
9　

室
町
時
代　

水
墨
画
と
や
ま
と
絵
』

小
学
館　

二
〇
一
四
年
十
月
）。

（
18
）　

註（
1
）梅
津
氏
前
掲
論
文
参
照
。

（
19
）　

梅
津
次
郎
「
十
二
類
合
戦
絵
巻
」（『
日
本
絵
巻
物
全
集
』
第
十
八
巻　

角
川
書
店　

一
九
六
八
年
、
の
ち
同
氏
『
絵
巻
物
叢
誌
』〈
法
蔵
館　

昭
和
四
十
七
年
二
月
〉
に
再
録
）。

（
20
）　

吉
田
友
之
「
十
二
類
合
戦
絵
私
考
─
堂
本
家
本
上
巻
の
画
面
構
成
─
」（『
帝
塚
山
学
院
大

学
研
究
論
集
』
第
20
集　

一
九
八
五
年
十
二
月
）を
中
心
に
、
以
下
の
論
文
を
参
照
。
註

（
19
）前
掲
梅
津
氏
論
考
お
よ
び
同
書
所
収
岡
見
正
雄
「
御
伽
草
子
絵
に
於
い
て
─
十
二
類
合

戦
絵
巻
・
福
富
草
子
・
道
成
寺
縁
起
絵
巻
」、
榊
原
悟
「
放
屁
譚
三
題
」（『
サ
ン
ト
リ
ー
美
術

館 

開
館
廿
五
周
年
記
念 

論
集
』
二
号　

一
九
八
七
年
三
月
）。
藤
岡
摩
里
子
「
堂
本
家
本

『
十
二
類
合
戦
絵
巻
』
に
つ
い
て
」（『
美
術
史
研
究
』
第
三
十
七
冊　

早
稲
田
大
学
美
術
史
学

会　

二
〇
〇
九
年
十
二
月
）。

（
21
）　

宮
次
男
「
十
二
類
合
戦
絵
」
解
説（『
日
本
絵
巻
物
総
覧
』
角
川
書
店　

一
九
九
五
年
四
月
）。

（
22
）　

註（
17
）前
掲
相
澤
論
文
参
照
。
相
澤
氏
は
「
青
蓮
院
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
天
台
三
門
跡

の
一
つ
と
し
て
天
台
座
主
を
輩
出
さ
せ
た
権
門
で
あ
る
が
、
寺
域
は
祇
園
社
や
大
谷
本
願
寺

と
同
じ
く
、
粟
田
口
街
道
の
南
側
沿
い
に
甍
を
接
し
て
お
り
、
粟
田
口
一
帯
に
お
い
て
は
粟

田
庄
な
ど
を
領
し
て
強
大
な
権
益
を
有
し
、
当
地
に
は
揺
る
ぎ
な
い
権
力
を
行
使
し
君
臨
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、
祇
園
社
も
当
時
は
山
門
の
帰
属
の
下
に
あ
り
、
大
谷

本
願
寺
に
つ
い
て
も
蓮
如
台
頭
以
前
は
ま
だ
ま
だ
脆
弱
で
、
青
蓮
院
を
庇
護
者
と
仰
ぎ
、
そ

の
従
属
関
係
に
あ
る
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
公
的
な
立
場
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
様
な
状
況
を
み
た
場
合
、
絵
仏
師
的
性
格
を
持
つ
粟
田
口
派
に
と
っ
て
、
祇
園
社
や
大
谷

本
願
寺
以
上
に
こ
の
青
蓮
院
の
存
在
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

様
な
観
点
に
た
っ
て
見
て
み
る
と
粟
田
口
絵
師
と
青
蓮
院
、
ひ
い
て
は
山
門
と
の
交
渉
が
意

外
と
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）　
「
枕
草
子
絵
巻
」
の
詞
書
に
つ
い
て
は
、
佐
野
み
ど
り
「
枕
草
子
絵
巻
の
復
原
的
考
察
─

二
巻
構
成
試
論
─
」（『
美
術
史
』
九
九
〜
一
〇
〇
号　

一
九
七
六
年
七
月
）、
の
ち
に
同
『
風

流　

造
形　

物
語　

日
本
美
術
の
構
造
と
様
態
』（
ス
カ
イ
ド
ア　

一
九
九
七
年
二
月
）に
再

録
。

（
24
）　

岩
佐
美
代
子
『
京
極
派
歌
人
の
研
究
』〔
改
訂
新
装
版
〕
笠
間
書
院　

二
〇
〇
七
年
十
二
月

（
初
版
は
一
九
七
四
年
発
行
） 

。

（
25
）　

井
上
宗
雄
『
改
訂
新
版　

中
世
歌
壇
史
の
研
究　

南
北
朝
』　

明
治
書
院　

一
九
八
七
年

五
月
参
照
。

（
26
）　

別
府
節
子
「「
あ
が
た
切
」
に
関
す
る
考
察
」（『
汲
古
』
二
五　

一
九
九
四
年
六
月
、
同

『
和
歌
と
仮
名
の
か
た
ち
─
中
世
古
筆
の
内
容
と
書
様
』
笠
間
書
院　

二
〇
一
四
年
五
月
）に

一
部
増
補
改
訂
し
て
再
録
。
羽
田
聡
「
伝
伏
見
天
皇
筆
「
あ
が
た
切
」
─
進
子
内
親
王
と
『
風

雅
和
歌
集
─
』」（『
学
叢
』
第
三
十
一
号　

京
都
国
立
博
物
館　

二
〇
〇
九
年
五
月
）。

【
上
巻
】
詞
書

此
女
房
は
、
こ
の
僧
か
へ
り
く
る
か
と
お
も
ひ

け
れ
ど
も
見
え
す
。
は
ゝ
の
あ
ま
の
も
人
を
と
も

せ
ず
な
り
に
け
れ
バ
、
お
ぼ
つ
か
な
く
て
御
ま
れ
人
ハ

い
か
に
と
て
障
子
を
あ
け
て
み
れ
ば
、
僧
は
な
く

て
、
く
ろ
き
鬼
一
人
つ
く
と
し
て
あ
れ
け
れ
バ
、

こ
ハ
い
か
に
、
ひ
じ
り
と
思
ひ
た
れ
バ
、
鬼
の
き
た
り
て



「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
雑
感

一
八

我
む
す
め
を
一
口
に
く
ひ
て
け
り
と
、
お
そ
ろ

し
く
、
か
な
し
く
て
た
ふ
れ
ふ
し
ぬ
。
命
も
け
ぬ

べ
く
ぞ
お
ぼ
え
け
る
。
こ
の
女
房
我
か
ほ
の
か
ゝ
る

と
も
、
い
か
で
か
し
る
べ
き
な
れ
バ
、
は
ゝ
の
尼
ま
ろ

び
け
る
を
、
か
ゝ
へ
て
い
か
に
く
と
い
へ
バ
、
こ
ゑ
は
我

む
す
め
に
て
あ
り
け
れ
バ
、
心
を
し
づ
め
て
目
を

見
あ
け
て
み
る
に
、
な
を
も
と
の
鬼
也
。
又
声
を

あ
け
て
お
め
け
バ
、
あ
な
け
し
か
ら
ず
、
な
に
事

ぞ
や
、
こ
れ
ハ
、
わ
ら
ハ
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
、
と
い
ふ
に

さ
す
が
む
す
め
と
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
お
き
あ
が

り
て
、
そ
の
か
ほ
ハ
い
か
に
と
い
ふ
に
、
な
に
と
候
ぞ
、

と
問
。
と
き
に
か
ゞ
み
を
と
り
て
み
す
る
に
、
黒
き

鬼
な
り
。
か
げ
を
み
て
、
わ
れ
鬼
に
な
り
に
け
り
と

お
も
ひ
て
、
我
身
に
お
そ
れ
つ
ゝ
、
あ
ふ
の
き

に
ま
ろ
び
ふ
し
ぬ
。
さ
て
よ
く
く
心
を

し
づ
め
て
思
ふ
に
、
ま
ゆ
ず
み
を
と
り
た
が
へ

て
あ
り
け
る
に
こ
そ
と
、
心
う
く
、
あ
さ
ま
し

く
て
、
水
に
て
あ
ら
ひ
な
ど
し
て
、
さ
て
も
こ
の

僧
の
に
け
か
へ
り
け
る
も
こ
と
ハ
り
か
な
と

お
ぼ
え
て
、
わ
か
身
の
報
の
ほ
ど
を
く
ひ
か
な

し
み
け
れ
ど
も
、
か
ひ
な
く
て
ぞ
あ
り
け
る
。

【
下
巻
】
詞
書　

第
一
・
二
紙

あ
は
れ
、
人
ハ
何
事
も
か
ね
て
用
意
あ
る
べ
き

こ
と
か
な
。
こ
れ
も
其
日
と
き
ゝ
た
ら
バ
、
な
い
く

用
意
あ
り
て
、
屏
風
あ
ぶ
ら
な
ど
を
支
度
し
て
、

身
を
も
か
ひ
つ
く
ろ
ひ
て
居
た
ら
バ
、
時
に
あ
た
り

て
、
あ
は
て
け
ん
越
度
は
な
か
ら
ま
し
。
凡
世
中
の

人
、
生
死
界
の
な
ら
ひ
、
有
待
の
身
な
れ
バ
、
つ
ね
に

臨
終
を
期
し
、
た
ゞ
い
ま
生
死
到
来
し
た
り
と
も
、

用
心
た
が
ふ
事
な
く
念
仏
を
も
と
な
へ
、
観
念

を
も
わ
す
れ
ず
バ
、
往
生
を
も
と
き
、
頓
悟
を
も

う
べ
き
な
り
。
思
ひ
さ
む
る
と
き
な
く
、
な
に
と
な
き

無
益
の
事
に
ほ
だ
さ
れ
て
あ
か
し
暮
し

念
々
の
無
常
を
も
し
ら
ず
、
生
死
一
大
事

を
も
こ
ゝ
ろ
に
か
け
ざ
ら
ん
は
、
い
と
本
意

な
き
事
な
り
。
さ
れ
ば
解
脱
上
人
の

こ
と
葉
に
も
頓
死
世
に
お
ほ
け
れ
ど
も
、
聞

て
お
ど
ろ
く
こ
と
な
し
。
か
ね
て
し
ら
ざ
る
ハ

死
期
な
り
。
今
日
な
ん
ぞ
か
な
ら
ず
も
其
日
に

あ
ら
ざ
る
と
か
ゝ
れ
た
り
。
禅
師
の
こ
と
葉
に
ハ
、

臘
月
三
十
日
手
足
の
置
所
を
不
知
と
い
へ
り
。

こ
の
こ
と
葉
ま
こ
と
な
る
か
な
。
無
常
た
ち

ま
ち
に
き
た
る
時
、
は
じ
め
て
道
に
む
か
ふ
こ
と

い
と
か
た
か
る
べ
し
。
兼
て
よ
り
お
も
ふ
も
、
な
を

ざ
り
な
れ
バ
、、
か
な
ひ
が
た
し
。
い
は
ん
や
い
た
づ
ら

に
す
ぐ
さ
ん
を
や
。
出
る
い
き
入
い
き
を
待
ず
。

一
息
不
返
、
す
な
は
ち
後
世
に
つ
く
。
又
天
台



「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
雑
感

一
九

大
師
の
た
ま
ハ
く
、
食
ハ
晡
を
あ
ま
く
せ
ざ
れ
。

眠
ハ
床
を
や
す
く
す
べ
か
ら
ず
、
頭
燃
を
は
ら
ふ

が
こ
と
く
し
て
、
出
要
を
も
と
め
よ
と
す
ゝ
め
給

へ
り
。
歩
々
声
々
念
々
唯
在
弥
陀
仏
と
も

い
へ
り
。
か
ね
て
可
期
々
々
、
そ
れ
可
緩
為
急
、

可
急
為
緩
。
豈
お
も
て
に
す
み
を
ぬ
り
、
眉
に

粉
を
つ
く
る
こ
と
に
な
ら
ん
や
。
こ
の
こ
と
ハ
り

を
思
ひ
し
り
け
る
に
や
、
む
す
め
も
出
家
し
て
、
ふ
る

さ
と
も
す
み
う
く
お
ぼ
し
け
れ
バ
、
北
山
に
小
野

と
い
ふ
山
里
に
こ
と
の
え
ん
あ
り
け
る
う
へ
、
つ
ま

木
を
ひ
ろ
ふ
た
よ
り
も
、
し
か
る
べ
く
侍
け
れ
ば

二
人
な
か
ら
、
か
の
山
ざ
と
に
す
み
て
、
ひ
と
へ
に
後
の

世
の
つ
と
め
を
な
ん
し
侍
り
け
り
。

　

第
三
紙

こ
の
あ
ま
、
い
ま
は
す
べ
き
か
た
な
く
て
、

此
む
す
め
の
な
り
ゆ
く
べ
き
あ
り
さ
ま
を

お
も
ひ
つ
ゞ
け
て
、
な
く
よ
り
ほ
か
の
事

な
し
。
か
の
ひ
じ
り
の
も
と
へ
ゆ
き
て
、

か
ゝ
る
事
と
も
、
い
ま
は
い
は
ま
ほ
し
く

お
も
ひ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
さ
こ
そ
お
そ

ろ
し
く
思
ひ
た
る
ら
め
。
ま
た
ゆ
き

た
ら
ば
、
ば
け
も
の
と
こ
そ
お
も
ひ

侍
ら
ん
ず
ら
め
。
な
れ
バ
と
て
ひ
と
す
ぢ

に
身
の
ど
と
お
も
ひ
し
り
て
、
せ
ん
か
た

な
く
て
ぞ
あ
り
け
る
。 

（
句
点
・
読
点
、
濁
音
は
筆
者
）



画中詞 下巻 詞書②（伝 尊円筆） 下巻 詞書①（伝 頓阿筆） 上巻 詞書（伝 尊円筆）

あ

か

け（
気
）

き（
起
）

き

く（
具
）

け
る（
け
に
）

す

て

別
表
①
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
文
字
比
較

画中詞 下巻 詞書②（伝 尊円筆） 下巻 詞書①（伝 頓阿筆） 上巻 詞書（伝 尊円筆）

あ

か

け（
気
）

き（
起
）

き

く（
具
）

け
る（
け
に
）

す

て

別
表
①
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
文
字
比
較

画中詞 下巻 詞書②（伝 尊円筆） 下巻 詞書①（伝 頓阿筆） 上巻 詞書（伝 尊円筆）

つ（
徒
）

と（
登
）

な
り（
な
に
）

な（
那
）

ぬ

の（
乃
）

の

の（
能
）

は

ひ

ふ

画中詞 下巻 詞書②（伝 尊円筆） 下巻 詞書①（伝 頓阿筆） 上巻 詞書（伝 尊円筆）

つ（
徒
）

と（
登
）

な
り（
な
に
）

な（
那
）

ぬ

の（
乃
）

の

の（
能
）

は

ひ

ふ

「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
雑
感

二
〇
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か

け（
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）
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起
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き

く（
具
）

け
る（
け
に
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す

て

別
表
①
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掃
墨
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」
文
字
比
較
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あ
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す
め
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も（
毛
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れ
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満
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毛
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や

れ
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を

人
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流
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を

を
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満
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毛
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れ
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満
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れ
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る（
流
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を

人
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る（
流
）

を

を

人

「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
雑
感

二
三
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

二
七

「
刀 
銘 

村
正
」
の
伝
来
と
妖
刀
村
正
伝
説

原
　
　
　
史
　
彦

　

は　

じ　

め　

に

一　

徳
川
美
術
館
蔵
「
「 

銘 

村
正
」
の
伝
来

二　

「
「
村
正
伝
説
の
淵
源

三　

「
「
村
正
伝
説
の
検
証（
清
康
事
件
・
広
忠
事
件
）

四　

「
「
村
正
伝
説
の
検
証（
信
康
事
件
）

　

お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

村
正
と
い
う
「
工
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
正
宗
と
同
等
に
著
名
な
「
工
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
正
宗
が
名
「
の
代
名
詞
な
ら
ば
、
村
正
は
「
「
の
代
名
詞
と
い
え

よ
う
か
。
こ
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
村
正
の
「
は
徳
川
家
に
祟
り
を
成
す
「
「

と
い
う
認
識
が
現
在
広
く
敷
衍
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
、
他
な

ら
ぬ
江
戸
幕
府
編
纂
の
記
録
に
見
ら
れ
る
た
め
、
単
な
る
俗
説
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く

幕
府
も
し
く
は
徳
川
家
自
身
が
認
識
し
て
い
た
伝
説
で
あ
り
、
あ
る
程
度
真
実
味
を

も
っ
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
。

そ
の
祟
り
を
、『
東
照
宮
御
實
紀
附
錄
』
巻
三
所
収
の
「
柏
崎
物
語
」
や
『
朝
野
舊
聞

裒
藁
』
所
収
の
「
日
記
抜
書
」・「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）の
記
述
を
基
に
整
理
す
る
な

ら
ば
、
①
徳
川
家
康
の
祖
父
・
松
平
清
康
殺
害
に
使
用
さ
れ
た
「
が
村
正
作
、
②
家
康

の
父
・
松
平
広
忠
暗
殺
に
使
用
さ
れ
た
「
が
村
正
作
、
③
家
康
の
嫡
男
・
岡
崎
信
康
切

腹
の
介
錯
に
使
用
さ
れ
た
「
が
村
正
作
、
④
家
康
の
幼
年
時
に
誤
っ
て
家
康
の
手
を
傷

つ
け
た
小
「
が
村
正
作
、
⑤
関
ヶ
原
合
戦
時
、
功
名
を
挙
げ
た
織
田
河
内
守（
長
孝
）を

引
見
し
た
際
、
誤
っ
て
手
を
傷
つ
け
た
河
内
守
所
持
の
上
覧
鑓
が
村
正
作
、
と
実
に
四

代
五
度
に
わ
た
っ
て
村
正
作
の
「
剣
類
が
松
平
・
徳
川
家
の
当
主
、
あ
る
い
は
当
主
予

定
者
に
害
を
成
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
事
件
を
以
後
説
明
す
る

場
合
、
便
宜
的
に
①
の
事
件
を
「
清
康
事
件
」、
②
の
事
件
を
「
広
忠
事
件
」、
③
の
事

件
を
「
信
康
事
件
」、
④
の
事
件
を
「
家
康
小
「
事
件
」、
⑤
の
事
件
を
「
織
田
河
内
守

鑓
事
件
」
と
略
称
す
る
。

こ
の
よ
う
に
松
平
・
徳
川
家
に
降
り
か
か
る
尋
常
な
ら
ざ
る
凶
事
に
必
ず
と
い
っ
て

よ
い
ほ
ど
、
村
正
作
の
「
剣
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
嫡
男
・
信
康
の
切
腹
介
錯
に
使

（
1
）

（
2
）

（
3
）



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

二
八

用
さ
れ
た
「
が
ま
た
し
て
も
村
正
作
と
聞
い
た
家
康
は
、「
い
か
に
し
て
此
作
の　

當

家
に
さ
ゝ
は
る
事
か
な
。
此
後
は
御
差
料
の
内
に
村
正
の
作
あ
ら
ば
。
み
な
取
捨
て
よ

と
仰
付
ら
れ
し
と
ぞ
。」（「
柏
崎
物
語
」）と
、
村
正
作
「
剣
の
廃
棄
を
命
じ
た
。
そ
し
て
、

織
田
河
内
守
所
持
の
鑓
が
村
正
作
で
あ
る
と
聞
か
さ
れ
た
時
に
は
「
上
意
も
さ
も
有
へ

し
と
の
事
な
り 
有
樂 
河
内
守
に
此
鑓
は
則
穂
先
を
打
折
捨
可
レ
申
と
申
付
る
と
な
り
」

（「
日
記
抜
書
」）と
、
村
正
作
で
あ
る
が
故
に
怪
我
を
し
た
と
納
得
し
、
河
内
守
に
そ
の

鑓
の
廃
棄
を
命
じ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
村
正
作
「
剣
を
不
吉
と
決
め
つ

け
た
の
は
家
康
自
身
で
あ
り
、
家
康
自
身
が
村
正
作
「
剣
を
忌
み
嫌
っ
た
こ
と
で
、
以

後
、
村
正
作
「
剣
の
所
持
は
徳
川
家
に
対
す
る
逆
心
を
表
す
行
為
と
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
認
識
の
一
例
と
し
て
、
寛
永
十
一
年（
一
六
三
四
）二
月
二
十
二
日
に
、
豊
後
国

府
内
二
万
石
の
大
名
で
長
崎
奉
行
を
勤
め
た
竹
中
正
重
が
改
易
・
切
腹
と
な
っ
た
事
件

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
断
家
譜
』
巻
十
二
に
お
け
る
竹
中
の
改
易
・
切
腹
理
由

は
、「
邪
曲
有
御
穿
鑿
」
と
す
る
の
み
で
、『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』
巻
廿
四
で
も
改
易
・

切
腹
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
も
の
の
、
幕
府
儒
官
・
人
見
竹
洞
が
十
七
世
紀

後
半
に
著
し
た
「
君
臣
言
行
録
」
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
人
見
自
身
が
伝
聞
し

た
改
易
・
切
腹
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
竹
中
と
長
崎
の
豪
商
・
平
野

屋
と
の
間
に
「
妾
」
を
め
ぐ
る
醜
聞
・
対
立
が
あ
り
、
平
野
屋
が
幕
府
に
訴
え
出
た
こ

と
で
竹
中
の
悪
行
・
不
正
が
明
る
み
に
な
っ
て
竹
中
が
処
断
さ
れ
た
と
す
る
一
方
で
、

竹
中
が
「
當
家
に
お
い
て
忌
な
ら
ひ
な
る
に
」
も
関
わ
ら
ず
村
正
作
「
剣
二
十
四
振
を

所
持
し
て
い
た
こ
と
が
、「
不
忠
の
所
爲
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
あ
く
ま
で
も
風
説
の

類
で
あ
る
た
め
、
ど
こ
ま
で
が
真
実
な
の
か
は
判
ら
な
い
が
、
こ
の
話
が
幕
府
正
史
で

あ
る
『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』
に
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
德
川
實
紀
』
を
編

纂
し
た
十
九
世
紀
前
半
の
時
点
で
、
村
正
の
「
を
所
持
す
る
こ
と
は
徳
川
家
に
対
す
る

不
忠
と
い
う
意
識
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
実
際
に
「
短
「 

銘 

村
正
」

（
三
重
・
立
坂
神
社
蔵
）や
、「
短
「 

銘 

村
正（
改
竄
名 

村
忠
）」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）の
よ

う
に
、
江
戸
時
代
に
は
村
正
の
名
を
憚
っ
て
銘
を
削
る
と
か
、
改
竄
す
る
と
い
っ
た
行

為
が
行
わ
れ
て
い
た
物
証
も
あ
る
た
め
、
「
「
村
正
伝
説
は
俗
説
の
域
を
超
え
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
文
政
六
年（
一
八
二
三
）四
月
二
十
二
日
に
江
戸
城
西
之
丸
御
殿
内
で
お
こ
っ

た
御
書
院
番
士
・
松
平
外
記
に
よ
る
同
僚
五
人
に
対
す
る
殺
傷
事
件
は
、
世
の
中
を
震

撼
さ
せ
た
事
件
と
し
て
風
聞
が
飛
び
交
い
、
前
平
戸
藩
主
・
松
浦
静
山
も
随
筆
『
甲

子
夜
話
』
巻
四
十
二
に
こ
の
事
件
を
記
録
し
て
い
る
。
静
山
の
記
述
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
こ
の
殺
傷
事
件
に
使
用
さ
れ
た
松
平
外
記
の
脇
指
に
つ
い
て
「
外
記
が
脇
指
は
村

正
に
有
し
と
。
世
伝
ふ
。
こ
の
鍛か

冶ぢ

は
御
当
家
に
不
吉
な
り
と
。
然
る
に
又
、
か
ゝ
る

こ
と
の
生
ぜ
し
も
不
思
議
な
り
。」
と
記
録
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
又

外
記
の
脇
指
は
村
正
に
非
ず
し
て
、
関
打
平
造
の
者
に
し
て
一
尺
三
寸
な
り
し
と
云
。」

と
も
記
し
て
い
る
た
め
、
静
山
自
身
は
村
正
作
の
「
が
使
用
さ
れ
た
と
は
考
え
て
い
な

か
っ
た
が
、
世
間
で
は
凄
惨
な
殺
傷
事
件
と
村
正
作
の
「
を
結
び
つ
け
る
意
識
が
存
在

し
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
。

以
上
の
例
で
も
判
る
よ
う
に
、『
德
川
實
紀
』
や
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
が
編
纂
さ
れ

た
十
九
世
紀
前
半
の
時
点
で
、
村
正
作
「
剣
が
不
吉
で
あ
る
と
の
認
識
は
一
般
化
し
て

い
た
と
い
え
、『
德
川
實
紀
』『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
が
引
用
し
た
諸
記
録
・
典
籍
の
成
立

年
代
を
み
れ
ば
、
す
で
に
十
七
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
段
階
で
、
松
平
・
徳
川
家
の
当

主
、
も
し
く
は
当
主
予
定
者
に
害
を
成
し
た
「
と
い
う
記
録
は
存
在
し
て
い
た
。
ゆ
え

に
、
家
康
が
村
正
作
「
剣
を
忌
み
嫌
っ
た
と
い
う
見
解
も
、
あ
な
が
ち
否
定
は
出
来
な

い
の
だ
が
、
村
正
作
「
剣
の
伝
存
実
例
で
み
た
場
合
、
こ
の
見
解
に
は
疑
義
が
生
じ

る
。
つ
ま
り
、
尾
張
徳
川
家
に
譲
ら
れ
た
家
康
遺
産
「
駿
府
御
分
物
」
の
中
に
村
正
作

（
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

二
九

の
「
が
二
振
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
内
一
振
が
現
在
で
も
徳
川
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
家
康
自
身
が
不
吉
な
「
で
あ
る
と
廃
棄
命
令
を
出
し
た
に
も
拘
わ

ら
ず
、
自
身
が
所
持
し
続
け
て
自
分
の
子
ど
も
に
財
産
分
与
す
る
と
い
う
の
は
明
ら
か

に
矛
盾
し
た
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
家
康
自
身
に
村
正
作
「
剣
を
不
吉
と
す
る
認
識
が

無
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
「
「
村
正
伝
説
が
あ
る
反
面
、
家
康
遺
産
と
し
て
村
正
作
の
「
が
伝
存

し
て
い
る
こ
と
の
矛
盾
を
説
明
す
る
た
め
、
ま
ず
、
尾
張
徳
川
家
伝
来
で
徳
川
美
術
館

が
所
蔵
す
る
「
「 

銘 

村
正
」（
挿
図
1
）の
伝
来
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
「
「
村

正
伝
説
が
形
作
ら
れ
る
過
程
を
整
理
・
検
証
す
る
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
こ
の
「
「

伝
説
は
一
般
的
な
伝
説
と
同
じ
く
、
あ
る
程
度
の
事
実
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
も
、
伝
聞

と
憶
測
の
上
に
逸
話
が
付
加
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
暗
殺
・
不
吉
と
い
っ
た
話
は
一
種

の
醜
聞
で
あ
り
、
醜
聞
に
は
憶
測
が
加
味
さ
れ
て
不
可
逆
的
に
増
幅
・
浸
透
す
る
の
は

現
代
社
会
で
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
「
「
村
正
伝
説
は
、
そ
う
い
っ
た
類
の
話
で

あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
り
、
紙
面
を
費
や
す
ほ
ど
で
は
無
い
と
の
批
判
は
重
々
承
知
の

上
で
、
な
ぜ
徳
川
家
の
弱
点
と
も
い
う
べ
き
醜
聞
が
、
徳
川
政
権
下
で
あ
り
な
が
ら
広

く
敷
衍
し
た
の
か
の
検
討
を
試
み
る
。
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
冒
頭
で
記
し
た
「
「
村

正
伝
説
の
内
容
な
ど
は
従
来
か
ら
指
摘
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
う
い
っ
た
村

正
に
関
す
る
一
般
見
解
は
、
近
年
で
は
福
井
款
彦
氏
が
桑
名
市
博
物
館
の
特
別
企
画
展

図
録
『
村
正
─
伊
勢
桑
名
の
「
工
─
』
に
寄
稿
さ
れ
た
「
総
説
」
に
詳
し
い
。
こ
の
福

井
氏
の
論
考
は
「
工
村
正
に
関
す
る
研
究
史
も
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
以
下
に

お
い
て
一
般
論
と
し
て
村
正
を
語
る
場
合
、
福
井
氏
の
見
解
に
負
う
こ
と
と
す
る
。
ま

た
、
本
稿
は
「
工
村
正
や
村
正
作
「
剣
に
関
す
る
見
解
を
糺
す
内
容
で
は
な
い
こ
と
を

予
め
ご
了
解
願
い
た
い
。
そ
の
た
め
、
「
工
村
正
や
村
正
作
「
剣
に
関
す
る
基
本
事
項

に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

な
お
、
管
見
の
限
り
「
「
「
」
と
い
う
言
葉
は
、
江
戸
時
代
の
文
献
で
は
確
認
で
き

ず
、
後
述
す
る
が
、
村
正
作
「
剣
を
評
す
る
時
に
は
「
忌
な
ら
ひ
」「
御
不
吉
例
」「
當

家
に
さ
ゝ
は
る
」「
御
当
家
へ
た
ゝ
り
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

「
「
「
」
は
近
代
以
降
の
講
談
・
文
芸
な
ど
に
よ
る
造
語
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
江
戸

時
代
の
村
正
作
「
剣
に
か
か
る
評
価
を
「
「
「
村
正
伝
説
」
と
表
す
の
は
適
切
で
は
な

い
が
、
徳
川
家
で
は
「
忌
な
ら
ひ
」
で
あ
り
「
不
吉
」
で
徳
川
家
に
「
さ
ゝ
は
る
」
上
、

「
た
ゝ
り
」
を
成
す
こ
と
を
総
称
す
る
適
当
な
表
現
も
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
本
稿
で

は
便
宜
的
に
「
「
「
村
正
伝
説
」
と
い
う
表
現
を
あ
え
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

一　

徳
川
美
術
館
蔵
「
刀 

銘 

村
正
」
の
伝
来

現
在
、
徳
川
美
術
館
が
所
蔵
す
る
「
「 

銘 

村
正
」
に
関
す
る
記
録
は
次
の
通
り
で

あ
る
。
同
館
の
台
帳
記
録
に
よ
れ
ば
、
身
長
二
尺
二
寸
七
分（
約
六
八
・
九
糎
）、
反
り

六
分（
約
一
・
八
糎
）、
鎺
元
重（
厚
さ
）二
分
七
厘（
約
〇
・
八
糎
）、（
鎺
元
の
）巾
一
寸
六

厘（
約
三
・
二
糎
）、
横
手
下
重（
厚
さ
）二
分（
約
〇
・
六
糎
）、（
横
手
下
の
）巾
七
分
六
厘

（
約
二
・
三
糎
）、
中
心（
茎
）長
五
寸
二
分（
約
一
五
・
八
糎
）で
あ
る
。『
新
版 

徳
川
美
術

館
蔵
品
抄
③　

「
剣 

「
装
具
』
の
記
述
で
は
「
鎬
造
り
、
庵
棟
、
鎬
筋
高
く
先
反
り

と
な
り
踏
張
り
が
あ
る
。
中
切
先
。
鍛
え
は
小
板
目
つ
み
柾
心
あ
り
、
地
沸
え
つ
く
。

刃
文
は
小
沸
え
つ
き
皆
焼
刃
の
華
や
か
な
出
来
。
鋩
子
は
一
枚
、
中
心
生
ぶ
、
先
剣

形
、
鑢
目
右
手
下
が
り
。
目
釘
孔
二
。
上
孔
の
肩
に
「
村
正
」
と
銘
が
あ
る
。」
と
記

す
。
白
鞘
の
み
で
附
属
の
拵
・
「
装
具
は
無
い
。
白
鞘
に
は
「
礼
ノ
六
十
九　

村
正　

銘
有　

貳
尺
二
寸
七
分
」
と
、
江
戸
時
代
の
蔵
番
号
・
銘
・
総
寸
が
墨
書
さ
れ
る
。

徳
川
美
術
館
で
は
開
館
間
も
な
い
昭
和
十
四
年（
一
九
三
九
）三
月
十
一
日
に
当
時
国

立
博
物
館（
現
・
東
京
国
立
博
物
館
）調
査
課
長
だ
っ
た
本
間
順
治
氏（
一
九
〇
四
〜
九
一
）

（
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

三
〇

挿
図
1



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

三
一

と
、
同
年
五
月
二
十
八
日
に
当
時
海
軍
大
佐
で
「
剣
研
究
家
で
あ
っ
た
小
泉
久
雄
氏

（
一
八
八
五
〜
一
九
四
二
）に
、
本
「
を
含
め
た
所
蔵
「
剣
の
鑑
定
を
依
頼
し
て
お
り
、
そ

の
結
果
は
下
記
の
よ
う
に
台
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
。

本
間
氏
は
「
出
来
面
白
シ 

皆
焼
ナ
リ
、
初
代
村
正
ニ
非
ズ
文
亀
頃
ノ
出
来
ナ
リ
」、

「
銘
ヨ
シ 

元
亀
頃
ノ
村
正
ナ
リ 

村
正
ノ
ヒ
タ
ツ
ラ
ハ
珍
シ
」
と
鑑
定
し
、
小
泉
氏
は

「
時
代
永
正
頃
ナ
ラ
ン
カ
、
銘
が
稍
変
ツ
テ
ヰ
ル
、
皆
焼
ノ
刃
文
珍
ラ
シ
、
岡
島
氏
曰
、

村
正
ハ
目
釘
穴
ヲ
大
小
二
ツ
明
ケ
ル
ト
云
フ
掟
ガ
ア
ル
相
ダ
ガ
本
「
モ
之
ニ
一
致
シ
目

釘
穴
ガ
大
小
二
ツ
ア
ル
、
小
泉
曰
、
必
シ
モ
然
ラ
ズ
目
釘
穴
一
個
ノ
モ
ノ
モ
ア
リ
」
と

鑑
定
し
て
い
る
。
本
間
氏
の
鑑
定
内
容
が
二
項
目
あ
る
の
は
、
鑑
定
結
果
を
聞
い
た

の
は
複
数
の
職
員
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
台
帳
に
記
録
し
た
た
め
、
製
作
年
代
に
「
文
亀
」

（
一
五
〇
一
〜
〇
四
）と
「
元
亀
」（
一
五
七
〇
〜
七
三
）の
違
い
が
生
じ
た
。
こ
の
違
い
は
話

を
聞
い
た
職
員
の
ど
ち
ら
か
が
聞
き
違
え
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
と
現
在
で
は
見
解
が

違
う
た
め
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
一
概
に
言
え
な
い
ま
で
も
、
小
泉
氏
が
製
作
年
代

を
「
永
正
」（
一
五
〇
四
〜
二
一
）と
し
て
い
る
の
で
、お
そ
ら
く
本
間
氏
も
同
時
代
の
「
文

亀
」
と
鑑
定
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
小
泉
氏
の
鑑
定
に
あ
る
「
岡
島
氏
」

と
は
、
後
に
日
本
美
術
「
剣
保
存
協
会
二
代
目
名
古
屋
支
部
長
を
務
め
た
岡
島
太
十
氏

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

両
者
と
も
に
刃
文
が
皆
焼
で
あ
る
こ
と
を
珍
し
い
と
し
て
い
る
。
本
間
氏
は
初
代
作

で
は
無
い
と
鑑
定
し
て
い
る
が
、
現
在
で
は
初
代
の
作
「
期
を
文
亀
・
永
正
年
間
頃
と

見
立
て
て
い
る
た
め
、
後
世
の
作
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
「
元
亀
」
の
作
と
す
る

方
が
相
応
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
小
泉
氏
が
「
銘
が
稍
変
ツ
テ
ヰ
ル
」
と
鑑
定
し
て
い

る
よ
う
に
、
本
「
は
確
認
さ
れ
る
い
ず
れ
の
銘
と
も
異
な
り
、「
正
」
の
字
が
上
下
に

圧
縮
さ
れ
た
よ
う
な
字
体
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
表
裏
揃
い
の
の
た
れ
・
互
の
目
文

を
主
流
と
す
る
村
正
の
刃
文
に
お
い
て
、
異
様
と
も
み
え
る
皆
焼
の
刃
文
は
、
村
正
の

（
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作
と
す
る
に
は
い
さ
さ
か
疑
義
が
残
る
。
弟
子
筋
の
作
や
偽
銘
で
あ
る
こ
と
も
視
野
に

入
れ
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
徳
川
家
康
の
遺
産
台
帳
で
あ
る
尾
張
家
本
『
駿

府
御
分
物
御
道
具
帳
』
の
一
つ
「
駿
府
御
分
物
之
内
御
太
「
御
腰
物
御
脇
指
御
長
「
御

鎗
帳
」（
徳
川
美
術
館
蔵
・
以
下
「
御
腰
物
之
帳
」
と
略
す
。）に
は
「
村
正
」
と
明
記
さ
れ

て
い
る
た
め
、
少
な
く
と
も
尾
張
家
に
分
与
さ
れ
た
当
初
よ
り
村
正
作
の
「
剣
と
認
識

さ
れ
、
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
、
徳
川
美
術
館
で
は
本
「
を

初
代
・
二
代
作
で
は
な
く
三
代
以
降
の
作
と
す
る
も
の
の
、
作
者
を
特
定
せ
ず
製
作
年

代
も
室
町
時
代
十
六
世
紀
と
幅
を
持
た
せ
て
展
示
表
記
し
て
い
る
。

家
康
の
「
剣
遺
品
を
記
し
た
「
御
腰
物
之
帳
」
は
、「
上
御
太
「
」
か
ら
「
下
小
脇

指
」
ま
で
「
剣
の
格
付
け
・
形
態
に
よ
っ
て
十
五
項
目
に
分
類
さ
れ
、
計
四
百
六
振
の

「
剣
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
帳
記
載
の
「
剣
十
六
振
が
現
存
す
る
が
、
こ
の
中
で
本
「

は
、「
下
御
腰
物
」
と
し
て
九
十
九
振
記
載
さ
れ
て
い
る
中
で
七
十
八
番
目
に
「
一 

村

正　

御
道
具
な
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
御
道
具
な
し
」
と
は
白
鞘
の
み
で
拵
・
「

装
具
の
附
属
が
無
い
こ
と
を
い
う
。

ま
た
「
下
大
脇
指
」
と
分
類
さ
れ
た
二
十
一
振
の
中
で
も
十
五
番
目
に
「
一 

村
正  

御
道
具
な
し
」
の
記
述
が
あ
り
、
家
康
は
少
な
く
と
も
二
振
の
村
正
作
の
「
を
九
男
で

尾
張
家
初
代
と
な
っ
た
義
直
に
分
与
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
少
な
く
と
も
」
と

し
た
の
は
、
家
康
が
義
直
に
分
与
し
た
「
剣
は
同
帳
記
載
の
「
剣
以
外
に
も
存
在
し
、

水
戸
家
本
「
駿
府
御
分
物
「
剣
元
帳
」（
茨
城
・
徳
川
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）に
記
載
さ
れ
た
尾

張
家
分
与
「
剣
の
中
で
「
御
腰
物
之
帳
」
未
記
載
の
七
振
が
現
存
し
て
い
る
他
、「
御

腰
物
之
帳
」
と
「
駿
府
御
分
物
「
剣
元
帳
」
に
記
載
は
無
い
も
の
の
尾
張
家
の
蔵
帳
に

お
い
て
「
駿
府
御
分
物
」
と
記
さ
れ
た
「
剣
が
三
振
、
家
康
所
持
の
由
緒
が
あ
る
「
剣

が
五
振
あ
り
、「
御
腰
物
之
帳
」
記
載
の
四
百
六
振
以
上
の
「
剣
が
尾
張
家
に
譲
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
だ
他
に
村
正
作
「
剣
が
あ
っ
た
可
能
性
は

（
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

三
二

否
定
し
き
れ
な
い
。

「
御
腰
物
之
帳
」
に
記
さ
れ
た
村
正
作
の
「
二
振
は
他
の
「
剣

と
も
ど
も
、
同
帳
の
記
載
に
よ
り
、
家
康
が
歿
し
た
二
年
後
の
元

和
四
年（
一
六
一
八
）十
一
月
一
日
に
尾
張
藩
士
の
立
ち
会
い
・
検

分
の
上
、
駿
府
城
で
引
き
渡
さ
れ
た
。「
上
御
太
「
」「
上
御
腰
物
」

「
上
御
脇
指
」
の
三
種
百
振
は
、
安
藤
太
郎
兵
衛
・
佐
々
又
左
衛

門
が
検
分
し
、
村
正
作
の
「
を
含
む
そ
の
他
三
百
六
振
は
曲
淵
八

右
衛
門
・
成
田
藤
右
衛
門
が
検
分
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

村
正
作
の
「
二
振
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
尾
張
家
で
保
管
さ
れ

た
も
の
の
、「
下
大
脇
指
」
と
格
付
け
さ
れ
た
方
の
村
正
作
の
「

は
、
大
正
十
年（
一
九
二
一
）十
一
月
十
七
日
に
名
古
屋
市
東
区
朝

日
町
の
名
古
屋
美
術
倶
楽
部
と
、
東
区
大
津
町
の
光
円
寺
で
行
わ

れ
た
「
尾
州
德
川
家
御
藏
品
第
二
回
賣
立
」
で
売
却
さ
れ
た
た
め
、

現
在
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
る（
挿
図
2
）。

名
古
屋
へ
も
た
ら
さ
れ
た
家
康
遺
産
の
村
正
作
の
「
二
振
は
、

そ
の
後
、
名
古
屋
城
天
守
内
で
保
管
さ
れ
た
よ
う
で
、
慶
安
四
年

（
一
六
五
一
）三
月
二
十
六
日
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
御
天
守
ニ
有
之

候
御
腰
物
御
脇
指
帳
」
に
、「
本
帳
下
之
「
ト
有
」
と
格
付
け
さ
れ

た
百
三
振
の
内
、
七
十
三
番
目
に
「
一 

村
正　

御
拵
な
し　

右
同
断
」、「
本
帳
下
ノ

大
脇
指
中
脇
指
有
」
と
格
付
け
さ
れ
た
二
十
振
の
内
、
十
五
番
目
に
「
一 

村
正　

御

拵
な
し　

右
同
断
」
と
あ
る
。
こ
の
「
右
同
断
」
と
は
、「
御
分
物
之
内
」
の
こ
と
を

い
う
。
天
守
内
で
の
保
管
は
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
、
十
八
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
「
御
天

守
御
腰
物
元
帳
」
に
も
「
三
番
御
長
持
」
に
保
管
さ
れ
る
「
剣
と
し
て
「
一 

村
正
御

大
小
」
と
、
二
振
が
大
小
揃
い
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
興
味
深
い
の
は

（
11
）

（
12
）

（
13
）

名
称
の
下
に
「
潰
物
ニ
成
筈
」
と
記
さ
れ
、
項
目
の
後
に
「
右
三
番
御
長
持
御
道
具
不

残
疵
物
ニ
而
御
用
ニ
難
相
立
候
」
と
あ
り
、
村
正
作
の
「
二
振
は
「
御
用
」
に
立
た
な

い
「
疵
物
」
で
あ
る
た
め
、「
潰
物
」
に
す
べ
き
「
剣
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
贈
答
や
佩
「
と
し
て
は
使
用
で
き
な
い
不
良
品
の
た
め
、
廃
棄
す
る
予
定
の

「
剣
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

実
際
に
現
存
す
る
村
正
作
の
「
は
、「
切
先
棟
及
其
三
寸
五
分
下
ニ
疵
ア
リ
」
と
台

帳
に
記
さ
れ
る
他
、
表
の
小
鎬
筋
か
ら
棟
に
沿
っ
て
鎬
面
に
疵
を
均
し
た
痕
跡
が
あ

り
、「
疵
物
」
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
無
い
。
蔵
帳
の
記
載
内
容
が
、
前
時
代
の
蔵

帳
記
録
よ
り
詳
細
な
記
述
に
な
っ
た
た
め
に
付
記
さ
れ
た
事
項
で
あ
る
が
、
遺
産
分
与

当
初
か
ら
「
疵
物
」
で
あ
っ
た
か
否
か
は
判
ら
な
い
。
も
う
一
振
の
村
正
作
の
「
は
、

売
却
前
の
台
帳
記
録
で
あ
る
「
第
三
部　

「
劔　

貳　

什
器
目
録　

五
」
に
、
身
長
一

尺
七
寸
二
分
五
厘（
約
五
二
・
三
糎
）・
反
り
四
分（
約
一
・
二
糎
）・
鎺
元
重
二
分（
〇
・
六

糎
）・
鎺
元
巾
九
分
二
厘（
約
二
・
八
糎
）・
横
手
下
重
一
分
七
厘（
約
〇
・
五
糎
）・
横
手

下
巾
七
分
二
厘（
約
二
・
二
糎
）、
中
心
長
四
寸
二
分（
約
一
二
・
七
糎
）、
銘
「
村
正
」
の

長
一
尺
七
寸
二
分（
約
五
・
二
糎
）、
中
心
先
劔
形
・
棟
小
肉
・
目
釘
穴
二
ツ
・
鑢
目
勝

手
下
が
り
・
庵
棟
・
鎬
造
り
・
小
木
目
肌
・「
焼
乱
」・
鋩
子
「
突
」
と
そ
の
形
態
が
詳

細
に
記
さ
れ
る
。
こ
れ
以
外
の
記
載
は
無
く
、
か
な
り
詳
細
に
什
宝
の
状
態
を
書
き
記

し
て
い
る
こ
の
台
帳
記
録
の
性
格
を
考
え
る
と
、
売
却
さ
れ
た
村
正
作
の
「
は
「
疵

物
」
で
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
不
良
品
で
無
い
が
ゆ
え
に
売
立
に
出
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

「
御
天
守
御
腰
物
元
帳
」
の
「
疵
物
」
記
載
を
も
っ
て
、
尾
張
家
に
お
い
て
も
村
正

作
の
「
を
憚
り
廃
棄
品
扱
い
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
十
八
世
紀
段
階
で

村
正
作
の
「
二
振
は
「
大
小
」
の
揃
い
物
扱
い
を
受
け
て
い
た
た
め
、
一
振
が
疵
物
で

あ
る
な
ら
ば
大
小
揃
い
に
は
不
向
き
と
見
做
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で

挿図2



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

三
三

も
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
江
戸
時
代
を
通
じ
て
保
管
さ
れ
た
の
は
、
家
康
の
遺
産
と
い

う
由
緒
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
明
治
五
年（
一
八
七
二
）正
月
に
尾
張
家

に
引
き
継
が
れ
る
什
宝
を
整
理
し
た
際
に
作
成
さ
れ
た
「
剣
の
目
録
「
御
腰
物
元
帳
」

に
、「
仁
義
礼
智
人
」
の
格
付
け
の
内
「
礼
」
の
道
具
と
し
て
遺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
同
書
で
は
「
御
天
守
物 

御
腰
物
元
帳
ニ
潰
物
ニ
ナ
ル
筈
ト
ア
リ
」
と
朱
書
き
さ
れ

る
も
の
の
、「
禮
之
部　

右
者
宜
御
道
具
御
帯
等
御
手
当
之
分
」
と
し
て
、
こ
の
後
に

活
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
村
正
作
の
「
二
振
は
、
明
治
維
新
後
も
尾
張
家
の
什
宝
と
し
て
継
承
さ

れ
た
が
、
大
小
の
小
に
あ
た
る
村
正
作
の
「
は
、
尾
張
家
十
九
代
義
親
が
目
論
ん
だ
徳

川
美
術
館
及
び
徳
川
生
物
学
研
究
所
設
立
の
準
備
金
を
得
る
た
め
に
、
他
に
選
定
さ
れ

た
美
術
品
と
と
も
に
大
正
十
年
に
売
却
さ
れ
、
先
述
し
た
よ
う
に
現
在
行
方
不
明
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
時
点
で
は
徳
川
美
術
館
が
所
蔵
す
る
「
「 

銘 

村
正
」

が
、
家
康
所
持
の
由
緒
を
持
つ
唯
一
の
村
正
作
の
「
で
あ
る
。

二　

妖
刀
村
正
伝
説
の
淵
源

村
正
作
「
剣
を
徳
川
家
に
と
っ
て
不
吉
な
「
と
見
做
す
史
料
的
な
嚆
矢
は
、
先
述

し
た
よ
う
に
『
德
川
實
紀
』
や
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
が
収
載
し
た
諸
記
録
・
典
籍
で

あ
ろ
う
。
中
で
も
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
に
は
、
家
康
の
祖
父
・
松
平
清
康（
一
五
一
一
〜

三
五
）、
父
・
広
忠（
一
五
二
六
〜
四
九
）、
嫡
男
・
信
康（
一
五
五
九
〜
七
九
）の
死
に
つ
い

て
、
村
正
の
「
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
記
録
が
散
見
さ
れ
る
。

家
康
の
祖
父
・
松
平
清
康
が
家
臣
・
阿
部
弥
七
郎
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
の
は
、
織

田
方
の
守
山
城（
現
・
名
古
屋
市
守
山
区
）を
攻
め
て
い
た
天
文
四
年（
一
五
三
五
）十
二
月

五
日
の
こ
と
で
あ
る
。『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
の
「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六
に
は
、「
松
平

記
」・「
官
本
三
河
記
」・「
酒
井
本
三
河
記
」・「
武
徳
大
成
記
」・「
御
先
祖
記
」・「
三
岡

記
」・「
三
河
榮
秀
記
」・「
武
功
雑
記
」・「
鶴
毛
衣
」・「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」・「
天
元

年
記
録
」
な
ど
の
所
収
記
録
に
村
正
の
「
が
凶
器
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『
東
照
宮
御
實
紀
附
録
』
巻
三
が
引
用
し
た
「
柏
崎
物
語
」
に
も
、
村
正
作
の
「
が
使

用
さ
れ
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
上
記
以
外
の
所
収
記
録
で
あ
る
「
三

河
物
語
」・「
関
野
済
安
聞
書
」・「
岡
崎
古
記
」（
岡
崎
領
主
古
記
）・「
家
忠
日
記
増
補
」

（
家
忠
日
記
増
補
追
加
）・「
尾
張
古
戦
場
記
」・「
寛
永
植
村
帯
「
泰
職
譜
」・「
貞
享
植
村

土
佐
守
書
上
」・「
寛
永
植
村
新
六
郎
某
譜
」・「
貞
享
植
村
右
衛
門
佐
書
上
」・「
總
見

記
」
に
は
村
正
作
の
「
の
こ
と
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
全
て
の
記
録
の
成
立
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
村
正
作
の
「
の
こ
と
を

記
し
た
「
松
平
記
」
は
、
慶
長
年
間（
一
五
九
六
〜
一
六
一
六
）頃
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て

い
る
た
め
、
十
七
世
紀
初
頭
の
段
階
で
は
村
正
作
の
「
を
凶
器
と
す
る
認
識
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
お
、「
武
徳
大
成
記
」
は
五
代
将
軍
綱
吉
の
命
に
よ

り
、
老
中
・
阿
部
正
武
の
監
修
の
下
、
幕
府
儒
官
で
あ
る
林
信
篤
・
木
下
順
庵
に
よ
っ

て
編
輯
さ
れ
た
官
選
史
書
で
、
貞
享
三
年（
一
六
八
六
）に
成
稿
し
た
こ
と
が
判
る
他
、

肥
前
平
戸
松
浦
家
四
代
鎮
信
に
よ
っ
て
元
禄
九
年（
一
六
九
六
）に
著
さ
れ
た
「
武
功
雑

記
」、
寛
文
六
年（
一
六
六
六
）以
前
に
成
立
し
た
「
三
岡
記
」、
十
七
世
紀
後
半
の
作
と

さ
れ
る
「
御
先
祖
記
」
と
い
っ
た
事
例
か
ら
、
少
な
く
と
も
十
七
世
紀
後
半
に
至
る
ま

で
に
は
、
清
康
の
死
に
村
正
作
の
「
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
程
度
広

ま
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

家
康
の
父
・
松
平
広
忠
の
場
合
は
少
々
複
雑
で
あ
る
。
「
「
村
正
伝
説
に
結
び
つ

け
る
な
ら
ば
、
広
忠
は
天
文
十
八
年（
一
五
四
九
）三
月
六
日
に
、
家
中
の
岩
松（
片
目
）

八
弥
な
る
者
に
村
正
作
の
「
で
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
朝
野
舊
聞
裒

藁
』「
広
忠
君
御
事
蹟
」
第
九
・
第
十
三
及
び
、「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六
に
収
載
さ
れ

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

三
四

た
記
録
・
典
籍
類
で
こ
の
説
を
採
る
の
は
「
天
元
年
記
録
」・「
岡
崎
古
記
」（
岡
崎
領
主

古
記
）・「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」・「
龍
海
院
年
譜
」「
武
功
雑
記
」
の
五
記
録
で
あ
り
、

「
松
平
記
」・「
官
本
三
河
記
」・「
創
業
記
」・「
創
業
記
考
異
」・「
家
忠
日
記
増
補
」・「
三

岡
記
」・「
三
河
雀
」
の
七
記
録
は
病
死
と
す
る
。「
三
河
国
郡
志
」・「
三
州
大
樹
寺
舊

記
」・「
松
應
寺
由
緒
書
」・「
大
樹
寺
御
由
緒
書
」
は
死
因
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。一

方
で
、
別
に
広
忠
に
対
す
る
刃
傷
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、『
朝

野
舊
聞
裒
藁
』「
広
忠
君
御
事
蹟
」
第
九
で
は
、
こ
の
事
件
を
広
忠
が
歿
し
た
三
年
前

の
天
文
十
五
年
前
後
の
こ
と
と
す
る
。
こ
の
刃
傷
事
件
と
は
、
広
忠
は
岩
松（
片
目
）八

弥
に
切
り
つ
け
ら
れ
た
も
の
の
、
浅
手
を
負
っ
た
だ
け
で
す
ぐ
に
治
癒
し
た
と
す
る
事

件
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
事
件
を
採
り
上
げ
た
十
二
記
録
の
年
次
が
ま
ち
ま
ち
で
あ

り
、「
三
河
記
大
全
」・「
御
年
譜
附
尾
」・「
治
世
元
記
」・「
御
先
祖
記
」
で
は
同
十
四

年
、「
大
永
慶
長
年
間
略
譜
」・「
三
岡
記
」・「
松
平
記
」・「
官
本
三
河
記
」
は
同
十
五

年
、「
武
徳
大
成
記
」
で
は
同
十
六
年
、「
寛
永
植
村
出
羽
守
某
譜
」・「
貞
享
植
村
右
衛

門
作
譜
書
上
」・「
及
聞
秘
録
」
で
は
年
次
不
詳
と
し
て
お
り
、『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
の

編
者
は
「
記
す
古
記
録
の
説
一
定
せ
さ
れ
は
今
よ
り
其
實
否
を
さ
た
め
か
た
し 

今
し

は
ら
く
三
河
記
類
に
従
ひ
て
十
八
年
の
御
逝
去
ハ
今
年
の
御
異
變
と
ハ
別
事
と
な
し
て

猶
異
日
考
定
を
ま
つ
」
と
し
て
事
件
の
発
生
年
次
を
曖
昧
と
し
て
い
る
。

年
次
の
特
定
、
あ
る
い
は
暗
殺
説
・
傷
害
説
の
特
定
は
別
と
し
て
、
事
件
を
記
し
た

十
七
記
録
の
内
、
暗
殺
説
を
採
る
五
記
録
の
中
で
は
「
天
元
年
記
録
」・「
三
州
八
代
記

古
伝
集
」・「
武
功
雑
記
」
の
三
記
録
と
、
傷
害
説
を
採
る
十
二
記
録
の
中
で
は
、「
御

年
譜
附
尾
」・「
御
先
祖
記
」・「
大
永
慶
長
年
間
略
譜
」・「
三
岡
記
」・「
松
平
記
」・「
官

本
三
河
記
」・「
及
聞
秘
録
」
の
七
記
録
が
、
村
正
作
の
「
が
事
件
に
使
用
さ
れ
た
と
し

て
い
る
。
た
だ
し
、「
御
年
譜
附
尾
」・「
大
永
慶
長
年
間
略
譜
」・「
三
岡
記
」
は
『
朝

野
舊
聞
裒
藁
』
編
者
に
よ
っ
て
村
正
作
の
「
の
こ
と
を
註
記
し
て
い
る
の
み
で
、
編
者

が
引
用
し
た
底
本
で
は
「
の
作
者
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ

て
、
厳
密
に
言
え
ば
村
正
の
「
が
事
件
に
使
用
さ
れ
た
と
し
て
い
る
の
は
四
記
録
に
と

ど
ま
る
。
こ
こ
で
も
全
て
の
引
用
記
録
の
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
難
し
い

が
、
清
康
事
件
と
同
様
に
「
松
平
記
」
が
村
正
作
の
「
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
た

め
、
広
忠
事
件
も
十
七
世
紀
前
半
時
点
で
広
忠
に
対
す
る
刃
傷
に
村
正
作
の
「
が
使
用

さ
れ
た
と
の
認
識
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
清
康
事
件
と
同
様
に
「
武
功

雑
記
」・「
御
先
祖
記
」
に
も
広
忠
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
十
七
世
紀
後
半
に
至

る
ま
で
に
、
広
忠
の
刃
傷
に
村
正
作
の
「
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
識
者
の
間

で
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

次
い
で
家
康
に
と
っ
て
沈
痛
な
事
件
は
、
嫡
男
・
信
康
の
切
腹
で
あ
ろ
う
。
巷
説
と

し
て
は
信
康
の
正
室
で
織
田
信
長
の
娘
・
徳
姫
か
ら
、
信
康
の
乱
行
と
信
康
の
実
母
・

築
山
殿
と
と
も
に
武
田
家
へ
の
内
通
を
企
ん
だ
こ
と
が
、
信
長
に
報
告
さ
れ
た
こ
と

で
、
信
長
に
よ
っ
て
切
腹
を
命
じ
ら
れ
、
天
正
七
年（
一
五
七
九
）九
月
十
五
日
に
幽
閉

先
の
遠
江
国
二
俣
城（
現
・
静
岡
県
浜
松
市
天
竜
区
）に
お
い
て
切
腹
し
た
と
い
う
事
件
で

あ
る
。
そ
の
真
偽
は
さ
て
お
き
、
こ
の
切
腹
に
際
し
村
正
作
の
「
が
使
用
さ
れ
た
と
記

す
記
録
は
、『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
東
照
宮
御
事
蹟
」
第
百
二
十
六
と
「
広
忠
君
御
事

蹟
」
第
九
収
載
の
諸
記
録
で
い
え
ば
、「
家
忠
日
記
追
加
」（
家
忠
日
記
増
補
追
加
）・「
落

穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）・「
日
記
抜
書
」・「
武
徳
編
年
集
成
」・「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」
の

五
記
録
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」
の
み
は
介
錯
の
「
で
は
な

く
切
腹
に
使
用
さ
れ
た
「
を
村
正
作
の
脇
差
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
家
忠
日
記
追
加
」

（
家
忠
日
記
増
補
追
加
）は
、『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
編
者
に
よ
る
註
記
で
「
山
城
守
カ
「 

千

子
村
正
」
と
記
す
の
み
の
た
め
、
編
者
が
引
用
し
た
底
本
で
は
「
の
作
者
に
つ
い
て
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
信
康
の
切
腹
に
関
す
る
記
録
は
「
三
河
物
語
」・
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

三
五

「
松
平
記
」・「
御
年
譜
」・「
創
業
記
考
異
」・「
武
徳
大
成
記
」・「
紀
年
録
」・「
濱
松
御

在
城
記
」・「
岩
淵
夜
話
別
集
」・「
御
降
誕
考
」・「
源
流
綜
貫
」・「
柳
営
外
戚
婦
女
傳
」・

「
四
谷
仲
殿
町
西
念
寺
書
上
」・「
士
談
會
稿
」・「
柏
崎
物
語
」・「
寛
元
聞
書
」・「
見
聞

随
筆
」・「
当
代
記
」・「
武
徳
編
年
集
成
」
な
ど
が
採
り
上
げ
て
い
る
中
で
、
「
に
言
及

し
た
記
事
が
清
康
事
件
・
広
忠
事
件
の
事
例
に
比
し
て
少
な
い
と
い
う
印
象
は
あ
る
。

な
お
、「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）は
兵
法
家
・
大
道
寺
友
山
に
よ
り
享
保
十
三
年

（
一
七
二
八
）頃
に
成
立
、「
武
徳
編
年
集
成
」
は
幕
臣
・
木
村
高
敦
に
よ
り
元
文
五
年

（
一
七
四
〇
）に
成
立
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
他
、「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」
は
十
八

世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
記
録
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
信
康
の
死
と
村
正
の
「

を
繋
げ
る
認
識
は
、
十
八
世
紀
初
頭
前
後
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
判

る
。
中
で
も
「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）・「
日
記
抜
書
」・「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」
の

記
述
は
「
「
村
正
伝
説
を
考
え
る
上
で
特
筆
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
。

「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）で
は
「
脇
差
「
の
銘
の
儀
御
尋
有
レ
之
處 

御
介
錯
申
脇
差

千
子
村
正
作
の
由
申
上
候
へ
は 

家
康
公
被
二
聞
召
一
候
て
御
前
伺
公
の
面
々
へ
被
レ
仰

候
者 

以
前
尾
州
森
山
に
於
て
阿
部
弥
七
郎
乱
心
仕
り
清
康
公
を
殺
害
致
し
た
る
は
村

正
か
作
の
「
の
由
聞
召
被
レ
及 

又
家
康
公
御
年
若
き
時
分
駿
河
宮
ケ
崎
に
於
て
小
「

に
て
御
手
を
被
レ
為
レ
切 

殊
之
外
御
痛
ミ
被
レ
成
候
事
召
つ
る
が 

此
小
「
の
銘
も
千
子

村
正
と
有
レ
之 

今
度
山
城
守
不
二
存
寄
一 

信
康
公
の
御
介
錯
を
遂
た
る
と
あ
る
も
右
同

様
と
候
へ
者 

畢
竟
村
正
か
作
の
打
物
ハ
御
當
家
へ
對
し
不
吉
と
被
二
思
召
一
候
て 

千
子

村
正
の
打
物
類
を
は
悉
く
取
捨
候
様
に
と
御
納
戸
方
の
役
人
中
へ
被
二
仰
渡
一
候
な
り
」

と
、「
村
正
か
作
の
「
」
に
よ
っ
て
祖
父
・
清
康
が
殺
害
さ
れ
、
家
康
自
身
も
幼
年
期

に
手
に
大
怪
我
を
負
い
、
こ
の
た
び
嫡
男
の
介
錯
に
も
偶
然
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
で
、

家
康
が
「
千
子
村
正
の
打
物
類
」
を
「
不
吉
」
と
し
、
全
て
廃
棄
を
命
じ
た
と
記
さ
れ

る
。

（
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）

「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」
の
記
述
も
同
様
で
、「
此
新
六
御
二
代
ト
モ
ニ
主
君
ノ
御
敵

ヲ
討
シ
モ
不
思
議
ナ
リ 

阿
部
弥
七
狂
乱
シ
テ
清
康
公
ヲ
討
奉
ル
モ
村
正
ノ
「 

今
度
弥

八
カ
廣
忠
公
ヲ
害
奉
ル
モ
村
正
ノ
「 

其
後
三
郎
殿
御
切
腹
モ
村
正
ノ
御
脇
差
ナ
レ
ハ 

御
不
吉
例
ト
テ
上
作
ト
イ
ヘ
ト
モ
御
道
具
ノ
數
ニ
不
レ
被
レ
用
也
」
と
、
清
康
・
広
忠
・

信
康
の
死
に
村
正
の
「
が
関
わ
っ
た
と
し
、
村
正
作
「
剣
は
「
御
不
吉
例
」
で
あ
り
上

作
の
「
剣
と
い
え
ど
も
家
の
道
具
に
は
し
な
い
と
し
て
い
る
。

似
た
話
と
し
て
は
、『
東
照
宮
御
實
紀
附
録
』
巻
三
が
引
用
し
た
「
柏
崎
物
語
」
に
も

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
村
正
作
「
剣
を
「
い
か
に
し
て
此
作
の　

當
家
に
さ
ゝ

は
る
事
か
な
。」
と
家
康
が
評
し
、「
此
後
の
御
差
料
の
内
に
村
正
の
作
あ
ら
ば
。
み

な
取
捨
よ
と
仰
付
ら
れ
し
と
ぞ
。」
と
村
正
作
「
剣
の
廃
棄
を
命
じ
た
と
す
る
。
な

お
、「
柏
崎
物
語
」
は
、
筆
者
で
あ
る
国
学
者
・
柏
崎
三
郎
右
衛
門（
永
以
）が
安
永
元

年（
一
七
七
二
）歿
の
た
め
、
十
八
世
紀
中
頃
に
記
述
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
「
日
記
抜
書
」
に
お
い
て
も
信
康
事
件
・
家
康
小
「
事
件
の
こ
と
を
記
す
と
同

時
に
、
関
ヶ
原
合
戦
時
の
織
田
河
内
守（
長
孝
）所
持
の
村
正
鑓
に
よ
る
怪
我
の
こ
と
を

記
す
。
そ
し
て
同
書
に
お
い
て
は
家
康
の
言
葉
と
し
て
「
村
正
は
御
当
家
へ
た
ゝ
り
候

よ
し
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
録
の
成
立
年
代
は
不
明
だ
が
、
享
保
十
三
年

に
著
さ
れ
た
「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
た

め
、
十
八
世
紀
以
降
の
成
立
で
あ
ろ
う
。
他
の
記
録
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
死
に
村
正

作
の
「
が
関
与
し
た
こ
と
ま
で
は
記
す
も
の
の
、
こ
こ
ま
で
明
確
に
「
不
吉
」「
さ
ゝ

は
る
」「
た
ゝ
り
」
と
記
す
記
録
は
少
な
い
。
織
田
河
内
守
の
鑓
に
関
す
る
記
述
は

『
東
照
宮
御
實
紀
附
錄
』
巻
十
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
文
献
か
ら
察
す
る
に
、

十
七
世
紀
末
あ
る
い
は
十
八
世
紀
初
頭
に
は
「
「
村
正
伝
説
に
通
じ
る
記
録
が
現
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
い
っ
た
村
正
に
関
す
る
記
述
は
、
広
が
り
こ
そ
な
い
も
の
の
識
者
や
文
芸
を
嗜
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

三
六

む
一
部
の
庶
民
の
間
で
は
あ
る
程
度
、
共
有
化
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
一

例
と
し
て
は
川
柳
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
増
田
忠
彦
氏
の
研
究
で
紹
介
さ
れ
た
川
柳
の
中

に
、
次
の
よ
う
な
句
が
あ
る
。

①
「
吉
光
と
村
正
そ
り
が
合
ぬ
な
り
」『
俳
風
柳
多
留
』

②
「
有
徳
の
君
へ
村
正
刃
ハ
た
ゝ
ず
」『
川
柳
評
万
句
合
』

③
「
村
正
ハ
や
み
う
ち
す
に
す
る
道
具
な
り
」『
川
柳
評
万
句
合
』

④
「
村
正
ハ
と
う
ふ
も
切
れ
る
や
う
に
な
り
」『
川
柳
評
万
句
合
』

⑤
「
村
正
ハ
ざ
く
〳
〵
汁
と
納
り
て
」『
川
柳
評
万
句
合
』

⑥
「
村
正
を
和
尚
と
う
〳
〵
餅
に
つ
き
」『
柳
多
留
拾
遺
』

⑦
「
村
正
を
和
尚
一
と
こ
し
も
ち
に
つ
き
」『
柳
多
留
拾
遺
』

①
の
句
は
、
当
時
献
上
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
「
吉
光（
藤
四
郎
）」
作
の
「
剣
と
村

正
作
「
剣
が
対
極
の
扱
い
だ
っ
た
こ
と
を
皮
肉
る
句
で
あ
り
、
②
〜
⑤
の
中
に
は
解
釈

が
難
解
な
句
は
あ
る
も
の
の
、
村
正
作
「
剣
を
忌
ま
わ
し
い
と
す
る
認
識
が
底
辺
に
あ

る
。
③
の「
や
み
う
ち
に
す
る
道
具
」と
す
る
認
識
は
、そ
の
最
た
る
内
容
で
あ
ろ
う
。

⑤
の
「
ざ
く
〳
〵
汁
」
を
、
増
田
氏
は
菜
っ
葉
を
刻
み
込
ん
だ
味
噌
汁
と
し
、「
人
の

為
な
り
」
と
い
う
前
句
に
つ
け
た
と
解
説
す
る
が
、
全
体
の
意
味
は
取
り
づ
ら
い
。

⑥
・
⑦
の
句
に
あ
る
「
餅
に
つ
く
」
と
は
、
持
て
余
す
と
い
う
意
味
で
、
本
来
名
「
な

ら
ば
寺
で
も
寺
宝
と
し
て
大
切
に
保
管
す
る
の
に
村
正
作
「
剣
で
は
そ
れ
も
で
き
な
い

こ
と
を
皮
肉
っ
て
い
る
と
増
田
氏
は
解
説
す
る
。

『
俳
風
柳
多
留
』
は
、
明
和
二
年（
一
七
六
五
）七
月
か
ら
天
保
十
一
年（
一
八
四
〇
）

に
か
け
て
百
六
十
七
編
が
刊
行
さ
れ
、『
川
柳
評
万
句
合
』
の
④
は
宝
暦
十
二
年

（
一
七
六
二
）、
⑤
は
同
十
三
年
、
③
は
明
和
四
年（
一
七
六
七
）、
②
は
安
政
元
年

（
一
八
五
四
）の
句
、『
柳
多
留
拾
遺
』
は
寛
政
八
〜
九
年（
一
七
九
六
〜
七
）の
刊
行
の
た

め
、
こ
う
い
っ
た
川
柳
が
十
八
世
紀
後
半
に
は
市
井
で
作
ら
れ
、
句
を
聞
い
た
者
も
そ

の
意
味
と
洒
落
を
理
解
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
村
正
作
「
剣
の
負
の
印
象
が
広
く
人
口
に
膾
炙
す
る
の
は
、
大
衆
演
劇
で
あ

る
歌
舞
伎
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
明
確
で
は
な
い
が
、
村
正
作
「

剣
が
小
道
具
と
し
て
登
場
し
た
初
期
例
は
、
寛
政
七
年（
一
七
九
五
）三
月
に
江
戸
・
桐

座
で
初
演
さ
れ
た
初
代
並
木
五
瓶
作
の
『
青さ

と
こ
と
ば
あ
わ
せ
か
が
み

楼
詞
合
鏡
』
と
さ
れ
て
い
る
。
花
魁
・
八

ツ
橋
に
手
酷
く
振
ら
れ
た
野
州
佐
野
の
百
姓
・
次
郎
左
衛
門
が
、
村
正
作
の
「
で
八
ツ

橋
を
斬
殺
す
る
と
い
う
筋
立
て
で
は
あ
る
が
、
伝
世
す
る
脚
本
で
は
「
の
作
者
を
「
備

前
国
行
」
と
す
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
ど
の
時
点
か
ら
村
正
作
「
剣
が
不
吉
な
扱
い
に

な
っ
た
か
判
ら
な
い
。

村
正
作
「
剣
を
不
吉
と
し
て
扱
っ
た
明
ら
か
な
作
は
、
万
延
元
年（
一
八
六
〇
）七
月

に
江
戸
・
市
村
座
で
初
演
さ
れ
た
二
代
河
竹
新
七（
黙
阿
弥
）作
の
『
八は
ち
ま
ん
ま
つ
り
よ
み
や
の
に
ぎ
わ
い

幡
祭
小
望
月
賑
』

で
あ
ろ
う
。
縮
屋
新
助
が
惚
れ
た
辰
巳
芸
者
・
お
美
代
を
、
振
ら
れ
た
腹
い
せ
に
村
正

の
「
で
刺
し
殺
し
、
自
暴
自
棄
と
な
っ
て
行
き
会
う
人
を
次
々
に
殺
す
が
、
後
に
お
美

代
が
生
き
別
れ
た
実
の
妹
と
知
ら
さ
れ
、
自
ら
も
村
正
の
「
で
命
を
絶
つ
と
い
う
凄
惨

な
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
助
を
演
じ
た
四
代
市
川
小
団
次
の
名
演
も
あ
っ
て
人
気

を
博
し
、
明
治
二
十
一
年（
一
八
八
八
）に
は
三
代
河
竹
新
七
作
で
、
東
京
・
千
歳
座
で

初
演
さ
れ
た
『
籠か

ご
つ
る
べ
さ
と
の
え
い
ざ
め

釣
瓶
花
街
酔
醒
』
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
。

『
籠
釣
瓶
花
街
酔
醒
』
は
、『
八
幡
祭
小
望
月
賑
』
に
比
べ
て
「
内
容
的
に
は
る
か
に

粗
く
浅
い
。」
と
評
価
さ
れ
る
も
の
の
、『
籠
釣
瓶
花
街
酔
醒
』
は
初
代
市
川
左
団
次
の

名
演
と
、「
醜
い
面
貌
の
田
舎
者
が
衆
人
の
な
か
で
恥
を
う
け
る
悲
哀
が
、
ド
ラ
マ

と
し
て
の
近
代
的
な
共
感
を
得
て
、
明
治
期
世
話
物
の
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
評
価

さ
れ
」
た
よ
う
で
あ
る
。『
八
幡
祭
小
望
月
賑
』
が
文
化
四
年（
一
八
〇
七
）の
永
代
橋
崩

落
事
件
、
文
政
元
年（
一
八
一
八
）の
呉
服
屋
甚
之
助
に
よ
る
深
川
芸
者
お
み
よ
の
殺
害

事
件
な
ど
が
下
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
醜
聞
的
好
奇
心
を
そ
そ
っ
た
こ
と
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

三
七

も
人
気
の
一
因
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
「
血
汐
を
好
む
と
聞
及
ぶ
、
こ
の
村
正
の
祟

り
な
る
か
な
。」
と
い
う
台
詞
は
、
従
来
か
ら
の
村
正
作
「
剣
の
印
象
に
加
味
し
て
、

村
正
作
「
剣
の
禍
々
し
さ
を
大
衆
に
喧
伝
す
る
役
目
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。
以

後
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
村
正
作
「
剣
は
不
吉
と
し
て
繰
り
返
し
大
衆
芸
能
や
メ
デ
ィ

ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
、
今
で
は
「
「
「
」
と
い
え
ば
村
正
が
そ
の
代
名
詞
に

な
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
德
川
實
紀
』
や
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
が
参
照
し
た
記
録
は
、
十
七
世
紀
中
頃
に
さ

か
の
ぼ
る
記
録
も
あ
る
た
め
、
松
平
・
徳
川
家
当
主
も
し
く
は
当
主
候
補
者
の
凶
事
に
、

実
際
に
村
正
作
「
剣
が
使
用
さ
れ
た
か
否
か
は
別
に
し
て
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
村
正

作
「
剣
は
負
の
印
象
を
伴
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
十
七
世

紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
は
村
正
作
「
剣
を
不
吉
と
し
て
記
述
す
る
「
落
穂
集
」

（
落
穂
集
前
編
）・「
日
記
抜
書
」・「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」・「
柏
崎
物
語
」
と
い
っ
た
記

録
も
現
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
大
道
寺
友
山
が
享
保
十
三
年（
一
七
二
八
）頃
に
著
し
た

「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）が
、
一
定
数
筆
写
さ
れ
写
本
と
し
て
伝
存
す
る
た
め
、
同
書

が
あ
る
程
度
こ
の
伝
説
を
巷
間
に
広
め
る
役
目
を
果
た
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
十
八
世

紀
後
半
頃
に
は
市
井
に
も
「
「
村
正
伝
説
が
敷
衍
し
た
こ
と
は
川
柳
の
存
在
か
ら
明
ら

か
で
、幕
末
の
歌
舞
伎
『
八
幡
祭
小
望
月
賑
』
や
、徳
川
家
に
対
す
る
憚
り
が
な
く
な
っ

た
明
治
初
年
の
歌
舞
伎
『
籠
釣
瓶
花
街
酔
醒
』
の
好
評
に
よ
り
、
村
正
作
「
剣
を
不
吉

な
「
＝
「
「
と
す
る
認
識
が
広
く
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

徳
川
家
に
害
を
成
す
と
い
う
認
識
は
、
お
お
よ
そ
迷
信
の
類
で
は
あ
る
も
の
の
、
明

治
維
新
時
に
逆
に
そ
の
迷
信
が
重
宝
さ
れ
、
東
征
大
総
督
と
し
て
江
戸
へ
進
軍
し
た
有

栖
川
宮
熾
仁
親
王（
一
八
三
五
〜
九
五
）の
指
料
と
し
て
村
正
作
の
「
が
用
い
ら
れ
、
西

郷
隆
盛（
一
八
二
八
〜
七
七
）も
鉄
扇
に
村
正
作
の
短
「
を
仕
込
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
村
正
作
「
剣
の
偽
物
が
産
み
出
さ
れ
る

こ
と
に
繋
が
っ
た
と
福
井
款
彦
氏
は
洞
察
す
る
が
、
裏
返
せ
ば
そ
れ
だ
け
村
正
作
「
剣

に
不
吉
な
霊
力
が
あ
る
と
、
半
ば
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。
幕
末
時

点
で
我
々
が
認
識
す
る
「
「
村
正
伝
説
は
ほ
ぼ
形
作
ら
れ
て
い
た
と
見
做
せ
よ
う
。

し
か
し
、
「
「
村
正
伝
説
普
及
の
淵
源
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）

が
成
立
し
た
享
保
十
三
年（
一
七
二
八
）頃
は
、
八
代
将
軍
吉
宗
に
よ
る
出
版
統
制
が
行

わ
れ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
が
、
一
つ
の
疑
問
点
と
し
て
残
る
。
つ
ま
り
、
吉
宗
は
自
ら

の
将
軍
権
威
を
高
め
、
弛
緩
し
た
幕
藩
体
制
の
再
構
築
を
目
指
す
た
め
、
ま
ず
は
家
康

の
偉
業
を
讃
え
神
聖
化
す
る
政
策
を
推
進
し
た
。
そ
の
一
つ
が
享
保
七
年（
一
七
二
二
）

七
月
に
「
新
板
書
物
之
儀
ニ
付
町
触
」
で
あ
る
。
こ
の
第
五
項
に
「
一 

権
現
様
之
御
儀

者
勿
論
、
惣
而
御
當
家
之
御
事
板
行
書
キ
本
自
今
無
用
ニ
可
仕
候
、
無
拠
子
細
も
有
之

ハ
、
奉
行
所
江
訴
出
、
差
図
請
可
申
候
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
権
現
様（
家
康
）の
こ
と

は
勿
論
、
御
當
家（
徳
川
家
）に
関
す
る
こ
と
は
以
後
出
版
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い

る
。
出
典
不
明
の
安
易
な
合
戦
記
や
武
功
書
の
規
制
が
第
一
義
に
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
の
町
触
は
「
町
中
書
物
類
商
売
仕
候
者
并
板
木
屋
ハ
不
及
申
、
家
持
店
借
裏
々

迄
一
々
為
申
聞
、
急
度
相
守
可
申
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
書
物
製
作
お
よ
び

販
売
を
行
う
者
だ
け
で
は
な
く
、
庶
民
層
に
ま
で
徹
底
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お

り
、
権
威
化
と
神
格
化
の
浸
透
を
企
図
す
る
意
思
が
窺
わ
れ
る
。

な
お
、
出
版
物
へ
の
家
康
名
記
載
に
つ
い
て
は
、
同
二
十
年
五
月
に
緩
和
さ
れ
、「
軽

き
か
な
本
等
之
類
」
や
「
御
噂
事
御
身
之
上
之
儀
、
御
物
語
等
之
類
」
以
外
で
の
使
用

は
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
家
康
名
使
用
禁
止
の
触
は
、
家
康
の
神
格

化
・
権
威
化
の
た
め
の
一
時
的
な
経
過
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
間
に

家
康
の
神
格
化
は
あ
る
程
度
広
く
浸
透
し
た
と
思
わ
れ
、
以
後
、
絵
画
作
品
な
ど
で
家

康
の
姿
を
隠
す
こ
と
や
、
徳
川
家
を
揶
揄
す
る
直
接
的
な
出
版
物
は
皆
無
と
な
る
。

「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）は
刊
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
写
本
の
形
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

三
八

で
流
通
し
た
た
め
、
直
接
の
取
り
締
ま
り
に
は
な
ら
な
か
っ
た
に
せ
よ
、「
御
噂
事
御

身
之
上
之
儀
」
に
相
当
す
る
「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）な
ど
の
諸
記
録
が
、
規
制
真
っ

た
だ
中
で
著
さ
れ
、
十
九
世
紀
に
始
ま
る
『
德
川
實
紀
』
や
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
の

編
纂
事
業
で
無
批
判
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
い
さ
さ
か
奇
異
で
あ
る
。
家
康
の

祖
父
・
父
・
嫡
男
は
村
正
作
「
剣
の
「
た
ゝ
り
」
で
命
を
落
と
し
、
自
分
も
ま
た
そ

の
「
た
ゝ
り
」
に
苛
ま
れ
た
と
い
う
の
は
、
絶
対
権
力
者
の
家
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

負
の
要
素
で
あ
り
、
徳
川
家
が
祟
ら
れ
て
い
る
家
で
あ
る
こ
と
は
最
も
隠
す
べ
き
事
項

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
幕
末
に
討
幕
勢
力
が
村
正
を
利
用
し
た
の
と
同

様
の
事
態
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
、
徳
川
家
の
弱
点
と
も
い
え
る
「
「
村
正

伝
説
は
、
為
政
者
に
と
っ
て
本
来
は
不
都
合
な
情
報
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
情
報
が
庶

民
層
に
浸
透
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
際
は
歌
舞
伎

な
ど
を
通
じ
て
当
時
の
共
通
理
解
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
幕
府
当
局
の
規
制

が
及
ば
な
い
程
に
情
報
が
伝
播
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
黙
認
さ
れ
て
い
た
か
で
あ
る

が
、
幕
府
の
編
纂
物
に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
後
者
で
あ
っ
た
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

三　

妖
刀
村
正
伝
説
の
検
証（
清
康
事
件
・
広
忠
事
件
）

こ
こ
で
改
め
て
村
正
作
「
剣
に
よ
る
凶
事
を
検
証
す
る
。
家
康
の
祖
父
・
松
平
清
康

の
死
に
つ
い
て
は
、『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
の
記
録
を
整
理
す
る
な
ら
、
多
少
の
見
解
の

相
違
は
あ
る
も
の
の
、
織
田
方
の
守
山
城
を
攻
め
る
陣
中
に
お
い
て
、
家
臣
の
阿
部
弥

七
郎
に
誤
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
誤
っ
て
と
い
う
の

は
、
陣
中
で
清
康
の
愛
馬
が
綱
を
離
れ
て
逃
げ
回
っ
て
い
た
の
で
、
清
康
が
「
捕
ら
え

よ
」
と
命
じ
た
と
こ
ろ
、
弥
七
郎
が
父
・
阿
部
大
蔵
の
捕
縛
・
成
敗
を
清
康
が
命
じ
た

と
勘
違
い
し
、
父
の
命
を
救
う
た
め
、
清
康
を
殺
害
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
阿
部

大
蔵
に
謀
反
の
疑
い
が
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
殺
意
の
底
辺
に
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

清
康
を
殺
害
し
た
弥
七
郎
も
ま
た
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
植
村
新
六
郎
に
成
敗
さ
れ

た
。こ

の
清
康
殺
害
に
使
用
さ
れ
た
「
が
村
正
作
で
、「
松
平
記
」
や
「
三
河
榮
秀
記
」

な
ど
の
記
録
で
は
長
さ
が
二
尺
七
寸
で
あ
っ
た
こ
と
ま
で
注
記
し
て
あ
る
。
も
と
よ

り
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
が
引
用
し
た
諸
記
録
は
、
い
ず
れ
も
同
時
代
の
記
録
で
は
な
い

た
め
、
村
正
作
の
「
が
使
用
さ
れ
た
か
否
か
を
含
め
、
記
載
さ
れ
た
内
容
を
全
て
事
実

と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
ど
の
記
録
で
も
概
ね
類
似
の
記
述

内
容
で
あ
る
た
め
、
清
康
が
天
文
四
年（
一
五
三
五
）十
二
月
五
日
、
守
山
陣
中
に
お
い

て
家
臣
・
阿
部
弥
七
郎
に
「
で
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
と
み
な
し
て
良
か
ろ

う
。そ

の
後
、
松
平
家
で
は
こ
の
事
件
を
「
守
山
崩
れ
」
と
称
し
て
松
平
家
凋
落
の
始
ま

り
と
し
、
実
際
に
松
平
家
の
総
領
権
は
、
清
康
の
叔
父
で
清
康
の
後
見
役
を
務
め
て
い

た
と
思
わ
れ
る
桜
井
松
平
信
定（
生
年
未
詳
〜
一
五
三
八
）に
よ
っ
て
横
領
さ
れ
、
清
康
の

嫡
子
で
家
康
の
父
・
広
忠
は
追
放
の
憂
き
目
に
あ
う
。
広
忠
は
今
川
義
元
の
後
援
を
経

て
、
信
定
か
ら
総
領
権
を
奪
還
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
の
、
家
中
が
分
断
し
た
後

遺
症
は
深
く
、
広
忠
は
そ
の
後
も
一
族
の
離
反
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
広
忠
が

松
平
家
の
総
領
と
し
て
君
臨
す
る
に
は
、
今
川
家
に
後
援
を
頼
ま
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ

は
事
実
上
、
今
川
家
の
庇
護
下
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
そ
し
て
、
広
忠
自
身
も
二
十
四
歳
の
若
さ
で
歿
し
た
こ
と
で
、
松
平
家
は
完

全
に
今
川
家
の
従
属
と
な
る
。
天
下
統
一
を
果
た
し
た
徳
川
家
の
歴
史
の
中
で
は
、
ま

さ
に
苦
渋
の
時
代
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

清
康
の
不
慮
の
死
は
、
徳
川
家
に
と
っ
て
痛
恨
の
凶
事
で
あ
り
、
大
久
保
忠
教
が
自
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

三
九

著
『
三
河
物
語
』
に
お
い
て
「
清
康
三
拾
之
御
年
迄
モ
、
御
命
ナ
ガ
ラ
ヱ
サ
せ
給
ふ
ナ

ラ
バ
、
天
下
ハ
タ
ヤ
ス
ク
納
サ
せ
給
ン
に
、
廿
五
ヲ
越こ

さ

せ
ラ
レ
給
ハ
で
御
遠
行
有
社コ
ソ

、

無
念
ナ
レ
。」
と
記
す
よ
う
に
、
清
康
に
対
す
る
妄
想
的
願
望
を
抱
く
者
が
い
た
と
し

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
伝
説
の
淵
源
と
な
る
上
で
も
実
際
に
村
正
作
の
「
が
使
用
さ

れ
、
松
平
家
凋
落
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
「
と
い
う
こ
と
で
、
松
平
家
低
迷
時
代
か
ら

村
正
作
「
剣
は
忌
む
べ
き
作
と
松
平
家
周
辺
で
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
充
分
に
考

え
ら
れ
る
。

家
康
の
父
・
広
忠
の
死
に
つ
い
て
、
天
文
十
八
年（
一
五
四
九
）三
月
六
日
に
歿
し
た

こ
と
は
、
諸
記
録
で
一
致
は
す
る
も
の
の
、
先
述
し
た
よ
う
に
岩
松（
片
目
）八
弥
に
よ

る
暗
殺
な
の
か
、
病
死
な
の
か
で
見
解
が
分
か
れ
る
。
し
か
し
、『
岡
崎
市
史
』
を
は

じ
め
多
く
の
先
学
研
究
が
、
広
忠
の
死
は
岩
松（
片
目
）八
弥
に
よ
る
暗
殺
説
を
支
持
し

て
い
る
。
慶
長
年
間
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
「
松
平
記
」
や
、
寛
永
初
年
の
成
立
と
さ

れ
る
「
三
河
物
語
」
は
、
広
忠
の
死
を
病
死
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
二
代
続
け
て
当

主
が
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
た
め
に
、
あ
え
て
そ
の
死
因
を
隠
蔽
し
た
と
す
る
説
が
、
現

在
で
は
支
持
さ
れ
て
い
る
。
八
弥
は
三
河
国
加
茂
郡
西
広
瀬（
現
・
豊
田
市
広
瀬
町
）の
城

主
と
さ
れ
る
佐
久
間
九
郎
左
衛
門
全
孝
に
よ
っ
て
放
た
れ
た
刺
客
で
あ
り
、
そ
の
佐
久

間
を
広
忠
の
家
臣
・
天
野
孫
七
郎
が
報
復
と
し
て
斬
り
つ
け
た
こ
と
に
対
し
五
十
貫
文

の
恩
賞
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
天
文
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
付
の
知
行
宛
行
状

の
写
し
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
証
左
と
す
る
。

そ
の
記
録
は
「
譜
牒
余
禄
」
に
収
め
ら
れ
た
「
石
川
忠
成
・
阿
部
大
蔵
連
署
状
写
」

で
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

「
本
紙
折
紙
」

今
度
佐（全
好
）

久
間
切
候
事
無
比
類
候
、
然
者
兼
約
之
事
候
間
、
藤
井
隼
人
名
田
之
内
を

以
為
給
五
拾
貫
文
出
置
候
、
於
末
代
不
可
有
相
違
候
、
仍
如
件
、

　

天
文
十
八
と
り

　
　
　

十
月
廿
七
日　
　
　
　
　

阿
部
大
蔵　

判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
右
近
将忠
成監 

判

　
　
　

天
野
孫
七
郎
殿

そ
し
て
、
こ
の
文
書
を
追
認
す
る
よ
う
に
、
広
忠
の
歿
後
に
三
河
国
に
支
配
権
を
拡

大
し
た
今
川
義
元
よ
り
、
改
め
て
天
野
に
対
し
て
判
物
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
、
同
じ

「
譜
牒
余
禄
」
に
「
今
川
義
元
判
物
写
」
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。

「
本
紙
竪
紙
」

於
去
年
高（賀
茂
郡
）

橋
表
、
任
兼
約
之
旨
佐
久
間
九（
全

好

）

郎
左
衛
門
切
之
、
依
其
忠
節
、
竹（松
平
）

千
代

大
浜
之
内
藤
井
隼
人
名
田
之
内
五
千
疋
扶
助
云
々
、
抽
粉
骨
之
上
者
永
不
可
有
相

違
者
也
、
仍
如
件
、

　

天
文
十
九

　
　
　
　

十
一
月
十
三
日　
　
　

治（今
川
義
元
）

部
太
輔 

判

　
　
　
　
　
　
　

天
野
孫
七
郎
殿

こ
の
二
通
の
記
録
か
ら
、
佐
久
間
を
切
っ
た
こ
と
で
天
野
に
五
十
貫（
五
千
疋
）の

土
地
を
与
え
た
こ
と
は
「
兼
約
之
事
」「
任
兼
約
之
旨
」
つ
ま
り
、
前
々
か
ら
の
約
束

だ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
そ
の
約
束
に
つ
い
て
は
「
三
河
物
語
」
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い

る
。
佐
久
間
を
殺
害
で
き
た
ら
百
貫
文
、
負
傷
さ
せ
た
ら
五
十
貫
文
の
土
地
を
与
え
る

約
束
と
の
こ
と
で
、
天
野
は
佐
久
間
を
殺
害
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
も
の
の
、
鼻

柱
を
横
一
直
線
に
斬
り
つ
け
両
耳
ま
で
達
す
る
ほ
ど
の
深
手
を
負
わ
せ
た
こ
と
で
、
恩

賞
に
預
か
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、「
三
河
物
語
」
は
、
佐
久
間
殺
害
を
命
じ
た
の
は

広
忠
自
身
で
あ
り
、
復
命
し
て
佐
久
間
負
傷
の
報
告
を
行
っ
た
の
も
広
忠
に
対
し
て
と

す
る
た
め
、
広
忠
歿
後
七
ヶ
月
後
に
出
さ
れ
た
右
記
録
と
年
代
的
に
齟
齬
が
生
じ
る
。
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

四
〇

ゆ
え
に
、「
三
河
物
語
」
の
記
述
は
事
実
を
改
竄
し
た
と
見
做
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
天
野
に
対
す
る
領
知
宛
行
の
理
由
、
す
な
わ
ち
前
々
か
ら
の
約
束
の
内

容
は
、「
三
河
物
語
」
の
記
述
に
依
っ
て
お
り
、「
三
河
物
語
」
の
記
述
を
否
定
す
る
な

ら
ば
、
広
忠
の
暗
殺
を
指
示
し
た
人
間
に
対
す
る
報
復
行
為
の
恩
賞
と
解
釈
す
る
の
も

慎
重
に
検
討
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
八
弥
の
事
件
は
広
忠
殺
害
で
は
な
く
単
に

負
傷
さ
せ
た
だ
け
と
す
る
記
録
に
せ
よ
、
殺
害
に
至
っ
た
と
す
る
記
録
に
せ
よ
、
こ
の

八
弥
を
取
り
押
さ
え
成
敗
し
た
の
が
、
清
康
殺
害
犯
を
成
敗
し
た
の
と
同
じ
植
村
新
六

郎
と
す
る
の
は
単
に
偶
然
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』

に
よ
れ
ば
、
植
村
新
六
郎
は
後
に
大
和
国
高
取
二
万
石
を
領
す
る
大
名
・
植
村
家
の
遠

祖
で
、
天
文
二
十
一
年
に
尾
張
国
沓
掛
で
討
死
し
た
の
が
三
十
三
歳
と
し
て
い
る
た

め
、
広
忠
が
歿
し
た
時
は
三
十
歳
、
清
康
が
歿
し
た
時
は
十
六
歳
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
年
齢
的
に
み
て
両
事
件
に
関
与
す
る
こ
と
は
問
題
無
い
も
の
の
、
い
ず
れ
も
実
行

犯
を
成
敗
し
た
と
す
る
こ
と
に
は
疑
念
が
残
る
。
あ
る
い
は
清
康
殺
害
時
の
記
録
、
も

し
く
は
記
憶
と
混
同
さ
れ
た
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。

『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
で
は
、
広
忠
の
事
件
を
広
忠
が
歿
し
た
翌
年
の
天
文
十
九
年

と
し
、
広
忠
を
害
し
た
の
は
「
淺あ

さ
ゐ
そ
れ
か
し

井
某　

或
蜂
屋
某
」
と
記
す
。
ま
た
清
康
を
殺
害
し

た
阿
部
弥
七
郎
を
成
敗
し
た
の
は
、
新
六
郎
の
弟
・
植
村
泰
職
の
系
譜
で
は
泰
職
自
身

と
記
す
な
ど
、
記
述
の
齟
齬
が
見
ら
れ
る
。
家
譜
と
い
え
ど
も
正
確
と
は
い
え
な
い
わ

け
で
、
家
譜
の
編
纂
・
提
出
に
あ
た
っ
て
巷
間
の
記
録
に
依
拠
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

こ
の
例
証
と
し
て
、
広
忠
事
件
を
広
忠
が
歿
し
た
年
に
近
似
す
る
天
文
十
九
年
と
し
つ

つ
も
、
清
康
事
件
の
記
事
で
は
「
清き

よ
や
す
く
ん

康
君
を
害が
い

し
た
て
ま
つ
る
時
」
と
し
、
広
忠
事
件

の
場
合
は
「
廣

ひ
ろ
た
ゝ
の
き
や
う

忠
卿
を
突つ
き

た
て
ま
つ
り
て
に
げ
さ
る
時
」
と
す
る
な
ど
、
明
ら
か
に
広

忠
事
件
は
傷
害
事
件
だ
っ
た
と
す
る
記
録
の
表
現
と
同
様
で
広
忠
が
死
ん
だ
と
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
植
村
家
と
い
え
ど
も
正
確
な
記
録
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
家

譜
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
巷
間
の
記
録
に
依
拠
し
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
た
だ

し
、
こ
う
い
っ
た
混
同
が
見
ら
れ
る
背
景
と
し
て
、『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
の
編
纂
が

始
ま
っ
た
寛
永
十
八
年（
一
六
四
一
）時
点
で
、
広
忠
の
死
は
殺
害
に
よ
る
と
す
る
認
識

が
植
村
家
周
辺
に
あ
っ
た
こ
と
も
物
語
っ
て
い
る
。

現
在
、
広
忠
の
死
を
病
死
と
し
た
の
は
二
代
続
け
て
の
当
主
横
死
を
隠
蔽
す
る
た
め

の
作
為
と
解
釈
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
指
示
し
た
主
体
者
に
つ
い
て
は
明
確

に
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漠
然
と
徳
川
家
あ
る
い
は
幕
府
周
辺
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す

る
表
現
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
徳
川
家
に
せ
よ
、
幕
府
に
せ
よ
、
隠
蔽
を
求

め
る
意
志
を
明
確
に
表
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
仮
に
徳
川
家
側
の
意
志
が
働
い
た
と
し
て

も
、
個
人
の
執
筆
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
、
あ
る
程
度
の
言
論
統
制
的
な
指
示
を
必
要

と
す
る
。
こ
の
場
合
、
最
も
注
意
を
喚
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
二
代
に
対
す

る
殺
傷
犯
を
い
ず
れ
も
成
敗
し
た
と
す
る
植
村
家
に
対
し
て
で
あ
る
が
、
先
述
の
通
り

『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
の
記
事
を
見
る
限
り
そ
の
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
も
そ
も

「
松
平
記
」
に
せ
よ
、「
三
河
物
語
」
に
せ
よ
、
写
本
は
存
在
す
る
も
の
の
、
一
般
刊
行

を
前
提
と
し
て
作
成
さ
れ
た
記
録
で
は
な
い
た
め
、
そ
こ
に
統
制
を
及
ぼ
す
こ
と
は
事

実
上
不
可
能
で
あ
る
。
抑
制
さ
れ
た
表
現
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
周
囲
で
漠
然
と
存
在

す
る
隠
蔽
意
識
を
執
筆
者
自
身
が
忖
度
す
る
以
外
に
方
法
が
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
の
両

書
で
広
忠
を
病
死
と
す
る
の
は
、
単
に
筆
者
周
辺
に
あ
っ
た
情
報
を
そ
の
ま
ま
記
載
し

た
だ
け
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
広
忠
の
死
因
に
つ
い
て
、
意
図
的
に
隠
蔽
す
る
意

志
、
も
し
く
は
隠
蔽
を
求
め
る
意
志
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

広
忠
を
暗
殺
と
す
る
「
天
元
年
記
録
」・「
岡
崎
古
記
」（
岡
崎
領
主
古
記
）・「
三
州
八

代
記
古
伝
集
」・「
龍
海
院
年
譜
」
の
成
立
年
代
は
い
ず
れ
も
明
確
で
は
な
い
が
、
概
ね

十
八
世
前
後
に
成
立
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、「
松
平
記
」・「
三
河
物
語
」
よ
り
後
に
著
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

四
一

さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
記
録
の
著
者
周
辺
に
は
正
し
い
記
録
が
伝
わ
っ
て
い

た
と
い
う
可
能
性
ま
で
否
定
で
き
な
い
が
、
十
七
世
紀
初
頭
の
記
録
で
、
広
忠
は
病
死

で
あ
り
刃
傷
事
件
は
別
の
年
に
発
生
と
し
て
い
る
の
に
、
後
世
の
記
録
で
二
つ
の
事
件

を
一
つ
の
事
件
と
し
て
広
忠
は
暗
殺
さ
れ
た
と
す
る
記
述
と
な
る
の
は
、
単
に
記
録
の

混
同
が
あ
っ
た
か
ら
と
す
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
「
「
村
正
伝

説
に
引
き
ず
ら
れ
る
か
、
醜
聞
の
拡
大
解
釈
を
す
る
た
め
に
都
合
の
良
い
情
報
の
憶
測

操
作
を
行
っ
た
だ
け
と
も
考
え
ら
れ
る
。

次
に
八
弥
に
よ
る
事
件
が
広
忠
を
死
に
至
ら
し
め
た
か
、
単
に
軽
傷
で
終
わ
っ
た
か

は
別
に
し
て
、
清
康
事
件
と
広
忠
事
件
の
両
方
に
村
正
作
の
「
が
使
用
さ
れ
た
と
す
る

記
録
は
、『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
所
載
の
記
録
で
見
る
限
り
、
広
忠
事
件
を
単
な
る
刃
傷

事
件
と
す
る
「
御
先
祖
記
」・「
三
岡
記
」・「
松
平
記
」・「
官
本
三
河
記
」
と
、
暗
殺

だ
っ
た
と
す
る
「
天
元
年
記
録
」・「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」
の
六
記
録
で
あ
る
。
こ
の

中
で
、
信
康
事
件
の
こ
と
を
記
す
の
は
「
松
平
記
」
と
「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」
だ

が
、「
松
平
記
」
に
は
信
康
の
介
錯
に
村
正
作
の
「
が
使
用
さ
れ
た
と
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」
の
み
が
清
康
・
広
忠
・
信
康
の
三
人
の
死
に
村
正
作

の
「
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、
こ
れ
を
「
不
吉
例
」
と
評
す
る
。
な
お
、
暗
殺
説

の
「
天
元
年
記
録
」
は
「
清
康
公
を
も
阿
部
弥
七 

村
政
（
マ
ゝ
）之
「
を
以
奉
討 

此
度
も
村
政
（
マ
ゝ
）

に
て
奉
討
と
な
り 

又
植
村
新
六 

弥
七 

弥
八
を
即
座
に
討
止
る
事
不
思
議
也
」
と
、
両

事
件
を
併
記
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

村
正
作
「
剣
を
不
吉
と
し
た
記
録
は
「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」
の
他
に
「
落
穂
集
」

（
落
穂
集
前
編
）・「
日
記
抜
書
」・「
柏
崎
物
語
」
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
三
記
録
は
清
康

事
件
・
信
康
事
件
を
記
す
が
広
忠
の
死
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ

り
「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）と
「
柏
崎
物
語
」
は
家
康
小
「
事
件
、「
日
記
抜
書
」
は

織
田
河
内
守
鑓
事
件
を
記
す
。
つ
ま
り
清
康
事
件
・
広
忠
事
件
・
信
康
事
件
・
家
康
小

「
事
件
・
織
田
河
内
守
鎗
事
件
の
五
つ
の
凶
事
で
、
五
つ
と
も
列
記
し
た
記
録
は
無

く
、
三
な
い
し
四
の
凶
事
を
も
っ
て
村
正
作
「
剣
を
不
吉
と
記
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
村
正
作
「
剣
を
不
吉
と
し
た
四
記
録
全
て
に
記
載
さ
れ
る
の
は
、
清
康
事
件
と
信

康
事
件
の
み
で
あ
る
。
清
康
事
件
は
、
村
正
作
「
剣
に
よ
る
凶
事
の
始
ま
り
と
し
て
の

位
置
付
け
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
「
「
村
正
伝
説
を
示
唆
す
る
際

に
、
い
ず
れ
も
信
康
事
件
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
着
目
さ
れ
る
。

四　

妖
刀
村
正
伝
説
の
検
証（
信
康
事
件
）

岡
崎
信
康
の
切
腹
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
織
田
信
長
の
関
与
が
強
調
さ
れ
、
信
長

の
命
に
よ
っ
て
仕
方
な
く
家
康
は
信
康
に
対
し
て
切
腹
を
申
し
付
け
た
上
で
、
自
分
の

正
室
で
あ
る
築
山
殿
も
武
田
家
と
の
内
通
の
疑
い
に
よ
り
殺
害
し
た
と
い
う
解
釈
が
一

般
的
で
あ
っ
た
。
信
康
の
器
量
を
恐
れ
た
信
長
に
よ
る
陰
謀
説
、
築
山
殿
悪
女
説
な

ど
、
力
で
信
長
に
劣
る
家
康
は
信
長
の
後
ろ
盾
を
失
わ
な
い
た
め
に
も
、
不
条
理
で
は

あ
る
が
、
泣
く
泣
く
嫡
男
と
正
室
の
排
除
を
呑
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
筋
立
て

で
あ
る
。
信
長
の
冷
酷
非
道
さ
、
家
康
の
艱
難
辛
苦
が
際
立
つ
場
面
で
あ
り
、
ド
ラ
マ

や
小
説
で
言
え
ば
一
つ
の
見
せ
場
で
あ
る
。
実
際
に
山
岡
荘
八
著
『
徳
川
家
康
』
を
は

じ
め
多
く
の
小
説
や
、
そ
れ
ら
を
基
に
し
た
ド
ラ
マ
な
ど
で
は
、
当
た
り
前
の
よ
う
に

こ
の
解
釈
が
採
ら
れ
た
た
め
、
未
だ
に
こ
の
説
が
定
説
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
の
は

確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
新
行
紀
一
氏
執
筆
に
よ
る
『
新
編
岡
崎
市
史　

中
世
2
』
の
「
第
四
章 

徳

川
家
康
の
時
代　

第
二
節 

五
か
国
大
名
徳
川
氏　

三 

信
康
・
築
山
殿
事
件
」
に
お
い

て
、
こ
う
い
っ
た
俗
説
は
既
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
同
書
に
よ
る
と
し
て
、
ま

ず
天
正
七
年（
一
五
七
九
）に
起
こ
っ
た
事
件
の
経
緯
を
『
新
編
岡
崎
市
史　

中
世
2
』
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四
二

で
ま
と
め
ら
れ
た
「
家
忠
日
記
」
を
基
に
し
た
時
系
列
で
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

八
月　

三
日　

家
康
、
浜
松
よ
り
岡
崎
へ
入
城
。

八
月　

四
日　

家
康
と
信
康
、
口
論
の
末
、
信
康
、
岡
崎
よ
り
大
浜（
愛
知
県
碧
南
市
）

へ
退
去
す
る
。

八
月　

五
日　

松
平
家
忠
、
岡
崎
へ
到
着
。
家
康
に
命
じ
ら
れ
て
弓
・
鉄
炮
衆
を

引
き
連
れ
て
西
尾（
愛
知
県
西
尾
市
）へ
移
り
、「
会
下
」
に
陣
取
っ
て

「
北
端
城
番
」
を
受
け
持
つ
。

家
康
、
西
尾
へ
移
る
。

八
月　

六
日　

松
平
家
忠
、「
北
端
城
番
」
を
受
け
持
つ
。

八
月　

七
日　

家
康
、
岡
崎
へ
戻
る
。

西
尾
城
の
「
本
城
御
番
」
を
松
平
康
高
・
榊
原
康
政
、「
北
端
城
番
」

を
松
平
家
清
・
鵜
殿
康
定
が
受
け
持
つ
。

松
平
家
忠
、「
善
五
左
衛
門
所
」
に
陣
取
り
、
松
平
家
清
・
鵜
殿
康

定
を
振
る
舞
う
。

八
月　

八
日　

松
平
家
忠
、
榊
原
康
政
・
松
平
康
高
・
松
平
家
清
・
鵜
殿
康
定
を
振

る
舞
う
。

八
月　

九
日　

小
姓
衆
五
人
を
付
け
、
信
康
を
大
浜
よ
り
遠
江
国
堀
江
城（
静
岡
県
浜

松
市
西
区
）へ
移
す
。

八
月　

十
日　

松
平
家
忠
、
家
康
よ
り
岡
崎
へ
出
頭
を
命
じ
ら
れ
、
鵜
殿
善
六
郎
を

遣
わ
す
。

家
康
、
国
衆
に
対
し
て
信
康
と
の
音
信
を
禁
じ
る
起
請
文
を
提
出
さ

せ
る
。

八
月
十
三
日　

家
康
、
浜
松
へ
戻
る
。

本
多
重
次
、
岡
崎
城
の
留
守
居
と
な
る
。

「
家
忠
日
記
」
に
は
以
後
の
事
件
に
関
す
る
記
述
は
無
い
。
そ
の
間
、
八
月
八
日
に

家
康
か
ら
信
長
の
近
臣
・
堀
秀
政
に
対
し
て
送
っ
た
次
の
書
状
が
知
ら
れ
て
い
る
。

今
度
、
左（酒
井
忠
次
）

衞
門
尉
を
以
申
上
候
處
、
種
々
御
懇
之
儀
、
其
以
二
御
取
（
執
）成
故
一
と
忝

令
レ
存
候
、
仍
、
三（信
康
）郎不
覺
悟
付
而
、
去
四
日
岡
崎
を
追
出
申
候
、
猶
其
趣
小
栗

大（重
常
）六・

成（藤
八
郎
國
次
）

瀨
藤
八
可
二
申
入
一
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

八（天
正
七
年
）

月
八
日　
　
　
　
　

御（家
康
）

名
乘
御
判

　
　
　
　
　

堀
久（秀
政
）

太
郎
殿

こ
の
書
状
に
よ
れ
ば
、
家
康
は
堀
に
対
し
て
家
臣
の
小
栗
重
常
・
成
瀬
国
次
を
送

り
、
三
郎（
信
康
）を
八
月
四
日
に
岡
崎
よ
り
追
放
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の

前
文
に
は
、
そ
れ
以
前
に
酒
井
左
衛
門
尉（
忠
次
）を
派
遣
し
、
堀
秀
政
よ
り
懇
切
な
取

り
な
し
を
受
け
た
こ
と
を
感
謝
す
る
と
い
う
文
が
あ
る
た
め
、
八
月
八
日
以
前
に
は
信

長
に
対
し
て
信
康
追
放
は
知
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

こ
の
後
、
理
由
は
明
ら
か
で
は
無
い
が
、
八
月
二
十
九
日
に
築
山
殿
が
遠
江
国
富
塚

（
現
・
静
岡
県
浜
松
市
中
区
）で
、「
松
平
記
」
に
依
れ
ば
岡
本
平
右
衛
門
・
石
川
太
郎
左

衛
門
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
、
信
康
も
堀
江
か
ら
遠
江
国
二
俣（
静
岡
県
浜
松
市
天
竜
区
）へ

移
さ
れ
て
九
月
十
五
日
に
切
腹
と
な
っ
た
。

こ
の
事
件
に
関
す
る
同
時
代
史
料
は
無
い
た
め
、
比
較
的
事
実
経
過
を
冷
静
に
書
き

記
し
た
と
思
わ
れ
る
「
松
平
記
」
か
ら
事
件
の
背
景
を
拾
う
と
、
信
康
と
信
康
の
正
室

で
信
長
の
娘
で
あ
る
徳
姫
の
仲
が
悪
く
な
り
、
徳
姫
が
信
康
・
築
山
殿
の
行
動
を
箇
条

書
に
し
て
信
長
に
送
っ
た
こ
と
が
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
。
信
康
が
粗
暴
で
悪
逆
で
あ

る
こ
と
、
築
山
殿
が
不
行
儀
で
武
田
方
に
内
通
し
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

「
三
河
物
語
」
で
は
、
こ
の
手
紙
を
信
長
の
下
へ
持
参
し
た
の
は
酒
井
忠
次
だ
っ
た
と

す
る
が
、「
松
平
記
」
で
は
あ
く
ま
で
徳
姫
が
信
長
に
対
し
て
「
一
ツ
書
」
を
送
っ
た

と
記
す
に
留
ま
る
。
家
康
付
の
重
臣
で
あ
る
酒
井
忠
次
が
、
家
康
の
指
示
も
無
い
ま

（
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三

ま
、
信
康
の
正
室
の
手
紙
を
携
え
る
こ
と
は
指
揮
命
令
系
統
上
あ
り
得
な
い
た
め
、
仮

に
酒
井
が
持
参
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
家
康
の
意
志
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ゆ

え
に
「
三
河
物
語
」
の
記
述
は
事
実
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
徳
姫
は
徳
姫
の
手
づ
る
で
信

長
に
「
一
ツ
書
」
を
送
っ
た
と
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
信
康
が
鷹
野
場
で
出
家

（
坊
主
）を
縛
り
殺
し
た
こ
と
、
踊
り
が
下
手
だ
っ
た
た
め
町
の
踊
り
子
を
弓
で
射
た
こ

と
、
そ
の
他
に
乱
暴
な
振
る
舞
い
が
あ
り
、
家
康
が
不
信
感
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
築

山
殿
が
不
行
儀
で
あ
る
こ
と
、
武
田
方
か
ら
唐
人
を
召
し
て
謀
反
を
企
て
て
い
る
と

い
っ
た
こ
と
が
「
一
ツ
書
」
に
書
か
れ
て
い
た
と
「
松
平
記
」
は
記
す
。

こ
の
徳
姫
か
ら
の
手
紙
に
驚
い
た
信
長
は
酒
井
忠
次
を
呼
ん
で
真
相
を
糺
し
た
と
こ

ろ
、
忠
次
は
信
康
の
弁
護
を
す
る
ど
こ
ろ
か
、
普
段
か
ら
信
康
に
意
見
し
て
い
た
が
、

信
康
は
一
切
耳
を
貸
さ
ず
、
両
名
が
不
仲
と
な
っ
た
と
報
告
し
、
あ
げ
く
の
果
て
に
は

信
康
の
こ
と
を
「
悪
逆
人
に
て
御
座
候
」
と
ま
で
評
し
た
と
「
松
平
記
」
は
記
す
。

新
行
氏
は
、
信
康
と
家
臣
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
「
家
忠
日
記
」
の
記

述
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
し
、
天
正
六
年
に
三
河
の
国
衆
に
対
し
て
「
岡
崎
在
郷
」（
岡
崎

城
下
へ
の
常
住
義
務
）を
わ
ず
か
半
年
で
廃
し
て
領
知
へ
の
常
住
を
認
め
る
と
す
る
家
康

の
措
置
は
、
家
臣
団
統
制
や
軍
事
動
員
で
あ
る
が
故
に
、
信
康
と
国
衆
と
の
関
係
の
親

密
化
を
防
ご
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
家
臣
に
支
持
さ
れ
な
い
主

君
は
「
器
用
」
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
「
非
器
」
で
あ
り
、
当
時
の
通
念
を
も
っ
て
家
康

は
信
康
を
処
断
し
た
と
す
る
。「
松
平
記
」
の
記
述
に
お
い
て
も
、
信
康
と
家
臣
団
の

対
立
は
記
さ
れ
て
お
り
、
信
康
に
死
を
命
じ
た
主
体
者
は
あ
く
ま
で
も
家
康
と
な
っ
て

い
る
。

信
長
が
自
分
の
嫡
男
・
信
忠
よ
り
信
康
の
器
量
が
優
れ
て
い
た
こ
と
を
恐
れ
た
た
め

と
す
る
俗
説
も
、
当
時
の
信
忠
が
す
で
に
織
田
家
の
家
督
を
相
続
し
て
右
大
将
に
任
じ

ら
れ
、
軍
事
指
揮
権
・
領
国
支
配
権
を
行
使
し
て
い
る
の
に
、
軍
事
指
揮
権
も
有
さ
ず

無
位
無
冠
の
信
康
と
で
は
超
え
が
た
い
立
ち
位
置
の
格
差
が
あ
る
状
況
で
は
、
比
較
す

る
こ
と
自
体
が
無
意
味
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
当
時
の
家
父
長
権
の
あ
り
方
か
ら
考
え

て
、
家
族
の
処
断
は
家
父
長
権
に
属
す
る
こ
と
で
、
信
長
が
信
康
の
死
を
命
ず
る
こ
と

は
あ
り
え
ず
、「
松
平
記
」
が
記
す
よ
う
に
信
長
は
家
康
の
考
え
通
り
に
し
て
よ
い
と

承
認
し
た
の
が
真
相
で
あ
る
と
新
行
氏
は
論
述
す
る
。

依
拠
す
る
史
料
が
後
世
に
著
さ
れ
た
「
松
平
記
」
の
み
と
い
う
限
界
は
あ
る
も
の

の
、「
家
忠
日
記
」
か
ら
断
片
的
に
読
み
取
れ
る
家
中
の
状
況
や
、
当
時
の
通
念
な
ど

を
鑑
み
る
と
、「
松
平
記
」
の
記
述
内
容
は
あ
る
程
度
真
相
に
近
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

東
国
方
面
で
武
田
家
や
上
杉
家
が
ま
だ
一
定
の
勢
力
を
保
ち
、
北
条
家
も
背
後
を
窺
う

状
況
に
お
い
て
、
家
康
の
意
に
反
し
、「
三
河
物
語
」
に
記
さ
れ
る
家
中
怨
嗟
の
声
が

生
じ
る
よ
う
な
命
令
を
、
信
長
が
出
す
事
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
信
長

に
対
抗
し
う
る
勢
力
が
控
え
て
い
る
状
況
で
、
こ
の
命
令
は
家
康
の
離
反
を
招
き
か
ね

な
い
危
険
な
命
令
で
あ
り
、
現
実
的
な
措
置
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

新
行
氏
の
論
証
で
も
判
る
通
り
、
家
康
と
信
康
の
間
に
は
埋
め
が
た
い
対
立
が
生
じ

て
お
り
、
家
中
分
断
を
避
け
る
上
で
も
、
家
康
の
意
志
に
よ
っ
て
信
康
は
切
腹
さ
せ
ら

れ
、
信
長
は
あ
く
ま
で
も
追
認
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
の
が
、
信
康
事
件
の
実
像
で

あ
ろ
う
。
こ
の
見
解
を
基
に
、
信
康
事
件
を
記
し
た
諸
記
録
を
見
直
す
と
、
た
と
え
ば

寛
永
年
間
に
成
立
し
た
と
さ
れ
、
比
較
的
史
料
価
値
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
「
當
代
記
」

巻
二
に
は
「
八
月
五
日
岡
崎
三
郎
信
康
主
家
康
公

一
男

令
二
牢
人
一
給
ふ
、
是
信
長
之
雖
レ
爲
レ

聟
、
父
家
康
公
の
命
を
常
違
背
し
、
信
長
公
を
も
被
レ
奉
レ
輕
、
被
官
以
下
に
無
レ
情

被
レ
行
非
衜
間
如
レ
此
、
此
旨
を
去
月
酒
井
左
衞
門
尉
を
以
信
長
へ
被
レ
得
二
内
證
一
所
、

左
樣
に
父
臣
下
に
被
二
見
限
一
ぬ
る
上
は
不
レ
及
二
是
非
一、
家
康
存
分
次
第
之
由
有
二
返

答
一
」
と
あ
り
、
信
長
は
臣
下
に
見
限
ら
れ
た
か
ら
に
は
「
不
レ
及
二
是
非
一
」、
家
康
の

「
存
分
次
第
之
由
」、
つ
ま
り
家
康
の
考
え
通
り
に
せ
よ
と
返
答
し
た
と
い
う
記
載
が
あ
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

四
四

る
。ま

た
、
や
や
後
世
の
書
と
な
る
が
、
元
文
五
年（
一
七
四
〇
）に
成
立
し
た
「
武
徳
編

年
集
成
」
に
は
、
信
康
の
罪
状
を
聞
い
た
信
長
が
、「
兼
テ
信
康
不
仁
暴
虐
タ
ル
事
ハ

家
康
モ
知
リ
給
フ
由 

然
レ
共
一
子
ト
云 

殊
ニ
武
略
傑
出
シ
テ
予
カ
為
ニ
モ
聟
也 

何
方

ニ
モ
押
入
置
ニ
於
テ
ハ
無
レ
害
ン
カ 

家
康
ノ
内
意
如
何
ト
問
ハ
ル
」
と
あ
り
、
信
康
は

い
く
ら
暴
虐
と
い
え
ど
も
、
家
康
に
と
っ
て
は
嫡
男
で
あ
り
、
自
分
に
と
っ
て
も
婿
で

あ
る
、
ど
こ
か
で
蟄
居
さ
せ
て
反
省
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
、
信
康
切

腹
を
慰
留
す
る
記
載
が
あ
る
。
続
い
て
「
信
長
ハ
誠
ニ
其
家
ノ
元
老
十
罪
皆
然
ル
由
ヲ

述
テ 

兼
テ
家
康
モ
其
害
心
ナ
ル
ヘ
キ
カ
ト
疑
ル
程
ナ
ラ
ハ 

信
康
ト
テ
モ
善
ニ
カ
ヘ
ル

志
ヲ
改
ム
ヘ
カ
ラ
ス 

従
二
家
康
一
早
ク

ヲ
可
レ
給
由
ヲ
可
レ
達
ト
宣
フ
」
と
、
家
の
重

臣
が
そ
こ
ま
で
言
い
、
家
康
自
身
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
な
ら
ば
仕
方
無
い
、
家

康
に
早
く
切
腹
さ
せ
る
よ
う
に
伝
え
よ
と
あ
り
、
信
長
は
徳
川
方
を
説
得
で
き
ず
に
信

康
切
腹
を
了
解
し
た
と
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。「
武
徳
編
年
集
成
」
は
、
幕
臣
・

木
村
高
敦
に
よ
っ
て
著
さ
れ
、
寛
保
元
年（
一
八
四
一
）に
八
代
将
軍
吉
宗
に
献
上
さ
れ

た
書
で
あ
る
。
将
軍
の
台
覧
に
供
さ
れ
る
内
容
と
し
て
、
高
度
に
検
証
さ
れ
た
は
ず
で

あ
り
、
真
偽
は
別
に
し
て
も
幕
府
が
公
式
に
受
け
入
れ
た
見
解
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は

注
目
さ
れ
る
。

当
時
の
家
父
長
権
の
あ
り
方
、
織
田
家
と
徳
川
家
の
関
係
と
、
新
行
氏
の
論
証
を
勘

案
す
る
限
り
、
家
康
と
信
康
の
関
係
悪
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
家
康
自
身

の
意
志
に
よ
っ
て
信
康
に
死
を
命
じ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
酒
井
忠
次
の
役

割
は
、
舅
で
あ
る
信
長
の
了
解
を
得
る
と
い
う
役
目
を
帯
び
て
家
康
の
筆
頭
重
臣
の
立

場
で
信
長
の
下
へ
遣
わ
さ
れ
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば

「
三
河
物
語
」
で
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
徳
姫
か
ら
送
ら
れ
た
罪
状
十
二
箇
条
に
対
し
、

そ
れ
は
事
実
か
と
の
信
長
の
問
い
に
酒
井
忠
次
は
全
て
事
実
と
答
え
、
十
箇
条
ま
で
肯

定
し
た
と
こ
ろ
、
家
の
重
臣
が
こ
こ
ま
で
事
実
と
い
う
な
ら
ば
こ
れ
以
上
審
議
す
る
必

要
無
し
、
信
康
に
腹
を
切
ら
せ
よ
と
命
じ
た
、
と
す
る
話
は
、
こ
の
よ
う
な
場
面
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
罪
状
を
信
長
に
納
得
し
て
も
ら
う
た
め
に
派
遣
さ
れ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
肯
定
す
る
の
は
当
た
り
前
で
筋
が
通
る
話
で
あ
る
。

「
三
河
物
語
」
で
は
酒
井
忠
次
の
こ
の
対
応
は
、
徳
川
家
に
対
す
る
背
信
行
為
で
あ

り
、「「
坂
［
酒
］
井
左
衛
門
督
ハ
、
御
家
の
乙［

お
と
な
］名
と
申
、
御
普フ

代
久
敷
御
主
の
御
事

を
御
前
様
に
見
か
へ
奉
り
て
、
御
前
と
一
身
［
味
］
し
て
、
よ
く
〳
〵
口

［
く
ち
］を
指サ
シ

上
て
、

さ
ゝ
へ
奉
り
た
り
」
と
、
各
々
上
下
共
に
申
て
憎

［
に
く
］ミ
け
れ
共
」
と
し
て
罵
倒
し
て
い
る

が
、
家
康
の
意
志
に
反
し
、
家
の
弱
体
化
を
招
き
か
ね
な
い
判
断
を
酒
井
忠
次
が
独
断

で
行
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
全
て
家
康
の
指
示
で
あ
り
、
意
志
で
あ
っ
た
と
す
べ

き
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
松
平
記
」
に
は
「
信
康
公
宣
ひ
け
る
は 

父
に
弓
を
挽
と
云
事
は
全
偽
也 

年
寄
共
の
讒
言
な
れ
共 

此
上
兎
角
申
わ
く
る
に
不
レ
及
と
て
」
と
か
「
家
康
公
も
人
口

の
讒
に
依
て
不
慮
の
殺
害
と
御
後
悔
の
御
詞 

度
々
有
と
か
や
」
と
あ
り
、
信
康
の
罪

は
重
臣
の
讒
言
だ
っ
た
可
能
性
や
、
後
に
家
康
は
信
康
を
殺
し
た
こ
と
を
後
悔
し
た
と

も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
後
に
酒
井
忠

次
が
自
分
の
息
子
が
幕
府
で
冷
遇
さ
れ
て
い
る
の
で
、
家
康
に
直
訴
し
て
息
子
の
出
世

を
願
っ
た
と
こ
ろ
、
家
康
か
ら
「（
信
康
を
見
殺
し
に
し
て
お
き
な
が
ら
）お
ま
え
で
も
息

子
が
可
愛
い
の
か
」
と
痛
烈
な
嫌
味
を
言
わ
れ
た
と
か
、
関
ヶ
原
合
戦
の
直
前
に
家
康

が
「
信
康
が
い
れ
ば
こ
れ
程
苦
労
は
し
な
か
っ
た
」
と
嘆
い
た
と
い
う
逸
話
な
ど
は
、

あ
る
い
は
「
松
平
記
」
が
記
し
た
家
康
の
心
情
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
こ
の
逸
話
は
『
德
川
實
紀
』
に
収
載
さ
れ
た
た
め
、
江
戸
後
期
に
は
ほ
ぼ
事

実
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
同
書
で
は
信
長
と
対
峙
し
た
の

を
酒
井
忠
次
と
大
久
保
忠
世
と
し
、
家
康
は
こ
の
二
人
に
幸
若
舞
「
満
仲
」
を
見
せ
て
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「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

四
五

嫌
味
を
言
っ
た
と
い
う
逸
話
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
幸
若
舞
「
満
仲
」
は
、
源
満
仲
が

家
臣
・
藤
原
仲
光
に
満
仲
の
子
・
美
女
丸
の
殺
害
を
命
じ
た
が
、
仲
光
が
主
人
の
苦
衷

を
察
し
て
、
自
分
の
子
で
あ
る
幸
寿
丸
を
美
女
丸
の
身
代
わ
り
と
し
て
殺
し
、
そ
の
首

を
差
し
出
す
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
筋
立
て
に
よ
る
な
ら
ば
、
家
康
は
酒
井
・
大
久

保
に
対
し
、
幸
若
舞
「
満
仲
」
を
見
せ
る
こ
と
で
、
自
分
の
心
境
を
あ
か
ら
さ
ま
に
判

ら
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
酒
井
・
大
久
保
は
「
織
田
家
の
奸
計
に
陥

り
。
か
し
こ
き
ま
う
け
の
君
を
あ
ら
ぬ
事
に
な
し
奉
り
し
は
。
不
忠
と
や
い
は
む
愚
昧

と
や
い
は
ん
。」
と
、
信
長
に
踊
ら
さ
れ
た
不
忠
の
家
臣
と
も
記
し
、
信
康
の
死
に
信

長
が
積
極
的
に
関
わ
っ
た
と
い
う
記
載
に
な
っ
て
い
る
。

「
松
平
記
」
が
記
す
家
康
の
「
御
後
悔
」
が
、
あ
る
程
度
の
識
者
の
間
で
知
ら
れ
て

い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
酒
井
忠
次
や
大
久
保
忠
世
を
背
信
・
不
忠
の
者
と

評
価
し
た
り
、
あ
る
い
は
信
長
の
絶
対
的
か
つ
理
不
尽
な
命
に
よ
っ
て
弱
小
徳
川
家
は

そ
の
命
を
泣
く
泣
く
聞
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
が
生
ま
れ
る
可
能
性
は
あ

る
。
し
か
し
、
仮
に
讒
言
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
信
康
を
死
に
追
い

や
っ
た
の
は
紛
れ
も
な
く
家
康
自
身
の
決
断
だ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
徳
川

家
が
一
方
的
被
害
者
と
す
る
見
解
は
、
多
分
に
書
き
手
に
よ
る
恣
意
的
見
解
を
内
包
し

て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

お　

わ　

り　

に

「
「
村
正
伝
説
の
基
と
な
っ
た
五
つ
の
事
件
の
内
、
信
康
事
件
だ
け
は
異
質
な
事
件

で
あ
る
。
広
忠
の
死
が
暗
殺
か
病
死
か
の
見
解
が
二
分
し
て
い
る
も
の
の
、
殺
害
に

至
っ
た
か
怪
我
を
負
わ
せ
た
だ
け
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
広
忠
に
対
す
る
刃
傷
事
件

が
あ
っ
た
こ
と
は
、
諸
記
録
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
信
康
事
件
は
、
本
来
は
家

康
の
意
志
で
行
わ
れ
た
切
腹
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
信
長
の
命
に
よ
っ
て
仕
方
な

く
起
き
た
不
幸
な
事
件
に
す
り
替
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
三
河
物
語
」
の
記
述
で

も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
十
七
世
紀
初
頭
の
段
階
で
、
信
康
の
切
腹
は
家
康
の
意
に
反
し

た
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
な
の
で
、
事
実
を
知
ら
な
い
者

に
よ
る
完
全
な
創
作
と
は
言
い
切
れ
ず
、
潜
在
的
に
は
家
康
は
被
害
者
と
す
る
意
識
も

ま
た
存
在
し
て
い
た
。

事
件
の
真
相
が
末
端
ま
で
正
し
く
伝
わ
ら
な
い
の
は
、
高
度
な
政
治
的
案
件
ゆ
え
の

情
報
統
制
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
信
康
事
件
に
つ
い
て
記
し
た

「
家
忠
日
記
」・「
家
忠
日
記
追
加
」（
家
忠
日
記
増
補
追
加
）・「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
集
）・

「
日
記
抜
書
」・「
武
徳
編
年
集
成
」・「
三
州
八
代
記
古
伝
集
」・「
三
州
八
代
記
古
伝

集
」・「
三
河
物
語
」・「
松
平
記
」・「
御
年
譜
」・「
創
業
記
考
異
」・「
武
徳
大
成
記
」・

「
紀
年
録
」・「
濱
松
御
在
城
記
」・「
岩
淵
夜
話
別
集
」・「
御
降
誕
考
」・「
源
流
綜
貫
」・

「
柳
営
外
戚
婦
女
傳
」・「
四
谷
仲
殿
町
西
念
寺
書
上
」・「
士
談
會
稿
」・「
柏
崎
物
語
」・

「
寛
元
聞
書
」・「
見
聞
随
筆
」・「
當
代
記
」・「
武
徳
編
年
集
成
」
の
記
述
を
み
る
と
、

「
家
忠
日
記
追
加
」（
家
忠
日
記
増
補
追
加
）・「
松
平
記
」・「
當
代
記
」・「
武
徳
編
年
集
成
」

は
家
康
と
信
康
と
の
確
執
を
記
し
て
い
る
。
「
「
村
正
伝
説
が
敷
衍
す
る
一
助
と
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）で
も
信
康
に
謀
反
の
意
志
は
無
か
っ
た
と
記

す
も
の
の
、
こ
の
件
に
つ
い
て
家
康
は
何
も
語
ら
ず
、
確
執
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
暗

喩
し
て
い
る
。

「
紀
年
録
」
に
は
明
確
に
確
執
が
あ
っ
た
と
は
記
さ
れ
て
な
い
が
、
信
長
の
「
家
老
」

佐
久
間
信
盛
の
讒
言
を
基
に
「
侫
者
」
の
密
告
を
家
康
が
信
じ
た
と
記
す
。「
岩
淵
夜

話
別
集
」
で
は
「
家
康
公
と
信
康
公
ト
ノ
御
中
惡
ク
被
為
成
」
と
記
し
、「
柳
営
外
戚

婦
女
傳
」
で
は
「
信
康
君
ハ
内
室
ト
御
挨
拶
惡
シ
ク
成
給
ヒ 

離
別
其
上
信
康
君
甲
州

武
田
勝
頼
へ
内
通
ノ
聞
へ
有
ニ
依
テ
大
神
君
大
キ
ニ
御
怒
り
」
と
記
す
な
ど
い
ず
れ
も
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六

両
者
の
確
執
を
記
す
。
全
て
の
記
録
で
は
な
い
に
せ
よ
、
家
康
と
信
康
の
確
執
が
あ
っ

た
こ
と
を
著
し
た
記
録
も
複
数
存
在
し
て
い
た
。

十
七
世
紀
初
頭
に
著
さ
れ
た
「
家
忠
日
記
追
加
」（
家
忠
日
記
増
補
追
加
）・「
松
平

記
」・「
當
代
記
」
な
ど
に
家
康
自
身
の
判
断
で
信
康
を
切
腹
さ
せ
た
と
い
う
見
解
が
あ

る
反
面
、
同
じ
く
十
七
世
紀
初
頭
に
著
さ
れ
た
「
三
河
物
語
」
な
ど
で
は
家
康
の
意
に

反
し
た
信
長
の
強
請
に
よ
る
切
腹
と
い
う
相
反
す
る
見
解
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
十
七
世

紀
初
頭
の
時
点
で
二
つ
の
見
解
が
混
在
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
そ
の
た
め
、
識

者
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
い
て
信
康
事
件
を
検
証
す
る
記
録
が
そ
の
後
に
も
著

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
真
相
を
わ
か
り
に
く
く
し
て
い
る
と
同
時
に
、
十
七
世
紀
後

半
の
時
点
で
既
に
一
定
の
識
者
の
間
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
村
正
作
「
剣
が
徳
川
家
に

と
っ
て
不
吉
と
の
認
識
と
が
合
わ
さ
っ
て
、
信
康
の
死
も
「
不
吉
な
」
村
正
作
「
剣
が

関
与
し
て
い
る
流
れ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
清
康
事
件
・
広
忠
事
件
・
信
康
事
件
・
家
康
小
「
事
件
・
織
田
河

内
守
鎗
事
件
の
五
つ
の
事
件
を
全
て
採
り
上
げ
て
、
村
正
作
「
剣
を
不
吉
と
し
た
江
戸

時
代
の
記
録
は
存
在
し
て
い
な
い
。
不
幸
な
事
件
が
三
つ
続
け
ば
、
不
吉
と
す
る
の
に

充
分
で
あ
り
、
松
平
・
徳
川
家
当
主
お
よ
び
当
主
予
定
者
の
死
・
負
傷
に
村
正
作
「
剣

が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
伝
聞
さ
え
あ
れ
ば
、
自
ず
と
村
正
作
「
剣
を
不
吉
と
す
る

見
解
が
生
じ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
「
「
村
正
伝
説
は
、
こ
の
よ
う
に
複
数
の
記
録

が
伝
世
す
る
過
程
で
、
時
間
を
か
け
て
醸
成
さ
れ
た
一
種
の
創
作
・
神
話
と
見
な
せ
よ

う
。十

七
世
紀
中
頃
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
信
康
の
死
と
村
正
作
の
「
を
関
連

づ
け
る
著
作
が
現
れ
た
こ
と
で
、
遅
く
と
も
十
七
世
紀
後
半
時
点
で
、
村
正
作
「
剣
を

不
吉
と
見
な
す
意
識
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
落
穂
集
」（
落
穂
集
前
編
）が
あ

る
程
度
筆
写
さ
れ
、
写
本
と
し
て
流
布
し
た
こ
と
で
、
「
「
村
正
伝
説
は
庶
民
層
に
広

ま
り
、
文
芸
を
通
じ
て
敷
衍
し
て
い
っ
た
。
そ
の
間
に
新
た
な
解
釈
・
憶
測
が
付
記
さ

れ
る
の
は
口
承
の
常
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
・
現
代
に
至
る
ま
で
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。

本
稿
の
目
的
の
一
つ
は
、
徳
川
美
術
館
に
現
存
す
る
尾
張
徳
川
家
伝
来
の
村
正
作
の

「
が
家
康
遺
品
と
い
う
事
実
が
あ
る
限
り
、
村
正
作
「
剣
を
忌
避
す
る
意
識
は
家
康
に

は
無
か
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
祖
父
・
清
康
の
死
や
父
・
広
忠
の
死
も

し
く
は
刃
傷
に
村
正
作
の
「
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
認
識
を
家
康
が
持
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
不
吉
な
「
と
し
て
全
て
遺
棄
を
命
じ
た
と
い
う
の
は
、
「
「
村
正
伝
説
が
醸
成

さ
れ
た
後
の
創
作
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
尾
張
徳
川
家
と
い
え
ど
も
人
口
に
膾
炙
し
た

「
「
村
正
伝
説
を
無
視
し
え
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
家
康
遺
品
で
あ
る
た
め
、
粗
略
に

は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
世
間
で
村
正
作
「
剣
が
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
は
当
然
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
家
康
遺
産
の
「
の
大
半
が
贈
答
儀
礼
な
ど
に
用

い
ら
れ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
村
正
作
の
「
は
つ
い
に
利
用
の
機
会
は
な
く
、
拵
も
作

ら
れ
ず
に
江
戸
時
代
を
通
じ
て
名
古
屋
城
内
に
保
管
さ
れ
た
の
は
、
「
「
村
正
伝
説
が

影
響
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
「
「
村
正
伝
説
が
幕
府
創
業
者
の
言
動
に
仮
託
さ
れ
て
、
規
制
も
受

け
ず
に
一
般
に
伝
播
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
伝
説
の
骨
格
が
あ
る
程
度

定
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
八
代
将
軍
吉
宗
に
よ
る
将
軍
権
威
復
権
・
言
論
統
制
政

策
の
ま
っ
た
だ
中
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
時
代
背
景
と
し
て
合
致
し
な
い
。
こ
の
疑

問
を
解
決
す
る
史
料
的
根
拠
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
信
康
の
死
を
め
ぐ
る
見
解

の
相
違
が
一
つ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に
は
家
康
の
意
志
に
よ
る
切

腹
命
令
だ
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
家
康
の
意
に
反
す
る
切
腹
だ
っ
た
と
い
う
正
反
対

の
見
解
が
広
ま
り
浸
透
し
た
こ
と
に
、
何
ら
か
の
意
志
が
働
か
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
後
者
の
説
が
広
ま
り
前
者
の
事
実
が
凌
駕
さ
れ
る

の
な
ら
ば
、
家
康
に
と
っ
て
の
汚
点
が
一
つ
消
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
既
に
神
と



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

四
七

註（
1
）　
『
東
照
宮
御
實
紀
附
錄
』
巻
三（
黒
板
勝
美
・
國
史
大
系
編
修
會
編
輯
『
德
川
實
紀
』
第
一

篇　

吉
川
弘
文
館　

昭
和
三
十
九
年
八
月
三
十
一
日
）。

三
郎
殿
二
股
に
て
御
生
害
あ
り
し
時
。
撿
使
と
し
て
渡
邊
半
藏
守
綱
。
天
方
山
城
守
通

興
を
遣
は
さ
る
。
二
人
歸
り
き
て
。
三
郎
殿
終
に
臨
み
御
遺
托
有
し
事
共
な
く
〳
〵
言

上
し
け
れ
ば
。　

君
何
と
宣
ふ
旨
も
な
く
。
御
前
伺
公
の
輩
は
い
づ
れ
も
涙
流
し
て
居

し
内
に
。
本
多
忠
勝
。
榊
原
康
政
の
兩
人
は
。
こ
ら
へ
か
ね
て
聲
を
上
て
泣
き
出
だ
せ

し
と
ぞ
。
其
後
山
城
守
へ
。
今
度
二
股
に
て
御
介
錯
申
せ
し
脇
差
は
た
れ
が
作
な
り
と

尋
給
へ
ば
。
千
子
村
正
と
申
す
。　

君
聞
し
召
し
。
さ
て
あ
や
し
き
事
も
あ
る
も
の

哉
。
其
か
み
尾
州
森
山
に
て
。
安
部
彌
七
が　

清
康
君
を
害
し
奉
り
し
「
も
村
正
が

作
な
り
。
わ
れ
幼
年
の
比
駿
河
宮
が
崎
に
て
。
小
刄
も
て
手
に
疵
付
し
も
村
正
な
り
。

こ
た
び
山
城
が
差
添
も
同
作
と
い
ふ
。
い
か
に
し
て
此
作
の　

當
家
に
さ
ゝ
は
る
事
か

な
。
此
後
の
御
差
料
の
内
に
村
正
の
作
あ
ら
ば
。
み
な
取
捨
よ
と
仰
付
ら
れ
し
と
ぞ
。

（
後
略
）（
柏
崎
物
語
）

（
2
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
東
照
宮
御
事
蹟
」
第
百
二
十
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵

史
籍
叢
刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
四
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
十
月
）。

日
記
抜
書
曰 

権
現
様
遠
州
濱
松
に
御
移
被
レ
成
候 

其
跡
に
信
康
様
岡
崎
の
御
城
に
被
レ

成
御
座
候
故 

岡
崎
三
郎
様
と
称
す 

御
生
害
之
儀
被
仰
付
其
訳
委
細
し
る
人
な
し 

御
使

は
服
部
半
蔵 

天
片
山
城
両
人
な
り 

三
郎
様
御
書
付
を
御
覧
被
レ
成
て
御
書
付
之
通 

畏

候
よ
し
御
請
被
レ
成 

其
後
両
人
へ
被
仰
候
ハ 

我
等
相
果
候
跡
に
て
両
人
頼
事
有 

此
御

科
の
御
書
付
之
内 

甲
斐
乃
勝
頼
に
組
し
逆
心
の
企
と
有
儀
は 

も
つ
た
い
な
き
事
也 

此

儀
に
於
て
は
跡
方
も
な
き
事
な
り 

其
外
の
御
書
付
ハ
兎
角
可
レ
申
様
無
レ
之
候
へ
と
も

い
か
に
と
申
て
も
親
に
對
し
逆
心
と
有
は
死
し
て
の
跡 

骸
の
上
の
大
罪
何
か
是
に
過

ん 

此
段
は
其
方
両
人
何
分
に
も
申
わ
け
を
致
し
呉
候
様
に
頼
な
り（
中
略
）不
思
議
成

事
ハ
山
城
守
御
介
錯
申
上
候
「
千
子
村
正
也 

村
正
は
御
当
家
へ
た
ゝ
り
候
よ
し
申
候
者 

清
康
様
御
横
死
被
レ
成
候
も
村
正
也 

権
現
様
御
若
年
の
時
御
小
「
に
て
御
あ
や
ま
ち

被
レ
成
候
も
村
正 

関
ヶ
原
御
勝
利
の
節 

織
田
有
樂
の
息
河
内
守
は
戸
田
武
蔵
と
云
者

を
鑓
付
甲
を
ぬ
き
首
を
と
る 

其
旨
及
二
御
聞
一 

則
鑓
を
御
覧
被
レ
遊
候 

穂
を
御
覧
被
レ

遊
候
と
て
御
取
上
被
レ
成
候
節 

御
手
を
御
き
り
被
レ
遊
候 

此
鑓
の
作
は
と
御
尋
被
レ
成

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
家
康
に
嫡
男
・
正
室
殺
し
の
汚
名
を
着
せ
な
い
と
い
う
何

ら
か
の
意
志
が
働
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

徳
川
家
・
幕
府
の
正
当
性
と
正
義
を
絶
対
的
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
創
業
者
に
凡

人
を
超
越
し
た
貴
種
性
・
聖
人
性
が
要
求
さ
れ
る
。
家
康
は
人
間
的
な
間
違
い
を
犯
す

等
身
大
の
「
人
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
幕
府
編
纂
の
書
物
で

繰
り
返
し
家
康
を
神
格
化
す
る
神
君
神
話
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。
「
「
村
正
伝
説

は
、
信
康
事
件
の
真
相
を
糊
塗
す
る
上
で
格
好
の
話
題
と
見
做
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
「
「
村
正
伝
説
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
信
康
の
死
は
清
康
・
広
忠
・
家
康
に
続

く
不
幸
の
連
鎖
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
不
吉
な
村
正
作
「
剣
の
魔
力
に
よ
っ

て
神
君
家
康
と
い
え
ど
も
避
け
ら
れ
な
い
超
常
的
な
「
祟
り
」
で
あ
る
と
し
た
方
が
、

信
康
の
死
を
悲
劇
的
に
語
る
こ
と
が
出
来
る
と
判
断
し
た
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
。

も
と
よ
り
「
「
村
正
伝
説
自
体
を
徳
川
家
・
幕
府
が
創
作
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ

な
い
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
諸
記
録
の
記
述
変
遷
で
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
伝
説
の
骨
格
は
事
実
と
憶
測
・
創
作
が
時
間
を
か
け
て
絡
み
合
い
醸
成
さ
れ
た
口

承
の
類
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
十
七
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
「
不
思
議
」
で
は
あ
っ

て
も
、「
不
吉
」
だ
の
「
祟
る
」
だ
の
と
い
っ
た
認
識
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

の
流
れ
の
中
で
一
歩
踏
み
込
ん
だ
解
釈
が
、
徳
川
家
あ
る
い
は
幕
府
の
思
惑
と
一
致

し
、
積
極
的
に
推
奨
し
な
い
ま
で
も
、
禁
忌
に
触
れ
る
妄
説
と
し
て
処
断
す
る
こ
と
も

な
く
、
黙
認
と
い
う
形
で
自
然
伝
播
さ
せ
る
方
法
を
採
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
考
え
こ
そ
憶
測
の
範
疇
で
あ
り
、
実
証
的
な
見
解
に
は
ほ
ど
遠
い
上
に
、
真

逆
の
伝
説
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
の
考
え
は
事
実
経

過
を
踏
ま
え
た
上
で
の
一
つ
の
仮
説
呈
示
で
あ
り
、
本
稿
の
主
目
的
と
し
な
い
こ
と
を

付
記
す
る
。
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候
へ
は 

有
樂
村
正
と
申
上
候 

上
意
も
さ
も
有
へ
し
と
の
事
な
り 

有
樂 

河
内
守
に
此

鑓
は
則
穂
先
を
打
折
捨
可
レ
申
と
申
付
る
と
な
り

（
3
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
東
照
宮
御
事
蹟
」
巻
百
二
十
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
各
文
庫
所
蔵

史
籍
叢
刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』第
四
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
十
月
）。

落
穂
集
曰 
天
正
七
年
九
月
十
五
日
三
河
守
信
康
公 

遠
州
二
俣
の
城
内
に
於
て
御
生
害 

御
息
女
御
両
人
有
レ
之
に
小
笠
原
兵
部
大
輔
秀
政 

本
多
美
濃
守
忠
政
へ
御
縁
嫁
な
り 

附
記
曰 

右
信
康
公
御
生
害
之
儀
に
付 

我
等
若
き
時
分
去
ル
老
人
の
物
語
を
承
り
た
る

事
有
之 

遠
州
二
俣
に
於
て
信
康
公
御
生
害
被
二
仰
付
一
候
刻 

濱
松
よ
り
御
撿
使
と
し
て

渡
邊
按
す
る
に
服
部
の

誤
な
り 

下
同
し

半
蔵 
天
方
山
城
守
に
御
目
付
衆
を
被
二
差
添
一 

被
レ
遣
候
節 

御
科

の
品
々
書
立
に
被
二
仰
付
一
候
を 
両
人
持
参
い
た
し
差
上
候
へ
ハ 

信
康
公
御
拝
見
の
上

に
て
両
人
へ
被
二
仰
聞
一
候
は 

㝡
早
ケ
様
に
被
二
仰
出
一
候
上
に
於
て
申
分
ケ
か
ま
し
き

儀
な
と
可
二
申
上
一
に
て
は
無
レ
之
候
へ
と
も 
其
方
な
と
も
能
々
分
別
致
し
見
可
レ
申
也 

子
の
身
と
し
て
親
に
對
し
謀
反
逆
心
な
と
有
レ
之
は
人
倫
の
作
法
に
あ
ら
す 

然
る
に
我

等
義 

武
田
勝
頼
に
心
を
合
せ
當
城
中
へ
武
田
勢
を
引
入 

逆
心
の
企
に
及
候
と
の
一
ケ

條
に
於
て
は
日
本
國
中
の
神
慮
を
か
け
一
向
の
虚
言
に
し
て
跡
方
も
無
レ
之
義
な
れ
は 

此
一
事
に
於
て
は
我
等
死
後
に
此
趣
を
能
々
御
聞
に
達
し
申
分
を
致
し
く
れ
候
様
に
と

被
レ
仰
候
へ
は 

両
人
承
り
委
細
奉
レ
畏
候 

其
段
に
於
て
は
御
心
安
可
レ
被
二
思
召
一
候 

た
と
へ
我
々
共 

大
殿
様
之
御
機
嫌
を
損
し 

何
分
に
被
二
仰
付
一
候
て
も
只
今
被
二
仰
聞
一

候
御
遺
言
の
一
通
り
に
於
て
は
御
聞
濟
被
レ
遊
候
様
に
仕
指
上
可
レ
申
旨 
両
人
堅
く
御

請
申
上
候
へ
ハ 

信
康
公
御
満
悦
之
由
被
レ
仰 

外
に
一
ツ
其
方
共
へ
頼
置
度
事
有
之 

當

城
下
に
於
て
も
浄
土
一
宗
の
寺
有
レ
之
由
に
候
得
共 

願
く
は
引
導
焼
香
の
儀
を
は
大
樹

寺
の
方
丈
へ
御
頼
被
レ
成
度
と
思
召
候
よ
し
被
レ
仰
候
得
者 

両
人
承
り
何
よ
り
安
き
御

事
に
御
座
候 

其
外
に
も
何
に
よ
ら
す
両
人
へ
被
二
仰
置
一
候
様
に
と
申
上
候
へ
は 

㝡
早

思
召
被
レ
残
儀
も
無
レ
之
と
の
仰
に
て
渡
邊
に
被
二
仰
聞
一
候
者 

其
方
事
は
我
等
幼
少
の

時
分
よ
り
な
し
み
の
儀
な
れ
は 

介
錯
の
儀
を
其
方
へ
頼
む
そ
と
有
レ
仰
に
付 

半
蔵
奉
レ

畏
候
と
申
て
御
次
の
間
へ
罷
出 

自
分
の
「
を
持
て
出 

腰
わ
き
に
差
置
候
を
御
覧
有
て 

御
肌
を
脱
せ
ら
れ
い
さ
き
能
御
切
腹
被
レ
成 

半
蔵
〳
〵
と
被
レ
仰
候
へ
共 

半
蔵
義
は
御

肌
を
ぬ
か
せ
ら
れ
候
を
見
奉
る
や 

い
な
や
大
き
に
ふ
る
ひ
出 

前
後
の
弁
へ
も
無
レ
之

仕
合
を
山
城
守
見
兼
候
て
半
蔵
儀
は
何
の
通
に
御
座
候
て
定
て
御
苦
痛
可
レ
被
レ
遊
候

間 

御
免
に
於
て
は
乍
レ
恐
私
御
介
錯
可
二
申
上
一
哉
と
伺
ひ
候
へ
者 

其
方
頼
そ
と
仰
に

付 

無
二
是
非
一
山
城
守
御
介
錯
申
上
被
二
差
添
一
候 

御
目
付
中
の
内
壱
人
御
注
進
と
し

て
濱
松
へ
返
し
両
人
儀
は
暫
相
殘
り
御
葬
送
の
儀
迠
を
沙
汰
し
畢
て
後 

濱
松
へ
罷
帰

り
登
城
仕
候
て
両
人
と
も
に
罷
出 

委
細
の
儀
申
上
候
様
に 

御
逆
心
と
有
レ
之
一
ケ
條

の
儀
に
於
て
は
御
誓
事
を
以
て
被
二
仰
置
一
候
御
遺
言
の
趣 

両
人
御
請
の
次
第
共
に
涙

を
流
し
て
申
上
け
れ
ハ 

家
康
公
に
は
兎
角
の
御
意
も
無
二
御
座
一 

御
前
伺
公
の
面
々
各

涙
を
流
し
候
中
に
榊
原
康
政 

本
多
平
八
郎
両
人
は
御
前
に
こ
ら
へ
兼 

聲
を
揚
て
啼
出

し
被
二
罷
立
一
候
に
付 

御
次
に
相
詰
被
レ
居
候
面
々
迠
も
皆
落
涙
に
及
ひ
被
レ
申
候
と
也 

其
後
御
側
衆
を
以 

今
度
山
城
守
二
俣
表
へ
さ
し
て
罷
越
候 

脇
差
「
の
銘
の
儀
御
尋
有
レ

之
處 

御
介
錯
申
脇
差
千
子
村
正
作
の
由
申
上
候
へ
は 

家
康
公
被
二
聞
召
一
候
て
御
前
伺

公
の
面
々
へ
被
レ
仰
候
者 

以
前
尾
州
森
山
に
於
て
阿
部
弥
七
郎
乱
心
仕
り
清
康
公
を
殺

害
致
し
た
る
は
村
正
か
作
の
「
の
由
聞
召
被
レ
及 

又
家
康
公
御
年
若
き
時
分
駿
河
宮
ケ

崎
に
於
て
小
「
に
て
御
手
を
被
レ
為
レ
切 

殊
之
外
御
痛
ミ
被
レ
成
候
事
召
つ
る
が 

此
小

「
の
銘
も
千
子
村
正
と
有
レ
之 

今
度
山
城
守
不
二
存
寄
一 

信
康
公
の
御
介
錯
を
遂
た
る

と
あ
る
も
右
同
様
と
候
へ
者 

畢
竟
村
正
か
作
の
打
物
ハ
御
當
家
へ
對
し
不
吉
と
被
二
思

召
一
候
て 

千
子
村
正
の
打
物
類
を
は
悉
く
取
捨
候
様
に
と
御
納
戸
方
の
役
人
中
へ
被
二

仰
渡
一
候
な
り 

扨
又
右
之
天
方
山
城
儀 

御
家
を
立
去 

行
衛
を
存
た
る
者
も
無
レ
之
候

處 

程
過
候
て
紀
州
髙
野
山
に
閑
居
仕
罷
在
と
の
風
聞
有
レ
之 

日
頃
天
方
と
む
つ
ま
し

き
傍
輩
中 

有
馬
入
湯
之
御
暇
を
願
罷
上
候
序
に
髙
野
山
へ
尋
行 

天
方
に
出
會
し
て
其

方
儀
は
何
様
の
存
意
を
以
て
濱
松
を
は
立
退
候
哉
と
尋
け
れ
は 

天
方
申
候
は
各
に
も

被
二
聞
及
一
候
通 

遠
州
二
俣
に
於
て
存
か
け
も
無
レ
之 

御
年
若
な
る
信
康
公
を
我
々
手

に
掛
ま
い
ら
せ
候
よ
り
何
と
や
ら
ん 

世
の
中
あ
ち
き
な
く
罷
成
て
御
奉
公
と
て
も
心

に
し
ミ
不
レ
申
に
依
て 

如
レ
此
の
躰
に
罷
成
た
り
と
申
を 

色
々
言
葉
を
盡
し
て
問
尋
け

る
に
付
て 

天
方
申
け
る
者
今
更
申
て
も
不
レ
入
儀
と
存
候
間 

必
以
他
言
は
無
用
な
り 

我
等
御
家
を
立
退
候
儀 

別
の
子
細
に
あ
ら
す
先
年
信
康
公
御
生
害
の
砌 

御
介
錯
の
儀

を
は
渡
邊
半
蔵
へ
御
頼
被
レ
成
候
處
に
御
切
腹
の
期
に
至
り 

半
蔵
大
き
に
ふ
る
ひ
出
し

御
介
錯
申
上
候
儀
不
二
罷
成
一 

信
康
公
に
は
御
腹
を
め
さ
れ
候
上
の
儀
な
れ
者 

御
苦
痛

被
レ
成
候
も
御
痛
ま
し
く
見
兼
候
て
我
等
御
意
を
伺
て
御
介
錯
申
た
る
事
に
候 

然
る
處

に
或
時
殿
様
御
近
習
衆
へ
御
雜
談
の
節 

渡
邊
事
は
鎗
半
蔵
と
呼
れ
た
る
程
の
武
邊
者



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

四
九

な
れ
と
も 

主
の
子
の
首
を
切
る
時
に
望
て
は
腰
を
抜
し
た
る
と
有
レ
仰
を
傳
え
承
り 

然
者
此
山
城
儀
は
主
の
子
の
首
切
好
き
の
様
に
思
召
入
ら
れ
候
か
と
存
付
候
へ
は 

御

奉
公
迠
も
入
ら
さ
る
事
を
お
も
ひ
究
め 

ケ
様
の
躰
に
は
成
た
る
と
語
り
候
と
也 

若
ケ

様
の
義
な
と
を
御
聞
及
召
て
不
便
の
仕
合
を
思
召
候
に
や 

結
城
秀
康
公
関
ケ
原
御
陣

已
後
越
前
一
国
御
拝
領
の
後 

髙
野
山
よ
り
天
方
を
被
二
召
寄
一 

髙
禄
を
被
レ
下
被
二
召

仕
一
候
と
也 
然
れ
と
も
年
来
隔
た
る
事
に
候
へ
者 

虚
実
の
段
は
難
レ
計
候
へ
と
も
我
等

承
り
及
ひ
た
る
趣
を
書
記
申
處
な
り

（
4
）　
『
断
家
譜
』
巻
十
二（
斎
木
一
馬
・
岩
沢
愿
彦
校
訂
『
断
家
譜
』
第
二　

続
群
書
類
従
完
成

会　

昭
和
四
十
三
年
十
月
三
十
日
）。

藤
原　

竹
中　

本
国
美
濃　

紋　

九
枚
篠
丸

（
中
略
）

重
次　

采
女
正

継
重
信
之
遺
領
賜
豊
後
国
府
内
城
一
万
石
、
寛
永
三
年
丙
寅
八
月
肥
前
国
長
崎
奉
行
被

仰
付
、
同
十
年
癸
酉
江
戸
参
府
邪
曲
有
御
穿
鑿
、
同
十
一
年
甲
戌
二
月
二
十
二
日
於
浅

草
海
禅
寺
切
服
［
腹
］、
法
名
以
松
宗
和
大
居
士
、

（
5
）　
『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』
巻
廿
四（
黒
板
勝
美
・
國
史
大
系
編
修
會
編
輯
『
德
川
實
紀
』
第
二

篇　

吉
川
弘
文
館　

昭
和
三
十
九
年
十
月
三
十
一
日
）。

○
廿
二
日 

豊
後
府
内
領
主
竹
中
采
女
正
重
義
幷 

そ
の
子
源
三
郎
某
。
さ
き
に
長
崎
奉

行
た
り
し
と
き
。
奸
曲
の
事
あ
り
し
が
。
査
撿
の
う
へ
謝
す
る
に
詞
な
く
。
け
ふ
所
領

二
万
石
収
公
せ
ら
れ
。
父
子
共
に
淺
草
海
禪
寺
に
於
て
自
殺
せ
し
め
ら
る
。
よ
て
大
目

付
水
野
河
内
守
守
信
撿
使
に
ま
か
る
。
重
義
が
弟
筑
後
守
重
信
は
佐
竹
修
理
大
夫
義

隆
に
あ
ず
け
ら
る
。』
小
笠
原
壹
岐
守
忠
知
は
豐
後
府
内
の
御
使
奉
り
。
中
川
内
膳
正

久
盛
は
そ
の
城
番
仰
付
ら
る
。
ま
た
譜
第
衆
拜
謁
す
。
采
女
正
重
義
が
罪
状
を
。
大
番

頭
。
書
院
小
姓
組
の
番
頭
に
御
直
に
仰
下
さ
る
。
こ
の
重
義
は
故
の
伊
豆
守
重
利
が
子

に
て
。
先
代
に
仕
へ
奉
り
。
後
長
崎
奉
行
を
つ
と
め
。
寛
永
三
年
御
上
洛
の
供
奉
し
。

十
年
二
月
十
一
日
職
ゆ
る
さ
れ
。
け
ふ
死
を
賜
ひ
し
な
り
。（
日
記
、
寛
政
重
脩
譜
）

（
世
に
傳
ふ
る
所
は
。
長
崎
の
豪
商
に
平
野
屋
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
其
妾
美
麗
の
聞
え

あ
り
け
れ
ば
。
重
義
こ
れ
を
召
事
度
々
に
及
び
し
か
ど
。
平
野
屋
が
か
た
に
て
う
け
が

は
ず
。
其
後
又
使
を
し
て
。
其
妾
を
我
に
得
さ
す
る
事
の
な
り
が
た
く
ば
。
し
ば
し
か

し
あ
た
へ
よ
。
酒
の
酌
と
ら
せ
て
後
か
へ
す
べ
し
と
い
ひ
や
り
し
に
。
さ
す
が
其
地
の

奉
行
が
。
使
た
び
〳
〵
に
及
び
し
を
。
强
て
も
い
な
み
が
た
く
。
さ
ら
ば
御
酒
宴
の
間

ば
か
り
に
進
ら
す
べ
し
。
宴
は
て
ば
速
に
か
へ
し
賜
は
る
べ
き
よ
し
申
て
つ
か
は
し
た

り
。
し
か
る
を
重
義
兼
て
謀
り
し
事
な
れ
ば
。
か
の
女
を
留
て
。
五
三
日
の
後
ま
で
も

か
へ
さ
ず
。
女
は
や
む
事
を
得
ず
。
重
義
が
も
と
よ
り
塀
を
こ
え
て
。
平
野
屋
が
方
へ

迯
か
へ
り
ぬ
。
平
野
屋
も
か
く
て
は
長
崎
の
住
ゐ
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
。
そ
の
地
を
に

げ
出
。
堺
の
方
へ
し
る
べ
あ
れ
ば
と
て
居
を
う
つ
し
ぬ
。
重
義
か
く
と
き
く
よ
り
彌
い

き
ど
ほ
り
。
平
野
屋
が
兄
を
繋
獄
せ
り
。
よ
て
平
野
屋
が
一
族
等
は
か
り
て
。
か
の
女

を
か
ら
め
て
送
り
。
そ
の
兄
が
罪
を
ば
ゆ
る
さ
れ
し
が
。
平
野
屋
是
を
心
な
ら
ず
思

ひ
。
江
戸
に
い
で
て
。
是
ま
で
重
義
が
あ
ら
ぬ
樣
の
言
行
ど
も
を
。
一
々
に
う
た
へ
た

り
。
重
義
長
崎
に
て
衆
人
の
訴
訟
を
聞
に
も
。
苞
苴
を
い
れ
て
理
非
を
た
ゞ
さ
ず
。
酒

色
に
ふ
け
り
放
逸
に
て
。
貿
易
の
こ
と
も
私
の
は
か
ら
ひ
多
く
。
異
國
よ
り
珍
奇
の
品

渡
り
來
れ
ば
。
公
に
か
く
し
て
私
に
納
め
し
事
度
々
な
り
な
ど
い
ふ
に
及
び
。
穿
鑿
を

遂
ら
れ
し
に
。
そ
の
訴
ふ
る
所
に
違
ひ
な
け
れ
ば
。
家
財
を
沒
入
せ
ら
る
ゝ
に
。
金
銀

の
類
は
い
ふ
も
さ
ら
な
り
。
村
正
の
「
脇
差
も
廿
四
腰
ま
で
た
く
は
へ
た
り
。
村
正
の

「
劍
は　

當
家
に
お
い
て
忌
な
ら
ひ
な
る
に
。
か
く
収
貯
せ
し
志
。
ひ
と
へ
に
不
忠
の

所
爲
と
は
き
こ
え
た
り
）（
君
臣
言
行
錄
）」

（
6
）　
『
甲
子
夜
話
』
巻
四
十
二（
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
校
訂
『
甲
子
夜
話
』
三　

東
洋
文
庫

三
二
一　

平
凡
社　

一
九
七
七
年
十
二
月
二
十
日
）。

今
年
四
月
廿
二
日
、
西
城
に
て
御
書
院
番
の
松
平
外
記
と
云い
へ

る
が
、
部
屋
に
て
相あ

ひ

番ば
ん

三

人
を
斬
殺
し
、
二
人
に
深
手
負
は
せ
、
己お
の
れは
自
殺
し
て
け
る
。
是
に
由
て
、
世
上
種
々

の
風
説
な
れ
ど
、
孰い
ず
れか
実
な
る
知し

る

べ
か
ら
ず
。
因よ

つ
て始
に
雑
聞
を
挙あ

げ

て
、
終を

は
りに
御
裁
許
の

条
々
を
録
す
。

外
記
は
西
方
御
小
納
戸
頼
母
総
領
、
年
廿
一
な
り
。
切
ら
れ
し
は
本
田
伊
織
、
年

五
十
八
。
戸
田
彦
之
進
、
清
水
御
用
人
嘉
十
郎
総
領
、
年
三
十
二
。
沼
間
右
京
、
廿

一
。
こ
の
三
人
は
即
死
せ
し
と
ぞ
。
深
手
は
間
部
源
七
郎
、
年
五
十
八
。
神
尾
五
郎
三

郎
、
年
三
十
。
外
記
が
脇
指
は
村
正
に
て
有あ
り

し
と
。
世
伝
ふ
。
こ
の
鍛か

ぢ冶
は
御
当
家
に

不
吉
な
り
と
。
然
る
に
又
、
か
ゝ
る
こ
と
の
生
ぜ
し
も
不
思
議
な
り
。（
中
略
）

或
曰
。
こ
の
外
記
が
自
尽
せ
し
と
き
は
、
腹
に
突つ
き

た
て
し
「
あ
ま
り
深
く
し
て
引
廻
す



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

五
〇

こ
と
能
は
ず
。
仍

す
な
は
ち

ぬ
き
て
咽
に
突
た
て
た
れ
ど
死
せ
ず
。
因
て
「
を
ぬ
き
て
席た

た

み
に

置
た
る
と
き
、
即
ち
死
せ
り
と
な
り
。
又
外
記
の
脇
指
は
村
正
に
非
ず
し
て
、
関
打
平

造
の
者
に
し
て
一
尺
三
寸
な
り
し
と
云
。（
後
略
）

（
7
）　

福
井
款
彦
「【
総
説
】
伊
勢
国
桑
名
の
「
工 

村
正
〜
そ
の
虚
と
実
〜
」（
桑
名
市
博
物
館
編

『
村
正
─
伊
勢
桑
名
の
「
工
─
』　

桑
名
市
博
物
館　

平
成
二
十
八
年
九
月
十
日
）。

（
8
）　

徳
川
美
術
館
編
『
新
版 

徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
③　

「
剣 

「
装
具
』（
徳
川
美
術
館　

平
成

十
年
五
月
十
六
日
）。

（
9
）　

前
掲
註（
7
）福
井
氏
論
考
参
照
。

（
10
）　

記
録
古
文
書
一
─
一
「
駿
府
御
分
物
御
道
具
帳
」（
一
）「
駿
府
御
分
物
之
内
御
太
「
御
腰

物
御
脇
指
御
長
「
御
鑓
帳
」　

徳
川
美
術
館
蔵
。

（
11
）　
『
尾
州
德
川
家
御
藏
品
第
二
回
賣
立
』　

名
古
屋
美
術
倶
楽
部
・
光
円
寺　

大
正
十
年
。

（
12
）　

武
器
古
帳
十
九
「
御
天
守
ニ
有
之
候
御
腰
物
御
脇
指
帳
」　

徳
川
美
術
館
蔵
。

（
13
）　

武
器
旧
原
簿
二
「
御
天
守
御
腰
物
元
帳
」　

徳
川
美
術
館
蔵
。

（
14
）　

武
器
原
簿
一
─
三
「
御
腰
物
元
帳　

義
禮
」　

德
川
美
術
館
蔵
。

（
15
）　

香
山
里
絵
「
明
倫
博
物
館
か
ら
徳
川
美
術
館
へ
─
美
術
館
設
立
発
表
と
設
立
準
備
─
」（
竹

内
誠
・
徳
川
義
崇
編
『
金
鯱
叢
書
』
第
四
十
二
輯　

公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
・
徳
川
林

政
史
研
究
所
・
徳
川
美
術
館　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日
）。

（
16
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

松
平
記
曰 

其
後
朝
に
按
す
る
に
前
文
四
日
夜
の
事
を
記
す
ゆ

へ
に 

其
後
朝
は
五
日
の
未
明
を
さ
す

清
康
の
御
馬
は
な
れ
け
る
を 

あ

ら
と
ら
へ
よ 

い
か
に
〳
〵
と
大
聲
揚
ケ
被
仰 

阿
部
弥
七
ね
耳
に
是
を
聞
て 

す
は
や
父

を
御
成
敗
と
驚
き
さ
わ
き
村
正
の
二
尺
七
寸
の
「
を
抜
打
に
御
後
よ
り
清
康
を
切
申 

植
村
新
六
郎
是
を
見
は
し
り
よ
り 

の
か
さ
す
弥
七
を
そ
の
場
に
て
け
さ
か
け
に
切
殺

せ
り 

御
供
衆
南
皆
々
驚
き
ま
い
り
け
れ
共 

力
な
く
皆
岡
崎
へ
帰
陣
い
た
す

（
17
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

官
本
三
河
記
曰 

然
處
公
之
御
運
拙 

暁
清
康
馬
離
出
騒
聲
弥
七
郎
驚
出
害
レ
父
心
得 

以
二

村
正
「
一
害
二
清
康
一
植
村
新
六
郎
在
合
則
殺
レ
之 

陣
中
周
章

天
文
四
年

十
二
月
五
日
也

（
18
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

酒
井
本
三
河
記
曰 

君
ノ
御
運
盡
ケ
ル
ニ
ヤ
暁
馬
離
レ
陣
屋
ノ
内
騒
動
ス 

弥
七
郎
ス
ハ

ヤ
父
ヲ
害
ス
ル
ト
心
得 

天
文
四
年
十
二
月
五
日 

村
正
ノ
「
ヲ
以
テ
清
康
公
ヲ
害
シ
奉

ル 

植
村
新
六
郎
即
弥
七
郎
ヲ
討
留
テ
押
ハ
タ
ヌ
キ
追
腹
ヲ
切
ン
ト
ス
レ
ハ 

諸
人
口
々

ニ
爰
ハ
追
腹
ノ
切
所
ニ
ア
ラ
ス
ト
制
シ
ケ
レ
ハ 

新
六
郎
何
方
カ
切
リ
所
ナ
ル
ト
問
ケ
ル

ニ 

織
田
弾
正
折
ヲ
得
テ
岡
崎
ヘ
襲
ヒ
来
ル
ヘ
シ 

其
時
若
君
ノ
御
目
前
ニ
テ
進
来
ル
敵

ヲ
切
拂
ヒ
討
死
セ
ン
コ
ソ
實
ノ
追
腹
ノ
切
リ
所
ナ
レ
ト
云
ヌ
レ
ハ 

新
六
郎
モ
思
ヒ
留

リ
ケ
ル

（
19
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

武
徳
大
成
記
曰 

弥
七
郎
一
日
君
ノ
側
ニ
侍
リ
シ
カ
馬
ノ
ハ
ナ
ル
丶
事
ア
リ
テ
軍
中
騒

動
甚
シ 

弥
七
郎
ハ
我
父
ノ
殺
サ
レ
タ
リ
ト
思
ヒ
テ
御
後
ヨ
リ
ヲ
カ
シ
奉
ル

其
「

ハ
千
子
村

正
カ
作

ナ
リ　

植
村
新
六
郎
榮
安
即
時
ニ
弥
七
郎
ヲ
誅
ス 

群
臣
驚
ア
キ
レ
テ
為
方
ナ
シ 

植
村
ハ

我
已
ニ
主
君
ノ
敵
ヲ
誅
ス 

生
前
ノ
遺
恨
ナ
シ 

死
シ
テ
地
下
ニ
報
セ
ン
ト
イ
フ
衆
口
一

同
ニ
申
ハ
人
ト
シ
テ
誰
カ
主
君
ノ
仇
ヲ
悪
マ
サ
ラ
ン
ヤ 

足
下
獨
コ
ノ
悪
逆
ヲ
誅
ス
ル

ハ
冥
加
ノ
至
リ
ナ
リ 

吾
儕
其
場
ニ
有
ア
ハ
サ
ル
ソ
不
幸
ナ
ル
天
道
ニ
ツ
キ
ヌ
レ
ハ 

ト

モ
カ
ク
モ
イ
ハ
レ
ヌ
殉
死
カ
忠
ニ
ナ
ル
ナ
ラ
ハ 

吾
々
誰
カ
劣
ル
ヘ
シ 

然
レ
ト
モ
信
秀

此
変
ヲ
聞
カ
ハ
必
ス
弊
ニ
乘
テ
岡
崎
ヲ
攻
ヘ
シ 

ヒ
ト
シ
ク
死
ナ
ン
命
ヲ
嗣
君
ノ
為
ニ
死

ナ
ン
ハ
殉
死
ニ
萬
々
マ
サ
ル
ヘ
シ 

且
ツ
嗣
君
猶
イ
ト
ケ
ナ
シ 

所
謂
ル
死
ニ
従
フ
ハ
易

ク
孤
ヲ
立
ツ
ル
事
ハ
難
キ
タ
メ
シ
ナ
リ 

唯
義
ノ
ア
ル
所
生
ク
ト
モ
死
ス
ト
モ
用
ユ
ヘ

シ
ト
イ
フ 

植
村
尤
ト
同
シ
軍
ヲ
引
テ
岡
崎
ニ
還
ル 

清
康
君
ノ
威
風
餘
烈
人
皆
此
ヲ
畏

レ
テ
守
山
モ
約
ヲ
變
シ
テ
弊
ニ
ノ
ラ
ス 

信
秀
モ
軍
ヲ
出
シ
テ
ア
ト
ヲ
ツ
ク
ル
事
ナ
シ 

時
ニ
天
文
四
年
十
二
月
五
日
也 

清
康
君
雄
武
世
ニ
絶
テ
向
所
敵
ナ
シ 

士
ヲ
撫 

民
ヲ
恵

テ
常
ニ
四
方
ヲ
兼
并
ス
ル
ノ
志
ア
リ 

此
時
尾
濃
ノ
敵
ヲ
平
ケ
京
洛
ニ
塵
ヲ
清
メ
ハ
一
統

ノ
治
日
ヲ
カ
ソ
ヘ
テ
待
ヘ
キ
ニ 

不
意
ノ
禍
ニ
カ
丶
ラ
セ
タ
マ
フ
世
コ
ソ
リ
テ
惜
ミ
ケ
リ

（
20
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

御
先
祖
記
曰 

五
日
の
あ
さ
清
康
の
御
馬
は
な
れ
て
陣
中
を
は
せ
廻
る 

是
を
と
ら
ゑ
ん

と
て
構
の
内
騒
動
す 

清
康
も
縁
よ
り
御
出
有
て 

と
ら
へ
よ
〳
〵
と
下
知
し
給
ふ
を 

弥



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

五
一

七
郎
こ
れ
を
聞
て 

扨
ハ
父
の
㝡
期
よ
と
口
惜
く
お
も
ひ 

父
か
遺
意
を
も
わ
す
れ 

村
正

の
「
を
ぬ
い
て
清
康
を
一
太
「
に
打
奉
る 

時
に
御
年
二
十
五
歳
也 

御
側
に
植
村
新
六

郎

後

出
羽
守
罷
在
し
か
早
々
抜
合 

弥
七
郎
を
切
殺
す 

大
蔵
聞
て
存
命
せ
ん
な
き
事
な
れ

と
て
自
害
せ
ん
と
致
せ
し
を 

酒
井 

大
久
保
等
申
ハ 

今
乱
國
の
㝡
中
な
る
に
清
康
ハ
御

逝
去 
そ
の
方
ま
て
切
腹
致
さ
せ
候
ハ
丶
我
々
斗
に
て
い
と
け
な
き
竹
千
代
君
を

後
奉
レ

号
二
廣
忠
と
一

守
立
申
さ
ん
事
成
か
た
け
れ
は 

清
康
の
御
事
ハ
是
非
も
な
き 

竹
千
代
殿

戌
年

十
五
歳　

を
守
り
た
て
三
州
の
主
に
な
し
参
ら
せ
ハ 

亡
君
へ
の
忠
心
た
る
へ
し
と
達
て

と
ゝ
む
る
ゆ
へ 

大
蔵
も
理
に
ふ
く
し
自
害
を
と
ゝ
ま
る
と
な
り

（
21
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

三
岡
記
曰 

其
夜
按
す
る
に
前
文
に
よ
れ
ハ
四
日

夜
に
あ
た
れ
と
も
誤
り
な
り

清
康
公
ノ
御
馬
ハ
ナ
レ
陣
中
騒
動
ス 

案
ノ

如
ク
父
大
蔵
討
タ
ル
ト
思
ヒ 

弥
七
郎
前
後
ヲ
カ
ヘ
リ
ミ
ス
清
康
公
ノ
御
𫝶
へ
參
リ
村

正
ノ
「
ヲ
以
テ
切
害
シ
タ
テ
マ
ツ
リ
引
退
ク
所
ヘ 

植
村
新
六
郎
家
政
カ
ケ
付 

組
留
メ

則
弥
七
郎
ヲ
サ
シ
殺
ス 

同
弟
モ
其
場
ニ
ア
リ
シ
ト
ナ
リ

今
植
村
出
羽
守
ハ
其
孫
ナ
リ 

同

帯
「
ハ
其
弟
孫
ナ
リ 

元
来
植
村
ハ
濃

州
土
岐
カ
一
門
ナ
リ 

濃
州
齋
藤
氏
強
大
ニ
恐
レ 

植
村
ニ
蟄
居

シ
道
室
ト
云 

其
子
新
六
郎
家
政 

同
弟
御
奉
公
申
上
ル
ト
云
々
御
家
人
衆
不
レ
及
レ
力
シ
テ
十
方
ヲ

ウ
シ
ナ
イ 

岡
崎
へ
歸
陣
シ
七
才
ニ
ナ
ラ
セ
玉
フ
若
君
ヲ
守
護
シ
奉
ル
ナ
リ

竹
千
代

君 

後
号
二
廣

忠
公

ト
一

（
22
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

三
河
榮
秀
記
曰 

翌
朝
清
康
の
御
馬
放
れ
陣
中
夥
し
く
騒
動
す 

弥
七
郎
驚
て
父
を
害
す

と
心
得
て
二
尺
七
寸
有
け
る
村
正
の
「
を
振
て
十
二
月
五
日
の
巳
の
時
に
清
康
を
討
奉

る 

植
村
新
六
郎

後
出
羽

守
と
号
す　

有
合
て
即
時
に
太
「
を
抜
て
弥
七
郎
を
斬
殺
す 

諸
卒
力
を

失
ふ 

植
村
今
ハ
是
ま
て
な
り
と
追
腹
切
ん
と
云
人
々
お
し
留 

若
君
ま
し
〳
〵
間 

是
を

守
る
こ
そ
忠
義
也 

死
は
安
く
生
ハ
難
し
と
い
ひ
け
れ
ハ 

植
村
理
に
應
す 

阿
部
大
蔵
も

腹
切
ら
ん
と
お
し
は
た
ぬ
く 

酒
井 

大
久
保
を
始
て
是
を
諫
て
曰 

貴
客
ハ
不
レ
知
や 

君

ハ
横
死
た
る
義
を
思
ハ
丶
命
を
全
ふ
し
て
若
君
を
守
り
立
よ
と
諫
け
れ
は 

大
蔵
鎮
り

け
り
と
て
軍
兵
を
岡
崎
に
引
入

（
23
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

武
功
雑
記
曰 

清
康
公
ノ
時 

阿
部
大
蔵
ハ
忠
功
ノ
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
信
長
公
ノ
方
ヘ
内
通

ス
ル
ト
ノ
沙
汰
ア
リ 

子
ノ
弥
八
郎
按
す
る
に
弥
七
郎

の
誤
な
り 

下
同
し
此
風
説
ヲ
聞
テ
迷
惑
ニ
思
ヒ 

大
蔵

ハ
シ
レ
カ
シ
兎
角
無
二
是
非
一
仕
合
ニ
可
レ
遭
ト
氣
ツ
カ
ヒ
ニ
存
居
タ
リ 

或
時
清
康
公
御

廐
へ
被
レ
出
ニ
弥
八
郎
ハ
御
腰
物
持
テ
御
供
ナ
リ 

折
節
御
廐
ノ
馬
ハ
ナ
レ
テ
カ
レ
コ
レ

ト
サ
ハ
ク 

弥
八
郎
サ
テ
コ
ソ
大
蔵
御
成
敗
被
二
仰
付
一
タ
ル
ヨ
ト
存
シ 

無
二
了
簡
一
事

ヨ
ト
言
サ
マ
ニ
腰
物
ヲ
抜
テ
清
康
公
害
シ
タ
テ
マ
ツ
ル 

其
「
千
五
ノ
由 

其
後
廣
忠
公

ヲ
害
シ
タ
ル
モ
千
五
ノ
「
ノ
由 

右
ノ
時
清
康
公
十
七
歳
ノ
由
按
す
る
に
年
十
七
歳
と
記
し 

且
御
逝
去
を
御
陣
中
に
て
ハ
あ

ら
さ
り
し
こ
と
く
載

た
る
ハ
疑
ふ
へ
し

（
24
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

鶴
毛
衣
曰 

清
康
公
の
陣
中
に
馬
を
取
放
し
騒
動
せ
し
に 

清
康
公
も
御
出
て
是
を
制
し

給
ひ
け
る
に 

鞍
を
取
へ
よ
と
下
知
し
給
ふ
を 

彼
弥
七
郎 

親
の
大
蔵
を
御
手
討
に
も
被

成
る
か
と
聞
誤
て 

清
康
公
へ
飛
懸
り
村
正
の
「
を
以
て
終
に
討
奉
り
ぬ 

然
所
に
新
六

郎
榮
安
寄
起
間
も
な
く
抜
合 

即
座
に
弥
七
郎
を
打
取
た
り 

後
年
又
し
ハ
〳
〵
軍
功
有

（
25
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
清
康
君
御
事
蹟
」
第
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

三
州
八
代
記
古
傳
集
曰 

清
康
公
御
運
命
盡
サ
セ
給
フ
時
ヤ
至
ケ
ン 

御
陣
中
ニ
テ
御
馬

放
レ
人
音
髙
ク
騒
動
シ
ケ
ル

 

阿
部
弥
七
郎
ト
云
者
狂
乱
シ
テ 

清
康
公
何
ノ
御
心
モ

ナ
ク
居
サ
セ
玉
フ
所
ヲ
御
後
ヨ
リ
奉
レ
討 

上
村
新
八
郎
ト
云
者
按
す
る
に
上
村
新
八
郎
は

植
村
新
六
郎
の
誤
な
り

是

ヲ
弥
七
郎
ヲ
即
座
ニ
斬
伏
セ
ケ
ル 

御
家
来
ノ
人
人
ア
キ
レ
果
テ
二
世
ノ
御
供
可
レ
申
ト

我
先
ニ
ト
已
ニ
腹
切
ラ
ン
ト
セ
シ
所
ヲ 

上
村
新
六
ト
云
者
按
す
る
に
此
時
植
村
新
六
郎
か
殉

死
を
と
ゝ
め
し
を 

聞
野
濟
安
聞
書

に
は
宇
津
左
衛
門
五
郎 

大
久
保
新
八
郎
父
子
な
り
と
す 

御
先
祖
記 

三

河
榮
秀
記
に
ハ
酒
井 

大
久
保
と
す 

こ
ゝ
に
植
村
新
六
と
記
す
ハ
誤
な
り
大
音
揚 

各
今
御
供
セ
ラ
レ

ハ
若
君
ヲ
ハ
誰
有
テ
カ
守
立
可
レ
申
ト
テ
モ 

一
命
ハ
主
君
ノ
為
ニ
抛
テ
ハ
如
何
様
近
日

ニ
ハ
織
田
弾
正 

岡
崎
ヘ
押
寄
ヘ
シ 

其
時
ニ
至
テ
君
ノ
御
為
ニ
花
ヤ
カ
ニ
軍
シ
テ
骸
ヲ
戦

場
ニ
サ
ラ
ス
ヘ
シ
ト
申
ケ
レ
ハ 

此
理
ニ
伏
シ
諸
勢
一
同
ニ
森
山
ヲ
打
立
テ
岡
崎
ニ
引
取

ケ
ル 

此
公
御
長
命
ニ
マ
シ
マ
サ
ハ 

天
下
ハ
御
掌
ニ
入
ヘ
キ
ヲ 

二
十
五
歳
ヲ
一
期
ト
シ

給
フ 
天
文
二
癸
巳
年
十
二
月
五
日
ニ
御
逝
去 

御
法
名
善
德
院
殿
年
叟
道
甫
大
居
士
ト

奉
レ
申

（
26
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
廣
忠
君
御
事
蹟
」
第
十
三（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

五
二

叢
刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

天
元
年
記
録
曰 

天
文
十
八
己
酉
三
月
六
日
廣
忠
公
薨
去 

廣
忠
公
御
夭
死
之
事 

同
國
廣

瀬
之
城
主
佐
久
間
九
郎
左
衛
門 

片
目
弥
八
ト
云
者
を
按
す
る
に
岩
松
氏
に
て
一
眼
を
失
ひ
た

れ
は
片
目
と
称
せ
し
と
い
ふ 

又
其
名
は

八
弥
な
る
を
此
書
及
ひ
岡
崎
古

記
に
弥
八
に
作
る
は
誤
な
り

語
ら
ひ
御
奉
公
に
入
置
奉
レ
討
と
な
り 

植
村
新
六
追
掛
て
弥

八
を
討
止
メ 

清
康
公
を
も
阿
部
弥
七 

村
政
之
「
を
以
奉
レ
討 

此
度
も
村
政
に
て
奉
レ

討
と
な
り 
又
植
村
新
六 

弥
七 

弥
八
を
即
座
に
討
止
る
事
不
思
議
也 

竹
千
代
君
尾
州

よ
り
御
帰
後
御
墓
所
に
手
つ
か
ら
松
を
植
給
ふ 

今
世
繁
榮
し
て
三
丈
計 

岡
崎
松
應
寺

に
在
り
按
す
る
に
此
書
及
ひ
下
の
岡
崎
古
記
は
異
説
に
し
て
と
り
か
た
き
事 

前
に
弁
す
る

か
如
し 

片
目
八
弥
の
変
事
は
天
文
十
五
年
條
に
出
す 

参
考
の
為
姑
く
存
す 

下
同
し

（
27
）　

前
掲
註（
26
）参
照
。

（
28
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
廣
忠
君
御
事
蹟
」
第
九（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

三
州
八
代
記
古
傳
集
曰 

廣
忠
公
御
病
死
ノ
由 

本
書
ニ
雖
レ
記
其
實
ハ
廣
瀬
ノ
領
主
佐

久
間
九
郎
左
衛
門
所
為
ト
シ
テ
一
人
ノ
牢
人
ヲ
誘
テ
御
家
ヲ
望
セ 

新
参
ニ
出
シ
置
キ

能
々
立
廻
リ
後
ニ
ハ
御
前
近
ク
被
二
召
使
一
ケ
ル
所
ニ
風
眼
ヲ
煩
ヒ
一
眼
損
シ
ケ
レ
ハ 

人
々
是
ヲ
片
目
八
弥
ト
申
ケ
ル 

彼
者
ニ
佐
久
間
兼
テ
申
含
ケ
ル
ニ
ヤ 

或
時
御
晝
寝
被
レ

成
ケ
ル
所
ヲ
不
意
ニ
討
奉
リ
走
出
ル
折
カ
ラ 

植
村
新
六
郎
外
堀
ニ
テ
追
詰
メ
討
留
ケ
ル 

此
新
六
御
二
代
ト
モ
ニ
主
君
ノ
御
敵
ヲ
討
シ
モ
不
思
議
ナ
リ 
阿
部
弥
七
狂
乱
シ
テ
清

康
公
ヲ
討
奉
ル
モ
村
正
ノ
「 

今
度
弥
八
カ
廣
忠
公
ヲ
害
奉
ル
モ
村
正
ノ
「 

其
後
三
郎

殿
御
切
腹
モ
村
正
ノ
御
脇
差
ナ
レ
ハ 

御
不
吉
例
ト
テ
上
作
ト
イ
ヘ
ト
モ
御
道
具
ノ
數

ニ
不
レ
被
レ
用
也

（
29
）　

前
掲
註（
23
）参
照
。

（
30
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
廣
忠
君
御
事
蹟
」
第
九（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

御
年
譜
附
尾
十
四

年
條
曰 

三
月
片
目
八
弥
者
被
レ
憑
二
誰
人
一
哉 

參
二
營
中
一
抜
二
短
「
一
村
正

突
二
廣
忠
卿
一
門
外
逃
去
時 

又
植
村
新
六
郎
家
次
出
合
追
二
詰
之
一
組
而
落
レ
堀 

松
平
蔵

人
信
孝
駈
付
謂
二
植
村
一
曰 

可
レ
放
レ
之 

植
村
称
レ
可
レ
突
不
レ
放 

信
孝
以
レ
鑓
突
二
片
目
一

故 

不
レ
知
二
其
所
意
一
廣
忠
卿
因
二
輕
創
一
無
レ
恙 

然
賜
二
感
状
於
植
村
一
因
二
二
代
之
忠

節
一
也
徳
川
記

同
し

（
31
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
廣
忠
君
御
事
蹟
」
第
九（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

御
先
祖
記
十
四
年
條
曰 

片
目
八
弥
と
い
ふ
も
の 

い
か
な
る
心
に
や
村
正
の
小
脇
指
を
ぬ
き

て
廣
忠
の
御
も
も
を
突
き
門
外
へ
か
け
い
つ
る 

植
村
新
六
郎
追
詰
て
組
て
堀
へ
を
つ

る 

蔵
人
信
孝
も
鎗
を
取
て
か
け
付 

八
弥
を
つ
か
ん
と
す
れ
と
も 

新
六
郎
と
八
弥
と
く

ミ
わ
ひ
て
上
を
し
た
へ
と
返
す
ゆ
へ 

新
六
に
は
な
す
へ
し
と
の
た
ま
へ
ハ 

く
る
し
か

ら
す
我
等
と
も
に
突
殺
し
た
ま
へ
と
い
ふ 

そ
の
う
ち
に
八
弥
を
鑓
に
て
信
孝
殺
さ

る
ゝ 

廣
忠
の
御
疵
ハ
う
す
き
ゆ
へ
早
速
御
平
愈
な
り

（
32
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
廣
忠
君
御
事
蹟
」
第
九（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

大
永
慶
長
年
間
略
譜
曰 

天
文
十
五
年
丙
午
冬 

廣
忠
公
家
人
片
目
弥
八
郎
ト
云
者 

松
平

三
左
衛
門
カ
為
ニ
廣
忠
公
ヲ
二
「
刺
シ
テ

村
正

脇
差
ナ
リ
走
出 

植
村
新
六
郎
城
外
𣘺
ニ
テ
行

逢
追
者
呼
二
事
急
一
也 

新
六
郎
片
目
ト
組
水
中
ニ
落
ツ
時 

松
平
蔵
人
信
孝
駈
来
リ
片
目

ヲ
鏤
ス 

植
村
則
片
目
カ
首
ヲ
斬
ル 

廣
忠
感
状
ヲ
賜
フ 

廣
忠 

植
村
疵
淺
シ 

幾
程
ナ
ク

シ
テ
愈
ト
云

（
33
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
廣
忠
君
御
事
蹟
」
第
九（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

三
岡
記
曰 

天
文
十
五
年
冬
ノ
頃 

御
家
人
ノ
内 

片
目
弥
八
郎
ト
云
者 

日
来
松
平
三
左

衛
門
ニ
頼
マ
ル
丶
ニ
ヨ
リ 

時
分
ヲ
ウ
カ
丶
ヒ
廣
忠
公
ヲ
二
ケ
所
疵
ツ
ケ
奉
リ
門
外
へ
逃

出
ス

コ
ノ
時
村
正
ノ
脇
サ
シ
ヲ
以 

二
ケ
所
突
奉
ル
ト
云
ヘ
ト
モ 

疵
淺

キ
ユ
ヘ
御
命
ハ
不
レ
苦
二
御
保
養
一
ユ
ヘ 

ホ
ト
ナ
ク
御
疵
平
愈
ト
云
々
折
節
植
村
新
六
郎
家
政

出
仕
ス
ル
ト
キ  

城
外
𣘺
ノ
上
ニ
テ
行
逢
フ
所
ニ 

跡
ヨ
リ
狼
藉
者
ノ
カ
ス
ナ
ト
云
ニ
ヨ

リ 

則
ク
ミ
ア
イ
互
ニ
水
中
ヘ
ヲ
ツ
ル
所
ニ
蔵
人
信
孝
馳
来
リ 

鎗
ヲ
以
テ
ツ
キ
ト
メ
ラ

ル
丶
時 

植
村
ツ
キ
殺
シ
首
ヲ
ト
ル
ナ
リ 

植
村
ニ
感
状
ヲ
賜
リ
御
譜
代
衆
並
ニ
ナ
ル
也

（
34
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
廣
忠
君
御
事
蹟
」
第
九（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

松
平
記
十
六
年
條
曰 

蔵
人
殿
ハ
御
一
門
の
内
に
て
も
忠
節
の
人
に
て 

去
年
片
目
八
弥
と
云

者 
廣
忠
を
村
正
脇
差
に
て
突
候
て
迯
申
候 

突
そ
こ
な
ひ
早
々
に
く
る
處
を 

植
村
新
六

郎
出
仕
に
出
る
と
て
是
に
出
合
組 

堀
の
中
へ
こ
ろ
ひ
入
候
處
に
蔵
人
殿
走
よ
り
鑓
に

て
突
給
ふ
に 

は
な
せ
植
村
と
被
レ
仰
候
へ
ハ 

は
な
し
不
レ
申 

大
事
の
奴
に
御
座
候 

我

等
と
も
に
突
給
へ
と
申 

扨
八
弥
を
は
突
殺
し
植
村
は
高
名
い
た
し
御
感
状
被
レ
下
レ
之



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

五
三

（
35
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
廣
忠
君
御
事
蹟
」
第
九（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

官
本
三
河
記
十
六
年
條
曰 

去
年
片
目
八
弥
ト
云
者 

以
二
村
正
短
「
一
突
二
廣
忠
一
逃 

又
植
村

新
六
郎
出
合 

両
人
組
テ
落
レ
堀 

蔵
人
駈
付
植
村
雖
レ
可
レ
放
共
可
レ
突
云
々 

蔵
人
以
レ

鎗
害
二
八
弥
一 

植
村
賜
二
感
状
一

（
36
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
廣
忠
君
御
事
蹟
」
第
九（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢

刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

及
聞
秘
録
曰 

幸
若
與
惣
太
夫
ト
云
者 

有
是
モ
同
清
和
ノ
流
レ
岩
松
次
郎
経
家
カ
末
孫

也 

渠
カ
父
與
太
夫
ハ
三
州
ニ
而
一
向
宗
門
ノ
徒 

乱
ヲ
起
シ
タ
ル
時 

彼
門
徒
ナ
リ
シ
カ

宗
旨
ノ
好
身
ヲ
捨
テ
御
當
家
ヘ
忠
節
ヲ
盡
シ
タ
ル
者
ナ
レ
ハ 

無
二
御
取
立
一
不
レ
叶
者

ナ
レ
共 

與
太
夫
カ
祖
父
片
目
弥
八
ト
云
フ
者 

度
々
武
功
ヲ
顕
シ
廣
忠
公
ノ
御
近
習
ヲ

勤
ケ
ル
カ 

聊
カ
主
君
ヲ
有
レ
奉
二
事
恨
一
無
二
勿
躰
一 

隙
ヲ
伺
ヒ
村
正
ノ
脇
指
ヲ
以
奉
レ

突
二
廣
忠
公
一
シ
カ 

突
損
シ
テ
御
股
ヲ
突
ク 
廣
忠
公
御
薄
手
ナ
レ
ハ
事
共
シ
給
ハ
ス 

己
目
憎
ト
追
欠
給
フ
折
節 

植
村
新
六
郎
出
仕
シ
ケ
ル
ヲ
自
レ
跡
夫
レ
迯
ス
ナ
ト
御
聲
ヲ

掛
給
フ
故 

植
村
不
レ
透
弥
八
ヲ
組
伏 

御
僉
議
之
上
被
レ
誅（
後
略
）

（
37
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
東
照
宮
御
事
蹟
」
巻
百
二
十
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
各
文
庫
所
蔵

史
籍
叢
刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』第
四
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
十
月
）。

家
忠
日
記
追
加
曰 

十
五
日
三
郎
信
康
遠
州
二
俣
ニ
於
テ
生
害
シ
給
フ

于
レ
時
廿
一

歳 

法
名
騰
雲
院

隆
岩

長
越
遠
州
ノ
住
人
天
方
山
城
守
是
ヲ
介
錯
ス

山
城
守
カ

「 

千
子
村
正

信
康
ノ
女
子
二
人
赦
免
有
テ

恙
ナ
シ

一
人
ハ
小
笠
原
兵
部
大
輔
秀
政
ニ

嫁
ス 

一
人
ハ
本
多
美
濃
守
忠
政
ニ
嫁
ス

（
38
）　

前
掲
註（
3
）参
照
。

（
39
）　

前
掲
註（
2
）参
照
。

（
40
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
東
照
宮
御
事
蹟
」
巻
百
二
十
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
各
文
庫
所
蔵

史
籍
叢
刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』第
四
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
十
月
）。

武
徳
編
年
集
成
曰 

十
五
日
従
二
濱
松
一
服
部
半
蔵
正
成 

二
俣
ノ
城
ニ
至
リ
テ
神
君
ノ
命

ヲ
傳
ル
故 

三
郎
信
康
君
享
年
二
十
一
歳
ニ
テ
自
殺
シ
給
フ 

遠
州
ノ
住
士
天
方
山
城
通

綱 

千
コ
村
正
カ
「
ヲ
以
テ
介
錯
シ 

當
城
ノ
山
續
ニ
於
テ
火
葬
シ
遺
骨
ヲ
瀧
野
山
小
松

林
ノ
内 

菴
室
ノ
傍
ヘ
埋
ム

騰
雲
院
隆
岩
長
越
居
士
ト
号
ス 

後
此
地
ニ
清
瀧
寺
ヲ
建

ラ
ル 

近
世
ハ
彼
寺
ニ
産
敷
地
村
ノ
内
ニ
テ
六
十
一
戸
ヲ
附
ラ
ル
信
康
君

ノ
女
子
二
人
ア
リ

後
小
笠
原
兵
部
大
輔
秀

政 

本
多
美
濃
守
忠
政
ニ
嫁
ス

（
41
）　

前
掲
註（
28
）参
照
。

（
42
）　

前
掲
註（
3
）参
照
。

（
43
）　

前
掲
註（
28
）参
照
。

（
44
）　

前
掲
註（
1
）参
照
。

（
45
）　

前
掲
註（
2
）参
照
。

（
46
）　
『
東
照
宮
御
實
紀
附
錄
』
巻
十（
黒
板
勝
美
・
國
史
大
系
編
修
會
編
輯
『
德
川
實
紀
』
第
一

篇　

吉
川
弘
文
館　

昭
和
三
十
九
年
八
月
三
十
一
日
）。

織
田
源
五
郎
入
道
有
樂
は
石
田
が
家
臣
蒲
生
備
中
が
首
を
提
げ
來
り
し
か
ば
。
有
樂
高

名
め
さ
れ
し
な
と
仰
あ
り
。入
道
か
し
こ
ま
り
。年
寄
に
似
合
ざ
る
こ
と
ゝ
申
上
れ
ば
。

備
中
は
年
若
き
頃
よ
り
用
立
し
者
な
る
が
不
便
の
事
な
り
。
入
道
さ
る
べ
く
葬
ら
れ
よ

と
仰
ら
る
。
入
道
が
子
河
内
守
長
孝
も
戸
田
武
藏
守
重
政
が
冑
の
鉢
を
鎗
に
て
突
通
せ

し
と
聞
召
。
其
鎗
と
り
よ
せ
て
御
覽
あ
る
に
。
い
か
ゞ
し
て
か
御
指
に
さ
は
り
血
出
け

れ
ば
。
村
正
が
作
な
ら
む
と
て
見
給
ひ
し
に
果
し
て
村
正
な
れ
ば
。
長
孝
も
迷
惑
の
樣

し
て
御
前
を
退
き
。
御
次
の
者
に
事
の
ゆ
へ
よ
し
を
と
ひ
て
。
は
じ
め
て
こ
の
作
の　

當
家
に
さ
ゝ
は
る
事
を
し
り
。
御
家
の
爲
に
な
ら
ざ
ら
む
品
を
所
持
し
て
何
か
せ
む
と

て
。
さ
し
添
を
抜
き
て
そ
の
鎗
を
散
々
に
切
折
り
し
と
ぞ
。」（
中
略
）（
武
德
安
民
記
、

明
良
洪
範
、
天
元
實
記
）

（
47
）　

増
田
忠
彦
『
江
戸
川
柳
と
武
具（
上
）「
剣
』　

古
川
柳
電
子
情
報
研
究
会　

平
成
十
三
年

二
月
二
十
日（
非
売
品
）。

（
48
）　
「
靑
樓
詞
合
鏡
」（
渥
美
清
太
郎
編
『
日
本
戯
曲
全
集　

第
六
巻　

歌
舞
伎
編
』　

春
陽
堂　

昭
和
三
年
四
月
二
十
五
日
）。

（
49
）　
「
八
幡
祭
小
望
月
賑
」（
河
竹
糸
女
補
修
・
河
竹
繁
敏
校
訂
・
編
纂
『
黙
阿
彌
脚
本
集
』
第

二
巻　

春
陽
堂　

大
正
九
年
三
月
廿
五
日
初
版
。
大
正
九
年
四
月
十
五
日
四
版
）。

（
50
）　

落
合
清
彦
「
八
幡
祭
小
望
月
賑
」（『
歌
舞
伎
事
典
』　

平
凡
社　

一
九
八
三
年
十
一
月
八
日

初
版
第
一
刷
。
二
〇
〇
〇
年
一
月
二
十
四
日
新
訂
増
補
版
第
一
刷
）。

（
51
）　

小
池
章
太
郎
「
籠
釣
瓶
花
街
酔
醒
」（『
歌
舞
伎
事
典
』　

平
凡
社　

一
九
八
三
年
十
一
月
八

日
初
版
第
一
刷
。
二
〇
〇
〇
年
一
月
二
十
四
日
新
訂
増
補
版
第
一
刷
）。

（
52
）　

前
掲
註（
7
）福
井
氏
論
考
参
照
。

（
53
）　

原
史
彦
「
長
篠
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
の
製
作
背
景
」（
竹
内
誠
・
徳
川
義
崇
編
『
金
鯱
叢



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

五
四

書
』
第
三
十
六
輯　

財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
・
徳
川
林
政
史
研
究
所
・
徳
川
美
術
館　

平
成

二
十
二
年
二
月
二
十
五
日
）。

（
54
）　

徳
川
禁
令
考
二
九
四
二（
石
井
良
助
編
『
徳
川
禁
令
考　

第
五
』
創
文
社　

昭
和
五
十
六

年
十
二
月
二
十
日
第
四
刷
）。

（
55
）　

徳
川
禁
令
考
二
九
四
四（
石
井
良
助
編
『
徳
川
禁
令
考　

第
五
』
創
文
社　

昭
和
五
十
六

年
十
二
月
二
十
日
第
四
刷
）。

（
56
）　

前
掲
註（
16
）参
照
。

（
57
）　

前
掲
註（
22
）参
照
。

（
58
）　

齋
木
一
馬
・
岡
山
泰
四
・
相
良
亨
校
注
『
日
本
思
想
史
大
系
26　

三
河
物
語　

葉
隠
』　

岩
波
書
店　

一
九
七
四
年
六
月
二
十
五
日
。

（
59
）　

新
行
紀
一
「
第
三
章 

戦
国
動
乱
期
の
岡
崎　

第
三
節 

戦
国
大
名
へ
の
道
」（
新
編
岡
崎
市

史
編
集
委
員
会
編
『
新
編　

岡
崎
市
史　

中
世
2
』
新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

平
成

元
年
三
月
三
十
一
日
）。

平
野
明
夫
『
三
河
松
平
一
族
』　

新
人
物
往
来
社　

二
〇
〇
二
年
五
月
十
日
。

（
60
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
廣
忠
君
御
事
蹟
」
第
十
三（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍

叢
刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
一
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
七
月
）。

松
平
記
曰 

天
文
十
八
年
春
の
頃
よ
り
廣
忠
御
煩
あ
り 

三
月
十
八
日
御
逝
去
被
レ
成 

法

名
道
幹
と
申
奉
る 

御
年
廿
四
歳 

今
川
殿
御
蔭
に
て
三
河
國
大
方
治
り
申
候
の
處
に
如
レ

斯
果
報
無
レ
之
次
第
也

（
61
）　

齋
木
一
馬
・
岡
山
泰
四
・
相
良
亨
校
注
『
日
本
思
想
史
大
系
26　

三
河
物
語　

葉
隠
』　

岩
波
書
店　

一
九
七
四
年
六
月
二
十
五
日
。

広
忠
ハ
、
其
年
二
拾
三
に
て
御
病
死
被
レ
成
ケ
レ
バ
、
岡
崎
え
モ
駿
河
よ
り
入
番
ヲ
入い

れ

て
持モ

チ

ケ
リ
。

（
62
）　

愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
『
愛
知
県
史　

資
料
編
10　

中
世
3
』　

愛
知
県　

平
成

二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
。

（
63
）　

前
掲
註（
62
）参
照
。

（
64
）　

斎
木
一
馬
・
林
亮
勝
・
橋
本
政
宣
校
訂
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
第
三　

続
群
書
類
従
完
成

会　

昭
和
五
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
。

（
65
）　

前
掲
註（
26
）参
照
。

（
66
）　

新
編
岡
崎
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
編　

岡
崎
市
史　

中
世
2
』　

新
編
岡
崎
市
史
編
さ

ん
委
員
会　

平
成
元
年
三
月
三
十
一
日
。

（
67
）　
「
堀
秀
政
に
遣
れ
る
書
状
」（
天
正
七
年
八
月
八
日
・「
松
濤
棹
筆
」
廿
八　

徳
川
林
政
史
研

究
所
蔵
・「
成
瀨
氏
系
圖
附
錄　

乾
」
岡
崎
市
信
光
明
寺
所
蔵
）（
徳
川
義
宣
『
新
修 

德
川
家

康
文
書
の
硏
究
』
徳
川
黎
明
会　

昭
和
五
十
八
年
六
月
二
十
日
）。

（
68
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
東
照
宮
御
事
蹟
」
第
百
二
十
三（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵

史
籍
叢
刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』第
四
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
十
月
）。

松
平
記
曰 

三
郎
殿
御
母
儀
ハ
関
口
刑
部
殿
御
娘 

今
川
家
に
て
公
御
若
輩
の
時
分
よ
り

の
本
御
臺
也 

然
に
駿
府
に
人
質
と
し
て
久
敷
御
座
候
間
に
公
御
め
か
け
数
多
出
来 

御

子
立
多
く
御
座
候
間 

御
臺
三
河
へ
御
座
候
て
後
ハ
つ
き
山
と
申
所
に
置
申
さ
れ
て 

内
々
御
中
不
和
に
成
給
ふ 

此
御
前
常
に
被
レ
仰
ハ 

我
こ
そ
本
の
妻
に
て
三
郎
殿
御
母

也 

其
上
我
父
ハ
公
の
為
に
命
を
失
ひ
し
人
な
れ
ハ 

か
た
〳
〵
我
賞
翫
に
預
な
ん
と
思

ひ
し
に 

か
く
す
さ
め
ら
れ
無
念
成
と
て
常
に
御
意
也 

恐
ろ
し
き
事
ニ
仰
て
御
腹
立
あ

り
し
と
か
や 

其
頃
三
郎
殿
御
前
御
子
を
も
ふ
け
給
ふ 

女
子
に
て
御
座
候
間 

三
郎
殿
も

築
山
殿
も
さ
の
ミ
御
悦
な
し 

其
後
又
御
子
出
来 

是
又
女
子
に
て
御
座
候
間 

三
郎
殿
も

築
山
殿
も
御
腹
立
あ
り 

依
て
信
長
御
女
と
三
郎
殿
と
御
中
不
和
に
成
給
ふ 

其
時
分
三

郎
殿
物
あ
ら
き
御
振
廻
ひ
と
方
な
ら
す 

扨
又
御
母
築
山
殿
も
後
に
は
め
つ
け
い
按
す
る

に
源
慶

の
誤
り
な

る
へ
し

と
申
唐
人
の
醫
者
も
近
付
て
不
行
義
の
由
沙
汰
有 

剰
へ
公
へ
恨
あ
り
て
甲
州

敵
の
方
ゟ
密
に
使
を
越 

御
内
通
あ
り 

縁
に
付
へ
き
と
て
築
山
殿
を
後
に
ハ
迎
ひ
取
可
レ

申
由
風
聞
す 

誠
に
不
行
義
大
方
な
ら
す 

剰
へ
御
子
三
郎
殿
を
も
そ
ゝ
な
か
し
逆
心
を

す
ゝ
め
給
ハ
ん
と
聞
へ
し 

公
よ
り
も
色
々
異
見
有
し
を
用
給
ハ
す 

後
に
御
中
悪
敷
成

給
ふ 

三
郎
殿
の
御
前 

其
比
三
郎
殿
と
御
中
あ
し
く
お
わ
し
け
れ
ハ 

此
由
一
ツ
書
に
被
レ

成 

御
父
信
長
へ
被
レ
遣 

先
第
一
ハ
御
鷹
野
場
に
て
出
家
を
し
は
り
殺
し
給
ふ
事 

又
を

と
り
悪
敷
と
て
弓
に
て
町
の
踊
子
を
射
給
ふ
事 

其
外
あ
ら
き
御
振
舞 

公
も
御
ふ
し
ん

事 

人
の
申
ゟ
過
て
仰
遣
さ
る
ゝ
御
母
義
の
不
行
義 

又
ハ
甲
州
方
ゟ
唐
人
を
召
寄 

御
む

ほ
ん
の
沙
汰
あ
る
事 

色
々
細
に
被
レ
遊
岐
阜
へ
御
越
あ
り

（
69
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
東
照
宮
御
事
蹟
」
第
百
二
十
四（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵

史
籍
叢
刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
四
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
十
月
）。

松
平
記
曰 
信
長
驚
き
給
ひ
按
す
る
に
前
文
信
康
君
簾
中
よ
り
密

書
を
信
長
に
送
ら
れ
し
事
を
記
す

則
濱
松
へ
御
使
あ
り
て
酒
井



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

五
五

左
衛
門
尉 

大
久
保
七
郎
右
衛
門
を
按
す
る
に
大
久
保
七
郎
右

衛
門
を
加
へ
し
は
誤
な
り
呼
て
三
郎
殿
按
す
る
に
こ
の
處 

原

本
脱
文
あ
り
と
覚
ゆ

内
々
酒
井
を
初
て
皆
々
家
老
衆
数
度
異
見
あ
り
し
か
と
も
用
給
は
す 

其
頃
酒
井
と
も

大
久
保
と
も
三
郎
殿
不
快
に
て
御
座
候
時
分
成
し
間 

信
長
御
腹
立
加
様
の
悪
人
に
て

公
の
家
を
何
と
し
て
相
續
あ
ら
ん 

後
に
は
必
家
の
大
事
と
な
ら
ん
と
怒
給
ふ 

両
人
の

者
共
爰
に
て
申
分
を
い
た
し
何
様
に
も
陳
候
答
に
及
な
ら
は
是
程
の
大
事
に
は
及
ま
し

き
に 

同
断
三
郎
殿
と
中
悪
敷
て
両
人
な
か
ら
あ
き
果
む
御
意
の
通
り 

悪
逆
人
に
て
御

座
候 

御
前
の
御
恨
尤
な
り
と
申

（
70
）　
『
當
代
記　

駿
府
記
』　

続
群
書
類
従
完
成
会　

平
成
七
年
十
月
十
日
。

（
71
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
百
二
十
四（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊　

特
刊
第

一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
四
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
十
月
）。

武
徳
編
年
集
成
曰 

十
六
日
酒
井
忠
次
神
君
ノ
御
使
ト
シ
テ
安
土
ニ
赴
キ
贈
リ
給
フ
處

ノ
駿
馬
ヲ
率
シ
メ 

且
忠
次
并
ニ
奥
平
九
八
郎
信
昌
モ
亦
良
蹄
ヲ
獻
ス 

于
レ
時
信
長
閑

所
へ
忠
次
ヲ
招
テ
信
康
君
ノ
室
家
ヨ
リ
呈
進
セ
ラ
ル
十
二
ケ
條
ノ
赴
ヲ
尋
ラ
ル 

忠
次

十
ケ
條
ニ
至
テ
皆
其
趣
必
然
ノ
由
稱
ス 

信
長
殘
ル
二
ケ
條
ハ
秘
シ
テ
演
へ
給
ハ
ス
シ

テ
曰 

兼
テ
信
康
不
仁
暴
虐
タ
ル
事
ハ
家
康
モ
知
リ
給
フ
由 
然
レ
共
一
子
ト
云 

殊
ニ
武

略
傑
出
シ
テ
予
カ
為
ニ
モ
聟
也 

何
方
ニ
モ
押
入
置
ニ
於
テ
ハ
無
レ
害
ン
カ 

家
康
ノ
内
意

如
何
ト
問
ハ
ル 

忠
次
カ
曰 

仰
ノ
如
ク
籠
居
ナ
ラ
シ
メ 

先
非
ヲ
改
ラ
ル
ヘ
キ
時

ヲ
待

ヘ
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ 

武
略
ニ
長
シ
短
慮
ニ
シ
テ
無
二
孝
心
一
故 

若
ク
ハ
敵
ニ
與
シ 

其
憂
䔥

墻
ノ
内
ニ
起
ン
カ
ト
虎
ノ
尾
ヲ
躡
ノ
恐
ヲ
イ
タ
キ
給
フ
ト
云
々 

信
長
ハ
誠
ニ
其
家
ノ
元

老
十
罪
皆
然
ル
由
ヲ
述
テ 

兼
テ
家
康
モ
其
害
心
ナ
ル
ヘ
キ
カ
ト
疑
ル
程
ナ
ラ
ハ 
信
康

ト
テ
モ
善
ニ
カ
ヘ
ル
志
ヲ
改
ム
ヘ
カ
ラ
ス 

従
二
家
康
一
早
ク

ヲ
可
レ
給
由
ヲ
可
レ
達
ト

宣
フ 

忠
次
承
諾
シ
テ
退
出
シ
直
ニ
濱
松
ニ
趣
ク 

信
康
君
モ
酒
井
カ
岡
崎
へ
不
レ
寄
ニ
依

テ
其
讒
諛
ヲ
悟
リ
給
フ

（
72
）　
『
三
河
物
語
』
下（
青
木
一
馬
・
岡
山
泰
四
・
相
良
亨
校
注
『
日
本
思
想
体
系
26　

三
河
物

語　

葉
隠
』
岩
波
書
店　

一
九
七
四
年
六
月
二
十
五
日
）。

　

丑ウ
シ

之
年
、
信
康
之
御ゴ

ゼ
ン前
様
よ
り
、
信
康
を
さ
ゝ
へ
さ
せ
給
ひ
て
、
十
二
ケ
条

［
ぢ
や
う
］書［
か
］き

立
被
レ
成
て
、坂
［
酒
］
井
左
衛
門
督（
忠
次
）に
持［

も
］た

せ
給
ひ
て
、信
長
へ
遣

［
つ
か
わ
］し

給
ふ
。

信
長
、
左
衛
門
督
を
引
む
け
て
、
巻
［
ま
き
］物

を
開

［
ひ
ら
］き

給
ひ
、
一
々
に
「
是
ハ
い
か
ゞ
」
と
御

尋［
た
ず
］ね

候
へ
バ
、
左
衛
門
督
「
中
々
存
知
申
」
と
申
け
れ
バ
、
又
「
是
ハ
」
と
被
レ
仰
け

れ
バ
、「
其
儀
も
存
知
申
」
と
申
け
れ
バ
、
信
長
、
十
ケ
所
開
［
ひ
ら
］き

給
ひ
、
一
々
に
御
尋

有
け
れ
バ
、
十
ケ
所
な
が
ら
「
存
知
申
」
と
申
け
れ
バ
、
信
長
、
二
ケ
所
を
バ
開
［
ひ
ら
］か

せ

給
ハ
で
、「
家
の
乙［
お
と
な
］名が

悉
［
こ
と
〴
〵
］く

存
知
申
故
［
上
］
ハ
疑

［
う
た
が
い
］な

し
。
此
分
な
ら
バ
、
と

て
も
物
に
ハ
成
間
敷
候
間
、「
腹
を
切［
き
］ら

せ
給
へ
」
と
家
康
へ
可
レ
被
レ
申
」
と
仰
け
れ

バ
、
左
衛
門
督
、
此
由
お
請
［
う
け
］を

申
て
罷
帰
時
、
岡
崎
へ
ハ
寄［

よ
］ら

ず
し
て
、
直

［
す
ぐ
］に

浜
松
へ

通［
と
お
］り

け
れ
バ
、
御
利［

り
こ
ん
］根な

る
殿
に
候
ら
へ
バ
、
頓や

が

て
御
心
得
被
レ
成
て
、「
是
非
に
不
レ

及
」
と
被
レ
仰
け
り
。
家
康
へ
此
由
を
左
衛
門
督
が
申
上
け
れ
バ
、
此
由
を
聞
召
て
、

「
是
非
ニ
不
レ
及
次
第
な
り
。
信
長
に
恨ウ

ラ
ミハ

な
し
。
高
き
も
賤

［
い
や
］し

き
も
、
子
の
か
わ
ゆ
き

事
ハ
同
前
［
然
］
な
る
に
、
十
ケ
所
迄
開
［
ひ
ら
］き
給
ひ
て
一
々
尋
給
ひ
し
に
、
知［

し
］ら
ざ
る
由

申
候
ハ
ゞ
、
信
長
も
か
様
に
ハ
仰
有（
間
）敷
を
、
一
々
「
存
知
申
」
と
申
た
る
に
よ
つ

て
、
か
様
に
被
レ
仰
候
う
な
り
。
別
之
子
細
に
あ
ら
ず
、
三
郎（
信
康
）を
バ
、
左
衛
門

督
が
さ
ゝ
ゑ
に
よ
つ
て
腹
を
切［
き
］ら
す
る
迄
。
我
も
大
敵
を
か
ゝ
ゑ
て
、
信
長
を
後

［
う
し
ろ
］に
当［

あ
］

て
ゝ
有
故
［
上
］
ハ
、
信
長
に
背

［
そ
む
］き

て
成
が
た
け
れ
バ
、
是
非
ニ
不
レ
及
」
と
被
レ
仰

け
る
処
に
、
平
岩
七
之
助（
親
吉
）罷
出
て
申
け
る
ハ
、「
聊［
れ
う
じ
］爾に

御
腹
を
切［

き
］ら

せ
御
申

給
ひ
て
ハ
、
必
［
か
な
ら
］ず

御
後

［
カ
ウ
ク
ハ
イ
］

会
［
悔
］
可
レ
被
レ
成
。
然
ば
某

ソ
レ
ガ
シ

を
御
傳

［
も
り
］に

付
奉
り
候
ら
へ

バ
、
何
事
を
も
某
之
い
た
づ
ら
に
被
レ
成
候
ら
へ
て
、
某
が
頸
を
と
ら
せ
給
ひ
て
、
信

長
へ
急
イ
ソ
ギ

指
被
レ
上
給た

ま
わ

バ
、
其
時
、
誰
ぞ
御
頼
被
レ
成
て
、「
家
康
も
独ヒ

ト
リ

子
に
て
御
座
候

う
間
、
不［
ふ
び
ん
］便に

可
レ
被
レ
存
」
と
申
上
候
ハ
ゞ
、
其
時
ハ
信
長
も
、
某
が
頸
之
参
る
と

聞
召
給
ハ
ヾ
、
儀
［
疑
］
団
［
だ
ん
］の

や
ハ
ら
ぐ
事
も
可
レ
有
に
、
𫟏
角
に
、
某
が
頸
を
一
時

も
早
［
は
や
］く
指
遣

［
つ
か
わ
］さ
れ
給
へ
」
と
、
思
ひ
入
て
、
重
々
指さ

し

つ
め
〳
〵
申
上
け
れ
バ
、「
七

之
助
が
云
処
、尤
な
り
。
忝
か
た
じ
け
な
くこ
そ
候
ら
へ
。
よ
つ
く
案

［
あ
ん
］じ
て
も
見
よ
。
我
も
国
に
は
ゞ

か
る
程
の
独ヒ
ト
リ

子
を
持［

も
］ち
て
、
殊
更
、
我
跡

［
あ
と
］を
継［

つ
］が
せ
ん
と
思
ひ
て
有
に
、
か
様
に
先さ

き

立だ
て

申
さ
ん
こ
と
、
日
本
之
恥

［
は
じ
］と

云
［
い
い
］、

い
か
計
迷

［
め
い
わ
く
］

惑
こ
れ
に
過［

す
］ぎ

ず
。
然
る
と
ハ
云
共
、

勝
頼
と
云
大
敵
を
か
ゝ
へ
て
有
な
れ
バ
、
信
長
を
後
［
う
し
ろ
］に
当［

あ
］て
ね
バ
叶

［
か
な
］わ
ざ
る
事
な
れ

バ
、
信
長
に
背
［
そ
む
］き
て
ハ
な
ら
ず
。
其
故
［
上
］、
汝ナ

ン
ヂを
斬［

き
］り
て
頸
を
持［

も
］た
せ
て
や
り
て
、

三
郎
が
命
さ
へ
な
が
ら
へ
バ
、
汝
が
命
を
も
貰
［
も
ら
］ハ
ん
ず
れ
共
、
左
衛
門
督
が
さ
ゝ
へ
の

故
［
上
］
ハ
、
何
と
し
て
も
成
間
敷
に
、
汝
ま
で
な
く
し
て
ハ
、
上
［
う
へ
］が

〳
〵
の
恥

［
ち
じ
ょ
く
］

辱
な

り
。
然
ば
、
三
郎
を
、
不［
ふ
び
ん
］便

な
れ
共
、
岡
崎
を
出
せ
」
と
仰
あ
つ
て
、
岡
崎
を
御お

だ
し出

被
レ
成
て
、
大
浜ハ

マ

へ
御
越
有
て
、
其
よ
り
堀［

ほ
り
ゑ
］江の

城
へ
御
越
被
レ
成
て
、
又
、
其
よ
り



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

五
六

二
俣マ

タ

の
城
へ
御
越
被
レ
成
て
、
天
方
山
城（
通
綱
）と
服ハ

ツ
ト
リ部

半
蔵（
正
成
）を
仰
被
レ
付
て
、

天
正
六
年
戊ツ
チ
ノ
エ
ト
ラ刁
、
御
年
廿
に
て
、
十
五
日
に
御
腹
を
被
レ
成
け
り
。

　

何
た
る
御
咎
［
と
が
］も

な
け
れ
共
、
御ご

ぜ
ん前

様
ハ
信
長
の
御
娘ム

ス
メ

子
に
て
お
ハ
し
ま
し
給
ふ
。

其
故
［
上
］、
早は
や

御
娘ヒ

メ
ギ
ミ君

も
二
人
出
来
さ
せ
給
へ
共
、
御
不［

ふ
あ
ひ
］合に

も
有
つ
る
か
。
そ
れ

と
て
も
、
御
子
も
有
中
［
仲
］
と
申
、
御
夫［
ふ
う
ふ
］婦の
御
中
［
仲
］
な
れ
バ
、
御
子
の
御
為

［
た
め
］

と
申
、
人
口
と
申
、
方
々
以も

つ
てか

様
に
御
さ
ゝ
へ
可
レ
有
に
ハ
あ
ら
ざ
る
御
事
な
れ
共
、

「
さ
り
と
て
ハ
、
む
ご
き
御
仕
合
」
と
申
さ
ぬ
人
ハ
な
か
り
け
り
。
そ
れ
の
ミ
な
ら
ず
、

「
坂
［
酒
］
井
左
衛
門
督
ハ
、
御
家
の
乙［
お
と
な
］名と
申
、
御
普フ

代
久
敷
御
主
の
御
事
を
御
前

様
に
見
か
へ
奉
り
て
、
御
前
と
一
身
［
味
］
し
て
、
よ
く
〳
〵
口
［
く
ち
］を

指サ
シ

上
て
、
さ
ゝ

へ
奉
り
た
り
」
と
、
各
々
上
下
共
に
申
て
憎
［
に
く
］ミ

け
れ
共
、
信
長
へ
お
そ
れ
を
な
し
て
、

仇
［
あ
た
］ハ
な
ら
ず
。

　

さ
て
も
惜［
お
］し

き
御
事
か
な
。
こ
れ
程
の
殿
ハ
、
又
出
が
た
し
。
中
［
昼
］
夜
共
に
武

辺
之
者
を
召
寄
ら
れ
給
ひ
て
、
武
辺
の
御
雑
［
ざ
う
た
ん
］

談
計
な
り
。
其
外
に
ハ
御
馬
と
御
鷹タ

カ

之
御

事
な
り
。
よ
く
〳
〵
御
器［
き
や
う
］用に
も
御
座
候
ら
へ
バ
こ
そ
、
御
年
に
も
足［

た
］ら
せ
ら
れ
給
ハ

ね
共
、
被
レ
仰
し
御
事
を
後
之
世
迄
も
、「
三
郎
様
之
如
レ
此
被
レ
仰
し
」
と
沙［

さ
た
］汰

を
も

す
る
。
人
々
も
惜［
お
］し

き
事
と
沙［

さ
た
］汰

し
た
り
。
家
康
も
、
御
子
な
が
ら
も
御
器［

き
や
う
］用と

申
、

さ
す
が
御
親
之
御
身
に
持［
も
］た

せ
ら
れ
給
ふ
御
武
辺
を
バ
、
残

［
の
こ
］さ

ず
御
身
に
持［

も
］た（

せ
）ら

れ
て
出
さ
せ
給
へ
バ
、
御
惜［
お
］し
み
数
々
に
思
召
候
ら
へ
共
、
其
比こ

ろ

、
信
長
に
従

［
し
た
が
］わ
せ

ら
れ
で
叶
［
か
な
］わ
ぬ
御
事
な
れ
バ
、
是
非
ニ
不
レ
及
し
て
、
御
腹
を
御
さ
せ
給
ふ
な
り
。
上

下
万
［
ば
ん
み
ん
］

民
、
声

［
こ
ゑ
］を

引
て
悲

［
か
な
］し

ま
ざ
る
ハ
な
し
。
信
康
之
御
息

［
そ
く
］女

二
人
お
ハ
し
ま
し
給
ふ

な
り
。

（
73
）　
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』「
東
照
宮
御
事
蹟
」
第
百
二
十
六（
史
籍
研
究
會
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵

史
籍
叢
刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
四
巻　

汲
古
書
店　

昭
和
五
十
七
年
十
月
）。

（
74
）　
『
披
沙
揀
金
』
巻
二
十
六
「
雜
々
の
部
」（
全
国
東
照
宮
連
合
会
編
『
披
沙
揀
金
─
徳
川
家

康
公
逸
話
集
─
』　

続
群
書
類
従
完
成
会　

平
成
九
年
十
月
十
七
日
）。

一
、
酒
井
左（忠
次
）

衞
門
殿
、
後
に
は
目
不
見
。
あ
る
と
き
御
前
へ
罷
出
申
上
候
は
、「
目
不

見
候
ゆ
へ
、
久
々
御
樣
躰
不
奉
伺
候
。
御
肉
な
ど
は
何
程
被
爲
附
候
や
」
と
、
御
手
な

ど
を
取
被
申
上
候
は
、「
私
世
悴
は
、
な
ぜ
御
取
立
不
被
遊
候
や
、
私
儀
も
數
度
の
御

奉
公
申
上
候
に
、
御
恨
奉
存
」
と
被
申
上
候
へ
ば
、　　

權
現
樣
上
意
に
、「
三
（
松
平
信
康
）
郎

存
命
な
ら
ば
、
か
や
う
に
天
下
に
苦
勞
は
有
間
敷
候
。
扨
、
其
方
も
、
子
の
か
は
ゆ
き

事
は
知
た
る
や
」
と
、
上
意
な
り
。
三
郎
樣
事
ゆ
へ
、
左
衞
門
尉
殿
、
御
手
を
取
な
が

ら
一
言
の
こ
と
も
な
く
、
殊
の
外
迷
惑
の
よ
し
。（
寛
元
聞
書
）

（
75
）　
『
披
沙
揀
金
』
巻
二
十
六
「
雜
々
の
部
」（
全
国
東
照
宮
連
合
会
編
『
披
沙
揀
金
─
徳
川
家

康
公
逸
話
集
─
』　

続
群
書
類
従
完
成
会　

平
成
九
年
十
月
十
七
日
）。

一
、
九
月
十
五
日
早
天
に
勝
山
を
御
出
、
關
原
へ
御
旗
を
被
出
時　
　

神
君
仰
け
る

は
、「
偖
々
、
年
寄
り
骨
を
折
給
ふ
。
悴
の
居
た
ら
ば
、
是
程
に
有
ま
じ
き
」
と
な
り
。

夫
は
三
郎
殿
の
事
な
り
。（
永
日
記
）

（
76
）　
『
東
照
宮
御
實
紀
附
錄
』
巻
三（
黒
板
勝
美
・
國
史
大
系
編
修
會
編
輯
『
德
川
實
紀
』
第
一

篇　

吉
川
弘
文
館　

昭
和
三
十
九
年
八
月
三
十
一
日
）。

岡
崎
殿
御
事
を
信
長
よ
り
申
さ
る
ゝ
旨
あ
り
し
と
き
。
酒
井
忠
次
。
大
久
保
忠
世
兩
人

も
。
御
ふ
る
ま
ひ
の
あ
ら
〳
〵
し
き
事
ど
も
。
條
件
に
し
る
し
て
御
覽
に
入
け
れ
ば
。

三
郎
が
か
ゝ
る
所
行
あ
ら
ば
。
定
て
汝
等
二
度
も
三
度
も
諫
を
納
し
上
に
て
。
尚
聞
入

ね
ば
こ
そ
我
に
直
訴
す
る
な
ら
ん
。
聖
賢
の
上
に
も
過
誤
な
し
と
は
い
ひ
が
た
し
。
ま

し
て
年
若
き
も
の
ゝ
事
を
や
。
い
か
に
と
問
せ
給
へ
ば
。
兩
人
さ
候
。
若
殿
に
は
お
ゝ

し
き
御
本
性
に
お
は
し
ま
せ
ば
。
若
諫
言
な
ど
進
め
て
御
心
に
か
な
は
ざ
ら
ん
に
は
。

忽
に
一
命
を
め
さ
る
べ
け
れ
ば
。
今
ま
で
忠
言
進
め
奉
る
も
の
候
は
ず
と
申
せ
ば
。　

君
今
の
世
に
比
干
。伍
子
胥
が
如
き
忠
臣
な
け
れ
ば
。諫
を
進
め
ざ
る
も
理
な
れ
と
て
。

又
何
と
仰
ら
る
ゝ
旨
も
な
し
。
其
後
三
郎
君
御
生
害
あ
り
。

は
る
か
年
經
て
後
。
忠
次
老
か
ゞ
ま
り
て
御
前
に
い
で
己
が
子
の
こ
と
ね
ぎ
奉
り
し

に
。
三
郎
今
に
あ
ら
ば
か
く
天
下
の
事
に
心
を
勞
す
ま
じ
き
に
。
汝
も
子
の
い
と
ほ
し

き
事
は
し
り
た
る
や
と
仰
せ
け
れ
ば
。
忠
次
何
と
も
い
ひ
得
ず
。
ひ
れ
ふ
し
て
在
し
と

か
。
又
幸
若
の
舞
御
覽
あ
り
し
時
。
兩
人
に
も
見
せ
し
め
ら
れ
し
に
。
滿
仲
の
曲
に
。

を
の
が
子
美
女
丸
を
も
て
。
主
に
か
へ
て
首
切
て
進
ら
せ
し
さ
ま
を
御
覽
じ
て
。
兩
人

に
向
は
せ
給
ひ
。
其
事
と
な
く
御
落
涙
し
給
ひ
。
兩
人
あ
の
舞
は
と
仰
ら
れ
し
か
ば
兩

人
大
に
恐
怖
せ
り
。
又
或
時
三
郎
殿
の
か
し
づ
き
渡
邊
久
左
衞
門
茂
に
向
は
せ
給
ひ
。

汝
等
は
滿
仲
が
舞
見
る
こ
と
は
か
な
ふ
ま
じ
と
仰
ら
れ
し
事
も
あ
り
。
ま
た
關
原
の
役

に
あ
さ
と
く
御
旗
を
勝
山
に
進
め
れ
し
時
も
。
さ
て
〳
〵
年
老
て
骨
の
折
る
ゝ
事
か

な
。
悴
が
居
た
ら
ば
是
程
に
は
あ
る
ま
じ
と
獨
言
の
様
に
仰
ら
れ
し
と
か
。
唐
國
に
も



「
「

「銘

「村
正
」
の
伝
来
と
「
「
村
正
伝
説

五
七

漢
の
武
帝
が
。
衞
太
子
の
事
有
し
後
に
望
子
の
臺
を
築
き
。
朝
夕
に
そ
の
方
ざ
ま
を
望

み
見
て
。
い
さ
ち
な
げ
か
れ
し
と
い
ふ
は
。
悲
し
き
こ
と
の
さ
り
と
は
自
ら
な
せ
る
事

な
れ
。
こ
れ
は
御
父
子
の
間
の
嫌
疑
も
お
は
し
ま
さ
ず
。
た
ゞ
少
年
勇
邁
の
氣
す
ゝ
ど

く
お
は
し
ま
せ
し
を
。
信
長
の
恐
れ
忌
し
よ
り
事
起
れ
る
に
て
。
御
手
荒
き
御
擧
動
の

在
し
も
。
軍
國
の
習
に
て
あ
な
が
ち
深
く
咎
め
奉
る
事
に
あ
ら
ず
。
さ
る
を
か
の
兩
人

織
田
家
の
奸
計
に
陥
り
。
か
し
こ
き
ま
う
け
の
君
を
あ
ら
ぬ
事
に
な
し
奉
り
し
は
。
不

忠
と
や
い
は
む
愚
昧
と
や
い
は
ん
。
百
歳
の
後
ま
で
も
此
等
の
御
詞
に
つ
き
て
。
御
父

子
の
御
情
愛
を
く
み
は
か
り
奉
る
に
。
袖
の
露
置
所
な
く
お
ぼ
え
侍
る
に
ぞ
。（
武
邊

雜
談
、
東
武
談
叢
、
寛
元
聞
書
）

（
美
術
館
学
芸
部
部
長
代
理
）
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俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

五
九

俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

吉
　
川
　
美
　
穂

　

は　

じ　

め　

に

一　

俊
恭
院
福
君
の
生
涯
と
婚
礼

二　

菊
折
枝
蒔
絵
調
度
の
全
容
と
伝
来

三　

福
君
の
婚
礼
準
備

四　

紋
直
し
と
製
作
年
代
を
め
ぐ
る
問
題

　

お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

徳
川
美
術
館
に
は
、
寛
永
十
六
年（
一
六
三
九
）に
三
代
将
軍
家
光
の
長
女
千
代
姫
が

尾
張
徳
川
家
二
代
光
友
に
嫁
い
だ
際
に
持
参
し
た
国
宝
「
初
音
の
調
度
」
を
筆
頭
に
、

尾
張
徳
川
家（
以
下
、「
尾
張
家
」
と
略
称
す
る
。）に
婚
嫁
し
た
夫
人
た
ち
の
婚
礼
調
度
が
数

多
く
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
記
録
に
よ
り
所
用
者
が
判
明
す
る
例
も
少
な
く
な
い
。
本
稿

で
取
り
上
げ
る
「
菊
折
枝
蒔
絵
調
度
」（
以
下
、
本
文
中
は
「
菊
折
枝
調
度
」
と
略
称
す
る
。）

も
そ
の
一
つ
で
、
天
保
七
年（
一
八
三
六
）に
尾
張
家
十
一
代
斉な
り

温は
る

の
継
室
と
し
て
近
衛

家
か
ら
嫁
い
だ
福さ
ち

君ぎ
み（

一
八
二
〇
〜
四
〇
）の
婚
礼
調
度
で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
に
同
じ

く
近
衛
家
か
ら
宝
暦
二
年（
一
七
五
二
）に
嫁
い
だ
九
代
宗む
ね

睦ち
か

の
正
室
・
好た
か

君ぎ
み（

一
七
三
〇

〜
七
八
）の
婚
礼
調
度
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
道
具
帳
か
ら
判
明
し
て
い
る
。
総
体
を

梨
子
地
と
し
て
、
菊
の
折
枝
を
散
ら
し
た
意
匠
に
、
尾
張
徳
川
家
の
葵
紋
と
近
衛
家
の

抱だ
き

牡ぼ

丹た
ん

紋も
ん

の
両
家
の
家
紋
が
付
い
た
菊
折
枝
調
度
は
、
貝
桶
を
は
じ
め
乗
物
や
挟
箱
な

ど
の
行
列
道
具
や
三
棚
飾
り
・
化
粧
道
具
・
香
道
具
・
文
房
具
・
飲
食
器
な
ど
八
十
件

余
り
に
上
る
。
本
調
度
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
あ
る
「
菊
折
枝
蒔
絵
雛
道
具
」
と
、
梨
子
地

に
抱
牡
丹
紋
の
み
を
散
ら
し
た
「
抱
牡
丹
紋
散
蒔
絵
雛
道
具
」、
そ
の
他
の
雛
道
具
の

約
百
二
十
件
も
伝
存
し
、
総
数
は
二
百
件
を
超
え
、
現
存
す
る
江
戸
時
代
の
大
名
婚
礼

調
度
と
し
て
最
大
の
規
模
を
誇
る
。
た
だ
し
、
調
度
品
を
子
細
に
見
る
と
、
梨
子
地
の

色
合
い
や
、
蒔
絵
や
金
貝
に
お
け
る
金
銀
の
使
用
の
割
合
、
菊
折
枝
の
文
様
の
量
感
や

密
度
の
精
粗
に
差
が
認
め
ら
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
蒔
絵
に
よ
る
家
紋
の
大
半
に
付

け
直
し
の
痕
跡
が
見
受
け
ら
れ
、
さ
ら
に
好
君
の
時
代
を
遡
る
古
様
な
調
度
も
散
見
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
単
純
に
好
君
の
婚
礼
調
度
が
そ
の
ま
ま
福
君
に
引
き
継
が
れ
た
と
は

認
め
ら
れ
な
い
複
雑
な
伝
来
状
況
が
推
察
さ
れ
る
。

（
1
）



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

六
〇

ま
た
、
婚
礼
調
度
は
「
嫁
入
り
道
具
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
実
家
か
ら
持
参
す
る

印
象
が
強
い
が
、
将
軍
家
や
大
名
家
の
場
合
、「
待ま

ち

請う
け

道
具
」
と
し
て
嫁
ぎ
先
で
用
意

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
福
君
の
婚
礼
準
備
に
際
し
て
尾
張
家
と
近
衛
家
で
取
り
交
わ
さ

れ
た
書
状
類
、
福
君
歿
後
の
婚
礼
調
度
の
取
り
扱
い
の
状
況
か
ら
み
る
限
り
、
菊
折
枝

調
度
は
尾
張
家
側
が
用
意
し
た
待
請
道
具
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

本
稿
で
は
、
天
保
期
に
お
け
る
大
名
と
公
家
と
の
婚
姻
の
一
事
例
と
し
て
福
君
の
婚

姻
事
情
を
紐
解
き
つ
つ
、
菊
折
枝
調
度
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
大
名
婚
礼
調

度
の
製
作
・
利
用
状
況
に
つ
い
て
も
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

一　

俊
恭
院
福
君
の
生
涯
と
婚
礼

福
君
の
生
涯
を
振
り
返
る
前
に
、
ま
ず
、
夫
で
あ
る
尾
張
家
十
一
代
斉な

り

温は
る（

一
八
一
九

〜
三
九
）の
経
歴
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
斉
温
は
、
文
政
二
年（
一
八
一
九
）五
月

二
十
九
日
、
十
一
代
将
軍
家
斉
の
十
九
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼
名
を
直
七
郎
と
い

い
、
同
五
年
六
月
十
三
日
に
数
え
四
歳
で
、
継
嗣
の
な
か
っ
た
尾
張
家
十
代
斉な

り

朝と
も

の
養

嗣
子
と
な
っ
た
。
九
月
二
日
に
は
田
安
家
三
代
斉な

り

匡ま
さ

の
娘
愛
姫（
一
八
一
八
〜
三
二
）と

縁
組
し
、
同
八
年
に
結
納
を
交
わ
し
た
。
同
九
年
五
月
に
元
服
す
る
と
、
家
斉
の
偏
諱

を
拝
領
し
て
斉
温
と
称
し
、
同
十
年
に
斉
朝
の
隠
居
を
受
け
て
、
わ
ず
か
九
歳
で
家
督

を
継
ぎ
、
翌
十
一
年
十
一
月
十
一
日
に
十
歳
で
十
一
歳
の
愛
姫
と
婚
礼
を
挙
げ
た
。
し

か
し
、
こ
の
結
婚
は
天
保
三
年（
一
八
三
二
）十
二
月
七
日
に
愛
姫
が
十
五
歳
で
病
歿
し

た
た
め
、
四
年
で
終
わ
っ
た
。
そ
の
四
年
後
、
天
保
七
年
に
継
室
と
し
て
嫁
い
だ
の
が

福
君
で
あ
る
。

斉
温
が
襲
封
し
た
と
き
、
す
で
に
藩
財
政
は
窮
乏
し
て
お
り
、
前
年
の
文
政
九
年
に

お
け
る
藩
の
収
支
は
『
片
岡
喜
平
治
御
用
向
覚
書
』
に
よ
れ
ば
、
金
で
五
万
千
三
百
十

八
両
余
、
米
で
三
千
五
十
三
石
余
の
不
足
を
き
た
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
天
保
四
年
か

ら
凶
作
が
続
い
て
米
価
が
高
騰
し
、
飢
饉
と
疫
病
の
流
行
で
名
古
屋
城
下
で
も
多
数
の

死
者
が
出
た
。

福
君
の
婚
礼
が
行
わ
れ
た
天
保
七
年
は
、
ま
さ
に
財
政
難
と
長
引
く
天
災
の
影
響
下

に
あ
っ
た
。
尾
張
藩
士
・
奥
村
得
義（
一
七
九
三
〜
一
八
六
二
）が
著
し
た
「
松
の
葉
日
記
」

に
は
、
福
君
の
婚
礼
に
あ
た
り
幕
府
か
ら
拝
借
金
一
万
両
を
受
け
、
総
額
で
五
万
両
を

費
や
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
九
年
に
は
、
父
家
斉
が
隠
居
す
る
江
戸
城
西
之
丸
が

火
災
で
焼
失
し
、
そ
の
再
建
の
た
め
、
当
初
は
名
古
屋
・
白
鳥
木
場
の
貯
木
八
万
本
余

り
の
提
供
だ
け
で
許
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
こ
れ
に
九
万
二
千
九
百
二
十
五
両
に
上

る
献
金
と
、
こ
れ
ま
で
手
付
か
ず
だ
っ
た
尾
張
領
の
裏
木
曽
か
ら
良
質
の
檜
を
献
上
し

た
た
め
、
藩
財
政
は
さ
ら
に
悪
化
し
、
家
臣
や
領
民
へ
の
負
担
が
増
大
し
た
。

斉
温
は
天
保
十
年
に
二
十
一
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
十
二
年
間
、
病
弱
を
理
由
に
一
度

も
国
許
の
尾
張
に
入
国
せ
ず
、
藩
政
を
成
瀬
・
竹
腰
両
家
年
寄（
付
家
老
）を
は
じ
め
と

す
る
重
臣
ら
に
任
せ
き
り
で
あ
っ
た
た
め
、
専
横
が
目
立
ち
始
め
た
両
家
年
寄
へ
の
批

判
と
藩
主
斉
温
へ
の
不
満
が
高
ま
っ
た
。
死
去
に
際
し
て
嗣
子
不
在
だ
っ
た
こ
と
か

ら
、
尾
張
家
か
ら
の
独
立
を
目
論
む
成
瀬
正
住
と
幕
府
に
よ
っ
て
相
続
が
強
行
さ
れ
、

異
母
兄
に
当
た
る
将
軍
家
斉
の
十
一
男
で
、
当
時
田
安
家
四
代
当
主
と
な
っ
て
い
た
斉

荘
が
斉
温
の
跡
を
継
い
だ
こ
と
に
よ
り
、
斉
温
に
続
く
将
軍
家
か
ら
の
「
押
し
つ
け
養

子
」
と
し
て
尾
張
藩
士
か
ら
の
強
い
反
発
を
招
い
た
。

続
い
て
福
君
の
経
歴
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
福
君
の
年
齢
は
斉
温
の
一
つ
年
下

で
、
文
政
三
年
十
月
十
九
日
に
京
都
の
摂
家
・
鷹
司
政ま

さ

煕ひ
ろ

の
第
二
十
二
子
と
し
て
生

ま
れ
、「
豊
君
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
父
の
政
煕
は
子
福
者
で
、
名
前
が
知
ら
れ
る
子

女
だ
け
で
も
二
十
四
子
を
数
え
た
。
福
君
の
実
姉
に
は
仁
孝
天
皇
の
女
御
と
な
っ
た
繁つ

な

子こ
（
新
皇
嘉
門
院
）と
祺や
す

子こ
（
新
朔
平
門
院
）、
実
妹
に
十
三
代
将
軍
家
定
の
最
初
の
正
室
と

（
2
）

（
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）
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六
一

な
っ
た
任た
だ

子こ
（
有
君　

天
保
十
二
年
十
一
月
婚
姻
）が
お
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
姉
妹
が
伏
見

宮
家
・
閑
院
宮
家
と
い
っ
た
宮
家
や
加
賀
前
田
家
・
蜂
須
賀
家
と
い
っ
た
有
力
大
名
家

に
嫁
い
で
い
る
。

「
俊
恭
院
女
君
御
行
状
」
に
よ
れ
ば
、
福
君
は
文
政
十
一
年
十
一
月
三
日
に
数
え
九

歳
で
近
衛
家
に
引
き
取
ら
れ
、
翌
十
二
年
二
月
十
一
日
に
は
近
衛
基も

と

前さ
き（

証
常
楽
院　

一
七
八
三
〜
一
八
二
〇
）と
そ
の
正
室
・
維
学
心
院
維つ
な

君ぎ
み（

琴
姫
・
維
姫
と
も　

一
七
八
五
〜

一
八
四
七
）の
実
子
と
し
て
正
式
に
養
女
と
な
り
、「
祥
君
」
と
名
を
改
め
た
。
福
君
が

近
衛
家
に
引
き
取
ら
れ
た
時
、
養
父
の
基
前
は
す
で
に
こ
の
世
に
な
く
、
福
君
は
未
亡

人
で
あ
る
維
学
心
院
に
養
育
さ
れ
た
。
維
学
心
院
の
実
父
は
、
尾
張
家
八
代
宗
勝
の
五

男
で
、
後
に
分
家
・
高
須
松
平
家
七
代
を
継
い
だ
松
平
勝か

つ

当ま
さ（

義
当
）で
あ
る
。
維
学
心

院
は
天
明
五
年（
一
七
八
五
）に
勝
当
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
寛
政
七
年（
一
七
九
五
）に

父
の
兄
に
当
た
る
尾
張
家
九
代
宗
睦
の
養
女
と
な
り
、
享
和
三
年（
一
八
〇
三
）前
田
斉な
り

広な
が

に
嫁
い
だ
が
文
化
三
年（
一
八
〇
六
）に
自
身
の
病
気
を
理
由
に
離
縁
、
そ
の
後
文
化

五
年
に
近
衛
基
前
に
再
嫁
し
て
い
る
。
福
君
の
義
兄
近
衛
忠た

だ

煕ひ
ろ（

一
八
〇
八
〜
九
八
）は
、

幕
末
に
公
武
合
体
派
と
し
て
活
躍
、
十
三
代
将
軍
家
定
に
三
番
目
の
御
台
所
と
し
て
嫁

い
だ
天
璋
院
篤
姫
の
養
父
で
も
あ
っ
た
。

（
5
）

名 法号 生歿年・享年 婚姻年・婚姻年齢

頼
よりぎみ

君 霊
れいじゅいん

樹院 享保13年（1728）〜
宝暦10年（1760） 33歳

延享3年（1746）
19歳

　許婚：九条稙
たねもと

基　享保10年（1725）〜寛保3年（1743）
　夫：近衛内

うちさき

前　　享保13年（1728）〜天明5年（1785）

俊
としひめ

姫 蓮
れんしょういん

沼 院 安永9年（1780）〜
寛政2年（1792）　13歳

寛政2年（1792）
縁組　13歳

　許婚：近衛基
もとさき

前　天明3年（1783）〜文政3年（1820）

維
つなひめ

姫（維
つなぎみ

君） 維
いがくしんいん

学心院 天明5年（1785）〜
弘化4年（1847）　63歳

　夫：前田斉
なりなが

広　　天明2年（1782）〜文政7年（1824）享和2年（1802）
18歳　文化3年離縁

　夫：近衛基
もとさき

前　　天明3年（1783）〜文政3年（1820）文化5年（1808）
24歳

表2　尾張徳川家から近衛家へ嫁いだ姫君

名 法号 生歿年・享年 婚姻年・婚姻年齢

安
あ こ ぎ み

己君 光
こううんいん

雲院 宝永元年（1704）〜
享保10年（1725）　22歳

享保3年（1718）
15歳

　夫：6代継
つぐとも

友　元禄5年（1692）〜享保15年（1730）

好
たかぎみ

君 転
てんりょういん

陵 院 享保15年（1730）〜
安永7年（1778）　49歳

宝暦2年（1752）
23歳

　夫：9代宗
むねちか

睦　享保17年（1732）〜寛政11年（1799）

福
さちぎみ

君 俊
しゅんきょういん

恭 院 文政3年（1820）〜
天保11年（1840）　21歳

天保7年（1836）
17歳

　夫：11代斉
なり

温
はる

　文政2年（1819）〜天保10年（1839）

表1　近衛家から尾張徳川家へ嫁いだ姫君

福
君
は
、
実
父
よ
り
五
歳
で
書
、
六
歳
で
和
歌
、
七
歳
で
舞
楽
を
学
ん
で
稽
古

に
励
ん
だ
。
十
歳
か
ら
近
衛
家
の
御
用
役
・
大
津
小
左
衛
門
に
就
い
て
四
書
五
経

を
学
び
始
め
た
が
、
十
二
、
三
歳
で
修
学
す
る
ほ
ど
記
憶
力
に
優
れ
て
い
た
と
い

う
。
十
一
歳
と
な
っ
た
天
保
元
年
に
は
実
父
よ
り
「
定
子
」
の
諱
を
進
ぜ
ら
れ
、

同
年
か
ら
和
歌
を
一
条
関
白（
忠
良
）に
学
ん
だ
。
忠
良
歿
後
は
冷
泉
家
に
入
門
し

て
詠
歌
に
い
そ
し
み
、
江
戸
下
向
後
も
毎
日
五
、六
首
を
詠
む
こ
と
を
心
懸
け
て

い
た
た
め
、
箪
笥
は
和
歌
の
詠
草
で
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
養
母
維

学
心
院
か
ら
は
琴
と
点
茶
の
嗜
み
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
一
方
で
、
社
寺
参
詣
の

物
見
遊
山
に
出
歩
く
こ
と
も
な
く
、「
謹
厚
」
な
性
格
で
あ
っ
た
と
い
う
。
天
保

四
年
に
は
「
文ふ

久く

子こ

」
の
名
を
改
め
、「
福
君
」
と
称
し
た
と
「
俊
恭
院
女
君
御

行
状
」
に
あ
る
。

天
保
六
年
二
月
二
十
五
日
に
斉
温
と
福
君
の
縁
組
が
幕
命
に
よ
り
仰
出
さ
れ
る

と
、
京
都
の
近
衛
家
と
尾
張
家
と
の
間
で
江
戸
下
向
と
婚
礼
に
向
け
て
の
折
衝
が

行
わ
れ
た
。
な
お
、
尾
張
家
と
近
衛
家
は
維
学
心
院
・
福
君
の
み
な
ら
ず
、
度
々

婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
間
柄
で
も
あ
っ
た（
表
1
・
2
）。
尾
張
家
側
の
窓
口
は
、
維

学
心
院
付
の
尾
張
藩
士
・
尾
崎
八
右
衛
門（
忠
征　

一
八
一
〇
〜
九
〇
）で
、
近
衛
家

（
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）
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二

家
司
の
吉
村
伊
勢
介
・
清
水
玄
蕃
允
な
ど
と
書
状
の
や
り
と
り
を
頻
繁
に
行
い
、
着
々

と
準
備
が
進
め
ら
れ
た（「
福
君
縁
組
控
」）。

天
保
七
年
九
月
二
十
三
日
に
京
都
で
付
家
老
の
成
瀬
正
壽
の
嫡
男
正
住
を
使
者
と
し

て
結
納
が
行
わ
れ
る
と
、
江
戸
下
向
へ
の
準
備
は
大
詰
め
を
迎
え
、
十
月
二
日
に
福
君

は
禁
裏
へ
暇
乞
い
に
向
か
っ
た
。
実
姉
の
繁
子
・
祺
子
が
相
次
い
で
仁
孝
天
皇
の
女
御

と
な
っ
た
関
係
か
ら
、
福
君
は
幼
い
頃
よ
り
禁
裏
へ
た
び
た
び
参
上
し
て
お
り
、
暇

乞
い
で
は
天
皇
に
黄
銅
の
花
活
・
花
台
、
親
王（
後
の
孝
明
天
皇
）に
鶴
蒔
絵
春
日
形
の

卓
・
岩
亀
の
香
炉
、
敏
宮
・
経
宮
に
人
形
、
准
后（
祺
子
）に
小
衝
立
、
お
付
き
の
女
官

ら
に
綸
子
や
帯
・
反
物
・
金
子
な
ど
を
献
上
し
た
。
ま
た
天
皇
か
ら
は
六
歌
仙
手
鑑
と

机
、
親
王
か
ら
は
桑
の
書
棚
、
准
后
か
ら
は
十
躰
和
歌
巻
や
真
綿
・
経
師
張
の
文
箱
な

ど
を
拝
領
し
た
。
ま
た
こ
れ
に
先
立
つ
九
月
十
四
日
に
は
仙
洞
御
所
へ
暇
乞
い
に
向
か

い
、
仙
洞（
光
格
上
皇
）へ
花
瓶
・
花
台
、
大
宮（
新
清
和
院
）へ
衝
立
、
女
官
ら
に
は
反

物
等
を
献
上
、
仙
洞
か
ら
は
原
在
明
が
袋
棚
の
絵
を
描
い
た
書
棚
・
伊
勢
物
語
・
伽

羅
・
檜
扇
を
、
大
宮
か
ら
は
三
部
抄
・
机
・
講
釈
文
庫
・
縮
緬
、
欽
宮
か
ら
煙
草
盆
・

経
師
張
の
文
庫
を
拝
領
し
た
。

十
月
四
日
に
北
野
天
満
宮
で
首か

ど
で途
の
式
を
行
う
と
、
そ
の
二
日
後
の
同
月
六
日
が
出

立
の
日
で
あ
る
。
福
君
の
嫁
入
り
行
列
は
、
福
君
付
の
女
中
五
十
二
人
を
は
じ
め
、
名

古
屋
か
ら
迎
え
に
上
が
っ
た
用
人
の
玉た

ま
き置
小
平
太
を
は
じ
め
尾
張
藩
士
七
十
九
名
、
日

雇
い
の
駕
籠
舁
・
道
具
運
搬
の
人
夫
な
ど
も
加
え
て
総
勢
千
人
を
数
え
た
と
い
い
、
そ

の
様
子
は
「
福
君
江
戸
下
向
行
列
図
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）に
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。

行
列
は
中
山
道
・
美
濃
路
を
経
て
、
十
一
日
に
名
古
屋
城
へ
到
着
し
た
。
名
古
屋
城

で
福
君
は
前
藩
主
十
代
斉
朝
と
の
対
面
を
果
た
し
、
原
在
明
筆
「
石
清
水
臨
時
祭
礼
図

巻
」
三
巻
を
進
上
し
た
。
十
五
日
に
名
古
屋
を
発
っ
て
東
海
道
を
下
り
、
二
十
八
日
に

江
戸
市
ヶ
谷
の
上
屋
敷
に
到
着
し
た
。
京
都
か
ら
江
戸
ま
で
実
に
二
十
三
日
が
か
り
の

（
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（
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（
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大
移
動
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
十
一
月
九
日
に
は
市
ヶ
谷
上
屋
敷
で
斉
温
と
の
婚
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
。

婚
儀
の
様
子
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
く
詳
細
は
不
明
だ
が
、
斉
温
と
先
妻
・
愛
姫
と
の

婚
礼
の
次
第
が
残
さ
れ
て
お
り
、
福
君
の
婚
儀
も
同
様
に
進
め
ら
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

福
君
の
婚
礼
は
、
斉
温
に
と
っ
て
は
再
縁
で
あ
り
、「
福
君
縁
組
控
」
に
は
「
中（

斉

温

）

納
言
様

御
再
縁
之
義
ニ
も
候
得
者　

御
婚
礼
式
も
御
手
軽
之
調
ニ
付　

其
余
之
儀
も
万
端
右
に

准
じ
御
省
略
取
斗
候
」
と
あ
り
、
再
縁
の
た
め
婚
礼
を
「
手
軽
」
に
し
た
い
と
い
う
尾

張
家
側
の
意
向
が
あ
っ
た
。
一
方
で
、「
松
の
葉
日
記
」
に
は
福
君
の
江
戸
下
向
の
際
、

行
列
に
同
行
す
る
藩
士
は
衣
服
や
身
の
回
り
の
品
々
を
す
べ
て
新
調
し
、
ま
た
駕
籠
舁

や
人
夫
に
は
揃
い
の
看
板（
中
間
・
小
者
が
着
る
丈
の
短
い
衣
服
）を
貸
し
与
え
、
尾
張
家

の
威
信
を
か
け
、
行
粧
に
は
華
美
が
尽
く
さ
れ
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
婚
礼
の
供
を
命

ぜ
ら
れ
た
藩
士
は
諸
道
具
や
衣
服
を
新
調
す
る
に
も
自
費
だ
っ
た
た
め
、
退
役
や
転
役

を
願
い
出
る
者
さ
え
出
た
と
い
う
。
ま
た
米
価
高
騰
の
な
か
、
宿
代
の
上
限
を
設
け
た

た
め
に
、
宿
屋
が
不
利
益
を
被
っ
た
と
し
て
、「
御
役
人
衆
の
行
装
の
み
き
ら
ひ
や
か

に
て
下
々
の
痛
む
を
顧
り
見
給
ハ
さ
る
ハ 

第
一
犬
山
侯
の
御
心
不
仁
に
お
は
し
ま
す

故
な
る
へ
し 

此
御
婚
礼
の
御
行
末
い
か
ゝ
有
る
ら
ん
」
と
、
奥
村
は
婚
礼
を
取
り
仕

切
っ
た
成
瀬
正
壽
を
批
判
し
、
婚
礼
の
行
末
を
危
ぶ
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
当
初
か
ら
不
安
要
素
を
抱
え
た
結
婚
で
あ
っ
た
が
、
婚
嫁
後
の
福
君
は

夫
斉
温
と
も
前
藩
主
斉
朝
の
実
母
・
乗
蓮
院
と
も
仲
は
良
好
と
伝
え
ら
れ
、
京
都
か
ら

伴
っ
た
女
中
と
と
も
に
香
や
生
花
を
嗜
む
穏
や
か
な
日
々
を
送
り
、
結
婚
生
活
は
順
調

に
ゆ
く
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
奥
村
の
危
惧
が
的
中
し
た
か
の
よ
う
に
、
三
年
後
に

斉
温
が
病
に
倒
れ
る
。
福
君
は
丹
精
を
尽
く
し
て
看
病
に
努
め
、
神
仏
に
祈
っ
た
が
、

そ
の
甲
斐
な
く
斉
温
は
天
保
十
年
三
月
十
日
に
二
十
一
歳
で
薨
去
し
、
尾
張
家
の
菩
提

寺
建
中
寺
に
葬
ら
れ
た
。
わ
ず
か
三
年
の
結
婚
生
活
で
あ
っ
た
。
福
君
は
落
飾
し
て
俊

し
ゅ
ん

（
12
）
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）
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）
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三

恭き
ょ
う

院い
ん

と
名
を
改
め
、
持
病
の
癪し
ゃ
っ
け気
の
療
養
と
夫
の
菩
提
を
弔
う
た
め
尾
張
に
移
り
住

む
こ
と
を
望
ん
だ
。
幕
府
の
許
可
を
得
て
、
同
年
八
月
九
日
に
江
戸
を
発
ち
、
木
曽
路

を
通
っ
て
、
名
古
屋
に
二
十
四
日
に
到
着
、
名
古
屋
城
三
之
丸
御
屋
形
に
入
っ
た
。
三

之
丸
御
屋
形
は
、
江
戸
城
大
奥
と
同
様
、
福
君
の
居
住
空
間
を
は
じ
め
女
中
の
詰
所
・

住
居
の
ほ
か
、
男
性
の
役
人
が
詰
め
る
広
敷
向
を
備
え
て
い
た
と
み
ら
れ
、「
尾
城
三

之
丸
艮
隅
御
屋
形
御
住
居
聖
聡
院
様
俊
恭
院
様
御
附
衆
之
員
」
に
よ
れ
ば
、
福
君
付
の

役
人
は
広
敷
用
人
の
矢
部
彦
右
衛
門
・
浦
井
小
左
衛
門
の
二
人
を
筆
頭
に
、
下
男
に
い

た
る
ま
で
計
百
五
十
一
人
を
数
え
た
。
女
中
の
数
は
不
明
だ
が
、
福
君
の
御
屋
形
で
の

新
生
活
は
二
百
人
を
優
に
超
え
る
役
人
・
女
中
で
運
営
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
以

降
、
建
中
寺
に
参
詣
し
て
斉
温
の
菩
提
を
弔
い
つ
つ
も
、
名
古
屋
城
在
住
の
前
藩
主
斉

朝
や
国
入
り
し
た
十
二
代
斉
荘
と
も
茶
の
湯
を
行
い
、
ま
た
近
衛
家
の
老
女
村
岡
を
名

古
屋
城
で
出
迎
え
た
こ
と
が
記
録
に
見
え
る
。
藩
主
未
亡
人
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

な
が
ら
、
尾
張
で
安
穏
な
日
々
を
送
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
一
年
も
経
た
な
い
翌
十
一

年
六
月
十
一
日
に
病
が
悪
化
し
、
九
月
二
十
九
日
に
わ
ず
か
二
十
一
歳
の
生
涯
を
閉
じ

た
。
遺
骸
は
斉
温
と
同
じ
建
中
寺
に
葬
ら
れ
た
。

二　

菊
折
枝
調
度
の
全
容
と
伝
来

福
君
が
歿
し
た
翌
天
保
十
二
年（
一
八
四
一
）に
は
、
尾
張
の
御
細
工
所
が
中
心
と

な
っ
て
名
古
屋
城
三
之
丸
御
屋
形
に
遺
さ
れ
た
数
々
の
諸
道
具
の
整
理
が
順
次
行
わ
れ

た
。
そ
の
際
の
道
具
帳
が
「
天
保
十
二
丑
年
俊
恭
院
様
御
道
具
帳
」（
什
器
旧
原
簿
第
九

号
、
以
下
「
福
君
道
具
帳
」
と
称
す
る
。）で
あ
る
。「
福
君
道
具
帳
」
は
、
御
屋
形
の
賄
所

や
福
君
付
の
用
人
が
管
理
し
て
い
た
金
箪
笥
や
銭
箱
・
状
箱
な
ど
の
①
「
諸
色
帳
」
に

始
ま
り
、
御
膳
所
が
管
理
し
て
い
た
火
事
羽
織
や
看
板
な
ど
の
②
「
御
諸
色
」、
ま
た

御
屋
形
の
用
人
か
ら
細
工
頭
へ
と
引
き
渡
さ
れ
た
際
に
整
理
さ
れ
た
③
「
銀
器
御
道
具

帳
」・
④
「
六 

道
具
帳
」・
⑤
「
五 

道
具
帳
」・
⑥
「
御
膳
所
道
具
」・
⑦
「
天
児
御
道

具
帳
」・
⑧
「
御
賄
所
御
道
具
」・
⑨
「
御
道
中
御
雪
隠
御
道
具
」・
⑩
「
御
行
列
御
道

具
帳
」・
⑪
「
御
道
具
帳
」・
⑫
「
御
雛
御
道
具
帳
」・
⑬
「
内
家
局
江
引
渡
候
分 

俊
恭

院
様 

御
道
具
帳
」な
ど
用
途
や
部
署
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
道
具
帳
が
合
綴
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
⑩
「
御
行
列
御
道
具
帳
」
以
下
に
菊
折
枝
調
度
が
列
記
さ
れ
、
整
理
番

号
を
は
じ
め
意
匠
や
附
属
品
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
本
調
度
が
福
君
の
所
用
品
で

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、「
福
君
道
具
帳
」
所
収
の
広
敷
用
人
の
矢
部

彦
右
衛
門
・
浦
井
小
左
衛
門
連
名
の
書
付
に
よ
れ
ば
、
道
具
帳
に
書
き
上
げ
る
以
前
に
、

梨
子
地
の
膳
部
類
は
江
戸
表（
江
戸
上
屋
敷
の
表
向
）の
老
女
に
伺
い
を
立
て
、
福
君
の
供

養
に
用
い
る
「
霊
具
」
と
し
て
建
中
寺
に
奉
納
、
ま
た
福
君
が
生
前
に
使
用
し
て
古
び

た
道
具
や
書
物
・
到
来
物
・
反
物
等
は
逝
去
の
際
、
御
付
の
女
中
や
役
人
等
に
分
与
し

た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
福
君
所
用
の
道
具
の
一
部
は
歿
後
ま
も
な
く
奉
納
・
分
与
さ

れ
て
お
り
、
生
前
の
所
用
道
具
が
全
て
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
婚

嫁
か
ら
わ
ず
か
五
年
の
時
点
の
記
録
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
福
君
の
婚
礼
調
度
の
大
部
分

が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、「
福
君
道
具
帳
」
に
は
「
転
陵
院
様
御
初
御
道
具
帳
」（
什
器
旧
原
簿
第
十
二
号
、

以
下
「
好
君
道
具
帳
」
と
称
す
る
。）も
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
転
陵
院
す
な
わ
ち

尾
張
家
九
代
宗
睦
の
正
室
好
君
所
用
を
は
じ
め
各
種
の
蒔
絵
調
度
類
が
記
載
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
中
に
も
菊
折
枝
調
度
の
記
事
が
見
え
る
。
好
君
は
近
衛
家
久
の
娘
で
、
延
享

四
年（
一
七
四
七
）に
宗
睦
と
の
縁
組
が
仰
出
さ
れ
、
宝
暦
二
年（
一
七
五
二
）三
月
四
日
に

結
納
を
行
い
、
同
月
十
五
日
に
京
都
発
駕
、
翌
四
月
一
日
に
市
ヶ
谷
屋
敷
に
到
着
、
同

月
十
三
日
に
婚
儀
を
挙
げ
た
。
宗
睦
と
の
間
に
治
休
・
治
興
と
い
う
二
人
の
男
子
を

設
け
た
が
、
治
休
が
安
永
二
年（
一
七
七
三
）、
治
興
が
同
五
年
に
若
く
し
て
亡
く
な
り
、

（
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好
君
も
安
永
七
年
八
月
二
十
八
日
に
病
気
の
た
め
江
戸
で
歿
し
た
。
四
十
九
歳
で
あ
っ

た
。「
好
君
道
具
帳
」
は
、
表
紙
に
「
東
幸
ゟ
相
廻
候
」
の
文
言
、
ま
た
巻
末
に
「
巳

九
月
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
二
年（
一
八
六
九
）に
東
京
か
ら
国
許
の
尾
張
へ
運
搬

さ
れ
た
際
の
道
具
リ
ス
ト
と
し
て
整
理
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
菊
折
枝
蒔
絵
と
雛
道
具
を

書
き
上
げ
た
⑭
「
転
陵
院
様
御
道
具
」
と
⑮
「
地
並
御
道
具
」
と
題
し
た
道
具
目
録
二
種

な
ど
か
ら
成
る
。

い
ず
れ
も
、
婚
礼
当
初
で
は
な
い
も
の
の
、
菊
折
枝
調
度
の
所
用
者
が
そ
れ
ぞ
れ
福

君
・
好
君
で
あ
る
と
証
明
で
き
る
一
次
史
料
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
福
君
が
歿
し
た
直

後
の
天
保
十
二
年
の
記
録
と
し
て
「
福
君
道
具
帳
」
の
う
ち
、
⑩
「
御
行
列
御
道
具

帳
」・
⑪
「
御
道
具
帳
」
を
翻
刻
し
、「
好
君
道
具
帳
」
の
記
載
作
品
と
と
も
に
、
徳
川

美
術
館
所
蔵
品
と
の
対
照
表
を
示
し
た（
翻
刻
1
・
2
、
表
3
）。

⑩
「
御
行
列
御
道
具
帳
」
に
は
輿
を
は
じ
め
二
十
件
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
う
ち
七
件

（
件
数
は
道
具
帳
に
基
づ
く
、
以
下
同
。）が
現
存
し
、
当
初
は
輿
だ
け
で
も
菊
折
枝
蒔
絵
と

蜀
江
蒔
絵
、
山
輿
の
三
挺
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
⑪
「
御
道
具
帳
」
は
菊

折
枝
調
度
の
ほ
か
砂
物
鉢
や
屏
風
な
ど
七
十
一
件
を
数
え
、
そ
の
う
ち
五
十
二
件
が
現

存
す
る
。
⑫
「
御
雛
御
道
具
帳
」
は
抱
牡
丹
紋
蒔
絵
と
菊
折
枝
蒔
絵
が
混
在
し
て
い

る
も
の
の
記
載
の
八
十
九
件（
棚
道
具
ま
で
数
え
れ
ば
百
十
七
件
）の
う
ち
七
十
件（
同
じ
く

九
十
八
件
）が
現
存
し
て
い
る
。「
好
君
道
具
帳
」
に
は
⑭
「
転
陵
院
様
御
道
具
」
に
調

度
類
四
十
七
件
、
雛
道
具
二
十
件
、
⑮
「
地
並
御
道
具
」
に
二
十
三
件
の
計
九
十
件
が

記
載
さ
れ
る
が
、
大
半
が
明
治
四
年（
一
八
七
一
）か
ら
六
年
に
か
け
て
売
立
や
下
賜
の

対
象
と
な
っ
て
お
り
、
現
存
す
る
の
は
当
初
の
一
割
程
度
の
十
件
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
徳
川
美
術
館
の
所
蔵
品
に
は
両
道
具
帳
に
記
載
さ
れ
な
い
菊
折
枝
調
度

類
が
二
十
七
件
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
別
の
道
具
帳
に
記
載
さ
れ
、
両
道
具
帳
の
記

載
品
と
は
別
に
管
理
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
各
道
具
帳
に
は
現
存
し
な
い
作
例

（
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も
含
ま
れ
て
い
る（
表
4
）。
こ
れ
ら
が
当
初
よ
り
一
揃
い
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
記
録

の
上
で
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
蒔
絵
の
意
匠
や
様
式
な
ど
が
共
通
し
、
一
連
の
菊

折
枝
調
度
と
み
な
さ
れ
る
。

表
4
の
う
ち
大
き
な
一
群
と
し
て
は
、
明
治
初
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
什
器
原
簿
第
十

号
「
什
器
目
録
」
十
九
冊
の
う
ち
第
十
三
冊
の
「
大
奥
残
道
具　

初
音
道
具
」
記
載
品

で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
表
4
の
3
花
台
か
ら
28
提
重
ま
で
が
「
大
奥
残
道
具
」
と
し
て
長

持
の
三
番
・
四
番
に
入
れ
ら
れ
一
括
し
て
伝
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
42
長
「

拵
・
43
長
「
は
建
中
寺
宝
蔵
で
管
理
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
46
双
六
盤
か
ら
49
棗
ま
で

は
、
江
戸
で
管
理
さ
れ
て
い
た
た
め
か
道
具
帳
に
記
載
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
大
正
十

年（
一
九
二
一
）に
尾
張
家
か
ら
売
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
売
立
目
録
か
ら
明
ら
か
で
、
近

年
の
寄
贈
・
購
入
に
よ
っ
て
所
蔵
品
と
な
っ
た
。

現
存
作
品
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
、「
福
君
道
具
帳
」
と
「
好
君
道
具
帳
」
に

そ
れ
ぞ
れ
の
道
具
は
重
複
す
る
こ
と
な
く
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
以
外
に
も
名

古
屋
と
江
戸
の
各
所
で
管
理
さ
れ
て
い
た
道
具
も
含
め
れ
ば
、
総
数
三
百
二
十
件
に
上

り
、
江
戸
時
代
に
は
膨
大
な
数
量
の
道
具
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き

た
。こ

の
ほ
か
、
尾
張
家
と
の
関
連
を
示
す
記
録
は
な
い
も
の
の
「
菊
折
枝
蒔
絵
色
紙

箱
・
短
冊
箱
」（
京
都
・
三
時
知
恩
寺
蔵
）、「
菊
折
枝
蒔
絵
硯
箱
」（
京
都
・
泉
涌
寺
蔵
）も
蒔

絵
の
仕
様
や
文
様
か
ら
一
連
の
作
例
と
目
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
両
道
具
帳
は
菊
折
枝
調
度
が
好
君
・
福
君
の
所
用
品
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
一
方
で
、
い
ず
れ
も
後
世
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
各
調
度
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な

伝
来
を
た
ど
っ
た
か
も
明
ら
か
と
な
る
。「
福
君
道
具
帳
」
の
う
ち
⑩
「
御
行
列
御
道

具
帳
」・
⑪
「
御
道
具
帳
」
の
冒
頭
に
あ
る
貼
紙
墨
書（
翻
刻
参
照
）に
よ
れ
ば
、
福
君
の

歿
後
十
一
年
が
過
ぎ
た
嘉
永
四
年（
一
八
五
一
）七
月
に
福
君
の
道
具
類
が
一
括
し
て
江

（
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五

戸
表
へ
回
送
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
う
ち
昆
布
箱
を
は
じ
め
十
六
件
が
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）に
十
二
代
斉
荘
の
娘
利と
し

姫ひ
め（

一
八
三
六
〜
八
五
）の
引
移
御
用
す
な
わ
ち
婚
礼

調
度
と
さ
れ
て
い
る
。
道
具
の
再
利
用
を
示
す
事
例
だ
が
、
そ
の
際
に
は
必
ず
し
も
道

具
一
式
で
は
な
く
、
鏡
や
歯
黒
染
の
上

じ
ょ
う

水ず
（
潼
子
）・
渡
金
、
茶
弁
当
の
燗
風
炉
と
い
っ

た
金
工
品
を
中
心
に
一
部
の
内
容
品
の
み
の
再
利
用
も
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
安
政
六
年

に
は
蜀
江
蒔
絵
の
輿（
乗
物
）は
じ
め
茶
弁
当
な
ど
が
「
御
簾
中
様
御
用
」
す
な
わ
ち

十
五
代
茂も

ち

徳な
が

の
正
室
政ま
さ

姫ひ
め（

一
八
三
八
〜
一
九
〇
九
）の
道
具
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
る
。

⑫
「
御
雛
御
道
具
帳
」
に
も
冒
頭
に
墨
書
と
貼
札
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
嘉
永
五

年
に
尾
張
で
誕
生
し
た
十
四
代
慶
勝
の
娘
栄て

る

姫ひ
め

の
初
節
供
に
用
い
る
た
め
に
雛
道
具
一

式
が
広
敷
へ
渡
さ
れ
た
。
し
か
し
、
翌
年
栄
姫
が
早
世
し
た
た
め
差
し
戻
さ
れ
、
そ
の

後
安
政
四
年
に
同
じ
く
慶
勝
の
娘
道み

ち

姫ひ
め（

一
八
五
六
〜
七
五
）の
「
御
雛
以
御
用
」
と
す

る
た
め
、
改
め
て
広
敷
用
人
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
。

婚
礼
調
度
は
、
姫
君
の
個
人
財
産
と
さ
れ
、
歿
後
に
は
実
家
に
戻
さ
れ
る
例
も
多
い

が
、
好
君
・
福
君
の
婚
礼
調
度
は
、
そ
の
ま
ま
婚
家
で
あ
る
尾
張
家
に
遺
さ
れ
て
御
細

工
所
で
整
理
さ
れ
、
後
に
続
く
同
家
の
姫
君
や
正
室
の
道
具
と
し
て
再
利
用
が
行
わ
れ

て
い
る
。

翻
っ
て
福
君
の
婚
礼
を
考
え
て
み
る
と
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
財
政
難
の
な
か
、

福
君
の
婚
礼
調
度
が
す
べ
て
新
調
さ
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
道
具
帳
が
示
す
以
上
に
か

な
り
の
部
分
に
お
い
て
好
君
の
婚
礼
調
度
か
ら
大
半
を
受
け
継
ぎ
再
利
用
し
た
可
能
性

が
非
常
に
高
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

三　

福
君
の
婚
礼
準
備

こ
こ
で
、
再
び
福
君
の
婚
礼
準
備
に
話
を
戻
そ
う
。
近
衛
家
伝
来
の
古
記
録
類
を
保

存
管
理
す
る
陽
明
文
庫
に
は
福
君
の
婚
礼
に
関
す
る
詳
細
な
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
う
ち
「
福
君
縁
組
控
」
お
よ
び
「
福
君
様
御
縁
談
一
式　

義
」「
福
君
様
御
縁
談

一
式　

礼
」
を
は
じ
め
書
状
類
な
ど
か
ら
福
君
の
婚
礼
準
備
の
様
相
を
時
系
列
で
追
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
は
、
両
家
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
年
中
の
贈
答

儀
礼
の
対
象
者
・
時
期
・
贈
答
品
に
は
じ
ま
り
、
結
納
や
首
途
式
、
京
都
出
立
の
日

時
、
道
中
の
行
程
や
宿
泊
地
、
福
君
付
の
男
性
の
役
人
・
女
中
の
人
数
や
そ
の
扱
い
な

ど
、
多
方
面
に
わ
た
り
子
細
な
交
渉
の
経
過
と
取
り
決
め
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
婚
礼
調
度
製
作
に
か
か
わ
る
金
銭
や
物
品
の
や
り
と
り
に
注
目
し
て
検
証
し
て

い
き
た
い
。

ま
ず
、
天
保
七
年（
一
八
三
六
）四
月
に
は
、
近
衛
家
側
か
ら
尾
張
家
側
の
窓
口
で
あ

る
尾
崎
八
右
衛
門
に
、「
御
首
途
御
道
中
御
行
列
御
用
御
道
具
類
」
す
な
わ
ち
京
都
出

立
前
に
行
う
首
途
式
と
江
戸
下
向
に
用
い
る
行
列
道
具
を
近
衛
家
に
廻
し
て
く
れ
る
よ

う
に
依
頼
、
ま
た
婚
礼
準
備
に
か
か
る
御
用
脚
金
が
い
く
ら
同
家
に
送
ら
れ
る
か
な
ど

の
問
い
合
わ
せ
が
さ
れ
て
い
る
。
御
用
脚
金
は
な
か
な
か
届
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、
六

月
五
日
に
も
近
衛
家
側
か
ら
請
求
し
た
記
録
が
残
る
。
こ
れ
に
対
す
る
尾
張
家
側
か
ら

の
回
答
は
左
記
の
通
り
で
あ
る（「
福
君
縁
組
控
」）。

別
紙
御
用
脚
金
之
義 

御
先
例
ハ
金
弐
千
両
近
衛
様
江
被
進
候
処 

今
般
御
再
縁
之

義
ニ
も
候
得
者 

御
婚
礼
式
も
万
端
御
手
軽
ニ
可
被
為
整
旨 

兼
而
被　

仰
出
之
趣
も

有
之
且　

福
君
様
御
下
向
御
用
意
等　

維
学
心
院
様
御
手
前
ニ
而
為
御
取
斗
相
成

候
哉
も
難
斗
候
間　

金
千
五
百
両　

御
同
所
様
江
被
進
相
成
事
ニ
候 

右
之
趣
程
能

御
家
司
へ
可
被
申
聞
置
候 

就
夫　

福
君
様
御
召
服
等
出
来
方
之
義 

此
表
女
中
よ

り
申
越
反
物
類
御
小
道
具
等 

当
三
月
中
御
買
上
相
成
候
分
御
入
用
金
四
百
八
拾
弐

両
弐
歩
弐
朱 
銀
六
匁
弐
分 

頃
日　

維
学
心
院
様
へ
別
段
被
進
相
成 

右
ハ
金
御
下

（
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六
六

向
ニ
付
御
入
用
之
品
ニ
可
有
之
候 

付
而
者 

千
五
百
両
与
相
来
候
而
者 

弐
千
両
程

之
被
進
候
ニ
相
当
候
ニ
付 

前
形
千
五
百
両
之
内
ニ
而
四
百
八
十
二
両
余
引
除
残
金

千
十
七
両
一
歩 

銀
壱
匁
三
分
相
渡
候
間 

右
之
趣　

維
学
心
院
様
江
も
憚
り
被
申

上 

表
方
ヘ
ハ
千
五
百
両
被
進
候
様 

書
付
等
ニ
而
御
達
相
成
候
様
可
被
取
斗
候 

尤

表
方
ニ
も
御
用
三
石
御
入
用
可
有
候
哉 

左
候
ハ
ヽ 

右
金
子
表
方
へ
相
廻
候
義
者

双
方
申
相
次
第　

御
家
を
為
て
も
今
般
之
御
物
入
莫
大
之
事
ニ
付 

右
之
趣
を
以

御
入
用
ニ
而 

程
能
打
合
差
引
相
渡
候 

金
高
ニ
而
何
連
ニ
も
御
用
意
相
整
候
様
可
被

取
斗
候

　

但
金
子
請
取
方
之
義
ハ
於
尾
州
可
被
申
達
候

　
　

六
月

近
衛
家
へ
渡
す
御
用
脚
金
は
、
好
君
の
先
例
に
従
え
ば
二
千
両
と
な
る
と
こ
ろ
、
こ

の
結
婚
は
斉
温
に
と
っ
て
は
再
縁
で
あ
り
、
婚
礼
の
す
べ
て
に
わ
た
り
手
軽
に
と
の
仰

出
の
た
め
、
千
五
百
両
と
な
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
回
答
に
先
立

つ
書
状
で
は
、
福
君
の
御
召
服
・
手
道
具
は
尾
張
家
側
で
準
備
す
る
と
あ
り
、
す
で
に

三
月
に
は
表
方
の
女
中
が
福
君
の
反
物
類
・
小
道
具
な
ど
を
買
上
げ
た
。
物
価
高
も
あ

り
、
そ
の
金
額
が
「
金
四
百
八
拾
弐
両
弐
歩
弐
朱 

銀
六
匁
弐
分
」
と
な
り
、
こ
れ
を

千
五
百
両
か
ら
差
し
引
い
た
金
額
が
「
金
千
十
七
両
一
歩
銀
壱
匁
三
分
」
で
あ
る
。
維

学
心
院
に
は
憚
ら
れ
る
の
で
、
あ
く
ま
で
額
面
は
千
五
百
両
と
し
、
千
両
の
送
金
で
了

解
し
て
欲
し
い
こ
と
が
苦
し
紛
れ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
前
後
の
書
状
で

は
、
代
替
案
と
し
て
福
君
の
縁
組
に
伴
い
、
尾
張
家
か
ら
維
学
心
院
宛
で
近
衛
家
へ
毎

年
合
力
金
二
百
両
を
送
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
婚
礼
間
近
の
九
月
晦
日

に
な
っ
て
尾
張
家
か
ら
近
衛
家
へ
千
両
が
送
ら
れ
た
の
だ
が
、
先
例
で
は
二
千
両
だ
っ

た
御
用
脚
金
が
福
君
の
婚
礼
で
は
半
額
に
減
額
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
尾
張
家
の
苦
し

い
財
政
事
情
が
垣
間
見
え
る
。

一
方
、
近
衛
家
側
か
ら
婚
礼
に
際
し
、
事
前
に
京
都
へ
送
る
よ
う
に
依
頼
の
あ
っ
た

行
列
道
具
に
つ
い
て
は
、
挟
箱
・
長
「
・
緋
傘
・
茶
弁
当
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
四

月
十
四
日
付
の
書
状
か
ら
わ
か
る
。
こ
の
な
か
に
は
福
君
用
の
輿
は
な
く
、
近
衛
家
側

で
網
代
輿
を
新
調
す
る
手
筈
と
な
っ
て
い
た
が
、
七
月
に
な
っ
て
尾
崎
八
右
衛
門
よ
り

福
君
の
乗
る
輿
は
「
塗
輿
」
に
し
、
す
で
に
製
作
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
網
代
輿
は
替

輿（
代
替
用
の
輿
）に
す
る
と
の
尾
張
の
役
所
か
ら
の
方
針
が
伝
え
ら
れ
た
。
結
局
、
尾

張
家
か
ら
行
列
道
具
が
届
け
ら
れ
た
の
は
、
首
途
式
の
三
日
前
と
な
る
十
月
三
日
で
あ

る
。
こ
の
と
き
は
挟
箱
や
長
「
な
ど
の
ほ
か
、山
道
用
と
み
ら
れ
る
山
輿
が
届
け
ら
れ
、

さ
ら
に
京
都
出
立
前
日
の
五
日
に
な
っ
て
蜀
江
蒔
絵
の
輿
が
届
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
新

調
し
た
網
代
輿
が
加
わ
り
、
最
終
的
に
六
日
の
出
立
に
は
、「
御
輿
御
塗
輿
蒔
絵　

御

替
輿
御
網
代
覆
花
色
牡
丹
葵　

御
替
輿
同
覆　

御
山
輿
」
の
三
挺
が
揃
え
ら
れ
た
こ
と
が
行
列

書
か
ら
わ
か
る
。
福
君
は
こ
の
う
ち
塗
輿
で
あ
る
蜀
江
蒔
絵
乗
物
に
乗
輿
し
て
江
戸
に

下
向
し
た
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、「
福
君
江
戸
下
向
行
列
図
」
に
は
、
蜀
江
蒔
絵
乗
物

が
葵
紋
と
抱
牡
丹
紋
を
大
き
く
あ
ら
わ
し
た
緋
色
の
日
覆
を
つ
け
、
緋
傘
を
差
し
掛
け

ら
れ
て
進
む
様
子
が
描
か
れ
て
い
る（
挿
図
1
）。

福
君
の
輿
に
つ
い
て
は
、「
松
の
葉
日
記
」
に
も
左
記
の
通
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一　

御
輿
ハ
転
陵
院
様
御
召
之
御
料
を
今
度
御
ふ
き
立
に
成
て
御
譲
り
被
遊
御
用

ニ
成
ニ
き　

此
御
輿
初
而
出
来
之
時
ハ
金
千
両
懸
り
候
ト
也 

惣
金
ニ
而
拵
た
る

物
ト
也 

一
説
ニ
今
度
御
城
御
多
門
何
れ
に
納

り
居
候
哉
よ
り
御
差
出
し
ニ
成
拭
ひ
候
は
か

り
に
て
御
用
に
立
と
成 

下
小
田
井
御
小
休
ゟ
被
召
之
ト
云
ニ
漆
の
つ
や
も
ぬ

け
滅
金
の
金
具
ハ
光
り
甚
お
と
な
し
く
大
か
た
御
紋
直
し
の
金
具
の
様
に
相

見
し
た
り 
屋
ね
ニ
ハ
猩
々
緋
の
日
覆
ニ
御
紋
二
ツ
ヽ
あ
り
し
様
に
見
た
り
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六
七

十
月
十
一
日
の
名
古
屋
入
城
に
あ
た
り
、
福
君
は
近
郊
の
下し
も

小お

田た

井い

で
小
休
止
を

取
っ
た
際
、
京
都
出
立
時
と
は
ま
た
別
の
輿
に
乗
り
替
え
た
。
転
陵
院
す
な
わ
ち
好
君

の
召
料
で
漆
を
拭
き
直
し
て
譲
ら
れ
た
と
い
う
「
惣
金
」
の
輿
で
あ
る
。
当
初
の
製
作

費
に
は
千
両
が
掛
か
り
、
名
古
屋
城
多
聞
櫓
内
に
あ
っ
た
の
を
持
ち
出
し
て
再
利
用
し

た
た
め
、
漆
の
艶
も
抜
け
、
鍍
金
の
金
具
の
光
り
方
も
控
え
め
で
、
御
紋
直
し
の
金
具

挿図1　福君江戸下向行列図　乗物部分

の
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
。
意
匠
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
好
君
の
輿
と
は

「
福
君
道
具
帳
」
か
ら
、
総
梨
子
地
の
菊
折
枝
蒔
絵
の
輿
に
当
た
る
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。

し
か
し
、
十
月
十
五
日
の
名
古
屋
城
出
立
時
に
は
福
君
は
さ
ら
に
別
の
輿
に
乗
り
換

え
た
よ
う
で
、「
松
の
葉
日
記
」
に
は
「
今
日
ハ
立
涌
雲
形
之
蒔
絵
御
輿
ニ
被
為
召
候 

是
ハ
此
間
之
御
紋
直
し
の
御
輿
ト
ハ
違
ひ
少
し
廉
な
る
方
路
頭
ハ
被
召
之
に
や
」
と
あ

る
。
立
涌
雲
形
蒔
絵
の
輿
で
、
入
城
時
の
輿
に
比
べ
て
廉
っ
ぽ
く
見
え
た
と
い
う
。
つ

ま
り
、
福
君
の
江
戸
下
向
に
は
、
少
な
く
と
も
蜀
江
蒔
絵
・
網
代
・
山
輿
・
菊
折
枝
蒔

絵
・
立
涌
雲
形
蒔
絵
の
計
五
挺
の
輿
が
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
菊
折
枝

蒔
絵
と
み
ら
れ
る
輿
は
、
記
録
の
上
で
は
下
小
田
井
か
ら
名
古
屋
城
ま
で
お
よ
そ
五
キ

ロ
、
わ
ず
か
一
里
余
り
の
道
中
で
使
用
さ
れ
た
の
み
で
、
他
の
輿
と
は
別
格
の
扱
い
で

あ
っ
た
。
婚
礼
行
列
は
い
わ
ば
政
治
的
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
国
許
に
お

い
て
は
名
古
屋
城
入
城
が
一
番
の
見
せ
場
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
菊
折
枝
蒔
絵
乗
物

は
「
惣
金
」
す
な
わ
ち
総
梨
子
地
で
あ
る
た
め
、
十
一
代
藩
主
の
継
室
に
ふ
さ
わ
し
い

格
式
の
高
さ
を
あ
ら
わ
す
輿
と
し
て
特
別
視
さ
れ
、
い
ざ
と
い
う
見
せ
場
だ
け
に
使
用

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
史
料
が
示
す
諸
事
情
か
ら
勘
案
す
る
に
、
少
な
く
と
も
福
君
の
行
列
道
具

は
、
実
家
で
あ
る
近
衛
家
で
は
な
く
、
婚
家
の
尾
張
家
で
用
意
さ
れ
た
「
待
請
道
具
」

で
あ
り
、
し
か
も
乗
物
は
新
調
で
は
な
く
既
存
の
道
具
を
再
利
用
し
て
調
え
ら
れ
た
と

み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
近
衛
家
側
で
は
、禁
裏
へ
の
贈
答
品（
下
賜
品
も
含
む
か
）を
は
じ
め
、

夫
と
な
る
斉
温
へ
婚
礼
の
贈
り
物
と
し
て
「
「 

銘 

和
泉
守
国
清
」「
鳳
凰
蒔
絵
白
銀

造
毛
抜
形
太
「
拵
」（
い
ず
れ
も
徳
川
美
術
館
蔵
）を
進
上
す
る
た
め
、
既
存
の
太
「
拵
を

補
修
し
て
調
え
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
が
、
菊
折
枝
調
度
の
よ
う
な
大
揃
え
の
婚
礼

調
度
の
製
作
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
が
江
戸
へ
と
運
搬
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
ま
た
前
章

（
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六
八

で
述
べ
た
よ
う
に
、
福
君
歿
後
に
遺
さ
れ
た
婚
礼
調
度
の
ほ
と
ん
ど
が
実
家
に
戻
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
尾
張
家
の
御
細
工
所
で
整
理
さ
れ
、
後
に
続
く
尾
張
家
の
夫
人
や
子
女

の
道
具
に
再
利
用
さ
れ
た
の
も
、
婚
礼
調
度
製
作
の
主
体
、
す
な
わ
ち
出
資
先
が
尾
張

家
で
あ
っ
た
こ
と
に
理
由
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
尾
張
家
の
六
十
二
万
石
に
対
し
、
近
衛

家
は
三
千
石
に
満
た
な
い
家
領
で
あ
り
、
財
政
的
に
は
格
段
の
差
が
あ
る
。
大
名
家
と

公
家
と
の
婚
姻
に
あ
た
っ
て
は
、
好
君
の
時
に
は
二
千
両
、
福
君
の
時
に
は
実
質
千
両

の
御
用
脚
金
と
呼
ば
れ
る
支
度
金
が
近
衛
家
へ
渡
さ
れ
た
よ
う
に
、
公
家
へ
の
財
政
的

援
助
が
行
わ
れ
、
大
揃
え
の
婚
礼
調
度
は
「
待
請
道
具
」
と
し
て
大
名
家
側
で
製
作
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

紋
直
し
と
製
作
年
代
を
め
ぐ
る
問
題

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
婚
礼
調
度
の
再
利
用
自
体
は
少
な
く
な
く
、
他
に
も
再

利
用
の
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
輿
す
な
わ
ち
乗
物
は
再
利
用
率
が
高

か
っ
た
と
み
ら
れ
、
尾
張
家
で
も
近
衛
家
に
嫁
い
だ
福
君
の
義
母
・
維
学
心
院
の
黒
塗

牡
丹
唐
草
蒔
絵
乗
物
が
歿
後
に
尾
張
家
へ
返
却
さ
れ
、
十
四
代
慶
勝
の
正
室
矩
姫
の
婚

礼
調
度
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
後
年
の
記
録
と
な
る
が
、『
南
紀
徳
川
史
』
に
は
、
文
久
二
年（
一
八
六
二
）の
紀

伊
徳
川
家
十
四
代
茂も

ち

承つ
ぐ

と
伏
見
宮
家
の
倫み
ち
の
み
や宮の
婚
礼
に
あ
た
り
、「
御
道
具
向
」
と
し

て
「
御
婚
礼
御
道
具
之
事
左
記
御
広
敷
御
用
人
よ
り
政
府
へ
提
出
書
に
遽
れ
ば
可
成
御

有
物
を
御
用
ひ
不
得
止
分
の
み
新
調
た
る
を
知
る
べ
し
」
と
、
既
存
の
婚
礼
調
度
は
で

き
る
限
り
再
利
用
し
、
止
む
を
得
な
い
場
合
に
限
り
新
調
す
る
と
の
方
針
が
示
さ
れ

た
。
再
利
用
の
候
補
と
な
っ
た
の
は
、
文
化
十
三
年（
一
八
一
六
）に
紀
伊
徳
川
家
十
一

代
斉な

り

順ゆ
き

の
正
室
と
な
っ
た
豊
姫
の
「
葵
紋
竹
菱
蒔
絵
調
度
」
で
あ
っ
た
。

（
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菊
折
枝
調
度
も
す
で
に
指
摘
が
あ
る

通
り
、
好
君
の
婚
礼
調
度
を
福
君
の
婚

礼
調
度
と
し
て
再
利
用
し
た
一
例
と
い

え
る
が
、
先
述
し
た
「
松
の
葉
日
記
」

の
記
事
で
、
注
意
を
要
す
る
点
が
あ

る
。
そ
れ
は
福
君
入
城
時
の
輿
が
「
御

紋
直
し
の
御
輿
」
で
あ
っ
た
と
の
文
言

で
あ
る
。「
紋
直
し
」
す
な
わ
ち
家
紋

の
付
け
直
し
は
、
再
利
用
に
伴
い
必
然

的
に
行
わ
れ
、
決
し
て
珍
し
い
事
象
で

は
な
い
。
し
か
し
、
好
君
は
福
君
と
同

じ
近
衛
家
出
身
で
尾
張
家
に
嫁
い
で
い

る
た
め
、
記
事
の
通
り
、
輿
が
単
純
に

好
君
か
ら
福
君
へ
譲
ら
れ
た
と
す
る
な

ら
ば
、
紋
直
し
の
必
要
は
生
じ
な
い
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る
菊
折

枝
蒔
絵
乗
物（
挿
図
2
）の
家
紋
を
熟
視

す
る
と
、
蒔
絵
に
よ
る
抱
牡
丹
紋
の
円

内
の
梨
子
地
の
色
合
い
が
一
段
明
る

く
、
梨
子
地
粉
の
密
度
も
周
囲
と
は
異

な
る（
図
1
）。
金
具
に
つ
い
て
も
、
金

鍍
金
で
魚
々
子
地
に
唐
草
と
葵
・
抱
牡

丹
の
両
紋
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
う
ち
抱
牡
丹
紋
は
周
囲
と
色
合
い

（
41
）

挿図2　菊折枝蒔絵乗物
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六
九

が
異
な
り
、
魚
々
子
が
乱
れ
、
打
ち
直
さ
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る（
図
2
）。
ま
た
丸
鋲

も
抱
牡
丹
紋
は
葵
紋
に
比
べ
、
周
囲
に
疵
が
付
い
て
い
る
た
め
、
打
ち
直
し
の
可
能
性

が
高
い（
図
3
）。
実
は
こ
う
し
た
紋
直
し
は
、
乗
物
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
菊
折

枝
調
度
の
大
半
に
見
受
け
ら
れ
る
。
雛
道
具
を
除
き
、
菊
折
枝
蒔
絵
の
現
存
作
品
だ
け

を
抜
き
出
し
、
ど
れ
ほ
ど
紋
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
表
5
に
ま
と
め
た
。
な
お
、

表
3
に
挙
げ
た
道
具
帳
の
記
録
と
現
存
作
品
と
を
照
合
す
る
限
り
、
家
紋
に
異
同
は
な

く
、
道
具
帳
記
載
後
に
は
少
な
く
と
も
紋
直
し
が
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
付
け

加
え
て
お
く
。
家
紋
は
、
両
紋
す
な
わ
ち
葵
紋
と
抱
牡
丹
紋
の
両
方
が
付
く
か
、
も
し

く
は
葵
紋
の
み
か
に
二
分
さ
れ
、
総
数
八
十
六
件
の
う
ち
、
両
紋
付
は
三
十
六
件
、
葵

紋
付
は
五
十
件
で
、
圧
倒
的
に
葵
紋
付
が
多
い
。
両
紋
が
付
く
の
は
行
列
道
具
お
よ
び

厨
子
棚
・
黒
棚
・
書
棚
と
い
っ
た
棚
道
具
、
貝
桶
、
鏡
台
と
い
っ
た
、
婚
礼
調
度
の
な

か
で
も
婚
儀
で
人
目
に
触
れ
る
こ
と
の
多
い
調
度
で
あ
る
。
ち
な
み
に
抱
牡
丹
紋
の
み

が
付
く
例
は
婚
礼
調
度
に
は
な
く
、
抱
牡
丹
紋
散
蒔
絵
雛
道
具
に
限
ら
れ
る
。

な
お
、
婚
礼
調
度
の
尾
張
家
製
作
説
を
裏
付
け
、
紋
直
し
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
と

し
て
、「
尾
崎
八
右
衛
門
書
状　

吉
村
伊
勢
介
・
清
水
玄
蕃
允
宛　
（
天
保
七
年
）四
月

十
二
日
付
」（
陽
明
文
庫
蔵
）が
あ
る
。

以
手
紙
得
御
意
候 

然
者　

福
君
様
御
道
具
之
内
御
紋
附
候
分
有
之
候
付 

御
紋
本

大
中
小
御
取
調
御
廻
被
下
候
様 

自
尾
州
申
越
候
間 

早
行
御
廻
被
下
候
得
度 

如
此

御
届
候 

以
上

　
　

四
月
十
二
日

福
君
の
道
具
に
「
御
紋
」
を
付
け
る
に
あ
た
り
、
そ
の
見
本
帳
で
あ
る
「
御
紋
本
」

を
送
っ
て
ほ
し
い
と
の
尾
張
家
か
ら
の
依
頼
状
で
あ
る
。「
福
君
縁
組
控
」
に
は
、
こ

の
要
請
を
受
け
て
近
衛
家
か
ら
の
返
答（
天
保
七
年
四
月
二
十
日
付
）が
左
記
の
通
り
記
さ

れ
る
。

　

四
月
廿
日

一　

御
紋
形
御
治
定
之
本
紙
大
中
小
三
枚 

尾
崎
八
右
衛
門
ニ
相
渡 

尤
牡
丹
古

形
を
以
書
写
ス
高
槻
主
水
認
片
書
ア

リ
下
画
之
墨
塗
形
也 

尋
常
之
御
紋
也

但
し
是
迄
福
君
様
御
紋
ハ
牡
丹
少
々
違
ひ
枝
な
し
牡
丹
の
處 

今
度
普

通
の
牡
丹
ニ
御
改
被
進
候
也

大
中
小
の
家
紋
の
紙
形
三
枚
を
尾
張
家
側
の
尾
崎
八
右
衛
門
へ
渡
し
た
。
そ
の
家
紋

は
高
槻
主
水
が
描
い
た
墨
塗
で
「
古
形
」
の
抱
牡
丹
紋
で
あ
る
。
福
君
の
御
紋
は
こ
れ

ま
で
牡
丹
が
少
し
違
っ
て
枝
の
な
い
「
枝
な
し
牡
丹
」
で
あ
っ
た
が
、
今
度
の
家
紋
は

普
通
の
牡
丹
紋
と
し
て
い
る
。
図
を
伴
わ
な
い
の
で
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
実
際
、

乗
物
に
は
二
種
の
抱
牡
丹
紋
が
確
認
で
き
る
。
一
つ
は
牡
丹
の
葉
で
取
り
囲
ん
だ
輪
の

中
の
上
部
に
葉
を
二
枚
あ
ら
わ
し
、
輪
の
中
の
空
間
が
少
な
い
タ
イ
プ（
図
1　

牡
丹
ａ

と
す
る
）、
も
う
一
つ
は
内
側
の
二
枚
の
葉
が
な
く
、
牡
丹
の
周
囲
に
リ
ン
グ
状
に
枝

葉
を
巡
ら
せ
、
輪
の
中
の
空
間
が
広
い
タ
イ
プ（
図
4　

牡
丹
ｂ
と
す
る
）で
あ
る
。「
枝

な
し
牡
丹
」
と
は
、
お
そ
ら
く
牡
丹
ｂ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
数

が
少
な
く
、
乗
物
の
抱
牡
丹
紋
の
う
ち
棒（
図
4
）と
飾
り
金
具（
図
5
）の
み
、
こ
の
ほ

か
菊
折
枝
蒔
絵
雛
道
具（
図
6
）と
三
時
知
恩
寺
蔵
の
色
紙
箱
・
短
冊
箱
だ
け
に
確
認
で

き
る
の
み
で
あ
る
。
乗
物
お
よ
び
色
紙
箱
・
短
冊
箱
に
は
牡
丹
紋
の
付
け
直
し
の
跡
が

確
認
さ
れ
る
が
、
雛
道
具
の
家
紋
は
付
け
直
し
で
は
な
く
、
当
初
か
ら
こ
の
牡
丹
ｂ
を

採
用
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
な
か
で
も
乗
物
の
牡
丹
紋
の
う
ち
図
1
〜
5
は
付
け
直

し
と
み
ら
れ
る
が
、
屋
根
部
分
に
は
当
初
か
ら
の
牡
丹
紋
が
確
認
で
き（
図
7
）、
ま
た

（
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七
〇

一
部
の
葵
紋
に
も
付
け
直
し
の
痕
跡
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
付
け
直
し
の
様

子
は
調
度
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
た
め
、
表
5
か
ら
菊
折
枝
調
度
の
紋
直
し
の
傾

向
と
し
て
、
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

①
行
列
道
具
に
抱
牡
丹
紋
の
付
け
直
し（
牡
丹
ａ
）が
多
い
。
そ
の
ほ
か
守
掛
・
大
文

箱
・
薬
通
箱
・
貝
桶
・
鏡
台
に
同
様
の
紋
直
し
が
見
受
け
ら
れ
る（
図
8
・
9
）。

②
全
体
的
に
は
両
紋
付
か
葵
紋
付
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
葵
紋
の
紋
直
し
が
多
い
。
そ

の
場
合
、
葵
紋
の
大
き
さ
に
大
小
が
あ
り
、
大
の
方
に
紋
直
し
の
痕
跡
が
認
め
ら

れ
る（
図
10
・
11
）。

③
紋
直
し
は
梨
子
地
に
限
定
さ
れ
、
村
梨
子
地
・
蠟
色
塗
・
黒
塗
に
は
見
受
け
ら
れ

な
い
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
好
君
の
道
具
を
そ
の
ま
ま
再
利
用
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
紋
直

し
は
必
要
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
①
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
行
列
道
具
や
貝
桶
な
ど
婚

儀
の
中
核
と
な
る
調
度
に
抱
牡
丹
紋
の
紋
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
慮
し

て
、
安
永
七
年（
一
七
七
八
）の
好
君
の
歿
後
か
ら
、
天
保
七
年（
一
八
三
六
）福
君
の
婚
礼

ま
で
の
間
に
少
な
く
と
も
一
度
は
別
の
姫
君
の
婚
礼
調
度
と
し
て
利
用
さ
れ
、
別
の
家

紋
が
付
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
間
で
浮
上
す
る
該
当
者
は
、
寛
政
十
一

年（
一
七
九
九
）に
十
代
斉
朝
の
正
室
と
し
て
嫁
い
だ
将
軍
家
斉
の
娘
淑ひ
で

姫ひ
め（

一
七
八
九
〜

一
八
一
七
）と
、
文
政
十
一
年（
一
八
二
八
）に
斉
温
の
先
妻
と
し
て
嫁
し
た
田
安
斉
匡
の

娘
愛
姫
の
二
人
で
あ
る
。
蒔
絵
の
婚
礼
調
度
は
、
婚
家
の
家
格
に
よ
っ
て
そ
の
仕
様
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
梨
子
地
は
最
も
高
い
格
式
を
誇
る
仕
様
と
し
て
、
将
軍

家
お
よ
び
御
三
家
御
三
卿
に
嫁
し
た
正
室
の
婚
礼
調
度
に
の
み
許
さ
れ
た
。
③
の
指
摘

の
通
り
、
梨
子
地
の
み
紋
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
よ
り
高
い
格
式
が
求

め
ら
れ
る
尾
張
家
の
正
室
の
待
請
道
具
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

候
補
の
二
人
は
、
い
ず
れ
も
実
家
は
将
軍
家
・
田
安
家
で
、
家
紋
は
葵
で
あ
る
。
②
の

指
摘
は
、
両
紋
付
の
家
紋
の
う
ち
、
抱
牡
丹
紋
を
葵
紋
に
付
け
直
し
て
、
葵
紋
の
み
と

し
た
と
考
え
れ
ば
、
辻
褄
が
合
う
。
さ
ら
に
①
に
指
摘
し
た
点
は
、
両
紋
→
葵
紋
→
両

紋
と
紋
直
し
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
福
君
の
婚
礼
時
に
は
す
べ
て
の
婚
礼
調
度
を

両
紋
に
は
付
け
替
え
ず
、
主
要
な
調
度
の
み
抱
牡
丹
紋
と
し
、
大
半
を
葵
紋
の
ま
ま
と

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
葵
紋
付
の
調
度
の
中
に
は
紋
直
し
の
跡
が
み
ら

れ
な
い
作
例
も
あ
り
、
当
初
よ
り
葵
紋
だ
け
を
付
け
た
調
度
も
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
現
存
す
る
菊
折
枝
調
度
は
、
梨
子
地
の
色
合

い
や
、
蒔
絵
や
金
貝
に
お
け
る
金
銀
の
使
用
の
割
合
、
菊
折
枝
の
文
様
の
量
感
や
密
度

の
精
粗
に
差
が
あ
り
、
複
雑
に
異
な
る
。
判
断
が
難
し
い
作
例
も
多
い
が
、
特
徴
ご
と

に
左
記
の
五
タ
イ
プ
に
分
類
し
、
表
5
中
に
併
せ
て
示
し
た
。

Ａ　
　

黄
色
味
が
強
い
梨
子
地
肌
。
菊
折
枝
は
薄
肉
高
蒔
絵
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
最
も

量
感
が
あ
り
写
実
的
で
あ
る
。
一
枝
に
つ
く
花
数
が
多
く
、
全
体
の
密
度
も

高
い
。
銀
蒔
絵
の
比
率
が
高
い（
図
12
）。

Ｂ　
　

黄
色
味
の
あ
る
梨
子
地
肌
。
菊
折
枝
の
一
枝
が
短
く
、
一
枝
に
つ
く
花
数
は

さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
銀
蒔
絵
・
銀
金
貝
の
比
率
が
高
い
。
紋
直
し
で
な
い
葵

紋
は
縁
輪
内
が
金
沃
懸
地
で
あ
る（
図
13
）。

Ｃ　
　

黄
色
味
の
あ
る
梨
子
地
肌
で
、
菊
折
枝
の
花
数
が
多
く
、
こ
ん
も
り
と
し
た

花
房
に
特
徴
が
あ
り
、
全
体
の
密
度
も
高
い
。
金
の
金
貝
を
多
用
す
る
た

め
、
梨
子
地
肌
と
あ
い
ま
っ
て
、
全
体
と
し
て
見
た
と
き
、
最
も
金
色
が
感

じ
ら
れ
る（
図
14
）。

Ｄ　
　

や
や
赤
味
の
あ
る
梨
子
地
肌
。
菊
折
枝
の
花
数
が
少
な
い
。
枝
ぶ
り
も
細
く

単
調
で
全
体
に
平
板
な
印
象
を
受
け
る（
図
15
・
16
）。
中
に
は
、
赤
味
の
強

い
梨
子
地
肌
の
作
例
も
あ
る
。

（
44
）

（
45
）



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

七
一

Ｅ　
　

右
の
四
タ
イ
プ
に
該
当
し
な
い
作
。
も
し
く
は
判
断
が
難
し
い
作
。

調
度
に
よ
り
紋
直
し
や
塗
直
し
が
あ
り
、
ま
た
大
揃
え
の
婚
礼
調
度
の
場
合
、
同
時

に
梨
子
地
・
村
梨
子
地
・
黒
地（
蠟
色
塗
・
黒
塗
も
含
む
）の
道
具
を
揃
え
、
そ
の
格
式
や

蒔
絵
師
に
よ
っ
て
様
式
の
違
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
一
概
に
判
断
で
き
な
い
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
葵
紋
は
時
代
に
よ
っ
て
様
式
が
変
化
し
、
製
作
年
代
を
判
定
す
る
基

準
と
な
る
。
Ｃ
タ
イ
プ
の
当
初
か
ら
の
葵
紋
は
、
縁
輪
お
よ
び
葉
柄
が
細
く
、
三
つ
葉

も
葉
先
が
接
す
る
こ
と
な
く
空
間
が
比
較
的
広
い
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
中
期
の
特
徴

を
示
す
と
い
え
る（
図
19
）。
Ｃ
タ
イ
プ
を
基
準
と
し
て
そ
の
他
を
確
認
す
る
と
、
Ａ
タ

イ
プ
は
紋
直
し
が
多
く
、
葵
紋
に
よ
る
時
代
判
定
は
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、

当
初
と
み
ら
れ
る
葵
紋
は
薄
肉
の
高
蒔
絵
で
蒔
絵
粉
の
色
合
い
も
変
化
に
富
み
、
空
間

が
広
い（
図
17
）。
ま
た
菊
の
折
枝
の
表
現
が
最
も
古
様
で
あ
る
。
当
初
と
み
ら
れ
る
銀

蒔
絵
に
錆
足
が
出
て
、
風
格
あ
る
古
色
を
示
す
。
Ｂ
タ
イ
プ
は
菊
折
枝
の
表
現
は
や
や

平
板
な
も
の
の
、
葵
紋
は
基
本
的
に
縁
輪
内
を
金
沃
懸
地
と
し
、
Ｃ
よ
り
縁
輪
内
に
占

め
る
三
つ
葉
の
割
合
が
小
さ
く
、
古
様
を
示
す（
図
18
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｄ
タ
イ
プ

の
葵
紋
は
Ｃ
タ
イ
プ
に
比
べ
、
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
葵
の
葉
が
や
や
大
き
く
空
間
が

狭
く
な
っ
て
い
る（
図
20
・
21
）。
中
に
は
付
け
直
し
が
な
く
と
も
、
葉
先
が
よ
り
直
線

的
で
縁
輪
内
の
空
間
が
か
な
り
狭
い
江
戸
時
代
後
期
の
特
徴
に
近
い
葵
紋
も
見
い
だ
さ

れ
る（
図
22
）。
菊
の
折
枝
の
表
現
は
い
ず
れ
も
花
数
に
乏
し
く
、
平
板
か
つ
単
調
で
あ

る
。
中
に
は
梨
子
地
肌
の
赤
味
が
よ
り
強
く
、
全
体
と
し
て
経
年
劣
化
を
あ
ま
り
感
じ

さ
せ
な
い
作
例
が
あ
り
、
Ｄ
タ
イ
プ
は
さ
ら
に
分
類
も
可
能
だ
が
、
葵
紋
の
表
現
と
梨

子
地
肌
の
特
徴
が
時
代
的
に
一
致
し
な
い
例
も
あ
り
、
判
断
が
難
し
い
。
Ｄ
タ
イ
プ
の

分
類
は
今
後
の
課
題
だ
が
、
全
体
的
の
流
れ
と
し
て
は
Ａ
タ
イ
プ
が
最
も
古
く
、
降
順

に
時
代
が
下
が
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

葵
紋
が
江
戸
時
代
中
期
の
特
徴
を
示
す
Ｃ
タ
イ
プ
は
、
蒔
絵
に
よ
る
家
紋
だ
け
で
な

（
46
）

（
47
）

く
金
具
も
両
紋
が
付
く
こ
と
が
多
い
。
後
世
の
例
と
な
る
が
、
十
三
代
将
軍
家
定
の
継

室
で
あ
っ
た
天
璋
院
篤
姫
、
十
四
代
将
軍
家
茂
の
正
室
・
皇
女
和
宮
の
婚
礼
関
係
の
史

料
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
幕
府
が
用
意
し
た
待
請
道
具
の
蒔
絵
調
度
に
は
将
軍
家
と
実

家
の
両
紋
を
付
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
両
御
紋
」
と
の
言
葉
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
婚
家
で
製
作
す
る
待
請
道
具
に
は
両
紋
を
付
け
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
。
こ
の
例
に
従
え
ば
、
Ｃ
タ
イ
プ
は
宝
暦
二
年（
一
七
五
二
）の
好
君
の
婚
礼
時

に
待
請
道
具
と
し
て
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｄ
タ
イ
プ
も
伝
承
か
ら
、
行
列
道

具
の
乗
物
は
好
君
の
婚
礼
調
度
と
推
測
さ
れ
る
が
、
Ｃ
に
比
べ
る
と
菊
折
枝
の
枝
ぶ
り

も
痩
せ
て
単
調
な
表
現
で
あ
る
た
め
、
Ｃ
タ
イ
プ
と
果
た
し
て
同
時
期
で
あ
る
か
は
、

現
時
点
で
即
断
は
控
え
た
い
。
Ｄ
タ
イ
プ
の
う
ち
、
当
初
か
ら
葵
紋
だ
け
が
付
け
ら
れ

た
作
例
の
な
か
で
は
、
寛
政
十
一
年
の
淑
姫
の
婚
礼
調
度
と
し
て
不
足
分
を
新
調
補
完

し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

Ａ
タ
イ
プ
に
つ
い
て
は
、
紋
直
し
が
多
い
も
の
の
、
紐
金
具
等
に
牡
丹
紋
が
見
受

け
ら
れ
、
古
様
を
示
す
こ
と
か
ら
、
好
君
・
福
君
と
同
じ
く
近
衛
家
か
ら
享
保
三
年

（
一
七
一
八
）に
六
代
継
友
の
正
室
と
し
て
嫁
い
だ
安
己
君（
表
1
参
照
）の
婚
礼
調
度
が
想

定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
Ａ
タ
イ
プ
の
中
に
は
、
注
意
を
要
す
る
作
例
も
あ
る
。
双
六
盤

（
表
5
「
福
君
道
具
帳
」
62
）は
、
取
手
金
具
に
葵
紋
と
十
二
裏
菊
紋
を
付
け
る（
挿
図
3
・

図
23
）。
ま
た
、
近
年
寄
贈
さ
れ
た
双
六
盤（
表
5
「
そ
の
他
道
具
帳
」
46
）は
、
Ｂ
タ
イ
プ

に
分
類
さ
れ
る
が
、
や
は
り
外
箱
の
蓋
表
に
葵
紋
と
十
二
裏
菊
紋
を
金
蒔
絵
で
あ
ら
わ

す（
挿
図
4
・
図
24
）。
各
双
六
盤
の
寸
法
が
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
伝
来
の
途

中
で
箱
が
入
れ
替
っ
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
葵
紋
と
と
も
に

付
け
ら
れ
た
家
紋
が
牡
丹
紋
で
は
な
く
十
二
裏
菊
紋
で
あ
っ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
し
よ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
菊
折
枝
調
度
が
必
ず
し
も
近
衛
家
で
は
な
く
、
別
家
と
の
婚
礼
調
度

と
し
て
製
作
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。
紋
直
し
は
必
ず
し
も
抱
牡
丹

（
48
）

（
49
）
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七
二

紋
→
葵
紋
と
は
限
ら
ず
、
十
二
裏
菊
紋
→
葵
紋
の
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
裏

菊
紋
は
宮
家
が
想
定
さ
れ
る
が
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
尾
張
家
は
宮
家
と
は
婚
姻
関
係

に
な
く
、
婚
姻
関
係
の
あ
る
宮
家
が
ら
み
で
は
広
幡
家
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
広

幡
家
は
八
条
宮
智
仁
親
王
の
三
男
忠
幸
に
始
ま
る
清
華
家
で
、
忠
幸
の
娘
瑩
珠
院
新に

い

君ぎ
み（

一
六
五
四
〜
九
二
）が
寛
文
七
年（
一
六
六
七
）に
三
代
綱つ
な

誠な
り

の
正
室
と
し
て
嫁
い
で
い

る
。
但
し
、
通
常
知
ら
れ
る
広
幡
家
の
家
紋
は
十
六
裏
菊
紋
で
あ
る
た
め
、
断
定
は
難

し
い
。

こ
の
ほ
か
現
存
作
例
の
う
ち
で
は
、
鞍
・
鐙（
表
5
「
そ
の
他
道
具
帳
」
41
）が
、
菊
折

枝
の
文
様
が
隙
間
な
く
高
蒔
絵
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
葵
紋
も
三
つ
葉
の
小
さ
い
江
戸
時
代

前
期
の
様
式
を
示
す（
挿
図
5
・
図
25
）。
由
岐
裏
に
「
天（
一
六
八
二
）

和
二
年
正
月
吉
日
」
の
銘
が
あ

り
、
銘
に
従
え
ば
製
作
年
代
が
十
七
世
紀
後
半
ま
で
遡
り
得
る
可
能
性
が
あ
る
。
男
性

用
に
比
べ
、
小
振
り
の
た
め
女
性
用
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
こ
の
様
式

の
作
例
は
一
件
し
か
な
く
、
そ
も
そ
も
婚
礼
調
度
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
菊
折
枝
調
度
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
製
作
年
代
や
製
作
事
情
が
異
な
る

調
度
が
複
合
的
に
集
成
し
て
伝
来
し
て
お
り
、
紋
直
し
も
数
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て

い
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
諸
相
は
簡
単
に
読
み
解
け
る
も
の
で
は
な
い
が
、
何
世
代
に
も

わ
た
り
、
再
利
用
と
不
足
分
の
新
調
補
完
を
繰
り
返
し
、
こ
れ
だ
け
の
大
規
模
な
婚
礼

調
度
群
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
菊
折
枝
で
も
、
村
梨
子
地
や
蠟
色
塗
・
黒
塗

と
は
異
な
り
、
梨
子
地
の
調
度
が
明
治
維
新
後
も
さ
ほ
ど
散
逸
せ
ず
に
残
さ
れ
た
の

は
、
梨
子
地
と
い
う
仕
様
が
尾
張
家
の
高
い
格
式
を
象
徴
す
る
が
ゆ
え
に
大
切
に
保
管

さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
梨
子
地
は
器
物
の
表
面
に
ま
ん
べ
ん
な
く
梨
の
肌
の
よ
う
に

金
粉
を
蒔
き
付
け
る
た
め
、
使
用
す
る
金
粉
の
量
が
夥
し
く
、
黒
地（
蠟
色
塗
・
黒
塗
）

に
比
べ
て
数
段
手
間
も
か
か
る
。
意
匠
面
に
お
い
て
も
尾
張
家
伝
来
で
同
じ
梨
子
地
の

「
松
橘
蒔
絵
調
度
」（
聖
聡
院
従
姫
所
用
）を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
流
水
の
あ
る
土
坡
に
松
橘

挿図5　鞍・鐙

挿図3　双六盤（福君道具帳62）挿図4　双六盤（その他道具帳46）
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七
三

の
樹
木
を
風
景
模
様
と
し
た
「
松
橘
蒔
絵
調
度
」
に
比
べ
、
菊
の
折
枝
を
全
体
的
に
散

ら
し
た
だ
け
の
意
匠
は
、
新
調
補
完
す
る
に
し
て
も
汎
用
性
が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

大
名
婚
礼
調
度
の
現
存
作
例
を
見
る
限
り
、
江
戸
時
代
後
期
は
将
軍
家
に
お
い
て
も

村
梨
子
地
も
し
く
は
黒
地（
蠟
色
塗
・
黒
塗
）に
唐
草
蒔
絵
の
婚
礼
調
度
が
主
流
で
あ
り
、

補
完
の
た
め
と
し
て
も
福
君
の
婚
礼
時
に
ど
れ
だ
け
梨
子
地
の
調
度
が
新
調
さ
れ
た
か

は
疑
わ
し
い
。
む
し
ろ
福
君
婚
礼
時
に
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の

が
、
菊
折
枝
蒔
絵
雛
道
具
で
あ
る
。
こ
の
雛
道
具
は
、
葵
紋
と
抱
牡
丹
紋
の
両
紋
付
だ

が
、
梨
子
地
粉
に
金
粉
だ
け
で
な
く
銀
粉
も
し
く
は
錫
粉
が
混
じ
っ
て
い
る
の
か
、
全

体
に
茶
色
味
が
強
く
見
え
る（
図
26
）。
こ
の
梨
子
地
の
色
合
い
は
、
後
補
と
み
ら
れ
る

婚
礼
調
度
の
蓑
箱
・
挟
箱
の
担
い
棒
と
共
通
し
、
時
代
の
降
下
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
担

い
棒
の
抱
牡
丹
紋
は
牡
丹
ａ
で
、
雛
道
具
は
先
述
の
通
り
牡
丹
ｂ
で
あ
り
、
注
意
を
要

す
る
。
但
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
い
。
牡
丹
ｂ
が
先
述
し
た

御
紋
本
の
「
是
迄
福
君
様
御
紋
ハ
牡
丹
少
々
違
ひ
枝
な
し
牡
丹
」
に
該
当
す
る
と
仮
定

す
れ
ば
、
御
紋
本
を
要
求
す
る
以
前
に
、
ま
ず
牡
丹
ｂ
を
付
け
て
雛
道
具
を
新
調
し

た
。
と
こ
ろ
が
婚
礼
調
度
に
牡
丹
紋
の
付
け
直
し
を
行
う
際
に
好
君
時
代
の
抱
牡
丹
紋

と
の
違
い
に
気
づ
い
た
た
め
、
改
め
て
御
紋
本
を
近
衛
家
に
要
求
し
、
行
列
道
具
を
は

じ
め
棚
道
具
な
ど
に
は
牡
丹
ａ
で
紋
直
し
を
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で

推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
両
紋
付
で
あ
る
こ
と
、
Ｃ
タ
イ
プ
と
は
梨
子
地
の
色
合
い
が
異

な
る
こ
と
か
ら
、
菊
折
枝
蒔
絵
雛
道
具
は
福
君
の
婚
礼
時
の
製
作
が
有
力
視
さ
れ
る
。

お　

わ　

り　

に

福
君
の
婚
礼
は
、
天
保
年
間
の
厳
し
い
財
政
・
社
会
事
情
の
中
、
諸
事
手
軽
に
行
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
、実
家
で
あ
る
近
衛
家
へ
の
御
用
脚
金
も
半
減
さ
れ
た
。
そ
の
反
面
、

嫁
入
り
行
列
は
総
勢
千
人
に
も
及
び
、
供
回
り
の
者
に
衣
服
を
新
調
さ
せ
、
華
美
が
尽

く
さ
れ
た
。
夫
の
斉
温
が
家
督
相
続
し
て
以
来
、
一
度
も
国
入
り
せ
ず
、
藩
主
斉
温
に

対
す
る
政
治
的
な
求
心
力
が
失
わ
れ
る
な
か
で
、
国
許
の
名
古
屋
で
公
家
筆
頭
の
近
衛

家
か
ら
迎
え
た
継
室
の
福
君
の
嫁
入
り
行
列
と
い
う
政
治
的
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

を
派
手
や
か
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
藩
主
の
権
威
を
取
り
戻
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
壮
大
な
行
列
の
な
か
で
一
番
の
目
玉
が
、「
惣
金
」
の
菊
折
枝
蒔
絵
乗

物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
尾
張
家
に
お
け
る
菊
折
枝
調
度
の
位
置
付
け
を
よ
く
示
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
総
梨
子
地
の
乗
物
自
体
、
現
存
作
例
と
し
て
は
菊
折
枝
を
含
め
四
件

し
か
知
ら
れ
ず
、
し
か
も
い
ず
れ
の
所
用
者
も
徳
川
将
軍
家
や
尾
張
・
水
戸
と
い
っ
た

徳
川
家
一
門
が
ら
み
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。乗
物
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

総
梨
子
地
の
婚
礼
調
度
は
、
高
い
格
式
を
視
覚
的
に
示
し
、
か
つ
尾
張
家
藩
主
の
正
室

の
格
式
を
整
え
る
道
具
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
菊
折
枝
調
度
が
公
家
の
近
衛
家
か
ら
嫁
ぐ
好
君
・
福
君
を
迎
え
入
れ
る

た
め
、
尾
張
家
で
用
意
さ
れ
た
待
請
道
具
で
あ
っ
た
こ
と
を
史
料
分
析
に
よ
り
解
明
し
、

併
せ
て
好
君
・
福
君
以
外
の
尾
張
家
の
藩
主
正
室
や
娘
た
ち
の
道
具
と
し
て
何
世
代
に

も
わ
た
り
、
再
利
用
と
不
足
分
の
新
調
補
完
を
繰
り
返
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
可
能
性

を
指
摘
し
た
。
再
利
用
あ
る
い
は
使
い
回
し
と
い
う
言
葉
は
、
価
値
が
半
減
す
る
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
梨
子
地
に
か
か
る
金
額
と
手
間
を
考
え
れ
ば
、
大
揃
え
の
婚

礼
調
度
を
一
度
に
新
調
す
る
よ
り
も
遥
か
に
財
政
的
負
担
が
少
な
い
だ
け
で
な
く
、
新

調
だ
と
し
て
も
村
梨
子
地
や
黒
地（
蠟
色
塗
・
黒
塗
）の
婚
礼
調
度
で
は
決
し
て
創
出
し

え
な
い
視
覚
効
果
の
高
さ
や
価
値
を
、
総
梨
子
地
の
菊
折
枝
調
度
に
見
出
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
百
数
十
年
余
り
の
長
き
に
わ
た
っ
て
大
揃
え
の
ま
ま
脈
々
と
尾
張
家
の

女
性
た
ち
の
間
で
再
利
用
さ
れ
つ
つ
受
け
継
が
れ
て
き
た
菊
折
枝
調
度
は
、
江
戸
時
代

を
通
じ
て
建
中
寺
で
秘
蔵
さ
れ
て
き
た
国
宝
「
初
音
の
調
度
」
と
は
ま
た
別
の
意
味
で
、

（
50
）



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

七
四

尾
張
家
を
代
表
す
る
婚
礼
調
度
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

一
方
、
何
世
代
に
も
わ
た
り
使
用
さ
れ
て
き
た
が
ゆ
え
に
、
製
作
年
代
を
は
じ
め
、

葵
紋
・
抱
牡
丹
紋
の
付
け
直
し
の
時
期
や
、
二
つ
の
双
六
盤
に
付
け
ら
れ
た
十
二
裏
菊

紋
の
所
用
者
な
ど
、
本
稿
で
解
明
で
き
た
と
は
言
い
難
い
問
題
点
も
多
く
残
る
。
本
文

で
は
特
に
触
れ
な
か
っ
た
が
、
菊
折
枝
調
度
に
は
外
箱
の
合
口
に
、
梅
の
丸
文（
梅
印

　

挿
図
6
）や
橘
文（
橘
印　

挿
図
7
）の
金
蒔
絵
が
施
さ
れ
て
い
る
双
六
盤
や
提
重
な
ど

の
一
群
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
所
用
者
を
示
す
手
印
と
も
み
ら
れ
る
が
、
い
か
な
る
法
則

の
も
と
に
付
け
ら
れ
た
の
か
は
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
。

大
名
婚
礼
調
度
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
持
参
道
具
と
待
請
道
具
が
あ
り
、
実
家
お
よ

び
婚
家
が
武
家
か
公
家
か
に
よ
っ
て
も
婚
礼
調
度
の
格
式
は
さ
ま
ざ
ま
に
違
い
を
見
せ

る
。
本
稿
は
、
天
保
期
に
公
家
か
ら
武
家
に
嫁
い
だ
福
君
の
婚
礼
と
婚
礼
調
度
の
再
利

用
の
一
事
例
を
報
告
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
江
戸
時
代
の
大
名
家
の
婚
礼
お
よ
び
大
名

婚
礼
調
度
研
究
の
発
展
に
お
い
て
、
本
稿
が
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

挿図6　薬通箱 外箱　梅印

挿図7　提重 外箱　橘印

註（
1
）　

徳
川
美
術
館
編
『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
7　

婚
礼
』　

徳
川
美
術
館　

一
九
九
一
年
四
月
。

徳
川
美
術
館
編
『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
5　

雛　

ひ
ゐ
な
』　

徳
川
美
術
館　

一
九
八
九
年

二
月
。

小
池
富
雄
「
俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
調
度
と
雛
道
具
」（
徳
川
美
術
館
編
『
徳
川
美
術
館
蔵
品

抄
5　

雛　

ひ
ゐ
な
』　

徳
川
美
術
館　

一
九
八
九
年
二
月
）。

吉
川
美
穂
執
筆
『
日
本
最
大
の
婚
礼
調
度
─
さ
ち
ぎ
み
様
の
お
嫁
入
り
─
』　

徳
川
美
術

館　

二
〇
一
七
年
二
月
。

（
2
）　

名
古
屋
市
編『
名
古
屋
市
史　

政
治
編
第
二
』　

名
古
屋
市
役
所　

一
九
一
五
年
十
二
月
。

林
董
一
『
将
軍
の
座　

徳
川
御
三
家
の
政
治
力
』　

風
媒
社　

二
〇
〇
八
年
十
二
月
。

（
3
）　
「
国
秘
録
」
第
二
十
三（
御
女
中
向
御
定
書
写 

尾
州
御
広
敷
御
役
附
大
抵　

松
の
葉
日
記

　

凪
の
記
）　

徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵（
旧
蓬
左
二
八
─
三
）。

（
4
）　

霞
会
館
華
族
家
系
大
成
編
輯
委
員
会
編
纂
『
平
成
新
修 

旧
華
族
家
系
大
成　

下
巻
』　

霞

会
館　

一
九
九
六
年
十
一
月
。
な
お
、「
俊
恭
院
女
君
御
行
状
」（
続
学
舎
叢
書
26　

上
田
仲
敏

著　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）に
よ
れ
ば
、
実
母
は
「
大
聖
寺
宮
御
内
津
田
右
兵
衛　

妹　

玉

川
」
と
あ
る
。

（
5
）　

前
掲
註（
4
）「
俊
恭
院
女
君
御
行
状
」
参
照
。
以
下
、
本
章
に
お
け
る
福
君
の
経
歴
は
、

同
書
に
よ
る
。

（
6
）　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
『
稿
本 

藩
士
名
寄　

二
七
〜
二
九　

お
ノ
一
〜
お
ノ
三
』　

名
古

屋
市
蓬
左
文
庫　

一
九
九
八
年
十
月
。

（
7
）　
「
天
保
六
乙
未
年 

福
君
様
尾
州
様
へ
御
縁
組
ニ
付 

今
出
川
御
殿
へ
文
通
贈
答
之
控 

自
二

月 

御
納
戸
方
」　

陽
明
文
庫
蔵（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三　

八
七
八
七
）。
本

文
中
で
は
「
福
君
縁
組
控
」
と
略
称
す
る
。

（
8
）　
「
天
保
七
丙
申
歳
八
月　

福
君
様
御
参
内
之
節
御
献
上
幷
被
下
之
扣　

御
納
戸
方
」　

陽
明

文
庫
蔵（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三　

八
七
八
九
）。

（
9
）　
「
福
君
様
御
縁
談
一
式　

義　

同
年
七
月
廿
七
日
ヨ
リ
九
月
廿
二
日
迠　

検
定
所
」　

陽
明

文
庫
蔵（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三　

八
七
六
八
）。
本
文
中
で
は
「
福
君
縁
談

一
式　

義
」
と
略
称
す
る
。

（
10
）　
「
福
君
様
御
縁
談
一
式　

禮　

天
保
七
年
九
月
二
十
三
日
ヨ
リ
十
月
六
日
マ
テ　

検
定

所
」　

陽
明
文
庫
蔵（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三　

八
七
六
七
）。
本
文
中
で
は

「
福
君
縁
談
一
式　

礼
」
と
略
称
す
る
。
同
書
に
は
「
御
拝
領
物
」
と
記
さ
れ
る
が
、
三
十
六

歌
仙
手
鑑
、
十
躰
和
歌
巻
の
表
具
や
金
具
等
の
製
作
に
関
わ
る
見
積
書
や
請
求
書
が
近
衛
家



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

七
五

（
陽
明
文
庫
蔵
）に
残
さ
れ
て
お
り
、
拝
領
と
い
う
形
を
取
り
な
が
ら
、
実
は
近
衛
家
が
製
作
用

意
し
た
と
み
ら
れ
る
。

（
11
）　

外
箱
の
蓋
裏
貼
紙
に
「
天
保
七
年
十
月　

進
上
」
の
墨
書
が
あ
る
。

（
12
）　

近
松
真
知
子
「
大
名
の
婚
姻
─
変
遷
・
法
令
・
縁
組
・
結
納
・
輿
入
れ
・
婚
礼
・
献
立
─
」

（『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
7　

婚
礼
』
徳
川
美
術
館　

一
九
九
一
年
四
月
）。

（
13
）　

前
掲
註（
7
）。「
福
君
縁
組
控
」
天
保
七
年
四
月
付
書
状
控
。

福
君
様
御
下
向
御
婚
礼
ニ
付
而
ハ
多
分
之
御
物
入
ニ
有
之
候 

中
納
言
様
御
再
縁
之
義
ニ
も
候
得

者 

御
婚
礼
式
も
御
手
軽
之
調
ニ
付
其
余
之
儀
も
万
端
右
に
准
じ
御
省
略
取
斗
候
間 

維
学
心
院

様
よ
り 

福
君
様
御
下
向
ニ
付
御
世
話
被
成
進
候
哉
も
前
形
之
趣
を
以
御
省
略
筋
可
取
斗
旨（
後

略
）

（
14
）　

前
掲
註（
3
）参
照
。

（
15
）　
「
国
秘
録　

安
政
御
改
革
惣
帳
」
第
四（
惣
帳
五　

尾
城
三
之
丸
艮
隅
御
屋
形
御
住
居
聖
聡

院
様
・
俊
恭
院
様
御
附
衆
之
員
・
御
本
丸
御
女
中
向
キ
之
録
）　

徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵（
旧
蓬

左 

三
一
─
二
四
）。
内
訳
は
御
用
人
二
人
・
御
用
役
六
人（
内 

御
賄
頭
兼
一
人
）・
御
賄
頭
一

人
・
御
傳
目
付
十
一
人
・
御
傳
六
人
・
御
同
朋
一
人
・
御
用
達
四
人
・
御
徒
組
頭
一
人
・
御
物

書
三
人
・
御
徒
七
人
・
御
台
所
人
組
頭
二
人（
内 

御
台
所
人
勤
一
人
）・
御
賄
人
組
頭
一
人（
外

に
仕
理
一
人
）・
御
台
所
人
四
人
・
御
賄
人
六
人
・
坊
主
二
人
・
御
物
書
添
書
二
人
・
同
心
組

頭
共
十
八
人
・
御
勝
手
口
番
十
三
人
・
御
下
男
組
頭
二
人
・
御
中
間
組
頭
三
人
・
御
輿
之
者
八

人
・
中
間
三
十
二
人
・
下
男
十
三
人
で
あ
る
。

（
16
）　
「
御
用
留
」　

徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵（
尾
一
─
一
）。

（
17
）　

④
「
六 

道
具
帳
」・
⑤
「
五 

道
具
帳
」
は
三
之
丸
御
屋
形
で
御
屋
形
付
役
人
が
使
用
し

た
と
み
ら
れ
る
備
品
類
を
記
す
。

（
18
）　

⑫
「
御
雛
御
道
具
帳
」
は
前
掲
註（
1
）『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
5　

雛　

ひ
ゐ
な
』
に
翻

刻
さ
れ
る
。

（
19
）　

前
掲
註（
1
）『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
7　

婚
礼
』
に
は
、「
内
家
局
江
引
渡
候
分 

俊
恭
院

様 

御
道
具
帳
」
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、「
御
行
列
御
道
具
帳
」「
道
具
帳
」
の
二
つ
と
内
容

を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
内
容
が
重
複
す
る
も
の
の
「
内
家
局（
以
下
略
）」
の
方
が
作
品
件
数
や

後
世
の
書
入
れ
と
い
っ
た
情
報
が
少
な
い
。
ま
た
「
内
家
局（
以
下
略
）」
は
末
尾
に
「
巳
九
月
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
述
す
る
「
好
君
道
具
帳
」
と
同
様
、
明
治
二
年（
己
巳　

一
八
六
九
）の

記
録
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
み
ら
れ
る
。

（
20
）　

前
掲
註（
1
）『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
7　

婚
礼
』
に
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
る
。

（
21
）　

⑮
「
地
並
御
道
具
」
は
他
の
意
匠
の
蒔
絵
を
は
じ
め
、
陣
羽
織
や
直
垂
や
武
具
な
ど
も
記

載
さ
れ
、
好
君
の
道
具
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
が
、
菊
折
枝
調
度
が
含
ま
れ
る
た
め
、
表
3

で
は
蒔
絵
調
度
の
み
取
り
上
げ
た
。
ま
た
「
地
並
御
道
具
」
以
降
に
は
俊
恭
院（
福
君
）・
聖
聡

院（
従
姫
）・
光
雲
院（
安
己
君
）な
ど
の
所
用
道
具
が
記
載
さ
れ
る
が
、
割
愛
し
た
。
こ
の
う
ち

俊
恭
院（
福
君
）所
用
と
さ
れ
る
道
具
は
、
表
3
「
福
君
道
具
帳
」
と
照
合
す
る
と
、「
利
姫
引

移
道
具
」
と
一
致
す
る
た
め
、
一
旦
は
利
姫
の
引
移
道
具
と
さ
れ
た
も
の
の
、
実
際
は
使
用
さ

れ
ず
、
尾
張
家
に
残
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

（
22
）　

硯
箱
は
皇
室
と
の
ゆ
か
り
が
深
い
京
都
・
泉
涌
寺
に
伝
来
し
た
桜
町
天
皇（
一
七
二
〇
〜

五
〇
）の
遺
愛
品
で
あ
る
。
桜
町
天
皇
の
母
は
近
衛
家
煕
の
娘
・
尚ひ
さ

子こ
（
一
七
〇
二
〜
二
〇
）で

あ
り
、
そ
の
妹
の
安
己
君
が
尾
張
家
六
代
継
友
へ
嫁
い
で
い
る
。
こ
の
た
め
硯
箱
は
、
十
八
歳

の
若
さ
で
世
を
去
っ
た
母
の
遺
品
、
も
し
く
は
二
十
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
叔
母
の
形
見
と
し
て

天
皇
へ
と
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
三
時
知
恩
寺
は
五
摂
家
筆
頭
の
近
衛

家
が
か
つ
て
管
理
し
た
尼
門
跡
寺
院
で
あ
る
。
近
衛
家
と
尾
張
家
は
第
一
章
で
先
述
し
た
よ
う

に
複
数
の
婚
姻
関
係
で
結
ば
れ
て
お
り
、
両
家
の
ゆ
か
り
は
深
い
。
短
冊
・
色
紙
箱
は
、
形
見

分
け
な
ど
と
し
て
近
衛
家
に
も
た
ら
さ
れ
た
品
を
姫
た
ち
の
菩
提
を
弔
う
た
め
三
時
知
恩
寺
に

寄
進
、
も
し
く
は
姫
君
自
身
に
よ
っ
て
存
命
中
に
親
戚
の
尼
門
跡
に
贈
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も
京
都
国
立
博
物
館 

研
究
員 

永
島
明
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
23
）　

利
姫
は
父
斉
荘
が
田
安
家
四
代
当
主
で
あ
っ
た
天
保
七
年
に
田
安
邸
で
誕
生
し
た
。
父
が

尾
張
家
の
家
督
を
相
続
し
た
た
め
、
弘
化
二
年
に
清
水
斉
彊
の
養
女
と
な
り
、
斉
荘
の
養
子
と

な
っ
た
鎰
丸（
後
、
尾
張
家
十
三
代
慶
臧
）と
縁
組
し
た
。
慶
臧
が
嘉
永
二
年
に
逝
去
し
た
た

め
、
嘉
永
四
年
に
浅
野
慶
熾
と
縁
組
、
安
政
三
年
に
嫁
い
だ
。

（
24
）　

本
稿
で
は
特
に
触
れ
な
い
が
、
③「
銀
器
御
道
具
帳
」
記
載
の
銀
器
は
、
銀
の
銚
子
や
湯

当
な
ど
が
天
保
十
五
年
二
月
に
十
二
代
斉
荘
の
「
花
閭
製
藤
花
銀
金
具
付
組
重
墨
箱
」（
徳
川
美

術
館
蔵
）の
隅
金
具
と
す
る
た
め
鋳
潰
さ
れ
た
。
ま
た
、
銀
長
柄
銚
子
・
加
銚
子
な
ど
が
嘉
永

五
年
に
栄
姫
の
道
具
と
す
る
た
め
広
敷
へ
、
銀
の
燗
風
炉
や
銚
子
が
文
久
元
年（
一
八
六
一
）に

江
戸
下
向
す
る
元
千
代（
十
六
代
義
宜
）の
道
具
と
し
て
御
数
寄
屋
へ
渡
さ
れ
て
お
り
、
男
女
を

問
わ
ず
、
銀
器
は
再
利
用
さ
れ
る
確
率
が
高
い
。
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（
25
）　

政
姫
は
、
二
本
松
丹
羽
家
九
代
長
富
の
娘
で
あ
る
。
茂
徳
と
政
姫
の
婚
姻
は
、
茂
徳
が
尾

張
家
分
家
の
高
須
松
平
家
十
一
代
当
主
だ
っ
た
嘉
永
六
年
に
行
わ
れ
た
。
安
政
五
年
に
茂
徳
が

本
家
の
尾
張
家
の
家
督
相
続
し
た
際
に
、
尾
張
家
正
室
の
格
を
整
え
る
た
め
に
再
利
用
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
茂
徳
は
慶
応
二
年（
一
八
六
六
）に
一
橋
徳
川
家
十
代
当
主
と
な
っ
た
た

め
、
夫
婦
で
一
橋
家
に
引
き
移
っ
た
。

（
26
）　

柳
谷
慶
子
「
武
家
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（『
新 

体
系
日
本
史
9 

ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
』　

山
川
出
版

社　

二
〇
一
四
年
七
月
）。

（
27
）　

前
掲
註（
7
）「
福
君
縁
組
控
」
の
う
ち（
天
保
七
年
）四
月
十
四
日
付
書
状
控
。

　
　
　
（
前
略
）

一　

御
首
途
御
道
中
御
行
列
御
用
御
道
具
類
御
廻
し
ニ
相
成
候　

御
品
数
承
知
い
た
し
度
事

　
　
　
　
　
　

付
札
御
行
列
御
道
具
御
廻
し
相
成
候
分

前
帋
之
通
ニ
而
候　
　
　
　
　
　

一　

御
先
例
被
進
候 

御
用
脚
金
之
義 

此
度
何
程
被
進
候
事
哉 

兼
而
承
置
度 

尤
被
進
候
ハ
ゝ

御
早
ク
御
廻
し
ニ
相
成
候
様
い
た
し
度
事

　
　
　
　
　
　

付
札
御
用
脚
金
之
義
頃
日

御
達
申
御
通
ニ
候
旨

　
　
　
　

四
月

　

右　

尾
崎
八
右
衛
門
へ
文
通
ニ
而
相
廻
ス

　
　
　

前
帋
左
之
通

　
　
　
　

御
道
中
御
行
列
御
道
具
御
廻
し
ニ
相
成
候
分

御
挟
箱　
　

一
對　
　

御
長
「　
　

一
振　
　

御
緋
傘　
　

一
本

御
立
傘　
　

一
本　
　

御
茶
弁
当　

一
荷　
　

御
水
荷
箱　

一
荷

御
蓑
箱　
　

壱　
　
　

御
桐
油
箱　

一
荷　
　

山
御
駕　
　

一
挺

御
用
所
箱　

壱　
　
　

御
幕
箱　
　

二
荷

　
　
　
（
後
略
）

（
28
）　

前
掲
註（
7
）「
福
君
縁
組
控
」
の
う
ち
天
保
七
年
六
月
付
書
状
控
。

　

演
説
頭
書

先
達
而
以
来 

追
々
申
聞
有
之
候 

御
用
脚
金
之
事 

別
紙
之
趣 

関
東
ゟ
申
来
候
ニ
付 

右
ニ
添

候
事
付
共 

弐
通
相
達
候
ニ
付
而
ハ 

書
面
ニ
有
之
候
通 

今
般
ハ
万
端
御
手
軽
与
之
事
ニ
付 

御

先
例
よ
り
被
進
高
も
相
減
来 

其
上
当
三
月
中
御
買
上
品
之
代
も
引
除
残
金
千
両
餘
之
内
を

以
程
能
及
御
打
合
い
つ
れ
ニ
も
右
金
高
ニ
而
御
用
意
御
整
有
之
様
可
取
斗
旨
申
来
候 

就
夫
御

先
例
者
尤
被
進
高
も
多　

其
御
方
様
御
一
手
ニ
而
万
端
御
用
意
等
御
整
被
進
候
趣
ニ
相
見
候

処 

此
度
之
義
者
御
案
内
之
通 

御
召
服
を
初
御
手
道
具
等 

多
分
此
方
ニ
而
御
用
意
被
進
も
有

之
義
ニ
付
而
者　

其
御
方
様
ニ
而
御
用
意
被
進
候
御
品
々
等
之
義 

今
般
申
来
候
趣
ニ
而
如
何
様

之
御
調
ニ
相
成
申
候
哉 

右
御
入
用
筋
之
廉
品
幷
御
入
用
金
高
大
法
御
取
調
御
申
聞
有
之
様

致
度
候 

右
者
関
東
へ
早
々
相
達
度
義
も
有
之
候
間　

其
御
心
得
□
早
速
御
申
聞
有
之

様
致
度
事

　
　

但
別
紙
拙
者
へ
申
談
之
書
付　

追
而
被
戻
候
事

　
　
　

六
月

（
29
）　

前
掲
註（
7
）「
福
君
縁
組
控
」
の
う
ち
天
保
七
年
六
月
付
書
状
写
。

　

福
君
様
御
縁
組
ニ
付　

近
衛
様
江
年
々
御
合
力
金
被
進
方
之
義 

追
々
御
申
聞
之
趣
有
之
候

ニ
付 

当
年
よ
り
弐
百
金
ツ
　ヽ

維
学
心
院
様
江
被
進
候
間　

近
衛
様
江
御
廻
し
被
進
候
様
ニ

与
之
御
事
ニ
候
旨 

成
瀬
隼
人
正
殿
申
越
候 

仍
而
此
段
御
達
申
置
候
事

六
月

（
30
）　

前
掲
註（
10
）「
福
君
縁
談
一
式　

礼
」
の
う
ち
天
保
七
年
九
月
晦
日
条
。

（
前
略
）

　
　

覚

一　

金
千
両
也

右
者
今
度　

福
君
様
御
下
向
ニ
付
御
用
脚
金　

維
学
心
院
様
被
進
之
内 

右
之
員
数
被
進

之 

慥
ニ
受
取
申
候
處
如
件

　
　

天
保
七
丙
申
歳
九
月
晦
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
衛
殿
御
内 

吉
村
伊
勢
介
㊞

　
　
　

尾
崎
八
右
衛
門
殿

（
31
）　

前
掲
註（
27
）参
照
。

（
32
）　

前
掲
註（
9
）の
う
ち
「
福
君
縁
談
一
式　

義
」
天
保
七
年
七
月
付
書
状
控
。

先
達
而
御
再
談
有
之
候　

福
君
様
御
召
網
代
御
輿
之
義 

最
初
御
申
聞
之
趣 

尾
州
へ
相
達
候

処 
御
道
中
御
用
之
義
ハ
塗
御
輿
被
為
召 

網
代
御
輿
之
義
者
御
替
輿
之
積
ニ
候
間
前
段 

有
君

様
御
同
様
再
御
到
来
ニ
者
不
及
候
間 

重
段
御
達
申
候
様
之
申
来 

若
者
頃
日
御
申
聞
候
通
出

来
方
被
申
付
有
之
由
ニ
候
得
共 

何
卒
御
解
御
申
渡
候
義
者 

出
来
申
間
敷
哉
□
御
申
聞
之
事

　
　
　
　

七
月
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付
札

御
輿
之
儀 

都
而　

其
御
方
様
ニ
而
御
取
斗
御
座
候
様
ニ 

先
達
而
付
札
を
以
及
御
答
候
処 

今
度

網
代
御
輿
一
挺
新
調
ニ 

被
仰
付
度
旨
ニ
付 

此
御
殿
ニ
而
申
付
候
様 

過
日
依
御
頼 

則
申
付
候

義
ニ
而
最
早
過
半
出
来
之
様
子
ニ
付 

迚
も
打
留
メ
候
事
難
致
候
間 

右
新
調
網
代
御
輿
ニ
御
道

中
可
為
召
候
事

（
33
）　
「
尾
崎
八
右
衛
門
書
状　

吉
村
伊
勢
介
・
清
水
玄
蕃
允
宛　

十
月
三
日
付
」（「
陽
明
文
庫
文

書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三　

八
八
四
三
）　

陽
明
文
庫
蔵
。

以
手
紙
得
貴
意
候 

昨
日
大
久
保
藤
四
郎
ゟ
御
申
聞
有
之
候　

福
君
様
御
道
具
之
内 

別
帋
之

通
相
廻
之
候 

以
上

十
月
三
日

尚
々
別
帋
之
外
御
茶
弁
当
幷
御
水
荷
之
儀
ハ
御
賄
所
相
廻
候
間 

右
様
御
心
得
被
下
度
候

　
　

覚

一　

御
長
「　

一
振　

一　

御
緋
傘　

一
本　

一　

御
立
傘　

一
本

一　

御
挟
箱　

一
對　

一　

御
蓑
箱　
　

壱　　

一　

御
桐
油
箱　

壱

右
之
外
ニ
頃
日
御
恰
好
之
網
代
御
輿
壱
挺
御
輿
臺
と
も

以
上

（
34
）　

前
掲
註（
10
）「
福
君
縁
談
一
式　

礼
」
の
う
ち
天
保
七
年
十
月
五
日
条
。

一　

尾
崎
八
右
衛
門 

梶
五
郎
三
郎
ゟ
御
輿
相
廻
ス 

如
左
申
来

以
手
紙
得
御
意
候 

然
者
過
刻
御
申
越
有
之
候　

福
君
様
明
日
被
為
召
罷 
塗
御
輿
幷

別
紙
之
通
相
廻
申
候
間 

宜
御
差
斗
被
下
候 

仍
此
段
得
御
意
度 

如
此
御
座
候 
以
上

　
　

十
月
五
日

猶
々
本
文

御
輿
之
儀
別
紙
之
外
御
雨
覆
等
之
儀
者
取
扱
之
者
へ
相
渡
相
廻
申
候
間 

右
様
御
承

知
可
然
御
差
斗
可
下
候 

且
又
右
之
外
網
代
御
輿
花
色
紗
綾
御
油
箪
壱
相
廻
申
候
間 

宜
御
差
斗
可
被
下
候 

以
上

蜀
江
蒔
絵

一
御
輿　
　
　
　

壱
挺

御
内
幕
附

一
同
花
色
紗
綾
御
油
箪　

壱

一
御
輿
臺　
　
　

壱
對

一
泥
臺　
　
　
　

壱

一
花
色
紗
綾
蝋
引
御
桐
油　

壱
通
り

　
　
　
　

以
上

　

な
お
、
こ
の
蜀
江
蒔
絵
乗
物
は
現
存
し
な
い
も
の
の
、
同
じ
意
匠
の
婚
礼
調
度
が
徳
川
美
術

館
に
現
存
し
て
い
る
。
蜀
江
蒔
絵
の
婚
礼
調
度
は
、
紀
伊
徳
川
家
七
代
宗
将
の
娘
で
、
尾
張
家

九
代
宗
睦
の
世
子
治
行
の
正
室
と
な
っ
た
聖
聡
院
従
姫（
一
七
五
七
〜
一
八
〇
四
）所
用
と
記
録

か
ら
判
明
す
る
。
従
姫
は
安
永
九
年（
一
七
八
〇
）四
月
十
一
日
に
治
行
と
婚
儀
を
挙
げ
、
天
明

元
年（
一
七
八
一
）に
嫡
男
五
郎
太
を
産
ん
だ
が
、
寛
政
五
年（
一
七
九
三
）に
治
行
、
翌
六
年
に

五
郎
太
に
先
立
た
れ
た
。
享
和
二
年
に
は
江
戸
を
離
れ
て
尾
張
の
三
之
丸
御
屋
形
に
移
り
、
文

化
元
年（
一
八
〇
四
）同
地
で
歿
し
た
。
享
年
四
十
八
歳
。

（
35
）　

前
掲
註（
10
）の
う
ち
天
保
七
年
十
月
六
日
条
。

（
36
）　
「
勘
定
書
」
の
う
ち
「
坂
井
与
兵
衛
覚
書　

申
八
月
付
」
陽
明
文
庫
蔵（「
陽
明
文
庫
文
書

分
類
目
録
」
家
門
篇
三　

八
九
五
八
）。
近
衛
家
御
納
戸
方
に
宛
て
た
坂
井
与
兵
衛
の
覚
書
で
、

太
「
拵
の
葵
紋
の
金
具
や
切
羽
・
紫
革
な
ど
の
部
品
を
新
調
し
て
補
修
し
、
太
「
身
を
研
ぎ
直

し
た
際
の
修
理
の
代
金
表
が
残
さ
れ
て
い
る
。
修
理
代
は
、
総
計
銀
五
百
四
十
三
匁
か
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

（
37
）　

慶
応
元
年
の
時
点
で
家
領
は
二
千
八
百
六
十
二
石
八
斗
一
升
二
合
六
勺
で
あ
っ
た
。『
幕

末
公
家
集
成
』　

新
人
物
往
来
社　

一
九
九
三
年
二
月
。

（
38
）　

高
橋
あ
け
み
執
筆
『
大
名
家
の
婚
礼
─
お
姫
さ
ま
の
嫁
入
り
道
具
─
』　

仙
台
市
博
物
館

二
〇
〇
〇
年
三
月
。

室
瀬
和
美
「
江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
梨
子
地
葵
紋
散
松
菱
梅
花
唐
草
蒔
絵
女
乗
物
の
修
復

に
つ
い
て
」（『
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
研
究
報
告
』
第
六
号　

東
京
都
江
戸
東
京
博
物

館　

二
〇
〇
一
年
）。

日
高
真
吾
『
女
乗
物
─
そ
の
発
生
経
緯
と
装
飾
性
』　

東
海
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
八
年

二
月
。

日
高
真
吾
「
女
乗
物
を
科
学
す
る
」・
小
池
富
雄
「
大
名
婚
礼
道
具
の
華
「
女
乗
物
」」・

齋
藤
慎
一
「
徳
川
将
軍
家
の
女
乗
物
」（
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
編
『
特
別
展　

珠
玉
の

輿
〜
江
戸
と
乗
物
〜
』　

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
・
読
売
新
聞
東
京
本
社　

二
〇
〇
八
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七
八

年
十
二
月
）。

高
橋
あ
け
み
『
大
名
家
の
婚
礼
調
度
─
仙
台
伊
達
家
の
場
合
─
』　

大
崎
八
幡
宮　

二
〇
一
五
年
十
月
。

（
39
）　

小
池
富
雄
「
黒
漆
葵
紋
散
牡
丹
唐
草
蒔
絵
調
度
に
つ
い
て
─
近
衛
基
前
夫
人
維
君
の
婚
礼

調
度
─
」（『
金
鯱
叢
書
』
第
二
〇
輯　

徳
川
黎
明
会　

一
九
八
三
年
九
月
）。

（
40
）　
『
南
紀
徳
川
史
』
巻
之
百
二
十
七　

第
十
四
巻　

名
著
出
版　

一
九
七
一
年
十
月
。

高
橋
あ
け
み
「
大
名
の
婚
礼
に
つ
い
て
」（『
大
名
家
の
婚
礼
─
お
姫
さ
ま
の
嫁
入
り
道
具

─
』　

仙
台
市
博
物
館　

二
〇
〇
〇
年
三
月
）。

（
41
）　
「
陽
明
文
庫
文
書
目
録
」
家
門
篇
三　

八
八
四
三
。

（
42
）　

前
掲
註（
7
）参
照
。

（
43
）　

前
掲
註（
1
）小
池
論
文
、
註（
38
）高
橋
論
文
参
照
。

（
44
）　

淑
姫
は
将
軍
家
斉
の
長
女
に
当
た
る
。
尾
張
家
二
代
光
友
の
正
室
千
代
姫
以
来
、
将
軍
姫

君
が
尾
張
家
に
嫁
す
と
い
う
尾
張
家
に
と
っ
て
名
誉
な
婚
姻
で
あ
っ
た
。
淑
姫
は
斉
朝
に
嫁
ぐ

以
前
、
九
代
宗
睦
の
世
嗣
治
行
の
長
男
五
郎
太
と
寛
政
二
年（
一
七
九
〇
）縁
組
、
同
五
年
に
結

納
ま
で
取
り
交
わ
し
て
い
た
が
、
翌
六
年
に
五
郎
太
が
逝
去
し
た
た
め
、
尾
張
家
養
子
に
決

ま
っ
て
い
た
斉
朝
と
縁
組
し
た
経
緯
が
あ
る
。
ま
た
、
愛
姫
の
婚
礼
で
は
、
福
君
と
あ
ま
り
に

時
期
が
近
す
ぎ
、
二
人
の
内
で
は
淑
姫
の
方
が
可
能
性
と
し
て
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
断
定
は

控
え
た
い
。

（
45
）　

前
掲
註（
40
）『
南
紀
徳
川
史
』・
高
橋
論
文
参
照
。

　

野
口
明
日
香
「
大
名
婚
礼
調
度
の
装
飾
と
格
」（
德
川
記
念
財
団
・
東
京
都
江
戸
東
京
博
物

館
編
集
『
徳
川
将
軍
家
の
婚
礼
』
德
川
記
念
財
団　

理
事
長 

德
川
恒
孝　

二
〇
一
七
年
一

月
）。

　

地
蒔
で
は
、「
黒
地
」「（
村
）梨
子
地
」「
濃
梨
子
地
」
の
順
に
格
式
が
上
が
る
。『
南
紀
徳

川
史
』
に
よ
る
と
紀
伊
徳
川
家
で
は
、
他
の
御
三
家
や
田
安
・
一
橋
家
に
嫁
ぐ
場
合
、
そ
れ

以
外
の
京
都
の
宮
家
や
上
級
公
家
へ
嫁
ぐ
場
合
の
、
三
パ
タ
ー
ン
で
取
り
揃
え
る
道
具
の
格

式
が
異
な
る
。
ど
の
家
に
嫁
ぐ
場
合
も
「
黒
蠟
色
御
蒔
絵
御
紋
散
ら
し
」
を
基
本
と
す
る

が
、
御
三
家
・
御
三
卿
の
場
合
は
最
も
豪
華
で
、
こ
れ
に
加
え
、
婚
礼
の
と
き
に
「
御
塗
濃

梨
子
地
御
紋
散
ら
し
」、「
平
生
筋
御
手
道
具
」
と
し
て
「
黒
蠟
色
唐
草
御
蒔
絵
御
紋
散
ら
し
」

の
三
種
類
の
手
道
具
を
揃
え
た
。

（
46
）　

前
掲
註（
40
）参
照
。

（
47
）　

四
辻
秀
紀
・
龍
澤
彩
「
葵
紋
の
変
遷
」（『
尾
張
の
殿
様
物
語
』　

徳
川
美
術
館　

二
〇
〇
七

年
四
月
）。

（
48
）　
「
篤
姫
御
方
御
待
請
並
御
婚
礼
御
用
留
」
お
よ
び
「
和
宮
様
御
婚
礼
御
入
用
帳
」。
い
ず
れ

も
国
立
公
文
書
館
蔵
。

（
49
）　

安
己
君
は
近
衛
家
煕
の
娘
で
、
正
徳
五
年（
一
七
一
五
）七
月
二
日
縁
組
、
十
一
月
晦
日
結

納
。
享
保
三
年（
一
七
一
九
）五
月
十
一
日
に
京
都
を
発
ち
、
同
月
二
十
五
日
に
江
戸
に
到
着
、

六
月
十
一
日
に
婚
礼
を
挙
げ
た
。

（
50
）　

前
掲
註（
38
）齋
藤
論
文
参
照
。

〔
付
記
〕　

本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
二
月
十
日
か
ら
四
月
九
日
ま
で
、
徳
川
美
術
館
第
五
展
示
室
お

よ
び
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
『
日
本
最
大
の
婚
礼
調
度
─
さ
ち
ぎ
み
様
の

お
嫁
入
り
─
』
に
お
け
る
研
究
成
果
に
基
づ
き
ま
す
。
本
展
に
御
出
品
い
た
だ
い
た
公
益
財
団

法
人
陽
明
文
庫 

文
庫
長 

名
和
修
氏
を
は
じ
め
、
泉
涌
寺
・
三
時
知
恩
寺
・
京
都
国
立
博
物
館

の
御
所
蔵
者
お
よ
び
碁
盤
・
将
棋
盤
・
双
六
盤
の
御
寄
贈
者
に
は
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
ま
し

た
。
ま
た
、
史
料
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
原
史
彦
氏
・
並
木
昌
史
氏
に
ご
教
示
賜
り
ま
し
た
。
こ

こ
に
記
し
て
深
謝
い
た
し
ま
す
。 

（
徳
川
美
術
館　

學
藝
員
）
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通番 名　称 地塗または
地蒔　　　 意匠・仕様 家紋 員数 備　考 図録

番号
「福君道具帳」
⑩御行列御道具帳

1 輿（乗物） 蜀江蒔絵 葵 一挺 安政6年2月輿・輿家・〇印附属品、
政姫御用　※1

2 輿（乗物） 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一挺 ※1 婚34
3 山輿 黒塗 胴 猩々緋包 葵牡丹 一挺 文久2年12月江戸表へ回す　※1

4 茶弁当 黒塗 蜀江蒔絵葵紋散 葵 一荷 安政2年燗風呂のみ利姫引移御用、
安政6年2月小道具、政姫御用

5 茶弁当 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一荷
安政2年銀ちろり等3点利姫引移御
用、安政6年2月燗風呂等6点政姫
御用　※1

婚37

6 茶弁当 黒塗 唐草模様葵紋散 葵 一荷 明治6年4月売立
7 水弁当 溜塗 溜塗朱葵紋 葵 一荷 天保15年6月広敷へ渡す
8 荷弁当 黒塗 黒塗葵紋付 葵 一荷 明治6年3月売立
9 挟箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一対 ※1 婚31
10 蓑箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一荷 ※1 婚36

11 長刀 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一振 文久2年9月道姫・豊姫御間飾御用
広敷用人へ渡切 婚32

12 緋傘 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 二本 ※1 婚35

13 雨傘 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一本 慶応元年袋猩々緋表、政姫茶弁当油
箪用　※1 婚35

14 緋傘 表記なし 蜀江蒔絵葵紋散 葵 一本 御用　※1
15 雨傘 表記なし 蜀江蒔絵葵紋散 葵 一本 入札払　※1
16 四半纏 一本 安政6年新御殿引移御用
17 四半纏 一張

18 高張提灯 朱 葵牡丹紋・
二ツ引印 葵牡丹 一張 安政6年新御殿引移御用

19 高張提灯 黒 丁子丸印付 一張
20 雨具入御半長持 朱 葵牡丹紋付 葵牡丹 一棹

⑪御道具帳
1 守掛 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚39
2 厨子棚 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚41
3 十二手箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 安政2年鏡1面のみ利姫引移御用 婚44
4 火取香炉 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚75
5 大文箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚70
6 小文箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚69
7 硯箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一
8 黒棚 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚42
9 払箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹（一） 婚48
10 小角赤 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一
11 元結箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚47
12 渡金箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 安政2年渡金のみ利姫引移御用 婚61
13 歯黒箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 安政2年上水のみ利姫引移御用 婚60
14 書棚 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚43
15 払髪箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚52
16 眉作箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚50
17 畳紙箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚64
18 角盥・楾 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚66
19 毛垂箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚57
20 爪取箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚55
21 爪取盥 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚56
22 旅櫛箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚65
23 小櫛箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚49

表3　福君道具帳・好君道具帳対照表
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24 櫛文庫 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚51
25 手水盥 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚68
26 手拭掛 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚67
27 上指箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚84
28 乳請 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚54
29 昆布箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 安政2年利姫引移御用 婚59
30 大角赤 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一
31 水引箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 安政2年利姫引移御用
32 薫物壺・台 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通り 婚74
33 十種香盤（四種盤）梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一通り 婚82
34 沈割 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一通り 安政2年利姫引移御用 婚80
35 香炉箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚76
36 廻り香炉・台 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 安政2年利姫引移御用 婚73
37 匂箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚78
38 香台・唐銅鶴香炉 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚100
39 薄板 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 安政2年利姫引移御用 婚99
40 見台 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一脚
41 寄掛 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚85
42 祝枕 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一対 婚72
43 衣桁 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一組 婚87
44 袋棚 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚91
45 鼻紙箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 婚62
46 茶碗台・蓋 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 五 婚106

47 台子 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一飾 弘化4年4月維学心院へ貸渡す、安
政2年利姫引移御用 

48 丸盆 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 二 婚106
49 棗 梨子地 紗綾紋蒔絵 葵 五
50 薬通箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 二 安政2年1つのみ利姫引移御用 婚94
51 平煙草盆 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一面 婚102
52 瓶子 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一対 婚105
53 炭斗 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一対 婚101
54 櫛台 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通り 文久2年広敷へ渡す
55 髢箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 安政2年利姫引移御用
56 耳盥・台輪 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 文久2年広敷へ渡す
57 楊枝箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 二 安政2年1つのみ利姫引移御用
58 昆布箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 福島屋へ下賜

59 貝桶 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一対 安政3年油箪裏のみ払、慶応元年
猩々緋油箪、政姫茶弁当に用いる 婚40

60 碁盤 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一面 安政2年利姫引移御用、明治6年東
京廻り 婚90

61 将棋盤 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一面 安政2年利姫引移御用、明治6年東
京廻り 婚88

62 双六盤 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一面 安政2年利姫引移御用、明治6年東
京廻り 婚89

63 茶箪笥 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚93
64 唐銅砂物鉢 一 盗難
65 唐銅砂物鉢 一 天保14年5月広敷賄所へ渡す
66 砂物鉢 船虫食木地 一 天保14年5月広敷賄所へ渡す
67 伏籠 黒塗 一 明治6年売立
68 冠棚 金砂子塗 梅蒔絵 一 婚188
69 小袖箪笥 蠟色塗 葵牡丹 二棹
70 長持 春慶塗 葵 六棹
71 綟子張障子屏風 二双

⑫御雛御道具帳
1 輿（乗物） 梨子地 葵牡丹紋散（菊折枝蒔絵）葵牡丹 一挺 ※2 雛80
2 挟箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一対 ※2 雛78
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3 長刀 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一振 ※2 雛66
4 日傘 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一本 ※2 雛82
5 茶弁当 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一荷 ※2 雛77
6 貝桶 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一荷 ※2 雛83
7 碁盤 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一面 ※2
8 将棋盤 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一面 ※2
9 双六盤 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一面 ※2
10 行器 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一荷 ※2 雛76
11 差樽（指樽） 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一対 ※2 雛71

12

厨子棚 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一 ※2 雛85
　手箱 一 雛85
　香盆 一 雛85
　香炉 一 雛85
　火道具 一 雛85
　薫物壺・台 一 雛85
　短冊箱 一 雛85
　文箱 一 雛85
　硯箱 一 雛85
　水引箱 一 雛85

13

黒棚 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一 ※2 雛84
　元結箱 一 雛84
　大小角赤 一 雛84
　聞香炉 一 雛84
　櫛箱 一 雛84
　歯黒箱 一 雛84
　渡金箱 一 雛84
　沈箱 一 雛84

14 書棚 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一 ※2 雛86
15 文台・硯箱 梨子地 牡丹紋散 牡丹 三通り ※2
16 机 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一 ※2
17 腰物掛 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛64
18 守懸 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛65
19 枕箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛59
20 見台 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛40
21 花瓶　唐銅 一 ※2 雛55
22 花台 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛55
23 煙草盆 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛61
24 台子 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一飾 ※2 雛90
25 脇息 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛62
26 櫛台 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛36
27 鏡台 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通り ※2 雛35
28 鏡・鏡建 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通り ※2 雛33
29 耳盥 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛30
30 茶碗台 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛72
31 眉作箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛23
32 衣桁 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛58
33 源氏箪笥 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛41
34 大小（刀・拵） 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通り ※2 雛64
35 懸硯 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛39
36 琴箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛53

37 三味線箱・
三味線 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛52

38 提重 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛75
39 重箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一組 ※2 雛74
40 食籠 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一荷 ※2 雛73
41 長持 梨子地 葵牡丹付 葵牡丹 二棹 ※2 雛79



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

八
二

42 葛籠 牡丹 一荷 ※2 雛92
43 伏籠 桑木地 一 ※2 雛88

44 手水手洗・
手拭懸 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通り ※2 雛37

・38
45 衝立 松竹鶴桜 二 ※2 雛67

46 二枚折屏風 片 ※2 雛
p122

47 掛盤 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 二通り ※2 雛69
48 膳部 梨子地 鉄仙唐草 葵 一通り ※2 雛174
49 盃台 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 ※2 雛70
50 乗物 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一挺 雛91
51 挟箱 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一対 広敷にて紛失
52 長刀 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一振
53 日傘 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一本
54 長持 梨子地 牡丹紋付 牡丹 二棹 雛93

55

厨子棚 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 雛21
　手箱 一 雛34
　香盆 一 雛60

　文箱大小 二 雛42
・43

　短冊箱 一 雛45
　色紙箱 一 雛25
　水引箱 一

56

黒棚 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 雛20
　元結箱 一 雛26

　大小角赤 二 雛31
・32

　香炉箱 一 雛60
　歯黒箱 一 雛29
　渡金箱 一 雛28
　沈箱 一 雛54

57 書棚 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 雛22
58 料紙箱 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一通り
59 見台 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一
60 碁盤 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一面 雛50
61 将棋盤 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一面 雛49
62 双六盤 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一面 雛51
63 衣桁 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一
64 文台・硯箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通り 雛47
65 机 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 雛48
66 鏡台 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一通り 雛89
67 手水盥・湯当・手拭懸 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一
68 耳盥・嗽茶碗・台 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一
69 払箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 雛27
70 畳紙箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 雛24
71 角盥・楾 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一 安政5年2月広敷へ渡す 雛87
72 貝桶 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一対 雛19
73 銀砂物鉢 一
74 銀長柄銚子 二通り 安政5年2月広敷へ渡す 雛70
75 台子 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一飾 雛56

76 行器 梨子地 鉄仙唐草 葵 一荷 雛p116
参考

77 広蓋 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 安政5年2月広敷へ渡す 雛57
78 広蓋 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一 安政5年2月広敷へ渡す
79 守箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 安政5年2月広敷へ渡す 雛65
80 料紙箱・硯箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通り 安政5年2月広敷へ渡す 雛46
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81 丸伏籠 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 天保14年5月広敷へ渡す

82 泔台・銀茶碗 一 安政5年2月広敷へ渡す 雛p122
参考

83 柳台・沓 三通り 雛81
84 輿台 黒塗 二挺分 雛91
85 香炉 梨子地 松竹梅 一 雛191
86 空焼香炉 梨子地 松竹梅 葵牡丹 一 安政5年2月広敷へ渡す 雛191
87 燗鍋　銀 葵 一
88 文箱 梨子地 牡丹紋散 牡丹 一

89 長持 梨子地 牡丹紋散 牡丹 三棹 安政4年2月道姫御用、広敷へ渡す
梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 二棹

「好君道具帳」
⑭転陵院様御道具

1 担 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一荷 明治4年秋払

2 鏡台 梨子地 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通り
明治5年小道具のうち鏡巣1を嶋本文
太郎へ下賜、小箱1棗1 を前野小平
治へ下賜、明治6年剃刀箱2を売立

婚53

3 枕香炉箱 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一 婚77

4
書物箱 村梨子地 秋草蒔絵 葵 二通り
二十一代集 四十一冊 婚137
夫木和歌集 三十七冊

5 指樽 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一対 明治6年3月売立
6 盃台 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 二 婚104
7 小櫛箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵 一 渡辺貞信へ下賜
8 乱箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵 一 杉山又吉へ下賜
9 眉作箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治6年4月売立
10 厨子棚 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一飾 明治6年4月売立

11 十二手箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一
明治4 〜 5年に小箱11合を1合ずつ
桑原善六はじめ11名に下賜、明治6
年4月売立

12 鏡台 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治6年4月売立、小道具のみ葵印
へ組入

13 沈箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通り 明治6年葵印へ組入、明治9年7月
東京へ回す

14 角手洗・楾 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通り 明治4年払
15 硯箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治5年正月山川茂兵衛へ下賜
16 黒棚 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治6年4月売立
17 書棚 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一飾 明治6年4月売立
18 払箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治6年4月売立
19 元結箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治6年4月売立
20 物裁 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一通 明治6年4月売立
21 呉服箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治6年4月売立
22 冊屑箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治5年正月山本定助へ下賜
23 小角赤 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治6年4月売立
24 大角赤 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治6年4月売立
25 帯箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治4年払
26 伽羅箱箪笥 黒塗 菊折枝蒔絵 葵 一 葵印へ組入

27 茶碗台 黒塗 菊折枝蒔絵 葵 五 明治5年正月に1つずつ堀田徳ヱ衛
門はじめ5名へ下賜

28 手拭懸 黒塗 菊折枝蒔絵 葵 一脚 明治6年4月売立
29 手水盥・湯当 黒塗 菊折枝蒔絵 葵 一 明治6年4月売立
30 守脇差箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵 一 明治5年正月山田伊三郎へ下賜
31 守掛 黒塗 菊折枝蒔絵 葵 一 明治5年正月林市郎兵衛へ下賜

32 手拭懸 梨子地 葵 一 明治5年正月森田久右ヱ門へ下賜
梨子地 菊折枝蒔絵 一 明治6年4月売立

33 鼻紙台 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 祖父江重兵衛へ下賜
34 鼻紙箱 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治5年正月堀江徳兵衛へ下賜
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35 香盆 黒塗 菊折枝蒔絵 一枚 明治6年4月売立
36 水弁当 朱塗 牡丹紋 牡丹 一荷 明治5年6月払
37 銅野風炉 一 明治5年払
38 見台 黒塗 菊折枝蒔絵 葵牡丹 一 明治6年6月売立
39 唐銅鹿香炉 一 明治4年12月森嘉兵衛へ下賜

40

書物箱 黒塗 秋草蒔絵 二通り 明治4年払
東鑑
太平記
目録

41 楊枝箱 黒塗 唐草蒔絵 葵 一 明治4年12月中島屋藤左ヱ門へ下賜
42 平多葉粉盆 黒塗 菊折枝蒔絵 三面 明治6年4月売立
43 寄掛 黒塗 菊折枝蒔絵 一 明治6年4月売立
44 枕香炉・重香合 黒塗 菊折枝蒔絵 一 明治6年4月売立

45 棗 黒塗 菊蒔絵 葵 二 明治5年3月下賜
黒塗 二 明治5年払

47 床机 黒塗 一 明治5年払
48 膳弁当 梨子地 菊蒔絵 葵 一荷 明治5年10月売立

（以下、雛道具）
1 几帳 梨子地 蝶鳥蒔絵 二 明治4年払
2 蚊帳 一 明治4年払
3 袴　紅精好 一 明治4年払
4 乱箱 梨子地 梅蒔絵 葵 一 明治4年払
5 燗鍋 松梅 葵 二 明治4年払

6 六枚折屏風　四季
遊 一双 明治4年払

7 青貝卓　麒麟置物 一 明治4年払
8 花台　唐桑（損傷） 一対 明治4年払
9 花瓶　銀滅金 一対 明治4年払
10 行器 黒塗 唐草 一荷
11 指樽 黒塗 唐草 一対 明治4年払
12 茶台・茶碗 梨子地 鉄仙唐草蒔絵 葵 一面 明治4年払
13 碁盤 梨子地 鉄仙唐草蒔絵 葵 一面 明治4年払　個人蔵
14 将棋盤 梨子地 鉄仙唐草蒔絵 葵 一面 明治4年払　個人蔵
15 双六盤 梨子地 鉄仙唐草蒔絵 葵 一面 明治4年払　個人蔵
16 棗 梨子地 鉄仙唐草蒔絵 葵 一 明治4年払
17 湯当 濃梨子地 牡丹唐草 葵 一通り 明治4年払
18 台子 梨子地 葵御紋散 葵 一飾 明治4年払
19 耳手洗 濃梨子地 牡丹唐草蒔絵 葵 一 明治4年払
20 手鑑 一冊 明治4年払

⑮地並御道具

1 鏡台・鏡建 梨子地 唐草 葵 一通り 明治4年小道具青山藤助はじめ6名
へ下賜、5年東京へ回す

2 手拭 梨子地 南天 二脚 明治5年払
3 提重 梨子地 一組 明治5年払
4 耳手洗・台輪（輪台）梨子地 菊折枝蒔絵 葵 一通り 婚58

5 鏡台・鏡建 梨子地 菊折枝蒔絵 一通り 明治4年12月小道具酒井紹兵衛はじ
め4名へ下賜

6 櫛台 梨子地 梅唐草蔦紋散 葵 一 栄光院道具
7 鏡家 梨子地 梅唐草蔦紋散 葵 二面 明治5年正月東京へ回す

8 大小角赤 梨子地 菊折枝蒔絵 葵 二 婚45
・46

9 多葉粉盆 村梨子地 竹に長春 一面 明治4年払
10 櫛箱 梨子地 松竹梅 一箱 明治5年5月東京へ回す
11 柄付鏡家 梨子地 松竹梅 二 明治5年払

12 刀懸 村梨子地 葵 二脚 明治5年正月渡辺甚吉へ下賜
梨子地 葵 明治4年12月下村庄之助へ下賜
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凡例：
・現存作品は太字で表した。適宜、旧字は新字に改めた。
・作品名称は、各道具帳に基づくが、現行の名称と異なる場合は、現行の名称を（　）内に示した。
・家紋は、葵紋を「葵」、抱牡丹紋を「牡丹」、桐紋を「桐」と略称した。
・員数は、現存品以外は台帳の表記に基づく。（　）内の漢数字は、現存数を示す。
・図録番号は『徳川美術館蔵品抄7　婚礼』（徳川美術館　1991年4月）記載の場合は「婚」、
　『徳川美術館蔵品抄5　雛　ひゐな』（徳川美術館　1989年2月）記載の場合は「雛」と冠した。
・備考は、各道具帳に基づき、年月・対象者・処置の順で記した。
・※1…安政3年もしくは4年に油箪のみ払い、※2…安政4年2月道姫御雛御用として広敷御用人へ渡す。

13 台子 濃梨子地 松梅 葵 一飾
14 台子 濃梨子地 梅唐草 葵 一飾
15 台子 濃梨子地 花菱 一飾 明治5年払
16 手水盥・湯桶 梨子地 菊折枝蒔絵 一
17 手拭懸 梨子地 菊折枝蒔絵 一脚
18 手水盥・湯桶 村梨子地 菊ノ丸 一通り 明治4年払
19 呉服箱 梨子地 紋散し 葵 一対 明治5年払
20 元結箱 梨子地 菊唐草葵 葵 一 明治5年払
21 耳手洗・木椀 梨子地 牡丹唐草 葵 一通り
22 櫛台 梨子地 梅唐草 桐 一 明治6年3月売立
23 鏡家・鏡建 梨子地 梅唐草 葵・桐 二

№ 名　称 地塗・地蒔 家紋 員数 記載道具帳 備　考 図録番号
1 菊折枝蒔絵棹台 梨子地 葵 一基 旧原簿12 婚86
2 菊折枝蒔絵側箪笥 梨子地 葵 一棹 旧原簿20 婚92

3 菊折枝蒔絵花台 梨子地 葵 二（一基）什器原簿10、11 明治21年2基のうち1基を男爵家へ
分譲 婚98

4 菊折枝蒔絵櫛台 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲
5 菊折枝蒔絵 空棚 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲

6 菊折枝蒔絵掛子付
沈箱 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲

7 菊折枝蒔絵湯桶 梨子地 不明 二 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲
8 菊折枝蒔絵盥 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲
9 菊折枝蒔絵手拭掛 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲
10 菊折枝蒔絵刀掛 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲

11 菊折枝蒔絵耳盥・
輪台 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲

12 菊折枝蒔絵嗽茶碗
蓋付 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲

13 柄付鏡 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲
14 菊折枝蒔絵鏡建 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲
15 菊折枝蒔絵楊子箱 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲
16 菊折枝蒔絵楊枝台 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲

17 菊折枝蒔絵紙台
（鼻紙台） 梨子地 葵 二（一基）什器原簿10、11 明治21年2基のうち1基を男爵家へ

分譲 婚63

18 菊折枝蒔絵乱箱 梨子地 葵 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲
19 菊折枝蒔絵伏籠 梨子地 葵 一基 什器原簿10 婚83
20 菊折枝蒔絵巻物箱 梨子地 葵 一合 什器原簿10 婚95
21 菊折枝蒔絵軸台 梨子地 葵 一基 什器原簿10 婚96
22 文正草子絵巻 三巻 什器原簿10 婚229
23 菊折枝蒔絵色紙箱 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲

24 菊折枝蒔絵硯仕込
短冊箱 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲

25 菊折枝蒔絵料紙
硯箱 梨子地 不明 一対 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲

表4　その他道具帳記載の菊折枝調度
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26 菊折枝蒔絵机 梨子地 不明 一 什器原簿10、11 明治21年男爵家へ分譲
27 菊折枝蒔絵机 梨子地 葵 一基 什器原簿10 婚97
28 菊折枝蒔絵提重 梨子地 葵 一具 什器原簿10 婚108
29 菊折枝蒔絵文台 梨子地 葵牡丹 一基 什器原簿1 婚71

30 菊折枝蒔絵煙草盆 村梨子地 なし 二（一基）什器原簿10 2基のうち1基は明治15年東京へ回
送 婚202

31 菊折枝蒔絵茶台　 村梨子地 葵 五基 什器原簿10 婚201

32 菊折枝蒔絵八寸
重箱 蠟色 葵牡丹 一 什器原簿10 明治7年12月東京へ回送

33 菊折枝蒔絵重箱 蠟色 葵牡丹 一 什器原簿1

34 菊折枝蒔絵重箱 梨子地 葵 一重 現行の台帳に「大奥八棹」に収めら
れていたとある 婚103

35 菊折枝蒔絵十種
香箱 梨子地 葵 一合 什器原簿2 婚81

36 菊折枝蒔絵小箪笥
（香箪笥） 梨子地 葵 一基 什器原簿2、10 婚79

37 銀菊折枝文茶碗 葵牡丹 一口 什器原簿10 松印（矩姫）行列道具の茶弁当内容品 婚125※
38 菊折枝蒔絵碁盤 蠟色 葵 一面 什器原簿1
39 菊折枝蒔絵双六盤 蠟色 葵 一面 什器原簿1
40 菊折枝蒔絵将棋盤 蠟色 葵 一面 什器原簿1
41 菊折枝蒔絵鞍・鐙 梨子地 葵 一具 什器原簿2 婚38
42 菊折枝蒔絵長刀拵 蠟色 葵牡丹 一本 武器原簿4 建中寺宝蔵 婚33-1

43 長刀　銘 丹後守
藤原寿命 一振 武器原簿4 建中寺宝蔵 婚33-2

44 長刀　銘 伯耆守
信照 一振 武器原簿5 婚32-1

45 菊折枝蒔絵長持 梨子地 葵 二棹 婚109

46 菊折枝蒔絵双六盤 梨子地 葵 一面 売立目録211
（東京） 大正10年売立、平成29年寄贈

47 菊折枝蒔絵碁盤 梨子地 葵 一面 売立目録211
（東京） 大正10年売立、平成29年寄贈

48 菊折枝蒔絵将棋盤 梨子地 葵 一面 売立目録211
（東京） 大正10年売立、平成29年寄贈

49 葵紋付棗 黒塗 葵 一対 売立目録281
（名古屋）

外箱蓋裏に桜形（福君所用）の朱印が
ある。大正10年売立、平成12年購
入

50 葵紋・抱牡丹紋散
重箱 黒塗 葵牡丹 一組 重箱蓋裏・底、外箱に梅の丸文と「清」

金粉字形あり。平成29年購入

凡例：
・現存作品は太字で表した。適宜、旧字は新字に改めた。
・員数は、現存品以外は各道具帳の表記に基づく。（　）内は現存数を示す。
・図録番号は表3凡例に基づく。
・記載道具帳は、表では整理番号のみに留めたが、名称と成立年代（推定を含む）は以下の通り。

什器旧原簿第12号「転陵院様御道具」（好君道具帳）。末尾に、「俊恭院様（福君）」とある一群がある。重複
があるため、表3では省略したが、棹台はこの道具帳にのみ記される。
什器旧原簿第20号「東京廻御側御道具類」1冊　江戸時代後期成立か。江戸で管理された御側御道具帳で慶
応2年（1866）に尾張へ回送された。
什器原簿第1号「御器物目録」9冊　明治13年7月
什器原簿第2号「道具目録」6冊　明治10年代成立か
什器原簿第10号「什器目録」19冊のうち第11冊「御厨子棚始・能道具・刀懸・雑之部」および第13冊「大
奥残道具 初音道具」　明治初年頃成立か
什器原簿第11号「什器目録 男爵家へ御分譲品」5冊　明治21年成立
武器原簿第4号 「建中寺 定光寺 相応寺 性光（高）院 御太刀始下調帳」1冊　明治44年成立
武器原簿第5号「御鎗御長刀等元帳」1冊　明治5年成立

・売立目録は、大正10年に東京と名古屋の二か所で行われた際の目録番号を示した。
・記載道具帳には複数の道具帳に重複して記載される場合もあるが、初出および特記事項があるものに留めた。
・※…牡丹唐草蒔絵茶弁当　内容品。
・「男爵家」は、尾張家14代慶勝の11男慶恕が明治21年に創設した分家である。
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番号 名称 地蒔・
地塗　 家紋 紋直しの有無 金具 様式 備考 図録

番号
福君道具帳
⑩御行列御道具帳

2 輿（乗物） 梨子地 葵牡丹 牡丹付け直し
葵牡丹
牡丹は
付け直し

D 婚34

5 茶弁当 梨子地 葵牡丹 牡丹付け直し 葵 D 婚37
9 挟箱 梨子地 葵牡丹 牡丹付け直し 葵牡丹 D 婚31
10 蓑箱 梨子地 葵牡丹 牡丹付け直し 葵牡丹　 D 婚36
11 長刀 梨子地 葵牡丹 なし 葵牡丹※1 D 婚32
12 緋傘 梨子地 葵牡丹 なし 葵牡丹 D 婚35
13 雨傘 梨子地 葵牡丹 なし 葵牡丹 D 婚35

⑪御道具帳
1 守掛 梨子地 葵牡丹 牡丹付け直し 葵牡丹 D 婚39
2 厨子棚 梨子地 葵牡丹 葵一部付け直し 葵牡丹 C 婚41
3 十二手箱 梨子地 葵牡丹 葵一部付け直し 牡丹 C 婚44
4 火取香炉 梨子地 葵牡丹 なし なし C 婚75
5 大文箱 梨子地 葵牡丹 ともに沃懸地、牡丹付け直し 牡丹 B 婚70
6 小文箱 梨子地 葵牡丹 葵のみ沃懸地 牡丹 C 婚69
8 黒棚 梨子地 葵牡丹 葵一部付け直し 葵 C 婚42
9 払箱 梨子地 葵牡丹 なし 牡丹 C 婚48
11 元結箱 梨子地 葵牡丹 葵牡丹ともに付け直し 牡丹 A 婚47
12 渡金箱 梨子地 葵牡丹 葵牡丹ともに付け直し 牡丹 C 婚61
13 歯黒箱 梨子地 葵牡丹 葵牡丹ともに付け直し 牡丹 C 婚60
14 書棚 梨子地 葵牡丹 葵一部付け直し 葵 C 婚43
15 払髪箱 梨子地 葵 葵大小あり、大に付け直し 葵 C 婚52
16 眉作箱 梨子地 葵牡丹 葵大小あり、大に付け直し 牡丹 C 婚50
17 畳紙箱 梨子地 葵 葵大小あり、大に付け直し 葵 C 婚64
18 角盥・楾 梨子地 葵牡丹 なし 葵牡丹 D 婚66
19 毛垂箱（剃刀箱） 梨子地 葵牡丹 葵付け直し なし C 婚57
20 爪取箱 梨子地 葵 葵大小あり、大に付け直し なし D 婚55
21 爪取盥 梨子地 葵 なし なし D 婚56
22 旅櫛箱 梨子地 葵 なし 葵 D 婚65
23 小櫛箱 梨子地 葵 なし 葵 C 婚49
24 櫛文庫 梨子地 葵 葵大小あり、大に付け直し 葵 C 婚51
25 手水盥 梨子地 葵牡丹 なし なし D 婚68
26 手拭掛 梨子地 葵牡丹 葵牡丹ともに付け直し 葵 C 婚67
27 上指箱 梨子地 葵 なし 葵 D 婚84
28 乳請 梨子地 葵 なし なし D 婚54
29 昆布箱 梨子地 葵 葵大小あり、大付け直し 葵 C 婚59
32 薫物壺・台 梨子地 葵牡丹 牡丹付け直し なし C 婚74

33 十種香盤
（四種盤） 梨子地 葵 なし なし D 婚82

34 沈割 梨子地 葵 台は地塗直しか なし B 婚80
35 香炉箱 梨子地 葵 なし なし D 婚76
36 廻り香炉・台 梨子地 葵 なし なし D 婚73
37 匂箱 梨子地 葵 葵一部付け直し 葵 D 婚78
38 香台・唐銅鶴香炉 梨子地 葵牡丹 なし なし D 婚100
39 薄板 梨子地 葵 なし なし D 婚99
41 寄掛 梨子地 葵 葵大小あり、大付け直し なし C 婚85
42 祝枕 梨子地 葵牡丹 なし なし D 婚72
43 衣桁 梨子地 葵牡丹 葵大小あり、大付け直し 葵牡丹 C 婚87
44 袋棚 梨子地 葵 葵大小あり、大付け直し 葵 D 婚91
45 鼻紙箱 梨子地 葵牡丹 なし なし D 婚62

表5　菊折枝調度 家紋・様式分類表
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46 茶碗台・蓋 梨子地 葵 なし なし D 婚106
48 丸盆 梨子地 葵 なし なし D 婚106

50 薬通箱 梨子地 葵牡丹 牡丹付け直し
薬通箱：牡丹　
黒塗箱：葵牡
丹

A 外箱「梅印」 婚94

51 平煙草盆 梨子地 葵牡丹 煙草箱：葵牡丹ともに付け直
し なし D 婚102

52 瓶子 梨子地 葵牡丹 葵大小あり、大付け直し なし D 婚105
53 炭斗 梨子地 葵 葵大小あり、大付け直し なし D 婚101
59 貝桶 梨子地 葵牡丹 牡丹付け直し なし C 婚40
60 碁盤 梨子地 葵 なし なし A 外箱「梅印」 婚90
61 将棋盤 梨子地 葵 なし なし A 外箱「梅印」 婚88
62 双六盤 梨子地 葵 なし 葵・十二裏菊 A 外箱「梅印」 婚89
63 茶箪笥 梨子地 葵 葵大小あり、大付け直し 葵 E 外箱「梅印」 婚93

好君道具帳
2 鏡台 梨子地 葵牡丹 葵牡丹ともに付け直し 牡丹 C 婚53
3 枕香炉箱 梨子地 葵 葵大小あり、大付け直し 葵 D 婚77
6 盃台 梨子地 葵 なし なし D 婚104

地並御道具
4 耳手洗・台輪（輪台）梨子地 葵 なし なし B 婚58

8 大小角赤 梨子地 葵 大小とも付け直しなし、
葵沃懸地 大小葵 B 婚45

・46
その他道具帳

1 棹台 梨子地 葵 なし なし D 婚86
2 側箪笥 梨子地 葵 葵一部付け直し 葵 D 婚92
3 花台 梨子地 葵 葵大小あり、大付け直し なし D 婚98
17 紙台（鼻紙台） 梨子地 葵 なし 葵 D 婚63
19 伏籠 梨子地 葵 なし なし D 婚83
20 巻物箱 梨子地 葵 葵一部付け直し なし D 婚95
21 軸台 梨子地 葵 なし なし D 婚96
27 机 梨子地 葵 なし、葵沃懸地 なし D 婚97
28 提重 梨子地 葵 なし なし D 外箱「橘印」 婚108
29 文台 梨子地 葵牡丹 なし 葵 D 婚71
30 煙草盆 村梨子地 なし なし なし D 婚202
31 茶台　 村梨子地 なし なし なし D 婚201
34 重箱 梨子地 葵 葵大小あり、大付け直し なし D 外箱「梅印」 婚103
35 十種香箱 梨子地 葵 なし 葵 D 婚81
36 小箪笥（香箪笥） 梨子地 葵 葵大小あり、大付け直し 葵 A 婚79
39 双六盤 蠟色 葵 なし なし ※2
40 将棋盤 蠟色 葵 なし なし ※2 外箱「梅印」
41 鞍・鐙 梨子地 葵 なし なし E 婚38
42 長刀拵 蠟色 葵牡丹 なし 葵牡丹 ※2 婚33-1
45 長持 梨子地 葵 なし 葵 D 婚109

46 双六盤 梨子地 葵 なし、葵沃懸地 なし B
外 箱： 葵 紋、
十二裏菊紋の
金蒔絵

47 碁盤 梨子地 葵 葵大小あり、大付け直し なし D
48 将棋盤 梨子地 葵 なし なし D

凡例：
・作品番号・図録番号は表3・4に基づく。
・作品名称のうち「その他道具帳」記載作品は、「菊折枝蒔絵」を省略した。
・葵紋は「葵」、抱牡丹紋は「牡丹」と略称した。
※1…一部に菊の縁輪の葵紋が含まれる。※2…菊折枝の様式はDに近い。
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合
塗
木
綿
真
田
附

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵
葵
牡
丹
両
御
紋
散

天
六
十
三　

御
金
物
銀
唐
草
毛
彫
納
判
六
十
九
番
上
下
江
組
入

ロ
一　

御
茶
弁
当　
　
　
　
棒
共　
　

一
荷

　
安
政
六
未
年
二
月
朱
丸
印
御
燗
風
呂
初
六
ケ
条
之
分

　
　
　
　

内

　
御
簾
中
様
御
用
差
下

　
　

肥
田
孫
三
朗
殿
談

〇
一　

長
形
銀
御
燗
風
呂　
　
　

壱（
貼
札
）

　
　
　
　

 

目
方
御
蓋
共
五
百
六
拾
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
天
保
十
五
辰
年

〇
一　

角
形
同
断　
　
　
　
　
　

壱　
正
月
御
小
納
戸

　
　
　
　

 

目
方
御
蓋
共
弐
百
九
拾
五
匁　
御
渡
相
成
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
朱
書
召
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銀
器
御
道
具
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
内
三
百
目
之
方
相
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戌
四
月
改

　

菊
折
枝
彫
葵
御
紋
付

一　

銀
御
ち
ろ
り　
　
　
　
　

壱

　
右　
　
　

 

銀
御
さ
や
附

　
安
政
二
卯
年　
　

目
方
さ
や
蓋
共
七
拾
五
匁

　
利
姫
様
御
用
ニ
付
江
戸
表
江

　
御
差
下　
　

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵
葵
御
紋
付

　
　
　
　
　
　

 

は
か
ま
壱
ツ
添

一　

銀
御
薬
鑵　
　
　
　
　
　

壱

　
同
断　
　
　
　
目
方
蓋
共
壱
五
拾
五
匁

　
　
　
　
　
同
□
□
よ
り
申
来

〇
一　

同
断　
此
分
安
政
二
年
卯
十
月　

壱

　
　
　
　
　
御
広
敷
御
用
人
江
渡
ス　
　
　

三
年
辰
二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　

目
方
蓋
共
百
拾
五
匁　

返
納
品
多
門
へ
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
□
□
ゟ

　
　
　
　
　
　

 

安
政
二
卯
年　
　
　
　
　

 

□
□
□
□

一　

銀
御
湯
漉 

利
姫
様
御
引
移
御
用
ニ
付
壱

　
　
　
　
　
　

 

江
戸
表
江
御
差
下

　
　
　
　
　
　

 

目
方
輪
共
弐
拾
五
匁

〇
一　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　

壱

　
　
　
　
　
　

 

但
柄
ハ
木
ニ
而
出
来
目
方
輪
共
弐
拾
五
匁

　

唐
草
毛
彫
葵
御
紋
付

〇
一　

銀
御
銚
子　
　
　
　
　
　

壱

　
　
　
　
　
　
　
目
方
蓋
共
百
五
匁

　

菊
折
枝
彫
葵
御
紋
付

〇
一　

銀
御
天
目　
　
　
　
　
　

壱

　
　
　
　
目
方
蓋
共
四
拾
五
匁

是
ゟ
末
十
四
ヶ
条
請
取
候
節
ゟ
無
之

天
六
十
三　

白
陶
器

一　

御
天
目　
　
　
　
　
　
　

弐

六
十
九
番
江　
　
葵
御
紋
付
朱
蓋
壱
枚
添

組
入　

葵
御
紋
染
付

一　

御
茶
碗　
　
　
　
　
　
　

弐

竹
之
模
様

一　

御
小
盃　
　
　
　
　
　
　

壱

春
慶
塗
葵
御
紋
付

一　

御
茶
碗
入
小
箱　
　
　
　

壱

真
鍮

一　

底
取
り　
　
　
　
　
　
　

壱

同一　

灰
押　
安
政
三
卯
年　
　
　
壱

　
　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
御
用
ニ
付

　
　
　
　
　
江
戸
表
江
御
差
下

天
六
十
三

同
断　

一　

御
茶
筌　
　
　
　
　
　
　

壱



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

九
三

組
入　
　
　
　
　
白
木
箱
入

一　

御
茶
杓　

御
筒
共　
　
　

弐
本

　
　
　

内
象
牙　
　
　
　
　
　

壱
本

　
　
　
　

竹　
　
　
　
　
　
　

壱
本

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵
葵
御
紋
付

天
六
十
三
一　

御
棗　
　
　
　
　
　
　
　

弐

納
判　
　

同
断

六
十
九
番
一　

御
茶
臺　
　
　
　
　
　
　

壱

組
入　
　

同
断
葵
牡
丹
両
御
紋
付

一　

御
天
目　
　
　
　
　
　
　

壱

　
　
　
　
　
御
蓋
共

同
断
葵
御
紋
付

一　

御
高
茶
臺　
　
　
　
　
　

壱

同
断
葵
牡
丹
両
御
紋
付

一　

御
茶
箱　
　
　
　
　
　
　

壱

真
鍮　
　
　
　
　
　
　
　

大
小
ノ
方
壱
膳

一　

御
火
箸　
　
　
　
　
　
　

弐
膳

猩
々
緋
葵
牡
丹
両
御
紋
付

　
　
　

一　

御
油
箪　
　
　
　
　
　
　

一
通
り

黒
塗　
　
　
本
文
御
油
箪
安
政
三
辰
年

一　

御
棒　
御
拂
相
成　
　
　
　

壱
本

　
　
　
　
　

木
綿
袋
入

一　

御
茶
傘　
　
　
　
　
　
　

壱
本

　
　
　
　
　

黒
木
綿
袋
入

　
　
　
　
　
　
此
黒
木
綿
袋
之
儀
嘉
永
三
戌
年

　
　
　
　
　
　
三
月
十
六
日
御
数
寄
屋
方
相
渡
ス

葵
牡
丹
両
御
紋
付　
此
御
桐
油
木
綿
袋
共
嘉
永
三
戌

一　

絹
御
桐
油　
　
三
月
十
六
日　

一
通
り

　
　
　

黒
木
綿
袋
入
御
数
寄
屋
方
相
渡
ス

一
外
家　
　
　

弐　

黒
掻
合
塗
木
綿
真
田
付

地
黒
塗
唐
草
模
様
葵
御
紋
散

御
金
物
類
滅
金

　

ハ
一　

御
茶
弁
当　
　
　
　
　

一
荷

　
　

明
治
六
酉
四
月
調
売
立　

花
色
木
綿
御
油
箪
掛

　
　
　

外
家　

壱　

黒
掻
合
塗
木
綿
真
田
附

　
　
　

黒
塗

　
　

一　

御
棒　
　
　
　
　
　
　

壱
本

　
　

一　

外
家　

壱　

黒
掻
合
塗

溜
塗
朱
葵
御
紋
付　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
右
衛
門
殿
御
覧

一　

御
水
弁
当　
　
　
　
　

一
荷　
　
　
　
天
保
十
五
辰
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
色
木
綿
御
油
箪
掛
六
月
御
廣
敷
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
渡
ス

　
　

黒
塗
鉄
金
物
附

　
　

一　

志
や
う
き　
　
　
　
　

壱
對

　
　

黒
塗

　
　

一　

御
棒　
　
　
　
　
　
　

壱
本

黒
塗
葵
御
紋
付

　

ニ
一　

御
荷
弁
当　
　
　
　
　

一
荷

　
　
　

明
治
六
三
月
売
立
真
鍮
鍵
壱
ツ
附

　
　
　
　

内
御
拂
相
成
候
事

黒
塗
内
朱
葵
御
紋
付　
　
　
本
二

　

御
懸
盤　
　
　
　
　
　
　
　

二
膳

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
ツ
組

　

御
椀　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
組

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
小

　

御
平　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

九
四

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　

御
坪　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐

同
　

御
腰
高　
　
　
　
　
　
　
　

弐

同
　

御
吸
物
椀　
　
　
　
　
　
　

四

同
　

御
飯
鉢　

御
臺
附　
　
　
　

壱　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箱
入

　

御
杓
子　
　
　
　
　
　
　
　

壱
本

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　

御
箸　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
膳

同
　

御
盃　

惣
朱
御
紋
付　
　
　

弐
枚

同
　

御
湯
当　
　
　
　
　
　
　
　

壱

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
角

　

御
露
物
入　

御
ふ
た
附　
　

弐

同
　

御
吸
筒　
　
　
　
　
　
　
　

壱

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ツ
組

　

御
重　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
組

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
角

　

御
切
溜　
　
　
　
　
　
　
　

弐

同
　

御
通
ひ
膳　
　
　
　
　
　
　

五
枚

同
　

御
貝
杓
子　
柄
黒
塗　
　　
壱
本

　

御
杓
子　
　
　
　
　
　
　
　

壱

　

御
茶
碗　
御
蓋
付　
　
　　
弐

　

御
鱠
皿　
　
　
　
　
　
　
　

弐
枚

　

御
煎
物
皿　
　
　
　
　
　
　

弐
枚

　

御
小
皿　
　
　
　
　
　
　
　

弐
枚

　

鉄
御
銚
子　
　
　
　
　
　
　

壱

此
三
ヶ
条
引
分　
　

御
蓋
銀
葵
御
紋
付
唐
草
彫 

小

同
節
御
拂　

唐
銅
御
鍋　
　
　
　
　
　
　

 

弐
枚

　
　
　
　

 

御
蓋
黒
掻
合
塗
朱
葵
御
紋
付

　

鉄
五
徳　
　
　
　
　
　
　
　

壱

萌
黄
羅
紗
葵
御
紋
付

　

御
油
箪　
　
　
　
　
　
　
　

壱
對

　
　
　
本
文
御
油
箪
安
政
三
辰
年

　
　
　
御
拂
相
成

　

御
棒　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
本

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵
葵
牡
丹
両
御
紋
付
御
金
物
銀

唐
草
毛
彫
両
御
紋
付

　

ホ
一　

御
挟
箱　
　
　
　
　
　

壱
對

天
五
十
八　
　

納
判
六
十
五
番
上
下
被
組
入
花
色
木
綿
御
油
箪
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

片
シ
ハ
無

　

猩
々
緋
葵
牡
丹
両
御
紋
付

　

一　

御
油
箪　
　
　
　
　
　

一
通
り

　
　
　
　
　
本
文
御
油
箪
安
政
三
辰
年

　
　
　
　
　
御
拂
相
成

　

本
紅
糸
打

　

一　

御
紐
本
文
御
對
箱
紐
片
シ
分
万
延
一
對
内
残
壱

　
　
　
　
　
元
甲
年
建
中
寺
本
堂
御
両
面

　
　
　
　
　
円
鏡
附
総
角
御
取
繕
御
用
相
成
候
事

　

一　

御
棒　
　
　
　
　
　
　

一
對

　

一　

外
家　

弐　

黒
掻
合
塗

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵
葵
牡
丹
両
御
紋
付
御
金
物
銀

唐
草
毛
彫
両
御
紋
付

　

ヘ
一　

御
蓑
箱　
　
　
　
　

壱
□　
（
貼
札
）「
△
」

天
五
十
九　

納
判
六
十
六
番
江
組
入

　

猩
々
緋
葵
牡
丹
両
御
紋
付



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

九
五

△
一　

御
油
箪　
　
　
　
　
　

一
通
り

　
　
　
　
　
　
本
文
御
油
箪
安
政
三
辰
年

　
　
　
　
　
　
御
拂
相
成

　

本
紅
糸
打

△
一　

御
紐　
　
　
　
　
　
　

一
通
り

　

一　

御
棒　
　
　
　
　
　
　

壱
本

　
　

外
家　

壱　

黒
掻
合
塗

同
断
御
切
羽
継
合

　

ト
一　

御
長
「　
　
　
　
　

一
振　
（
貼
札
）「
△
」

天
六
十
二　

同
断
六
十
八
番
江
組
入

　

猩
々
緋
葵
牡
丹
両
御
紋
付

　

一　

御
袋　
本
文
御
袋
裏
解　
　
　
　

 
壱

　
　
　
　
　
　
安
政
三
辰
年
御
拂
ニ
相
成

　

本
紅
糸
打
房
付

　

一　

御
紐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱

　

一　

外
家　
　

壱　

黒
掻
合
塗

　
　
　
　

文
久
二
年
戌
九
月

　
　
　
　

道
姫
様　

豊
姫
様
御
間
飾
御
用
ニ
相
成
候
付

　
　
　
　

御
広
敷
御
用
人
江
御
渡
切
ニ
相
成

　
　
　
　
　
　
　

御
長
刀　

御
紐　

外
家

右
御
長
刀
御
紐
外
家
共
慶
応
二
卯
年
二
月
十
二
日
御
広
敷
御
用
人
大
相
成

甚
左
衛
門
よ
り
手
紙
を
以
差
戻
ニ
相
成
候
事

葵
牡
丹
両
御
紋
付
御
柄
梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵
両
御
紋
散

御
金
物
銀
唐
草
彫

天
六
十
四
チ
一　

御
緋
傘　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本

　
　
　
　
　

納
判
七
十
番
上
下
江
組
入

　

猩
々
緋
葵
牡
丹
両
御
紋
付

　

一　

御
袋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐

　
　
　
　
　
本
文
御
袋
裏
斗

　
　
　
　
　
安
政
三
辰
年
御
拂
ニ
相
成

本
紅
糸

　

一　

御
紐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐

　
　
　
　
　

真
鍮
栓
付

同
断

天
六
十
五
リ
一　

御
雨
傘　
　
　
　

壱
本

　

同
断
七
十
一
番
江
組
入

猩
々
緋
葵
牡
丹
両
御
紋
付

　

一　

御
袋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱

　
　
　
　
　
本
文
御
袋
安
政
三
辰
年

　

本
紅
糸　
御
拂
ニ
相
成

　

一　

御
紐　
但
表
猩
々
緋
慶
応
元
年　
　

壱

　
　
　
　
　
　
前
御
簾
中
様
御
茶
弁
当
御
油
箪
用

　
　
　
　
　
　
御
用
ひ
相
成
候

　

一　

外
家　
　

壱　

黒
掻
合
塗

　

葵
牡
丹
両
御
紋
付
御
柄
蜀
江
蒔
絵
葵
御
紋
散
シ

　

御
金
物
滅
金
唐
草
彫

チ
一　

御
緋
傘　
　
　
　
　

壱
本

猩
々
緋
葵
牡
丹
両
御
紋
附

一　

御
袋　
本
文
御
袋
安
政
三
辰
年　
　

一
通
り

　
　
　
　
　
御
拂
ニ
相
成

　
　
　
　
真
鍮
せ
ん
付

本
紅
糸

一　

御
紐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
通
り

　

同
断

　

一　

御
雨
傘　
　
　
　
　

壱
本

　
　
　
　
　

入
札
御
拂
相
成
事

　
　

猩
々
緋
葵
牡
丹
両
御
紋
付

一　

御
袋　
本
文
御
袋
安
政
三
辰
年　
　

一
通
り

　
　
　
　
　
御
拂
ニ
相
成
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本
紅
糸

一　

御
紐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
通
り

一　

外
家　
　

壱　

黒
掻
合
塗

□
龍
門
朱
葵
御
紋
付
幷
二
ツ
引
印
付
安
政
六
未
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
御
殿
御
引
移
御
用

　

一　

四
半
御
纏　
　
　
　

壱
本

　
　
　
　
　
　
　

竿
共

　

同
断
黒
ニ
而
丁
子
丸
印
三
ツ
付

ヌ
一　

同
断　
　
　
　
　
　

壱
本

　

朱
葵
牡
丹
両
御
紋
付
幷
二
ツ
引
印
附

　

一　

御
纏
高
張
提
灯　
　

壱
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　

竿
共

　
　
請
取
候
節
よ
り
無
之

　

同
断
黒
ニ
而
丁
子
丸
印
壱
ツ
付

　

一　

同
断　
　
　
　
　
　

壱
張

　

朱
葵
御
紋
幷
黒
ニ
而
二
ツ
引
印
付

　

一　

同
断
安
政
六
未
年　
　

弐
張

　
　
　
　
　
新
御
殿
御
引
移
御
用
被
成

　
　
　

御
茶
弁
当

ル
一　

御
挟
箱　

棒
之
箱　

壱

　
　
　

御
蓑
箱　
　
　

黒
掻
合
塗
木
綿
真
田
附

　

朱
塗
牡
丹
両
御
紋
付

　

一　

御
雨
具
入
御
半
長
持
壱
棹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
永
元
年
申
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
文
長
持
本
文
御
長
持
留
書
付
ゟ
御
修
復
ニ

　
　
　
　
　
　
　

内　
　
相
成

　
　

是
ゟ
以
下
請
取
候
節
よ
り
無
之

　
　
　

金
葵
牡
丹
両
御
紋
付
紗
綾

一　

御
輿
桐
油　
　
　
　
　
　
　
　

三
枚

同

一　

御
挟
箱
桐
油　
　
　
　
　
　
　

弐
對
分

同一　

御
蓑
箱
桐
油　
　
　
　
　
　
　

弐
枚

同一　

御
茶
弁
当
桐
油　
　
　
　
　
　

弐
荷
分

同一　

御
輿
臺
桐
油　
　
　
　
　
　
　

二
對
分

同一　

御
緋
傘　

桐
油　
　
　
　
　
　

三
勺

　
　

御
雨
傘

同一　

御
輿
之
棒
桐
油　
　
　
　
　
　

三
通
り

同一　

御
水
弁
当
桐
油　
　
　
　
　
　

壱
荷
分

葵
牡
丹
両
御
紋
付

一　

御
荷
弁
当
桐
油　
　
　
　
　
　

壱
荷
分

同一　

御
長
持
桐
油
大
小　
　
　
　
　

八
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翻
刻
2
　
⑪
「
御
道
具
帳
」

　
　
　
　
　
凡
例　

ゴ
チ
ッ
ク
体
は
朱
字
を
示
す
。

（
内
題
）

御
道
具
帳

（
貼
札
）

「
嘉
永
四
亥
年
七
月

俊
恭
院
様
此
御
道
具
之
部

初
御
守
掛
よ
り
末
綟
子
張
御
障
子

屏
風
迄
不
残
書
抜
江
戸
表
江

御
廻
ニ
相
成
候
事

　
　

但
有
合
之
分
」

　

壱
番
御
長
持
入

壱梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
牡
丹
両
御
紋
散
惣
御
金
物
銀
葵
御
紋
付
唐
草
彫

改　

一　

御
守
掛　
　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
油
箪
掛

天
七
ノ
三　
納
判
五
十
二
号
江
組
入

　
　
　
　
　

外
家
壱　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

弐同
断

同
断
御
金
物
銀
葵
牡
丹
両
御
紋
付
唐
草
彫

　

一　

御
厨
子
棚　
　
　
　

壱　

同
断

天
壱　

 

納
判
壱
番
江
組
入

　
　
　
　

 

外
家
壱　
　

真
掻
合
塗
鉄
金
物
附

三梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵　

　

葵
牡
丹
両
御
紋
散
内
張
赤
地
金
入
銀
覆
輪

　

鋲
銀
牡
丹
御
紋
毛
彫
御
敷
紙

一　

拾
弐
御
手
箱　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
十
七
上　

 

納
判
十
八
番
江
組
入

　
　
　

内　
御
鏡
壱
面
安
政
二
卯
年

　
　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
り
御
用
江
戸
表
江
差
下

　
　

丸
御
鏡
家
入　
　

 

弐
面　

同
絹
和
巾
包

　
　
　
　
内
壱
面
有

　
　
　
　
　
　

御
敷
紙　

内
△
壱
面

　
　

丸
御
香
合　
　
　

 

弐　

同
断

　
　

三
ツ
御
櫛　
　
　

 

拾
弐
具
御
畳
紙
包

　
　

角
御
香
合　
　
　

 

八　
　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　

 

外
家
壱　
　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　

 　

木
綿
真
田
附

四同
断

葵
牡
丹
両
御
紋
散

一　

御
火
取
香
炉　
　
　

 

壱　

浅
黄
木
絹
御
和
巾
包

天
六　
　
　

 

銀
御
伏
籠
添

　
　
　
　
　
　
　
　
此
目
弐
拾
壱
匁
六
分

　
　
　

同
断
六
番
江
組
入

　
　
　

外
家
壱　

同
断

五梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

葵
牡
丹
両
御
紋
散
銀
鋲
牡
丹
御
紋
毛
彫
御
敷
紙

一　

大
御
文
箱　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
絹
御
和
巾
包
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天
十
八 　
　

納
判
二
十
号
江
組
入

　
　
　

外
家
壱　
　
　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附　

六同
断

　

同
断
一　

小
御
文
箱　
　
　
　

壱　

同
断

天
十
九　
　

 

同
断
二
十
一
号
江
組
入

　
　
　

外
家
壱　

同
断

七同
断

　

葵
牡
丹
両
御
紋
散

一　

御
硯
箱　
　
　
　
　

壱　

同
断

天
十
七
下　
　

同
断
十
九
号
江
組
入

　
　
　
　

内

　
　
　

御
硯
箱　
　
　
　

壱

　
　
　

銀
御
水
入
臺
座
共　

壱

　
　
　
　
　
　
　
此
目
八
匁
三
分
ヨ
ハ
ク

　
　
　

御
墨
御
墨
敷
共　
　

壱
挺

　
　
　

御
筆　
　
　
　
　

壱
對
浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　

御
差
「　
　
　
　

壱
本
浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　

御
錐　
　
　
　
　

壱
本
同
断

　
　
　

御
墨
挟　
　
　
　

壱　

同
断

　
　

外
家
壱　
　
　
　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

八梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
牡
丹
両
御
紋
散
惣
御
金
物
銀
両
御
紋
唐
草
毛
彫

一　

御
黒
棚　
　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
油
箪
掛

天
弐　
　
　

納
判
二
番
江
組
入

　
　
　
　
　

外
家　

壱　

真
掻
合
鉄
金
物
附

九同
断

　

葵
牡
丹
両
御
紋
散
銀
鋲
牡
丹
御
紋
毛
彫
御
敷
紙

一　

御
拂
箱　
　

同
断
御
和
巾
包　
　
　
　
　
　

　
　
　

同
断
九
番
江
組
入

　
　
　
　
　

内
十
四
番

　
　
　
　

三
ツ
御
櫛　
　

拾
壱
具
御
畳
紙
包

　
　
　
　

二
ツ
御
櫛　
　

壱
具　

同
断

　
　
　
　

御
櫛
拂　
　
　

壱
對
御
畳
紙
包

　
　
　

外
家
壱　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

十梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
牡
丹
両
御
紋
散
銀
鋲
牡
丹
御
紋
毛
彫
御
敷
紙

一　

小
御
角
赤　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
十
六　
　

 

納
判
十
六
番
上
江
組
入

　
　
　

外
家
壱　
　
　

同
断

十
一

同
断

　

同
断

一　

御
元
結
箱　
　
　
　

壱　

同
断

天
三
十
六　
　

同
三
十
九
号
江
組
入

　
　
　
　

内

　
　
　

絵
御
元
結　
　
　

壱
通　

御
畳
紙
包
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外
家
壱　
　
　

同
断

十
二
同
断

　

同
断

一　

御
渡
金
箱　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
丗
九　
　
　

同
四
十
二
号
江
組
入

　
　
　
　

内

　
　

△
銀
御
渡
金　
　
　

壱
枚
御
畳
紙
包

　
　
　
　
　

此
目
八
拾
八
匁　
御
渡
金
斗
安
政
二
卯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
り
御
用
江
戸
表
江
差
下

　
　
　

御
歯
黒
筆　
　
　

壱
對
同
断

　
　

外
家
壱　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

十
三

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
牡
丹
両
御
紋
散
銀
鋲
牡
丹
御
紋
毛
彫
御
敷
紙

一　

御
歯
黒
箱　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
三
十
八　

 

納
判
四
十
一
番
江
組
入

　
　
　
　

内

　
　
　

御
附
子
箱　
　
　

弐　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　

△
銀
御
志
よ
う
す　

弐　

同
断

　
　
　
　
　
此
目
三
拾
三
匁　

御
上
水
斗
安
政
二
卯
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
り
御
用
差
下

　
　
　

同
御
歯
黒
差　
　

壱　

同
断

　
　
　
　
　
此
目
三
拾
八
匁
ツ
ヨ
ク

　
　

外
家
壱　

同
断

十
四

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
牡
丹
両
御
紋
散
惣
御
金
物
銀
葵
御
紋
唐
草
毛
彫

一　

御
書
棚　
　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
油
箪
懸

天
三　
　
　

納
判
三
番
江
組
入

　
　
　

外
箱
壱　
　
　
　

真
掻
合
塗
鉄
金
物
付

十
五

同
断

　

葵
御
紋
附
御
金
物
銀
葵
御
紋
附

一　

御
拂
髪
箱　
　
　
　

壱　

同
断
御
和
巾
包

天
十
五　
　

同
断
十
五
番
江
組
入

　
　
　

外
家
壱　
　
　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
付

十
六
同
断

　

葵
牡
丹
両
御
紋
附
銀
鋲
牡
丹
御
紋
毛
彫
御
敷
紙

一　

御
眉
作
箱　
　
　
　

壱　

同
断

天
三
十
五　

 

同
三
十
八
番
江
組
入

　
　
　
　

内

　
　

御
眉
墨
香
合　
　

弐　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　
　

御
眉
は
き　
　

弐
對

　
　
　
　

大
女
郎　
　
　

弐
對　

御
畳
紙
包

　
　
　
　

小
女
郎　
　
　

弐
對　

　
　
　
　

御
紅
筆　
　
　

弐
對

　
　
　
　

御
真
筆　
　
　

弐
對

　
　
　
　

御
白
粉
筆　
　

弐
對　

御
畳
紙
包

　
　
　
　

御
真
立　
　
　

壱
本

　
　
　
　

御
真
は
つ
し　

壱
本

　
　
　
　

御
髪
撫　
　
　

壱
本
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一
〇
〇

　
　
　
　

御
際
置　
　
　

壱
本　

同
断

　
　
　

外
家
壱　
　
　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

十
七

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
御
紋
附
銀
鋲
葵
御
紋
毛
彫
御
敷
紙

一　

御
畳
紙
箱　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
三
十
七　

 

納
判
四
十
番
江
組
入

　
　
　

外
家
壱　
　
　
　

同
断

十
八

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
牡
丹
両
御
紋
散
御
金
物
銀
葵
御
紋
唐
草
毛
彫

一　

御
角
盥
御
楾
共　
　

壱
通
浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
五
十
三　

 

納
判
五
十
七
番
江
組
入

　
　
　

外
家
壱　
　
　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

十
九

同
断

　

葵
牡
丹
両
御
紋
散

一　

御
毛
垂
箱　
　
　
　

壱　

同
断

天
三
十
三　

 

同
断
三
十
六
番
江
組
入

　
　
　
　

内

　
　
　

御
毛
垂　
　
　
　

弐
對

　
　
　
　
　
　
柄
金
入
包

　
　

外
家
壱　
　
　
　
　

同
断

廿

同
断

葵
御
紋
付

一　

御
爪
取
箱　
　
　
　

壱　

同
断

天
三
十
四　

 

同
三
十
七
番
江
組
入

　
　
　
　

内

　
　
　

御
爪
取　
　
　
　

五
對
浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　
　
　
　
御
金
物
銀

　
　

外
家
壱　
　
　
　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

廿
壱

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
御
紋
付

一　

御
爪
取
盥　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
四
十
二　

 

納
判
四
十
五
番
江
組
入

　
　
　

外
家
壱　
　
　
　

同
断

廿
二

同
断

　

葵
御
紋
散
銀
葵
御
紋
御
金
物
御
敷
紙

一　

御
旅
櫛
箱　
　
　
　

壱　

同
断

天
三
十　
　
　

同
三
十
三
号
江
組
入

　
　
　
　

内

　
　
　

丸
御
鏡
家
入　　
壱
面　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　
　
　
　
御
敷
紙

　
　
　

打
御
鏡
立　
　
　

壱　

同
断

　
　
　

御
油
桶
御
柄
杓
共　

弐　

同
断

　
　
　

御
白
粉
箱　
　
　

壱　

同
断

　
　
　

御
附
子
箱　
　
　

壱　

同
断

　
　
　

御
鋏　
　
　
　
　

壱
挺　

御
畳
紙
包



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

一
〇
一

　
　
　

御
白
粉
解　
　
　

壱　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　

銀
御
化
粧
水
入　

壱　

同
断

　
　
　
　
　
　
此
目
弐
拾
四
匁
弐
分

　
　
　

御
真
襟
墨
入　
　

弐　

同
断

　
　
　

二
重
組
御
毛
垂
箱
壱　

同
断

　
　
　

三
ツ
御
櫛　
　
　

壱
具
御
畳
紙
包

　
　
　

銀
御
鬢
水
入　
　

壱

　
　
　
　
　
　
此
目
拾
八
匁
弐
分

　
　
　

同
御
歯
黒
差　
　

壱　

同
断

　
　
　
　
　
　
此
目
三
拾
四
匁

　
　
　

同
御
渡
金　
　
　

御
畳
紙
包

　
　
　
　
　
　
此
目
五
拾
九
匁

　
　
　

同
御
し
や
う
す　

弐　

同
断

　
　
　
　
　
　
此
目
四
拾
匁
弐
分

　
　
　

御
毛
抜　
　
　
　

壱
挺　

同
断

　
　
　

御
櫛
拂　
　
　
　

壱　
　

同
断

　
　
　

御
毛
垂　
　
　
　

壱
對　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　

御
爪
取　
　
　
　

壱
對　

同
断

　
　
　

御
髪
撫　
　
　
　

壱
本

　
　
　

御
白
粉
筆　
　
　

壱
對

　
　
　

御
真
筆　
　
　
　

壱
對

　
　
　

御
紅
粉
筆　
　
　

壱
對

　
　
　

御
歯
黒
筆　
　
　

壱
對

　
　
　

御
眉
は
き　
　
　

壱
對　

御
畳
紙
包

　
　
　

御
引
出
入
御
硯
石
壱　

　
　
　

銀
御
水
入　
　
　

壱　
　
　

　
　
　
　
　
　
此
目
拾
壱
匁
四
分

　
　
　

御
差
「　
　
　
　

壱
本　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　

御
錐　
　
　
　
　

壱
本　

同
断

　
　
　

御
筆　
　
　
　
　

壱
對　

同
断

　
　
　

御
墨　
　
　
　
　

壱
挺

　
　
　

猩
々
緋
御
墨
敷

　
　

外
家　

壱　
　
　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

廿
三

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
御
紋
附
銀
鋲
葵
御
紋
御
敷
紙

一　

御
小
櫛
箱　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
三
十
一　
　

納
判
二
十
四
番
江
組
入

　
　
　
　

内

　
　
　

御
油
桶
御
柄
杓
共　

壱　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　

御
鬢
水
入　
　
　

壱　

同
断

　
　
　

御
櫛
拂　
　
　
　

壱
對
御
畳
紙
包

　
　
　

御
髪
撫　
　
　
　

壱
本

　
　
　

御
際
立　
　
　
　

壱
本

　
　
　

御
真
は
つ
し　
　

壱
本

　
　
　

三
ツ
御
櫛　
　
　

壱
具
同
断

　
　

外
家
壱　
　
　
　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

廿
四

同
断

　

同
断

一　

御
櫛
文
庫　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
三
十
弐　

 

同
断
三
十
五
番
江
組
入

　
　

外
家
壱　
　
　
　
　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

一
〇
二

廿
五

　

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
牡
丹
両
御
紋
付

一　

御
手
水
盥　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
五
十
五　

 
納
判
五
十
九
号
江
組
入

　
　
　

外
家
壱
同
断

廿
六

　

同
断

　
　

葵
牡
丹
両
御
紋
散
御
金
物
銀
葵
御
紋
唐
草
毛
彫

　

一　

御
手
拭
掛　
　
　

壱　

同
断
御
油
箪
懸

天
五
十
四　

 

同
五
十
八
番
江
組
入

　
　
　

銀
御
手
拭
挟　

壱

　
　
　
　
　
　
　
此
目
拾
四
匁
弐
分
ヨ
ハ
ク

　
　
　

外
家
壱
同
断

廿
七

　

同
断

　
　

葵
御
紋
付
銀
鋲
葵
御
紋
付

　

一　

御
上
指
箱　
　
　

壱　

同
断
御
和
巾

天
五
十　
　
　

同
五
十
三
号
江
組
入

　
　
　
　

外
家
壱　
　
　

同
断

廿
八

　

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　
　

葵
御
紋
附
御
金
物
銀

　

一　

御
乳
請　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
四
十
三　
　

 

納
判
四
十
六
番
江
組
入

　
　
　
　

外
家
壱　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

廿
九

　

同
断

　
　

葵
御
紋
附
銀
鋲
葵
御
紋
御
敷
紙

　

一　

御
昆
布
箱　
　
　

壱　

同
断

　
　
　
　
　
　
安
政
二
卯
年

　
　
　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
御
用
ニ
付
江
戸
表
江
差
下

　
　
　
　

外
家
壱　

同
断

三
十

　

同
断

　
　

葵
牡
丹
両
御
紋
付
銀
鋲
牡
丹
御
紋
御
敷
紙

　

一　

大
御
角
赤　
　
　

同
断

天
十
六　
　
　
　

納
判
十
六
番
上
下
江
組
入

　
　
　
　

外
家
壱　

同
断

三
十
一

　

同
断

　
　

葵
御
紋
付
銀
鋲
葵
御
紋
付
御
敷
紙

　

一　

御
水
引
箱　
　
　

壱　

同
断

　
　
　
　
　
　

御
畳
紙
弐

　
　
　
　
　
安
政
二
卯
年

　
　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
御
用
ニ
付
江
戸
表
江
差
下

　
　
　
　

外
家
壱

三
十
二
上下
二
箱

　

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　
　

葵
牡
丹
両
御
紋
付

　

一　

御
薫
物
壺
臺
共　

壱
通　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
七
ノ
壱　
　

 

納
判
七
番
上
下
江
組
入

　
　
　
　
　

御
壺
紅
紐
懸
り

　
　
　
　
　

内
家
壱　

蠟
色
塗
葵
牡
丹
両
御
紋
付
銀
鵐
目
萌
黄



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

一
〇
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
田
附

　
　
　
　

外
家
弐　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目
木
綿
真
田
付

三
十
三

　

同
断

　
　

葵
御
紋
付

　

一　

御
十
種
香
盤　

壱
通　

同
断

　
　
　
　

鵐
目
銀

天
十
三　
　
　

 

納
判
十
三
番
江
組
入

　
　
　
　

内

　
　
　
　

競
馬
板
弐
枚　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　
　

競
馬
人
形
臺
共
弐　

同
断

　
　
　
　

紅
葉
作
り
花
六
枚
證
拠
之
木
共

　
　
　
　

桜
作
り
花
五
枚

　
　
　
　

矢
屏
風
矢
共
拾
本

　
　
　
　

白
簱
六
本
赤
簱
六
本
御
畳
紙
包

　
　
　
　

金
銀
麾　

弐
拾

　
　
　

外
家
壱　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
付

　
　三

十
四

　

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　
　

葵
御
紋
附

　

一　

御
沈
割　
　
　

壱
通　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

　
　
　
　
　

安
政
二
卯
年

　
　
　
　
　

利
姫
御
引
移
御
用
ニ
付
御
差
下

　
　
　
　

御
沈
割
盤　

壱

　
　
　
　

御
鋸　
　
　

壱
挺

　
　
　
　

御
鑿　
　
　

壱
挺

　
　
　
　

御
沈
き
り　

壱
挺

　
　
　
　

御
槌　
　
　

壱
本

　
　

内
家　

壱　

黒
塗
葵
御
紋
付
鋲
滅
金

　
　
　
　
　
　
　

葵
御
紋
附

　
　

外
家　

壱　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

三
十
五

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
御
紋
付

一　

御
香
炉
箱　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
十
一　
　

 

納
判
十
一
番
江
組
入

　
　
　

内　

　
　
　
カ
ケ
コ

　
　
　
　

御
香
盆　
　

壱
枚　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　
　

御
香
炉　
　

弐

　
　
　
　
　
　
　

内
張
銀

　
　
　

外
家
壱　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
附

　
三
十
六

同
断

　

同
断
銀
鵐
目　
　
安
政
二
卯
年

　
　
　
　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
御
用
江
戸
表
江
差
下

　

△
一　

銀
廻
り
御
香
炉
臺
共　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

　
　
　

外
家
壱　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
付

　
三
十
七

同
断

　

同
断
銀
鋲
葵
御
紋
付

一　

御
匂
ひ
箱　
　
　

壱　

同
断



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

一
〇
四

天
五　
　
　

納
判
五
番
江
組
入

　
　

内

　
　
カ
ケ
コ

　
　
　

御
香
盆　
　
　

壱
枚

　
　
　

御
提
臺　
　
　

壱　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　
　
　
　

御
金
物
銀

　
　
　

重
御
香
合　
　

壱　

同
断

　
　
　

御
空
薫
入　
　

壱　

同
断

　
　
　

御
香
炉　
　
　

壱　

同
断

　
　
　
　
　

銀
御
伏
籠
付

　
　
　
　
　
　
　
　
此
目
拾
弐
匁
七
分

　
　
　

銀
御
灰
押　
　

壱

　
　
　

同
御
香
箸　
　

壱

　
　
　

同
御
銀
葉
挟　

壱　

同
断

是
よ
り　
　
　
　
　
　
　

〆
此
目
拾
壱
匁
五
分

三
番　
　
　

外
家
壱　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
付

三
十
八
上下
二
箱

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
牡
丹
両
御
紋
附

一　

御
香
臺　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
油
箪
掛

天
廿
三　
　

納
判
二
十
五
番
上
下
江
組
入

　
　
　

唐
銅
鶴

天
廿
弐　
　
　
　

御
香
炉　
　

壱

　
　
　

外
家
弐　

真
掻
合
塗
木
綿
真
田
付
壱

　
　
　
　
　
　
　

溜
塗
同
断
壱

三
十
九

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
御
紋
附

　
　

一　

御
薄
板　
　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

　
　
　
　
安
政
二
卯
年

　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
御
用
ニ
付
御
差
下

　
　
　

外
家
壱　

真
掻
合
塗
木
綿
真
田
附

　
四
十

同
断

　

葵
牡
丹
両
御
紋
付
御
金
物
銀
牡
丹
御
紋
付

一　

御
見
臺　
　
　
　

壱
脚　

同
断

天
廿
九　
　

 

納
判
三
十
二
号
へ
組
入

　
　
　

外
家
壱　

同
断

四
十
一

同
断

　

葵
御
紋
付
御
金
物
銀
甲
板
金
入
紋
天
鵞
絨
包

一　

御
寄
掛　
　
　
　

壱

天
四
十
九　

 

納
判
五
十
二
号
江
組
入

　
　
　

外
家
壱　

同
断

四
十
二

梨
子
地

　

葵
牡
丹
両
御
紋
付
南
天
獏
之
蒔
絵

一　

御
祝
枕　
　

壱
對
浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
五
十
一　

 

納
判
五
十
四
番
江
組
入

　
　
　

外
家
壱　

真
掻
合
塗
木
綿
真
田
附

四
十
三

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
牡
丹
両
御
紋
付
御
金
物
銀
両
御
紋
唐
草
毛
彫

一　

御
衣
桁　
　

壱
組
浅
黄
木
綿
袋
入

天
六
十　　
同
断
六
十
七
番
江
組
入

　
　
　

外
家
壱
同
断



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

一
〇
五

四
十
四

同
断

　

葵
御
紋
付
御
金
物
銀
葵
御
紋
唐
草
毛
彫

一　

御
袋
棚　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
油
箪
掛

天
四　
　
　
　

納
判
四
番
江
組
入

　
　
　

外
家
壱
同
断

四
十
五

葵
牡
丹
両
御
紋
付
御
敷
紙

一　

御
鼻
紙
箱　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
四
十
一　
　

 

納
判
四
十
四
番
江
組
入

　
　
　

外
家
壱　

溜
塗
木
綿
真
田
附

四
十
六

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　

葵
御
紋
付

一　

御
茶
碗
臺
蓋
共
五
浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
廿
七　
　
　
　

同
断
三
十
番
江
組
入　
内
蓋
壱
小
キ
ス

　
　
　

外
家
壱　

真
掻
合
塗
木
綿
真
田
付

四
十
七

同
断

　

同
断

　

△
一　

御
臺
子　
　

壱
飾　

浅
黄
木
綿
袋
入

　
　
　
　
　
　

 

安
政
二
卯
年

　
　
　
　
　
　

 

利
姫
様
御
引
移
御
用
ニ
付
江
戸
表
江
差
下

　
　
　
　
　

右
御
臺
子
附

　
　
　
　
　
葵
御
紋
付

　
　
　
　
　

〇
唐
銅
御
水
翻　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
筒　

壱
箱

〇
印
五
品　
　
　
　
　

同

弘
化
四
未
年
四
月　
　

〇
同
御
蓋
置　
　

同
断

維
学
心
院
様
ゟ　
　
　

同

御
貸
渡　
　
　
　
　
　

〇
同
御
杓
立　
　

同
断　
　

壱
箱

申
四
月
廿
九
日　
　
　

同

御
戻
相
成
候　
　
　
　

〇
同
御
水
差　
　

同
断

　
　
　
　
同
唐
草
彫

　
　
　
　
　

銀
御
釜　
　
　

同
断　
　

壱
箱

　
　
　
　
　
　
　

 

此
目
八
百
九
拾
目

　
　
　
　
葵
御
紋
附

　
　
　
　

〇
唐
銅
御
風
炉　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包　

壱
箱

　
　
　

外
家
五　

溜
塗
木
綿
真
田
付
四

　
　
　
　
　
　
　

木
地
塗
同
断
壱

四
十
八

　

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　
　

葵
御
紋
附

一　

御
丸
盆　
　

弐　
　

鬱
金
木
綿
袋
入

天
廿
七
合
併　
　

納
判　

三
十
番
江
合
併
組
入

四
十
九

　

梨
子
地
葵
御
紋
附
紗
綾
紋
蒔
絵

一　

御
棗　
　
　

五　
　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

此
五
個
葵
印
ニ
テ　

葵
印
五
十
二
番
江
組
入

夫
々
被
下　

外
家
壱　
　
　
　

溜
塗
木
綿
真
田
付

是
ゟ
五
番

五
十

　

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　
　

葵
牡
丹
両
御
紋
散
銀
鋲
牡
丹
御
紋
附

　
　
　
　
　
　
　
　
壱　

葵
御
紋
之
方
也

一　

御
薬
通
ひ
箱　

弐　

同
断

　
　

内
壱
ツ
納
判
四
十
七
番
江
組
入

　
　
　

内
家
弐　

内
壱
ツ　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

　
　
　

 
但
蠟
色
塗
牡
丹
御
紋
付
御
金
物
銀
真
鍮
鍵

　
　
　
　

 
壱
ツ
安
政
二
卯
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
ツ
付



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

一
〇
六

　
　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
御
用
ニ
付
差
下

　
　
　

外
家
弐　
　
　

溜
塗
木
綿
真
田
付

五
十
一

　

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　
　

葵
牡
丹
両
御
紋
附

一　

平
御
煙
草
盆　

壱
面　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
四
十
七　

 

納
判　

五
十
番
江
組
入

　
　

内

　
　
　

銀
御
火
入　

壱　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　
　
　
此
目
八
拾
三
匁

　
　
　

同
御
灰
吹　

壱　

同
断

　
　
　
　
　
此
目
弐
拾
九
匁

　
　
　

同
御
き
せ
る
壱
對
同
断

　
　
　
　
　
此
目
ら
う
と
も
弐
拾
匁

　
　
　

御
煙
草
箱　

壱　

同
断

　
　

外
家
壱　

真
掻
合
塗
木
綿
真
田
付

五
十
二

　

同
断

　
　

同
断

一　

御
瓶
子　
　
　

壱
對
浅
黄
木
綿
袋
入

天
四
十
六　

 

納
判　

四
十
九
番
江
組
入

　
　

外
家
壱　

同
断

五
十
三

　

同
断

　
　

葵
御
紋
付

一　

御
炭
斗　
　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

天
四
十
八　

 

同
断　

五
十
壱
番
江
組
入

　
　

外
家
壱　

真
掻
合
塗
木
綿
真
田
附

五
十
四

　

黒
塗
葵
牡
丹
両
御
紋
付
菊
折
枝
蒔
絵
鋲
滅
金
御
敷
紙

一　

御
櫛
臺　
　
　

壱
通
浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
久
二
戌
年
御
広
敷
へ
渡

　
　

内

　
　
　

御
毛
垂
箱　

壱
浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　
　

但
御
毛
垂
柄
鞘
斗
四
ツ

　
　
　

御
元
結
箱　

壱　

同
断

　
　
　

御
白
粉
箱　

壱　

同
断

　
　
　

御
白
粉
解　

壱　

同
断

　
　
　

御
附
子
箱　

壱　

同
断

　
　
　

御
油
桶　
　

壱　

同
断

　
　
　

御
化
粧
水
入
壱　

同
断

　
　
　

銀
御
鬢
水
入
壱　

同
断

　
　
　
　
　
此
目
三
拾
五
匁

　
　
　

三
ツ
御
櫛　

壱
具
御
畳
紙
包

　
　
　

大
女
郎　
　

壱
對

　
　
　

小
女
郎　
　

壱
對

　
　
　

御
紅
筆　
　

壱
對

　
　
　

御
白
粉
筆　

壱
對

　
　
　

御
櫛
拂　
　

壱
本
御
畳
紙
包

　
　
　

御
髪
撫　
　

壱
本

　
　
　

御
際
置　
　

壱
本

　
　
　

御
真
立　
　

壱
本

　
　
　

御
鋏　
　
　

壱
挺
御
畳
紙
包

　
　
　

御
鏡
立　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

　
　
　

御
鏡
家
入　

弐
面　

同
断

　
　
　
　
　

但
柄
金
入
包
御
敷
紙

　
　

外
家
四　
　

溜
塗
木
綿
真
田
付



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

一
〇
七

五
十
五

　

黒
塗
葵
牡
丹
両
御
紋
付
菊
折
枝
蒔
絵
御
金
物
葵
御
紋
滅
金

一　

長
御
か
も
し
箱
壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包　

　
　
　
　

御
畳
紙　

壱　
安
政
二
卯
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利
姫
御
引
移
御
用
ニ
付
江
戸
表
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
下

　
　
　

外
家
壱　

溜
塗
木
綿
真
田
附

五
十
六

　

同
断

一　

御
耳
盥
臺
輪
共
壱　

同
断　
文
久
二
戌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
広
敷
江
渡

　
　
　

御
嗽
木
椀
蓋
共
壱　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　

御
片
木　
　
　

壱
枚
同
断

　
　

外
家
壱　

同
断

五
十
七

　

黒
塗
葵
牡
丹
両
御
紋
付
菊
折
枝
蒔
絵

　
　
　
　
　
　
　
　

壱

　

△
一　

御
楊
枝
箱　
　

弐　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

　

壱
ツ　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
政
二
卯
年
壱
ツ

　

葵
印　
　
　
　
　

御
敷
紙　
利
姫
御
引
移
御
用
ニ
付

　

四
十
六
番
江
組
入　
　
　
　

江
戸
表
江
御
差
下

葵
印
ニ
テ
千
賀
信
友
へ
被
下

　
　
　
　

御
畳
紙　

弐

　
　

外
家
壱　
　

溜
塗
木
綿
真
田
付

五
十
八

　

黒
塗
葵
牡
丹
両
御
紋
付
菊
折
枝
蒔
絵
御
金
物
滅
金
御
敷
紙

一　

御
昆
布
箱　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

　
　
　

葵
印
四
十
七
番
江
組
入　
葵
印
ニ
福
島
屋
善
助
へ
被
下
ト
ア
リ

　
　
　

外
家
壱　

同
断

五
十
九

　

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

　
　

葵
牡
丹
両
御
紋
付
鵐
目
銀
内
張
赤
地
錦

一　

御
貝
桶　
　
　

壱
對
浅
黄
木
綿
御
油
箪
掛

　
　
　
　
猩
々
緋
御
油
箪
弐

天
五
十
六
上
下　

納
判
六
十
三
番
上
下
江
組
入

　
　
　
　
　
　
　
本
文
御
油
箪
裏
斗　
　

本
文
表
猩
々
緋
慶
応
元
年

　
　
　
　
　
　
　
安
政
三
辰
年
御
拂　
　

前
御
簾
中
様
御
茶
弁
当

　
　
　

外
家
弐　
　
　
　
　

真
掻
合
塗
木
綿
四
ツ
打
紐
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
油
箪
ニ
御
用
ひ
相
成
候

　
　
　

御
貝
三
百
八
拾
三　

猩
々
緋
御
貝
敷
共

　
　
　

外
家
壱　
　
　
　
　

同
断
萌
黄
真
田
付

六
十　

上下

　

同
断

　
　

葵
御
紋
散

一　

御
碁
盤　
　
　

壱
面　

紫
絹
御
油
箪
掛

東
天
三　
　
　

同
断
六
十
一
番
ゟ
組
入

　
　
　

御
碁
笥
壱
對　

紫
絹
御
和
巾
懸

　
　
　
　

石　
白　

百
七
拾
九　
　
　
　
石
斗
安
政
二
卯
年

明
治
六
年
東
京
廻
り　
　

黒　

百
八
拾　
　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
御
用
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸
表
江
御
差
下

　
　
　

外
家
弐　

真
掻
合
塗
木
綿
真
田
付

六
十
一

　

梨
子
地
菊
折
枝
蒔
絵

東
天
三　
　

葵
御
紋
散　

納
判
六
十
番
ゟ
組
入

一　

御
将
棊
盤　
　

壱
面　

紫
絹
御
油
箪
掛

明
治
六
年
東
京
廻
り　

△
御
駒
幷
箱
共　
　
　
駒
斗
安
政
二
卯
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
御
用
江
戸
表
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
下



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

一
〇
八

　
　
　

外
家
壱　

同
断

六
十
二

　

同
断

東
天
三　
　

同
断

一　

御
双
六
盤　
　

壱
面　

同
断

明
治
六
年
東
京
廻
り　

同
断
六
十
二
号
ゟ
組
入

　
　
　
　

石
白黒　

拾
五
宛　

さ
い
弐
筒
入

　
　
　
　
　
　

但
御
袋
赤
地
錦
紅
白
紐
付

　
　
　
　
　
　
　
　
此
袋
斗
安
政
三
辰
年

　
　
　
　
　
　
　
　
利
姫
様
御
引
移
り
御
用
江
戸
表
江
御
差
下

是
迄
四
番
入　

外
家
壱　

同
断

六
十
三

是
ゟ
五
番　

同
断

　
　
同
断

一　

御
茶
箪
笥　
　

壱　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

天
弐
拾
六　
　

 

納
判
二
十
九
番
ゟ
組
入

　
　
　
　
　
　

鍵　

壱

　
　
　

外
家
壱　

真
掻
合
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
付

六
十
四

　

唐
銅

一　

御
砂
物
鉢　
　

壱　
　
　
　
　
御
砂
物
鉢
斗
盗
難

　
　
　
　

黒
塗
金
面
取
御
臺
壱
添

　
　
　

外
家
無
之

六
十
五　
　
　
　
　　
天
保
十
四
卯
年
五
月
御
廣
敷

　

同　
　
　
　
　
　　
御
賄
所
江
相
渡
候

一　

御
砂
物
鉢　
　

壱　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

　
　
　

外
家
壱　

春
慶
塗
煮
黒
目
鵐
目

　
　
　
　
　
　
　

木
綿
真
田
付

六
十
六

　

船
虫
食
木
地

一　

御
砂
物
鉢　
　

壱
同
断

　
　
　

黒
柿
岩
弐
添　
　

浅
黄
木
綿
御
和
巾
包

　
　

外
家
無
之

六
十
七

　

黒
塗
滅
金
御
金
物
付

一　

御
伏
篭　
　
　

壱　
　

浅
黄
絹
御
和
巾
包

　
　
　

明
治
六
酉
四
月
調
売
立

　
　
　

外
家
壱　

春
慶
塗
木
綿
真
田
付

六
十
八

　

金
砂
子
塗
梅
蒔
絵

一　

御
冠
棚 　
　

 

壱　
　

浅
黄
絹
御
油
箪
掛

雑　
　
　
　

納
判
百
五
番
江
組
入

天
四
十
六　
　

 

紅
緒
房
八
ツ
付

　
　
　

外
家
壱　

春
慶
塗
四
分
一
金
物
付

六
十
九

　

蠟
色
塗
葵
牡
丹
両
御
紋
付
御
金
物
滅
金
両
御
紋
付
唐
草
彫

ソ
一　

御
小
袖
箪
笥　

弐
棹　
明
治
三
午
年
十
二
月

　
　
　
　
　

 

御
用
相
成　
　
　

釣
姫
様
御
嫁
御
用
ニ
付

　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　

東
御
屋
敷
江
相
廻
候

七
十

　

春
慶
塗
葵
御
紋
付

一　

御
長
持　
　
　

六
棹　

内
壱
黒
塗

　
　
　
　
　
銘
々
御
道
具
入



俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度

一
〇
九

七
十
壱　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貼
札
）

ツ
一　

綟
子
張
御
障
子
屏
風　

弐
双　
壱壱
「
壬
申
御
拂
」

　
　
　
　

寄
組
菱
形　
　
　

内
一
双
中
疵
之
方

　
　
　

外
家
弐　
　
　

真
掻
合
塗

　
　

内
壱
双

地
四
百
五
十
五　

 

納
判
四
十
一
番
江
組
入

　
　
　
　
　
　
　
屏
風
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尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

一
一
一

尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

香
　
山
　
里
　
絵

　

は　

じ　

め　

に

一　

世
襲
財
産
附
属
物
申
請
以
前
の
尾
張
徳
川
家
什
宝

二　
「
華
族
世
襲
財
産
法
」

三　

尾
張
徳
川
家
の
世
襲
財
産
と
世
襲
財
産
附
属
物

四　

世
襲
財
産
附
属
物
と
し
て
の
価
値
判
断

五　

尾
張
徳
川
家
と
臨
時
全
国
宝
物
取
調

　

お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

明
治
二
十
六
年（
一
八
九
三
）二
月
十
四
日
、
尾
張
徳
川
家（
以
下
、「
尾
張
家
」
と
略
す
）

第
十
八
代
当
主
で
あ
る
侯
爵
・
徳
川
義
禮（
一
八
六
三
〜
一
九
〇
八
）は
世
襲
財
産
附
属
物

登
録
を
宮
内
省
に
願
出
、
同
年
四
月
十
九
日
に
宮
内
大
臣
土
方
久
元
よ
り
認
可
さ
れ

た
。
華
族
の
世
襲
財
産
は
官
報
で
広
告
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
認
可
さ

れ
た
什
宝
六
百
三
十
点
は
、
同
月
二
十
一
日
の
官
報
第
二
九
四
〇
号
で
五
十
五
行
に
わ

た
り
掲
載
さ
れ
た
。

明
治
十
九
年（
一
八
八
六
）四
月
二
十
八
日
公
布
の
「
華
族
世
襲
財
産
法
」
に
は
、
世

襲
財
産
と
は
別
に
世
襲
財
産
附
属
物
が
あ
る
。
尾
張
家
の
世
襲
財
産
附
属
物（
以
下
「
附

属
物
」
と
略
す
）六
百
三
十
点
は
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会（
現
・
公
益
財
団
法
人
徳

川
黎
明
会
）設
立
に
先
立
ち
昭
和
五
年（
一
九
三
〇
）に
登
録
解
除
さ
れ
、
全
点
が
優
先
的

に
財
団
寄
附
の
対
象
と
さ
れ
た
。
現
在
も
徳
川
美
術
館
と
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
に
伝
来

す
る
什
宝
は
、
こ
こ
で
選
択
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
論
で
は
尾
張
家

に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物
が
ど
の
よ
う
に
選
択
さ
れ
た
か
確
認
し
た
い
。

一　

世
襲
財
産
附
属
物
申
請
以
前
の
尾
張
徳
川
家
什
宝

世
襲
財
産
附
属
物
申
請
以
前
の
尾
張
家
什
宝
を
取
り
囲
む
状
況
に
関
し
て
記
す
。

明
治
四
年（
一
八
七
一
）四
月
十
日
、
尾
張
家
十
六
代
当
主
義
宜（
一
八
五
八
〜
七
五
）の

後
見
役
で
あ
る
徳
川
慶
勝（
一
八
二
四
〜
八
三
）は
名
古
屋
城
新
御
殿
を
引
き
上
げ
て
東

京
・
浅
草
瓦
町
邸
に
移
住
し
た
。
同
年
九
月
二
十
九
日
に
は
義
宜
が
同
じ
く
浅
草
瓦
町



尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

一
一
二

邸
に
移
住
し
た
。
翌
五
年
、
名
古
屋
城
は
明
治
天
皇
に
差
上
、
国
の
保
有
と
な
り
、
本

丸
と
二
之
丸
は
陸
軍
省
の
所
管
と
な
っ
た
。
江
戸
時
代
に
保
有
し
て
い
た
尾
張
家
の
屋

敷
も
多
く
は
差
上
と
な
り
、
明
治
十
年
に
尾
張
家
が
保
有
す
る
邸
宅
は
名
古
屋
奥
山
町

邸
、
名
古
屋
大
曽
根
邸
、
名
古
屋
新
出
来
町
邸
、
浅
草
瓦
町
邸
、
本
所
相
吉
町
邸
の
五

邸
ま
で
減
少
し
た
と
思
わ
れ
る
。
屋
敷
の
集
約
の
過
程
で
、
各
屋
敷
に
分
蔵
さ
れ
て
い

た
図
書
・
什
宝
・
道
具
も
取
捨
選
択
さ
れ
て
い
っ
た
。
山
本
泰
一
氏
は
明
治
に
入
っ
て

の
最
初
の
整
理
は
明
治
三
年
か
ら
五
年
に
行
わ
れ
、「
什
器
目
録
」
十
九
冊（
徳
川
美
術
館

蔵
）は
明
治
五
年
頃
に
成
立
し
た
と
推
定
す
る
。
廃
藩
置
県
に
際
し
当
主
の
東
京
移
住
が

強
制
さ
れ
多
く
の
邸
宅
を
収
公
さ
れ
る
中
で
、
多
く
の
什
宝
は
処
分
・
売
却
・
贈
呈
・

下
賜
さ
れ
て
い
る
。
山
本
氏
は
こ
こ
で
約
七
割
方
の
什
宝
が
手
放
さ
れ
た
と
い
う
。そ
の

よ
う
な
中
で
残
さ
れ
る
べ
き
道
具
類
が
主
に
名
古
屋
大
曽
根
邸
に
集
約
・
管
理
さ
れ
た

の
は
、
主
要
な
什
宝
を
保
管
し
て
い
た
名
古
屋
城
か
ら
の
移
動
の
便
、
各
邸
の
敷
地
面

積
や
立
地
と
い
っ
た
理
由
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

邸
宅
の
減
少
と
同
時
に
家
職
も
大
幅
に
減
少
し
た
。
明
治
二
年
十
二
月
に
七
百
二
十
二

名
数
え
ら
れ
た
家
職
は
、
明
治
二
十
五
年
に
は
御
相
談
人
五
名
、
家
令
一
名
、
家
扶
六

名
、
家
従
十
名
、
北
海
道
事
業
担
任
三
名（
内
兼
務
一
名
）と
な
っ
た
。
し
か
し
尾
張
家
に

は
一
貫
し
て
美
術
品
を
管
理
す
る
「
御
道
具
懸
」
が
存
在
し
た
。
明
治
十
五
年
七
月
制

定
「
家
職
職
務
章
程
」
で
は
そ
の
職
務
は
以
下
の
通
り
記
さ
れ
る
。

第
十
九
條　

什
器
係
ハ
一
切
ノ
蔵
品
ヲ
簿
冊
ニ
明
記
シ
、
其
出
入
増
減
ア
ル
ニ
方

（
マ
マ
）

リ
所
由
ヲ
細
記
ス
ル
等
、
渾
テ
疎
漏
ナ
キ
様
注
意
ス
ヘ
シ
、
其
他
風
入
ヲ
要
ス
ル

諸
品
ハ
、
年
々
一
回
取
斗
ヒ
、
爾
時
令
扶
立
会
簿
冊
ニ
照
シ
、
精
査
ヲ
遂
ク
ヘ

シ
、
尤
修
補
等
ニ
心
付
タ
ル
儀
ハ
、
速
ニ
令
扶
ニ
開
申
ス
ヘ
シ（『
徳
川
家
々
法
其

外
調
書
』
五
味
末
吉
調
）

ま
た
明
治
二
十
六
年
十
二
月
の
「
職
制
及
各
課
分
掌
事
項
」
に
よ
れ
ば
、「
什
器
掛
」

は
名
古
屋
邸
庶
務
課
に
配
属
さ
れ
、
課
長（
家
扶
）一
人
の
下
、
庶
務
掛
、
営
繕
掛
、
社

寺
掛
、
什
器
掛
の
四
名
の
家
従
が
勤
務
し
て
い
た
。
そ
の
職
務
は
「
什
器
ニ
係
ル
台
帳

ヲ
整
理
シ
什
器
ノ
位
置
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
事
」、「
什
器
ヲ
保
管
ス
ル
事
」、「
世
襲
財
産
附

属
物
取
扱
ニ
関
ス
ル
事
」「
什
器
ヲ
貸
与
ス
ル
ハ
家
主
ノ
裁
定
ヲ
経
ル
事　

但
縁
故
ア

ル
社
寺
ノ
祭
典
ノ
際
雑
品
ヲ
貸
与
ス
ル
ハ
本
文
ノ
限
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
あ
る
。

尾
張
家
は
明
治
四
年
の
名
古
屋
博
覧
会
を
は
じ
め
明
治
期
の
展
覧
会
に
継
続
的
に
出

品
す
る
が
、
こ
れ
は
大
曽
根
邸
と
い
う
安
定
し
た
収
蔵
場
所
の
確
保
と
、「
什
器
掛
」
と

い
う
職
制
が
守
ら
れ
た
こ
と
が
一
因
で
あ
ろ
う
。

明
治
八
年
十
一
月
二
十
六
日
、
第
十
六
代
当
主
義
宜
は
十
八
歳
で
逝
去
し
、
慶
勝
は

十
七
代
当
主
を
再
承
し
た
。
そ
の
後
急
遽
養
子
選
び
が
行
わ
れ
、
水
戸
徳
川
家
分
家
・

高
松
松
平
家
第
十
一
代
藩
主
松
平
頼
聰
の
次
男
・
晨と

き

若わ
か

、
後
の
徳
川
義
禮
が
選
ば
れ
た
。

明
治
十
三
年
七
月
の
「
御
器
物
目
録
」
は
明
治
十
三
年
九
月
二
十
七
日
に
慶
勝
が
隠
居

し
、
義
禮
に
家
督
譲
渡
す
る
際
の
目
録
と
し
て
明
治
十
二
年
か
ら
準
備
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
、「
本
邸
ノ
命
」
に
よ
り
「
上
中
下
ノ
三
等
ニ
精
選
」
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
。「
上

等
」
で
あ
る
「
天
」
七
冊
、「
中
等
」
で
あ
る
「
地
」
一
冊
、「
御
音
信
用
」
で
あ
る

「
人
」
一
冊
の
計
九
冊
で
あ
る
。
同
目
録
は
そ
れ
ま
で
の
目
録
と
は
異
な
り
、什
宝
の
寸

法
や
表
装
裂
、
外
題
や
添
書
、
伝
承
な
ど
が
記
さ
れ
、
明
治
二
十
一
年
六
月
に
慶
勝
の

十
一
男
義よ

し

恕く
み（

一
八
七
八
〜
一
九
四
六
）が
分
家
設
立
す
る
際
の
財
産
分
与
や
、
全
国
宝
物

取
調
局
の
調
査
結
果
が
記
入
さ
れ
る
。
例
と
し
て
「
御
大
切
御
清
メ
」
第
一
号
「
東
照

宮
尊
影
」
の
記
述
を
掲
げ
る
。

蔵
第
四
号　

位
置　

階
上
東
部
御
唐
櫃
一
号　

什
器
番
号　

壱

「
世
」（
朱
印
）「
虫
」（
朱
印
）御
束
帯
密
画
彩
色

東
照
宮
尊
影　

一
幅

画
工
探
幽
ノ
鑑
定
ア
リ
無
落
款

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）



尾
張
徳
川
家
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お
け
る
世
襲
財
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附
属
物

一
一
三

由
緒
及
記
事　

章
善
院
様
御
所
持
一
所
ニ
納
候
様
ニ
与
御
意
ニ
付
入
置

総
長　

五
尺
四
寸
四
分　

紙
地　

竪
二
尺
九
寸
六
分

　

巾　

一
尺
八
寸
二
分　
　
　
　

横
一
尺
二
寸
八
分
強

上
下　

桐
鳳
凰
唐
草
錦　

中　

紺
地
葵
紋
宝
尽
金
襴　

一
文
字
風
帯　

白
茶
地
大

小
菱
模
様
絽
金　

御
軸
巻
止
御
金
具　

赤
銅
七
子
滅
金
唐
草　

御
緒
付
座
滅
金
赤

銅
素
銅
三
重
裏
返
菊
彫
刻　

御
軸
赤
銅
七
子
地
滅
金
唐
草　

小
口
葵
御
紋
御
袋
茶

地
柘
榴
模
様
純
子　

御
箱
梨
地
金
沃
金
懸
内
朱　

外
箱
黒
塗
金
御
紋
三
箇
金
具
銀

黒
メ

「
第
一
部
記
入
済
」（
黒
印
）　
「
整
理
第　
　

号
」（
黒
印
）

附
属
物
に
該
当
す
る
什
宝
に
は
「
世
」
の
朱
印
が
捺
さ
れ
、
ま
た
表
紙
に
「
明
治

二
十
四
年
八
月
訂
正
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
附
属
物
を
決
め
る
直
前
の
尾
張
家
の
所
蔵

品
の
状
況
を
記
す
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
明
治
に
入
り
名
古
屋
大
曽
根
邸
を
中
心
に
管
理
さ
れ
て
い
た
尾
張
家
什

宝
は
細
か
く
記
録
さ
れ
て
整
然
と
収
蔵
さ
れ
、
什
器
掛
が
什
宝
管
理
に
留
意
し
、
家

令
・
家
扶
の
指
示
の
下
、
展
覧
会
に
際
す
る
什
宝
貸
与
も
可
能
な
、
当
時
と
し
て
は
理

想
的
な
収
蔵
状
況
を
保
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

二　
「
華
族
世
襲
財
産
法
」

「
華
族
世
襲
財
産
法
」
全
二
十
七
条
は
勅
令
と
し
て
明
治
十
九
年（
一
八
八
六
）四
月

二
十
八
日
に
内
閣
総
理
大
臣
・
伊
藤
博
文
に
よ
り
公
布
さ
れ
た
。
満
二
十
歳
以
上
の
華

族
の
戸
主
は
世
襲
財
産
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き（
第
一
条
）、
そ
の
財
産
は
家
督
相
続

者
に
相
続
さ
せ
る
も
の
と
す
る（
第
二
条
）。
世
襲
財
産
は
、
総
額
で
年
利
益
五
百
円
以

上
の
収
益
を
挙
げ
る
財
産
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
第
一
類
＝
田
畑
・
山
林
・
宅
地
・
塩

田
・
牧
場
・
池
沼
等
、
第
二
類
＝
政
府
発
行
の
公
債
・
証
書
、
政
府
の
保
証
ま
た
は
監

督
に
属
す
る
銀
行
・
会
社
の
株
券
を
対
象
と
す
る
。
世
襲
財
産
及
び
附
属
物
は
売
却
譲

渡
、
負
債
の
抵
当
と
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ（
第
十
三
条
・
十
四
条
）、
世
襲
財
産
の
管
理

者
は
宮
内
大
臣
で
あ
り
、
所
有
者
が
廃
止
・
内
容
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た（
第

七
条
、
十
六
条
・
十
七
条
）。
戸
主
及
び
満
二
十
歳
以
上
の
相
続
者
ま
た
は
後
見
人
と
親

属
三
名
以
上
で
、
世
襲
財
産
に
関
し
て
協
議
す
る
親
属
会
議
を
設
け
る
必
要
が
あ
り
、

あ
ら
か
じ
め
認
可
を
得
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た（
二
十
四
条
）。
世
襲
財
産
に
関
す
る
願

書
や
届
出
に
は
親
属
会
議
各
員
の
連
署
が
必
要
で
あ
っ
た（
二
十
五
条
）。

附
属
物
は
上
記
世
襲
財
産
の
認
可
を
得
た
者
の
み
が
、
所
有
す
る
建
物
・
庭
園
・
図

書
・
家
宝（
第
五
条
）に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
明
治
十
九
年
五
月
二
十
二
日
施
行

の
「
華
族
世
襲
財
産
法
施
行
手
続
」（
宮
内
省
達
第
七
号
）第
五
条
に
は
、
そ
の
規
準
と
し

て
左
記
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
稀
世
ノ
モ
ノ

一
其
家
ニ
由
緒
ア
ル
モ
ノ

一
観
古
ノ
参
考
ト
ナ
ル
ヘ
キ
貴
重
ノ
モ
ノ

附
属
物
の
申
請
は
定
型
様
式
に
則
っ
た
目
録
提
出
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、「
由
緒
ア

ル
モ
ノ
ハ
詳
記
ス
ヘ
シ
」
と
さ
れ
、
建
物
の
場
合
に
は
「
構
造
ノ
概
略
幷
由
緒
ヲ
詳
記

シ
略
図
ヲ
添
」
え
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た（
施
行
法
二
十
二
条
）。
指
定
品
は
「
差
出
シ

テ
点
検
」又
は「
華
族
局
員
ノ
臨
検
ヲ
受
」け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る（
施
行
法
第
二
条
）。

附
属
物
も
世
襲
財
産
と
同
様
に
一
度
認
可
を
受
け
る
と
売
却
・
譲
与
・
廃
止
す
る
こ
と

が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

華
族
世
襲
財
産
法
成
立
前
の
読
会
で
法
制
局
参
事
官
・
岩
崎
小
二
郎（
一
八
四
五
〜

九
五
）は
同
法
の
意
図
と
し
て
、
華
族
の
品
位
を
保
ち
そ
の
風
儀
を
乱
さ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
に
、
財
産
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
立
国
の
基
本
が
危

（
11
）

（
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）
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襲
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物

一
一
四

機
に
陥
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
会
に
お
い
て
柴
原
和（
一
八
三
二
〜
一
九
〇
五
）は
附

属
物
の
保
護
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
が
、
岩
崎
は
「
特
ニ
世
襲
ス
ヘ
キ
」
家
屋
、
庭

園
、
図
書
、
宝
器
等
に
か
ぎ
り
附
属
物
と
で
き
る
、
名
族
旧
家
は
建
造
物
や
「
先
祖
伝

来
ノ
重
器
」
を
所
有
し
て
い
る
、
例
え
ば
「
徳
川
氏
ノ
芝
、
上
野
ノ
廟
宇
」
又
は
家
の

系
譜
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
そ
の
家
の
名
誉
門
地
に
関
係
す
る
こ
と
を
以
て
附
属
物

と
し
て
保
護
す
る
、
宮
内
省
が
干
渉
し
て
そ
れ
ら
の
散
逸
を
防
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。

世
襲
財
産
法
第
二
十
条
、
二
十
二
条
に
定
め
ら
れ
る
通
り
、
世
襲
財
産
は
公
告
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
指
定
状
況
は
官
報
で
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。「
華
族

世
襲
財
産
法
」
公
布
後
、
世
襲
財
産
の
最
初
の
認
可
は
明
治
十
九
年
十
月
七
日
岩
倉
具

定
で
あ
り
、同
年
に
二
十
四
家
、翌
年
七
十
九
家
の
世
襲
財
産
が
認
可
さ
れ
た
。大
正
三

年
十
二
月
三
十
一
日
に
は
、
華
族
全
体
の
二
十
八
％
、
公
爵
の
六
十
四
・
七
％
、
侯
爵

の
五
十
四
％
が
世
襲
財
産
を
設
定
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
内

容
は
圧
倒
的
に
第
二
類
が
多
い
。
附
属
物
に
つ
い
て
は
明
治
二
十
年
三
月
二
十
四
日
本

多
忠
敬
所
蔵
の
百
十
八
点
、
秋
元
興
朝
所
蔵
の
六
百
七
十
二
点
の
宸
翰
・
武
具
等
の
認

可
に
始
ま
る
。
し
か
し
こ
ち
ら
の
指
定
件
数
は
数
少
な
く
、
明
治
末
年
ま
で
に
二
十
一

件
の
認
可
が
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
附
属
物
の
指
定
数
を
み
る
限
り
、
こ
の

法
令
が
文
化
財
に
与
え
た
影
響
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三　

尾
張
徳
川
家
の
世
襲
財
産
と
世
襲
財
産
附
属
物

明
治
二
十
年（
一
八
八
七
）九
月
七
日
、
徳
川
義
禮
は
実
父
で
あ
る
高
松
松
平
家
十
一

代
頼
聰
連
署
の
下
、
世
襲
財
産
創
設
願
を
宮
内
大
臣
に
提
出
し
、
同
年
十
月
二
十
六
日

に
宮
内
大
臣
土
方
久
元
よ
り
世
襲
財
産
創
設
の
認
可
を
受
け
た
。
世
襲
財
産
は
第
十
五

国
立
銀
行
株
式
四
件
で
あ
る
。
明
治
二
十
五
年
六
月
三
日
に
名
古
屋
大
曽
根
邸
や
新
出

来
邸
を
は
じ
め
と
す
る
愛
知
県
内
の
宅
地
、
周
囲
の
田
畑
、
墓
地
が
追
加
さ
れ（
官
報

二
六
七
九
号
、
明
治
二
十
五
年
六
月
四
日
）、
明
治
二
十
八
年
に
も
田
畑
や
郡
村
宅
地
、
原

野
が
追
加（
官
報
三
六
一
一
号　

明
治
二
十
八
年
七
月
十
二
日
）、
そ
の
後
も
次
々
に
追
加
さ

れ
て
い
る
。

附
属
物
の
申
請
は
、
明
治
二
十
六
年
二
月
十
四
日
付
で
同
じ
く
徳
川
義
禮
か
ら
親
属

会
議
員
で
あ
る
松
平
頼
聰
、
松
平
義
生
、
徳
川
家
達
の
連
署
を
添
え
て
宮
内
大
臣
土
方

久
元
に
提
出
さ
れ
、
同
年
四
月
十
九
日
に
第
百
二
十
九
号
と
し
て
認
可
さ
れ
た
。
附
属

物
は
六
百
三
十
点
、
そ
の
内
容
は
同
月
二
十
一
日
の
官
報
二
九
四
○
号
に
よ
り
確
認
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
は
表
題
の
み
が
記
さ
れ
、
表
記
の
み
で
は
特
定
が
難
し
い

什
宝
も
あ
る
が
、
徳
川
美
術
館
に
は
「
御
世
襲
財
産
附
属
物
目
録
」
三
冊
が
伝
来
し
て

い
る
。

「
御
世
襲
財
産
附
属
物
目
録
」
は
、
四
目
袋
綴
で
綴
ら
れ
た
簡
易
本
で
あ
る
。
表
紙

に
は
墨
書
で
次
の
通
り
あ
る
。

「
第
壱
部

御
世
襲
附
属
物
目
録　

天
」

「
第
壱
部

御
世
襲
附
属
物
目
録　

地
」

「
第
壱
部

御
世
襲
附
属
物
目
録　

人
」

「
天
」
に
は
御
世
襲
財
産
附
属
物
第
一
号
〜
同
三
百
八
十
二
号
、「
地
」
に
は
同

三
百
八
十
三
号
〜
同
四
百
六
十
八
号
、「
人
」
に
は
同
四
百
六
十
九
号
〜
同
六
百
三
十

号
ま
で
の
什
宝
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

官
報
の
簡
易
な
記
載
と
比
較
す
る
と
そ
の
内
容
は
一
致
す
る
。
第
一
号
か
ら
第
十
号

（
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産
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物

一
一
五

ま
で
は
尾
張
家
初
代
義
直
の
編
纂
し
た
『
神
祇
宝
典
』、『
神
道
正
宗
』
を
は
じ
め
と
す

る
図
書
が
並
べ
ら
れ
る
。
第
一
号
に
は
名
古
屋
大
曽
根
邸
所
蔵
で
あ
る
こ
と
が
記
さ

れ
、
以
下
同
断
と
あ
る
。
六
百
三
十
点
の
内
、
最
後
の
三
十
六
点
を
除
く
什
宝
が
名
古

屋
大
曽
根
邸
所
蔵
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
第
十
一
号
か
ら
第
百
十
号
は
「
掛
物
」
で

あ
る
。
そ
の
内
、
第
十
一
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
は
天
皇
宸
筆
、
第
二
十
八
号
か
ら

は
家
康
親
筆
や
家
康
を
描
い
た
什
宝
、
第
四
十
八
号
か
ら
第
六
十
七
号
は
秀
忠
以
下
の

将
軍
の
親
筆
が
並
ぶ
。
第
六
十
八
号
か
ら
第
百
八
号
は
尾
張
家
の
当
主
・
正
室
・
子
弟

の
親
筆
で
あ
る
。
第
百
九
号
、
百
十
号
は
伝
狩
野
元
信
筆
「
嚏く

さ
め布
袋
図
」
と
雪
舟
落
款

の
山
水
図
が
掲
載
さ
れ
る
。
第
百
十
一
号
か
ら
第
百
三
十
九
号
は
巻
物
で
あ
る
。
天
皇

の
宸
筆
が
最
初
に
並
び
、
尾
張
家
の
当
主
・
婦
女
・
子
弟
の
親
筆
と
続
く
。
巻
物
の
最

後
に
「
天
皇
摂
関
御
影
」
と
「
破
来
頓
等
絵
巻
」
が
加
わ
る
。
続
い
て
「
経
」
と
し
て

第
百
四
十
号
か
ら
第
百
四
十
二
号
ま
で
亀
山
天
皇
と
後
水
尾
天
皇
、
尾
張
家
二
代
当
主

光
友
正
室
霊
仙
院
千
代
姫
の
親
筆
が
掲
載
さ
れ
る
。
第
百
四
十
三
号
か
ら
百
五
十
七
号

は
「
手
鑑
」
と
し
て
、
色
紙
、
短
冊
、
歌
書
、
書
画
、
そ
し
て
各
当
主
所
用
の
鎧
兜
、

「
剣
、
「
剣
具
、
茶
碗
・
裂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
地
」
巻
は
初
音
蒔
絵
に
始
ま
り
、

胡
蝶
蒔
絵
、
長
春
蒔
絵
な
ど
の
漆
の
道
具
類
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
人
」
に
あ
る
什

宝
は
「
天
」
と
「
地
」
に
洩
れ
た
作
品
を
付
け
足
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
「
剣
、

掛
物
、
巻
物
、
茶
碗
の
項
目
が
再
び
数
点
ず
つ
挙
げ
ら
れ
る
。「
天
」
の
よ
う
に
整
然

と
分
類
さ
れ
て
い
な
い
。
五
百
九
十
五
号
か
ら
六
百
三
十
号
は
東
京
の
本
所
横
網
町
邸

保
管
と
記
さ
れ
る（
表
1
）。

先
述
し
た
通
り
、
明
治
十
三
年
の
目
録
で
尾
張
家
は
什
宝
の
格
付
け
名
称
と
し
て

「
天
」「
地
」「
人
」
を
使
用
し
上
等
・
中
等
・
御
音
信
用
と
し
た
が
、
本
目
録
に
お
け

る
「
天
」「
地
」「
人
」
は
こ
の
よ
う
な
格
付
け
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
御
世

襲
財
産
附
属
物
目
録
」
で
は
天
皇
宸
筆
は
全
て
「
天
」
冊
に
掲
載
さ
れ
て
は
い
る
が
、

「
御
器
物
目
録
」
で
「
天
」
冊
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
初
音
蒔
絵
が
「
御
世
襲
財
産
附
属

物
目
録
」
で
は
「
地
」
冊
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
御
世
襲
財
産
附
属
物
目
録
」
は
後

述
す
る
よ
う
な
指
導
の
下
、
従
来
の
道
具
目
録
と
は
別
の
順
番
で
ま
と
め
ら
れ
、
お
そ

ら
く
宮
内
省
の
指
示
に
よ
り
冊
子
の
呼
称
と
し
て
「
天
」「
地
」「
人
」
を
用
い
た
と
思

わ
れ
る
。

「
御
世
襲
財
産
附
属
物
目
録
」
に
は
、
什
宝
名
称
の
朱
字
修
正
が
あ
る
他
、
記
入
の

仕
方
を
統
一
す
る
添
書
、
番
号
修
正
等
の
記
入
が
あ
る
。
例
え
ば
、
二
百
二
十
五
号
、

二
百
二
十
九
号
の
「
は
「
太
「
」
と
記
さ
れ
「
太
」
に
訂
正
線
が
ひ
か
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
官
報
の
告
示
で
は
「
「
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
目
録
に
記
さ
れ
な
が

ら
朱
書
で
訂
正
が
加
え
ら
れ
そ
の
指
示
通
り
に
省
か
れ
た
什
宝
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

書
き
込
み
か
ら
、
本
目
録
は
宮
内
省
提
出
用
の
目
録
を
完
成
さ
せ
清
書
す
る
一
段
階
前

の
目
録
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。

目
録
作
成
時
の
書
き
込
み
に
加
え
て
、
成
立
後
の
記
入
と
考
え
ら
れ
る
書
き
込
み
も

多
数
あ
る
。
目
録
に
は
財
団
設
立
の
際
に
つ
け
た
と
思
わ
れ
る
什
宝
番
号
が
付
記
さ
れ

る
他
、
昭
和
十
年
以
降
の
重
要
美
術
品
、
昭
和
二
十
五
年
以
降
の
重
要
文
化
財
の
指
定

ま
で
記
入
さ
れ
て
い
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
世
襲
財
産
附
属
物
は
、
ど
の
よ
う
に
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四　

世
襲
財
産
附
属
物
と
し
て
の
価
値
判
断

「
世
襲
財
産
附
属
物
取
調
往
復
簿
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）に
よ
れ
ば
、
尾
張
家
に
お
け
る

附
属
物
の
取
調
作
業
は
明
治
二
十
四
年
十
月
に
開
始
さ
れ
た
。
当
初
の
調
査
は
「
華
族

世
襲
財
産
法
」
及
び
「
華
族
世
襲
財
産
法
施
行
手
続
」
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
尾
張
家
の

価
値
基
準
を
元
に
什
宝
を
選
択
し
よ
う
と
し
た
。
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徳
川
家
に
お
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る
世
襲
財
産
附
属
物

一
一
六

「
世
襲
財
産
附
属
物
取
調
往
復
簿
」
に
綴
じ
ら
れ
た
書
類
一
号
及
び
二
号
で
は
、
以
下

の
よ
う
に
什
宝
の
選
択
基
準
が
記
さ
れ
る
。

一
名
古
屋
現
在
ノ
御
什
器
ハ
予
テ
天
地
人
ノ
三
種
ニ
区
別
ア
リ
地
人
ハ
之
ヲ
除
キ

天
ノ
部
ノ
ミ
ヲ
掲
ク
ル
見
込

明
治
十
三
年
以
降
、
名
古
屋
の
什
宝
は
「
天
」「
地
」「
人
」
の
三
種
に
区
別
さ
れ
て

い
る
が
、「
天
」
の
部
の
み
を
掲
げ
る
こ
と
と
し
、「
地
」
と
「
人
」
の
什
宝
は
選
択
対

象
と
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
そ
の
上
で
当
時
の
尾
張
家
の
区
分
別
に
什
宝
の
選
択
基
準

を
決
め
て
い
る
。

尊
崇
ノ
部　
　

御
大
切
甲
ノ
部　
　

同
上
乙
ノ
部　
　

同
上
丙
ノ
部

御
大
切
ナ
ル
部　
　

右
五
種
ハ
悉
皆
掲
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

御
大
切
物
旧
御
日
記
所
草
稿
乾
坤
御
書
物
ノ
部　

是
ハ
前
顕
五
種
ニ
重
複
ノ
モ
ノ

多
キ
カ
故
ニ
附
属
物
ニ
加
ヘ
ス

「
尊
崇
ノ
部
」「
御
大
切
ノ
部
」
は
将
軍
家
及
び
尾
張
家
当
主
の
親
筆
と
駿
府
御
分
物

を
は
じ
め
と
す
る
由
緒
品
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
草
稿
や
重
複
を
除
い
て
全
て
掲
げ
る
と

さ
れ
た
。
た
だ
以
下
の
通
り
、「
尊
崇
ノ
部
」「
御
大
切
ノ
部
」
で
あ
っ
て
も
唐
本
は
多

く
を
除
く
こ
と
と
し
た
。

御
太
切
御
尊
崇
ノ
部
ヲ
初
御
書
物
ニ
於
テ
ハ
素
ヨ
リ
、
御
世
襲
ノ
御
品
ト
雖
、
唐

本
ノ
如
キ
ハ
、
御
世
襲
御
財
産
ト
シ
其
筋
ヘ
御
届
可
相
成
モ
如
何
ト
愚
考
仕
候
、

依
テ
御
尊
崇
ノ
部
ハ
勿
論
、
其
他
朝
鮮
版
同
活
字
金
沢
文
庫
写
本
及
其
他
ノ
古
写

本
ヲ
抜
粋
シ
御
届
相
成
為
方
可
然
哉
、
尤
唐
本
中
経
史
詩
集
著
名
ナ
ル
モ
ノ
又
世

ニ
稀
ナ
ル
物
ハ
御
届
相
成
可
然
候
、
然
レ
共
凡
総
数
ノ
三
分
ノ
二
ハ
減
少
ス
ヘ
キ

見
込
ナ
リ

以
降
も
屏
風
、
手
鑑
、
石
摺
、
歌
書
、
掛
物
、
巻
物
は
「
天
」
部
全
て
を
候
補
と
し
、

裂
革
と
唐
墨
は
中
等
以
下
は
掲
げ
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
、
部
毎
に
候
補
を
選
び
、
そ

こ
か
ら
取
捨
選
択
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
硯
と
「
剣
の
部
で
あ
る
。

硯
ノ
部　
　

硯
ハ
宝
物
取
調
委
員
ノ
抜
粋
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
掲
ク

「
剣
ノ
部　

宝
物
取
調
委
員
来
県
ノ
際
選
抜
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
委
員
可
否
ノ
評
ニ
不

拘
悉
皆
掲
ク
ル
見
込

「
宝
物
取
調
委
員
」
と
は
、
明
治
二
十
一
年
に
宮
内
省
に
設
置
さ
れ
た
臨
時
全
国
宝

物
取
調
局
の
委
員
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
二
十
三
年
五
月
以
前
に
臨
時
全
国
宝

物
取
調
は
尾
張
家
の
什
宝
を
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
明
治
二
十
三
年
七
月
十
一
日
に

は
「
蒔
絵
初
音
之
棚
三
箇
」、「
源
氏
物
語
絵
巻
」、
伝
玉
澗
筆
「
遠
浦
帰
帆
図
」、「
千

鳥
香
炉
」
が
優
等
品
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
記
さ
れ
る
通
り
、
硯
は
全

国
宝
物
取
調
委
員
の
抜
粋
に
基
づ
い
て
選
ぶ
こ
と
と
し
た
が
、
「
剣
に
つ
い
て
は
「
委

員
ノ
可
否
ノ
評
」
は
参
考
と
さ
れ
な
か
っ
た
。

作
業
開
始
か
ら
三
ヶ
月
が
経
過
し
た
明
治
二
十
五
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
二
月
五

日
、
全
国
宝
物
取
調
鑑
査
団
の
宮
内
省
・
稲
生
真
履
、
雇
・
八
木
雕
が
名
古
屋
大
曽
根

邸
を
訪
れ
た
。
こ
こ
で
八
木
か
ら
以
下
が
示
さ
れ
た
。

世
襲
財
産
附
属
物
は
御
由
緒
物
を
除
く
と
、
全
国
宝
物
取
調
鑑
査
の
一
等
か
ら
三
等

の
器
物
で
あ
る
。
四
等
五
等
は
そ
れ
に
次
ぐ
器
物
で
あ
る
。
由
緒
品
の
内
、
間
違
い
な

く
世
襲
財
産
と
さ
れ
る
の
は
「
宸
翰
及
天
賜
ノ
器
物
」「
東
照
宮
御
影
及
御
筆
又
ハ
御

武
器
ノ
類
」「
義
直
公
御
筆
及
御
自
撰
御
書
物
御
家
譜
御
武
器
ノ
類
」「
駿
河
御
譲
御
書

物
ノ
内
金
澤
文
庫
ノ
写
本
其
他
稀
世
ノ
古
写
本　

駿
河
御
譲
ト
雖
モ
和
唐
ト
モ
版
本
ハ

総
テ
之
ヲ
除
ク
」
で
あ
る
。「
皇
族
方
御
筆
」「
二
代
将
軍
秀
忠
公
御
初
幕
府
御
代
々
御

筆
ノ
類
」、「
光
友
公
御
初
御
家
御
代
々
御
筆
ノ
類
」「
駿
河
御
譲
敬
公
御
譲
版
本
及
由

緒
不
詳
ノ
古
写
本
」「
東
照
宮
以
来
徳
川
家
治
績
ニ
関
ス
ル
写
本
版
本
ト
モ
」「
光
友
公

御
初
御
武
器
御
「
剣
ノ
類
」
は
こ
れ
に
次
ぐ
器
物
で
あ
る
が
、
時
宜
に
よ
り
贈
与
し
て

（
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尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

一
一
七

も
構
わ
な
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

こ
の
指
導
に
基
づ
き
、
取
り
調
べ
は
や
り
直
し
と
さ
れ
た
。
東
京
の
義
禮
手
許
品
を

含
む
什
宝
情
報
が
目
録
化
さ
れ
て
名
古
屋
大
曽
根
邸
に
集
め
ら
れ
、
当
初
は
対
象
外
で

あ
っ
た
尾
張
家
に
お
け
る
等
級
分
け
「
地
」「
人
」
も
加
え
て
再
度
候
補
什
宝
の
目
録

作
成
が
開
始
さ
れ
た
。
や
り
直
し
か
ら
半
年
ほ
ど
の
整
理
を
経
て
、
明
治
二
十
五
年
七

月
六
日
に
は
世
襲
財
産
附
属
物
の
候
補
什
宝
は
次
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

歴
代
宸
筆
掛
物　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
四

同　
　
　

手
鑑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九

同　
　
　

巻
物　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
八

同　
　
　

屏
風　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱

東
照
宮
御
影
初
御
筆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貳
拾
六

秀
忠
公
御
初
幕
府
御
代
々
御
筆　
　
　
　
　
　

貳
拾
四

源
敬
公
御
初
御
代
々
御
筆　

掛
物　
　
　
　
　

四
拾
四

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
表
装
御
書
画　

拾
七

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

色
紙
短
冊　
　
　

拾
壱

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
物　
　
　
　
　

拾
壱

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

手
鑑　
　
　
　
　

九

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

歌
書　
　
　
　
　

五

東
照
宮
御
初
御
武
器　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
拾

東
照
宮
御
上
下
初
御
衣
服　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
壱

御
系
譜
初
書
籍　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
八

駿
河
御
譲
リ
書
籍　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
六
十
四

優
等
品（
三
等
已
上
）掛
物　
　
　
　
　
　
　
　

貳

同　
　
　
　
　
　
　

巻
物　
　
　
　
　
　
　
　

貳

同　
　
　
　
　
　
　

歌
書　
　
　
　
　
　
　
　

四

同　
　
　
　
　
　
　

屏
風　
　
　
　
　
　
　
　

壱

同　
　
　
　
　
　
　

「
剣　
　
　
　
　
　
　
　

拾
五

同　
　
　
　
　
　
　

初
音
胡
蝶
蒔
絵
物　
　
　

五
十
三

同　
　
　
　
　
　
　

蒔
絵
物　
　
　
　
　
　
　

貳
十
五

同　
　
　
　
　
　
　

堆
朱
物　
　
　
　
　
　
　

貳

同　
　
　
　
　
　
　

釜　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱

同　
　
　
　
　
　
　

茶
壺　
　
　
　
　
　
　
　

壱

同　
　
　
　
　
　
　

茶
碗　
　
　
　
　
　
　
　

貳

同　
　
　
　
　
　
　

裂　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
四
十
七

計
廿
七
種　
　
　
　
　

七
百
三
十
七

こ
れ
を
実
際
に
認
可
さ
れ
た
世
襲
財
産
附
属
物
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
内
容
が
「
世

襲
財
産
附
属
物
目
録
」
前
半
に
あ
た
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。
数
量
は
減
少
し
て
い
る

が
世
襲
財
産
附
属
物
第
一
号
か
ら
第
十
号
が
「
御
系
譜
初
書
籍　

五
十
八
」
に
該
当
す

る
と
思
わ
れ
る
。
続
く
第
十
一
号
か
ら
百
十
号
が
「
掛
物
」
で
あ
り
、
二
十
七
号
ま
で

が
天
皇
宸
筆
、
二
十
八
号
か
ら
東
照
宮
御
影
初
御
筆
、
四
十
八
号
か
ら
「
秀
忠
公
御
初

幕
府
御
代
々
御
筆
」、
六
十
八
号
か
ら
「
源
敬
公
御
初
御
代
々
御
筆
」、
そ
し
て
全
国
宝

物
取
調
で
三
等
以
上
を
得
た
元
信
筆
「
嚔く

さ
め布
袋
」
と
雪
舟
筆
「
山
水
図
」
の
二
点
が
選

ば
れ
て
い
る
。
次
が
「
巻
物
」
で
あ
り
同
様
に
宸
筆
、
将
軍
家
、
尾
張
家
の
代
々
御

筆
、
そ
し
て
全
国
宝
物
取
調
で
三
等
に
選
ば
れ
た
「
天
皇
摂
関
御
影
」
と
「
破
来
頓
々

物
語
」
が
並
ぶ
。
以
上
の
よ
う
に
比
較
す
る
と
、
世
襲
財
産
附
属
物
四
百
八
十
四
号
ま

で
が
こ
の
時
示
さ
れ
た
基
準
と
数
に
ほ
ぼ
あ
て
は
ま
る
。

こ
の
記
録
か
ら
、
世
襲
財
産
附
属
物
は
由
緒
品
と
臨
時
全
国
宝
物
取
調
の
三
等
以
上

の
什
宝
を
指
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
什
宝
の
判
断
と
指
導
は
臨
時
全
国
宝
物
取
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尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

一
一
八

調
掛
が
行
っ
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

五　

尾
張
徳
川
家
と
臨
時
全
国
宝
物
取
調

臨
時
全
国
宝
物
取
調
掛
が
尾
張
家
の
什
宝
を
指
定
す
る
の
は
先
述
し
た
通
り
、
明
治

二
十
三
年
七
月
十
一
日
の
「
蒔
絵
初
音
之
棚
三
箇
」、「
源
氏
物
語
絵
巻
」、
伝
玉
澗
筆

「
遠
浦
帰
帆
図
」、「
千
鳥
香
炉
」
が
最
初
で
あ
る
。
前
項
で
触
れ
た
明
治
二
十
五
年
一

月
二
十
九
日
か
ら
二
月
五
日
以
外
に
も
全
国
宝
物
取
調
掛
は
何
度
も
尾
張
家
を
訪
れ
て

お
り
、
現
在
徳
川
美
術
館
に
は
三
百
五
十
三
枚
の
鑑
査
状
が
伝
来
す
る（
表
2
・
表
3
）。

鑑
査
状
の
日
付
は
明
治
二
十
四
年
七
月
三
日
、
八
月
一
日
、
明
治
二
十
五
年
一
月
二
十

日
、
九
月
三
日
、
十
二
月
十
四
日
、
明
治
二
十
六
年
二
月
二
十
三
日
の
六
種
類
、
ま
た

そ
れ
以
外
に
明
治
二
十
三
年
の
取
調
結
果
を
記
し
た
冊
子
一
冊
が
あ
る
。
明
治
二
十
三

年
に
遡
る
鑑
査
状
は
な
く
、
指
定
を
受
け
た
と
冊
子
に
記
さ
れ
た
什
宝
に
は
鑑
査
状
が

現
存
す
る
作
品
と
な
い
作
品
、
別
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
作
品
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
正

確
な
指
定
数
は
把
握
出
来
な
い
。

こ
れ
ま
で
臨
時
全
国
宝
物
取
調
の
活
動
と
し
て
京
都
を
は
じ
め
と
す
る
寺
社
の
所
蔵

品
調
査
が
主
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
。「
美
術
取
調
ニ
関
ス
ル
報
告
摘
要
」
に
あ
る
よ
う

に
、
調
査
品
は
地
域
の
幾
つ
か
の
指
定
寺
院
に
集
め
ら
れ
て
確
認
さ
れ
て
い
っ
た
。
報

告
の
前
半
で
は
圧
倒
的
に
寺
社
所
蔵
品
が
多
い
。
し
か
し
明
治
二
十
三
年
七
月
十
一
日

の
「
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
宝
物
検
閲
景
況
」
前
文
で
は
、
検
閲
は
東
京
府
下
の
宝
物

に
と
り
か
か
り
、
彫
刻
が
少
な
く
絵
画
・
工
芸
品
が
多
い
こ
と
や
、
寺
院
よ
り
も
「
旧

族
名
家
」
の
私
有
品
で
あ
り
、
所
在
確
認
が
難
し
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃

か
ら
華
族
の
集
中
す
る
東
京
の
宝
物
検
閲
に
と
り
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
華
族

の
什
宝
は
ど
の
よ
う
に
検
閲
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

華
族
の
所
蔵
品
に
つ
い
て
は
、
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
名
品
が
優
先
的
に
指
定
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
明
治
二
十
三
年
七
月
十
一
日
に
優
等
に
選
ば
れ
た
「
蒔
絵
初
音
之
棚

三
箇
」、「
源
氏
物
語
絵
巻
」、
伝
玉
澗
筆
「
遠
浦
帰
帆
図
」、「
千
鳥
香
炉
」
は
い
ず
れ

も
同
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
五
月
三
十
一
日
ま
で
上
野
公
園
内
桜
ケ
岡
美
術
協
会
列
品

館
で
開
催
さ
れ
た
第
十
回
美
術
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
展
覧
会
に
つ
い
て

は
「
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
宝
物
検
閲
景
況
」
と
同
じ
官
報
の
彙
報
「
教
育
」
項
目
に

「
優
等
」
品
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
展
覧
会
の
目
的
に
検
閲
の
意
図
が
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
一
等
十
五
枚
の
鑑
査
状
全
て
が
最
初
の
鑑
査
状
の
日
付
で
あ
る

明
治
二
十
四
年
七
月
三
日
付
で
あ
る
。
優
等
品
を
先
に
指
定
す
る
傾
向
が
尾
張
家
の
鑑

査
状
で
は
顕
著
に
み
ら
れ
る
。

尾
張
家
所
蔵
品
に
つ
い
て
は
天
皇
宸
筆
や
尾
張
家
の
由
緒
品
に
つ
い
て
鑑
査
状
を
受

け
た
什
宝
は
な
い
。
天
皇
宸
筆
と
さ
れ
る
も
の
と
華
族
の
家
の
由
来
を
示
す
由
緒
品
は

臨
時
全
国
宝
物
取
調
掛
が
判
断
外
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

二
等
十
四
枚
、
三
等
四
十
九
枚
の
鑑
査
状
は
明
治
二
十
四
年
七
月
三
日
と
八
月
一

日
、
そ
し
て
翌
二
十
五
年
九
月
三
日
付
の
三
日
間
に
発
行
さ
れ
る
。
そ
れ
以
降
は
四

等
以
下
の
鑑
査
状
し
か
現
存
し
な
い
。
明
治
二
十
五
年
九
月
は
申
請
の
半
年
前
、
世

襲
財
産
附
属
物
の
目
録
に
い
れ
る
最
終
段
階
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
世
襲
財
産
附
属

物
四
百
八
十
五
号
以
降
の
後
半
の
什
宝
の
多
く
は
こ
の
明
治
二
十
五
年
九
月
に
二
等
、

三
等
に
選
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
尾
張
家
が
「
地
」「
人
」
と
評
価
し
て
い
た
什
宝

ま
で
が
確
認
さ
れ
、「
地
」
の
評
価
と
さ
れ
て
い
た
「
八
代
集
」、「
曽
我
物
語
」
十
二

冊
、「
源
氏
物
語
」（
持
明
院
基
輔
筆
）五
十
四
冊
が
三
等
に
選
ば
れ
、
世
襲
財
産
附
属
物

と
な
っ
た
。
こ
れ
は
華
族
世
襲
財
産
附
属
物
申
請
の
た
め
の
調
査
で
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

四
百
七
十
一
枚
の
鑑
査
状
全
点
に
臨
時
全
国
宝
物
取
調
委
員
長
・
九
鬼
隆
一
と
同
委

（
29
）（

30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）



尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

一
一
九

員
・
川
田
剛
の
名
前
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
四
人
は
日
付
で
は
な
く
什
宝
の
種
類
毎

に
異
な
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
書
は
山
縣
篤
蔵（
一
点
の
み
黒
川
眞
頼
）、
小
杉
榲

邨
、
山
名
貫
義（
二
点
川
崎
千
虎
）、
古
筆
了
悦
、
茶
器
関
係
は
黒
川
眞
頼
、
小
杉
榲
邨
、

山
名
貫
義
、
赤
塚
輯
、
絵
画
は
明
治
二
十
四
年
八
月
一
日
は
岡
倉
覚
三
、
川
崎
千
虎
、

橋
本
雅
邦
、
山
名
貫
義
、
二
十
五
年
一
月
二
十
日
と
同
年
十
二
月
は
橋
本
雅
邦
の
代
わ

り
に
狩
野
探
美
の
名
前
が
連
な
っ
て
い
る
。
工
芸
品
は
黒
川
眞
頼
、
岡
倉
覚
三
、
小
杉

榲
邨
、
中
井
敬
所
、
川
崎
千
虎
、
山
名
貫
義
、
八
木
雕
の
名
前
が
あ
る
。
古
筆
了
悦
や

赤
塚
輯
、
橋
本
雅
邦
、
狩
野
探
美
な
ど
は
種
別
の
専
門
家
と
し
て
判
断
に
関
与
し
た
と

思
わ
れ
る
。

全
国
宝
物
取
調
掛
は
尾
張
家
の「
器
物
保
管
規
則
」に
関
し
て
も
変
更
案
を
示
し
た
。

「
天
」「
地
」「
人
」
の
三
部
に
分
け
ら
れ
て
い
た
尾
張
家
の
什
宝
は
、
部
名
を
変
更
し
、

第
一
部
を
世
襲
財
産
附
属
物
、
世
襲
財
産
に
次
い
で
所
有
権
を
他
に
移
す
べ
き
で
な
い

第
二
部
、
時
宜
に
よ
り
贈
与
し
て
も
構
わ
な
い
第
三
部
と
区
分
す
る
よ
う
に
指
導
さ
れ

た
。
そ
の
種
別
も
改
め
て
形
態
別
に
二
十
類
に
分
け
る
こ
と
が
示
さ
れ
、「
御
大
切
の

部
」
の
よ
う
な
区
分
は
無
く
す
よ
う
指
導
さ
れ
た
。
ま
た
長
持
や
箪
笥
で
の
保
管
に
つ

い
て
も
変
更
す
る
よ
う
指
導
が
あ
っ
た
。

世
襲
財
産
附
属
物
の
手
続
全
て
が
全
国
宝
物
取
調
掛
経
由
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
指
定
前
に
は
爵
位
局
係
員
も
名
古
屋
大
曽
根
邸
を
訪
れ
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
て
い

る
。
し
か
し
指
定
す
る
什
宝
の
取
捨
選
択
は
全
国
宝
物
取
調
掛
の
役
割
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

日
本
の
文
化
財
保
護
法
制
は
古
器
旧
物
保
存
方
に
は
じ
ま
り
、
明
治
三
十
年
公
布
の

古
社
寺
保
存
法
に
よ
り
体
系
づ
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
華
族
世
襲
財
産
法
に
お
け

る
附
属
物
と
全
国
宝
物
取
調
は
、
そ
の
間
を
埋
め
る
模
索
過
程
の
一
と
捉
え
ら
れ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

お　

わ　

り　

に

尾
張
家
は
華
族
世
襲
財
産
法
公
布
五
年
後
に
世
襲
財
産
附
属
物
を
申
請
し
た
が
、
本

多
忠
敬
や
秋
山
興
朝
が
申
請
す
る
明
治
十
九
年
十
二
月
、
宮
内
省
に
は
未
だ
臨
時
全
国

宝
物
取
調
掛
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
九
鬼
隆
一
が
「
美
術
の
模
範
及
歴
史
の
参
考
と

な
る
へ
き
物
品
取
調
」
に
京
都
、
大
阪
、
奈
良
、
和
歌
山
、
滋
賀
へ
と
向
か
う
の
は
明

治
二
十
一
年
五
月
五
日
で
あ
る
。

本
多
忠
敬
家
の
世
襲
財
産
附
属
物
は
百
十
八
点
、
秋
元
興
朝
家
の
世
襲
財
産
附
属
物

は
六
百
七
十
二
点
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
天
皇
宸
筆
、
徳
川
家
関
係
、
先
祖
伝
来
の
武
具

や
由
緒
物
と
共
に
、
由
緒
品
と
は
思
え
な
い
什
宝
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
誰
が
ど

の
よ
う
に
審
査
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
什
宝
の
比
較
対
象
が
な
く
全
体
像
が
つ
か
め
て

い
な
い
、「
美
術
」
の
価
値
判
断
が
定
ま
ら
な
い
段
階
で
什
宝
の
指
定
を
出
来
る
人
間

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
人
物
は
臨
時
全
国
宝
物
取
調

に
関
わ
っ
て
い
く
人
間
と
重
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
の
文
化
財
保
護
の
黎
明

期
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物
と
臨
時
全
国
宝
物
取
調
の
接
点
、
そ
し
て
他
家
に
お
い

て
は
誰
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
行
っ
た
の
か
、
今
後
更
な
る
資
料
が
見
つ
か
る
こ
と
を

期
待
し
た
い
。

ま
た
本
研
究
は
華
族
の
所
蔵
品
を
明
治
期
の
美
術
史
の
枠
組
み
に
組
み
入
れ
る
作
業

で
も
あ
る
。
明
治
期
に
華
族
が
所
有
し
て
い
た
多
く
の
美
術
品
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
売
立
を
中
心
と
し
た
離
散
過
程
が
多
く
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
理
由
は
各
華
族
家
の

財
産
状
況
に
求
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
法
令
で
み
る
限
り
、
華
族
の
所
有
品
も
明

治
期
の
「
美
術
」
制
度
と
は
無
縁
で
は
な
い
。
華
族
世
襲
財
産
法
は
任
意
法
で
あ
り
、

そ
の
機
能
は
十
分
に
機
能
し
な
か
っ
た
。
別
稿
に
指
摘
す
る
通
り
、
世
襲
財
産
附
属
物

（
36
）

（
37
）

（
38
）



尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

一
二
〇

の
申
請
数
は
大
変
限
定
的
で
あ
り
、
大
正
四
年
の
改
正
法
に
よ
り
世
襲
財
産
は
多
く
解

除
さ
れ
、
そ
れ
が
多
く
の
売
立
に
直
結
し
た
。
徳
川
義
親
が
財
団
設
立
を
決
め
た
の
も

ま
た
、
華
族
世
襲
財
産
法
改
正
法
施
行
の
時
点
で
、「
其
家
ニ
由
緒
ア
ル
モ
ノ
」「
稀
世

ノ
モ
ノ
」「
観
古
ノ
参
考
ト
ナ
ル
ヘ
キ
貴
重
ノ
モ
ノ
」
が
守
ら
れ
な
い
現
実
を
認
識
し

た
か
ら
と
考
え
る
。

（
39
）

註（
1
）　
「
御
住
居
之
沿
革
」
個
人
蔵

（
2
）　

岩
下
哲
典
「
尾
張
徳
川
家
の
江
戸
屋
敷
か
ら
東
京
邸
へ
の
変
遷
に
つ
い
て
」（『
徳
川
林
政

史
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
二
十
七
号　

徳
川
林
政
史
研
究
所　

一
九
九
三
年
三
月
）。

岩
下
哲
典
「
研
究
ノ
ー
ト　

尾
張
徳
川
家
の
江
戸
屋
敷
・
東
京
邸
と
そ
の
写
真
」（『
徳
川
林
政

史
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
二
十
八
号　

徳
川
林
政
史
研
究
所　

一
九
九
四
年
三
月
）。

『
徳
川
御
三
家
江
戸
屋
敷
発
掘
も
の
が
た
り
─
尾
張
家
ヘ
の
誘
い
─
』（
新
宿
歴
史
博
物
館　

二
〇
〇
六
年
）。

　
「
御
住
居
之
沿
革
」（
個
人
蔵
）に
よ
る
と
各
邸
の
上
地
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

名
古
屋
城　

明
治
四
年
四
月
十
日　

慶
勝
新
御
殿
引
上
、
同
年
九
月
二
十
九
日　

義
宜
引

上
、
同
年
十
一
月
二
十
六
日　

奥
方
様
引
上
、
明
治
五
年
五
月
二
十
日
新
御
殿
事
務
所
を
引

払
い
奥
山
町
別
邸
へ
移
転
。

奥
山
町
別
邸　

明
治
二
十
三
年
一
月　

陸
軍
省
御
用
地
と
な
り
家
屋
取
壊
し
。

市
谷
屋
敷　

明
治
四
年
三
月
十
九
日　

兵
部
省
へ
差
上
。

麴
町
屋
敷　

明
治
二
年
三
月
十
三
日
上
地
。

戸
山
屋
敷　

明
治
二
年
五
月
二
十
五
日　

宗
家
三
田
綱
坂
邸
と
交
換
、
明
治
三
年
四
月

二
十
九
日
三
田
綱
坂
邸
上
地
。

築
地
屋
敷　

明
治
三
年
四
月
二
十
九
日
上
地
。
代
邸
と
し
て
浅
草
瓦
町
上
田
藩
邸
並
び
に
金

千
五
百
円
下
賜
。

京
都
吉
田
・
伏
見
御
屋
敷　

明
治
四
年
上
地
。

（
3
）　

山
本
氏
は
「
什
器
旧
原
簿
」
と
い
わ
れ
る
一
連
の
蔵
帳
の
残
留
、
分
譲
、
贈
呈
、
売
却
さ

れ
た
作
品
点
数
を
確
認
し
、
庚
午
、
辛
未
、
壬
申
と
い
っ
た
書
き
入
れ
か
ら
明
治
三
年
か
ら
五

年
に
整
理
し
た
結
果
と
し
て
こ
の
目
録
が
出
来
た
と
推
定
す
る
。

山
本
泰
一
「
研
究
ノ
ー
ト　

尾
張
徳
川
家
の
幕
末
期
に
お
け
る
什
宝（
収
蔵
品
）の
種
類
と
数
量

に
つ
い
て
」（『
金
鯱
叢
書
』
第
三
十
一
輯
・
第
三
十
三
輯　

徳
川
黎
明
会　

二
〇
〇
四
年
十
二

月　

二
〇
〇
六
年
十
月
）。

他
に
尾
張
徳
川
家
伝
来
の
蔵
帳
を
紹
介
し
た
論
考
に
以
下
が
あ
る
。

佐
藤
豊
三
「
享
保
時
代
に
お
け
る
尾
張
徳
川
家
の
蔵
帳
整
理
に
つ
い
て
」（『
金
鯱
叢
書
』
第

二
十
五
輯　

徳
川
黎
明
会　

一
九
九
八
年
八
月
）。

（
4
）　

山
本
泰
一
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
維
新
に
あ
た
り
、
莫
大
な
量
の
大
名
道
具
を
整
理
縮
小
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
約
七
割
方
が
売
却
や
焼
却
処
分
さ
れ
た
。
し
か
し
家
康
由
緒
の
品
々
、

歴
代
当
主
の
筆
に
な
る
書
画
や
遺
品
を
は
じ
め
婚
礼
道
具
な
ど
の
名
画
、
名
書
蹟
は
保
存
さ
れ

た
上
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
道
具
を
満
遍
な
く
残
し
、
藩
政
期
の
道
具
分
類
を
踏
襲
し
て
整
理
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。

山
本
泰
一
「
尾
張
徳
川
家
の
収
蔵
品
に
つ
い
て
」（『
大
徳
川
展
』
図
録　
『
大
徳
川
展
』
主
催
事

務
局　

二
〇
〇
七
年
十
月
）。

尚
、
註（
3
）に
掲
出
し
た
文
献
に
は
尾
張
徳
川
家
の
藩
債
処
分
に
際
し
て
協
力
者
へ
の
謝
礼
と

し
て
作
品
贈
呈
さ
れ
る
例
や
、
側
近
御
用
を
解
か
れ
る
に
際
し
て
の
下
賜
と
い
っ
た
実
例
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）　

山
本
泰
一
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
は
徳
川
家
康
の
遺
品
「
駿
府
御
分
物
」
を
は
じ
め

と
す
る
「
御
大
切
之
品
々
」
は
名
古
屋
城
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
歴
代
当
主
や
正
室
の

収
集
品
、
婚
礼
の
際
の
持
参
品
か
ら
日
用
品
ま
で
の
多
様
な
道
具
が
城
内
、
御
下
屋
敷（
現
・

名
古
屋
市
東
区
葵
）、
大
曽
根
屋
敷
、
江
戸
の
市
谷
屋
敷
、
麴
町
屋
敷
、
戸
山
屋
敷
な
ど
各
所

に
分
蔵
さ
れ
、
管
理
者
も
御
小
納
戸
、
御
茶
道
方
・
御
数
寄
屋
方
、
御
細
工
方
、
御
腰
物
方
な

ど
様
々
で
あ
っ
た
と
い
う（
山
本
泰
一
「
宝
物
の
所
在
と
管
理
」『
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直
襲
封

四
〇
〇
年
記
念　

尾
張
の
殿
様
物
語
』
徳
川
美
術
館　

二
〇
〇
七
年
四
月
）。

　

明
治
期
の
最
初
の
東
京
邸
で
あ
る
浅
草
瓦
町
邸
敷
地
は
五
千
三
百
六
十
坪
で
内
二
千
坪
余
が

当
初
か
ら
貸
地
で
あ
っ
た
。
明
治
四
年
七
月
に
三
千
坪
ほ
ど
の
本
所
相
吉
町
邸
を
加
え
、
隅
田

川
を
は
さ
ん
で
瓦
町
邸
と
相
吉
町
邸
を
使
用
し
て
い
た
が
不
便
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
明
治

十
一
年
一
月
に
は
敷
地
四
千
百
十
五
坪
の
本
所
横
網
町
邸
を
購
入
し
本
邸
は
移
転
し
た
。
手
狭

で
立
地
も
芳
し
く
な
い
東
京
邸
に
対
し
て
、
大
曽
根
邸
敷
地
は
明
治
二
十
一
年
に
は
六
万
坪
に



尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

一
二
一

達
し
、
明
治
二
十
三
年
に
は
土
蔵
三
棟
を
含
む
建
物
群
が
落
成
し
た（「
御
住
居
之
沿
革
」
個
人

蔵
）。

　

尚
、
大
曽
根
邸
で
圧
倒
的
多
数
の
作
品
が
管
理
さ
れ
て
い
る
が
、
当
主
の
手
元
で
保
管
す
べ

き
と
さ
れ
た
作
品
群
も
存
在
し
て
お
り
、
東
京
邸
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
区
分
が
い
つ
ど

の
よ
う
に
し
て
決
め
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
今
後
精
査
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

（
6
）　
「
御
家
職
任
免
調
書
」
昭
和
二
十
一
年　

個
人
蔵
。
尚
、
明
治
二
年
十
二
月
の
職
制
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
家
令
二
名
、
家
扶
頭
取
九
名
、
家
扶
暱
近
頭
取
四
名
、
家
扶
暱
近
十
六
名
、

家
扶
近
侍
三
十
八
名
、
侍
医
十
三
名
、
家
従
二
十
四
名
、
内
家
属
吏
六
十
四
名
、
内
家
給
事

十
九
名
、
内
家
御
雇
卒
族
百
十
三
名
、
御
雇
御
側
番
四
十
三
名
、
御
雇
卒
族
見
習
二
十
名
、
諸

隷
三
百
五
十
七
名（「
御
家
職
任
免
調
書
」
昭
和
二
十
一
年　

個
人
蔵
）。「
暱
近
」
は
「
昵
近
」

の
書
き
違
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
7
）　

明
治
十
三
年
三
月
に
開
始
す
る
観
古
美
術
会
を
は
じ
め
、
内
国
絵
画
共
進
会
、
ロ
ン
ド
ン

万
国
衛
生
博
覧
会（
明
治
十
七
年
五
月
）、
靖
國
神
社
遊
就
館
等
へ
の
出
品
が
確
認
さ
れ
る
。

（
8
）　
『
平
成
新
修
旧
華
族
家
系
大
成
』（
霞
会
館　

一
九
九
六
年
）を
は
じ
め
古
く
の
尾
張
家
出
版

物
で
は
義
宜
の
歿
年
を
明
治
八
年
十
一
月
二
十
四
日
と
し
て
お
り
、
そ
の
記
録
は
過
去
帳
に
遡

る
。
二
十
六
日
説
の
根
拠
を
含
め
、
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

（
9
）　

義
禮
に
つ
い
て
は
長
沼
秀
明
「
研
究
ノ
ー
ト　

徳
川
義
禮
の
英
国
留
学
」（『
徳
川
林
政
史

研
究
所
研
究
紀
要
』
第
四
十
九
号　
『
金
鯱
叢
書
』
第
四
十
二
輯　

徳
川
黎
明
会　

二
〇
一
五

年
三
月
）参
照
。
尚
、
義
禮
の
幼
名
「
晨
若
」
に
つ
い
て
、
義
禮
の
一
八
七
六
年
三
月
の
玉
藻

学
校
の
賞
状（
徳
川
美
術
館
蔵
）に
は
「T

. M
atsdaira

」
と
表
記
さ
れ
る
他
、
一
八
七
二
年
の

「Shim
bun Gakusha

」（
未
詳
）の
賞
状（
徳
川
美
術
館
蔵
）に
は
「T

akiw
aka M

atsdaira
」（
い

ず
れ
も
松
平
の
表
記
に
〝
ｕ
〟
は
含
ま
な
い
）と
あ
る
。「
晨
」
を
「
と
き
」
と
も
訓
む
こ
と
か

ら
、「
と
き
わ
か
」
と
訓
む
と
推
定
す
る
。
文
久
三
年
九
月
十
九
日
高
松
で
生
ま
れ
た
晨
若
は
、

明
治
四
年
九
月
に
父
・
頼
聰
が
高
松
か
ら
東
京
へ
移
住
す
る
に
あ
た
り
東
京
に
移
住
し
、
頼
聰

を
校
主
と
す
る
玉
藻
学
校（
東
京
府
本
郷
元
町
一
丁
目
七
十
四
番
地
、
明
治
八
年
九
月
開
校
）で

学
ん
だ
。
同
九
年（
一
八
七
六
）尾
張
家
十
七
代
慶
勝
の
養
子
と
な
り
、
名
前
を
「
義
禮
」
と
し

た
。
そ
の
後
は
学
習
院
で
学
び
、
同
十
三
年（
一
八
八
〇
）慶
勝
隠
居
に
伴
い
、
尾
張
家
十
八
代

当
主
と
な
っ
た
。
最
初
の
正
室
は
慶
勝
の
娘
・
登
代（
明
治
二
十
年
十
二
月
二
日
離
縁
）、
二
番

目
の
正
妻
・
良
子
は
稲
葉
正
邦
の
養
女
と
し
て
嫁
す
る
が
、
同
じ
く
慶
勝
の
娘
で
あ
る
。
登
代

離
縁
に
関
し
て
当
時
の
大
衆
紙
は
ゴ
シ
ッ
プ
と
し
て
報
じ
る
が
、
義
禮
の
長
女
米
子
に
拠
れ
ば

登
代
は
障
害
を
持
ち
子
供
を
授
か
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
側
室
を
勧
め
ら
れ
た
が
義
禮
は

断
り
、
慶
勝
の
直
系
を
望
ん
だ
た
め
、
良
子
を
稲
葉
家
の
養
子
と
し
て
迎
え
た
と
い
う（
徳
川

米
子
聞
取
調
査
資
料
）。
明
治
十
一
年
十
一
月
一
日
に
慶
勝
に
は
十
一
男
義
恕
が
誕
生
し
て
お

り
、
慶
勝
逝
去
の
際
に
は
、
義
恕
を
当
主
と
す
べ
き
と
す
る
家
臣
団
も
登
場
し
紛
糾
す
る
。
分

家
設
立
ま
で
家
臣
が
二
分
す
る
中
、
義
禮
は
英
国
に
留
学
し
た
。
こ
の
時
義
禮
の
英
国
留
学
を

世
話
す
る
の
は
後
に
徳
川
家
家
政
に
重
要
な
役
割
を
担
う
加
藤
高
明
で
あ
る
。

（
10
）　

明
治
十
三
年
七
月
〜
八
月
の
目
録
は
三
組
現
存
す
る
。「
御
器
物
目
録
」
九
冊（
明
治
十
三

年
七
月
、
什
器
原
簿
第
一
号
）、
こ
れ
に
添
え
ら
れ
た
副
本
八
冊
と
「
道
具
目
録
」
八
冊（
明
治

十
三
年
八
月
、什
器
原
簿
第
七
号
）が
あ
る
。
八
冊
組
の
二
組
で
は
第
二
冊
に
「
唐
墨
」「
色
墨
」

「
朱
之
類
」
と
共
に
「
香
木
」
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
御
器
物
目
録
」
で
は
「
香
木
」
が

単
独
で
第
三
冊
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
構
成
は
同
じ
で
あ
る
が
、
八
冊
本
は
そ
れ
ま
で
の

目
録
の
よ
う
に
作
品
名
と
数
量
、
伝
来
だ
け
が
記
録
さ
れ
、
法
量
や
表
装
な
ど
の
詳
細
は
書
か

れ
て
い
な
い
。

（
11
）　

勅
令
第
三
十
四
号　

明
治
十
九
年
四
月
二
十
八
日
公
布
、
官
報
第
八
四
五
号（
明
治
十
九

年
四
月
二
十
九
日　

内
閣
官
報
局
）告
示
。

（
12
）　

宮
内
省
達
第
七
号　

明
治
十
九
年
五
月
に
十
日
公
布
、
官
報
第
八
六
五
号（
明
治
十
九
年

五
月
二
十
二
日　

内
閣
官
報
局
）告
示
。

（
13
）　
「
元
老
院
会
議
筆
記
」
明
治
十
九
年
四
月
五
日　

第
五
百
八
号
議
案　

華
族
世
襲
財
産
法

　

第
一
読
会（「
元
老
院
会
議
筆
記　

自
第
五
百
一
号
至
五
百
卅
三
号
」
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

請
求
記
号X

B100 G1-1 

）。

（
14
）　

最
初
の
申
請
で
あ
る
岩
倉
具
定
は
日
本
鉄
道
株
、
第
十
五
国
立
銀
行
株
と
千
葉
県
東
葛
飾

郡
の
土
地
を
八
月
に
申
請
し（
官
報
九
三
七
号　

明
治
十
九
年
八
月
十
四
日
、
官
報
九
三
九
号

明
治
十
九
年
八
月
十
七
日
）、
同
年
十
月
七
日
認
可
を
受
け
た（
官
報
九
八
二
号　

明
治
十
九
年

十
月
八
日
）。

（
15
）　

明
治
十
九
年
認
可
は
岩
倉
具
定
、
板
倉
勝
観
、
上
杉
茂
憲
、
板
倉
勝
弼
、
本
庄
壽
巨
、
本

多
忠
敬
、
松
平
定
教
、
前
田
利
昭
、
池
田
政
保
、
丹
羽
長
保
、
有
馬
頼
萬
、
三
條
実
美
、
水
野

忠
敬
、
大
岡
忠
實
、
細
川
護
久
、
津
軽
承
昭
、
細
川
行
眞
、
戸
田
忠
友
、
酒
井
忠
彰
、
松
平
乗

命
、
池
田
政
禮
、
宗
重
正
、
細
川
興
實
、
松
園
尚
嘉
の
二
十
四
家
で
あ
る
。
翌
年
一
月
に
三
家
、



尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

一
二
二

三
月
に
二
十
三
家
、
四
月
に
三
家
、
五
月
に
六
家
、
六
月
に
九
家
、
七
月
に
九
家
、
八
月
に
六

家
、
九
月
に
七
家
、
十
月
に
四
家
、
十
一
月
に
三
家
、
十
二
月
に
六
家
が
世
襲
財
産
認
可
を
得

た（
官
報
九
八
二
号
〜
一
三
五
三
号
）。

（
16
）　

大
正
三
年
末
の
指
定
数
は
「
第
三
十
七
回
帝
国
議
会
貴
族
院
華
族
世
襲
財
産
法
改
正
法
立

案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
」
第
二
号（
大
正
四
年
十
二
月
二
十
一
日
、
国
立
国
会
図
書
館
）に

あ
る
政
府
委
員
高
橋
作
衛
の
発
言
に
よ
る
。
華
族
世
襲
財
産
法
と
そ
の
背
景
を
説
い
た
論
考
と

し
て
以
下
を
参
照
し
た
。

磯
野
誠
一「
華
族
世
襲
財
産
法
制
定
と
改
正
の
経
過
─
家
産
制
史
の
一
側
面
」（
家
永
三
郎
編『
明

治
国
家
の
法
と
思
想
』
御
茶
の
水
書
房　

一
九
六
六
年
三
月
）。

霞
会
館
編
『
華
族
会
館
史
』
霞
会
館　

一
九
六
六
年
八
月
。

霞
会
館
諸
家
資
料
調
査
委
員
会
編
纂
『
華
族
制
度
資
料
集
─
昭
和
新
修
華
族
家
系
大
成
別
巻
』

吉
川
弘
文
館　

一
九
八
五
年
八
月
。

千
田
稔
「
華
族
資
本
の
成
立
・
展
開
―
一
般
的
考
察
」（『
社
会
経
済
史
学
』
五
二
巻
一
号　

社

会
経
済
史
学
会　

一
九
八
六
年
五
月
）。

岡
部
牧
夫
・
小
田
部
雄
次
編
『
華
族
財
産
関
係
資
料
』
不
二
出
版　

一
九
八
六
年
十
月
二
十
日
。

小
田
部
雄
次
「
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
華
族
世
襲
財
産
の
変
様
─
華
族
世
襲
財
産
に
関
す
る

新
資
料
を
中
心
に
」（『
日
本
史
研
究
』
二
八
八
号　

日
本
史
研
究
会　

一
九
八
六
年
八
月
）。

後
藤
靖
「
日
本
資
本
主
義
形
成
期
の
華
族
の
財
産
所
有
状
況
」（『
立
命
館
経
済
学
』
第
三
四
巻

六
号　

立
命
館
大
学
経
済
学
部　

一
九
八
六
年
二
月
）。

鈴
木
正
幸
『
近
代
天
皇
制
の
支
配
秩
序
』
校
倉
書
房　

一
九
八
六
年
九
月
。

佐
々
木
克
「
華
族
令
の
制
定
と
華
族
の
動
向
―
旧
華
族
間
の
対
立
を
め
ぐ
っ
て
」（『
人
文
学
報
』

六
十
二
号　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

一
九
八
五
年
十
月
）。

千
田
稔
「
華
族
資
本
と
し
て
の
侯
爵
細
川
家
の
成
立
・
展
開
」（『
土
地
制
度
史
学
』
二
九
巻
四

号　

一
九
八
七
年
）。

後
藤
致
「
華
族
世
襲
財
産
の
設
定
状
況
に
つ
い
て
」（『
立
命
館
経
済
学
』
第
三
十
七
巻
第
四
号
・

五
号　

一
九
八
八
年
十
二
月
）。

佐
々
木
克
「
初
期
議
会
の
貴
族
院
と
華
族
」（『
人
文
学
報
』
六
十
七
号　

京
都
大
学
人
文
科
学

研
究
所　

一
九
九
〇
年
十
二
月
）。

酒
巻
芳
男
『
華
族
制
度
の
研
究
―
在
り
し
日
の
華
族
制
度
』　

霞
会
館　

一
九
八
七
年
三
月
。

大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集
三
『
華
族
制
の
創
出
』　

吉
川
弘
文
館　

一
九
九
三
年
六
月
。

森
岡
清
美
『
華
族
社
会
の
家
戦
略
』　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
二
年
一
月
。

刑
部
芳
則
『
明
治
国
家
の
服
制
と
華
族
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
二
年
十
二
月
。

久
保
正
明
『
明
治
国
家
形
成
と
華
族
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
五
年
二
月
。

内
山
幸
一
『
明
治
期
の
旧
藩
主
家
と
社
会
―
華
士
族
と
地
方
の
近
代
化
』
二
〇
一
五
年
十
二
月

　

吉
川
弘
文
館
。

（
17
）　

認
可
が
確
認
さ
れ
る
の
は
以
下
の
通
り
。
本
多
忠
敬
、
秋
元
興
朝
、
松
平
忠
和
、
毛
利
元

徳
、
松
浦
詮
、
浅
野
長
勲
、
五
島
盛
主
、
太
田
資
美
、
松
平
忠
和（
変
更
）、
佐
竹
義
生
、
生
駒

親
忠
、
徳
川
義
禮
、
青
山
忠
允
、
大
久
保
忠
禮
、
内
藤
信
任
、
竹
腰
正
巳
、
秋
元
興
朝（
追
加
）、

小
出
英
延
、
小
川
又
次
、
松
平
忠
敬
、
石
川
成
秀
。

（
18
）　

創
設
願
・
認
可
証
は
写
し
が
残
さ
れ
て
い
る（
個
人
蔵
）。
認
可
は
官
報
に
告
示
さ
れ
た（
官

報
一
三
〇
一
号　

内
閣
官
報
局　

明
治
二
十
年
十
月
二
十
八
日
）。

（
19
）　

明
治
期
だ
け
で
以
下
の
申
請
・
認
可
が
み
ら
れ
る
。
明
治
三
十
年
八
月
二
日（
第
十
五
銀

行
株
式
、
官
報
四
二
二
六
号
）、
明
治
三
十
一
年
四
月
一
日（
原
野
、
官
報
第
四
四
二
三
号
）、

明
治
三
十
四
年
四
月
二
日（
原
野
、
官
報
第
五
三
二
二
号
）、
明
治
三
十
五
年
三
月
四
日（
畑
、

官
報
第
五
五
九
七
号
）、
明
治
三
十
五
年
九
月
十
六
日（
日
本
鉄
道
株
、
官
報
第
五
七
六
三
号
）、

明
治
三
十
六
年
三
月
十
日（
畑
、
官
報
第
五
九
〇
三
号
）、
明
治
三
十
八
年
十
一
月
七
日（
金
禄

公
債
証
書
、
官
報
第
六
七
〇
九
号
）、
明
治
四
十
年
一
月
二
十
四
日（
記
名
特
別
大
日
本
帝
国
政

府
五
分
利
公
債
証
書
、
官
報
第
七
〇
七
〇
号
）、
明
治
四
十
年
六
月
十
三
日（
記
名
特
別
大
日
本

帝
国
政
府
五
分
利
公
債
証
書
、
横
浜
正
金
銀
行
株
、
官
報
第
七
一
八
六
号
）。
大
正
に
入
っ
て

も
毎
年
の
よ
う
に
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
る
。

　

尾
張
徳
川
家
の
世
襲
財
産
に
つ
い
て
は
大
石
勇
が
「
徳
川
義
親
と
八
雲
町
の
農
村
美
術
運

動
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
二
十
五
号　

徳
川
林
政
史
研
究
所　

一
九
九
一
年

三
月
）に
触
れ
て
い
る
が
、
世
襲
財
産
法
は
任
意
法
で
あ
り
、
北
海
道
八
雲
の
土
地
は
こ
れ
ま

で
確
認
し
た
限
り
一
切
そ
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

（
20
）　

掲
載
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

○
華
族
世
襲
財
産
附
属
物
認
可

神
書
二
部
、
國
史
一
部
、
傳
記
三
部
、
儒
書
一
部
、
武
学
三
部
、
後
宇
多
天
皇
宸
筆
掛
物
一

幅
、
伏
見
天
皇
宸
筆
掛
物
一
幅
、
後
小
松
天
皇
宸
筆
掛
物
二
幅
、
後
奈
良
天
皇
宸
筆
掛
物
二
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一
二
三

幅
、
後
水
尾
天
皇
宸
筆
掛
物
五
幅
、
後
光
明
天
皇
宸
筆
掛
物
一
幅
、
後
西
院
天
皇
宸
筆
掛
物

二
幅
、
霊
元
天
皇
宸
筆
掛
物
一
幅
、
光
格
天
皇
宸
筆
掛
物
二
幅
、
掛
物
三
幅（
著
者
注
：
筆

者
不
明
の
家
康
像
三
幅
を
示
す
と
推
定
さ
れ
る
）、
狩
野
安
信
筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
家
康
筆

掛
物
十
六
幅
、
徳
川
秀
忠
筆
掛
物
五
幅
、
徳
川
家
光
筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
家
綱
筆
掛
物
四
幅
、

徳
川
綱
吉
筆
掛
物
四
幅
、
徳
川
家
治
筆
掛
物
三
幅
対
二
、
徳
川
家
齋
筆
掛
物
二
幅
、
徳
川
家

齋
室
廣
大
院
筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
家
慶
筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
義
直
筆
掛
物
九
幅
、
徳
川
光
友

筆
掛
物
三
幅
対
一
、
同
筆
掛
物
十
四
幅
、
徳
川
光
友
竝
六
男
六
郎
筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
綱

誠
筆
掛
物
二
幅
、
徳
川
吉
通
筆
掛
物
二
幅
、
徳
川
完（
宗
）睦
筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
齊
朝
筆
掛
物
一

幅
、
徳
川
齊
温
筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
齊
荘
筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
慶
臧
筆
掛
物
二
幅
、
徳
川
慶

勝
筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
茂
徳
筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
義
宜
筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
齊
朝
室
清
湛
院

筆
掛
物
一
幅
、
徳
川
齊
荘
室
貞
慎
院
掛
物
一
幅
、
近
衛
基
前
室
維
學
心
院
筆
掛
物
一
幅
、
狩

野
元
信
筆
掛
物
一
幅
、
雪
舟
筆
掛
物
一
幅
、
京
極
黄
門
定
家
筆
掛
物
二
幅
、
経
山
虚
堂
和
尚

筆
掛
物
一
幅
、
宋
玉
澗
筆
掛
物
一
幅
、
直
夫
竝
偃
渓
牧
渓
（
マ
マ
）筆

三
幅
対
一
、
無
準
師
範
禅
師
筆

掛
物
三
幅
対
一
、
所
翁
竝
牧
谿
筆
掛
物
二
幅
対
一
、
古
林
清
茂
禅
師
掛
物
一
幅
、
足
利
尊
氏

筆
掛
物
一
幅
、
武
田
晴
信
筆
掛
物
一
幅
、
豊
臣
秀
吉
筆
掛
物
一
幅
、
牧
渓
（
マ
マ
）筆

掛
物
一
幅
、
仙

竺
僊
筆
掛
物
一
幅
、
伏
見
天
皇
宸
筆
巻
物
四
巻
、
後
伏
見
天
皇
宸
筆
巻
物
二
巻
、
後
醍
醐
天

皇
宸
筆
巻
物
一
巻
、
後
二
條
天
皇
宸
筆
巻
物
一
巻
、
後
小
松
天
皇
宸
筆
巻
物
二
巻
、
後
陽
成

天
皇
宸
筆
巻
物
一
巻
、
明
正
天
皇
宸
筆
巻
物
一
巻
、
後
光
厳
天
皇
宸
筆
巻
物
一
巻
、
後
圓
融

天
皇
宸
筆
巻
物
二
巻
、
東
福
門
院
筆
巻
物
一
巻
、
徳
川
義
直
筆
巻
物
一
巻
、
徳
川
光
友
筆
巻

物
四
巻
、
徳
川
光
友
室
霊
仙
院
筆
巻
物
一
巻
、
松
平
勝
長
同
勝
當
筆
巻
物
一
巻
、
徳
川
治
休

筆
巻
物
一
巻
、
徳
川
治
行
筆
巻
物
一
巻
、
廣
幡
忠
幸
室
普
峰
院
筆
巻
物
三
巻
、
古
土
佐
家
之

筆
巻
物
一
巻
、
世
尊
寺
行
尹
竝
古
土
佐
筆
巻
物
一
巻
、
後
二
條
天
皇
宸
筆
竝
土
佐
光
顕
筆
巻

物
一
巻
、
菅
原
道
眞
筆
巻
物
二
巻
、
明
成
祖
武
皇
帝
勅
書
一
巻
、
為
家
竝
土
佐
守
経
隆
筆
巻

物
一
巻
、
寂
蓮
法
師
竝
中
務
少
輔
隆
親
筆
巻
物
二
巻
、
飛
鳥
井
雅
経
竝
中
務
少
輔
隆
親
筆
巻

物
一
巻
、
後
醍
醐
天
皇
宸
筆
手
鑑
一
帖
、
亀
山
天
皇
宸
筆
経
一
部
、
後
水
尾
天
皇
宸
筆
経
一

巻
、
徳
川
光
友
室
霊
仙
院
筆
経
一
帖
、
聖
武
天
皇
宸
筆
手
鑑
五
帖
、
伏
見
天
皇
宸
筆
手
鑑
一

帖
、
後
陽
成
天
皇
宸
筆
手
鑑
一
帖
、
徳
川
秀
忠
筆
手
鑑
一
帖
、
徳
川
義
直
筆
手
鑑
七
帖
、
徳

川
光
友
筆
手
鑑
一
帖
、
徳
川
慶
勝
筆
手
鑑
五
帖
、
徳
川
家
宣
筆
色
紙
一
枚
、
徳
川
光
友
筆
色

紙
十
二
枚
、
同
筆
短
冊
十
八
枚
、
徳
川
宗
睦
筆
短
冊
四
枚
、
徳
川
治
休
筆
短
冊
二
枚
、
徳
川

治
行
筆
短
冊
一
枚
、
徳
川
義
直
室
高
原
院
筆
短
冊
一
枚
、
徳
川
光
友
歌
書
二
部
、
徳
川
齊
荘

歌
書
三
部
、
徳
川
治
行
室
聖
聰
院
歌
書
一
部
、
近
衛
基
前
室
維
学
心
院
歌
書
一
部
、
近
衛
基

煕
歌
書
一
部
、
曽
我
物
語
一
部
、
持
明
院
基
輔
歌
書
一
部
、
御
深
草
天
皇
宸
筆
屏
風
一
双
、

後
伏
見
天
皇
宸
筆
屏
風
一
双
、
小
栗
宗
丹
筆
屏
風
一
双
、
徳
川
家
康
書
一
冊
、
同
書
二
通
、

徳
川
義
直
書
二
十
五
枚
、
同
画
讃
八
枚
、
徳
川
光
友
画
七
枚
、
徳
川
継
友
書
十
枚
、
徳
川
宗

春
書
一
枚
、
徳
川
宗
勝
書
十
一
枚
、
徳
川
齊
朝
書
一
枚
、
徳
川
齊
温
書
三
枚
、
徳
川
慶
勝
書

三
枚
、
徳
川
吉
通
室
瑞
祥
院
書
一
枚
、
徳
川
治
休
書
一
枚
、
徳
川
清
康
書
一
枚
、
具
足
十
二

領
、
陣
太
鼓
二
、
軍
配
団
扇
二
、
冑
一
、
白
熊
采
配
二
、
軍
扇
三
、
鞭
二
、
孫
手
一
、
狩
箙

一
、
馬
面
一
、
馬
鎧
一
、
白
銅
鉦
一
、
螺
一
、
馬
標
一
、
鎧
一
領
、
鞍
鐙
一
具
、
鞍
一
、
鐙

一
、
轡
一
、
馬
氈
一
、
丹
波
守
吉
遒
（
マ
マ
）「

一
口
、
短
「
一
口
、
來
孫
太
郎
「
一
口
、
筑
州
住
國

弘
短
「
一
口
、
青
江
包
次
「
一
口
、
守
家
竝
光
忠
「
一
口
、
貞
眞
「
一
口
、
城
刕
兼
永
「
一

口
、
一
文
字
「
二
口
、
正
恒
「
一
口
、
相
模
國
貞
宗
「
一
口
、
藤
島
「
一
口
、
廣
助
「
一
口
、

正
宗
小
サ
「
一
口
、
二
王
清
則
小
サ
「
一
口
、
保
昌
五
郎
短
「
一
口
、
郷
則
重
短
「
一
口
、

濃
刕
志
津
短
「
一
口
、
備
前
國
光
忠
「
二
口
、
備
前
國
則
宗
「
一
口
、
來
國
光
「
一
口
、
信

國
「
一
口
、
長
光
「
一
口
、
備
州
長
船
住
兼
光
「
三
口
、
古
備
前
正
恒
「
一
口
、
國
宗
「
一

口
、
備
中
國
住
人
貞
次
「
一
口
、
大
原
眞
守
小
サ
「
一
口
、
ワ
カ
ヱ
正
宗
短
「
一
口
、
左
安

吉
短
「
一
口
、
來
國
俊
短
「
一
口
、
備
中
國
直
次
一
口
、
備
前
國
長
船
長
光
「
一
口
、
遠
江

長
光
「
一
口
、
鳥
飼
二
字
國
俊
「
一
口
、
兵
庫
守
家
「
一
口
、
大
左
文
字
「
一
口
、
松
浦
源

左
衛
門
尉
信
國
小
サ
「
一
口
、
鯰
尾
吉
光
脇
差
一
口
、
三
條
宗
近
短
「
一
口
、
新
藤
五
國
光

短
「
一
口
、
山
城
國
来
國
光
短
「
一
口
、
粟
田
口
吉
光
短
「
一
口
、
相
模
國
貞
宗
短
「
一
口
、

備
前
國
兼
光
短
「
一
口
、
山
城
國
平
安
城
長
吉
短
「
一
口
、
駿
河
國
島
田
義
助
短
「
一
口
、

越
前
國
下
阪
康
継
短
「
一
口
、
後
藤
藤
四
郎
吉
光
短
「
二
口
、
不
動
正
宗
短
「
一
口
、
一
庵

正
宗
短
「
一
口
、
包
丁
吉
光
短
「
一
口
、
包
丁
正
宗
短
「
一
口
、
物
吉
貞
宗
短
「
一
口
、
奈

良
屋
貞
宗
短
「
一
口
、
上
野
貞
宗
短
「
一
口
、
戸
川
志
津
短
「
一
口
、
池
田
正
宗
「
一
口
、

南
泉
一
文
字
「
一
口
、
吉
見
左
文
字
「
一
口
、
備
前
三
郎
國
宗
「
一
口
、
山
城
國
信
國
「
二

口
、
備
前
國
吉
用
「
一
口
、
備
中
國
青
江
次
直
「
一
口
、
備
前
國
長
義
「
一
口
、
相
州
鎌
倉

一
文
字
助
眞
「
一
口
、
相
模
國
正
宗
「
一
口
、
大
和
國
保
昌
貞
吉
短
「
一
口
、
小
柄
一
、
三

所
物
一
具
、
鐔
一
、
蜀
江
錦
十
一
、
蒙
流
十
二
、
紗
十
七
、

金
十
四
、
印
金
四
、
和
物
金

襴
二
、
銀
襴
六
、
安
楽
庵
十
九
、
焼
裂
二
十
、
風
帯
三
十
一
、
絽
金
四
、
黄
純
六
、
蜀
江
十
、
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一
二
四

純
子
二
十
九
、
祖
父
著
附
二
、
側
次
一
、
古
錦
襴
摸
三
、
焼
裂
銀
襴
一
、
紗
金
織
七
、
朝
鮮

錦
三
、
琉
球
物
一
、
繻
珍
一
、
細
川
純
子
六
、
上
代
純
子
三
、
風
通
段
織
一
、
風
通
二
、
吉

野
廣
東
一
、
望
月
廣
東
五
、
縬
廣
東
七
、
金
入
唐
純
子
二
、
萬
暦
時
代
純
子
二
、
名
物
珠
光

純
子
三
、
名
物
古
渡
純
子
一
、
名
物
古
金
襴
四
、
笹
蔓
純
子
三
、
金
木
理
六
、
銀
木
理
二
、

定
家
純
子
一
、
芝
山
純
子
二
、
綴
ノ
錦
一
、
名
物
東
山
裂
古
金
襴
二
、
名
物
上
代
平
野
廣
東

一
、
焼
裂
金
襴
一
、
紅
毛
本
國
羽
二
重
織
二
、
古
金
襴
二
、
名
物
二
人
静
古
金
襴
茶
入
袋
一
、

一
番
更
紗
二
、
厨
子
棚
一
、
黒
棚
一
、
書
棚
四
、
大
角
赤
一
、
小
角
赤
一
、
手
箱
十
一
、
鏡

臺
三
、
櫛
箱
二
、
小
櫛
箱
一
、
眉
作
箱
一
、
旅
眉
作
箱
一
、
乱
箱
二
、
耳
盥
二
、
渡
シ
金
箱

一
、
鐵
漿
箱
一
、
楊
枝
箱
一
、
湯
注
子
一
、
硯
箱
文
臺
二
具
、
色
紙
箱
二
、
短
冊
箱
二
、
見

臺
四
、
机
三
、
料
紙
箱
三
、
硯
箱
五
、
文
箱
一
、
長
文
箱
四
、
香
盆
四
、
枕
箱
四
、
旅
香
具

箱
一
、
薫
物
壺
二
、
帯
箱
二
、
昆
布
箱
二
、
碁
盤
一
、
将
棋
盤
一
、
枕
一
対
、
枕
香
炉
二
、

寄
リ
掛
一
、
貝
桶
二
対
、
衣
桁
一
、
挟
箱
一
対
、
名
所
香
箱
一
、
古
今
香
箱
一
、
宇
治
香
箱

一
、
香
月
香
箱
一
、
伽
羅
割
道
具
一
具
、
十
種
香
箱
一
、
食
籠
一
、
盆
四
、
小
箱
六
、
文
臺
一
、

組
硯
箱
一
、
簟
笥
一
、
香
合
三
、
十
炷
香
箱
一
、
香
臺
一
、
薬
箪
笥
一
、
香
箱
一
、
篳
篥
一

管
、
一
節
切
二
管
、
琵
琶
四
面
、
筝
一
面
、
石
帯
一
、
貝
玉
箱
一
、
天
目
臺
四
、
酒
器
一
対
、

花
生
二
、
香
炉
四
、
筆
架
一
、
硯
一
、
盆
石
一
、
「
掛
二
、
手
拭
掛
一
、
燗
鍋
一
、
重
箱
一

組
、
釜
五
、
茶
壺
九
、
茶
碗
十
、
水
指
四
、
茶
入
九
、
茶
杓
一
、
臺
子
一
、
風
呂（
マ
マ
）一

、
柄
杓

建
一
、
鎖
一
、
蓋
置
一
、
香
火
筋
建
一
、
炷
空
入
二
、
棗
一
、
皿
一
、
盃
二
、
薬
鍋
一
、
薬

茶
碗
二
、
塵
壺
一

右
華
族
従
四
位
侯
爵
徳
川
義
禮
所
有
ノ
分
同
家
ノ
世
襲
財
産
附
属
物
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
明
治

二
十
六
年
四
月
十
九
日
宮
内
大
臣
認
可
ス 

爵
位
局　
　
　
　
　

（
21
）　
「
御
世
襲
財
産
附
属
物
目
録
」 

什
器
原
簿
第
五
号　

徳
川
美
術
館
蔵
。

（
22
）　

当
初
は
附
属
物
百
七
十
九
号
に
徳
川
家
康
筆
小
池
筑
前
守
宛
下
知
状（
八
月
十
六
日
）、

百
八
十
一
号
に
「
菜
邑
之
書
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
朱
線
で
消
さ
れ
た
上
、
欄
外
に
「
省

ク
コ
ト
」
と
朱
書
さ
れ
て
い
る
。
付
け
直
し
さ
れ
た
番
号
も
朱
書
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）　
「
世
襲
財
産
附
属
物
取
調
往
復
簿
」
什
器
古
帳
第
五
十
一
号　

徳
川
美
術
館
蔵
。

（
24
）　

註（
23
）文
献
。
詳
細
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

尊
崇
ノ
部　
　

御
大
切
甲
ノ
部　
　

同
上
乙
ノ
部　
　

同
上
丙
ノ
部

御
大
切
ナ
ル
部　
　

右
五
種
ハ
悉
皆
掲
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

御
大
切
物
旧
御
日
記
所
草
稿
乾
坤
御
書
物
ノ
部　

是
ハ
前
顕
（
マ
マ
）五

種
ニ
重
複
ノ
モ
ノ
多
キ
カ
故

ニ
附
属
物
ニ
加
ヘ
ス

図
類
ハ
悉
皆
掲
ク
ル
見
込

駿
河
御
譲
御
書
物　

敬
公
御
書
物

　
　

此
二
種
ハ
駿
河
御
譲
ハ
悉
皆
之
ヲ
掲
ケ　

敬
公
御
物
ハ
写
本
又
ハ

　
　

類
少
ノ
判
本
ハ
之
ヲ
掲
ケ
唐
本
ニ
シ
テ
稀
世
ニ
ア
ラ
サ
ル
御
書
物
ハ
之
ヲ
除
ク

古
写
本　

悉
皆
之
ヲ
掲
グ

東
照
宮
御
影
初
ノ
部　
　

敬
公
御
筆
ノ
部　
　

御
筆
ノ
部

　
　
（
単
ニ
御
筆
ノ
部
ト
ア
ル
ハ　

御
宗
家
尾
紀
水
様
等
ノ
類
）

　
　

右
三
種
ハ
悉
皆
之
ヲ
掲
ク

屏
風
ノ
部　
　

手
鑑
ノ
部　
　

石
摺
ノ
部　
　

歌
書
ノ
部

掛
物
ノ
部　
　

巻
物
ノ
部　
　

右
六
種
ハ
悉
皆
之
ヲ
掲
ク

裂
革
ノ
部　
　

唐
墨
ノ
部　
　

朱
ノ
部

裂
革
ノ
内
裂
ハ
古
渡
又
ハ
和
製
ト
雖
上
品
ノ
分
ハ
之
ヲ
掲
ケ
中
品
以
下
ノ
分
ハ

之
ヲ
除
キ
革
ハ
稀
世
ノ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
レ
バ
悉
皆
之
ヲ
除
ク
裂
ハ　
　

源
懿
様
御
代
小
堀

宗
中
等
上
中
下
ノ
品
評
ヲ
ナ
シ
タ
ル
事
蹟
ア
ル
ヲ
以
中
等
以
下
ハ
除
キ
テ
可
ナ
リ

唐
墨
モ
上
品
ノ
ミ
ヲ
掲
ケ
中
品
以
下
ハ
掲
ケ
サ
ル
見
込
ナ
リ

朱
ハ
上
々
品
二
箱
ニ
テ
箱
紐
共
四
貫
九
拾
目
上
朱
拾
三
箱
ニ
テ
四
拾
五
貫
八
百

四
拾
目
但
箱
紐
ト
モ
ノ
惣
目
ナ
リ
朱
ハ
従
前
御
側
御
用
ニ
御
支
用
ナ
リ
シ
モ
ノ
ニ

シ
テ
悉
皆
附
属
品
ニ
掲
ク
ル
モ
然
ル
ベ
カ
ラ
ス
故
ニ
上
々
朱
二
箱
上
朱
ハ
凡
其
半
ヲ

掲
ケ
他
日
御
支
用
ノ
余
裕
ヲ
付
ケ
惜
ク
モ
然
ル
ヘ
キ
カ

元
大
奥
梨
地
菊
折
枝
蒔
絵
ノ
部　
　

同
上
厨
子
棚
ノ
部

源
氏
初
音
胡
蝶
蒔
絵
ノ
部　
　

香
道
具
ノ
部

香
炉
ノ
部　
　

盆
ノ
部　
　

盆
石
ノ
部

　
　

右
七
種
ハ
悉
皆
之
ヲ
掲
ク
ル
見
込

楽
器
ノ
部　
　

横
笛
ノ
部　
　

篳
篥
ノ
部

笙
ノ
部　
　
　

鉦
鞁
ノ
部　
　

調
子
笛
ノ
部

譜
本
ノ
部　
　

能
道
具
ノ
部

　
　

右
八
種
ハ
多
少
取
捨
シ
テ
掲
ク
ル
見
込
ナ
リ



尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

一
二
五

「
掛
ノ
部　
　

是
ハ
悉
皆
掲
ク
ル
見
込

銀
器
ノ
部　
　

同
上

雑
ノ
部　
　
　

文
房
具
ノ
部　
　

是
ハ
取
捨
シ
テ
掲
ク
ル
見
込

硯
ノ
部　
　
　

硯
ハ
宝
物
取
調
委
員
ノ
抜
粋
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
掲
ク

文
台
硯
ノ
部　

手
箱
ノ
部　

是
ハ
悉
皆
掲
ク
ル
見
込

花
生
ノ
部　
　

銅
香
炉
ノ
部　
　

中
央
卓
ノ
部

食
籠
ノ
部　

会
席
具
ノ
部　
　

風
炉
釜
ノ
部

台
子
ノ
部　
　

水
指
ノ
部　
　

茶
入
棗
薄
茶
器
ノ
部

茶
碗
ノ
部　
　

茶
杓
ノ
部　
　

香
合
ノ
部

　
　

右
ハ
悉
皆
掲
ク
ル
見
込

茶
器
ノ
部　
　

手
焙
ノ
部　
　

台
子
付
風
炉
釜
ノ
部

茶
壺
ノ
部　
　

能
装
束
ノ
部　
　

但
唐
人
相
撲
ノ
装
束
ニ
限
ル

　
　

右
ハ
前
同
上

仏
像
仏
画
経
ノ
部　
　

是
ハ
些
少
除
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ア
リ

武
器
ノ
部　

建
中
寺
ニ
於
テ
火
災
ニ
罹
リ
タ
ル
モ
ノ
及
ヒ
御
旗
ノ
類
自
然
永
年

　

保
存
シ
カ
タ
キ
モ
ノ
ヲ
除
キ
其
他
ハ
悉
皆
之
ヲ
掲
ク

「
剣
ノ
部　

宝
物
取
調
委
員
来
県
ノ
際
選
抜
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
委
員

　
　

可
否
ノ
評
ニ
不
拘
悉
皆
掲
ク
ル
見
込

小
道
具
ノ
部　

名
物
ハ
勿
論
上
作
ノ
物
ハ
悉
皆
掲
ケ
其
他
ハ
之
ヲ
除
ク
見
込

（
25
）　

全
国
宝
物
取
調
に
同
行
し
た
と
さ
れ
る
小
川
一
眞
撮
影
の
大
曽
根
邸
書
院
に
初
音
三
棚
を

は
じ
め
置
き
そ
ろ
え
た
写
真
が
『
國
華
』
八
号（
國
華
社　

明
治
二
十
三
年
五
月
）に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
が
正
式
な
全
国
宝
物
取
調
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
後
述
す
る
展
覧
会
出
品

前
の
調
査
の
為
で
あ
っ
た
か
は
判
明
し
な
い
。小
川
一
眞
に
関
し
て
は
岡
塚
氏
の
見
解
に
添
う
。

岡
塚
章
子
「
小
川
一
真
の
「
近
畿
宝
物
調
査
写
真
」
に
つ
い
て
」（『
東
京
都
写
真
美
術
館
紀
要
』

第
二
号　

東
京
都
写
真
美
術
館　

二
〇
〇
〇
年
）。

同
「
明
治
期
の
美
術
写
真
出
版
物
─
『
國
華
』『
真
美
大
観
』『H

istoire de l’A
rt du 

Japon

』
を
中
心
に
」（『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
』
第
四
号　

醍
醐
書
房　

二
〇
〇
一
年
）。

同
「
小
川
一
真
の
近
畿
宝
物
調
査
写
真
─
日
本
美
術
へ
の
視
点
を
つ
く
っ
た
写
真
」（『
月
刊
文

化
財
』
五
一
七
号　

第
一
法
規
出
版　

二
〇
〇
六
年
十
月
）。

（
26
）　

官
報
第
二
一
〇
九
号　

内
閣
官
報
局　

明
治
二
十
三
年
七
月
十
一
日
。

（
27
）　

註（
23
）文
献
。

　

明
治
二
十
五
年
二
月
十
日
付
第
九
号
に
名
古
屋
別
邸
羽
鳥
清
永
か
ら
本
邸
の
連
絡
内
容
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
。
稲
生
真
履（
一
八
四
三
〜
一
九
二
五
）は
明
治
二
十
五
年
宮
内
省
に
正
倉
院

御
物
整
理
掛
が
設
置
さ
れ
た
際
に
採
用
さ
れ
、
東
京
帝
室
博
物
館
の
学
芸
委
員
で
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る（
木
内
半
古
「
正
倉
院
御
物
修
繕
の
話
」（『
東
洋
美
術
特
輯
正
倉
院
の
研
究
』　

飛

鳥
園　

一
九
二
九
年
）、
小
野
善
太
郎
『
正
倉
院
の
栞
』
西
東
書
房　

一
九
二
〇
年
、
安
藤
更

正
『
正
倉
院
少
史
』　

明
和
書
院　

一
九
四
七
年
）。
八
木
雕（
一
八
二
八
〜
一
九
一
〇
）は
犬
山

藩
敬
道
館
教
授
を
務
め
、
明
治
政
府
で
神
祇
省
、
教
部
省
、
内
務
省
寺
社
局
等
に
勤
務
し
た
後
、

明
治
二
十
六
年
奈
良
帝
室
博
物
館
の
嘱
託
と
な
っ
た（『
愛
知
県
姓
氏
歴
史
人
物
大
事
典
』　

愛

知
県
姓
氏
歴
史
人
物
大
事
典
編
纂
委
員
会　

一
九
九
一
年
）。

（
28
）　
「
世
襲
財
産
附
属
物
取
調
往
復
簿
」
の
こ
れ
以
降
の
記
録
に
は
義
禮
お
手
元
品
の
「
石
」

の
目
録
も
入
っ
て
い
る
ほ
か
、後
述
す
る
通
り
、「
地
」「
人
」か
ら
も
作
品
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。

（
29
）　
「
世
襲
財
産
附
属
物
取
調
簿
」
に
は
「
鑑
査
状
文
案
」
が
い
く
つ
も
綴
じ
ら
れ
て
お
り
、

初
期
の
鑑
査
状
は
存
在
し
な
い
。
鑑
査
状
が
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
な
形
で
作
ら
れ
た
の
か
、
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
30
）　

東
京
国
立
博
物
館
編『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』　

第
一
法
規
出
版　

昭
和
四
十
八
年
三
月
。

隈
元
謙
次
郎
「
岡
倉
天
心
」（『
月
刊
文
化
財
』
百
二
十
一
号　

一
九
七
三
年
十
月
）。

村
形
明
子
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
宝
物
調
査
と
帝
国
博
物
館
の
構
想
」（
上
・
下
）（『M

U
SEU

M

』

三
四
七
・
三
四
八
号　

東
京
国
立
博
物
館　

一
九
八
〇
年
二
月
・
三
月
）。

村
形
明
子
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
美
術
行
政
」（『
東
京
国
立
博
物
館
研
究
誌
』
三
六
二
号　

東
京
国

立
博
物
館
一
九
八
一
年
五
月
）。

佐
藤
道
信
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
古
社
寺
調
査
と
古
美
術
保
護
」（『
月
刊
文
化
財
』
四
一
一
号　

一
九
九
七
年
十
二
月
）。

村
角
紀
子
「
明
治
期
の
古
美
術
写
真
─
畿
内
宝
物
取
調
を
中
心
に
」（『
美
術
史
』
五
十
二
号　

美
術
史
学
会　

二
〇
〇
二
年
十
月
）。

古
川
史
隆
「
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
に
よ
る
滋
賀
県
社
寺
宝
物
調
査
の
記
録
」（『
滋
賀
県
立
琵

琶
湖
文
化
館
研
究
紀
要
』
第
二
十
一
号　

二
〇
〇
五
年
三
月
）。

吉
田
千
鶴
子
『〈
日
本
美
術
〉
の
発
見
─
岡
倉
天
心
が
め
ざ
し
た
も
の
』
吉
川
弘
文
館　



尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

一
二
六

二
〇
一
一
年
四
月
一
日
。

吉
野
俊
哉
「
明
治
期
の
全
国
的
な
宝
物
調
査
と
旧
越
中
国
内
の
宝
物
に
つ
い
て
─
東
京
国
立
博

物
館
蔵
資
料
の
調
査
を
中
心
に
」（『
富
山
県
〔
立
山
博
物
館
〕
研
究
紀
要
』
第
二
十
一
号　

富

山
県
〔
立
山
博
物
館
〕　

二
〇
一
四
年
三
月
三
十
一
日
）。

（
31
）　

明
治
二
十
一
年
五
月
十
六
日
の
官
報
一
四
六
一
号（
内
閣
官
報
局
）に
は
以
下
の
よ
う
に
報

告
さ
れ
た
。

○
美
術
取
調
ニ
関
ス
ル
報
告
摘
要

美
術
ノ
模
範
及
歴
史
ノ
参
考
ト
ナ
ル
ヘ
キ
物
品
取
調
ノ
タ
メ
曩
ニ
京
都
、
大
阪
二
府
、
奈

良
、
和
歌
山
、
滋
賀
三
県
ニ
出
張
セ
ル
九
鬼
図
書
頭
一
行
ハ
去
ル
五
日
調
査
地
方
ニ
向
ヒ
東

京
ヲ
出
発
翌
六
日
神
戸
ニ
着
直
ニ
和
歌
山
県
ニ
赴
キ
同
地
ノ
検
閲
ニ
着
手
ス
ル
ノ
筈
ナ
リ
シ

ヲ
目
下
京
都
府
各
宗
本
山
ハ
其
宝
什
ヲ
蒐
集
シ
相
国
寺
、
南
禅
寺
、
及
清
水
寺
ノ
三
寺
ニ

於
テ
展
覧
会
ヲ
開
設
シ
タ
レ
ハ
其
閉
場
セ
サ
ル
ニ
先
チ
之
ヲ
検
閲
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
カ
タ
メ

途
ヲ
転
シ
テ
京
都
府
ニ
赴
キ
去
ル
八
日
ヨ
リ
都
合
四
日
間
其
取
調
ニ
従
事
セ
リ
、
然
ル
ニ
今

回
ノ
検
閲
調
査
ハ
務
メ
テ
確
実
ナ
ル
結
果
ヲ
得
ル
ヲ
要
ス
ル
カ
タ
メ
特
ニ
京
都
府
庁
ヲ
経
テ

同
府
各
専
門
ノ
鑑
定
家
数
名
ヲ
招
集
シ
其
意
見
ヲ
モ
諮
詢
シ
以
テ
参
考
ト
為
セ
リ
、
抑
々
此

三
寺
ノ
展
覧
会
ハ
今
回
検
閲
ノ
目
的
ニ
拠
リ
蒐
集
陳
列
セ
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
レ
ハ
優
等
ト
認
ム

ル
モ
ノ
甚
タ
多
カ
ラ
ス
、
故
ニ
其
陳
列
品
合
計
五
百
四
十
四
点
ノ
内
ニ
就
キ
先
ツ
優
等
ト
認

メ
タ
ル
ハ
三
十
三
点
ニ
シ
テ
之
ヲ
類
別
ス
レ
ハ
古
文
書
八
点
、
絵
画
七
点
、
彫
刻
一
点
、
漆

器
九
点
、
陶
器
五
点
、
金
工
一
点
、
楽
器
一
点
、
雑
一
点
ナ
リ
、
又
之
ニ
次
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ハ

四
十
四
点
ニ
シ
テ
之
ヲ
類
別
ス
レ
ハ
古
文
書
十
一
点
、
絵
画
八
点
、
彫
刻
三
点
、
漆
器
十
四

点
、
陶
器
五
点
、
金
工
一
点
、
楽
器
一
点
、
雑
一
点
ナ
リ
、
又
同
一
行
ハ
本
月
十
二
日
調
査

ヲ
結
了
シ
公
私
同
行
二
十
余
名
同
十
四
日
和
歌
山
県
ニ
向
ヒ
京
都
府
ヲ
出
発
、
粉
河
、
根
来
、

高
野
等
ヲ
経
テ
奈
良
県
下
ニ
赴
ク
筈
ナ
リ（
去
ル
十
二
日
京
都
府
発
本
局
出
張
員
報
告
）

（
32
）　

明
治
二
十
三
年
七
月
十
一
日
の
「
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
宝
物
検
閲
景
況
」（
官
報

二
一
〇
九
号　

内
閣
官
報
局
）は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

○
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
宝
物
検
閲
景
況

本
年
一
月
以
来
東
京
府
、
巌
手
、
宮
城
両
県
下
及
相
州
鎌
倉
地
方
ニ
於
テ
局
員
ノ
検
閲
ヲ
遂

ケ
タ
ル
物
品
ハ
古
文
書
千
四
百
三
十
点
、
絵
画
五
千
二
百
五
点
、
彫
刻
九
百
三
十
一
点
、
美

術
工
芸
品
二
千
二
百
二
十
八
点
、
合
計
九
千
七
百
九
十
四
点
ニ
シ
テ
其
内
先
ツ
優
等
ト
認

メ
タ
ル
モ
ノ
七
十
六
点
之
ニ
次
ク
モ
ノ
五
百
十
三
点
ト
ス
、
而
シ
テ
東
京
府
下
其
他
前
陳
諸

地
方
ニ
於
テ
ハ
未
タ
検
閲
ヲ
完
了
セ
ス
、
目
下
調
査
施
行
中
ニ
ア
リ
ト
雖
モ
、
要
ス
ル
ニ
奈

良
及
京
都
府
ニ
比
シ
テ
大
体
近
世
ノ
製
作
ニ
富
ミ
彫
刻
少
ク
絵
画
及
工
芸
品
多
シ
、
古
文
書

ノ
如
キ
ハ
今
日
ニ
至
ル
マ
デ
検
閲
ニ
供
ス
ル
モ
ノ
甚
タ
多
カ
ラ
サ
レ
ト
モ
目
下
調
査
ノ
最
中

ニ
ア
リ
テ
未
タ
比
較
ヲ
見
ル
ニ
至
ラ
ス
、
其
所
在
ハ
寺
院
ノ
什
宝
ヨ
リ
ハ
却
テ
旧
族
名
家
ノ

私
有
品
ニ
属
シ
離
散
隔
絶
シ
テ
鑑
査
ノ
便
ヲ
欠
ク
ノ
趣
ナ
キ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ト
モ
名
品
宝
器
ハ

稍
々
人
ノ
知
ル
所
ト
ナ
リ
恣
ニ
埋
滅
頽
廃
ニ
帰
セ
シ
ム
ル
コ
ト
稀
ナ
リ
、
検
閲
ノ
上
優
等
又

ハ
之
ニ
次
ク
モ
ノ
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ハ
其
種
類
ニ
応
シ
テ
漸
次
各
種
ノ
鑑
査
状
ヲ
発
シ
来
レ

リ
而
シ
テ
國
宝
ト
シ
テ
之
ヲ
台
帳
ニ
登
録
シ
其
宝
物
ヲ
証
明
ス
ル
タ
メ
ニ
品
質
大
小
伝
来
等

ノ
外
尚
ホ
其
時
代
作
者
良
否
等
ノ
詳
細
ヲ
調
査
記
載
ス
ル
モ
ノ
ト
ス（
後
略
）

（
33
）　

官
報
二
〇
二
〇
号　

内
閣
官
報
局　

明
治
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日
。

（
34
）　

尚
「
美
術
展
覧
会
週
報
」（
官
報
二
〇
二
〇
号　

明
治
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日
）に
は
帝

国
博
物
館
所
蔵
の
「
後
花
園
天
皇
宸
筆
歌
切
」「
後
陽
成
天
皇
宸
筆
一
行
物
」
と
い
っ
た
作
品

が
含
ま
れ
る
。

（
35
）　

世
襲
財
産
附
属
物
五
〇
〇
号
、
五
〇
一
号
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
や
五
四
五
号
「
曜
変
天

目
」
な
ど
が
明
治
二
十
五
年
九
月
三
日
に
二
等
に
選
ば
れ
た
。
ま
た
四
八
九
号
の
「
掛
物　

名

物
墨
画　

中
直
夫
画
偃
渓
賛　

左
右
牧
渓
自
画
讃
」、
四
九
九
号
「
西
行
物
語
絵
巻
」、
六
二
二

号
か
ら
六
二
五
号
に
あ
る
「
梨
地
時
代
菊
水
文
字
入
蒔
絵
」
の
文
台
、
硯
箱
等
や
茶
壺
が
同
日

三
等
に
指
定
さ
れ
た
。

（
36
）　

註（
23
）文
献
。

（
37
）　

明
治
二
十
五
年
十
二
月
九
日
に
爵
位
局
属
石
原
秀
男
が
名
古
屋
で
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
、「
世
襲
財
産
附
属
物
取
調
往
復
簿
」（
什
器
古
帳
第
五
十
一
号　

徳
川
美
術
館
所

蔵
）内
に
綴
じ
ら
れ
た
庶
第
百
十
六
号（
明
治
二
十
五
年
十
二
月
七
日
付
）、
庶
第
百
十
三
号（
明

治
二
十
五
年
十
二
月
八
日
付
）に
よ
り
判
明
す
る
。

（
38
）　

本
多
忠
敬
に
は
李
安
忠
筆
「
養
由
基
図
」
と
「
菊
香
合　

紫
檀
挽
物
鼈
甲
ノ
彫
内
梨
子
地

蓋
上
ニ
珊
瑚
伽
羅
琥
珀
瑇
瑁
金
銀
ヲ
以
テ
造
リ
タ
ル
菊
付
」
が
あ
る（
官
報
第
一
一
一
九
号　

明
治
二
十
年
三
月
二
十
八
日
）。
秋
元
興
朝
家
つ
い
て
は
表
記
が
簡
易
な
た
め
詳
細
は
わ
か
ら

な
い
が
雪
舟
画
七
幅
、
元
信
画
六
幅
、
探
幽
画
十
四
幅
な
ど
が
あ
り（
官
報
一
一
二
三
号　

明

治
二
十
年
四
月
一
日
）、
い
ず
れ
も
由
緒
品
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
え
る
。
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（
39
）　

拙
稿
「
華
族
世
襲
財
産
法
と
文
化
財
保
護
―
尾
張
徳
川
家
の
事
例
を
中
心
に
」『
美
術
史
』

百
八
十
五
号　

美
術
史
学
会
投
稿
中
。

（
総
務
部
非
常
勤
学
藝
員
）

表1　「世襲財産附属物目録」作品一覧

号数 作品名　員数等 伝来 保管場所

1 神書 但九冊　図一冊 一部 神祇宝典

天照大神ヲ初全国ノ社号神号ヲ挙ケ
其神記ヲ録ス、図ノ一冊ハ日月御

幣真榊各種ノ神器ヲ記ス、正保三年
二月序文ヲ自撰ス、右ハ祖先従二位
大納言徳川義直自撰ノ書ニシテ尓来
伝来ス、以下同断

名古屋
大曽根邸

2 神書 但一冊 一部 神道正宗 右祖先義直中臣秡抄ニ添削ヲ加ヘ神
道正宗ト称ス、伝記ニヨリ之ヲ録ス

3 國史 但七拾冊 一部 類聚日本記

神代御系統一巻　自国常立尊至意宰
足奴尊、皇統三巻　自神武天皇至後
陽成院、其余百七拾巻合計百七拾四
巻ヲ七拾巻ニ製本ス、日本書紀同続
紀同後記文徳実録三代実録ノ正史ヲ
本文ニ掲ケ、雋事紀古事記其他雑書
ノ説ヲ注釈ニ加ヘ、正保三年十一月
義直序ヲ自撰シ稿全ク成ル

4 伝記　附系譜 但全一帖　紙本 一部 系譜 清和天皇ヨリ右大臣徳川家綱ニ至ル

5 同 但五冊 一部 年譜

徳川家康天文十一年壬寅十二月廿六
日三州岡崎城ニ於テ誕生ヨリ元和二
年丙辰四月十七日遠逝同三年四月
十六日神霊ヲ日光山正殿ニ移ス迄ノ
事蹟ヲ掲ク、正保三年四月十七日義
直序ヲ自撰ス

6 伝記 但拾八冊二帙 一部 成功記 徳川家康一世ノ事蹟ヲ漢文ヲ以録ス

7 儒書 但全一冊 一部 初学文宗
修身治国ノ道ヲ説キ片仮名文ニシテ
巻首ニ箇条目録ヲ掲ケ孝行ノ事ニ始
メ葬ノ事ニ終ル

8 武学　附兵法 但三冊 一部 軍證志

神武天皇孔舎衛坂ニテ長髄彦トノ合
戦ヨリ、慶長五年前田肥前守利長ト
丹波五郎左衛門長重ト小松大聖寺ニ
於テ合戦ニ至ル本邦古今ノ対闘六拾
六箇条ヲ論ス
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9 武学　附兵法 但一冊 一部 軍書合鑑
和漢ノ兵書ヲ校ヘ軍事ノ大旨ヲ解説
シ次ニ兵士ノ要領数箇条ヲ記シ自序
ニ子孫ノ為庭訓ヲ仮名文ヲ以書ス

名古屋
大曽根邸

10 同 但一冊 一部 軍書萃言 正兵奇兵伏兵等ノ事ヨリ軍理ノ要ヲ
論ス

11 掛物 後宇多天皇宸筆 一幅 宸翰　初句竹園御報進之外 右祖先伝来以下同シ
12 掛物 伏見天皇宸筆 一幅 御製　初句おもふとち
13 掛物 後小松天皇宸筆 一幅 御製　初句世の中に
14 掛物 後小松天皇宸筆 一幅 和歌　初句夕つく日
15 掛物 後奈良天皇宸筆 一幅 和歌　初句志ら雲に
16 掛物 後奈良天皇宸筆 一幅 宸翰　初句けふの御うた
17 掛物 後水尾天皇宸筆 一幅 永忠ノ二大字
18 掛物 後水尾天皇宸筆 一幅 和歌　初句しら雲の

19 掛物 同上 一幅 小式部内侍ノ和歌　初句鶯ハナ
ニソハ鳴ソ

20 掛物 同上 一幅 春日神号
21 掛物 後水尾天皇宸筆 一幅 南無天神号

22 掛物 後光明天皇宸筆 一幅 和歌　初句我せこか　式紙 右当家二代従二位大納言光友以降伝
来以下同シ

23 掛物 後西天皇宸筆 一幅 御製　初句おなしくは
24 掛物 同上 一幅 宸筆　人丸讃　ほのほのと
25 掛物 霊元天皇宸筆 一幅 御製　初句おもふより

26 掛物 光格天皇宸筆及
御細工押絵 一幅 宸筆　和歌　初句心たに

渡唐天神像
右当家九代従二位大納言宗睦以降伝
来以下同シ

27 掛物 光格天皇宸筆　
画筆者不詳 一幅 菅原道真束帯ノ画像彩色　

28 掛物 無落款或探幽筆
歟 一幅 徳川家康ノ像密画彩色 右祖先伝来以下同シ

29 掛物 画工不詳無落款 一幅 徳川家康長篠戦役陣中小具足着
用床机ニ椅ル密画彩色ノ像

30 掛物 狩野安信筆在落
款 一幅

徳川家康長久手戦役陣中具足陣
羽織着用床机ニ寄ルノ像外武将
二人随従傍ニ松樹二本小笹有密
画彩色

31 掛物 画工不詳無落款 一幅

徳川家康松樹ノ下ニ具足陣羽織
ヲ着シ床机ニ寄ル外ニ松平甚太
郎康忠、高木主水入道性順、榊
原式部大輔康政、酒井左衛門尉
忠次、内藤四郎左衛門正成、平
岩主計頭親吉、井伊兵部少輔直
政、渡邊半蔵守綱、蜂谷半之丞
定次、鳥居四郎左衛門直忠、服
部半蔵正成、大久保七郎左衛門
忠世、本多中務大輔忠勝、鳥居
彦左衛門元忠、大久保次右衛門
忠佐、米津藤蔵入道浄心ノ十六
将各具足ヲ着シ四人宛列居ス密
画彩色

32 掛物 徳川家康手翰花
押親筆 一幅 手翰　初句為歳暮祝儀

33 掛物 同上 一幅 手翰　初句其表之儀

34 掛物 徳川家康実名花
押親筆 一幅 手翰ノ切レ家康花押　九月廿八

日藤堂和泉守宛

35 掛物 徳川家康花押親
筆 一幅 手翰　初句為蘆田人質云々

36 掛物 徳川家康花押親
筆 一幅 手翰　初句羽黒

37 掛物 同上 一幅 手翰　初句今日九日午之刻

38 掛物 同上 一幅 手翰ノ切レ　九月廿三日付家康
花押

39 掛物 徳川家康親筆 一幅 手翰　初句さいせふいよいよ
右祖先義直痘瘡ニ罹リタル際、義直
実母かめ子局あちや子へ贈リタル手
翰ニシテ尓来相伝ス

40 掛物 同上 一幅 和歌短冊　初句ふしの山 右祖先伝来

41 掛物 徳川家康花押親
筆 一幅 手翰　初句為壺口切 右山下武左衛門ナル者故有テ当家ヘ

贈リタルモノナリ
42 掛物 徳川家康親筆 一幅 和歌色紙　初句みとりたつ 右祖先伝来以下同シ
43 掛物 徳川家康親筆 一幅 覚書　初句九江戸
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44 掛物 同上 一幅 和歌　初句こめやとハ

名古屋
大曽根邸

45 掛物 徳川家康親筆 一幅 手翰　初句ひさしく
46 掛物 同上 一幅 手翰　初句御状令拝見

47 掛物 徳川家康花押親
筆 一幅 手翰　初句如仰御下國

右美濃国可児郡中吉右衛門家ニ伝来
ノ処、文久四年甲子正月当家ヘ贈リ
タルモノナリ

48 掛物 二代将軍徳川秀
忠親筆 一幅 書翰　初句さい将きあひいよい

よ 右祖先伝来以下同シ

49 掛物 同上 一幅 和歌式紙　初句いつくにか

50 掛物 二代将軍徳川秀
忠花押親筆 一幅 書翰　初句到駿州

51 掛物 同上 一幅 書翰　初句小笠原いつみ

52 掛物 二代将軍徳川秀
忠親筆 一幅 和歌　初句しら浪の

53 掛物 三代将軍徳川家
光親筆 一幅 和歌式紙　初句大かたの 右当家二代ノ祖徳川光友以降伝来

54 掛物 四代将軍徳川家
綱親筆 一幅 詩七言二句　初句今日不知 右当家五代徳川五郎太以降伝来以下

同シ
55 掛物 同上 一幅 詩七言二句　初句威加海内
56 掛物 同上 一幅 伊勢物語画彩色詞書

57 掛物 四代将軍徳川家
綱親筆 一幅 墨画布袋ノ図

58 掛物 五代将軍徳川綱
吉親筆 一幅 詩　初句道通天地

和歌　初句万代を
右当家六代徳川継友以降伝来以下同
シ

59 掛物 五代将軍徳川綱
吉親筆 一幅 彩色住吉行幸ノ図

60 掛物 五代将軍徳川綱
吉親筆 一幅 着色寿老人ノ画

61 掛物 同上 一幅 語　懐明徳　三大字横物

62 掛物 十代将軍徳川家
治親筆 三幅対 左右墨画竹　中着色鶴 右当家十一代徳川齊温以降伝来以下

同シ

63 掛物 同上　有落款 三幅対 着色　左芳野　右竜田　中富士
山

64 掛物 十一代将軍徳川
家齊親筆有落款 一幅 語　正名ノ二字 右当家十三代徳川慶臧以降伝来以下

同シ

65 掛物 十一代将軍徳川
家齊親筆 一幅 着色　赤色牡丹花輪ノ折枝ヲ描

ク

66 掛物 十一代将軍徳川
家齋室廣大院筆 一幅 朗詠詩七言二句　初句嵩山表裏

千重雪

67 掛物 十二代将軍徳川
家慶親筆 一幅 墨画　葡萄枝間ニ月アリ其月ハ

着色 右当家十四代徳川慶勝以降伝来

68 掛物 当家初代徳川義
直親筆 一幅 五字一行　至聖文宣王 右祖先徳川義直以降伝来以下同シ

69 掛物 同人親筆 一幅 語　初句易曰知進退存亡而

70 掛物 当家初代徳川義
直筆 一幅 初句駱賓王

71 掛物 同上 一幅 語　初句君子之道

72 掛物
当家初代徳川義
直親筆　落款ア
リ

一幅 七言絶句画讃　初句天星何代隕
虚空

73 掛物 同上 一幅 手翰　初句御城奥方之

74 掛物 当家初代徳川義
直親筆 一幅 菅公束帯座像着色画讃　初句　

早春内宴
75 掛物 同上 一幅 語　七字一行　君子必慎其独也

76 掛物 当家初代徳川義
直親筆 一幅 和歌短冊　初句一声ハ

77 掛物
当家二代徳川光
友親筆　落款ア
リ

三幅対 墨画　左岩鶺鴒　中布袋　右蓮
ニ乙鳥

右当家二代ノ祖光友以降伝来以下同
シ

78 掛物 当家二代徳川光
友親筆 一幅 着色　文殊ノ像

79 掛物 同上 一幅 墨画　古木ノ梅左右ニ花アリ枯
枝ニ雀一羽止但踈画

80 掛物
当家二代徳川光
友親筆　落款ア
リ

一幅 墨画山水　山中人家一棟ヲ描キ
水辺一小舟ヲ浮フ

81 掛物 同人詞書并六男
六郎画両筆 一幅 墨画梅ノ絵　光友詞書アリ　初

句　六郎二歳ノ時
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82 掛物
当家二代徳川光
友親筆　落款ア
リ

一幅 画讃　墨画山水　和歌　初句　
色かほる

名古屋
大曽根邸

83 掛物 当家二代徳川光
友親筆 一幅 墨画山水　山上ニ樹木アリ遠村

ニ塔一宇林上ニ露ハル

84 掛物 同上　落款アリ 一幅 墨画　古木ノ梅立枝ニ鶯一羽止
ル図

85 掛物 当家二代徳川光
友親筆　落款有 一幅 山水画讃七言絶句　初句蘆芲誤

作衡陽雪

86 掛物 同上 一幅 着色　山水ノ画　遠山重畳月ヲ
描キ山麓林中人家三棟

87 掛物 当家二代徳川光
友親筆 一幅

着色　秋三夕ノ和歌及画　水流
鴫一羽飛行ノ図　槇立山ノ図　
海濱苫家二棟ノ図

88 掛物 同上　無落款 一幅 和歌　初句心なき

89 掛物 当家二代徳川光
友親筆 一幅

彩色画讃　菅公像束帯ノ座像同
公ノ詩　讃七言絶句　初句今霄
旅宿

90 掛物 同上　無落款 一幅 天神名号

91 掛物 同上　落款有 一幅
墨画　水流アリ竹枝垂レテ水中
ニ入ル其傍ラ小魚数尾浮フ翡翠
竹枝ノ上ニアリテ小魚ヲ得ント
スルノ形状ヲナスノ図

92 掛物
当家二代徳川光
友親筆　落款ア
リ

一幅 墨画　布袋杖ヲ以テ袋ヲ荷ヒ腹
部ヲ表ハシ踊ノ図

93 掛物 当家三代徳川綱
誠筆 一幅 画讃着色　歌仙束帯ノ像　讃和

歌　初句一ふしに
右当家三代徳川綱誠以降伝来以下同
シ

94 掛物 当家三代徳川綱
誠親筆 一幅 語四字一行　君止於仁

95 掛物 当家四代徳川吉
通親筆　在名 一幅 詩歌色紙三葉七言絶句 右当家四代徳川吉通以降伝来

96 掛物 当家四代徳川吉
通拾歳ノ親筆 一幅 墨画　竹 右当家四代徳川吉通以降伝来

97 掛物 当家九代徳川宗
睦親筆在名 一幅 和歌　初句ほとときす 右当家九代宗睦以降伝来

98 掛物 当家十代徳川齊
朝親筆 一幅 語五字一行　木従縄則正 右当家十代徳川齊朝以降伝来

99 掛物 当家十一代徳川
齊温親筆 一幅 語五字一行　花落擁籬根 右当家十一代徳川齊温以降伝来

100 掛物
当家十二代徳川
齊荘親筆　落款
アリ

一幅 語四字一行　福如東海 右当家十二代徳川齊荘以降伝来

101 掛物 当家十三代徳川
慶臧親筆 一幅 語五字一行　蘭署得人芳 右当家十三代徳川慶臧以降伝来以下

同シ
102 掛物 同上　無落款 一幅 語五字一行　山呼萬歳声

103 掛物 当家十四代徳川
慶勝親筆　 一幅 語五字一行　幽勝似僊家 右当家十四代徳川慶勝以降伝来

104 掛物
当家十五代徳川
茂徳親筆　落款
アリ

一幅 語五字一行　風景一時新 右当家十五代徳川茂徳以降伝来

105 掛物 当家十六代徳川
義宜親筆 一幅 語四字一行　故旧不遺 右当家十六代徳川義宜以降伝来

106 掛物 当家十代徳川齊
朝室清湛院親筆 一幅 古歌　初句春かすみ 右当家十代徳川齊朝以降伝来

107 掛物
当家十二代徳川
齊荘室貞慎院親
筆

一幅 和歌　初句茂李そふ 右当家十二代徳川齊荘以降伝来

108 掛物
当家九代徳川宗
睦養女近衛基前
室維学心院親筆

一幅 和歌　初句百年の 右当家九代徳川宗睦以降伝来

109 掛物 狩野元信筆　在
印 一幅 着色　嚔布袋ノ図 右祖先伝来以下同シ

110 掛物 雪舟筆　左方ニ
落款アリ 一幅 墨画　山腹樹陰人家二棟アリ遠

山ノ間隈アリ又山間松樹アリ
111 巻物 伏見天皇宸筆 一巻 朗詠詩歌　七言四句　歌二首 右祖先伝来以下同シ
112 巻物 伏見天皇宸筆 一巻 和歌九首
113 巻物 伏見天皇宸筆 一巻 権右中弁の文
114 巻物 伏見天皇宸筆 一巻 詞書　初句　とりのこゑに
115 巻物 後伏見天皇宸筆 一巻 歌合
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116 巻物 後伏見天皇宸筆 一巻 詞書

名古屋
大曽根邸

117 巻物 後醍醐天皇宸筆 一巻 宸翰及詞書　八種
118 巻物 後二條天皇宸筆 一巻 和歌十二首
119 巻物 後小松天皇宸筆 一巻 詞書
120 巻物 後小松天皇宸筆 一巻 宸翰
121 巻物 後陽成天皇宸筆 一巻 和歌四十八首
122 巻物 明正天皇宸筆 一巻 宸翰
123 巻物 後光厳天皇宸筆 一巻 詞書
124 巻物 後円融天皇宸筆 一巻 朗詠詩歌　七言六句　歌三首
125 巻物 後円融天皇宸筆 一巻 歌合
126 巻物 東福門院御筆 一巻 源氏詞書抜粋 右当家二代徳川光友以降伝来

127 巻物 当家初代徳川義
直親筆始 一巻

書翰　義直親筆、墨画ノ梅　讃
江雪和尚　七言絶句　光義親
筆、語止至善　継友親筆、着色
柘榴ノ画　宗春親筆、朗詠懐紙
　筆者不詳、和歌寄松祝　懐紙
　宗睦親筆

右祖先伝来

128 巻物 当家二代徳川光
友親筆 一巻 和歌三首及画　彩色白菊ノ画 右当家二代徳川光友以降伝来以下同

シ

129 巻物 当家二代徳川光
友親筆 一巻 旋頭歌拾七首

130 巻物 当家二代徳川光
友親筆 一巻 山水ノ画及和歌一首、金地扇面

二枚　歌

131 巻物 当家二代徳川光
友親筆 一巻 三拾六歌仙和歌

132 巻物 当家二代徳川光
友室霊仙院親筆 一巻 和歌及詞書

133 巻物

当家八代徳川宗
勝　六男松平勝
長親筆書二枚、
七男松平勝当親
筆画六枚

一巻 書画 右当家八代徳川宗勝以降伝来

134 巻物
当家九代徳川宗
睦長男徳川治休
親筆

一巻 藤原雅親百首歌 右当家九代徳川宗睦以降伝来以下同
シ

135 巻物
当家九代徳川宗
睦三男徳川治行
親筆始

一巻 書

136 巻物
初代徳川義直長
女広幡忠幸室普
峯院親筆

一巻 詩歌　七言六拾二句　歌廿三首 右祖先伝来

137 巻物 八代宗睦 二巻一部 論語

右者藩校明倫堂中聖堂ノ神主ト為セ
シ者ニシテ当家九代従二位大納言宗
睦自書シテ之ヲ納メ天明六年二月
十三日初テ釈菜ヲ挙行シ爾来廃藩ニ
至ルマテ連年此祭典ヲ施行セリ
右当家九代宗睦以降伝来

138 巻物 古土佐家之筆 一巻
彩色画像
古代天皇御始衣冠着用ノ像三十
七

右祖先伝来以下同シ

139 巻物
世尊寺行尹筆　
詞書、古土佐ノ
筆　画着色

一巻 破来頓々物語

140 経 亀山天皇宸筆　
但八巻 一部 法華経紙本 右祖先伝来以下同シ

141 経 後水尾天皇宸筆 一巻 普門品紺紙金泥廿五折

142 経 当家二代徳川光
友室霊仙院親筆 一帖 普門品　但仮名書紙本　廿四折

143 手鑑 聖武天皇宸筆初 一帖 紙本廿五折　古筆切及び色紙短
冊　惣数百七拾五葉

144 手鑑 聖武天皇宸筆初 一帖 紙本廿四折　古筆切及び色紙短
冊　総数百三十六葉

145 手鑑 聖武天皇宸筆初 一帖
紙本十五折　宋ノ柯九思龍ノ画
張込、同上同筆虎ノ画、平家物
語ノ図六十葉

146 手鑑 聖武天皇宸筆初 一帖 紙本廿折　古筆切及色紙短冊　
総数百拾七葉

147 手鑑 聖武天皇宸筆初 一帖 紙本廿五折　古筆切及色紙短冊
　総数百拾五葉

148 手鑑 伏見天皇宸筆初 一帖 紙本廿折　古筆切及び色紙短冊
総数百四拾八葉
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149 手鑑 後陽成天皇宸筆
初 一帖 紙本廿折　古筆切及び色紙短冊

総数百五拾壱葉

名古屋
大曽根邸

150 手鑑 二代将軍徳川秀
忠親筆 一帖 紙本廿七折　源氏物語　画五拾

四枚　土佐光則筆

151 手鑑 初代徳川義直親
筆 二帖 紙本布目振箔三十四折

152 手鑑 当家初代徳川義
直親筆 一帖 紙本四折　詩歌短冊張込十六枚

153 手鑑 当家初代徳川義
直親筆 二帖 錦繍段　紙本上五十一折、下

五十折

154 手鑑 当家初代徳川義
直親筆 一帖 草訣歌帖　紙本十九折

155 手鑑 当家初代徳川義
直親筆 一帖 扇面張込帖　紙本七折

156 手鑑 当家二代徳川光
友親筆 一帖 色紙張込帖　紙本二十折 右当家二代徳川光友以降伝来

157 手鑑 当家十四代徳川
慶勝親筆 五帖 千字文紙本四拾三折 右当家十四代徳川慶勝以降伝来

158 色紙 六代将軍徳川家
宣親筆 一枚 和歌　初句　さよ更て 右当家七代徳川宗春以降伝来

159 色紙 当家二代徳川光
友親筆 十二枚 一　初句　三尺剣光 右当家二代徳川光友以降伝来以下同

シ

160 短冊 当家二代徳川光
友親筆 十八枚 一　初句　賢詩良友

161 短冊 当家九代徳川宗
睦親筆 四枚 一　初句ことふきに 右当家九代徳川宗睦以降伝来以下同

シ

162 短冊
当家九代徳川宗
睦長男徳川治休
親筆

二枚 紙本和歌

163 短冊 同上宗睦三男徳
川治行親筆 一枚 紙本和歌　初句いくる世の

164 短冊 当家初代徳川義
直室高源院親筆 一枚 紙本和歌　初句白雲に 右当家祖先徳川義直以降伝来

165 歌書 当家二代徳川光
友親筆 一部 三十六歌仙 右当家二代徳川光友以降伝来以下同

シ

166 歌書 当家二代徳川光
友親筆 三冊一部 古今集

167 歌書 当家十二代徳川
齊荘親筆 三冊三部 自詠歌書 右当家十二代徳川齊荘以降伝来

168 歌書
当家九代徳川宗
睦三男徳川治行
室聖聰院親筆

二冊一部 宗睦和歌詠草 右当家九代徳川宗睦以降伝来以下同
シ

169 歌書
当家九代徳川宗
睦養女近衛基前
室維学心院親筆

十四冊一
部 宗睦詠歌

170 歌書 行成卿筆 一冊一部 重之家集 右祖先伝来以下同シ

171 歌書 近衛基凞筆 十六冊一
部 八代集

172 曽我物語 筆者不詳 十二冊一
部

173 歌書 持明院基輔筆 五十四冊
一部 源氏物語

174 屏風 後深草天皇宸筆
　小六枚折 一双 仮名御文四通張込

175 屏風 後伏見天皇宸筆
　小六枚折 一双 御製張込

176 屏風 小栗宗丹筆　 一双 芒燕ノ画六枚折　無落款
177 書 徳川家康親筆 一冊 覚書　慶長十八年 右祖先伝来以下同シ

178 書 徳川家康実名花
押親筆 一通 手翰　七月九日　小池筑前守宛

179 書 徳川家康親筆実
名朱印アリ 一通 感状　天正十年六月二十一日　

小池筑前守宛

180 書 当家初代徳川義
直親筆 一枚 源家正嫡

181 画讃 当家初代徳川義
直親筆 八枚

和安養尼像着色、采女像着色、
前中書王像着色、伊勢ノ像着色、
小野小町ノ像着色、河島皇子像
着色、中納言定家ノ像着色、大
学頭山田史三方像着色

182 書 当家初代徳川義
直親筆 二十四枚
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183 画 当家二代徳川光
友親筆 二枚 菅公像、唐人立像 右当家二代徳川光友以降伝来以下同

シ

名古屋
大曽根邸

184 画 当家二代徳川光
友親筆 二枚 絹本唐人座像　人丸像

185 画 当家二代徳川光
友親筆 二枚 絹本朱子像

186 画
当家二代徳川光
義（光友初名）親
筆

一枚 菅公像并詩

187 書 当家六代徳川継
友親筆 拾枚 右当家六代徳川継友以降伝来

188 書 当家七代徳川宗
春親筆 一枚 紙本和歌　初句九重や 右当家七代徳川宗春以降伝来

189 書 当家八代徳川宗
勝親筆 一枚 紙本　關雎ノ二字 右当家八代徳川宗勝以降伝来以下同

シ

190 書 当家八代徳川宗
勝親筆 七枚 紙本中奉書　詩歌　初句　春眠

不覚暁

191 書 当家八代徳川宗
勝親筆 三枚 紙本　義ノ一字、鸞ノ一字、寄

鶴祝歌

192 書 当家十代徳川齋
朝親筆 一枚 朱唐紙　七字一行　一千年色雪

中深 右当家十代徳川齊朝以降伝来

193 書 当家十一代徳川
齋温親筆 三枚 右当家十一代徳川齊温以降伝来

194 書 当家十四代徳川
慶勝親筆 三枚 右当家十四代徳川慶勝以降伝来

195 書 当家四代徳川吉
通室瑞祥院親筆 一枚 布目紙　和歌　いく千代と 右当家四代徳川吉通以降伝来

196 書
当家九代徳川宗
睦長男徳川治休
親筆

一枚 紙本　天地ノ二字 右当家九代徳川宗睦以降伝来

197 書 徳川清康親筆 一枚 三社託宣 右祖先伝来

198 具足 熊毛植黒糸威 一領
右徳川家康三河出身以来数十回ノ戦
役ニ着用セシモノニシテ名古屋城ニ
納メラレ後故アッテ祖先義直ヘ譲与
セラレタルモノナリ

199 陣太鼓 一個 胴曲物黒塗銕鋲脊負枠入
右徳川家康数十回ノ戦役ニ用ヒタル
者ニシテ前件甲冑ニ属シタルモノナ
リ

200 軍配団扇
網代中央綟子張
菱梅模様但白茶
地菱蜀江模様袋
入

一個 右徳川家康所持ニシテ祖先義直ヘ譲
与シタルモノナリ

201 冑
糸緋威大満仲錣
明珍宗泰作及徳
川源義季ト鉢裏
後板ニ銘アリ

一個

右八幡太郎義家四代ノ後裔当家遠祖
徳川四郎義季ノ所持ニシテ累代相伝
徳川家康ニ至ル家康八男仙千代平岩
主計頭親吉養子トナルノ際此冑ヲ家
康ヨリ與ヘラレタリ仙千代逝去ノ後
親吉 冑ハ徳川家由緒ノ器物ナルヲ
以テ家臣平野采女ニ命シ之カ修理ヲ
ナサシメ徳川家ヘ返却ナサシメント
セシニ其素志ヲ果サスシテ親吉卒ス
親吉卒後采女故有テ逐電シ 冑ヲ京
師ノ商家太田屋某ニ預ケ旅費ヲ得タ
リト云フ其後多年ノ星霜ヲ経過シ大
和國郡山柳町太田六郎右衛門所持セ
シヲ聞キ寛延元年辰十月四日之ヲ購
求セシモノナリ

202 具足 黒塗黒糸威 一領
右ハ祖先義直徳川家康ニ随従シ大坂
ノ戦役ニ着用セシ者ニシテ累代之ヲ
伝フ

203 具足 黒糸威 一領 右ハ祖先義直予備ノ具足ニシテ爾来
相伝ス以下同シ

204 具足 黒塗黒糸威 一領

205 具足 朱塗啄木糸威 一領

右ハ寛永三年寅七月二代将軍秀忠上
洛ノ時祖先義直随従上京ニ際シ春田
吉次ニ命シ具足三領ヲ調製セシメ二
領ハ紀州家水戸家ヘ贈与シ一領ハ義
直着用ノ品ニシテ累代之ヲ伝フ

206 具足 黒塗黒糸威 一領 右ハ祖先義直予備ノ具足ナリ

207 具足 白糸威 一領
右ハ祖先義直特ニ意ニ適シタルヲ以
テ旅行ノ際必ス之ヲ携帯セシモノニ
シテ累代相傳スヘキ旨遺言アリ
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208 軍配団扇 一柄 徳川家康所持ノ軍配ヲ模造シタルモ
ノナリ

名古屋
大曽根邸

209 白熊采配 二柄
右軍配団扇采配ノ二品先祖義直ノ所
持ニシテ累代相伝ス以下同シ、梨地
ノ方豊公所持義直伝来

210 軍扇 三柄 由緒　敬公伝来
211 鞭 二本 由緒　敬公伝来
212 孫手 一個 敬公伝来
213 狩箙 一個
214 馬面 早瀬吉政作 一個
215 馬鎧 一個
216 白銅鉦 一個
217 陣太鼓 一個
218 螺 一個
219 馬標 一個

220 具足 銀箔置白糸威 一領

右ハ徳川家康第四子従五位下下野守
忠吉慶長五年子九月十五日濃州関ヶ
原戦役ノ際大坂方ノ先鋒島津兵庫入
道義弘ノ部将松浦或ハ松井三郎兵衛
ト闘ヒ同人ヲ組伏セ討取タル時着用
ノ甲冑ニシテ鮮血附着シ今尚其痕跡
ヲ遺セリ忠吉卒去ノ後清洲城ヲ名古
屋ニ移シ祖先義直名古屋城主タリシ
際 甲冑ノ如キモ譲与セラレタルモ
ノナリ忠吉ﾊ文禄元年辰二月十九日
武蔵国忍ノ城主ニ封セラレ拾万石ヲ
領シ慶長五年子十一月十八日関ヶ原
戦功ニヨリ尾州清洲ノ城主トナリ四
拾万石ニ封セラル同月二十九日従四
位下侍従薩摩守ニ累遷シ同十年子六
月二十九日従三位左近衛権中将ニ任
セラル

221 鎧 黒塗勝色糸威 一領
右ハ八代従三位中納言宗勝六男従四
位下左近衛権少将勝長ノ所持ニシテ
爾来相伝ス

222 具足 銀箔置白糸威 一領
右ハ当家三代贈従二位大納言綱誠第
十子安房守通温ノ所持ニシテ爾来相
伝ス

223 具足 黒塗紺糸威 一領 右ハ当家十四代従一位大納言慶勝所
持ニシテ相伝ス

224 具足 黒塗白糸威 一領
右甲冑ハ累代相伝ニシテ当家十五代
従三位義宜着用ノ具トシタルモノナ
リ

225 刀 在銘丹波守吉道 一口

右当家十四代従一位大納言慶勝国家
多事ノ秋ニ膺リ勅命ヲ辱フシ文久三
年六月上京シ同月十七日参朝ノ際賜
フニ盃及本條ノ刀ヲ以テセラル爾来
之ヲ相伝ス

226 短刀 無銘平打 一口
右明治二年三月六日従一意大納言慶
勝議定職ヲ命セラレ天顔ニ咫尺シ盃
及本條ノ刀ヲ賜フ爾来相伝ス

227 太刀 在銘来孫太郎作 一口
右徳川家康所持ニシテ元和四年午
十一月朔日駿府ヨリ祖先義直ヘ譲与
セラレタルモノ也

228 短刀 在銘筑州住國弘
作平打白鞘 一口 右徳川家康ノ帯シタルモノニシテ祖

先義直ヘ譲与セラレ爾来相伝ス

229 刀 在銘青江包次　
白鞘 一口

右徳川家康駿府ニ所蔵セシモノニシ
テ元和四年午十一月朔日祖先義直ヘ
譲与セラレタルモノナリ

230 刀 守家　光忠両作
　白鞘 一口

右加藤肥後守清正ヨリ徳川家康ヘ贈
リタルモノニシテ以来駿府ニ所蔵シ
元和四年午十一月朔日祖先義直ヘ贈
与セラレラレタルモノナリ

231 刀 在銘貞真　白鞘 一口
右徳川家康駿府ニ貯蔵セシモノニシ
テ祖先義直ヘ譲与セラル爾来相伝ス
以下同シ

232 刀 無銘城州兼永　
白鞘 一口 正徳四午年折紙代金五百貫

233 刀 無銘一文字　白
鞘 一口 享保元申年折紙代金三拾枚

234 刀 無銘正恒　白鞘 一口 元禄四未年折紙代金五百貫
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235 刀 無銘相模國貞宗
　白鞘 一口

名古屋
大曽根邸

236 刀 在銘藤島　白鞘 一口 寛保三亥年折紙代金七枚
237 刀 在銘廣助　白鞘 一口
238 小サ刀 在銘正宗 一口

239 小サ刀 在銘二王清則　
白鞘 一口

240 短刀 無銘保昌五郎　
平打　白鞘 一口 札代金弐枚五両

241 短刀 無銘郷則重　白
鞘 一口

242 短刀 無銘濃州志津平
打　白鞘 一口

243 刀 在銘備前国光忠
　白鞘 一口

右豊臣秀吉ノ帯シタルモノニシテ徳
川家康ヘ譲与セラレ爾後又祖先義直
ヘ授与セリ爾来相伝ス以下同シ

244 刀 在銘備前国則宗
　白鞘 一口

245 刀 在銘来國光作　
白鞘 一口

右元和九年亥閏八月日不詳三代将軍
家光ヨリ祖先義直ヘ贈与セラレタル
モノナリ

246 刀 在銘一文字　白
鞘 一口

右元禄十一年寅三月日不詳五代将軍
綱吉江戸本邸ヘ臨マレ当家四代贈従
二位大納言吉通ヘ贈与セラレタルモ
ノナリ

247 刀 在銘信国　白鞘 一口
右元禄十一年寅三月十八日五代将軍
綱吉江戸麹町邸ヘ臨マレタル時当家
四代贈従二位大納言吉通ヘ授与セラ
レタルモノナリ

248 刀 在銘長光 一口
右元禄十一寅年月日不詳前項ト等シ
ク五代将軍綱吉ヨリ譲与セラレラタ
ルモノナリ

249 刀 在銘備州長舩住
兼光　白鞘 一口

右元文四未年四月十一日当家八代従
三位中納言宗勝帰国ノ際八代将軍吉
宗ヨリ贈与セラレタルモノナリ

250 刀 在銘古備前正恒
　白鞘 一口

右延享二年丑十月九日八代将軍吉宗
ヨリ当家九代従二位権大納言宗睦ヘ
贈与セラレタルモノナリ

251 刀 在銘國宗 一口

右寛政十一未年十一月十九日当家十
代正二位大納言齋朝一橋家ヨリ養子
トナリ婚礼ノ式ヲ挙行セシヲ以テ
十一代将軍家齊ヨリ贈与セラレタル
モノナリ

252 刀 在銘備州長舩住
兼光　白鞘 一口

右十一代将軍家齊退隠江戸城西丸ヘ
移転ノ際祝賀トシテ当家十二代従二
位大納言齋荘登城ノ節授与セラレタ
ルモノナリ

253 刀 在銘備中國住人
貞次作　白鞘 一口 右祖先徳川義直ノ帯シタルモノニシ

テ累世相伝ス以下同シ

254 小サ刀 無銘大原真守　
白鞘 一口

255 短刀 無銘ワカヱ正宗
　白鞘 一口

右祖先伝来ニシテ名古屋城天守閣ニ
貯蔵セシモノナリ　但其出所詳ナラ
サレ共天守閣ニ貯蔵ノ器物ハ概シテ
大坂城ヨリ移シタルモノナレハ本條
ノ如キモ同種ノモノト認定ス

256 短刀 朱銘左安吉平打
　白鞘 一口 右当家二代徳川光友ノ帯シタルモノ

ニシテ累世相伝ス

257 短刀 在銘来國俊　白
鞘 一口

右当家六代贈従三位中納言継友ノ室
近衛准后家煕ノ女享保三戌六月十一
日結婚ノ際携帯ノ品ニシテ爾来相伝
ス

258 刀 無銘備中國直次
作　白鞘 一口 右当家九代従二位大納言宗睦ノ帯シ

タルモノニシテ爾来相伝セリ

259 刀 在銘備前国長舩
長光造　拵付 一口 右当家九代従二位大納言宗睦ノ帯シ

タルモノニシテ爾来相伝ス

260 小柄 名物浮木亀　無
銘 一個 右祖先伝来以下同シ

261 三所物 名物丸木橋　無
銘 一具

262 鐔 名物あけほの　
無銘 一個
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263 鞍鐙 梨地武具蒔絵 一具
右明治二年七月廿一日正二位徳川慶
勝在職中勉励苦労ニ思召候旨ヲ以陛
下リ前顕ノ鞍鐙ヲ賜フ以来相傳ス

名古屋
大曽根邸

264 鞍 海有臘色塗　伊
勢駿河守貞雅作 一口

265 鐙 臘色塗　 一足
266 轡 一鑣

267 馬氊 一掛

右鞍鐙轡馬氊ノ四件ハ徳川家康数回
ノ戦役ニ使用セシモノニシテ特ニ馬
氊ハ苦戦ニ負傷セシ際鮮血ノ痕跡ヲ
残セリ故有テ祖先義直ヘ譲与セラレ
タルモノナリ

268 刀掛 蠟色地菊桐葵紋
金蒔絵 一個

269 手拭掛 蠟色地菊桐葵紋
金蒔絵 一個

270 盃 梨地菊桐葵紋金
蒔絵 一個

271 燗鍋 梨地菊桐葵紋金
蒔絵 一個

272 重箱 梨地菊桐葵紋金
蒔絵三重組 一組

右五件ハ徳川家康親シク使用セシモ
ノニシテ祖先義直へ譲与セラレタル
モノナリ

273 釜 蘆屋鼙鼓形蓋唐
銅裏糸目 一個 右祖先伝来

274 茶壺 古瀬戸銘夕時雨 一個 右祖先伝来以下同シ

275 茶碗 星建盞天目銀覆
輪　宋時代 一個

276 茶碗 玳比盞銀覆輪 一個

277 蜀江錦 模様変り 一反 右ハ徳川家康所蔵セシ者ニシテ祖先
義直ヘ譲与セラレタルモノナリ

278 蒙流 織留鶏頭模様 一反 右祖先伝来以下同シ

279 蜀江錦 茶地菱模様 一裂

名古屋
大曽根邸

280 蜀江錦 丹地円形紋金入
牡丹唐草段織 二裂

281 蜀江錦 丹地円形紋牡丹
模様 一裂

282 蜀江錦 黒地亀甲金入円
形紋模様 一裂

283 紗 丹地唐花ニ蝶模
様縫潰シ 二裂

284 金 丹地八角繋キ模
様 一裂

285 金 丹地八角繋キ模
様 二裂

286 金 丹地小菱四ツ目
模様 一裂

287 金 丹地大牡丹唐草
模様 一裂

288 金 花色地角模様 一裂
289 金 無地 七裂
290 印金 薄柿地角竜模様 四裂
291 和物金襴 白地中牡丹模様 二裂

292 銀襴 紫地大黒屋裂小
牡丹宝尽 六裂

293 安楽庵 紫地大内桐模様 四裂

294 安楽庵 萌黄紗地牡丹模
様 五裂

295 安楽庵 萌黄地大牡丹模
様 一裂

296 焼裂 萌黄地雲鳳凰模
様 一裂

297 焼裂 紺地大牡丹模様 一裂
298 焼裂 白地小牡丹模様 一裂

299 焼裂 花色地中牡丹模
様 一裂

300 風帯 模様　各種 三拾壱筋
301 絽金 紫地中牡丹模様 二裂

302 絽金 紺地竜丸唐草宝
尽 二裂

名古屋
大曽根邸

303 紗 茶地糸入花鳥模
様 二裂

304 紗 白地牡丹模様 四裂
305 紗 茶地飛模様 六裂

306 紗 茶地牡丹唐草模
様 一裂

307 紗 茶地中牡丹模様 二裂

308 黄純 白地牡丹ニ蝶模
様 二裂

309 黄純 白地大内桐模様 一裂

310 蜀江 丹地人形入牡丹
唐草模様 一裂

311 純子 浅黄地籠縞ニ鳥
模様 二裂

312 純子 萌黄地雲紗綾形
模様 五裂

313 純子 萌黄地柘榴模様 四裂

314 祖父気附 唐物茶地金入　
裏白羽二重 一枚

315 祖父気附 唐物黄色純子　
裏紫羽二重 一枚

316 側次
唐物花色地唐草
ノ内ニ卍字模様
　裏茶絹

一枚

317 古金襴摸 白地小牡丹模様 三裂

318 安楽庵
萌黄地紗綾形輪
花宝珠ノ内ニ兎
模様

一裂

319 安楽庵 萌黄金地大牡丹
模様 一裂

320 安楽庵 萌黄金地中牡丹
模様 一裂

321 安楽庵 花色地中牡丹宝
尽模様 二裂

322 焼裂 萌黄地鹿ノ子梅
虫模様 一裂
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323 焼裂 花色地蔓模様 一裂

名古屋
大曽根邸

324 焼裂 茶地織分宝尽模
様 一裂

325 焼裂 萌黄地竜ノ丸菱
ノ内ニ卍字模様 一裂

326 焼裂 白地尾長鳥蔓模
様 一裂

327 焼裂 黒地鳳凰牡丹模
様 一裂

328 焼裂銀襴 白地小牡丹模様 一裂
329 焼裂 紫地花兎模様 一裂
330 焼裂 花色地花兎模様 二裂

331 紗金織 花色地大内桐模
様 二裂

332 黄純 白地大内桐模様 三裂
333 蜀江錦 茶地 一裂

334 朝鮮錦
丹地紗綾形獅子
ノ丸喜ノ字七宝
模様

一裂

335 朝鮮錦 白茶地雲ニ鳳凰
ノ丸模様 二裂

336 金 萌黄地紗綾形霊
芝ニ七宝模様 一裂

337 琉球物 茶地乱格子花菱
模様 一裂

338 繻珍 花色地亀甲模様 一裂

339 細川純子 紺地卍字油炬形
内ニ雨竜模様 一裂

340 上代純子 浅黄地折入菱ニ
牡丹模様 一裂

341 純子 花色地雲鶴模様 二裂
342 純子 花色地水鳥模様 一裂

343 風通段織 萌黄地金入小模
様白鼠藤色 一裂

344 風通 花色地金入牡丹
唐草模様 二裂

345 蒙流 銀地萌黄金入花
鳥模様 二裂

346 蒙流 白茶浅黄竪縞ノ
内ニ花模様 六裂

347 吉野廣東 手変 一裂

348 望月廣東 白茶紺萌黄竪縞
横筋織分 五裂

349 縬廣東 白地花色竪横縞 一裂

350 金入唐純子 茶地霊芝唐草模
様 二裂

351 萬暦時代純子 紺地人形手牡丹
唐草模様 二裂

352 名物珠光純子 花色地 三裂
353 名物古渡純子 茶地笹蔓模様 一裂

354 名物古金襴 天鵞絨色花兎模
様 一裂

355 笹蔓純子 茶地 三裂
356 金木理 チョロケン 六裂
357 銀木理 チョロケン 二裂

358 焼裂 茶地紗綾形桃模
様 二裂

359 蜀江錦 茶地 一裂

360 蜀江錦 茶地石畳菱井桁
飛模様 一裂

361 純子 萌黄織色地笹蔓
模様 廿裂

362 焼裂 縞ニ牡丹菊模様 一裂

363 定家純子 花色地茶紋菊桔
梗唐草模様 一裂

364 細川純子 紺地卍字油炬形
内ニ雨竜模様 五裂

365 芝山純子 花色地折入菱ニ
雨竜模様 二裂

366 蜀江錦 茶地牡丹亀甲段
模様 一裂

名古屋
大曽根邸

367 蜀江錦 丹地大牡丹模様 一裂
368 綴ノ錦 金入雲竜模様 一裂

369 安楽庵 萌黄金地中牡丹
模様 四裂

370 焼裂 花色地乱桐模様 三裂

371 紗金織 濃浅黄地大牡丹
模様 五裂

372 純子 鼠地黄織色霊芝
笹唐草模様 二裂

373 縬廣東 白地紺三筋竪横
真田入 六裂

374 名物二人静古
金襴茶入袋

濃紫色逢鳳凰ノ
丸模様 一個

375 壱番更紗 白地草花模様 二裂

376 名物東山裂古
金襴

萌黄地小牡丹唐
草模様　茶入袋
裂

二

377 名物古金襴 天鵞絨色花兎小
模様 三裂

378 名物上代平野
廣東 一裂

379 焼裂金襴 赤地梅模様 一裂

380 焼裂 赤地輪ノ内ニ菊
模様 一裂

381 紅毛本國羽二
重織 二裂

382 上代純子 花色地雲竜小模
様 二裂

383 厨子棚 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵 一個

384 黒棚 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵 一個

385 書棚 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵 一個

386 書棚 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵 一個

387 書棚 梨地源氏胡蝶ノ
巻蒔絵 一個

388 大角赤
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
打被蓋

一個

389 小角赤
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
打被蓋

一個

390 手箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　掛子付
印籠蓋銀覆輪

一個

391 手箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　掛子及
抽斗附長方形印
籠蓋

一個

392 手箱
梨地源氏胡蝶ノ
巻蒔絵　長方形
印籠蓋

一個

393 鏡台
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　角形抽
斗二個付

一個

394 櫛箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
印籠蓋

一個

395 櫛箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
ニ打被蓋掛子附

一個

396 小櫛箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
打被蓋掛子付

一個

397 眉作箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
二重組印籠蓋掛
子附

一個
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398 旅眉作箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
印籠蓋抽斗掛子
附

一個

名古屋
大曽根邸

399 乱箱 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形 一個

400 乱箱 梨地源氏初音ノ
蒔絵　長方形 一個

401 耳盥 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　丸形 一個

402 耳盥 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　丸形 一個

403 渡シ金箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
印籠蓋

一個

404 鉄漿箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
印籠蓋二重組

一個

405 楊枝箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
打被蓋

一個

406 湯注子盥 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵 一個

407 硯箱文台 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵 一具

408 硯箱文台 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵 一具

409 色紙箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
印籠蓋

一個

410 短冊箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
印籠蓋掛子附

一個

411 見台 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　抽斗附 一個

412 見台 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵 一個

413 机
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　但抽斗
付

一個

414 机
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　但抽斗
無之

一個

415 机
梨地源氏胡蝶ノ
巻蒔絵　但抽斗
付

一個

416 料紙箱 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　打被蓋 一個

417 硯箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　角形打
被蓋

一個

418 硯箱 梨地源氏胡蝶ノ
巻蒔絵 一個

419 文箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
打被蓋

一個

名古屋
大曽根邸

420 長文箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
打被蓋

一個

421 長文箱
梨地源氏胡蝶ノ
巻蒔絵　長方形
打被蓋

一個

422 香盆
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　角入り
長方形

一個

423 沈箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
打被蓋掛子附

一個

424 旅香具箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　角入長
方形印籠蓋掛子
付

一個

425 薫物壺 銀壺形象牙蓋 一個

426 帯箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
打被蓋

一個

427 帯箱
梨地源氏胡蝶ノ
巻蒔絵　長方形
打被蓋

一個

428 昆布箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　角形印
籠蓋

一個

429 昆布箱
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
印籠蓋

一個

430 碁盤 梨地源氏胡蝶ノ
巻蒔絵 一個

431 将棋盤 梨地源氏胡蝶ノ
巻蒔絵 一個

432 枕 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵 一対

433 枕香炉 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　引出付 一個

434 枕香炉 梨地源氏胡蝶ノ
巻蒔絵　引出付 一個

435 寄リ掛リ
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　長方形
掛子附

一個

436 貝桶
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　八角形
但貝無之

一対

437 刀掛
梨地源氏初音ノ
巻蒔絵　三本懸
ケ造　但上ニ一
本前ニ二本

一個

438 衣桁 梨地源氏初音ノ
巻蒔絵 一個

439 挟箱
梨地源氏胡蝶ノ
巻蒔絵長方形打
被蓋

一対

右第三百八拾三号ヨリ第四百三拾九
号ニ至ル附属物ハ宗家三代将軍家光
長女千代子当家二代目従二位大納言
徳川光友ヘ寛永十六年卯九月二十二
日婚礼ノ際持参ノ器具ナリ其内源氏
初音ノ巻蒔絵歌ノ文字ハ梶井宮圓融
院殿御筆彫刻ハ法橋顕乗蒔絵ハ幸阿
弥ノ調製ナリ
蒔絵師幸阿弥私記入略伝写（省略）
右幸阿弥ノ伝ニヨレハ初音蒔絵ノミ
ヲ調製セシモノヽ如シト雖モ目録中
載スル所ノ胡蝶蒔絵モ亦幸阿弥ノ製
造ニ係ルモノヽ如シ其所以ハ前記ノ
如ク一対ノ器物ニシテ初音胡蝶両種
ノ蒔絵アリ尤モ其意匠ニ至テハ巧拙
ナキモノトノ鑑定ナリ

名古屋
大曽根邸

440 名所香箱 梨地須磨明石葵
紋散蒔絵 一個
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441 古今香箱 梨地四季花卉葵
紋散蒔絵 一個

名古屋
大曽根邸

442 宇治香箱 梨地宇治ノ里山
水葵紋散蒔絵 一個

443 花月香箱 梨地花月蒔絵長
方形 一個

444 伽羅割道具 蜀江模様葵紋散
蒔絵 一具

前顕第四百四拾号ヨリ第四百四拾四
号ニ至ル四種ノ香箱及ヒ伽羅割道具
ハ初音蒔絵器物附属品ニシテ蒔絵師
幸阿弥ノ調製セシヤ否ニ至テハ詳ナ
ラサレトモ其精工年代ノ如キハ初音
蒔絵ニ類スルモノナリ

445 十種香箱
梨地折紙香包貝
香合香炉火屋火
箸葵紋散蒔絵長
方形

一個
右ハ全四種ノ香箱ト均シク初音蒔絵
器物附属品ニシテ精工初音蒔絵ニ譲
ラスト雖モ年代稍々古色ヲ負ヒタル
者ナレハ幸阿弥ノ作ニ非ルヘシ

446 手箱
梨地松梅東山時
代蒔絵錫縁掛子
附長方形印籠蓋

一個 右祖先伝来以下同シ

447 食籠 堆朱楼閣人物彫
刻八角形内黒塗 一個

448 盆
堆朱牡丹模様二
重彫刻張成作丸
形高台附

一個

449 箪笥 梨地蜀江蒔絵引
出及建戸付 一個

右ハ豊臣秀吉愛玩ノ器物ニシテ故有
テ徳川家康ヘ譲与セラレ其後家康ヨ
リ又祖先義直ヘ譲与セラレタルモノ
ナリ

450 香合 梨地菊折枝蒔絵
丸平形 一個 右ハ初東福門院ノ鏡巣ナリトノ言ヒ

伝ヘニシテ祖先ヨリ伝来セリ

451 沈箱
蠟色地菊唐草鎌
倉時代蒔絵二重
組長方形印籠蓋

一個 右祖先伝来以下同シ

452 手箱 梨地籬ニ梅蒔絵
角形印籠蓋 一個

453 十炷香箱 梨地葵紋散秋草
蒔絵二重組 一個

454 香台
金タヒ塗若松山
水蒔絵角入長方
形足附

一個 右当家九代宗睦ヨリ伝来

455 沈箱 梨地山水蒔絵 一個 右祖先伝来

456 見台 梨地流水長春蒔
絵 一個 右当家二代光友ヨリ伝来

457 薬箪笥
梨地葵紋散唐草
繋キノ内菊蒔絵
建戸付但銀鍵添

一個 右祖先伝来以下同シ

458 見台 梨地牡丹唐草蒔
絵　引出附 一個

459 書棚 梨地松竹梅蒔絵 一個

460 鏡台
梨地松橘葵紋散
蒔絵角形　抽斗
附

一個

461 長文箱
梨地若松桜葵紋
散蒔絵長方形打
被蓋

一個

462 鏡台 梨地松橘蒔絵角
形抽斗付 一個

463 長文箱 梨地松橘蒔絵長
方形打被蓋 一個

464 香箱
梨地松梅東山時
代蒔絵錫縁長方
形

一個

465 手箱 梨地菊蒔絵二重
組長方形 一個

466 貝桶 梨地松橘葵紋散
蒔絵八角形 一対

467 硯箱
梨地秋野鎌倉時
代蒔絵胴張角形
　錫縁掛子付

一個

468 色紙箱 梨地山水鷺蒔絵
角形打被蓋 一個
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469 刀 名物遠江長光　
在銘 一口

右津田遠江ナルモノ所持セシヲ以テ
其名アリト云抑本刀ハ織田信長所持
ニシテ安土城ニ蔵ムル品ナリシガ天
正十年六月二日明智光秀ノ為ニ京都
本能寺ニ於テ生害セラレ光秀安土城
ノ器物ヲ押領シ老臣三名ヘ分与セシ
トキ本条長光ノ刀ハ津田遠江ニ與フ
光秀亡ヒシ後秀吉遠江ヲ助命シ秀次
ニ属セシム秀次生害ノ後遠江前田利
長ニ仕ヘ其際長光ノ刀ヲ呈セリ其後
五代将軍徳川綱吉ノ養女松子（實ハ
当家三代綱誠ノ女）加賀宰相吉徳ヘ
結婚ノ際将軍綱吉ヘ呈ス宝永六年五
月廿三日当家四代吉通初テ國ニ就ク
ノ際六代将軍徳川家宣ヨリ之ヲ贈与
セラレ爾来相伝ス

名古屋
大曽根邸

470 刀 名物鳥飼二字國
俊　在銘 一口

右ハ鳥飼宗慶ナル者所持セシヲ以テ
其名アリト云（宗慶ハ能書ノ名アリ）
宗慶之ヲ子息與兵衛ニ傳ヘ與兵衛之
ヲ細川幽齋ニ売却シ幽齋之ヲ子息忠
興ニ伝ヘ石田三成金五百貫ヲ以テ之
ヲ購求ス関ケ原ノ戦役ニ紛失シ其後
富田信濃守之ヲ得テ徳川家康ニ呈シ
家康ヨリ又当家初代義直ヘ譲与セラ
レ（其年不詳）爾来相伝ス

471 刀 名物兵庫守家　
在銘 一口

右ハ高野山ヨリ出テタル品ニテ徳川
家康之ヲ得当家初代義直ヘ駿河ニ於
テ譲与セラレ爾来相伝ス

472 刀 名物大左文字　
在銘 一口

右ハ寛永二丑年二月廿六日三代将軍
徳川家光当家江戸邸ヘ臨マレタルト
キ初代義直ヘ贈与セラレ爾来相伝ス

473 小サ刀 名物松浦源左衛
門尉信國　在銘 一口

右ハ慶長十六亥年四月三日豊臣秀頼
ヨリ当家初代義直ヘ贈リタル品ニシ
テ爾来相伝ス

474 脇差 名物鯰尾吉光ト
称ス　在銘 一口

右ハ鵜首造リノ形チ鯰ノ尾ニ似タル
ヲ以テ其称アリ元ト薙刀ヲ刀ニ直シ
タルモノナリト云自而シテ此刀ハ豊
臣家所持ノ品ナリシカ大坂落城ノ後
当家ニ傳リ先祖以来相傳ス又大坂落
城ノ際一旦火災ニ罹リタルモノヲ当
時越前下坂ヲシテ焼直サセシメタル
旨当家旧記ニアリ

475 短刀 三条宗近　在銘 一口 右徳川家康当家初代義直ヘ駿府ニ於
テ分与セラレ爾来相伝ス

476 短刀 新藤五國光　在
銘 一口 右ハ元禄十二卯年買収シ爾来相伝ス

477 短刀 山城國来國光　
在銘 一口 右ハ祖先伝来（出所不詳）

478 短刀 粟田口吉光　在
銘 一口

右ハ元禄十一年寅三月十八日五代将
軍徳川綱吉当家江戸麹町邸ヘ臨マレ
タルトキ当家三代綱誠ヘ贈与セラレ
爾来相伝ス

479 短刀 相模國貞宗　朱
銘 一口 右祖先伝来

480 短刀 備前國兼光　在
銘 一口

右ハ天明六午年十代将軍徳川家治遺
物トシテ当家九代宗睦ヘ贈与セラレ
爾来相伝ス

481 短刀 山城國平安城長
吉鎧通シ　在銘 一口 右ハ徳川家康駿府ニ於テ当家初代義

直ヘ譲与セラレ爾来相伝ス

482 刀 山城國信國　在
銘 一口 右ハ当家二代光友軍刀ニ充テタル品

ニシテ爾来相伝ス

483 短刀 駿河國島田義助
　在銘 一口

右ハ弘化二巳年当家十三代慶臧田安
家ヨリ当家ヘ養子トシテ来リタル際
持参セシ品ニシテ爾来相伝ス

484 短刀 越前國下坂康継
　在銘 一口 右祖先伝来

485 掛物 名物小倉色紙　
京極黄門定家筆 一幅 和歌　初句こひすてふ

右徳川家康所持其後駿府ニ於テ当家
初代義直ヘ譲与セシモノニシテ爾来
相伝ス

486 掛物 名物小倉色紙　
京極黄門定家筆 一幅 和歌　初句百しきや

右三代将軍徳川家光ノ女寛永十六年
卯九月廿二日当家二代光友ヘ結婚ノ
際携帯セシモノニシテ爾来相伝ス

487 掛物 名物経山虚堂和
尚筆　在印 一幅 七言絶句　初句岩桂始飄好問津 右ハ六代将軍徳川家宣遺物トシテ当

家ニ贈与セラレ爾来相伝ス
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488 掛物
名物遠浦帰帆墨
画宋玉礀筆　在
印

一幅 墨画山水
右足利義政所蔵セシ品ナリ其後徳川
家康之ヲ得家康駿府ニ於テ先祖義直
ヘ譲与セラレ爾来当家ニ相伝ス

名古屋
大曽根邸

489 掛物
名物墨画　中直
夫画偃渓賛　左
右牧渓自画賛

三幅対 右徳川家康ヨリ先祖義直ヘ譲与セシ
モノニシテ爾来当家ニ相伝ス

490 掛物 名物墨画無準禅
師自画讃名印在 三幅対

左　郁山主驢ニ乗ル讃五言四句
中　蘆葉達磨讃三十字
右　政黄牛牛ニ騎ス讃五言四句
アリ

右ハ成瀬隼人正ヨリ贈付シ（年月不
詳）祖先以来相伝ス

491 掛物 墨画　所翁　牧
谿筆 二幅対

左　雲龍ノ図所翁筆　名印及讃
アリ
右　風虎ノ図牧谿筆　名印アリ

右徳川家康ヨリ先祖徳川義直ヘ譲与
セラレ爾来当家ニ相伝ス以下同シ

492 掛物 書　古林清茂禅
師筆 一幅 初句　月林皎蔵主

493 掛物 足利尊氏親筆　 一幅 和歌　初句あつまちを 右祖先伝来以下同断
494 掛物 武田晴信親筆 一幅 和歌　初句たつの市
495 掛物 豊臣秀吉親筆 一幅 手翰　初句せつくのかたひし

496 巻物
詞書二條天皇宸
筆　画土佐光顕
筆

一巻 物語彩色画及詞書

497 巻物 菅原道真親筆 二巻 金光明最勝王経紫地金地

498 巻物 明成祖武皇帝勅
書 一巻

紙白地金泥雲龍ノ地紋
初行　勅日本國王源道義王忠賢
明信敬恭云々

499 巻物 詞書為家筆　画
土佐守経隆筆 一巻 西行物語着色画及詞書

500 巻物
詞書寂蓮法師筆
　画中務少輔隆
親筆

二巻 源氏物語　残欠拾段　彩色画及
詞書

501 巻物
詞書飛鳥井雅経
筆　画中務少輔
隆親筆　

一巻
此巻物ハ前二巻ノ離レモノナル
ベシ但詞書筆者ハ別人ナレ共料
紙等凡テ前二巻ニ異ナラズ

502 手鑑 後醍醐天皇宸筆
　吉野切　 一帖 和歌四首

503 具足 一領 右ハ豊臣秀吉着用ノ具ナリシガ大坂
落城ノ後当家ニ伝ハリ以来相伝ス

504 篳篥 名物景仁作 右祖先伝来以下同シ

505 一節切 名物銘虚心　宗
勲作 一管

506 一節切 銘山下風 一管
507 琵琶 名物銘禹門 一面
508 琵琶 名物銘山郭公 一面
509 琵琶 名物銘松虫 一面
510 琵琶 名物銘影向 一面
511 箏 名物銘虎 一面

512 石帯 一條
右石帯ハ明代ノ名玉ニシテ豊太閤ノ
帯用セシモノナリ元和大坂役ノ後当
家ニ伝ハリ爾来相伝ス

513 貝玉箱 一個 右徳川家康ヨリ先祖義直ヘ譲与セシ
モノニシテ爾来相伝ス

514 天目台 名物尼崎一ニ蜈
蚣天目台ト云 一個

右豊臣秀吉尼ケ崎城ニ於テ用ヒタル
トノ口碑アル品ナリ武野紹鷗ノ末孫
新右衛門ナルモノ当家ヘ贈リタルモ
ノニシテ祖先ヨリ伝来セリ

515 天目台 名物尼崎一ニ蜈
蚣天目台ト云 一個

右ハ徳川家康駿府ニ於テ先祖義直ヘ
譲与セラレ爾来当家ニ相伝ス以下同
シ

516 酒器 南京染付徳利 一対

517 花生 名物古銅銘きね
のをれ 一個

518 花生 名物青銅 一個 右祖先伝来以下同シ
519 盆 名物ハシカ彫盆 一個

520 盆 名物若狭盆 一個 右成瀬隼人正ヨリ贈リタルモノニシ
テ祖先ヨリ伝来ス以下同シ

521 盆 名物松ノ木盆 一個 此盆ノ木理松ニ似タルヲ以テ松ノ木
盆ノ称アリト云

522 香炉 名物銘千鳥 一個 右祖先伝来

523 香炉 名物紫銅向獅子 一個 右ハ武野紹鷗愛玩セシ品ナリ祖先以
来相伝ス
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524 筆架 名物唐銅雨龍 一個 右徳川家康所持ニシテ祖先義直ヘ譲
与セラレ爾来相伝ス

名古屋
大曽根邸

525 硯 名物高麗紫石 一個 右古田織部正愛玩セシ器物ナリ祖先
以来相伝ス

526 盆石 名物銘夢浮橋 一個
右ハ後醍醐天皇吉野行幸ノトキ御懐
中被遊御愛玩品ナリシト云祖先以来
相伝ス

527 茶壺 名物銘初時雨　
元祖藤四郎作 一個 右祖先伝来

528 茶壺 名物銘夕立 一個 右ハ徳川家康ヨリ当家先祖義直ヘ譲
与セラレ爾来相伝ス

529 茶壺 名物銘雄島 一個 右祖先伝来以下同シ
530 茶壺 古瀬戸藤四郎作 一個

531 茶壺 名物銘判官 一個 右徳川家康駿府ニ於テ先祖義直ヘ譲
与セラレ爾来当家ニ相伝ス

532 茶壺 名物銘人麿 一個 右祖先伝来

533 茶壺 名物銘松花 一個 右徳川家康駿府ニ於テ先祖義直ヘ譲
与セラレ爾来当家ニ相伝ス

534 釜 名物古蘆屋 一個 右豊臣秀吉及ヒ古田織部正所持セシ
品ナリ

535 釜 名物古天明　銘
梶 一個

右古田織部正ノ所持セシ品ナリ宗家
ヨリ当家ヘ贈与セラレ（年月不詳）爾
来相伝ス

536 釜 名物古蘆屋　糸
目 一個

右武野紹鷗所持セシ品ナリ徳川家康
駿府ニ於テ先祖義直ヘ譲与セラレ以
来当家に相伝ス

537 水指 名物南蛮　銘芋
頭 一個

右南都称名寺ノ僧珠光及ヒ武野紹鷗
愛玩セシ品ナリ徳川家康之ヲ得駿府
ニ於テ先祖義直ヘ譲与セラレ爾来当
家ニ相伝ス

538 水指 名物古備前　銘
青海 一個 右武野紹鷗所持セシ品ナリ祖先以来

相伝ス
539 水指 青磁大形 一個 右祖先伝来

540 茶碗 名物白天目 一個
右武野紹鷗所持セシ品ナリ紹鷗ノ末
孫新右衛門ナルモノ当家ニ贈リ爾来
相伝ス

541 茶碗 名物三島桶茶碗 一個 右千道安所持セシ品ナリ竹腰正武ヨ
リ当家ニ贈リ爾来相伝ス

542 茶碗 名物三島筒　銘
藤袴 一個 右祖先傳来

543 茶碗 名物大高麗 一個
右荒木摂津守村重愛玩セシ品ナリ徳
川家康之ヲ得家康ヨリ先祖義直ヘ譲
与セラレ爾来当家ニ相伝ス

544 茶碗 名物高麗一名荒
木茶碗ト云 一個

右荒木摂津守村重愛玩セシ器物ニシ
テ沙界道珍及千利休等所持セシモノ
ナリ（但名物記ニ利休荒木道珍所持
トアリ）徳川家康駿府ニ於テ先祖義
直ヘ譲与セラレ爾来当家ニ相伝ス

545 茶碗 名物曜変天目 一個
右泉州堺油屋浄祐之ヲ所持セシ品ナ
リ徳川家康駿府ニ於テ先祖義直ヘ譲
与セラレ爾来当家ニ相伝ス

546 茶碗 黄天目銀覆輪 一個

547 天目台 黒塗唐物青貝入 一個
右黄天目及天目台ハ徳川家康ヨリ先
祖義直ヘ譲与セラレ爾来当家ニ相伝
ス以下同シ

548 香合 名物堆朱居布袋
銭鎮作 一個

549 茶入 名物古瀬戸肩衝
　銘筒井 一個

右筒井順慶所持セシ品ナリ其後徳川
家康之ヲ所蔵シ先祖義直ヘ譲与セラ
レ爾来当家ニ相伝ス

550 茶入 名物漢作　銘苫
屋文琳 一個 右ハ宗家ヨリ贈与セラレ（年月不詳）

爾来相伝ス

551 茶入 名物漢作　銘茜
屋茄子 一個 右徳川家康駿府ニ於テ先祖義直ヘ譲

与セラレ爾来相伝ス

552 茶入 名物　銘唐丸壺 一個 右竹腰山城守ヨリ贈リタルモノニシ
テ祖先ヨリ伝来セリ

553 茶入 名物漢作　銘靭 一個

右足利義政所持セシ品ナリ義政之ヲ
細川政元ニ與フ政元甥高國ヘ譲リ高
國ヨリ氏綱藤賢藤孝忠興ニ伝ヘ忠興
之ヲ豊太閤ニ呈ス太閤之ヲ木下若狭
守勝俊ニ與フ勝俊ノ曽孫齋範寛文
十三年五月伝記ヲ添ヘテ之ヲ当家二
代光友ヘ贈リ爾来相伝ス
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554 茶入 名物漢作肩衝　
銘宗無 一個

右五代将軍徳川綱吉薨去ノ後遺物ト
シテ宝永六年当家八代宗勝へ贈ラレ
タル者ニシテ爾来相伝ス

名古屋
大曽根邸

555 茶入 名物古瀬戸肩衝
　銘横田 一個

右足利義政ヨリ義昭迄足利家ニ伝リ
其後織田信長ヲ経豊臣秀吉ヘ伝ハリ
秀吉徳川家康ト和議成ルノ日家康ヘ
贈リ家康又之ヲ先祖義直へ譲与セラ
レ爾来当家ニ相伝ス

556 茶入
名物初代藤四郎
作　銘虫咀藤四
郎

一個 右祖先伝来以下同シ

557 茶杓 名物千利休作　
銘泪茶杓 一個

558 台子 純金板張 一個 右ハ祖先伝来以下同シ
559 風呂 純金切合セ 一個

560 釜 純金霰丸形切合
セ 一個

561 水指 純金 一個
562 柄杓建 純金 一個
563 飜シ 純金袋形 一個
564 蓋置 純金丸形三足 一個

565 茶碗 木地台純金着セ
天目形蓋付 一個

566 天目台 純金丸形 一個
567 茶入 純金肩衝 一個
568 硯箱 純金 一個

569 香盆 木地台純金着セ
角入長方形 一個

570 香盆 木地台純金着セ
角入長方形 一個

571 香匙火筋建 純金六角形 一個
572 香炉 純金火屋付 一個
573 香合 純金三重組 一個
574 炷空入 純金阿古多形 一個
575 棗 純金 一個
576 炷空入 純金瓜形 一個
577 薫物壺 純金壺形 一個

578 沈箱 純金面取長方形
掛子付打着セ蓋 一個

579 香炉 阿古多形火屋附 一個
580 皿 純金 一個
581 盃 純金 一個
582 薬鍋 純金鉤付 一個

583 薬茶碗 木地台純金着蓋
付 一個

584 薬茶碗 木地台純金着セ
蓋付 一個

585 手箱
時代梨地長生殿
蒔絵文字入錫縁
懸子附

一個

586 手箱 時代梨地松竹梅
蒔絵 一個

587 手箱 梨地純子蒔絵 一個

588 短冊箱 梨地松竹梅葵紋
蒔絵懸子附 一個

589 蜀江 茶地壽ノ字丸紋
金入宝尽 一裂

590 蜀江 茶地金入丸紋宝
尽 一裂

591 古金襴 白地大牡丹 一裂

592 蒙流 黄地段金地萌黄
蔓模様 一裂

593 蒙流 折留金地立木花
模様 二裂

594 古金襴
草色地牡丹二重
蔓　手変リ浮模
様
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595 短刀 名物後藤藤四郎
吉光　在銘 一口

右古昔後藤庄三郎ナル者所持セシニ
ヨリ其称アリ寛永五年九月三日三代
将軍徳川家光土井大炊頭邸宅ヘ臨マ
レタルトキ大炊頭此刀ヲ呈ス同十六
年九月廿二日家光ノ女当家二代徳川
光友ヘ結婚ノ際家光ヨリ贈与セラレ
以来当家ニ相伝ス

本所
横網町邸

596 短刀 名物不動正宗　
在銘 一口

右不動ノ彫刻アルカ故ニ此称アリ豊
臣秀次曽テ黄門タリシトキ代金五百
貫ニテ購求シ徳川家康ヘ贈呈ス而シ
テ家康ヨリ前田利家ヘ贈与シ前田家
三代利常ニ至リ復タ徳川家康ヘ贈呈
ス家康之ヲ当家初代義直ヘ譲与セラ
レ以来当家ニ相伝ス

597 短刀 名物無銘藤四郎
吉光 一口

右無銘ノ故ヲ以テ其名アリ昔時来國
俊作ノ極メナリシカ後本阿弥光室本
条ノ如ク極メヲ改ム生駒讃岐守正俊
之ヲ所持シ正俊卒後遺物トシテ二代
将軍徳川秀忠ヘ呈ス秀忠元和九年閏
八月廿三日上洛ノ帰途尾張國名古屋
城ニ泊シ其際当家初代義直ヘ贈与セ
ラレ以来当家ニ相伝ス

598 短刀 名物一庵正宗　
無銘 一口

右ハ豊臣秀長家臣横山一庵法師所持
セシニ依リ其名アリト云井伊直政之
ヲ得徳川家康ヘ贈リタルモノニシテ
宝永六年丑六月五代将軍徳川綱吉遺
物トシテ当家ヘ贈与セラレ以来当家
ニ相伝ス

599 短刀 名物庖丁吉光　
在銘 一口

右徳川家康所持ニシテ駿府ヨリ当家
初代義直ヘ譲与セシモノニシテ爾来
相伝ス

600 短刀 名物庖丁正宗　
無銘 一口 右ハ徳川家康駿府ニ於テ当家初代義

直ヘ譲与セラレ爾来相伝ス

601 短刀 名物物吉貞宗　
無銘拵付 一口

右ハ徳川家康ノ所持シタルモノニシ
テ数回ノ戦役ニ此刀ヲ帯シ出陣スル
トキハ必ス凱旋ノ吉例アルニ由リ物
吉ト名ケシト云フ或ハ能ク堅ヲ切断
スルニ依リ名ケシトモ云家康秘蔵セ
シ品ナリシカ当家初代義直ノ実母か
め請フ所アリ義直ニ譲与セラレ以後
当家世々相伝フルノ重宝トセリ

602 短刀 名物奈良屋貞宗
　無銘 一口

右古昔泉州奈良屋宗悦ナル者所持セ
シニ由リ其名アリト云（或ハ親子藤
四郎トモ云フ一説アリ）文禄年中代
金五百貫ヲ以豊臣秀俊之ヲ購求シ豊
臣秀吉ニ呈ス秀頼ノ代ニ至り慶長十
三年五月廿一日之ヲ二代将軍秀忠ヘ
贈ル元和九亥年二月十三日秀忠当家
藩邸ヘ臨マレタル時之ヲ当家ヘ贈ラ
レ寛永十一年七月四日三代将軍家光
名古屋城ニ宿泊セラレタル時之ヲ家
光ヘ呈シ其後紀州家ニ伝ハリ同十七
年五月十四日家光紀州邸ニ臨マレタ
ル宴席ニ於テ当家初代義直和泉藤四
郎短刀ト交換シ爾来当家ニ相伝ス

603 短刀 名物上野貞宗　
無銘 一口

右ハ昔時本多上野介ナルモノ所持セ
シヲ以テ其称アリト云寛永十六年九
月廿二日三代将軍徳川家光ノ女当家
二代光友ヘ結婚ノ際家光ヨリ光友ヘ
贈与セラレ以後相伝ス

604 短刀 名物戸川志津　
無銘 一口

右ハ昔時戸川肥後守ナルモノ所持セ
シニヨリ其称アリト云前田利長之ヲ
購求シ寛永年中二代将軍徳川秀忠前
田邸ヘ臨マレタルトキ前田利常之ヲ
贈呈シ寛永十年三月廿六日当家初代
義直國ニ就クノ際三代将軍徳川家光
ヨリ之ヲ贈与セラレ其後当家ヨリ宗
家ニ贈リ宗家ヨリ又紀州家ニ贈ラレ
タル者ト見ヘ（此間傳記不詳）寛文
十一年三月廿四日紀州家頼宣遺物ト
シテ当家ニ贈ラレ爾来相伝ス
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605 刀 名物池田正宗　
金銘 一口

右ハ昔時池田備中守ナルモノ所持セ
シヲ以テ其称アリト云一時伊達政宗
千貫ニテ之ヲ買入タルコトアリタレ
トモ間モナク之ヲ売却セリ其後二代
将軍徳川秀忠又之ヲ千貫ニ購求シ寛
永十三子年九月廿一日三代将軍徳川
家光江戸藩邸ヘ臨マレタルトキ当家
二代光友ヘ贈与セラレ爾来相伝ス

本所
横網町邸

606 刀 名物南泉一文字
　無銘 一口

右昔時此刀ヲ以テ猫ヲ截リタルコト
アリ之ニ依リ南泉和尚猫ヲ切ルノ義
ヲ取リ以テ名ケシト云豊臣秀頼之ヲ
慶長十六年三月廿八日二条ノ城ニ於
テ徳川家康へ贈リ家康又之ヲ当家初
代義直ヘ譲与セラル義直又之ヲ二代
将軍徳川秀忠ヘ呈ス其後再ヒ当家ヘ
贈与セラレタルモノナリ

607 刀 名物吉見左文字
　追銘 一口

右ハ吉見三河守源正頼所持セシ品ナ
リ故ニ其称アリ之ヲ徳川家康ニ呈ス
又家康之ヲ当家初代義直ヘ譲与セラ
レ爾来相伝ス

608 刀 備前国光忠作　
在銘 一口

右ハ元禄十一年三月十八日五代将軍
徳川綱吉当家麹町邸ヘ臨マレタルト
キ当家三代綱誠ヘ贈与セラレ爾来相
伝ス

609 刀 備前三郎國宗　
在銘 一口

右ハ当家二代光友ヨリ支家松平友著
（光友四男）ヘ譲与シ友著長子宗勝
（当家八代）当家ヲ継クノ際携帯シ爾
来相伝ス

610 刀 山城国信國　在
銘 一口

右ハ弘化二巳年十二月当家十三代慶
臧冠禮ヲ挙ケ初メテ任官ノ際十二代
将軍徳川家慶ヨリ贈与セラレ爾来相
伝ス

611 刀 備前國吉用　在
銘 一口

右当家初代義直浅野紀伊守幸長ノ女
ト元和元年四月四日結婚ノ際浅野家
ヨリ贈リタルモノニシテ爾来相伝ス

612 刀 備中國青江次直
　折返シ銘 一口

右ハ寛文元年丑九月廿五日成瀬一岳
遺物トシテ当家ヘ贈リタルモノニシ
テ爾来相伝ス

613 刀 備前國長義　追
銘 一口 右ハ延宝九年酉六月代金百五拾貮両

壱分ニテ当家ヘ買入爾来相伝ス

614 刀 備前國長船兼光
　無銘 一口

右ハ当家八代宗勝支家ヨリ入ッテ当
家ヲ継クノ際携帯セシ品ニテ爾来相
伝ス

615 刀 相州鎌倉一文字
助真　無銘 一口 右ハ文政十二年巳十一月代金百両ニ

テ尾張ニテ買入爾来相傳ス

616 刀 相模國正宗　無
銘 一口

右ハ正徳三巳年十二月当家六代継友
家督任官ヲ祝セラレ七代将軍徳川家
継ヨリ贈与セラレ爾来相伝ス

617 短刀 大和國保昌貞吉
　無銘 一口 右祖先伝来

618 掛物 牧渓筆　墨画無
落款 一幅 垂柳繁葉ノ中ニ巣燕二羽アリ下

ニ一羽飛ヒ去ル図
右ハ五代将軍徳川綱吉薨去ノ後遺物
トシテ当家ヘ贈与セラレ以来相伝ス

619 掛物 仙竺僊筆 一幅 初句　示照侍者兄弟家云々 右ハ七代将軍徳川家継薨去ノ後遺物
トシテ当家ヘ贈与セラレ爾来相伝ス

620 塵壺 青磁文字置文 一個 右祖先伝来以下同シ
621 茶壺　 高麗 一個

622 料紙箱 梨地時代菊水文
字入蒔絵 一個

623 小箱 蒔絵前ニ同シ 六個

624 文台 梨地時代菊水文
字入蒔絵 一個

625 組硯箱
梨地金貝菊蒔絵
廿組下ニ大硯箱
一個

一個

626 手箱 青貝紗綾形模様 一個
627 手箱 金溜菊重子蒔絵 一個

628 香盆 梨地菊水葵紋文
字入蒔絵 一個

629 料紙箱 時代梨地蔦細道
蒔絵 一個

630 硯箱 時代梨地蔦細道
蒔絵 一個
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等級 番号 名称 指定日 発行者

1 5210 初音蒔絵　旅香具箱　掛子附　漆器
　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

1 5211 初音蒔絵　耳盥　一ト通　同乱箱　
一箇 明治24年7月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

1 5212 初音蒔絵　旅眉作箱　漆器　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
1 5213 初音蒔絵　文台　二脚　机　二脚 明治24年7月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
1 5214 初音蒔絵　獏枕　一対　鏡台　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

1 5215 初音蒔絵　櫛箱　一箇　櫛箱　一箇
　湯桶　一箇　盥　一箇 明治24年7月3日 中井敬所 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

1 5216 初音蒔絵　倚掛　一箇　見臺　一箇
　貝桶　　一対 明治24年7月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

1 5217 初音蒔絵　帯箱　一箇　刀掛　一架 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
1 5218 初音蒔絵　料紙箱　硯箱　一具 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
1 5219 初音胡蝶蒔絵　枕香炉　一対 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
1 5220 胡蝶蒔絵　碁盤　一面　将棋盤　一面 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
1 5221 胡蝶蒔絵挟箱　一対　帯箱　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
1 5222 胡蝶蒔絵掛硯　一箇　机　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
2 5225 箪笥　傳豊太閤愛玩品　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

2 5226 名所香札箱　古今香札箱　宇治香札
箱　三箇 明治24年7月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

2 7238 傳隆能　源氏物語　二巻　同　一巻
　物語　一巻 明治25年9月3日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

2 7239 茶壺　陶　六耳白釉下部淡黒色胴ニ
銀杏葉ノ図あり　一個 明治25年9月3日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

2 7240 曜変天目　銀覆輪　傳堺油屋浄祐所
用　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

2 7241 黄天目　銀覆輪　傳東照宮御譲　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
3 5235 二重箱　梨地枝菊蒔絵　一組 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 5236 六角形貝桶　赤地七宝織覆添 梨地
松橘葵紋散金銀金貝蒔絵　一対 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 5237 重之歌集　行成卿本　紙本　一帖 明治24年7月3日 古筆了悦 川崎千虎 小杉榲邨 山縣篤蔵 川田　剛 九鬼隆一

3 5238 十種香札箱　小箱二十組付属　漆器
文字銀嵌貝葵紋散シ蒔絵　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 5244 破来頓々物語　世尊寺行尹卿筆　紙
本　一巻 明治24年7月3日 古筆了悦 川崎千虎 小杉榲邨 山縣篤蔵 川田　剛 九鬼隆一

3 6564
中布袋図　表装共　直夫筆偃谿賛　
左右朝陽対月図　牧渓自画賛　紙本
墨画　賛有印　参幅

明治25年9月3日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

3 6565 西行物語　詞為家卿筆　画土佐守経
隆筆　紙本着色　詞書共三段　一巻 明治25年9月3日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

3 6566
組硯箱　梨地金貝菊松皮菱繋キ菊唐
艸唐松蒔絵　二拾重一組　下ニ大硯
箱一箇

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6567
文台　梨地菊水露蘆手書蒔絵文字露
切金葵紋金物附　一脚　文庫　前同
断葵紋附　一箇

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6568
手箱　黒地裏梨地青貝紗綾形紋金貝
雨龍宝盡周囲花卉掛子密陀画梅蕙水
仙等　一箇

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6569 長文箱　黒地裏梨地胡蝶ノ巻蒔絵桜
切金金物葵紋附　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6570
手箱　荒目梨地金貝入松竹梅遠山ニ
日出周囲松竹梅椿紅葉掛ケ子栂松及
松ノ折枝蒔絵　一箇

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6571 短冊箱　掛子附　梨地金貝切金入松
竹梅橘鶴亀葵紋桐紋蒔絵　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6572 手箱　掛子附錫縁　金溜十六菊高蒔
平蒔重蒔絵身裏籬菊繍白綾張　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6573
手箱　梨地菱花緞子蒔絵金貝入蓋裏
黒地折菊蒔絵身裏花色地蓮唐草金襴
張　一箇

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6574 香盆　木瓜形　梨地菊水露蘆手書葵
紋蒔絵文字露切金　一箇 明治25年9月3日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6575
茶壺　銘時雨　二代藤四郎作　陶　
四耳黒釉肩ニ筋アリ　下部柳色底文
字アリ　一箇

明治25年9月3日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

表2　鑑査状一覧
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3 6576 茶壺　初代藤四郎作　陶　四耳渋柳
色釉　底ニ箆目アリ　一箇 明治25年9月3日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6577 水指　壺形　青磁　蔓牡丹浮紋共蓋
同紋撮ニ宝珠　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6578 白天目　金覆輪　伝武野紹鷗所持　
陶　帯青白色釉　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6579 灰蒙天目　砂張覆輪　陶　茶黒色釉
銀砂子状細点　一箇 明治25年9月3日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6580 星建盞天目　砂張覆輪　陶　茶黒色
釉高臺裏朱漆ニテ三上トアリ　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6581 蜀紅錦　丹地人形牡丹唐艸　一截 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
3 6582 蜀紅錦　丹地大牡丹唐艸　一截 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
3 6583 蒙流　黄地段金地萌黄蔓　一截 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
3 6584 蒙流織留　金地立木花　貮截 明治25年9月3日 山名貫義 今泉雄作 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6585 古金襴　織留二ケ所アリ　草色地牡
丹唐草　一截 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 7237 遠浦帰帆図　玉礀　自画賛　有印　
紙本墨画　一幅 明治25年9月3日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

4 5351 長角箱　楼閣人物彫　堆烏　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
4 5352 手箱　梨地扇蒔絵　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 5353 手箱　引出附　梨地花菱裂紋様蒔絵
　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 5354 手箱　井筒菊蒔絵　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
4 5355 二重箱　梨地葵紋蒔絵　一箇 明治24年7月３日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 5356 箱　掛子附　蜀江裂葵紋附金貝嵌蒔
絵　一箇 明治24年7月3日 中井敬所 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 5357 花瓶　管耳付分銅形　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
4 5358 花瓶　浮牡丹模様　青磁　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6280 刀掛　梨地牡丹唐草葵紋付蒔絵　一
架 明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6291 香炉　鴛鴦形　銅　一箇 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6292 厨子棚　梨地菊折枝葵紋金貝入蒔絵
銀金具　一架 明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6618 浄土曼荼羅　上下画表粧アリ　絹本
着色　一幅 明治25年9月3日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

4 6619 花瓶　　銘　きねのをれ　銅　蕪形
鬼面耳　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 八木　雕 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

4 6620 花 瓶　 口 疵 ア リ　 飛 青 磁　 斑 紋
二十四点　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 八木　雕 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

4 6621 存星彫長盆　朱漆　　韃人遊猟図内
縁山水ニ鳥外縁山ニ獣　一枚 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6622 天目台　堆朱六葉　菊牡丹梔子等ノ
彫　八箇　朱曲輪六葉　一箇　 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6623
組硯箱　鉄刀木　岩ニ浪葱ニ野菊虫
尽蒔絵裏村梨地梅ニ鶯等蒔絵　拾重
　一組

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6624 硯箱　梨地錫縁　山河紅葉橋舟蛇籠
等ノ蒔絵　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6625
手箱　粉溜浮泉綾紋蓋裏梨地牡丹折
枝蒔絵掛子梨地錫縁同蒔絵中裂張　
一箇

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6626
密多画文庫　木瓜形ニ鷺鶿菊花周囲
椿白密陀塗高彫内朱金具銀六葵　一
箇

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6627
手箱　梨地錫縁金銀切金高蒔絵　住
吉の浜云々ノ蘆手書金物丸ニ桐　一
箇

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6628 沈箱　刳蓋　蓋山形総黒地螺鈿唐草
金貝真鍮唐草毛彫鐵錠附　一箇 明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6629
菱形香具箱　刑部梨地金具枝菊高蒔
絵掛子盆同蒔絵角重香合菱重香具各
一組総梨地　一箇

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6630
千鳥香炉　青磁　千鳥形浮足高台釉
カヽラス　胴ノ中程ニ最小黒点アリ
　一箇

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6631
青磁香炉　　算木手　三足火屋真鍮
籠目ニ秋草蝶　太鼓手　無足胴牡丹
浮紋紐鬼面火屋銀竹梅打出シ　貮箇

明治25年9月3日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
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4 6632 茶壷　銘松花 陶　四耳　帯黒黄色
釉　一箇 明治25年12月14日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6633
茶壷　銘夕立　陶　四耳肩ニ筋アリ
胴ニ繕ヒアリ　飴色釉底ニ夕立ト張
札アリ　一箇

明治25年12月14日 赤塚輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6634 茶壷　銘雄嶋　陶　四耳飴色釉底ニ
墨書花押アリ　　一箇 明治25年12月14日 赤塚輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6635
茶壷　銘判官　陶　四耳肩ニ筋アリ
　飴色釉粒点アリ　底ニ朱漆ニテハ
ンクワン及利休判アリ　一箇

明治25年12月14日 赤塚輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6636 茶壷　銘人麿　陶　四耳肩ニ筋アリ
　飴色釉　一箇 明治25年12月14日 赤塚輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6637
円形硯 紫石　硯池ニ波ニ霊亀周囲
六十四卦ノ彫背ニ東載ノ印アリ　一
面

明治25年12月14日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6638 鯉亀図風呂先屏風　応挙筆　有款印
　絹本着色　一双 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

4 6639 蘆屋姥口雹釜　傳豊太閤所用　一個 明治25年12月14日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
4 6640 蘆屋糸目釜　傳紹鷗所用　一個 明治25年12月14日 赤塚輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6641 餌簣形笹耳水指　傳三嶋　陶　肩ニ
葉形ト雷紋アリ　一個 明治25年12月14日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6642 筒茶碗　傳三嶋　雷紋丸紋及螺座ア
リ　一個 明治25年12月14日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6643 茶碗　傳安南　陶　三ケ所繕アリ　
一個 明治25年12月14日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6644 曜陽盞天目　陶　真鍮覆輪黒釉外無
地内梅花形十五点アリ　一個 明治25年12月14日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6645 盬笥茶碗　傳高麗　陶　帯花紋胴小
丸紋内外凸凹アリ　一個 明治25年12月14日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6646 楽茶碗　二代長二郎作　陶　総体黒
釉一ケ所カセアリ　一個 明治25年12月14日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6647 黄天目　銀覆輪　陶　内外黄釉ナダ
レ六ケ所　一箇 明治25年12月14日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6648 漢作肩衝茶入　銘靭　傳東山義政所
用　陶　一箇 明治25年12月14日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6649 大海茶入　陶　古瀬戸薄釉ナダレ　
底ニ糸目二條　一箇 明治25年12月14日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6650 大海茶入　陶　総体赤黒交釉口高ク
上リ蓋ノ掛リアリ　一箇 明治25年12月14日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6651 本阿弥肩衝茶入　陶　尻膨胴ニ轆轤
目アリ　一箇 明治25年12月14日 赤塚　輯 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6652 蓮鷺彫香合　堆朱　平円形　総体蓮
蓋上鷺高彫　一個 明治25年12月14日 中井敬所 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6653 香合　撫角蠟色錫縁葱草ニ蝶裏菱ニ
葱草底ニ浪ノ蒔絵　一個 明治25年12月14日 中井敬所 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6654 鎌倉彫香合　楕円形蓋甲ニ梅枝布目
側部ニ霊芝唐草彫　一個 明治25年12月14日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6655 紬地錦　白地金入霊芝模様　円形裂
　一枚 明治25年12月14日 中井敬所 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4 6657 古金襴　白地大牡丹　貮枚 明治25年12月14日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
5 5347 花鳥図屏風　山楽筆　六枚折一双 明治24年7月3日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 5350 手箱　掛子附　梨子錫緑瓜ノ紋散蒔
絵　一箇 明治24年7月3日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6270 貫之墨蹟　紙本　一幅 明治24年8月1日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 山縣篤蔵 川田　剛 九鬼隆一

5 6271 中李白左黄山谷右杜子美図　雪村筆
　紙本墨画　参幅 明治25年1月20日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6273 森林飛鴉図　讃萬歳云々　一休自画
讃　紙本墨画　一幅 明治25年1月20日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6274 柳下美人図　傳仇英筆　絹本着色　
一幅 明治24年8月1日 山名貫義 橋本雅邦 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6275 源氏詞書屏風　冷泉為相筆　紙本　
一双 明治24年8月1日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 山縣篤蔵 川田　剛 九鬼隆一

5 6576 本多平八郎肖像屏風　傳又兵衛筆　
紙本着色　二枚折　双 明治25年1月20日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6277 芳野図屏風　狩野常信筆　紙本金砂
子地着色　二枚折　一双 明治25年1月20日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6278 小箱　掛子附　梨地舩波蒔絵　一個 明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
5 6279 小箱　梨地錫縁梅鉢紋散蒔絵　一個 明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
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5 6281 硯　紫石龍鳳彫　一面 明治25年1月20日 中井敬所 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
5 6282 硯　紫石　表面蟹裏面波彫　一面 明治25年1月20日 中井敬所 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6283 硯　紫石　表面人物牛裏面登竜門彫
　一面 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6284 硯　八稜形　紫石裏面獅彫　一面 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6285 硯　猿面形脚附　紫石　貝模様嵌入
　一面 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6286 花瓶　耳附帯紋　銅　一個 明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
5 6287 花瓶　鳳耳　青磁砧手　一個 明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
5 6288 花瓶　青磁　算木手　一個 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
5 6289 花瓶　廣口　磁器獅子耳釉禿　一個 明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
5 6290 花瓶　青磁　算木手　二個 明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
5 6293 文臺　菊折枝蒔絵　一脚 明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
5 6294 小箪笥　菊折枝蒔絵　一個 明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
5 6295 小箪笥　菊折枝蒔絵　一個 明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
5 6297 禮讃式　世尊寺行能筆　紙本　一帖 明治24年8月1日 古筆了悦 山名貫義 小杉榲邨 山縣篤蔵 川田　剛 九鬼隆一

5 6298 源氏画詞　土佐光則筆　紙本着色　
一冊 明治24年8月1日 山名貫義 橋本雅邦 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6299
金剛樹珠数　羅漢彫刻　百拾顆　一
聯　参拾五顆　一聯　百拾貳顆　一
聯、桃核珠数　羅漢彫刻　貳拾顆　
一聯

明治24年8月1日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6300 阿弥陀如来立像　紙本着色　一幅 明治25年1月20日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一
5 6301 阿弥陀如来立像　紙本着色　一幅 明治25年1月20日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一
5 6302 春日曼荼羅　絹本着色　一幅 明治25年1月20日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一
5 6303 十六羅漢　絹本着色　拾六幅 明治25年1月20日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6304 茶壺　銘橋姫　常憲院殿ヨリ拝領　
陶　四耳飴色釉　一箇 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6305 茶壺　銘呂宋　陶　青黒色釉　一箇 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6306 茶壺　銘曽路里　底ニ黄精香音羽花
押　一箇 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6307 茶壺　旧銘夕立　陶　四耳渋色釉帯
黒色線條流釉　一箇 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6308 天目台　牡丹紅花緑葉　一箇 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6309 天目台　花形青貝入　表牡丹菊　裏
小桜高台鉄線唐艸　一箇 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6310 天目台　拾箇 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6311 燭台　獅頭三足　陶　松梅及雲形染
附　一箇 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6312 花瓶　青磁壺形環附　一箇 明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6347
料紙箱　菊ノ下水蒔絵　硯箱　山川
蒔絵　蘆手蒔絵文字金無垢照高院宮
道晃親王筆跡　一具

明治25年1月20日 山名貫義 八木　雕 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6352 物語絵　詞書　伝尊円親王筆　紙本
着色　一巻 明治24年8月1日 山名貫義 橋本雅邦 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6354 歌舞伎絵草紙　詞書烏丸光廣筆　紙
本着色　一巻 明治24年8月1日 山名貫義 橋本雅邦 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6355 墨　五拾参錠 明治24年8月1日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 6715 中蘆葉達磨　左右郁山主政黄牛図　
無準画賛有款印　紙本墨画　参幅 明治26年2月23日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6716
龍虎図　龍　陳所翁筆　有賛及款印
　虎　牧渓筆　有款印　絹本墨画　
双幅

明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6717 花鳥図　伝王若水筆　絹本着色　参
幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 6718 琴棋書画図　伝趙子昂筆　絹本着色
　四幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7286 牛之図　閻次平筆有印　絹本淡彩　
双幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7287 垂柳巣燕図　伝牧渓筆　絹本墨画　
一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7288 青緑山水人物図　仇英筆有款印　絹
本着色　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7289 花鳥図　周之冕筆有款印　絹本着色
　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7290 夏木垂陰図　謝時臣筆有款印　絹本
淡彩　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一
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5 7291 月夜山水図　平山筆有款　絹本墨画
　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7292 山水図　伝牧渓筆　絹本墨画　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7293 三聖嘗酸図　啓書記筆有印　紙本淡
彩　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7294 馬図　雪舟筆　中有款左右有款印　
参幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7295 山水図　雪舟筆　有款印　紙本墨画
　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7296 釈清茂書　花押及款印アリ　紙本　
一幅 明治25年12月14日 古筆了悦 山名貫義 小杉榲邨 山縣篤蔵 川田　剛 九鬼隆一

5 7297 中壽老　左右花鳥図　探幽七十歳筆
有款印　絹本淡彩　参幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7298
中人物　左右花鳥図　安信探幽筆　
尚信有款印　紙本左淡彩　中右墨画
　参幅

明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7299 中普化禅師　左右山水図　伝松栄筆
　紙本墨画　参幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7300 許由巣父図　呉小僊筆有款印　絹本
淡彩　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7301 渡唐天神像　雪舟筆　有款　紙本墨
画　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7302 貝盡之図　光起筆有款印　絹本着色
　一幅 明治25年12月15日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7303 色紙　はるくれは　公任卿筆　紙本
　一幅 明治25年12月14日 古筆了悦 山名貫義 小杉榲邨 山縣篤蔵 川田　剛 九鬼隆一

5 7304 唐児図　尚信筆有款印　団扇形　紙
本墨画　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7305 中東方朔　左右鳳凰孔雀図　常信筆
　有款印　絹本着色　参幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7306
人麿像　脇息ニ倚レル坐像　探幽
六十八歳筆　有款印　絹本淡彩　一
幅

明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7307 菅公像　画筆者不詳　賛益叟筆　絹
本着色　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7308 十一面観世音像　絹本紺地金彩　一
幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7309 五髻文殊像　獅背坐像左手瑞蓮右手
利剣　絹本着色　一幅 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7310 金光明最勝王経　伝菅公筆　紙本紫
地金罫金泥書　二巻 明治25年12月14日 古筆了悦 山名貫義 小杉榲邨 山縣篤蔵 川田　剛 九鬼隆一

5 7311 青貝盆　朱漆ニテ大明皇慶年製トア
リ　一枚 明治25年12月14日 中井敬所 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 7312 八代抄　伝為家卿筆　奥書古筆了佐
　料紙裏金銀切箔村砂子　一巻 明治25年12月14日 古筆了悦 山名貫義 小杉榲邨 山縣篤蔵 川田　剛 九鬼隆一

5 7313 物語絵　画筆者不詳　詞頓阿法師筆
　紙本着色　一巻 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7314 石清水臨時祭図　原在明筆　有款印
　絹本金泥引砂子地着色　参巻 明治25年12月14日 狩野探美 山名貫義 川崎千虎 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一

5 7315 後醍醐天皇宸翰　紙本　吉野切　四
葉一帖 明治25年12月14日 古筆了悦 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 7316 文三橋書　孫過庭云々一葉　四行詰
　有款印　拾五葉一帖 明治25年12月14日 古筆了悦 山名貫義 小杉榲邨 山縣篤蔵 川田　剛 九鬼隆一

5 7318 太鼓形花生　花八師九郎兵衛　添状
アリ　銅　一箇 明治25年12月14日 山名貫義 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

5 7319 二重管耳花瓶　青磁　一個 明治25年12月14日 中井敬所 山名貫義 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

＊1等から5等の「鑑査状」のみ掲載し「登録状」は割愛した。
＊鑑査状は等級順とし、等級内は鑑査番号順とした。
＊鑑査状用紙の発行者の項目には、一から三行目に「臨時全国宝物取調局」、四行目「臨時全国宝物取調掛」、五

行目「臨時全国宝物取調委員」、六行目「臨時全国宝物取調委員長」の文字が印刷される。各人の肩書は以下
の通りである。臨時全国宝物取調局臨時鑑査掛─八木雕（正七位）、今泉雄作（従七位）、山名貫義、中井敬所、
狩野探美、赤塚輯、古筆了悦、橋本雅邦。臨時全国宝物取調局書記兼鑑査掛─川崎千虎、小杉榲邨。臨時全国
宝物取調掛─岡倉覺三（正六位）、黒川眞頼（正七位）、山縣篤蔵。臨時全国宝物取調委員─川田剛（従四位勲四
等）。臨時全国宝物取調委員長─九鬼隆一（正三位勲二等）。

＊4等・5等は鑑査状文面から判別出来ないが、綴込の記載に準じた。
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等級 番号 名称 指定日 発行者

1 5223 刀　仁一ノ一　来孫太郎作　長銘
花押年号入　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

1 5224 刀　仁一ノ四十七　古備前正恒作　
二字銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

2 5229 刀　仁一ノ十五　来國光作　三字
銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 辻　新次 九鬼隆一

2 5230 刀　仁一ノ廿八　銘一文字　一口　明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 辻　新次 九鬼隆一

2 5231 刀　仁一ノ丗七　青江包次作　二
字銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

2 5232
螺鈿飾太刀　義ノ十三　備前吉用
作　二字銘　金貝紋散シ　金具金
無垢　一口

明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

2 5233 刀　義ノ丗三　長光作　八字長銘　
一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

2 6557 刀　遠江長光作　二字銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
2 6558 刀　南泉一文字作　無銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
2 6586 刀　物吉貞宗作　無銘　一口 明治24年8月1日 八木　雕 今村長賀 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
3 5267 刀　仁一ノ八　備前長光作　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 5268 刀　仁一ノ五十三　備前三郎國宗
作　二字銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 岡倉眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 5269 刀　仁一ノ六十三　備前兼光作　
七字銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 5270 刀　仁一ノ七十一　備前兼光作　
七字銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 5271 刀　仁一ノ八十一　備中直次作　
無銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 5272 短刀　仁二ノ百一　ワカヱ正宗作　
無銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 5273 短刀　智一ノ百六十五　来國俊作　
表梵字裏香箸梵字彫　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6587 刀　池田正宗作　無銘　本阿弥光
徳名　判金象嵌　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6588 刀　兵庫守家作　八字銘　一口　 明治24年8月1日 八木　雕 今村長賀 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
3 6589 刀　鳥飼國俊作　二字銘　　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
3 6590 短刀　庖丁正宗作　無銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6591 短刀　不動正宗作　二字銘　表樋
不動像　裏護摩筋彫アリ　一口 明治24年8月1日 八木　雕 今村長賀 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6592 短刀　一庵正宗作　無銘　一口 明治24年8月1日 八木　雕 今村長賀 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
3 6593 短刀　藤四郎吉光作　無銘　一口 明治24年8月1日 八木　雕 今村長賀 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
3 6594 短刀　上野貞宗作　無銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 岡倉覺三 川田　剛 九鬼隆一
3 6595 短刀　奈良屋貞宗作　無銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
3 6596 短刀　備前光忠作　二字銘　一口 明治24年8月1日 八木　雕 今村長賀 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6597 刀　 備 前 三 郎 國 宗 作　 二 字 銘　　
一口 明治24年8月1日 八木　雕 今村長賀 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

3 6598 刀　備前長義作　無銘　　一口 明治24年8月1日 八木　雕 今村長賀 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 5380 刀　仁一ノ十九　光忠　守家両作　　
一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 5383 刀　仁一ノ六十二　青江助次作　
二字ノ刀銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 5385 刀　仁一ノ八十　二字國俊作　無
銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 5389 短刀　仁二ノ四十四　左安吉作　
二字銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 5390 短刀　仁二ノ四十六　備前景光作　
表八幡大菩薩　裏梵字彫　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 5393 剣　仁二ノ百五　國吉作　二字銘　
一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 5394 刀　禮ノ二　青江作　無銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 5396 刀　禮ノ七十三　備前兼光作　八
字銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 5397
刀　智一の百五十　江州高木住貞
宗作　七字銘表蓮花梵字二筋樋裏
二筋樋　一口

明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 5399 刀　仁一ノ九　延壽國資作　本阿
弥光忠象嵌銘　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

表表3　鑑査状一覧（刀剣）



尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
世
襲
財
産
附
属
物

一
五
二

4・5 5400 刀　建第一　来國行作　磨上二字
銘存ス　一口 明治24年7月3日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6357 刀　仁一ノ廿一　城州兼永作　無
銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6360 刀仁一ノ四十二　青江貞次作　長
銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6361 刀　仁一ノ六十七　備前近景作　
象嵌銘　一口 明治24年8月１日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6363 刀　仁一ノ八十五　備前康光作　
六字銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6364 短刀　仁二ノ廿三　筑州國弘作　
正平年号入　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6366 短刀　仁二ノ廿八　保昌五郎作　
無銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6367 短刀　仁二ノ丗一　濃州志津作　
無銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6368 刀　仁二ノ五十九　長谷部國重作　
一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6370 刀　義ノ丗四　二字國俊作　折返
シ銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6372 短刀　禮ノ六十　当麻作　無銘　
一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6373 刀　智一ノ百四十五　石州直綱作　
折返シ銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6374 短刀　智一ノ百九十四　当麻作　
朱銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6658 短 刀　 後 藤 藤 四 郎 作　 二 字 銘　　
一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6659 短刀　戸川志津作　無銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
4・5 6660 刀　貞宗作　朱銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
4・5 6661 刀　備前兼光作　無銘　　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
4・5 6662 刀　相州貞宗作　無銘　一口　 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
4・5 6663 刀　粟田口國安作　無銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6664 刀　備中住直次作　六字折返銘　
一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6665 刀　三條吉家作　無銘　一口　 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一
4・5 6666 刀　鎌倉助真作　無銘　　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6719 小太刀　松浦信國作　裏銘応永廿
一年　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6720 短刀　来國光作　三字銘　一口 明治24年8月１日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6721 短刀　新藤五國光作　二字銘　一
口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6723 刀　相州正宗作　無銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6724 刀　 備 後 三 原 正 家 作　 二 字 銘　　
一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6725 刀　来太郎國行作　二字銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6726 短刀　大和保昌五郎作　無銘　一
口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

4・5 6727 短刀　越中則重作　二字銘　一口 明治24年8月1日 今村長賀 川崎千虎 小杉榲邨 黒川眞頼 川田　剛 九鬼隆一

＊刀剣分として他の鑑査状と分離して保管されていた鑑査状の内、1等から5等の「鑑査状」を掲載した。
＊鑑査状は等級順とし、等級内は鑑査番号順とした。
＊鑑査状発行者は表2とほぼ同じだが、全点に今村長賀（正七位）が臨時全国宝物取調局臨時鑑査掛として名を連

ねる。また二点の鑑査状に以下の名前がある。臨時全国宝物取調委員─辻新次（勲三等）。
＊刀剣鑑査状については等級別に区分されていないため、鑑査状文面から判断できない4等5等について判断し

ていない。
＊3等5268号には「臨時全国宝物取調掛正七位岡倉眞頼」と記されるが「正七位」であることから「黒川眞頼」

と推定される。



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

一
五
三

〔
史
料
紹
介
〕

尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

並
　
木
　
昌
　
史

　

は　

じ　

め　

に

一　

本
書
の
書
誌
情
報
と
伝
来
・
内
容

二　

本
書
の
特
徴

三　

編
者
・
二
条
康
道

は　

じ　

め　

に

尾
張
徳
川
家（
以
下
「
尾
張
家
」
と
略
称
す
る
）に
伝
来
し
た
「
即
位
之
記
」
は
、
江

戸
時
代
前
期
の
明

み
ょ
う

正し
ょ
う

天
皇（
一
六
二
四
〜
九
六　

在
位
一
六
二
九
〜
四
三
）の
譲
位
と
後ご

光こ
う

明み
ょ
う

天
皇（
一
六
三
三
〜
五
四　

在
位
一
六
四
三
〜
五
四
）の
践
祚
・
即
位
の
儀
式
、
な

ら
び
に
後ご

西さ
い

天
皇（
一
六
三
八
〜
八
五　

在
位
一
六
五
四
〜
六
三
）の
譲
位
と
霊れ
い

元げ
ん

天
皇

（
一
六
五
四
〜
一
七
三
二　

在
位
一
六
六
三
〜
八
七
）の
践
祚
・
即
位
の
儀
式
を
記
録
し

た
書
物
で
あ
る
。
こ
の
天
皇
四
代
の
皇
位
継
承
の
儀
式
は
、
前
者
は
寛
永
二
十
年

（
一
六
四
三
）、
後
者
は
寛
文
三
年（
一
六
六
三
）に
挙
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
と
称
さ
れ
て
い
る（
以
下
、
本
稿
で
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
「
寛

永
記
」「
寛
文
記
」
を
「
本
書
」
も
し
く
は
「
徳
川
美
術
館
本
」
と
称
す
）。

本
書
は
、
近
年
筆
者
が
『
愛
知
県
史　

別
編　

文
化
財
4　

典
籍
』
で
概
略
を
紹
介

し
た
が
、
そ
の
後
一
部
訂
正
を
要
す
る
箇
所
が
生
じ
た
り
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
た
め
、
こ
の
た
び
稿
を
改
め
て
本
書
の
詳
細
な
紹
介
と
と
も
に
、
本
書
の
成
立

お
よ
び
内
容
や
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。

な
お
「
即
位
」
と
い
う
言
葉
は
、
天
皇
の
代
替
わ
り
儀
式
で
あ
る
「
践
祚
」
と
、
代

替
わ
り
を
広
く
表
明
す
る
儀
式
で
あ
る
「
即
位
」
と
が
混
同
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
多

い
。
本
書
の
書
名
も
「
即
位
之
記
」
と
あ
る
が
、
本
文
の
内
容
は
後
述
す
る
よ
う
に
即

位
式
そ
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
譲
位
の
儀
式
次
第
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
、
次
の
よ
う
に
区
別
し
て
用
い
る（
本
稿
末
尾
に
掲
げ
た
表
「
近
世
の

天
皇　

一
覧
」
を
参
照
の
こ
と
）。

践
祚
：
新
天
皇
の
皇
位
継
承
行
為
お
よ
び
そ
の
儀
式
。
受
禅
と
も
称
す
。

な
お
先
帝
の
譲
位
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
と
、
先
帝
崩
御
に
よ
る
場
合

と
が
あ
る
。

即
位
：
新
天
皇
の
皇
位
継
承
を
、
広
く
公
に
す
る
儀
式
。
即
位
礼
と
も
称
す
。

（
1
）

（
2
）



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

一
五
四

一　

本
書
の
書
誌
情
報
と
伝
来
・
内
容

本
書
は
巻
子
装
で
八
巻
か
ら
な
り
、「
寛
永
記
」
甲
・
乙
二
巻
と
「
寛
文
記
」
日
・

月
・
星
・
辰
の
四
巻
、「
寛
永
記
」
よ
り
は
天
地
の
寸
法
が
小
さ
い
が
、「
寛
永
記
」
本

文
に
は
含
ま
れ
な
い
内
容
を
収
録
し
た
「
目
録
」
二
巻
が
、
補
遺
と
し
て
添
っ
て
い

る
。「
目
録
」
が
「
寛
永
記
」
の
補
遺
で
あ
る
と
筆
者
が
考
え
た
の
は
、「
寛
永
記
」
甲

乙
二
巻
と
装
幀
で
同
じ
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

こ
れ
ら
八
巻
の
巻
物
は
、
桐
白
木
製
で
懸
子
付
き
の
印
籠
蓋
の
内
箱
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。
箱
の
側
面
に
は
真
鍮
製
の
鍵
が
付
け
ら
れ
、
鍵
一
本
が
添
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
内
箱
は
溜
塗
り
で
被
せ
蓋
造
り
の
外
箱
に
収
め
ら
れ
、
外
箱
蓋
表
中
央
に
は
銀
粉

字
で
「
御
即
位
之
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
箱
の
蓋
表
に
は
次
の
通
り
墨
書
に

よ
る
書
付
が
あ
る
。

寛
永
廿
年
九
月
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
巻

寛
文
記〈
三
月
記　

三
巻
・
二
月
記　

一
巻
〉　　
　

四
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
目
録　
　

二
巻

（
細
字
の
割
注
部
分
は〈　

〉内
に
記
し
た
）

「
寛
永
記
」
二
巻
と
附
属
の
「
目
録
」
二
巻
、
な
ら
び
に
「
寛
文
記
」
四
巻
の
寸
法

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
寛
永
記
」甲

巻　
　

縦
二
九
・
〇
糎　

長
一
三
〇
一
・
八
糎

乙
巻　
　

縦
二
九
・
〇
糎　

長
一
〇
二
四
・
八
糎

「
目
録
」第

一
巻　

縦
一
四
・
九
糎　

長
七
〇
二
・
九
糎

第
二
巻　

縦
一
四
・
九
糎　

長
二
九
九
・
九
糎

「
寛
文
記
」日

巻　
　

縦
二
八
・
七
糎　

長
一
一
八
七
・
八
糎

月
巻　
　

縦
二
八
・
七
糎　

長
一
三
一
八
・
二
糎

星
巻　
　

縦
二
八
・
七
糎　

長
一
〇
九
六
・
八
糎

辰
巻　
　

縦
二
八
・
七
糎　

長
九
三
三
・
九
糎

「
寛
永
記
」
二
巻
と
「
目
録
」
二
巻
の
料
紙
は
す
べ
て
斐
紙
で
、
表
紙
に
は
白
茶
地

違
い
三
角
繋
ぎ
文
金
入
り
錦
が
、
見
返
し
に
は
切
箔
を
散
ら
し
青
金
砂
子
を
撤
い
た
間

合
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
各
巻
に
は
黒
柿
寸
切
の
軸
首
が
付
け
ら
れ
、
巻
紐
に
は
紫

の
平
打
紐
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
方
の
「
寛
文
記
」
四
巻
は
、
表
紙
に
花
色
地
丁
子
花
唐
草
文
金
入
り
緞
子
と
、

「
寛
永
記
」
と
は
異
な
る
裂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
見
返
し
に
は
「
寛
永
記
」
同
様
、

切
箔
を
散
ら
し
青
金
砂
子
を
撤
い
た
間
合
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
軸
首
と
巻
紐
も

「
寛
永
記
」
と
同
じ
で
、
表
紙
の
裂
地
の
み
異
な
る
も
の
の
「
寛
永
記
」
と
同
時
に
装

幀
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

本
書
に
は
恒つ

ね
か
わ
り
ょ
う
ろ

川
了
廬（
古
筆
家
九
代
了
意
の
高
弟
で
尾
張
家
に
仕
え
た
）の
極
札
一
枚
が
附

属
し
、
文
面
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

二
條
摂
政
康
道
公〈
寛
永
記 

寛
文
記
〉　

外
題（
瓢
形
黒
印
「
了
盧
」）

（
細
字
の
割
注
部
分
は〈　

〉内
に
記
し
た
）

こ
の
極
札
は
「
二
條
殿　

外
題　

寛
永
記　

寛
文
記　

鑑
正
」
と
書
か
れ
た
包
紙
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。



尾
張
徳
川
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即
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」
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つ
い
て（
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一
五
五

本
書
が
尾
張
家
に
伝
え
ら
れ
た
い
き
さ
つ
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
書
の
由
緒

を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
尾
張
家
蔵
帳
の
う
ち
、
最
も
古
い
記
録
が
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）編
「
東
京
廻 

御
側
御
道
具
類
一
巻
」
一
冊（
什
器
旧
原
簿
第
二
十
号　

徳
川
美

術
館
蔵
）で
、
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

寛
永
九
月
記　
　
　
　

二
巻

寛
文
三
月
記
二
月
記　

四
巻

　
　

外
に
目
録　
　
　

二
巻

　
　
　

了
廬
極
札
添

こ
の
「
御
側
御
道
具
帳
」
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
後
期
の
時
点
で
本
書
が
尾
張
家
に

存
在
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
た
だ
し
右
の
記
事
に
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
尾
張

家
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
伝
来
品
か
江
戸
時
代
後
期
頃
の
購
入
品
か

ど
う
か
を
示
す
来
歴
に
関
す
る
記
事
は
無
く
、
江
戸
時
代
後
期
以
前
の
由
緒
は
明
ら
か

で
は
な
い
。

「
寛
永
記
」
各
巻
の
巻
頭
に
は
内
題
と
し
て
「
寛
永
記 

甲　

従
一
位
康
道
記
之
」「
寛

永
記 

乙　

従
一
位
康
道
記
之
」
と
、
本
文
と
は
異
な
る
筆
跡
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
内
題
の
筆
跡
は
、
恒
川
了
廬
の
極
札
に
従
う
な
ら
、
二
条
康
道（
一
六
〇
七
〜
六
六
）

の
自
筆
と
さ
れ
る
。
以
下
、
内
題
の
筆
跡
が
康
道
の
自
筆
か
否
か
に
つ
い
て
検
証
し
て

み
た
い
。

康
道
は
江
戸
時
代
前
期
の
公
卿
で
二
条
家
第
十
六
代
、
摂
政
・
左
大
臣
を
務
め
た
。

九
条
幸
家（
一
五
八
六
〜
一
六
六
五
）の
長
男
で
母
は
豊
臣
秀
勝
の
娘
完
子
。
慶
長
十
二

年（
一
六
〇
七
）正
月
二
十
四
日
に
誕
生
、
慶
長
十
八
年
大
叔
父
二
条
昭
実（
一
五
五
六
〜

一
六
一
九
）の
養
子
と
な
り
元
服
し
、
こ
の
時
徳
川
家
康
よ
り
「
康
」
の
字
を
贈
ら
れ

康
道
と
名
乗
っ
た
。
そ
の
後
権
大
納
言
・
左
大
臣
を
経
て
寛
永
十
二
年（
一
六
三
五
）摂

政
と
な
り
、
同
十
六
年
に
従
一
位
、
正
保
四
年（
一
六
四
七
）に
摂
政
を
辞
し
た
。
寛
文

六
年（
一
六
六
六
）、
享
年
六
十
歳
で
薨
去
し
た
。
正
室
は
後
陽
成
天
皇
の
皇
女
貞
子
内

親
王（
後
水
尾
天
皇
の
同
母
妹
）。
明
正
天
皇（
従
妹
に
あ
た
る
）が
十
五
歳
と
な
っ
た
寛
永

十
四
年
十
二
月
、
後
水
尾
上
皇
は
摂
政
の
康
道
を
関
白
と
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
が
、

京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
の
反
対
に
よ
っ
て
取
り
や
め
と
な
っ
た
一
件
が
あ
っ
た
。

康
道
は
松
永
貞
徳（
一
五
七
一
〜
一
六
五
四
）に
入
門
し
て
俳
諧
を
学
ん
だ
ほ
か
、
朱
子

学
に
傾
倒
し
た
後
光
明
天
皇
の
た
め
、
民
間
か
ら
朝
山
意
林
庵（
一
五
八
九
〜
一
六
六
四
）

を
登
用
し
て
天
皇
に
進
講
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
寛
永
記
」
各
巻
の
内
題
に
み
ら
れ
る
康
道
の
筆
跡
は
、
や
や
筆
太
で
線
の
肥
痩
の

変
化
は
乏
し
く
、
字
形
は
や
や
扁
平
で
あ
る
。
各
文
字
も
放
ち
書
き
で
書
か
れ
て
お
り

読
み
易
い
が
、
朴
訥
な
印
象
で
あ
る
。
康
道
の
筆
跡
は
、「
本
朝
古
今
名
公
古
筆
諸
流
」

（『
万
宝
全
書
』
元
禄
七
年
〈
一
六
九
四
〉刊

所
収
）に
よ
る
と
、
青
蓮
院
尊
純
法
親

王（
一
五
九
一
〜
一
六
五
三
）の
書
風
を
受

け
継
い
だ
尊
純
流
に
属
す
と
あ
り
、
青

蓮
院
尊
証
法
親
王
・
近
衛
尚
嗣
・
大

炊
御
門
教
敦（
経
孝
）・
円
満
院
常
高
・

日
野
弘
資
・
葉
室
頼
業
・
梶
井
慈
胤
法

親
王
や
佐
々
木
資
敦
と
と
も
に
同
じ

書
流
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）に
古
筆
了
仲
が
編
集
し
た

「
筆
蹟
流
儀
系
図
」（
東
京
・
静
嘉
堂
文
庫

蔵
）や
承
応
三
年（
一
六
五
二
）の
跋
文
を

（
3
）

挿図1　「寛永記 甲」内題と目次
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一
五
六

も
つ
「
流
儀
集
」（「
明
翰
抄
」
三
十
五
冊
の
内　

個
人
蔵
）と
い
っ
た
、
書
道
の
流
儀
系
統

を
記
し
た
書
物
に
も
、
尊
純
流
の
一
人
と
し
て
二
条
康
道
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

康
道
の
筆
跡
の
う
ち
執
筆
年
紀
が
明
ら
か
な
例
と
し
て
は
、
寛
永
十
三
年
に
作
成
さ

れ
た
重
要
文
化
財
「
東
照
社
縁
起
」（
栃
木
・
日
光
東
照
宮
蔵
）が
あ
り
、
康
道
も
詞
書
を

一
部
染
筆
し
て
い
る
が
、
肥
痩
の
著
し
い
書
風
で
あ
り
、「
内
題
」
の
署
名
の
書
体
と

は
相
違
す
る
。
こ
の
ほ
か
康
道
の
筆
跡
に
、
土
佐
光
則
筆
『
源
氏
物
語
画
帖
』（
徳
川
美

術
館
蔵
）の
「
若
紫（
二
）」
の
詞
書
が
あ
り
、「
寛
永
記
」
内
題
の
筆
跡
と
比
較
す
る
と
、

筆
太
の
筆
致
は
類
似
し
て
い
る
が
、
同
一
人
物
の
筆
跡
と
は
み
な
し
が
た
い
。
康
道
に

は
和
歌
短
冊
が
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
内
題
の
「
康
道
」
の
署
名
と
は
異
な
る
。

ま
た
、
二
代
光
友
正
室
の
千
代
姫
が
寛
永
十
八
年
に
五
歳
を
迎
え
た
際
に
行
わ
れ
た

深ふ
か

曽そ

木ぎ

の
儀
式
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
鬢び
ん

曽そ

木ぎ

道
具
」
一
式（
徳
川
美
術
館
蔵
）に
、

附
属
す
る
書
付
の
う
ち
「
著
袴
深
曽
木
年
数
事
」
と
内
題
の
あ
る
冊
子
が
二
条
康
道
の

自
筆
で
あ
る
。
こ
の
冊
子
の
筆
跡
と
、「
寛
永
記
」
の
内
題
に
み
ら
れ
る
署
名
の
筆
跡

も
ま
た
異
な
り
、「
寛
永
記
」
内
題
の
署
名
は
康
道
の
筆
跡
を
意
識
し
て
似
せ
た
書
風

（
4
）

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
前
筆
者
は
『
愛
知
県
史　

別
編　

文
化
財
4　

典
籍
』
の

な
か
で
、
こ
の
内
題
の
筆
跡
を
康
道
自
筆
と
し
た
が
、
充
分
な
検
討
を
経
ず
に
速
断
し

た
誤
認
で
あ
っ
た
。
今
回
本
稿
に
お
い
て
訂
正
し
た
い
。

挿図5　冊子「著袴深曽木年数事」末尾　二条康道筆
徳川美術館蔵

挿図2　土佐光則筆「源氏物語画帖」
　「若紫（二）」　徳川美術館蔵

挿
図
4　

和
歌
短
冊　

二
条
康
道
筆（
古
筆
手
鑑
「
文
車
」
所
収
）　

徳
川
美
術
館
蔵

挿
図
3　

和
歌
短
冊　

二
条
康
道
筆（
古
筆
手
鑑
「
桃
江
」
所
収
）　

徳
川
美
術
館
蔵

一
方
、「
寛
永
記
」
本
文
の
筆

跡
は
内
題
の
筆
跡
と
比
べ
る
と
全

般
的
に
細
い
線
で
書
か
れ
て
い

る
。
内
題
に
続
く
目
次
は
楷
書
で

謹
直
に
書
か
れ
、
そ
れ
に
続
く
本

文
は
、
内
題
や
目
次
の
筆
跡
と
異

な
り
、
細
字
で
楷
・
行
・
草
取
り

交
ぜ
た
筆
跡
で
書
か
れ
て
お
り
、

分
量
も
多
い
こ
と
か
ら
、
筆
跡
の

異
な
る
数
名
が
分
担
し
て
筆
写
し

た
と
推
測
さ
れ
る
。
内
題
を
記
し

た
人
物
・
目
次
を
記
し
た
人
物
・

そ
し
て
数
名
の
人
物
が
本
文
を
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一
五
七

筆
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
従
一
位

康
道
記
之
」
と
あ
り
、
ま
た
本
文
中
で
康
道

が
、
自
身
を
「
予
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
康
道
が
執
筆
し
、「
寛
永
記
」・「
寛
文

記
」
の
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
と
見
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
三
章
に
お
い
て

触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

「
寛
永
記
」
に
附
属
す
る
「
目
録
」
に
は
、

「
寛
永
記
」
本
文
の
よ
う
な
内
題
の
文
字
は

無
く
、「
御
移
徙
之
次
第
」「
御
即
位
之
次

第
」
と
、
儀
式
の
題
が
示
さ
れ
、
そ
の
あ
と

儀
式
の
次
第
が
続
い
て
書
か
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。

「
寛
永
記
」
本
文
に
は
推
敲
の
跡
は
無
く
、
誤
字
を
抹
消
し
た
部
分
は
ご
く
少
な

い
。
本
書
の
特
徴
は
、
所
々
指
図（
見
取
図
）が
挿
入
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
殿
舎
の

内
部
や
調
度
の
配
置
な
ど
を
示
す
指
図
の
罫
線
は
直
線
が
引
か
れ
、
行
列
の
人
名
や
天

皇
の
詞
書
で
あ
る
「
宣
命
」
の
文
章
は
謹
直
に
書
か
れ
て
い
る
。「
寛
永
記
」
本
文
は
、

書
に
練
達
し
た
同
一
人
物
に
よ
る
書
写
と
考
え
ら
れ
、
本
文
全
体
か
ら
は
、
謹
直
に
浄

書
さ
れ
た
趣
が
あ
る
。

「
寛
文
記
」
各
巻
の
巻
頭
に
は
内
題
に
「
寛
文
記 

日　

従
一
位
康
道
記
之
」「
寛
文

記 

月　

従
一
位
康
道
記
之
」「
寛
文
記 

星　

従
一
位
康
道
記
之
」「
寛
文
記 

辰　

従
一

位
康
道
記
之
」
と
、「
寛
永
記
」
同
様
に
記
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
く
康
道
の
筆
致
を
意

識
し
て
書
か
れ
た
筆
跡
と
考
え
ら
れ
る
。「
寛
文
記
」
四
巻
の
本
文
は
複
数
名
の
分
担

に
よ
る
書
写
と
考
え
ら
れ
、「
寛
文
記
」
の
筆
跡
か
ら
受
け
る
印
象
は
、「
寛
永
記
」
同

様
謹
直
に
書
写
さ
れ
た
箇
所
と
、「
寛
永
記
」
に
比
較
す
る
と
速
筆
で
や
や
性
急
に
書

写
さ
れ
た
印
象
を
受
け
る
箇
所
が
あ
る
。

「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
と
も
に
、
巻
頭
の
序
文
や
巻
末
の
奥
書
に
あ
た
る
文
章
が

無
い
。
こ
の
た
め
本
書
「
寛
永
記
」
の
成
立
年
代
は
後
光
明
天
皇
の
践
祚
の
儀
式
の

行
わ
れ
た
寛
永
二
十
年
以
後
程
な
く
、

「
寛
文
記
」
の
成
立
年
代
も
霊
元
天
皇
の

即
位
関
連
儀
式
の
行
わ
れ
た
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）以
後
程
な
い
時
期
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
本
書
を
筆
写
し
た
理
由
も
奥

書
が
無
い
た
め
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
は
い

な
い
が
、
ま
ず
は
康
道
・
光
平（
一
六
二
五

〜
八
二
）父
子
の
周
辺
で
子
孫
に
伝
え
る

た
め
、
清
書
本
を
作
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。寛

文
三
年
は
康
道
五
十
七
歳
で
、
歿
し

た
同
六
年
は
六
十
歳
で
あ
っ
た
。
時
の
後

挿図6　「寛永記 甲」右の三行が目次（楷書）、左が本文

挿図7　「寛文記 日」内題

挿図8　「寛文記 日」冒頭
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つ
い
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上
）

一
五
八

西
天
皇
が
、
承
応
二
年（
一
六
五
三
）六
月
二
十
三
日
や
万
治
四
年（
一
六
六
一
）正
月
十
五

日
の
内
裏
火
災
を
受
け
、
禁
裏
御
文
庫
の
蔵
書
の
充
実
を
図
る
た
め
公
卿
や
寺
社
が
所

蔵
す
る
記
録
や
典
籍
を
集
め
て
複
本
を
作
ら
せ
る
事
業
に
着
手
し
た
の
は
承
応
か
ら
寛

文
年
間
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
御
文
庫
ほ
か
数
棟
を
残
し
て
全
焼
し
た
万
治
四
年
の
内
裏

火
災
は
、
子
息
・
光
平
の
正
室
・
賀よ

し

子こ

内
親
王
邸
が
火
元
に
な
っ
た
こ
と
で
、
康
道
が

責
任
を
感
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
こ
で
二
条
家
で
は
「
寛
永
記
」「
寛

文
記
」
の
清
書
本
を
作
成
し
て
来
た
る
臨
時
の
儀
式
に
備
え
る
と
と
も
に
、
康
道
・
光

平
二
代
の
名
誉
を
子
孫
に
伝
え
る
た
め
に
自
家
に
備
え
た
と
推
測
さ
れ
る
。

本
書
の
写
本
は
多
く
、「
後
浄
明
珠
院
摂
政
記
」
四
冊（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）や
「
後

浄
明
珠
院
殿
記
」
二
冊（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵　

伏
見
宮
旧
蔵
文
書
）・「
後
浄
明
珠
院
殿
記
」

三
冊（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）を
は
じ
め
三
十
三
部
が
『
国
書
総
目
録
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
伝
本
に
つ
い
て
は
、『
金
鯱
叢
書
』
次
号
掲
載
予
定
の
「
下
」
に
お
い
て

あ
ら
た
め
て
触
れ
た
い
。

「
寛
永
記
」
甲
乙
二
巻
に
は
、
次
の
よ
う
な
儀
式
の
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
各

巻
の
冒
頭
に
挙
げ
ら
れ
た
目
次
を
次
に
掲
げ
、
そ
の
下
に
儀
式
の
内
容
を
簡
単
に
記
し

た
。

「
寛
永
記
」

（
甲
巻
）

寛
永
廿
年
九
月
親
王
御
元
服
之
次
第　

紹つ
ぐ

仁ひ
と

親
王（
後
光
明
天
皇
）の
元
服
の
式
次
第
。
和

文
と
漢
文
が
あ
り
、
漢
文
は
康
道
の
作
成
、
和

文
は
後
水
尾
上
皇
の
作
成（
後
述
）。

御
元
服
指
図　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
の
式
場
見
取
図
。

御
元
服
日
時
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

陰
陽
師
が
、
儀
式
の
日
取
り
を
撰
ん
で
提
出
し

（
5
）

た
文
書
の
写
し
。

新
帝
儀

新
王
御
方
御
元
服
以
後
初
参
内　
　
　

元
服
を
済
ま
せ
た
紹
仁
親
王
が
、
初
め
て
参
内

し
た
式
次
第
。「
新
王
」
は
親
王
の
宛
字
か
。

「
親
王
御
方
」
と
は
儲ち

ょ

君く
ん（

皇
位
継
承
者
）と
目
さ

れ
た
皇
子
で
、
寛
永
二
十
年
当
時
は
後
水
尾
上

皇
の
皇
子
の
う
ち
紹
仁
親
王
を
指
す
。

供
奉
人
　々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
に
供
奉
し
た
諸
卿
官
人
の
一
覧
。

行
啓
日
時
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

陰
陽
師
が
儀
式
の
日
取
り
を
撰
ん
で
提
出
し
た

文
書
の
写
し
。

行
幸
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
の
式
次
第
。

（
乙
巻
）

御
譲
位
散
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
位
の
儀
式
に
参
加
し
た
諸
臣
の
名
簿
。

勅
符　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
皇
の
命
を
奉
じ
て
発
せ
ら
れ
た
軍
事
命
令
書

（
譲
位
を
は
じ
め
と
す
る
非
常
事
態
の
際
、
近
江
の

逢
坂
・
伊
勢
の
鈴
鹿
・
美
濃
の
不
破
に
置
か
れ
た
関

三
箇
所
を
固
め
る
「
固
関
」
の
儀
で
、
関
が
置
か
れ

た
各
国
の
国
司
に
宛
て
ら
れ
た
）。

太
政
官
府　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
官
が
発
し
た
行
政
命
令
文
書
。

官
方
吉
書
・
政
所
吉
書　
　
　
　
　
　

譲
位
に
際
し
て
、
初
め
て
天
皇
に
奉
る
政
務
上

の
文
書
。

宣
命　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
位
の
儀
式
の
中
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
天
皇
の

詞
書
。
大
内
記
が
起
草
し
た
。
譲
位
の
儀
式
の

（
6
）



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

一
五
九

中
心
で
、
万
葉
仮
名
に
よ
る
表
記
が
慣
例
。

内
舎
人
差
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朝
廷
の
行
事
で
、
諸
役
を
務
め
る
内
舎
人
の
名

を
記
し
た
文
書
。

御
譲
位
図　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
の
式
場
の
指
図
。

新
造
御
所
剣
璽
出
御
図　
　
　
　
　
　

明
正
上
皇
か
ら
後
光
明
天
皇
へ
も
た
ら
さ
れ
た

剣
璽
の
移
動
儀
式
の
指
図
。

剣
璽
渡
御
行
列　
　
　
　
　
　
　
　
　

剣
璽
渡
御
の
儀
の
行
列
。

剣
璽
入
御
新
帝
御
所
図　
　
　
　
　
　

後
光
明
天
皇
の
御
所
へ
移
さ
れ
た
剣け

ん

璽じ

渡と

御ぎ
ょ

の

式
場
見
取
図
。

昇
殿
勅
授
等
拝
所
図　
　
　
　
　
　
　

昇
殿
と
勅
授
帯
剣
を
許
さ
れ
た
諸
卿
が
、
新
天

皇
に
対
し
て
行
っ
た
拝
舞
の
指
図
。

御
陪
膳
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
光
明
天
皇
に
供
さ
れ
た
饗
膳
の
式
次
第
。

御
殿
御
装
束
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

式
場
の
指
図
。

御
陪
膳
人
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

饗
膳
の
配
膳
に
あ
た
っ
た
公
卿
の
人
名
一
覧
。

「
目
録
」

（
第
一
巻
）

御
即
位
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　

即
位
式
の
式
次
第
。

御
手
水
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
皇
が
礼
服
を
着
け
た
あ
と
、
手
を
清
め
る
作

法
。

親
王
代
之
作
法　
　
　
　
　
　
　
　
　

即
位
式
に
参
加
す
る
親
王
代
の
詳
細
な
作
法
。

親
王
代
は
正
式
な
官
職
で
は
な
く
、
即
位
式
に

お
け
る
配
役
で
、
大
納
言
・
中
納
言
の
中
か
ら

新
た
に
任
命
さ
れ
る
。

少
納
言
作
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

即
位
式
に
お
け
る
少
納
言
の
作
法
。

典
儀
作
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

即
位
式
に
お
け
る
典
儀
の
作
法
。

（
第
二
巻
）

御
移
徙
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
天
皇
が
新
御
所
に
移
る
儀
式
。

今
度
可
被
省
略
之
条
　々
　
　
　
　
　

即
位
式
の
中
で
省
略
さ
れ
た
五
箇
条
「
所
々
居

餐
事
・
供
五
菓
事
・
公
卿
着
殿
上
居
餐
事
・
出

御
之
事
・
奏
吉
書
事
」
を
列
挙
。

「
寛
文
記
」

（
日
巻
）

識
仁
親
王
御
元
服
之
事　
　
　
　
　
　

識
仁
親
王（
霊
元
天
皇
）の
元
服
の
儀
。

御
元
服
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
服
の
式
次
第
。

寛
文
三
年
正
月
廿
三
日
御
譲
位
之
事　

後
西
天
皇
の
譲
位
の
儀
。

御
譲
位
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
位
の
式
次
第
。

剣
璽
渡
御
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
西
天
皇
か
ら
識
仁
親
王
へ
も
た
ら
さ
れ
た
剣

璽
の
移
動
儀
式
。

（
月
巻
）

御
譲
位
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
位
の
式
次
第
。
後
西
天
皇
の
命
で
康
道
が
作

成
し
た
と
あ
る
。

行
列　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
位
式
に
参
加
す
る
摂
政
光
平
の
参
内
行
列
。

剣
璽
渡
御
行
列　
　
　
　
　
　
　
　
　

剣
璽
渡
御
の
行
列
。

（
星
巻
）

新
造
内
裏
新
帝
御
所
儀　
　
　
　
　
　

新
天
皇
が
新
御
所
で
行
っ
た
儀
式
。

剣
璽
入
御　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皇
位
の
印
で
あ
る
剣
璽
の
、
上
皇
の
御
所
か
ら

（
7
）



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

一
六
〇

新
御
所
へ
の
移
動
儀
式
。

勅
授
帯
剣
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

昇
殿
資
格
・
帯
剣
資
格
・
牛
車
参
内
資
格
を
得

た
公
卿
の
名
を
記
す
。

昇
殿
如
元
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

昇
殿
資
格
を
得
た
公
卿
の
名
を
記
す
。

大
床
子
御
膳
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

天
皇
が
、
践
祚
後
初
め
て
大
床
子
御
膳
を
食
べ

る
儀
式
。

昼
御
座
御
膳
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

践
祚
後
初
め
て
清
凉
殿
の
昼
御
座
で
御
膳
を
供

す
る
儀
式
。

御
殿
御
装
束
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

御
所
の
し
つ
ら
え
に
つ
い
て
記
す
。

大
殿
祭
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
天
皇
の
御
所
の
平
安
を
祈
る
祭
祀
。

廿
七
日
入
夜
内
侍
所
渡
御
之
事　
　
　

正
月
二
十
七
日
の
夜
に
、
内
侍
所（
＝
神
鏡
）を

新
御
所
に
移
す
儀
式
。

日
時
勘
文
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
の
儀
式
を
行
う
に
あ
た
り
、
陰
陽
師
が
吉
日

を
撰
ん
で
提
出
し
た
文
書
の
写
し
。

行
列　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
の
行
列
。

新
院
布
衣
始
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

上
皇
が
初
め
て
狩
衣
を
着
け
、
諸
卿
に
対
面
す

る
儀
式
。

被
補
院
司
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
皇
の
「
院
庁
」
の
実
務
を
担
当
す
る
職
員
を

任
命
す
る
こ
と（
院
庁
に
は
別
当
・
執
事
・
御
厩
別

当
・
執
権
・
判
官
代
・
主
典
代
・
蔵
人
な
ど
が
あ
っ

た
。
別
当
は
院
務
を
統
轄
す
る
長
官
で
あ
っ
た
）。

御
譲
位
第
二
日
大
床
子
御
膳
之
事　
　

二
日
目
に
行
わ
れ
た
大
床
子
御
膳
の
儀
。

同
第
三
日
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
日
目
の
大
床
子
御
膳
の
儀
。

御
譲
位
以
後
初　
禁
裏
諸
礼
之
事　
　
譲
位
後
初
め
て
行
わ
れ
た
「
諸
礼
」。
諸
礼
は

毎
年
年
頭
に
行
わ
れ
る
行
事
で
、
親
王
や
門
跡

衆
ら
が
参
内
し
て
天
皇
に
参
賀
す
る
こ
と（
正

月
上
旬
に
例
年
通
り
の
諸
礼
が
行
わ
れ
た
後
、
譲
位

が
あ
っ
た
た
め
、
新
天
皇
に
改
め
て
参
賀
し
た
）。

新
院
御
所
尊
号
之
事　
　
　
　
　
　
　

新
天
皇
が
先
帝
に
「
太
上
天
皇
」
の
称
号
を
奉

る
儀
式
。
吉
日
を
撰
ん
だ
日
時
勘
文
・
儀
式
次

第
・
物
品
を
調
進
し
た
官
人
の
名
・
新
天
皇
か

ら
先
帝
へ
贈
ら
れ
た
宣
命
を
収
録
す
る
。

（
辰
巻
）

寛
文
三
年
三
月
礼
服
御
覧
之
事　
　
　

天
皇
が
即
位
礼
の
際
に
着
用
す
る
礼
服
を
、
事

前
に
実
見
す
る
儀
式
。

日
時
勘
文
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

陰
陽
師
が
儀
式
の
吉
日
を
撰
ん
で
提
出
し
た
文

書
の
控
え
。

御
覧
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

礼
服
を
天
皇
が
実
見
す
る
式
次
第
。

行
列　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

礼
服
を
運
ぶ
行
列
と
参
加
公
卿
名
。

御
殿
之
図　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
の
行
わ
れ
た
御
殿
内
の
指
図
。

委
細
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

式
次
第
の
詳
細
を
記
す
。

直
廬
儀
例
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
が
、
摂
政
の
「
直
廬
」（
直
廬
は
摂
関
や
大

臣
が
宿
直
・
休
憩
を
行
う
た
め
に
宮
廷
内
に
設
け
ら

れ
た
部
屋
。
摂
関
の
場
合
は
天
皇
の
御
座
所
近
く
で

政
務
を
執
る
必
要
か
ら
、
直
廬
を
事
実
上
の
執
務
室

と
し
て
用
い
た
。
更
に
は
除
目
・
叙
位
な
ど
の
重
要

な
政
務
も
摂
関
の
直
廬
で
開
催
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ

た
。
原
則
的
に
は
宮
廷
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

一
六
一

非
常
時
に
摂
関
の
私
邸
が
里
内
裏
と
な
っ
た
場
合
、

近
隣
の
施
設
に
直
廬
が
設
置
さ
れ
る
例
も
あ
っ
た
）

で
行
わ
れ
た
過
去
の
先
例
。
三
例
を
挙
げ
る
。

清
凉
殿
成
人
之
例
之
事　
　
　
　
　
　

礼
服
御
覧
の
儀
を
清
凉
殿
で
行
う
場
合
の
次
第

お
よ
び
成
人
し
た
天
皇
が
行
っ
た
先
例
三
例
を

記
す
。

御
即
位
由
奉
幣
之
次
第　
　
　
　
　
　

即
位
を
伊
勢
神
宮
に
奉
告
す
る
使
者
を
遣
わ
す

儀
式
の
式
次
第
。

神
祇
官
参
向
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

奉
幣
使
一
行
が
神
祇
官
代
の
吉
田
社
大
元
宮
に

赴
く
こ
と
。

最
上
所
之
図　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
社
大
元
宮
に
お
け
る
儀
式
の
指
図
。

「
寛
文
記
」
に
は
、
即
位
の
儀
式
の
式
次
第
を
記
し
た
附
属
の
「
目
録
」
は
無
い
。

こ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
寛
文
三
年
四
月
二
十
七
日
の
即
位
式
直
前
と
も

言
う
べ
き
二
十
五
日
に
、
左
大
臣
鷹
司
房
輔
が
新
た
に
即
位
式
の
式
次
第
を
作
成
し
て

献
上
し
た
た
め
、
二
条
康
道
や
光
平
の
作
成
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
。以

上
、「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
が
収
録
す
る
譲
位
・
践
祚
お
よ
び
即
位
の
式
次
第

を
、
収
録
順
に
項
目
を
拾
っ
て
列
挙
し
た
。
こ
れ
ら
「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
に
収
録

さ
れ
た
儀
式
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
た
ど
る
前
に
、
ま
ず
後
光
明
天
皇
と
霊
元

天
皇
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

後
光
明
天
皇
は
、
後
水
尾
天
皇
の
第
四
皇
子
と
し
て
寛
永
十
年
三
月
十
二
日
に
誕
生

し
た
。
生
母
は
京
極
局
園
光
子（
壬
生
院
）で
、
幼
名
は
素す
が
の
み
や

鵞
宮
と
称
し
た
。
父
・
後
水

尾
天
皇
と
中
宮
・
東
福
門
院
和
子
と
の
間
に
は
二
男
五
女
が
あ
っ
た
が
、
二
人
の
皇
子

（
8
）

は
夭
逝
し
た
た
め
、
第
二
皇
女
の
興お
き

子こ

内
親
王
が
寛
永
六
年
に
即
位
し
て
明
正
天
皇
と

な
っ
た
。
女
性
天
皇
は
配
偶
者
を
持
た
な
い
慣
例
の
た
め
、
東
福
門
院
以
外
の
女
性
か

ら
誕
生
し
た
皇
子
の
う
ち
最
年
長
の
素
鵞
宮
が
皇
位
継
承
者
と
み
な
さ
れ
、
寛
永
十
九

年
九
月
二
日
に
儲
君
と
さ
れ
た
。
同
年
十
二
月
十
五
日
の
親
王
宣
下
で
異
母
姉
で
あ
る

明
正
天
皇
よ
り
「
紹
仁
」
の
名
を
賜
わ
り
、
翌
年
九
月
二
十
七
日
に
十
一
歳
で
元
服
、

十
月
三
日
明
正
天
皇
の
譲
位
に
よ
っ
て
践
祚
、
同
月
二
十
一
日
に
即
位
礼
を
挙
行
し

た
。
在
位
期
間
の
約
十
二
年
間
は
三
代
将
軍
家
光
か
ら
四
代
家
綱
の
時
代
に
相
当
し
、

若
年
で
あ
っ
た
た
め
摂
政
が
置
か
れ
た
。
承
応
三
年（
一
六
五
四
）九
月
二
十
日
、
痘
瘡

に
よ
り
崩
御
。
享
年
二
十
二
歳
。
翌
月
十
五
日
に
後
光
明
院
と
追
号
さ
れ
、
泉
涌
寺
に

埋
葬
さ
れ
た
。
後
光
明
天
皇
は
学
問
、
な
か
で
も
儒
学
に
傾
倒
し
て
、
民
間
の
学
者
の

登
用
を
図
っ
た
ほ
か
、
在
位
中
は
応
仁
の
乱
以
降
中
絶
し
て
い
た
神
宮
例
幣
使
を
再

興
、
家
康
に
東
照
宮
の
号
を
贈
り
日
光
例
幣
使
を
創
設
す
る
な
ど
、
朝
廷
儀
式
の
整
備

を
図
っ
た
。

霊
元
天
皇
は
、
後
水
尾
天
皇
の
第
十
九
皇
子
と
し
て
承
応
三
年
五
月
二
十
五
日
に
誕

生
し
た
。
幼
名
は
高あ

て
の
み
や

貴
宮
。
生
母
は
内
大
臣
園
基
音
の
娘
で
後
水
尾
天
皇
に
仕
え
た
国

子（
新
広
義
門
院
）で
、
後
水
尾
天
皇
の
中
宮
徳
川
和
子（
東
福
門
院
）が
養
母
と
な
っ
た
。

承
応
三
年
に
兄
・
後
光
明
天
皇
が
疱
瘡
に
か
か
り
崩
御
し
た
た
め
、
叔
父
の
好
仁
親
王

の
跡
を
継
い
で
高
松
宮
二
代
と
な
っ
て
い
た
兄
・
後
西
天
皇
が
急
遽
皇
位
を
継
い
だ
。

後
西
天
皇
は
兄
・
後
光
明
天
皇
の
崩
御
前
に
誕
生
し
た
高
貴
宮
の
成
長
を
待
っ
て
万
治

元
年（
一
六
五
八
）正
月
に
親
王
宣
下
を
行
っ
て
識
仁
の
名
を
高
貴
宮
に
賜
っ
た
。
高
貴

宮
は
寛
文
二
年
十
二
月
に
元
服
、
翌
三
年
正
月
に
兄
・
後
西
天
皇
か
ら
譲
位
さ
れ
て
践

祚
し
た
。
霊
元
天
皇
の
若
年
時
は
後
水
尾
法
皇
が
後
見
し
た
が
、
法
皇
が
延
宝
八
年
に

崩
御
し
た
後
は
直
接
政
務
を
執
っ
た
。
貞
享
三
年（
一
六
八
六
）に
は
、
皇
子
・
朝
仁
親

王（
後
の
東
山
天
皇
）の
立
太
子
礼
を
再
興
し
、
翌
四
年
三
月
皇
位
を
朝
仁
親
王（
東
山
天
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皇
）に
譲
り
仙
洞
御
所
に
入
っ
て
院
政
を
開
始
し
、
同
年
十
一
月
に
、
長
年
中
断
し
て

い
た
新
天
皇
の
大
嘗
祭
を
再
興
し
た
。
元
禄
七
年
以
降
政
務
を
東
山
天
皇
に
委
譲
し
、

正
徳
三
年（
一
七
一
三
）八
月
に
出
家
し
て
法
皇（
法
名
は
素
浄
）と
な
り
、
享
保
十
七
年

（
一
七
三
二
）八
月
六
日
に
崩
御
し
た
。
享
年
七
十
八
歳
。
霊
元
天
皇
は
父
・
後
水
尾
天

皇
や
兄
・
後
西
天
皇
か
ら
和
歌
を
学
び
、
父
や
兄
の
崩
御
後
は
宮
廷
内
第
一
の
歌
人
と

し
て
堂
上
歌
壇
に
君
臨
し
、
武
者
小
路
実
陰
や
烏
丸
光
栄
と
い
っ
た
後
継
者
を
育
成
し

た
。
ま
た
在
位
中
は
石
清
水
放
生
会
や
立
太
子
礼
を
再
興
し
、
譲
位
後
に
は
大
嘗
祭
の

再
興
を
強
行
す
る
な
ど
、
朝
廷
儀
式
の
復
興
に
も
功
績
を
残
し
た
。

こ
こ
で
重
複
を
あ
え
て
承
知
で
、
寛
永
十
九
年
か
ら
翌
年
十
一
月
に
か
け
て
行
わ
れ

た
、
明
正
天
皇
か
ら
後
光
明
天
皇
へ
の
代
替
わ
り
儀
式
を
、「
寛
永
記
」
お
よ
び
『
公

卿
補
任
』
や
柳
原
紀
光
編
『
続
史
愚
抄
』
を
も
と
に
日
付
順
で
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
な

お
「
寛
永
記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
儀
式
の
名
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
記
し
た
。

寛
永
十
九
年

十
二
月
十
五
日　

こ
の
日
紹
仁
親
王（
十
歳
）、
親
王
宣
下
あ
り
。

の
ち
に
後
光
明
天
皇
と
な
る
紹
仁
親
王
が
数
え
十
歳
と
な
り
、
一
方

明
正
天
皇
は
即
位
後
十
年
以
上
経
た
た
め
、
後
水
尾
上
皇
は
紹
仁
親

王
へ
の
皇
位
継
承
を
考
え
、
ま
ず
親
王
宣
下
を
行
い
、
儲
君
と
な
る

た
め
の
資
格
を
整
え
た
。

寛
永
二
十
年

九
月
十
八
日　
　

明
正
天
皇
が
譲
位
後
に
住
む
仙
洞
御
所
を
新
築
し
、
こ
の
日
安
鎮
法

が
行
わ
れ
た
。

九
月
二
十
七
日　

こ
の
日
紹
仁
親
王
の
元
服
の
儀
が
行
わ
れ
た
。
親
王
に
冠
を
か
ぶ
せ

る
加
冠
は
摂
政
二
条
康
道
が
務
め
た
。『
続
史
愚
抄
』
に
は
「
次
第

摂
政
康
道
作
進
。
仮
名
次
第
上
皇
御
製
云
」
と
あ
る
。

九
月
二
十
九
日　

紹
仁
親
王
、
元
服
後
初
め
て
参
内
し
た
。

十
月
三
日　
　
　

明
正
天
皇
、
譲
位
の
儀
式
を
行
っ
た
。
当
日
紹
仁
親
王
は
早
朝
、
居

所
の
東
福
門
院
の
女
院
御
所
を
出
て
参
内
し
た
。
御
所
で
は
当
日
早

朝
よ
り
固
関
の
儀
が
行
わ
れ
、
蔵
人
が
天
皇
が
譲
位
の
儀
を
行
う
旨

を
大
臣
に
告
げ
、
大
臣
は
内
記
に
譲
位
の
宣
命
の
起
草
を
命
じ
た
。

作
成
さ
れ
た
宣
命
は
天
皇
の
奏
聞
を
経
た
の
ち
、
承
明
門
が
開
か
れ

紫
宸
殿
前
庭
に
公
卿
が
列
な
り
、
譲
位
の
式
が
始
ま
り
、
宣
命
使
が

宣
命
を
読
み
上
げ
た
。
式
の
終
了
後
、
明
正
上
皇
は
父
・
後
水
尾
上

皇
の
仙
洞
御
所
に
移
り
、
御
所
に
剣
璽
渡
御
が
行
わ
れ
た
。
新
天
皇

の
後
光
明
天
皇
が
清
凉
殿
の
昼
御
座
に
出
御
し
、
摂
政
二
条
康
道
を

召
し
て
引
き
続
い
て
摂
政
を
務
め
る
こ
と
、
先
帝
か
ら
昇
殿
・
勅
授

帯
剣
・
牛
車
勅
許
を
得
て
い
た
公
卿
に
は
引
き
続
き
認
め
る
旨
を
宣

し
て
入
御
。
新
天
皇
は
再
度
昼
御
座
に
出
御
し
、
官
方
・
蔵
人
・
政

所
か
ら
の
吉
書
が
奏
聞
さ
れ
、
最
後
に
内
侍
所
に
神
饌
が
供
え
ら
れ

て
こ
の
日
の
行
事
が
終
了
し
た
。

十
月
十
二
日　
　

明
正
上
皇
に
「
太
上
天
皇
」
の
尊
号
が
贈
ら
れ
た
。
式
次
第
は
摂
政

康
道
が
作
成
し
た
。
ま
た
こ
の
日
、
摂
政
康
道
の
直
廬
に
お
い
て
礼

服
御
覧
の
儀
が
行
わ
れ
た
。

十
月
十
八
日　
　

こ
の
日
、
皇
祖
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮
に
、
新
天
皇
の
即
位
を
告
げ
る

「
由
奉
幣
」
の
勅
使
が
遣
わ
さ
れ
た
。

十
月
十
九
日　
　

左
大
臣
九
条
道
房
、
即
位
式
次
第
を
新
た
に
作
り
献
上
し
た
。

十
月
二
十
日　
　

即
位
式
の
習
礼（
予
行
演
習
）が
行
わ
れ
た
。

十
月
二
十
一
日　

紫
宸
殿
で
即
位
の
儀
が
行
わ
れ
た
。
当
日
早
朝
に
天
皇
は
身
を
清

（
9
）
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め
、
大
臣
は
内
記
に
宣
命
の
起
草
を
命
じ
、
完
成
し
た
宣
命
は
天
皇

の
奏
聞
を
経
て
宣
命
使
に
与
え
ら
れ
た
。
左
右
の
近
衛
・
兵
衛
・
衛

門
が
紫
宸
殿
前
の
南
庭
の
所
定
の
座
に
着
き
、
主
殿
と
図
書
の
官
人

が
礼
服
を
着
け
て
南
庭
の
座
に
着
く
。
儀
式
を
指
揮
す
る
内
弁（
左

大
臣
九
条
道
房
）が
合
図
の
鼓
を
打
た
せ
る
と
門
が
開
か
れ
、
紫
宸
殿

上
に
公
卿
や
女
官
が
座
に
着
き
、
天
皇
が
礼
服
を
着
け
て
手
を
清
め

た
。
天
皇
が
紫
宸
殿
の
高
御
座
に
着
き
、
摂
政
の
献
じ
る
笏
を
取
っ

て
座
を
立
つ
と
庭
に
置
か
れ
た
鉦
が
鳴
ら
さ
れ
、
高
御
座
の
前
に
立

つ
女
官
が
左
右
に
分
か
れ
、
天
皇
が
姿
を
現
わ
し
、
式
部
が
面
伏
を

唱
え
、
参
列
の
諸
臣
が
身
を
屈
し
て
拝
礼
す
る
。
主
殿
と
図
書
が
香

を
焚
き
、
武
官
が
旗
を
振
り
万
歳
を
唱
え
、
宣
命
使
が
宣
命
を
二
回

読
み
上
げ
、
諸
臣
が
二
度
拝
礼
す
る
。
鉦
が
鳴
ら
さ
れ
て
帳
が
閉
じ

ら
れ
天
皇
が
紫
宸
殿
か
ら
退
出
し
、
再
び
鼓
が
鳴
ら
さ
れ
て
諸
臣
が

退
出
し
て
式
が
終
了
し
た
。
こ
の
日
式
に
先
立
っ
て
摂
政
康
道
が
天

皇
に
、「
即
位
灌
頂
」
を
伝
授
し
た
。
こ
の
日
幕
府
か
ら
は
将
軍
の

使
者
と
し
て
酒
井
忠
勝
と
松
平
信
綱
お
よ
び
京
都
所
司
代
の
板
倉
重

宗
が
参
内
し
、
紫
宸
殿
の
前
庭
で
式
の
模
様
を
見
物
し
た
。

十
一
月
十
九
日　

こ
の
日
か
ら
三
日
間
内
侍
所
で
御
神
楽
が
催
さ
れ
た
。

こ
こ
で
も
寛
文
二
年
九
月
か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、
後
西
天
皇
の
譲
位
か
ら

霊
元
天
皇
の
即
位
ま
で
の
、
一
連
の
動
き
を
後
光
明
天
皇
の
例
と
同
様
に
「
寛
文
記
」

や
『
公
卿
補
任
』
や
『
続
史
愚
抄
』
な
ど
と
と
も
に
確
認
し
て
み
よ
う
。
な
お
「
寛
文

記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
儀
式
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
記
し
た
。

寛
文
二
年

九
月
十
八
日　
　

幕
府
よ
り
高
家
の
吉
良
義
弥
、
女
院（
東
福
門
院
）御
所
に
参
内
し
て

後
西
天
皇
の
譲
位
を
進
言
し
た
。

後
西
天
皇
は
、
兄
・
後
光
明
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
急
遽
皇
位
を
継

い
だ
が
、
叔
父
の
好
仁
親
王（
後
陽
成
天
皇
の
皇
子
で
、
後
水
尾
天
皇
の

弟
）の
跡
を
継
い
で
高
松
宮
二
代
と
な
っ
て
お
り
、
皇
位
継
承
候
補

と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
後
光
明
天
皇
崩
御
の
同
年
に
誕
生

し
た
高
貴
宮
識
仁
親
王
が
後
水
尾
法
皇
の
意
向
で
皇
位
継
承
候
補
者

と
な
り
、
後
西
天
皇
は
高
貴
宮
識
仁
親
王
が
成
長
す
る
ま
で
の
中
継

ぎ
と
し
、
識
仁
親
王
が
九
歳
と
な
っ
た
た
め
、
後
西
天
皇
が
譲
位
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

十
二
月
十
一
日　

皇
嗣
識
仁
親
王
の
元
服
の
儀
。
加
冠
は
康
道
の
子
息
で
あ
る
関
白
光

平
が
務
め
た
。

寛
文
三
年

正
月
十
二
日　
　

譲
位
の
儀
式
の
習
礼
が
行
わ
れ
た
。

　
　

二
十
一
日　

皇
嗣
識
仁
親
王
、
新
造
内
裏
に
入
っ
た
。

　
　

二
十
四
日　

後
西
天
皇
、
譲
位
の
儀
式
の
日
取
り
を
決
定
し
た
。
上
卿
は
左
大
臣

鷹
司
房
輔
が
務
め
た（
上
卿
と
は
公
卿
が
関
わ
る
組
織
や
儀
式
・
政
務
・

公
事
な
ど
の
各
種
行
事
に
お
け
る
役
目
の
中
の
筆
頭
の
者
を
指
す
。
上
卿
の

任
用
資
格
者
で
あ
る
公
卿
を
指
す
別
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
も
あ
る
）。

こ
の
日
、
警
護
・
固
関
が
行
わ
れ
た
。

　
　

二
十
六
日　

後
西
天
皇
、仮
内
裏（
近
衛
基
熈
邸
）に
お
い
て
譲
位
の
儀
を
行
っ
た
。

上
卿
は
左
大
臣
鷹
司
房
輔
。
同
日
、
仮
内
裏
か
ら
新
造
内
裏
へ
剣
璽

渡
御
の
儀
が
行
わ
れ
た
。

（
10
）
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二
月
三
日　
　
　

後
西
上
皇
に
「
太
上
天
皇
」
の
尊
号
が
贈
ら
れ
た
。

二
月
二
十
一
日　

こ
の
日
か
ら
三
日
間
、
内
侍
所
御
神
楽
が
催
さ
れ
た
。

四
月
十
三
日　
　

摂
政
光
平
の
直
廬
の
あ
る
小
御
所
に
お
い
て
礼
服
御
覧
の
儀
が
行
わ

れ
た
。

　
　

二
十
二
日　

霊
元
天
皇
の
即
位
を
告
げ
る
「
由
奉
幣
」
の
勅
使
を
神
宮
に
遣
わ
す

儀
式
が
行
わ
れ
た
。

　
　

二
十
三
日　

即
位
式
の
習
礼（
予
行
練
習
）が
行
わ
れ
た
。

　
　

二
十
五
日　

左
大
臣
鷹
司
房
輔
、
即
位
式
次
第
を
新
た
に
作
り
献
上
し
た
。

　
　

二
十
七
日　

紫
宸
殿
で
即
位
の
儀
。
上
卿
は
鷹
司
房
輔
が
務
め
た
。
こ
の
日
即
位

式
に
先
立
っ
て
摂
政
光
平
、
天
皇
に
「
即
位
灌
頂
」
を
伝
授
し
た
。

幕
府
か
ら
は
松
平
直
政
と
高
家
の
大
沢
基
将
が
参
内
し
、
式
の
模
様

を
見
物
し
た
。

以
上
、
後
光
明
天
皇
と
霊
元
天
皇
の
践
祚
の
概
略
を
、
日
付
順
に
追
っ
て
み
た
。
以

下
、
本
書
が
収
録
す
る
儀
式
の
本
文
を
抽
出
し
て
見
て
い
こ
う
。

「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
の
目
次
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
儀
式
の
名

称
や
次
第
・
行
列
・
式
場
の
指
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
儀
式
の
式
次
第

の
一
例
を
次
に
掲
げ
る
。
以
下
、
引
用
文
は
適
宜
句
読
点
を
補
い
、
本
文
中
の
細
字
で

書
か
れ
た
割
注
部
分
は〈　

〉内
に
記
し
た
。

「
寛
永
記 

甲
」
の
冒
頭
に
収
録
す
る
紹
仁
親
王
の
元
服
の
儀
は
後
水
尾
上
皇
が
和
文

で
式
次
第
を
作
成
し
、「
こ
の
文
章
通
り
に
真
名（
漢
文
）に
直
し
て
提
出
す
る
よ
う
に
」

と
の
下
命
を
受
け
て
摂
政
の
康
道
が
式
次
第
を
作
っ
た
と
「
寛
永
記 

甲
」
冒
頭
の
「
寛

永
廿
年
九
月
親
王
御
元
服
之
次
第
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
紹
仁
親
王
が
皇
位
継
承
予
定

者
で
あ
る
儲
君
で
あ
り
、
そ
の
元
服
の
式
次
第
を
自
ら
作
成
し
た
こ
と
か
ら
、
上
皇
の

喜
び
と
親
王
へ
の
期
待
の
程
が
う
か
が
わ
れ
る
。
上
皇
が
自
ら
式
次
第
作
成
に
あ
た
っ

た
こ
と
は
例
が
少
な
く
、
こ
の
当
時
か
ら
注
目
さ
れ
た
。

「
寛
永
記 

甲
」
の
「
寛
永
廿
年
九
月
親
王
御
元
服
之
次
第
」
の
掲
載
順
に
従
い
、
ま

ず
康
道
が
作
成
し
た
、
漢
文
の
「
親
王
御
元
服
次
第
」
を
掲
げ
る
。
着
座
し
た
紹
仁
親

王
が
童
形
の
髪
型
か
ら
成
人
の
髪
型
で
あ
る
髻
を
結
い
、
加
冠
が
冠
を
被
せ
、
親
王
が

退
出
す
る
ま
で
の
次
第
で
あ
る
。

　
　

親
王
御
元
服
次
第

御
殿
御
装
束
簾
中
、
其
儀
見
指
圖

刻
限
親
王
於
本
所〈
南
御
所
〉令
著
童
御
装
束
給
、
二
藍
御
直
衣〈
紋
三
重
た
す
き
〉

紅
引
倍
幾
御
衣〈
文
菊
立
涌
〉、
同
御
単〈
紋
菱
〉、
紫
指
貫〈
浮
線
綾
紋
亀
甲
腹

白
〉

次
親
王
令
著
御
休
所
給
扶
持
公
卿
等
相
従

次
親
王
令
出
簾
中
給
、
扶
持
人
參
、
御
休
所
方
内
々
褰
御
簾
、
先
是
加
冠
人
參
入

候
上
達
部
座
、
諸
卿
同
着
座

次
奉
行
人
告
御
出
由
於
加
冠
人

次
加
冠
人
參
入
着
座
、
此
間
置
理
髪
調
度

其
儀
殿
上
四
位
入
御
休
所
取
御
冠
経
北
庇
折
南
経
公
卿
座
後
出
南
面
妻
戸
入
自

同
東
一
間
置
御
座
右
方〈
御
冠
向
外
方
〉

次
同
四
位
一
人
取
櫛
巾
置
中
央〈
御
座
与
理
髪
円
座
間
〉

次
加
冠
令
奉
行
人
召
理
髪
人

次
理
髪
人
參
進
候
南
簀
子
、
依
加
冠
氣
色
進
著
御
前
円
座〈
但
押
遣
円
座
於
右
方

不
敷
〉

次
理
髪
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一
六
五

其
儀
先
以
左
手
取
御
冠
抜
巾
子
如
元
置
之
次
開
櫛
巾
取
出
本
絃〈
三
筋
〉

次
解
御
直
衣
紐
奉
令
御
手
於
板
敷〈
左
右
御
膝
被
〉、
取
解
櫛
梳
御
髪
以
長
元
絃

纏御
本
取
以
髪
掻
分
其
末
以
短
本
絃
結
之〈
先
右
次
左
〉次
以
髪
一
枚〈
折
中
〉巻
之

以
紙
捻
結
紙
上〈
片
鎰
鎰
方
向
内
先
左
次
右
〉次
取
笋
「
切
之〈
先
左
次
右
取
御

髪
与
御
本
取
於
左
手
切
之
〉

〈
短
木
縒
与
紙
間
也
〉御
髪
末
蜜
々
自
袖
下
入
櫛
巾
次
取
以
左
御
手
奉
令
押
之
次

押
合
櫛
巾
置

髪
掻
并
鬢
櫛
於
櫛
巾
上
次
如
元
引
直
円
座
暫
退
候
簀
子

次
加
冠
人
着
円
座〈
理
髪
座
〉入
低
額
畢
復
座〈
先
左
次
右
次
御
後
〉畢
収
紐
整
御
調

度
等
退

次
親
王
令
帰
入
御
休
所
給
扶
持
人
褰
御
簾
如
初

（
適
宜
句
読
点
を
補
い
、
本
文
中
の
細
字
で
書
か
れ
た
割
注
部
分
は〈　

〉内
に
記
し
た
。
以
下
同
）

次
に
上
皇
が
作
成
し
た
式
次
第
を
掲
げ
る
。

寛
永
廿
年
九
月
廿
七
日
今
日　

親
王
の
御
方
御
け
む
ふ
く
也
、
院
中
に
て
其
儀
あ

り
、
御
殿
の
御
装
束
ハ
さ
し
つ
に
く
ハ
し
く
み
え
た
り
、
刻
限
南
の
御
所
に
て
御

童
装
束
を
め
す
、
藤
大
納
言
な
か
慶
卿
奉
仕
す
、
御
ま
へ
装
束
永
ま
さ
の
朝
臣
こ

れ
を
つ
と
む
、
先
御
単〈
紅
御
紋
菱
〉、
次
御
引
倍
幾〈
紅
御
紋
菊
立
涌
〉、
次
御
直

衣〈
二
藍
御
紋
三
重
た
す
き
〉、
御
さ
し
ぬ
き〈
紫
御
紋
亀
甲
浮
線
綾
腹
白
〉、
御
こ

し
を
と
き
か
け
ま
つ
る
、
御
座
さ
た
ま
り
て
後
、
や
す
ひ
ろ
の
朝
臣
御
身
か
た
め

に
参
る
、
事
お
は
り
て
し
り
そ
く
、
次
親
王
の
御
方
の
上
臈
、
御
さ
か
つ
き
を
も

て
ま
い
ら
る
、
一
献
の
後
す
へ
る
、
次
院
の
御
前〈
小
御
所
〉へ
ま
い
ら
し
め
給
て

御
退
出
、
嗣
孝
朝
臣
御
け
ん
を
持
、
家
司
・
軄
事
等
其
外
内
々
伺
候
の
と
も
か
ら

し
た
か
ひ
奉
る
、
中
納
言
ハ
ふ
ち
の
公
卿
な
れ
ハ
、
も
と
よ
り
近
所
に
候
し
て
南

の
御
所
の
北
よ
り
廊
を
面
さ
ま
に
ゆ
か
し
め
給
ひ
、
南
に
お
れ
て
ひ
ろ
御
所
の
北

の
す
の
こ
を
経
て
御
休
所
に
い
ら
し
め
給
、
御
休
所
の
御
座〈
東
面
〉に
つ
か
し
め

給
、
あ
ら
か
し
め
御
座
の
北
の
御
屏
風
に
す
へ
て
二
階
一
脚
を
た
て
、
上
階
に
御

冠
を
置〈
面
〉、
柳
筥
に
も
る
、
次
泔
坏
ふ
た
并
臺
を
撤
し
て
水
を
い
れ
、
お
な
し

く
柳
筥
に
も
り
と
て
置〈
東
〉、
中
階
に
櫛
巾
う
ち
乱
の
は
こ
の
ふ
た
に
も
り
て
を

く
、
扶
持
公
卿
中
院
中
納
言
す
ゝ
み
よ
り
て
御
簾
を
か
ゝ
く
、
親
王
出
御
、
こ
れ

よ
り
さ
き
摂
政
・
三
条
大
納
言
・
左
大
弁
の
宰
相
等
公
卿
の
座
に
つ
く
、
蔵
人
頭

左
中
弁
弘
資
朝
臣
、
加
冠
の
人
に
氣
色
す
、
摂
政
起
座
、
南
の
す
の
こ
を
経
て
東

第
一
間
を
入
て
着
座
、
次
雑
具
を
ゝ
く
、
有
純
朝
臣
御
休
所
に
入
て
御
冠
を
と
り

て
本
路
を
出
、
南
に
折
、
公
卿
座
の
う
し
ろ
を
経
て
南
面
の
妻
戸
を
出
、
お
な
し

き
東
の
一
間
よ
り
入
て
御
座
の
右
の
方
に
置〈
御
冠
外
方
ニ
向
か
ふ
〉、
次
嗣
孝
朝

臣
泔
坏
を
と
り
て
御
座
の
左
方
に
を
く
、
次
為
庸
朝
臣
櫛
巾
を
と
り
て
中
央〈
御

座
と
理
髪
の
円
座
と
の
間
〉に
置
、
弘
資
朝
臣
加
冠
の
眼
路
に
候
す
、
加
冠
氣
色
、

弘
資
朝
臣
理
髪
の
人〈
蔵
人
頭
右
大
弁
綏
光
朝
臣
〉を
召
、
理
髪
の
人
参
進
、
南
の

簀
子
に
候
す
、
加
冠
の
人
氣
色
に
仍
て
ひ
か
し
の
一
間
を
入
て
す
ゝ
み
よ
り
、
円

座
を
右
の
方
に
推
よ
せ〈
こ
れ
を
よ
す
〉安
座
し
て
裾
ヲ
直
し
左
手
に
御
冠
を
取
て

一
見
の
後
巾
子
を
抜
、
本
の
こ
と
く
是
を
置
、
御
冠
・
泔
器
等
を
お
し
な
を
し
櫛

巾
を
開
き
髻
三
筋
を
調
へ
置
、
次　

親
王
の
御
ひ
も
を
ぬ
き
、
御
手
を
板
敷
に
つ

か
し
め
奉
る〈
左
右
の
御
膝
の
と
を
り
〉、
御
髪
を
か
へ
し
御
解
櫛
を
と
り
け
つ
り

長
本
結
を
取
中
な
と
を
取
む
す
ひ
て
御
本
と
り
を
ま
き
、
是
を
と
め
て
御
髪
掻
を

と
り
、
御
本
と
り
の
す
ゑ
を
わ
か
け
短
本
ゆ
ひ
を
取
て
ゆ
ふ〈
先
御
右
次
御
左
〉、

次
紙
一
牧
を〈
中
ヲ
折
也
〉と
り
、
立
さ
ま
に
捲
て
、
紙
捻
に
て
紙
の
上
を
ゆ
ふ〈
か
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六

た
か
ぎ
の
方
を
内
に
む
か
ふ
や
う
に
こ
れ
を
ゆ
ふ
、
先
御
左
、
御
右
〉、
次
笋
「

を
取
、
御
髪
を
御
本
鳥
と
を
左
手
に
取
か
へ
是
を
き
る〈
短
髪
下
髪
髪
ト
ノ
間
先

御
左
、
次
御
右
〉、
御
髪
の
末
蜜
々
に
袖
の
下
よ
り
櫛
巾
に
入
畢
ぬ
、
次
左
右
の

短
き
本
ゆ
ひ
を
取
て
同
櫛
巾
に
入
、
次
巾
子
を
取
て
御
本
取
を
入
、
御
手
を
以
て

お
さ
し
め
奉
る
、
落
抜
し
め
さ
ら
む
か
た
め
也
、
次
櫛
巾
押
合
か
う
か
い
并
鬢
櫛

を
櫛
巾
の
上
に
置
、
も
と
の
こ
と
く
円
座
を
引
な
を
し
暫
退
下
、
簀
子
に
候
す
、

次
摂
政
起
座
、
円
座
に
移
り
着
、
礒
額
を
入
く
わ
へ
て
復
座
、
次
理
髪
の
人
又
進

〈
円
座
義
如
元
〉、
髪
掻
を
と
り
御

を
入〈
先
御
左
、
次
右
以
御
後
其
由
斗
也
〉御

紐
を
さ
し
櫛
巾
を
如
元
調
置
退
下
、
次
扶
持
公
卿
御
簾
を
か
ゝ
く
、
親
王
御
方
御

休
所
に
帰
入
し
め
給
、

和
文
の
式
次
第
に
は
、
親
王
の
童
形
装
束
を
着
せ
た
の
が
高
倉
永
慶
と
永
将
父
子
で

あ
る
こ
と
を
は
じ
め
、
儀
式
の
配
役
の
人
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
康
道
作
成
の
漢

文
の
式
次
第
で
は
人
名
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
土
御
門
泰
広
が
身み

が
た
め固
の
儀
式
を
務

め
た
こ
と
を
は
じ
め
、
漢
文
の
式
次
第
は
和
文
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
省
略
が
見
ら
れ

る
。
本
書
が
漢
文
の
式
次
第
の
作
成
に
あ
た
っ
て
準
拠
し
た
和
文
の
式
次
第
を
収
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
簡
略
な
漢
文
の
式
次
第
を
補
完
し
、
本
書
を
利
用
す
る
者
が
よ
り
詳

細
に
儀
式
の
細
部
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
寛
文
記
」
に
収
録
さ

れ
て
い
る
識
仁
親
王
の
元
服
は
関
白
二
条
光
平
が
加
冠
を
務
め
、
理
髪
は
桂
昭
房
、
奉

行
は
葉
室
頼
房
が
務
め
た
。
こ
の
時
の
式
次
第
は
光
平
の
起
草
に
か
か
る
が
、
式
次
第

の
内
容
は
基
本
的
に
は
紹
仁
親
王
の
時
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、
割
愛
す
る
。

同
じ
儀
式
の
次
第
を
漢
文
・
和
文
の
二
通
り
の
表
記
で
掲
げ
た
の
は
異
例
で
、
こ
の

紹
仁
親
王
元
服
時
の
み
の
特
徴
で
あ
る
。「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る

儀
式
の
式
次
第
の
多
く
は
漢
文
の
み
、
も
し
く
は
和
文
の
み
の
表
記
で
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
各
儀
式
の
式
次
第
に
つ
い
て
触
れ
て

い
く
に
は
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
続
く
第
二
章
に
て
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
触
れ

て
お
き
た
い
。

二　

本
書
の
特
徴

本
章
で
は
、
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

収
録
文
書
に
つ
い
て

こ
の
「
寛
永
記
」
と
「
寛
文
記
」
に
は
、
後
光
明
天
皇
と
霊
元
天
皇
の
皇
位
継
承
儀

式
の
中
で
作
成
さ
れ
た
文
書
類
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
行
事
の
開
催
日
時
を
決
定
す
る

た
め
陰
陽
寮
が
提
出
し
た
日
時
勘
文
や
、
例
え
ば
「
寛
永
記
」
乙
巻
に
収
録
す
る
御
譲

位
散
状
・
勅
符
・
太
政
官
符
・
官
方
吉
書
・
政
所
吉
書
・
宣
命
・
内
舎
人
差
文
な
ど
で

あ
る
。

「
寛
永
記
」
甲
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
紹
仁
親
王
の
元
服
の
儀
式
の
日
時
を
撰
ん

で
陰
陽
寮
が
提
出
し
た
日
時
勘
文
を
一
例
と
し
て
次
に
挙
げ
る
。

擇
申
御
元
服　
　
　
　
　
　
　

日
時

　

九
月
廿
七
日　

戊
午　
　
　

時
午

　
　

同
廿
八
日　

己
未　
　
　

時
午

寛
永
廿
年
九
月
八
日　

従
五
位
下
賀
茂
朝
臣
有
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　

陰
陽
頭
賀
茂
朝
臣
友
景

「
寛
永
記
」
乙
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
伊
勢
国
司
に
宛
て
て
発
給
さ
れ
た
太
政
官
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一
六
七

符
を
次
に
挙
げ
る
。

太
政
官
府　

伊
勢
国
司

使
散
位
正
五
位
下
大
石
宿
祢
正
弘

　

内
舎
人
正
六
位
上
和
気
朝
臣
長
次

齎　
　

勅
符　
　

壱
通

　

驛
鈴　
　

弐
口〈
壱
口
伍
刻
・
壱
口
参
刻
〉

　

近
衛
弐
人　
　

従
各
壱
人

右
為
国
守
彼
国
差
件
等
人
給
契
發
遣
国

宜
承
知
准
関
開
使
依
例
施
行
府
到
奉
行

正
四
位
上
行
左
中
弁
藤
原
朝
臣　

従
四
位
上
行
主
殿
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兼
佐
太
夫
小
槻
宿
祢
奉

　

寛
永
廿
年
十
月
三
日

日
時
勘
文
は
儀
式
を
行
う
吉
日
を
撰
ん
で
作
成
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
時
代
の
朝
廷
に

あ
っ
て
も
効
力
を
有
し
た
文
書
で
あ
る
の
に
対
し
、
固
関
の
儀
式
の
為
に
作
成
さ
れ
た

太
政
官
符
は
、
逢
坂
・
鈴
鹿
・
不
破
の
関
の
あ
る
近
江
・
伊
勢
・
美
濃
の
国
司
に
宛
て

た
命
令
書
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
中
期
に
は
す
で
に
関
の
機
能
が
形
骸
化
し
、
ま
た
関

の
あ
る
各
国
の
役
所
で
あ
る
官
衙
の
制
度
も
失
わ
れ
て
い
た
た
め
、
効
力
を
全
く
持
た

な
い
行
政
文
書
で
あ
っ
た
。
固
関
の
儀
式
は
、
国
家
の
非
常
時
に
太
政
官
の
使
者
が
こ

の
書
状（
勅
符
）と
と
も
に
駅
鈴
二
口
を
携
え
て
関
の
所
在
地
の
国
府
に
赴
く
た
め
、
譲

位
の
儀
式
の
一
環
と
し
て
こ
の
太
政
官
符
が
準
備
さ
れ
た
。

こ
の
ほ
か
、
譲
位
の
式
の
中
で
奉
読
さ
れ
た
宣
命
は
、
天
皇
が
譲
位
の
理
由
を
形
式

的
な
が
ら
も
示
し
た
一
文
で
あ
る
。
ま
ず
譲
位
式
の
担
当
閣
僚
と
い
う
べ
き
上
卿
が
大

内
記
に
宣
命
の
作
文
を
命
じ
、
大
内
記
の
起
草
し
た
宣
命
の
草
稿
を
受
け
取
っ
た
上
卿

が
蔵
人
頭
を
通
じ
て
天
皇
の
御
覧
に
入
れ
、
蔵
人
頭
か
ら
返
却
さ
れ
た
草
稿
を
上
卿
が

大
内
記
に
清
書
を
命
じ
、
譲
位
の
式
で
音
読
さ
れ
た
。
次
の
文
章
は
明
正
天
皇
の
譲
位

の
宣
命（「
寛
永
記
」
乙
巻
収
録
）で
、「
寛
文
記
」
収
録
の
後
西
天
皇
の
譲
位
の
宣
命
も
ほ

ぼ
同
一
の
文
章
で
あ
る
。

現
神
と
大
八
洲
の
国
知
ろ
し
め
す
倭
根
子
天
皇
が
詔
旨
ら
ま
と
勅
命
を
、
親
王
諸

王
諸
臣
百
官
人
等
天
下
公
民
衆
聞
し
食
せ
と
宣
ふ
。
朕
薄
徳
を
以
て
天
つ
日
嗣
を
承

ぎ
傳
へ
賜
へ
る
事
漸
く
年
序
を
送
れ
り
。
愚
昧
の
身
は
此
の
位
に
堪
ふ
可
か
ら
ず
と

歎
き
畏
み
賜
ひ
て
、
今
皇
位
を
避
け
賜
ひ
な
む
と
念
ほ
し
行
て
な
む
。
法
の
随
に
有

る
べ
き
政
と
為
て
紹
仁
親
王
を
皇
太
子
と
定
め
賜
ひ
て
此
の
天
つ
日
嗣
を
授
け
賜

ふ
。
衆
諸
此
の
状
を
悟
り
て
清
直
の
心
を
持
て
皇
太
子
を
輔
け
導
き
仕
へ
奉
り
て
、

天
が
下
を
平
ら
け
く
有
ら
し
め
よ
。
但
し
摂
政
藤
原
朝
臣
は
朝
の
重
臣
な
り
。
其
の

誠
心
を
見
る
に
幼
主
を
寄
託
し
つ
べ
し
。
然
れ
ば
則
ち
皇
太
子
の
未
だ
万
機
の
政
を

親
ざ
る
間
幼
主
を
保
輔
け
て
政
事
を
執
り
行
ひ
せ
む
こ
と
、
一
に
忠
仁
公
の
故
事
の

如
く
せ
よ
。
天
が
下
を
も
教
へ
訓
し
直
し
て
各
已
が
祖
の
門
を
滅
ぼ
さ
す
、
弥
高
に

仕
へ
奉
り
継
が
む
と
欲
し
思
ひ
慎
み
て
弐
心
無
く
し
て
仕
へ
奉
る
べ
し
と
詔
を
、
天

皇
が
勅
命
を
衆
聞
こ
し
食
せ
と
宣
ふ
。

　
　
　

寛
永
廿
年
十
月
三
日

（
な
お
引
用
に
あ
た
り
、
万
葉
仮
名
の
表
記
は
平
仮
名
に
改
め
、
漢
文
表
記
を
一
部
書

き
下
し
た
）

ル
ビ〈
読
み
仮
名
〉に
つ
い
て

本
書
の
中
で
、
人
名
や
調
度
・
装
束
や
行
事
名
な
ど
に
ル
ビ（
読
み
仮
名
）が
振
ら
れ
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一
六
八

て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
本
書
の
資
料

的
価
値
を
高
め
て
い
る
。
こ
と
に
濁

点
を
入
れ
て
筆
記
し
て
い
る
箇
所

は
、
実
際
の
発
音
を
伝
え
て
貴
重
で

あ
る
。
た
だ
し
清
音
で
表
記
さ
れ
て

い
て
も
、
濁
音
で
音
読
す
る
の
が
自

明
な
場
合
、
濁
音
は
省
略
さ
れ
て
い

る
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

本
書
の
よ
う
な
有
職
故
実
に
か
か

わ
る
書
物
に
は
、
通
常
の
漢
字
の
音

訓
と
は
異
な
る
「
有
職
読
み
」
を
す

る
単
語
が
多
い
。
ル
ビ
の
あ
る
場
合
は
、
実
際
の
発
音
に
従
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
言

語
学
的
な
価
値
が
高
い
。

ま
ず
人
名
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
本
書
が
備
忘
の
た
め
の
記
録
で
あ
る
場
合
、
人
名

に
ル
ビ
が
必
要
で
あ
る
が
、
文
中
登
場
す
る
人
名
す
べ
て
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
振
ら
れ
て
い
る
人
名
は
ま
ば
ら
で
、
無
作
為
に
選
ば
れ
て
振
ら
れ
て
い

る
印
象
が
あ
る
。
人
名
の
諱（
名
前
）の
場
合
、
後
世
に
な
る
ほ
ど
、
特
定
の
字（
通
り
字
）

に
付
け
る
漢
字
の
選
択
が
狭
ま
り
、
そ
の
結
果
変
わ
っ
た
読
み
方
を
す
る
場
合
が
あ
っ

た
。

人
名
に
振
ら
れ
た
ル
ビ
の
例（「
寛
永
記 

甲
」
よ
り
）

近
衛
左
府
尚（
ヒ
サ
）嗣　

藤
大
納
言
な
か
慶（
ヨ
シ
）

佐
伯
職
行（
サ
エ
キ
モ
ト
ユ
キ
）　

宗
岡
生
時（
ム
ネ
オ
カ
ナ
リ
ト
キ
）

平
朝
臣
時
安（
ト
キ
ヤ
ス
）　

藤
原
朝
臣
長
條（
ナ
カ
エ
タ
）

和
気
朝
臣
吉
久（
ヨ
シ
ヒ
サ
）　

豊
原
朝
臣
正
秋（
マ
サ
ア
キ
）

ル
ビ
が
振
ら
れ
る
人
名
の
「
法
則
性
」
は
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
諱
に
は
ル
ビ
が
振
ら

れ
る
場
合
が
多
い
。「
近
衛
左
府
尚
嗣
」
の
「
尚
」
は
本
文
に
あ
る
通
り
「
ヒ
サ
」
の

ほ
か
「
ナ
ヲ
」
と
読
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
正
確
を
期
し
て
振
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
康
道
に
と
っ
て
、
左
大
臣
近
衛
尚
嗣（
一
六
二
二
〜
五
三
）は
熟
知
の
間

柄
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
日
頃
諱
で
呼
び
か
け
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
地
下
官
人
の
家
で
あ
る
佐
伯
や
宗
岡
の
よ
う
な
名
字
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
る
よ

う
な
例
外
も
見
ら
れ
る
。

単
語
に
付
け
ら
れ
た
ル
ビ
の
例（「
寛
永
記 

甲
」
よ
り
）

引
倍
幾（
ヒ
ツ
ヘ
キ
）　

御
衣（
キ
ヨ
イ
）　

菊
立
涌（
キ
ク
タ
チ
ハ
キ
）

解
櫛（
ト
キ
ク
シ
）　

紙
捻（
カ
ウ
ヒ
ネ
リ
）　

片
鎰（
カ
タ
カ
キ
）

笋
「（
タ
カ
ウ
カ
タ
ナ
）　

磯
額（
イ
ソ
ヒ
タ
ヒ
）　

理（
ヲ
サ
ム
）

家
司（
ケ
イ
シ
）　

柳
筥（
ヤ
ナ
イ
ハ
）　

眼
路（
ガ
ン
ロ
）

行
啓（
ギ
ヤ
ウ
ゲ
イ
）　

御
最
花（
サ
バ
）　

作
進（
サ
ク
シ
ン
）

驛
鈴（
エ
キ
レ
イ
）　

身
分（
ミ
ブ
ン
）　

布
毯（
フ
タ
ン
）

釜
殿（
カ
マ
ド
ノ
）　

仕
人（
ツ
カ
ヒ
ヒ
ト
）　

大
殿
祭（
ヲ
ホ
ト
ノ
マ
ツ
リ
）

分
居（
ワ
カ
テ
イ
ル
）

単
語
に
振
ら
れ
た
ル
ビ
は
、「
理（
ヲ
サ
ム
）」
や
「
分
居（
ワ
カ
テ
ヰ
ル
）」
の
よ
う
な

動
詞
に
も
見
ら
れ
る
が
、
官
職
名
や
儀
式
名
、
装
束
・
調
度
な
ど
の
名
称
に
多
い
。
宮

（
11
）

挿図9　「寛永記 乙」宣命
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一
六
九

殿
の
平
安
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る
大
殿
祭
は
、
完
成
し
た
新
し
い
殿
舎
や
重
要
な
儀
式
や

祭
祀
を
行
う
御
殿
で
行
わ
れ
る
祭
祀（
神
道
儀
礼
）で
、「
お
ほ
ど
の
ほ
が
い
」「
お
ほ
と

の
ほ
が
い
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
文
で
は
「
ヲ
ホ
ト
ノ
マ
ツ
リ
」
と
ル
ビ

が
振
ら
れ
て
お
り
、
読
み
の
異
説
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
元
服
の
儀
で
は
冠
を
被

せ
る
の
に
、
童
形
の
髪
型
か
ら
髻
を
結
う
た
め
の
理
髪
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
髪
型
を
整

え
る
行
為
を
示
す
「
理
」
と
い
う
字
に
「
ヲ
サ
ム
」
と
記
し
て
い
る
。
理
髪
道
具
で
あ

る
解
櫛
・
紙
捻
・
片
鎰
・
笋
「
・
磯
額
や
柳
筥
に
も
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し

元
服
の
儀
や
儀
式
に
用
い
る
道
具
は
、
公
卿
の
場
合
は
日
頃
よ
り
縁
の
あ
る
道
具
で
あ

り
、
こ
れ
ら
漢
字
が
難
読
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

指
図
に
つ
い
て

本
書
は
、
収
録
す
る
儀
式
次
第
と
と
も
に
指
図（
式
場
見
取
図
）が
添
え
ら
れ
て
い
る

の
が
特
徴
で
あ
る
。「
寛
永
記
」
に
は
八
図
、「
寛
文
記
」
に
は
七
図
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。
文
字
に
よ
る
儀
式
次
第
だ
け
で
は
、
儀
式
に
お
け
る
人
々
の
具
体
的
な
動
き
を
伝

え
る
に
は
限
度
が
あ
る
た
め
、
全
て
の
儀
式
書
に
指
図
が
入
る
わ
け
で
は
な
い
も
の

の
、
指
図
が
入
る
例
が
多
い
。

一
例
を
挙
げ
る
と
、「
寛
永
記
」
に
収
録
さ
れ
る
譲
位
の
式
場
図
の
場
合
、
式
場
と

な
っ
た
紫
宸
殿
と
前
庭
が
書
か
れ
、
前
庭
に
は
必
要
な
調
度
の
位
置
が
示
さ
れ
、
参
加

す
る
公
卿
や
官
人
の
動
き
を
示
す
墨
線
や
朱
線
が
書
か
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
進
行
途

中
に
揖ゆ

う（
お
じ
ぎ
）を
す
る
場
所
や
進
行
方
向
を
変
え
る
「
曲
」
と
い
う
指
示
が
書
か
れ

て
お
り
、
儀
式
の
配
役
の
よ
り
具
体
的
な
動
き
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

本
書
の
成
立
に
つ
い
て
、
朝
廷
の
儀
式
書
の
一
般
的
な
成
り
立
ち
か
ら
述
べ
て
み

た
い
。

朝
廷
の
儀
式
は
、
当
初
か
ら
儀
式
書
と
し
て
作
ら
れ
た
い
わ
ば
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
の
ほ

か
、
将
来
同
様
の
儀
式
を
行
う
の
に

円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
、
儀
式
に
出

仕
し
た
公
卿
官
人
た
ち
が
備
忘
の
為

に
記
録
し
た
日
記
や
そ
の
他
の
記
録

類
を
集
め
て
参
考
に
資
さ
れ
た
。
一

口
に
朝
廷
の
儀
式
と
い
っ
て
も
、
即

位
や
大
嘗
会
の
よ
う
な
数
年
か
ら
数

十
年
ご
と
に
巡
っ
て
く
る
臨
時
の
儀

式
の
ほ
か
、
正
月
元
日
の
四
方
拝
に

始
ま
る
年
中
行
事
の
よ
う
な
恒
例
儀

式
が
あ
る
。
特
に
臨
時
行
事
は
大
規

模
で
あ
り
、
数
年
か
ら
数
十
年
ご
と

に
巡
っ
て
く
る
た
め
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

本
と
し
て
の
儀
式
書
と
、
実
際
に
行
っ
た
記
録
備
忘
で
あ
る
日
記
や
諸
記
録
類
が
必
需

品
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
口
に
儀
式
書
と
呼
ぶ
一
連
の
書
籍
の
中
に
も
、
次
の
よ
う
な

種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
行
事
儀
式
挙
行
の
た
め
に
作
ら
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
。
平
安
時
代
の
『
儀
式
』・

『
内
裏
儀
式
』
や
『
北
山
抄
』・『
江
家
次
第
』
な
ど
。
携
行
用
も
含
む
。

②
行
事
終
了
後
に
、
備
忘
の
た
め
に
整
理
し
て
作
ら
れ
た
記
録
。

③
内
容
の
精
粗
は
あ
る
が
、
行
事
の
概
要
を
記
し
た
解
説
書
。
平
安
時
代
の
『
本
朝

月
令
』、
後
醍
醐
天
皇
の
『
建
武
年
中
行
事
』
や
一
条
兼
良
の
『
公
事
根
源
』・『
御

代
始
抄
』、
後
水
尾
天
皇
の
『
当
時
年
中
行
事
』
が
代
表
例
で
あ
る
。

「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
式
の
終
了
後
に
作
成
さ
れ
、
清
書
さ
れ

挿図10　「寛永記 乙」御譲位図
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一
七
〇

た
備
忘
の
た
め
の
②
と
い
え
よ
う
。

ま
た
儀
式
書
と
共
に
利
用
さ
れ
た
日
記
や
諸
記
録
に
は
、
次
の
よ
う
な
種
類
が
あ
っ

た
。Ａ

本
記　
　

日
記（
日
次
記
）そ
の
も
の
。

Ｂ
別
記　
　

特
定
の
行
事
を
詳
細
に
記
録
す
る
た
め
、
Ａ
と
は
別
に
記
し
た
行
事
記

録
。
Ａ
の
記
事
の
中
に
「
記
ハ
別
ニ
在
リ
」「
委
シ
ク
ハ
別
記
ニ
在
リ
」

な
ど
と
あ
る
場
合
は
、
Ａ
以
外
に
詳
細
に
記
し
た
Ｂ
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

Ｃ
部
類
記　

特
定
の
行
事
を
行
う
に
あ
た
り
、
Ａ
や
Ｂ
の
ほ
か
、
過
去
の
記
録
か
ら
、

該
当
す
る
行
事
の
記
録
を
必
要
に
応
じ
て
抜
粋
・
集
成
し
た
一
書
。
手

際
よ
く
必
要
な
情
報
を
得
る
検
索
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。『
相
国
拝
賀

部
類
記
』『
年
中
諸
公
事
装
束
要
抄
』『
中
右
記
部
類
』『
東
宮
冠
礼
部

類
記
』
な
ど
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

「
寛
永
記 

甲
」
冒
頭
に
は
、
康
道
が
後
水
尾
上
皇
の
意
を
受
け
て
行
事
項
目
を
書
き

上
げ
、
上
皇
に
提
出
し
た
次
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

寛
永
廿
九
十　

自　

仙
洞
為
御
使
阿
野
前
大
納
言
實
顕
・
清
閑
寺
前
大
納
言
共
房
・

飛
鳥
井
前
大
納
言
雅
宣
来
、
其
子
細
者
今
度
行
幸
・
劔
璽
渡
御
・
内
侍
所
渡
御
・
御

譲
位
・
御
即
位
等
之
条
々
可
有
之
間
、
如
左
書
付
可
申
付
仰
也

　
　
　

条
々
御
書
出
也

一　

九
月
廿
五
日　
　

行
幸　

奉
行　

供
奉
等
之
事

一　

劔
璽 

渡
御
事

　
　

同

一　

内
侍
所 

渡
御
事

　
　

同

一　

十
月
三
日　

御
譲
位

　
　

同
諸
役
之
事

　
　
　
　

陣
座
事　

上
卿
へ
可
申
事

一　

同
月
廿
一
日　
　

御
即
位

　
　
　
　

右
何
も
役
者
以
下
可
申
付
仰
也

　
　
　
　

又
親
王
御
元
服
事　

當
月
廿
七
日
可
有
之
也

御
元
服　

傳
奏　
　
　
　

清
閑
寺
前
大
納
言
共
房

　
　
　
　

奉
行　
　
　
　

日
野
頭
左
中
弁
弘
資
朝
臣

　
　
　
　

加
冠
人　
　
　

摂
政
予

　
　
　
　

理
髪
人　
　
　

廣
橋
頭
右
大
弁
綏
光
朝
臣

　
　
　
　

扶
持
公
卿　
　

中
院
中
納
言　

通
純

公
卿　
　
　
　

転
法
輪
三
条
大
納
言
實
秀
・
中
御
門
左
大
弁
宰
相
實
順

　

諸
役
殿
上
人　

千
種
宰
相
有
能
朝
臣
・
藪
中
将
嗣
孝
朝
臣
・
五
条
大
内

　
　
　
　
　
　
　

記
為
庸
朝
臣

　

陪
膳　
　
　
　

裏
辻
宰
相
中
将
基
福
朝
臣

　
　
　
　

役
走　
　
　
　

同
諸
役
殿
上
人

十
一
日　

阿
野
前
大
納
言
實
顕
・
飛
鳥
井
前
大
納
言
雅
宣
、
自
仙
洞
為
御
使
、
来
三

日
御
譲
位
内
弁
九
條
左
府
道
房
江　

被
仰
出
候
へ
共
、
近
衛
右
府
尚
嗣
可

被
仰
付
也
、
然
者
来
月
廿
一
日
御
即
位
内
弁
左
府
へ
可
被
仰
付
仰
也
、
予

申
詞
御
尤
之
由
也
、

十
二
日　

今
度　

新
院　

御
殿
に
て
、
来
三
日
御
譲
位
之
軒
廊
陣
座
等
み
つ
く
ろ
ひ

指
圖
有
之
、
予
・
左
府
道
房
・
右
府
尚
嗣
・
内
府
光
平
・
松
殿
有
昭
・
阿



尾
張
徳
川
家
伝
来
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即
位
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記
」
に
つ
い
て（
上
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一
七
一

野
前
大
納
言
實
顕
・
清
閑
寺
前
大
納
言
共
房
・
飛
鳥
井
大
納
言
雅
宣
等
也
、

様
子
来
三
日
當
日
ノ
処
ニ
可
書
之

廿
三
日　

今
日
行
幸
御
習
礼
也
、
仙
洞
御
幸
、
予
・
左
府
・
右
府
・
内
府
・
松
殿
、

其
外
近
衛
前
関
白
・
一
條
前
摂
政
、
諸
家
大
方
不
残

廿
四
日　

未
刻　

飛
鳥
井
前
大
納
言
雅
宣
来
、
自　

仙
洞
御
使
也
、
明
日　

行
幸
可

有
延
引
、
御
譲
位
同
日
可
有
之
也
、
其
子
細
ハ
江
戸
年
寄
衆
今
度
行
幸
供

奉
ニ
罷
出〈
武
家
御
名
代
也
〉ニ
付
未
上
洛
故
也
、
先
年　

仙
洞　

御
譲
位

時
モ　

東
照
大
権
現
初
家
康
公
可
有
御
供
歟
、
老
躰
故
大
沢
侍
従
名
代
勤

御
供
例
也

今
日
於　

仙
洞
親
王
御
元
服
之
習
礼
有
之
、
役
者
衆
何
も
伺
公
、
子
細
有

當
日
ノ
処
ニ

廿
五
日　

飛
鳥
井
前
大
納
言
来
、
今
度
行
幸
ニ
長
橋
局
脇
ニ
候
間
、
別
勅
に
て
被
召

出
度
由
也
、
是
者
父
方
の
姨
の
服
に
て
廿
日
服
な
る
に
、
別
勅
前
代
未
聞
事

也
、
若
ハ
服
後
ハ
あ
る
事
也
、
そ
れ
も
か
な
ハ
さ
る
時
の
事
也
、
予
御
返

事
子
細
有
間
敷
由
申
也

廿
七
日　

今
日　

親
王
御
元
服
也〈
當
時
儲
君
親
王
也
、
母
者
園
参
議
基
任
卿
女
、

仙
洞
女
官
号
京
極
局
〉、
予
加
冠
也

（
適
宜
句
読
点
を
補
い
、
本
文
中
の
細
字
で
書
か
れ
た
割
注
部
分
は〈　

〉内
に
記
し
た
）

右
の
記
事
の
書
き
出
し
が
寛
永
廿
年
九（
月
）十（
日
）と
い
う
、
日
付
か
ら
始
ま
る
と

こ
ろ
は
日
記
と
同
様
で
あ
る
が
、
上
皇
か
ら
の
使
者
三
人
が
伝
え
た
要
件
と
、
康
道
が

記
し
て
上
皇
に
差
し
出
し
た
書
付
を
簡
潔
に
載
せ
て
お
り
、
以
下
の
記
事
が
儀
式
の
記

録
の
み
を
抽
出
す
る
こ
と
を
当
初
か
ら
意
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
日
条
に
あ

る
紹
仁
親
王
元
服
の
儀
の
配
役
で
「
加
冠
人　

摂
政
予
」
と
、
康
道
が
自
身
を
「
予
」

と
一
人
称
で
記
し
て
お
り
、
本
文
の
著
者
が
康
道
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
十
一

日
以
降
の
記
事
も
、
儀
礼
関
係
の
み
が
記
さ
れ
て
お
り
、
十
二
日
か
ら
二
十
三
日
に
日

付
が
飛
ん
で
い
る
こ
と
も
、
必
要
な
記
事
を
抽
出
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
九
月
十
一
日

か
ら
二
十
七
日
ま
で
の
記
事
も
詳
細
な
譲
位
の
儀
式
の
記
事
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

日
に
行
わ
れ
た
儀
式
関
連
の
記
事
を
簡
潔
に
記
し
、
詳
細
は
「
来
三
日
當
日
ノ
処
ニ
可

書
之
」（
九
月
十
二
日
条
）・「
子
細
有
當
日
ノ
処
ニ
」（
九
月
二
十
四
日
条
）と
記
し
て
、
別
に

存
在
し
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
Ａ
本
記
の
当
日
条
の
参
看
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
本
書
が
当
初
よ
り
儀
礼
記
録
集
成
に
特
化
し
て
編
集
し
た
Ｂ
別
記
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
康
道
が
別
記
と
し
て
本
書
を
編
纂
し
た
理
由
は
、
践
祚
・

譲
位
と
い
う
臨
時
の
儀
式
に
備
え
る
た
め
の
記
録
集
成
を
作
り
、
自
家
に
備
え
て
子
孫

に
伝
え
る
目
的
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
諸
本
の
残
存
状
況
は
、
本
書
と
の
校
訂
と
と
も
に
次
号

掲
載
予
定
の
「
下
」
に
お
い
て
述
べ
る
。

三　

編
者
・
二
条
康
道

本
章
で
は
、
本
書
の
編
纂
に
当
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
二
条
康
道
と
二
条
家
に
つ
い

て
触
れ
て
お
き
た
い
。

二
条
家
は
五
摂
家
の
一
つ
で
、
江
戸
時
代
に
は
家
領
千
七
百
石
余
を
領
し
た
。
摂
家

の
な
か
で
も
特
に
徳
川
将
軍
家
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
康
道
が
徳
川
家
康
か
ら
偏
諱
を

う
け
康
道
と
称
し
た
の
を
始
め
、
幕
末
の
斉
敬
に
至
る
ま
で
嫡
子
は
元
服
の
際
将
軍
の

猶
子
と
な
っ
て
偏
諱
を
う
け
て
名
乗
る
の
を
例
と
し
た
。
ま
た
南
北
朝
期
以
降
、
即
位

の
儀
式
で
高
御
座
に
登
る
天
皇
に
密
教
の
秘
儀
を
伝
え
る
「
即
位
灌
頂
」
を
務
め
て
き

た
こ
と
は
、
他
の
摂
家
に
は
無
い
特
例
で
あ
っ
た
。
二
条
家
は
万
治
四
年（
一
六
六
一
）

（
12
）



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

一
七
二

正
月
十
五
日
の
内
裏
大
火
で
、
康
道
の
子
息
・
光
平
の
正
室
・
賀
子
内
親
王
宅
が
火
元

と
な
っ
た
こ
と
と
、
寛
文
十
三
年（
一
六
七
三
）五
月
八
日
の
大
火
で
文
書
や
記
録
を
全

焼
さ
せ
る
ま
で
は
、
公
家
諸
家
中
最
大
の
文
書
・
記
録
の
所
蔵
量
を
誇
っ
た
と
い
わ
れ

る
。
次
の
文
章
は
、
寛
永
二
十
年
に
二
条
家
の
蔵
書
の
一
部
を
披
見
し
た
幕
府
儒
官
の

林
鵞
峯（
一
六
一
八
〜
八
〇
）が
記
し
た
一
文
で
あ
る
。

五
摂
家
ノ
内
二
条
殿
殊
ニ
記
録
多
シ
、
秘
伝
ノ
儀
多
シ
、
其
故
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
ハ
、

二
条
ノ
開
基
良
実
ハ
、
九
条
道
家
ノ
次
男
ナ
リ
、
道
家
其
長
男
教
実
ニ
摂
政
ヲ
譲
リ
、

程
ナ
ク
教
実
早
世
、
其
子
忠
家
九
条
ノ
家
ヲ
相
続
ス
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
猶
幼
少
ナ
ル

ニ
ヨ
リ
テ
、
良
実
摂
関
ト
ナ
ル
、
二
条
ノ
家
コ
レ
ヨ
リ
始
ル
、（
中
略
）寛
永
癸
（
二
十
年
）
未
ノ

歳
、
御
即
位
ノ
事
ア
リ
テ
、
在
洛
ノ
間
、
二
条
康
道
公
ノ
家
司
北
大
路
宮
内
道
芳
ト

夜
話
ノ
時
、
二
条
殿
ノ
秘
記
若
干
巻
ヲ
携
ヘ
来
テ
、
此
秘
記
ハ
他
見
ヲ
禁
ス
ル
物
ナ

レ
ト
モ
、
一
見
ヲ
ユ
ル
ス
ト
テ
披
見
ノ
内
ニ
、
宝
治
年
中
良
実
ノ
願
文
一
通
ア
リ
、

実
事
ヲ
バ
ア
ラ
ハ
サ
ネ
ト
モ
、
父
ノ
心
和
ギ
家
門
繁
昌
ヲ
祈
ル
ノ
趣
ナ
リ
、
道
芳
ニ

懇
望
シ
テ
写
サ
ン
ト
請
ケ
レ
ド
モ
、
遂
ニ
他
見
ノ
事
ナ
シ
写
シ
、
取
ル
コ
ト
ハ
カ
ナ

フ
マ
ジ
ト
テ
、
箱
ヘ
取
リ
納
ム
、 

（
林
鵞
峯
『
二
条
殿
秘
説
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）

ま
た
江
戸
時
代
の
摂
家
の
家
業
の
一
つ
に
、
有
職
故
実
を
伝
承
し
教
授
す
る
こ
と
が

含
ま
れ
て
い
た
。
寛
文
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
諸
家
家
業
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）

に
は
、
次
の
文
章
が
あ
る
。

　

攝
家

近
衛　

九
條　

二
條　

一
條　

鷹
司

右
ノ
五
家
ヲ
摂
家
ト
云
、
摂
政
関
白
ヲ
以
テ
先
途
ト
シ
侍
ル
ナ
リ
、（
中
略
）家

業
ノ
口
傳
并
ニ
先
祖
代
々
ノ
文
書
ヲ
傳
領
シ
侍
ル
ヲ
嫡
家
ト
申
シ
侍
ル
事
ナ

リ
、
右
摂
政
関
白
ノ
職
家
業
ホ
ヽ
記
シ
侍
リ
ヌ
、
此
上
ニ
神
代
ヨ
リ
摂
家
代
々

唯
一
人
ニ
サ
ツ
ケ
相
傳
シ
来
リ
侍
ル
大
嘗
会
天
神
地
祇
ヲ
ヲ
ロ
シ
奉
ル
大
事
并

ニ
神
膳
ノ
儀
、
又
即
位
灌
頂
ノ
大
事
コ
ノ
両
條
代
々
執
柄
ノ
人
天
子
ニ
サ
ツ
ケ

奉
ル
コ
ト
ニ
侍
ル
ナ
リ
、
是
等
ヲ
以
テ
摂
家
ノ
家
業
ト
ス
、
詩
歌
管
絃
能
書
等

ハ
イ
ツ
レ
モ
尋
常
モ
テ
ア
ソ
ヒ
侍
レ
ト
モ
、
摂
家
ナ
ト
ノ
家
業
ト
ス
ル
モ
ノ
ヒ

テ
ハ
侍
ラ
サ
ル
コ
ト
ナ
リ 

（
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
）

康
道
に
は
『
国
書
総
目
録
』
に
よ
る
と
、「
寛
永
御
譲
位
記
」・「
寛
文
記（
寛
文
三

年
）」・「
元
服
次
第
並
加
冠
作
法
之
事
」・「
後
浄
明
院
装
束
抄
」・「
三
節
会
次
第
」・「
仗

議
次
第
」・「
新
院
御
月
次（
寛
文
六
年
）」・「
節
会
部
類
」・「
節
会
問
答
」・「
紹
仁
親
王

御
元
服
次
第（
寛
永
二
十
年
）」・「
東
照
宮
三
十
三
回
忌
御
八
講
次
第（
慶
安
元
年
）」・「
康

道
公
記
」・「
有
職
御
問
答
」
の
著
作
十
三
部
が
挙
げ
ら
れ
、
光
平
に
は
「
寛
永
廿
年
明

暦
三
年
御
即
位
記
」・「
元
日
節
会
次
第
」・「
御
会
和
歌（
寛
文
〜
延
宝
年
間
）」・「
禁
裏

仙
洞
御
会
和
歌（
寛
文
三
〜
五
年
）」・「
後
光
明
天
皇
七
回
御
忌
御
八
講
次
第
」・「
後
西

天
皇
御
即
位
次
第
」・「
識
仁
親
王
御
元
服
次
第
」・「
礼
服
御
覧
次
第
」・「
霊
元
天
皇
御

即
位
由
奉
幣
次
第
」
の
著
作
九
部
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

二
条
家
が
他
の
摂
家
と
同
様
に
儀
礼
資
料
を
蓄
積
し
て
い
た
の
も
、
天
皇
や
そ
の
時

の
摂
政
・
関
白
か
ら
の
命
令
で
儀
式
の
式
次
第
を
作
成
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
寛
永

二
十
年
の
後
光
明
天
皇
の
践
祚
記
事
は
、
康
道
の
弟
の
九
条
道
房（
一
六
〇
九
〜
四
七
）

も
自
身
の
日
記
『
道
房
公
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）に
お
い
て
記
録
し
て
お
り
、
詳
細
な

式
次
第
は
康
道
か
ら
得
て
筆
記
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

本
書
に
つ
い
て
、
以
上
の
章
の
な
か
で
明
ら
か
に
で
き
た
点
を
整
理
し
た
い
。

「
寛
永
記
」
と
「
寛
文
記
」
か
ら
な
る
本
書
「
即
位
之
記
」
は
、
巻
頭
の
序
文
や
巻



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

一
七
三

末
の
奥
書
が
無
い
た
め
、
成
立
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、「
寛
永
記
」
は
後

光
明
天
皇
の
践
祚
の
儀
の
行
わ
れ
た
寛
永
二
十
年
以
降
程
な
く
編
集
さ
れ
、「
寛
文
記
」

は
、
霊
元
天
皇
の
即
位
関
連
儀
式
の
行
わ
れ
た
寛
文
三
年
以
降
程
な
く
編
集
さ
れ
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
の
成
立
の
背
景
に
は
、
二
条
康
道
・
光
平
父
子
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
、
儀
式
記

録
集
成
を
自
家
に
備
え
る
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
、
康
道
が
自
身
の
日

記
と
は
別
に
、
儀
礼
記
録
集
成
と
し
て
作
っ
た
別
記
で
、
康
道
が
別
記
を
作
成
し
た
理

由
は
、
子
孫
に
伝
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

附
属
す
る
極
札
に
従
え
ば
本
書
各
巻
の
内
題
の
署
名
は
康
道
の
自
筆
と
な
る
が
、
現

存
す
る
康
道
の
他
の
筆
跡
と
比
較
す
る
と
康
道
自
筆
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
内
題

の
署
名
が
、
本
文
と
は
異
な
る
筆
跡
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
、
本
文
に
つ
い

て
も
複
数
の
筆
跡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
の
筆
者
に
つ
い
て
は
な
お
検
証
を

要
す
る
。

本
書
の
特
徴
と
し
て
は
、
後
光
明
天
皇
と
霊
元
天
皇
の
皇
位
継
承
儀
式
の
式
次
第
と

と
も
に
、
儀
式
の
中
で
作
成
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
文
書
類
や
指
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
指
図
の
存
在
は
、
文
章
の
み
の
式
次
第
以
上
に
、
具
体
的
な
儀

式
の
参
加
者
の
動
き
を
伝
え
て
お
り
貴
重
で
あ
る
。
加
え
て
本
文
中
の
人
名
や
調
度
な

ど
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
お
り
、
実
際
の
音
読
を
伝
え
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
資
料
の
価

値
を
高
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
諸
本
の
残
存
状
況
お
よ
び
本
書
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
次

号
掲
載
予
定
の
「
下
」
に
お
い
て
、
詳
し
く
触
れ
て
い
き
た
い
。

註（
1
）　

第
五
章
「
尾
張
徳
川
家
ゆ
か
り
の
文
庫
と
典
籍
」「
第
二
章　

徳
川
美
術
館
」（
愛
知
県
史

編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
知
県
史　

別
編　

文
化
財
4　

典
籍
』　

愛
知
県　

二
〇
一
五
年
三

月
）。

（
2
）　

室
町
時
代
の
公
卿
で
古
典
学
者
で
も
あ
っ
た
一
条
兼
良
の
著
『
御
代
始
抄
』（
故
実
叢
書

編
集
部
『
新
訂
増
補
故
実
叢
書　

第
二
十
八
冊
』　

明
治
図
書
出
版　

一
九
五
三
年
十
一
月

所
収
）の
な
か
で
、
天
皇
の
代
替
わ
り
儀
式
に
は
Ａ 

御
譲
位
・
Ｂ 

御
即
位
・
Ｃ 

御
禊
の
行

幸
・
Ｄ 

大
嘗
会
の
四
つ
を
あ
げ（
こ
の
う
ち
Ｃ
は
Ｄ
の
前
段
行
事
）、
Ａ
は
「
御
譲
位
の
時

は
警
固
・
固
関
・
節
会
・
宣
制
・
剣
璽
渡
御
・
新
主
の
御
所
の
儀
式
あ
り
。
是
は
毎
度
の
事

也
。」、
Ｂ
に
つ
い
て
は
「
即
位
と
い
ふ
は
天
子
受
禅
の
後
ま
さ
し
く
南
面
の
位
に
つ
か
せ
給

ひ
て
は
じ
め
て
百
司
万
民
に
龍
顔
を
見
え
さ
せ
給
ふ
よ
し
也
」
と
解
説
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
帝
國
學
士
院
編
『
帝
室
制
度
史　

第
三
巻
』（
帝
國
學
士
院　

一
九
三
九
年
七
月
）

に
お
い
て
は
、「
皇
位
の
継
承
は
、
専
ら
天
皇
の
崩
御
に
因
る
こ
と
を
我
が
國
古
来
の
恒
典

と
為
す
」
と
し
、
左
記
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

皇
位
の
継
承
は
、
天
皇
の
崩
御
に
因
る
の
外
、
中
世
以
後
は
、
天
皇
在
世
中
の
譲
位
に
因

る
の
例
を
生
ぜ
り
。
譲
位
は
、
一
に
遜
位
と
謂
ひ
、
或
は
譲
國
と
謂
ふ
。
邦
語
に
之
を

「
ミ
ク
ニ
ユ
ヅ
リ
」
と
訓
ず
。
又
皇
嗣
の
譲
を
受
け
た
ま
ふ
こ
と
よ
り
見
て
受
禅
と
も
謂

ふ
。
譲
位
と
受
禅
と
は
、
唯
観
点
を
異
に
す
る
名
称
の
別
た
る
に
止
ま
り
、
全
く
同
じ
に

し
て
、
儀
礼
に
於
い
て
も
、
譲
位
の
式
は
即
ち
受
禅
の
式
に
外
な
ら
ず
。（
中
略
）天
皇
在

世
中
の
譲
位
は
、
皇
極
天
皇
の
位
を
孝
徳
天
皇
に
譲
り
た
ま
へ
る
を
以
て
、
其
の
最
初
と

為
す
べ
し
。（
中
略
）歴
代
相
尋
い
で
譲
位
受
禅
の
儀
あ
り
。
皇
位
の
継
承
は
、
天
皇
の
崩

御
に
因
る
よ
り
も
、
寧
ろ
譲
位
に
因
る
を
常
例
と
為
す
に
至
れ
り
。

（
3
）　

二
条
康
道
に
つ
い
て
は
、
次
の
図
書
を
参
看
し
た
。

久
保
貴
子
著
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選　

後
水
尾
天
皇
─
千
年
の
坂
も
踏
み
分
け
て

─
』　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
〇
八
年
三
月
。

久
保
貴
子
著
『
人
物
叢
書　

徳
川
和
子
』　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
八
年
二
月
。

（
4
）　

小
松
茂
美
「
書
流
系
譜
の
成
立
と
分
類
」（
同
著
『
日
本
書
流
全
史　

上
』　

講
談
社　

一
九
七
〇
年
十
二
月
）。

（
5
）　
『
補
訂
版
国
書
総
目
録
』　

岩
波
書
店　

一
九
七
一
年
一
月
。

（
6
）　

皇
太
子
の
称
号
は
、
天
和
三
年（
一
六
八
三
）に
霊
元
天
皇
が
立
太
子
礼
を
再
興
し
た
時
に

再
興
さ
れ
た
称
号
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
皇
位
継
承
予
定
者
は
「
儲
君
」
ま
た
は
「
親
王
御
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七
四

方
」
と
称
さ
れ
た
。

（
7
）　

礼
服
は
唐
風
の
装
束
で
、
平
安
時
代
ま
で
は
毎
年
正
月
朔
日
の
朝
賀
と
即
位
式
の
二
度
用

い
ら
れ
た
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
朝
賀
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
礼
服
は
天
皇
の
即
位
礼
の
み
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
森
田
登
代
子
著
『
遊
楽
と
し
て
の
近
世
天
皇
即
位
式
─
庶
民
が

見
物
し
た
皇
室
儀
式
の
世
界
─
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
一
五
年
三
月
）お
よ
び
武
田
佐

知
子
・
津
田
大
輔
著
『
礼
服　

天
皇
即
位
儀
礼
や
元
旦
の
儀
の
花
の
装
い
』（
大
阪
大
学
出
版

会　

二
〇
一
七
年
一
月
）に
詳
し
い
。

（
8
）　

黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
集
会
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

公
卿
補
任　

第
四
篇
』　

吉

川
弘
文
館　

一
九
七
一
年
九
月
。

（
9
）　

註
8
に
掲
出
し
た
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

公
卿
補
任　

第
四
篇
』
と
、
柳
原
紀
光
編

『
続
史
愚
抄
』
は
次
の
図
書
を
参
看
し
た
。

黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

第
十
五
巻　

続
史
愚
抄　

後
篇
』　

吉
川
弘
文
館　

一
九
三
一
年
六
月
。

　
『
続
史
愚
抄
』
は
江
戸
時
代
中
〜
後
期
の
公
卿
・
柳
原
紀
光（
一
七
四
六
〜
一
八
〇
〇
）編

纂
の
歴
史
書
で
、
鎌
倉
時
代
の
亀
山
天
皇
践
祚
の
正
元
元
年（
一
二
五
九
）に
始
ま
り
江
戸
時

代
中
期
の
後
桃
園
天
皇
崩
御
の
安
永
八
年（
一
七
七
七
）に
か
け
て
編
年
体
で
記
述
さ
れ
た
朝

廷
の
通
史
で
あ
る
。

（
10
）　

橋
本
政
宣
「
即
位
灌
頂
と
二
条
家
」（
同
著
『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
二
年
十
二
月
）。

（
11
）　

一
例
を
挙
げ
る
と
、
呼
び
か
け
に
応
答
す
る
「
称
唯
」
は
「
イ
シ
ョ
ウ
」
と
読
む
。
こ
れ

は
漢
字
通
り
に
音
読
す
る
と
「
シ
ョ
ウ
イ
」
と
な
り
、
譲
位
に
通
じ
る
の
を
憚
り
漢
字
を
逆

転
さ
せ
て
読
む
慣
例
で
あ
る
。

（
12
）　

前
掲
註
10
に
掲
出
し
た
図
書
を
参
看
し
た
。
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代数 追号 御名
生歿年 先帝崩御・受禅

崩御・譲位
在位期間 即位式挙行日

107 後陽成 和仁・
周仁　

元亀2（1571）12・15−元和3（1617）8・26 受禅
譲位

天正14（1586）11・7−慶長16（1611）3・27 天正14・11・25

108 後水尾 政仁
文禄5（1596）6・4−延宝8（1680）8・19 受禅

譲位
慶長16（1611）3・27−寛永6（1629）11・8 慶長16・4・12

109 明正 興子
元和9（1624）11・19−元禄9（1696）11・10 受禅

譲位
寛永6（1629）11・8−寛永20（1643）10・3 寛永7・9・12

110 後光明 紹仁
寛永10（1633）3・12−承応3（1654）9・20 受禅

崩御
寛永20（1643）10・3−承応3（1654）9・20 寛永20・10・21

111 後西 良仁
寛永14（1638）11・16−貞享2（1685）2・22 先帝崩御

譲位
承応3（1654）11・28−寛文3（1663）正・26 明暦2・正・22

112 霊元 識仁
承応3（1654）・5・25−享保17（1732）8・6 受禅

譲位
寛文3（1663）正・26−貞享4（1687）3・21 寛文3・4・27

113 東山 朝仁
延宝3（1675）9・3−宝永6（1710）12・17 受禅

譲位
貞享4（1687）3・21−宝永6（1709）6・21 貞享4・4・28

114 中御門 慶仁
元禄14（1702）12・17−元文2（1737）4・11 受禅

譲位
宝永6（1709）6・21−享保20（1735）3・21 宝永7・11・11 

115 桜町 昭仁
享保5（1720）正・1−寛延3（1750）4・23 受禅

譲位
享保20（1735）3・21−延享4（1747）5・2 享保20・11・3

116 桃園 遐仁
寛保元（1741）2・29−宝暦12（1762）7・12 受禅

崩御
延享4（1747）5・2−宝暦12（1762）7・12 延享4・9・21

117 後桜町 智子
元文5（1740）8・3−文化10（1813）閏11・2 先帝崩御

譲位
宝暦12（1762）7・27−明和7（1770）11・24 宝暦13・11・27

118 後桃園 英仁
宝暦8（1758）7・2−安永8（1779）10・29 受禅

崩御
明和7（1770）11・24−安永8（1779）10・29 明和8・4・28

119 光格 兼仁
明和8（1771）8・15−天保11（1840）11・19 先帝崩御

譲位
安永8（1779）11・25−文化14（1817）3・22 安永9・12・4

120 仁孝 恵仁
寛政12（1800）2・21−弘化3（1846）正・26 受禅

崩御
文化14（1817）3・22−弘化3（1846）正・26 文化14・9・21

121 孝明 統仁
天保2（1831）6・14−慶応2（1866）12・25 先帝崩御

崩御
弘化3（1846）2・13−慶応2（1866）12・25 弘化3・9・23

表　「近世の天皇　一覧」



bears the name of the court noble Nijō Yasumichi (1607-1666), and it would seem that this 
document was produced under Yasumichi’s direction.

As a Sesshō supreme council of the Imperial Court, Nijō Yasumichi served Emperor 
Myōshō and Emperor Gokōmyō, and his son Mitsuhira also edited the record of the ritual of 
the enthronement of Emperor Reigen in 1663, suggesting the possibility that this document 
was edited by someone in or close to the Nijō family, with the aim of transmitting the 
achievements of Yasumichi and Mitsuhira. The second part of this study, which will appear 
in the next issue, will describe the surviving manuscripts of the “Kan’ei-ki” and “Kanbun-
ki,”and will compare the Tokugawa version with others to identify their textual diff erences.

the three main and three secondary branches of the Tokugawa family only, I would argue 
that this set of furnishings was likely used not just by Takagimi and Sachigimi, but rather 
was reused repeatedly when receiving women who married into the Owari Tokugawa as 
fi rst wives, adding and replacing missing or broken pieces over and over again through the 
generations. 

“Items Connected to Hereditary Property” of the Owari Tokugawa Clan
KŌYAMA-HAYASHI Rie

This paper clearly outlines the specifics of the Owari Tokugawa family’s petition for 
designation of “items connected to hereditary property”, which based on the “Kazoku 
Hereditary Property Law” promulgated on April 28, 1886. This petition approved on April 
19, 1893 and the review began in October of 1891. In preparing the petition, the Owari 
Tokugawa family initially tried to select works based on their standards of value focused on 
“TEN”(Heaven), “CHI”(Earth) and “JIN”(Man) that had been established in 1880. However, 
they were advised by the auditors of the Inspection of National Treasures Division who 
visited the Tokugawa Ōzone residence from January 29, to February 5, 1892, that items 
connected to hereditary property were “pedigreed items” and therefore considered first- 
through third-class objects according to the Inspection of National Treasures Division and 
their assessment was overturned. The Tokugawa Art Museum retains 353 inspection 
documents from the Inspection of National Treasures Division and one booklet recording 
the results of the audit of 1890. From them, we know various details, including that the audit 
was begun in around 1890 and started with selection of first-class items, that “pedigreed 
items” were not subject to inspection, and that specialists in each subject area were involved. 
They also indicate that the specifi cs of the designations of “items connected to hereditary 
property” are faithfully refl ected in the audit report by the Inspection of National Treasures 
Division, and show that the above determinations remained valid until the fi nal approval of 
the petition. These fi ndings suggest that the Inspection of National Treasures Division had a 
major eff ect on the valuation of the Owari Tokugawa family collection that has been passed 
down in today’s Tokugawa Art Museum, and it would seem that even the possessions of 
families of the peerage were not completely free from the government’s administration of 
culture at that time.

Introduction of Historical Material

Research Notes on “Sokui-no-ki”⎝I）
NAMIKI Masashi

The “Sokui-no-ki” (Record of the Enthronement Ritual of the Imperial Court), which 
has been passed down by the Owari Tokugawa family, is the historical record of the 
enthronements of Emperor Gokōmyō (1633-54) and Emperor Reigen (1654-1732) in the Edo 
period. This document can be divided into two sections: the fi rst, the “Kan’ei-ki,” consists of 
the record of the proceedings of the enthronement ceremony of Emperor Gokōmyō in 1643, 
and the second, the “Kanbun-ki,” consists of a record of the proceedings of the ceremony 
of Emperor Reigen in 1663. This paper introduces the content of this document and points 
out that the date that this manuscript was completed was not long after the ritual of the 
enthronement of Emperor Reigen was held in 1663. The beginning of each handscroll 



bears the name of the court noble Nijō Yasumichi (1607-1666), and it would seem that this 
document was produced under Yasumichi’s direction.

As a Sesshō supreme council of the Imperial Court, Nijō Yasumichi served Emperor 
Myōshō and Emperor Gokōmyō, and his son Mitsuhira also edited the record of the ritual of 
the enthronement of Emperor Reigen in 1663, suggesting the possibility that this document 
was edited by someone in or close to the Nijō family, with the aim of transmitting the 
achievements of Yasumichi and Mitsuhira. The second part of this study, which will appear 
in the next issue, will describe the surviving manuscripts of the “Kan’ei-ki” and “Kanbun-
ki,”and will compare the Tokugawa version with others to identify their textual diff erences.

the three main and three secondary branches of the Tokugawa family only, I would argue 
that this set of furnishings was likely used not just by Takagimi and Sachigimi, but rather 
was reused repeatedly when receiving women who married into the Owari Tokugawa as 
fi rst wives, adding and replacing missing or broken pieces over and over again through the 
generations. 

“Items Connected to Hereditary Property” of the Owari Tokugawa Clan
KŌYAMA-HAYASHI Rie

This paper clearly outlines the specifics of the Owari Tokugawa family’s petition for 
designation of “items connected to hereditary property”, which based on the “Kazoku 
Hereditary Property Law” promulgated on April 28, 1886. This petition approved on April 
19, 1893 and the review began in October of 1891. In preparing the petition, the Owari 
Tokugawa family initially tried to select works based on their standards of value focused on 
“TEN”(Heaven), “CHI”(Earth) and “JIN”(Man) that had been established in 1880. However, 
they were advised by the auditors of the Inspection of National Treasures Division who 
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NAMIKI Masashi
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spear. For these reasons, Ieyasu is said to have hated Muramasa’s swords and also to have 
forbidden other warriors around him from using them. 

However, in the Tokugawa Art Museum collection, there is a Muramasa-signed sword 
that was bequeathed to the first lord of Owari, Yoshinao, as a memento of Tokugawa 
Ieyasu and still survives today. After sorting through the records of the misfortunes of four 
generations of the Tokugawa family to address this inconsistency, it has become clear that 
the perception of Muramasa swords as cursed actually took shape some time between the 
second half of the 17th century and the beginning of the 18th century. It was through the wide 
circulation of the Ochiｂoshū, one of the documents that records the karmic bonds between 
the Muramasa-made swords and the Tokugawa family, that the opinion of Muramasa 
swords as haunted spread to the commoner class. It would also seem that as the “curse of 
Muramasa” was further taken up in everything from senryū poetry to Kabuki plays, the 
legend of these ill-fated swords took root and has persisted to the present day. 

This manuscript examines the particulars of the transmission of the Muramasa sword 
now in the Tokugawa Art Museum collection and, in addition to clarifying how the legend 
of the Muramasa curse came about, also considers the possibility that the spread of the 
Muramasa legend was tacitly endorsed by the shogunate. As context, I propose the theory 
that since it was Ieyasu himself who ordered his son Nobuyasu’s suicide, the Edo shogunate 
leveraged the legend of the cursed sword to evade the stigma of Ieyasu’s essentially having 
murdered his own son.

The Marriage of Shunkyōin Sachigimi and the Ｃhｒysanｔheⅿuⅿ︲Ｓｔeⅿ Ｆuｒnishings
YOSHIKAWA Miho

The Chrysanthemum-Stem Furnishings in the collection of the Tokugawa Art Museum 
are a set of wedding furnishings with designs of chrysanthemum stems in maki-e lacquer 
on nashiʲi sprinkled gold ground of which more than eighty pieces survive, making it the 
largest set of Edo-period daimyō wedding furnishings in Japan. According to the collections 
records of the Owari Tokugawa family, it was the wedding trousseau of Sachigimi (1820-1840), 
who married in from the Konoe family to become the second wife of the eleventh lord of 
Owari, Nariharu, in 1836 (Tenpō 7). It has also been established that some of the furnishings 
from the trousseau of Takagimi (1730-1778), the fi rst wife of ninth-generation Munechika, 
who also came from the Konoe family, were mixed in with this set.

This study examines the full story behind this set of furnishings that has been passed 
down in the Owari Tokugawa family as well as the circumstances of its use after the 
death of Sachigimi by analysis of these collection records. Through the letters that were 
exchanged between the Konoe and Owari Tokugawa families and other documentation, it 
has been made clear that Sachigimi did not bring these furnishings with her as a dowry, but 
rather that the set of items was prepared for her on her husband’s side for receiving her 
into the Tokugawa family.

Furthermore, I focus on the reapplication of the dual family crests︲the Tokugawa 
hollyhock crest and the Konoe peony︲as well as the coloration of the nashiʲi sprinkled 
ground and the ratio of the use of gold and silver, the expression of the designs, and so forth 
to divide the set into four categories, for which I propose diff erent dates of production and 
diff erent users. Considering that wedding trousseaus utilizing large volumes of gold in the 
nashiʲi ground indicate high social status and were limited to use by the shogunal family and 

From this study, it is revealed that Yoshikatsu himself had a strong awareness as a 
member of ɢosanke and tried to support the Tokugawa shogunate family after the alliance 
between the Owari clan and the new government by ordering subordinate warriors secretly 
to work for the continuance of the Tokugawa shogunate family behind the scenes.

Articles

Thoughts on the ɪˡˡusｔｒaｔeｄ Taˡe oｆ ʜaiｚuⅿi ⎝ʜaiｚuⅿi ⅿonogaｔaｒi eⅿaki⎠
YOTSUTSUJI Hideki

The Illustrated Tale of Haizumi is a two-volume illustrated handscroll. The story tells of a 
certain monk who visits a young woman, who makes herself up with black eyebrow powder 
(haizumi) instead of white face powder by mistake due to the suddenness of his visit. Seeing 
her, the monk is shocked and runs away. The woman’s deep sadness brings about a religious 
awakening and she takes the tonsure, becoming a nun and secluding herself away at a quiet 
mountain hermitage at Ono village in Kitayama. 

Regarding the dating of the scroll, analyses of the pictorial style of the illustrations placing 
its production to the 15th century, during the Muromachi period, have been dominant in 
recent years. The current study presents additional consideration of the calligraphic style 
of the text of the scroll, which has previously been attributed to Prince Son’en (1298-1356) 
and Ton’a (1289-1372), and argues that, while diff erences in brushwork had previously been 
attributed to the involvement of two separate calligraphers, in fact the entire work is by a 
single hand, even the captions inscribed within the pictures. The calligraphic style diff ers 
from that of Prince Son’en and Ton’a, and rather suggests the work of a noted calligrapher, 
such as an aristocrat or important monk of the Fushimi-in school that originated from the 
style of Emperor Fushimi, who studied classical calligraphy based on the Sesonji school. I 
also touch on the possibility that the calligrapher may have been a fi rst- or second-generation 
female descendant of Emperor Fushimi himself.

As for the illustrations of this scroll, although they do reveal some of the pictorial tastes 
of the Seiryōji-bon version ʏūzū nenｂutsu engi emaki produced in the years of Ōei 21-
24 (1414-1417), the facial features of the fi gures are diff erent. Also, various attributes, such 
as the shading and coloring of the meticulously rendered buildings and the composition 
that superimposes the unfolding plot of the story over the transitions of the four seasons, 
demonstrate a strong preservation of expressive styles of the late Kamakura and 
Nanbokuchō periods, suggesting that a date of production in the second half of the 14th 

century, or Nanbokuchō period, may be more appropriate for this handscroll. 

History of the Kaｔana Sword, signed “Muramasa,” and the Legend of the Muramasa Curse
HARA Fumihiko

Swords made by Muramasa are said to have been cursed swords that brought tragedy 
upon the Tokugawa family. As legend has it, the swords used in the assassinations of both 
Tokugawa Ieyasu’s grandfather Kiyoyasu and his father Hirotada, as well as the blade 
used in the beheading of Ieyasu’s eldest son Nobuyasu upon his suicide were all made by 
Muramasa. Ieyasu himself is said to have injured himself on a Muramasa small knife and 
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Unfortunately, things did not go easy, in part because middlemen dealing in Japanese 
lacquer, who had  connections with peasants and persons who tapped the lacquer in the 
Odawara domain were traditionally situated in other domains and extended monetary 
loans to many of them.  To sever the connection, villages requested monetary loans from 
the Odawara domain and resolved the issue of debts owed to the middlemen in the other 
domains.  The restrictions on lacquer solution in the Odawara domain was gradually 
implemented in this manner.

A study on the ranking expressed in administrating politics of the Tokugawa shogunate 
by analyzing the ʙakuｆu︲nikki (a daily record of the Tokugawa shogunate) in 1734

FUKAI Masaumi
Edo period society was one in which formality was practiced to a high degree. Various 

formalities were obligatory, not only for ceremonies or regular annual events, but for routine 
political activities as well.  This study determines the formality implemented based on 
social standing or position, such as by Ｄaimyo (a feudal lord), Bakushin (a shogun’s retainer), 
Baishin (an indirect retainer) and so on, focusing on rooms where audiences with Shogun 
were given or orders by a ʀōʲu (a member of Shogun’s council of elders) or Ｗakadoshiyori 
(a managerial position in the Tokugawa shogunate) were given on occasions of political 
activities. 

In this context, a room to be used for an audience with Shogun was specifi ed minutely 
according to the audience’s standing or position. In a similar manner, a room in which 
an order was conveyed to Ｄaimyo or Bakushin, by ʀōʲu or Ｗakadoshiyori, might be  
diff erentiated by the proximity or distance from where Shogun was residing, depending on 
the individual’s social standing.

Setting up those diff erentials, an authority of Shogun was enhanced and order in samurai 
society (warrior society) was maintained, while also providing a sense of stability within the 
government. 

A study of the internal aff airs and political trends of the Owari Tokugawa clan around 
1868

FUJITA Hideaki
This study examines the internal aff airs and political trends of the Owari Tokugawa clan 

around 1868. Previous studies centers around the trends of Tokugawa Yoshikatsu, the 14th 

head of the Owari Tokugawa clan and in retirement at that time. It is said that Yoshikatsu, 
despite being the head of ɢosanke (the three independent branches of Tokugawa family), 
committed the coup for the restoration of imperial rule in 1867 and worked for inaugurating 
the new government. As the battle of Toba-Fushimi occurred in January, 1868 and the 
shogunate army was defeated, Yoshikatsu showed a trend of taking sides with the new 
government such as purging the pro-shogunate subordinate warriors of the Owari clan and 
persuading neighboring lords to take part with the new government.

However, this thesis raises a question that it is appropriate or not to say Yoshikatsu 
decisions resulted in the trends of the Owari Tokugawa clan at that time. In this thesis it 
is pointed out that it was the anti-shogunate subordinate warriors of the clan, the leading 
members of the domain school Ｍeirin-dou, who lead the purge of the pro-shogunate 
subordinate warriors and the persuasion to neighboring lords.

business line, to compensate for the revenue decrease caused by depletion of the resources, 
as well as the burden of taxation. The side jobs involved fi nancing to merchants who dealt in 
the annual tax with rice; rich farmers; feudal warriors who served the Owari family and so 
forth; trade in grain such as rice used to pay the annual tax; development of new rice fi elds; 
and so forth.

These activities led to an outfl ow of funds obtained from forestry to other industries, or to 
some areas other than the mountain villages.  This also led to employment hardships among 
the inhabitants of mountain villages, and an economic depression (or strains on the system) 
in mountain villages in the future. 

A study concerning natural calamities and relief activities in mountain villages based on 
Tenｐōnenｃhū︲ⅿinoaｒe︲shisonｄen with a case study of Minamiyama Village in Mogami 
County, Dewa-no-kuni

KURIBARA Kenichi
This study examines the heavy fl ood and landslide occurred in 1833, the food shortage 

with it and its relief by analyzing Tenpōnenchū-minoare-shisonden written by Kakizaki 
Yazaemon, the village headman of Minamiyama Village in Mogami County, Dewa-no-kuni 
(now Okura Village in Mogami County, Yamagata Prefecture). Tenpōnenchū-minoare-
shisonden is one of the records of Kunō-bunko Library, which consists of the library of 
Sekiguchi Takayoshi, the 1st governor of Shizuoka Prefecture, and now a part of Aoi-bunko 
Library in the possession of Shizuoka Prefectural Central Library.

First, this thesis checked out the facts about Sekiguchi Takayoshi and Kunō-bunko 
Library, and then examined the several versions of Tenpōnenchū-minoare-shisonden.

Second, after confi rming the outline of Minamiyama Villege and Kakizaki Yaemon, this 
thesis overviewed the damage of the heavy fl ood and landslide to Minamiyama Villege in 
1833.

Third, this thesis stated the disaster relief in Minamiyama Villege such as reducting or 
exempting nengu (land tax), dealing out rice porridge, suppling food and medicine and so on 
by following the activities of the village headman.

Finally, this thesis showed specifi cally how the lord and offi  cials of the Shinjō clan went 
round the villege and checked out the damage. A noticable fact is also revealed that Yaemon 
felt grateful for the lord’s activity, so he made the lord’s portrait and praised his benevolent 
rule.

A Study of distribution controlling policy on Japanese lacquer solution by villages in the 
Odawara domain and the domain during the Bunka era (1804~1818)

KIRYŪ Kaisei
This study compiles the policies for local specialties taken by the Odawara domain and 

examines a reality of the distribution control of Japanese lacquer solution,  and how it 
influenced the villages, as an example.  The  policy of the Lord of the Odawara domain 
during the Bunka era was diff erent from that of his predecessor,  who had increased the 
annual tax.  His policy was to limit the distribution of local specialties within the domain 
so as to encourage their production. As one of these policies, the distribution of Japanese 
lacquer solution that had been widely produced and distributed in the past was controlled 
through a government offi  ce called Kokusan-kata.



Unfortunately, things did not go easy, in part because middlemen dealing in Japanese 
lacquer, who had  connections with peasants and persons who tapped the lacquer in the 
Odawara domain were traditionally situated in other domains and extended monetary 
loans to many of them.  To sever the connection, villages requested monetary loans from 
the Odawara domain and resolved the issue of debts owed to the middlemen in the other 
domains.  The restrictions on lacquer solution in the Odawara domain was gradually 
implemented in this manner.

A study on the ranking expressed in administrating politics of the Tokugawa shogunate 
by analyzing the ʙakuｆu︲nikki (a daily record of the Tokugawa shogunate) in 1734

FUKAI Masaumi
Edo period society was one in which formality was practiced to a high degree. Various 

formalities were obligatory, not only for ceremonies or regular annual events, but for routine 
political activities as well.  This study determines the formality implemented based on 
social standing or position, such as by Ｄaimyo (a feudal lord), Bakushin (a shogun’s retainer), 
Baishin (an indirect retainer) and so on, focusing on rooms where audiences with Shogun 
were given or orders by a ʀōʲu (a member of Shogun’s council of elders) or Ｗakadoshiyori 
(a managerial position in the Tokugawa shogunate) were given on occasions of political 
activities. 

In this context, a room to be used for an audience with Shogun was specifi ed minutely 
according to the audience’s standing or position. In a similar manner, a room in which 
an order was conveyed to Ｄaimyo or Bakushin, by ʀōʲu or Ｗakadoshiyori, might be  
diff erentiated by the proximity or distance from where Shogun was residing, depending on 
the individual’s social standing.

Setting up those diff erentials, an authority of Shogun was enhanced and order in samurai 
society (warrior society) was maintained, while also providing a sense of stability within the 
government. 

A study of the internal aff airs and political trends of the Owari Tokugawa clan around 
1868

FUJITA Hideaki
This study examines the internal aff airs and political trends of the Owari Tokugawa clan 

around 1868. Previous studies centers around the trends of Tokugawa Yoshikatsu, the 14th 

head of the Owari Tokugawa clan and in retirement at that time. It is said that Yoshikatsu, 
despite being the head of ɢosanke (the three independent branches of Tokugawa family), 
committed the coup for the restoration of imperial rule in 1867 and worked for inaugurating 
the new government. As the battle of Toba-Fushimi occurred in January, 1868 and the 
shogunate army was defeated, Yoshikatsu showed a trend of taking sides with the new 
government such as purging the pro-shogunate subordinate warriors of the Owari clan and 
persuading neighboring lords to take part with the new government.

However, this thesis raises a question that it is appropriate or not to say Yoshikatsu 
decisions resulted in the trends of the Owari Tokugawa clan at that time. In this thesis it 
is pointed out that it was the anti-shogunate subordinate warriors of the clan, the leading 
members of the domain school Ｍeirin-dou, who lead the purge of the pro-shogunate 
subordinate warriors and the persuasion to neighboring lords.

business line, to compensate for the revenue decrease caused by depletion of the resources, 
as well as the burden of taxation. The side jobs involved fi nancing to merchants who dealt in 
the annual tax with rice; rich farmers; feudal warriors who served the Owari family and so 
forth; trade in grain such as rice used to pay the annual tax; development of new rice fi elds; 
and so forth.

These activities led to an outfl ow of funds obtained from forestry to other industries, or to 
some areas other than the mountain villages.  This also led to employment hardships among 
the inhabitants of mountain villages, and an economic depression (or strains on the system) 
in mountain villages in the future. 

A study concerning natural calamities and relief activities in mountain villages based on 
Tenｐōnenｃhū︲ⅿinoaｒe︲shisonｄen with a case study of Minamiyama Village in Mogami 
County, Dewa-no-kuni

KURIBARA Kenichi
This study examines the heavy fl ood and landslide occurred in 1833, the food shortage 

with it and its relief by analyzing Tenpōnenchū-minoare-shisonden written by Kakizaki 
Yazaemon, the village headman of Minamiyama Village in Mogami County, Dewa-no-kuni 
(now Okura Village in Mogami County, Yamagata Prefecture). Tenpōnenchū-minoare-
shisonden is one of the records of Kunō-bunko Library, which consists of the library of 
Sekiguchi Takayoshi, the 1st governor of Shizuoka Prefecture, and now a part of Aoi-bunko 
Library in the possession of Shizuoka Prefectural Central Library.

First, this thesis checked out the facts about Sekiguchi Takayoshi and Kunō-bunko 
Library, and then examined the several versions of Tenpōnenchū-minoare-shisonden.

Second, after confi rming the outline of Minamiyama Villege and Kakizaki Yaemon, this 
thesis overviewed the damage of the heavy fl ood and landslide to Minamiyama Villege in 
1833.

Third, this thesis stated the disaster relief in Minamiyama Villege such as reducting or 
exempting nengu (land tax), dealing out rice porridge, suppling food and medicine and so on 
by following the activities of the village headman.

Finally, this thesis showed specifi cally how the lord and offi  cials of the Shinjō clan went 
round the villege and checked out the damage. A noticable fact is also revealed that Yaemon 
felt grateful for the lord’s activity, so he made the lord’s portrait and praised his benevolent 
rule.

A Study of distribution controlling policy on Japanese lacquer solution by villages in the 
Odawara domain and the domain during the Bunka era (1804~1818)

KIRYŪ Kaisei
This study compiles the policies for local specialties taken by the Odawara domain and 

examines a reality of the distribution control of Japanese lacquer solution,  and how it 
influenced the villages, as an example.  The  policy of the Lord of the Odawara domain 
during the Bunka era was diff erent from that of his predecessor,  who had increased the 
annual tax.  His policy was to limit the distribution of local specialties within the domain 
so as to encourage their production. As one of these policies, the distribution of Japanese 
lacquer solution that had been widely produced and distributed in the past was controlled 
through a government offi  ce called Kokusan-kata.



Summaries

Articles

A study concerning an administrator (Ｏyaⅿaⅿoｒi) who controlled forests in a selection 
process of logged trees for lumber production, conducted by the Owari domain during 
the Hōreki era (1750~1764) in the Edo period.

ŌTA Naohiro
The Owari domain implemented forestry administration reforms in Kyōho era (1716~1736), 

refl ecting on the deforestation in the 17th century. It preferentially cut down trees that could 
no longer grow, due to damage, etc., and through this the domain organized a system to 
obtain necessary lumber.  

Within the forests of the Owari domain, a basic policy of spontaneous regeneration 
of forest was adopted. This system eliminated inferior trees and established a basis to 
smoothly passed on it to the next generation. However, to implement this measure it was 
indispensable to have local administrators who were capable of judging characteristics of the 
forests and conditions of trees.

The study analyzed a process during the Hōreki era (1750~1764) by which Oyamamori, 
a newly established post created through the forestry administration reform, intervened 
in duties of traditional administrators, referred to as ʏamatedai, and took control of the 
forestry administration, clarifying that Oyamamori played a role in properly maintaining the 
forests and nurturing good-quality native forests of Japanese cypress. 

A study of economic crises that occurred in mountain villages in the late Edo period, 
taking the case of Outakimura, Shinano-no-kuni as an example

ŌSAKI Akira
This study follows a previous one (appearing in Bulletin Vol. 51 of The Tokugawa Institute 

for the History of Forestry, 2017 March issue), which examined historical characteristics of 
the Edo period when viewed from the perspective of life in mountain villages where people 
engaged in farming and forestry.  

In this study, the subject period is the Genroku era (1688~1704), a time of economic 
turnabout. The area covered is the Kiso region in territory of the Owari domain. 

A summary of the study result follows.  In the early Edo period, the Owari domain had 
made a great profi ts by directly overseeing the cutting of lumber in the Kiso mountains on a 
large scale, thanks to its domain-owned forests with bountiful forest resources.

Employment undertaken by inhabitants of the mountain villages within the domain who 
were engaged in cutting down trees and hauling lumber was stable.  However, depletion of 
the forest resources in Kiso mountains gradually became noticeable, and revenues from the 
forestry decreased.  As a result, the domain gave up its management of forestry which was 
taken over by lumber merchants. 

Management by the lumber merchants reinforced related jobs other than the main 
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